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日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二

一　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
主
と
し
て
小
野
清
一
郎
の
名
誉
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
の
研
究
を
検
討
し
た
上
で
、
名
誉
毀
損
罪
（
刑
法
二
三
〇
条
一
項
）、

侮
辱
罪
（
二
三
一
条
）
の
保
護
法
益
な
い
し
保
護
の
客
体
に
関
す
る
私
見
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

名
誉
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
今
日
の
解
釈
論
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
小
野
で
あ
り
、
多
く
の
概
説
書
・
体
系
書
に
み
ら
れ
る
、
名
誉
に

は
内
部
的
名
誉
、
外
部
的
名
誉
（
社
会
的
名
誉
）、
名
誉
感
情
が
あ
る
と
い
っ
た
記
述
は
、
小
野
の
名
誉
研
究
に
由
来
す
る
（
1
）

。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
研
究
に
基
づ
く
小
野
の
主
張
の
う
ち
、
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
法
益
を
外
部
的
名
誉
（
社
会
的
名
誉
）
と
す
る
点
は
支
持
者
を
集
め
た

も
の
の
（
2
）

、
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
を
名
誉
感
情
で
あ
る
と
す
る
点
は
意
外
な
ほ
ど
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
通
説
は
両
罪
と
も
に
保
護
法
益
は

社
会
的
名
誉
で
あ
る
と
し
、
判
例
も
同
様
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
3
）

。
さ
ら
に
、
小
野
の
見
解
に
対
し
て
は
平
場
安
治
や
平
川
宗
信
ら
に

よ
る
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
上
、
現
代
社
会
の
情
報
環
境
や
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
保
護
等
に
配
慮
し
て
名
誉
に
対
す
る
罪
を
再
考
す
る
必

要
も
認
め
ら
れ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
仁
志
が
早
期
に
詳
細
な
研
究
を
し
て
い
る
）。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
小
野
の
理
論
を
そ

の
著
書
『
刑
法
に
於
け
る
名
誉
の
保
護
（
4
）

』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
同
題
名
の
論
文
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
検
討
し
、
同
理
論
と
対
比
し
て
平

場
、
平
川
の
理
論
、
さ
ら
に
佐
伯
の
理
論
を
検
討
し
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
私
見
を
展
開
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

こ
こ
で
本
研
究
の
経
緯
な
い
し
動
機
に
つ
い
て
若
干
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
筆
者
は
、
小
野
の
刑
法
思
想
、
刑
法
理
論
に
興
味
を
抱
き
、

こ
こ
数
年
、
他
の
仕
事
の
合
間
に
小
野
の
著
書
を
繙
い
て
き
た
。
小
野
は
、
団
藤
重
光
の
恩
師
で
あ
り
、
団
藤
は
、（
筆
者
の
恩
師
で
あ
る
）

板
倉
宏
の
恩
師
で
あ
る
。
小
野
も
耽
読
し
た
で
あ
ろ
う
『
歎
異
抄
』
に
見
ら
れ
る
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
の
言
に
反

す
る
も
の
い
い
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
筆
者
は
小
野
の
「
曾
孫
弟
子
」
の
一
人
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
の
刑
法
に
つ

（
六
六
〇
）
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三

い
て
の
考
え
方
の
ル
ー
ツ
は
、
小
野
刑
法
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
仏
教
的
な
言
説
や
人
と
な
り
も
含
め
て
、
小
野
に
対
し
て
は
敬

意
と
興
味
と
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
（
5
）

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
小
野
の
著
書
を
読
み
始
め
た
も
の
の
、
小
野
の
指
導
を
最
も
直
接
的
に

受
け
た
団
藤
を
し
て
「
先
生
の
学
問
は
、
著
書
・
論
文
を
通
し
て
だ
け
で
は
な
か
な
か
奥
義
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」、「
先
生
の
信

仰
と
哲
学
と
法
学
と
が
相
即
相
入
、
渾
然
一
体
と
な
っ
て
前
人
未
到
の
境
地
を
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
深
遠
で
あ
り
幽

玄
で
あ
り
難
解
な
の
で
あ
る
」
と
い
わ
せ
た
だ
け
あ
っ
て
（
6
）

、
荘
厳
な
宮
殿
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
気
持
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
小
野
の
「
名
誉
研
究
の
塔
」
に
取
り
つ
い
て
形
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
名
誉
研
究
は
、
小
野
に

と
っ
て
も
博
士
論
文
と
な
っ
た
重
要
な
研
究
で
あ
る
。
小
野
は
、
後
年
、「
わ
が
道
、
刑
法
学
」
に
お
い
て
、「
私
が
大
学
教
授
と
し
て
約

二
十
五
年
の
研
究
に
お
い
て
最
も
力
を
入
れ
た
の
は
総
論
に
お
い
て
は
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
で
あ
り
、
各
論
に
お
い
て
は
名
誉
侵
害
の

罪
で
あ
っ
た
」
と
回
顧
し
、
そ
の
論
文
に
お
い
て
「
私
は
歴
史
的
法
制
の
沿
革
と
そ
の
比
較
を
試
み
た
上
、
名
誉
と
は
何
か
に
つ
い
て
い

く
つ
か
の
概
念
を
分
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
社
会
的
評
価
と
し
て
の
名
誉
、
第
二
に
国
家
そ
の
他
大

小
の
集
団
に
お
け
る
評
価
を
表
彰
す
る
名
誉
、
第
三
に
個
人
の
主
観
的
自
己
評
価
と
し
て
の
名
誉
、
第
四
に
名
誉
の
本
質
は
人
間
の
価
値

そ
の
も
の
、
社
会
的
評
価
、
集
団
的
評
価
、
自
己
評
価
の
三
者
を
超
え
た
純
客
観
的
な
人
格
価
値
、
そ
れ
は
法
律
的
保
護
の
対
象
と
は
な

ら
な
い
が
、
そ
の
指
針
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
7
）

。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
小
野
研
究
の
い
わ
ば
〝
最
初
の
斬
込
口
〞
と
し
て
名
誉
研
究
を

選
ん
だ
理
由
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
高
い
塔
に
続
く
き
ざ
は
し
の
初
段
に
足
を
か
け
た
程
度
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

（
六
六
一
）
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四

二　

小
野
清
一
郎
の
理
論　

1　
『
刑
法
に
於
け
る
名
誉
の
保
護
』
が
成
立
す
る
ま
で

最
初
に
、『
刑
法
に
於
け
る
名
誉
の
保
護
』（
以
下
、「
本
書
」
と
す
る
）
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
本
書
の

「
序
」（
一
九
三
四
年
八
月
一
日
付
）
に
よ
れ
ば
、
小
野
が
名
誉
の
保
護
の
問
題
に
着
眼
し
た
の
は
、
一
九
二
八
年
の
夏
、『
刑
法
講
義
各
論
』

の
執
筆
中
で
あ
り
、
そ
の
後
約
二
年
の
間
、
こ
の
研
究
に
没
頭
し
、
一
九
三
〇
年
の
晩
春
に
至
っ
て
一
応
主
論
文
の
稿
を
閉
じ
た
、
と
の

こ
と
で
あ
る
。
奥
付
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
有
斐
閣
か
ら
、
初
版
第
一
刷
は
一
九
三
四
年
九
月
一
〇
日
に
、
再
版
第
一
刷
は
一
九
五
六
年

一
月
三
〇
日
に
、
増
補
版
第
一
刷
は
一
九
七
〇
年
四
月
一
〇
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
発
行
さ
れ
て
い
る
。
小
野
の
経
歴
を
み
る
と
、
一
八
九
一

年
一
月
一
〇
日
出
生
、
一
九
一
七
年
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
（
法
律
学
科
）
卒
業
、
一
九
一
九
年
一
月
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
助
教

授
（
同
年
一
二
月
に
欧
州
留
学
に
出
発
）、
一
九
二
三
年
東
京
帝
国
大
学
教
授
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
主
論
文
の
稿
を
閉
じ
た
の
は
三
九
歳
、

教
授
八
年
目
の
晩
春
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
8
）

。
そ
の
年
の
一
一
月
に
は
浜
口
雄
幸
首
相
が
東
京
駅
で
狙
撃
さ
れ
、
翌
一
九
三
一
年

九
月
に
は
満
州
事
変
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
（
一
九
三
二
年
）
に
は
五
・
一
五
事
件
が
発
生
し
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
に
は
日
本
法
理
研
究

会
が
発
足
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
一
九
三
〇
年
当
時
は
、
中
山
研
一
の
い
う
「
文
化
主
義
的
正
義
感
か
ら
、
当
時
の
現
実
の
国

家
に
お
け
る
経
済
的
・
文
化
的
な
勢
力
関
係
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
批
判
に
ま
で
い
た
る
リ
ベ
ラ
ル
な
刑
法
思
想
」
の
展
開
か
ら

「
日
本
法
理
の
自
覚
的
展
開
」
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
時
期
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
（
9
）

。
も
っ
と
も
、
団
藤
は
、
日
本
法
理
の
自

覚
的
展
開
と
い
う
見
地
は
一
九
二
五
年
の
小
野
の
著
書
『
仏
教
と
現
代
思
想
』
に
お
い
て
「
す
で
に
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
」
と
す
る
（
10
）

。
た
だ
、
こ
の
時
期
の
い
わ
ば
ソ
フ
ト
な
日
本
法
理
の
自
覚
的
展
開
と
一
九
四
二
年
の
そ
れ
と
の
間
に
は
│
少
な
く
と
も
そ

（
六
六
二
）
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五

の
論
調
に
お
い
て
は
│
懸
隔
が
あ
る
よ
う
に
思
う
（
11
）

。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
書
に
お
け
る
小
野
理
論
に
も
確
か
に
処
罰
範
囲
限
定

の
意
図
は
う
か
が
わ
れ
、
そ
れ
を
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
評
す
る
こ
と
も
、
あ
る
角
度
か
ら
は
、
可
能
で
あ
ろ
う
。

2　

本
書
の
主
論
文
に
み
る
小
野
理
論

（
1
）
本
書
の
構
成

本
書
は
、
①
「
刑
法
に
於
け
る
名
誉
の
保
護
」、
②
「
名
誉
毀
損
の
罪
に
於
け
る
事
実
の
証
明
」、
③
「
名
誉
の
保
護
と
表
現
の
自
由
│

名
誉
毀
損
の
罪
に
お
け
る
真
実
性
の
証
明
│
」、
④
「
名
誉
毀
損
の
罪
と
公
職
選
挙
法
に
よ
る
虚
偽
事
項
公
表
の
罪
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。

題
名
か
ら
も
察
し
う
る
よ
う
に
、
③
④
は
増
補
分
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
③
④
の
公
表
は
一
九
六
五
年
）。

こ
こ
で
は
、
本
書
の
中
心
を
成
す
①
（
主
論
文
）
の
内
容
を
検
討
す
る
（
な
お
、
引
用
の
際
の
表
記
は
、
原
文
の
調
子
の
維
持
を
は
か
り
つ
つ
、

で
き
る
限
り
現
代
的
な
も
の
に
し
た
）。
主
論
文
は
、
緒
言
の
ほ
か
、
三
章
（
比
較
法
制
史
的
叙
説
、
法
理
学
的
基
礎
理
論
、
我
が
現
行
法
の
解
釈

論
）
か
ら
成
る
。

（
2
）
緒
言

「
緒
言
（
12
）

」
に
よ
れ
ば
、
広
義
の
法
律
学
は
、
法
制
史
、
法
理
学
（
ま
た
は
、
法
律
哲
学
）、
法
律
解
釈
学
（
ま
た
は
、
固
有
の
意
味
に
お
け
る

法
律
学
）
と
い
っ
た
主
要
な
領
域
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
、
法
律
そ
の
も
の
は
同
一
の
文
化
的
事
態
で
あ
る
か
ら
各
領
域
の
間
に
「
因
縁
の

糸
」
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
こ
の
交
錯
を
意
識
し
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
各
領
域
の
認

識
を
徹
底
せ
し
め
る
と
同
時
に
法
律
そ
の
も
の
を
「
体
認
」（
原
文
で
は
「
體
認
」）
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
法
律
学
的
に
現
行
法
の

規
範
的
内
容
を
認
識
す
る
に
は
、
現
在
の
実
証
的
立
法
を
淵
源
と
し
て
概
念
的
・
構
成
的
考
察
に
よ
り
論
理
的
に
矛
盾
の
な
い
体
系
を
考

え
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
真
の
意
味
で
規
範
的
な
法
律
内
容
を
「
如
実
に
認
識
」
す
る
に
は
、
歴
史
的
淵
源
の
観
察
と
文
化
哲
学
的
な
実

（
六
六
三
）
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六

体
的
論
理
の
把
握
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
歴
史
的
法
制
の
比
較
観
察
が
現
行
法
の
認
識
に
対
し
て
有
す
る
意
義
は
、
各
個

の
法
制
に
お
け
る
具
体
的
な
文
化
的
精
神
を
了
解
（
原
文
で
は
「
領
解
」）
し
、
そ
の
帰
結
を
理
解
し
て
、「
其
の
哲
学
的
な
意
味
に
於
け
る

普
遍
的
意
義
の
反
省
」
に
手
が
か
り
を
与
え
、
現
代
の
法
律
実
践
に
対
し
て
理
想
的
方
向
を
示
唆
し
、
法
律
の
技
術
的
形
成
に
対
す
る
参

考
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
。

比
較
法
制
史
的
に
経
験
的
文
化
現
象
と
し
て
の
法
律
制
度
を
観
察
し
、
そ
の
精
神
を
了
解
し
た
後
は
、「
其
の
文
化
的
意
義
を
原
理
的

に
反
省
す
る
文
化
哲
学
的
法
理
学
」
の
領
域
に
踏
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
文
化
及
び
価
値
哲
学
の
境
地
」

に
入
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
経
験
科
学
的
観
察
の
仕
事
で
は
な
く
、「
実
践
そ
の
も
の
の
哲
学
的
反
省
を
契
機

と
す
る
文
化
の
先
験
的
・
実
体
的
な
論
理
の
諦
観
で
あ
り
、
洞
見
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
「
文
化
哲
学
的
法
理
学
」
こ
そ
が

「
法
律
的
実
践
」
に
確
固
た
る
論
理
的
基
礎
を
与
え
、
現
行
法
の
解
釈
や
立
法
に
根
本
的
指
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

見
解
の
下
に
、
小
野
は
、「
名
誉
」
の
本
質
及
び
そ
の
現
象
形
態
を
究
明
し
、
そ
の
文
化
的
意
義
を
考
察
し
、
そ
の
法
律
的
保
護
の
意
義

及
び
そ
の
根
本
形
式
の
い
か
な
る
も
の
な
る
べ
き
か
を
反
省
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
小
野
の
考
え
は
経
験
主
義
的
な
も
の
で
は
な
い
。
小
野
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
の
規
範

的
内
容
の
認
識
は
、
法
条
の
単
な
る
語
学
的
な
い
し
形
式
論
理
的
解
釈
に
よ
っ
て
は
獲
得
で
き
ず
、
日
常
の
社
会
生
活
や
判
例
に
現
れ
た

社
会
学
的
状
態
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
歴
史
的
・
社
会
学
的
事
実
に
即
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、

其
の
文
化
の
先
験
的
・
実
体
的
論
理
を
把
握
す
る
文
化
哲
学
及
び
之
を
基
礎
と
す
る
法
理
学
的
正
義
及
び
目
的
観
に
徹
到
す
る
に
非
ざ
れ

ば
之
を
完
成
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
と
信
ず
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
社
会
学
的
事
実
に
即
し
つ
つ
「
文
化
哲
学
的
法
理
学
」
に
よ
っ
て

「
先
験
的
・
実
体
的
論
理
」
を
把
握
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
そ
の
字
面
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

（
六
六
四
）
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七

な
考
え
の
当
否
は
、
ま
さ
に
、
小
野
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ど
の
よ
う
な
名
誉
毀
損
法
の
規
範
内
容
を
認
識
す
る
の
か
に
即
し
て
判
断
す
る

し
か
な
い
。

（
3
）
比
較
法
制
史
的
叙
説

小
野
は
、「
第
一
章　

比
較
法
制
史
的
叙
説
（
13
）

」
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
イ
ン
ユ
リ
ア
法
制
か
ら
説
き
起
こ
し
、
ゲ
ル
マ
ン
法
、

中
世
法
、
近
制
ド
イ
ツ
法
及
び
そ
の
系
統
に
属
す
る
立
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
及
び
そ
の
系
統
に
属
す
る
立
法
、
イ
ギ
リ
ス
法
、
ア
メ
リ
カ
法
、

中
国
法
、
日
本
法
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
叙
説
が
現
行
法
の
認
識
に
対
し
有
す
る
意
義
は
、
各
個
の
法
制
に
お
け
る
具

体
的
な
精
神
を
了
解
し
、
そ
の
帰
結
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
そ
の
哲
学
的
な
意
味
に
お
け
る
普
遍
的
意
義
の
反
省
に
手
が
か
り
を
与
え
、

現
代
の
法
律
実
践
に
対
し
て
理
想
的
方
向
を
示
唆
し
、
ま
た
法
律
の
技
術
的
形
成
に
対
し
て
參
考
資
料
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と

い
う
（
14
）

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
叙
説
は
、
後
の
法
理
学
的
検
討
及
び
現
行
法
の
解
釈
論
の
展
開
の
〝
布
石
〞
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

布
石
が
意
図
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
叙
説
の
記
述
は
平
板
な
歴
史
的
事
実
の
羅
列
で
は
な
い
。
小
野
の
意
図
を

最
も
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
の
は
、
中
華
民
国
一
七
年
（
一
九
二
八
年
）
の
刑
法
に
つ
い
て
記
述
し
た
部
分
で
あ
る
。
小
野
は
、
こ
の
中
華

民
国
刑
法
の
名
誉
侵
害
に
関
す
る
規
定
に
つ
き
、「
要
す
る
に
中
華
民
国
刑
法
は
暫
行
新
刑
律
及
び
日
本
刑
法
を
遥
か
に
超
越
し
、
ド
イ

ツ
法
、
イ
ギ
リ
ス
法
等
を
適
当
に
参
酌
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
新
の
立
法
例
と
し
て
頗
る
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
謂
ふ
こ
と
を
得

る
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。

小
野
は
何
故
こ
の
中
華
民
国
刑
法
を
積
極
的
に
評
価
し
た
の
か
。
そ
の
よ
う
な
評
価
の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
は
、
同
刑
法
の
規
定
が
、

①
名
誉
の
侵
害
に
つ
き
侮
辱
と
誹
謗
（
名
誉
を
毀
損
す
る
に
足
り
る
事
項
の
指
摘
・
伝
述
）
と
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
、
②
誹
謗
に

つ
い
て
文
書
・
図
画
の
散
布
に
よ
る
場
合
を
加
重
処
罰
し
て
い
る
こ
と
、
③
誹
謗
の
罪
に
つ
き
一
般
的
に
真
実
の
証
明
を
許
し
て
い
る
こ

（
六
六
五
）
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八

と
、
④
行
為
者
が
は
じ
め
か
ら
虚
偽
の
事
項
で
あ
る
こ
と
を
明
知
し
て
誹
謗
を
な
し
た
場
合
に
刑
を
加
重
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
誹
謗
の
罪

に
つ
き
、
ド
イ
ツ
法
の
「
正
当
な
る
利
益
の
維
持
」
や
イ
ギ
リ
ス
法
の
「
公
正
な
る
評
論
」
に
よ
る
犯
罪
の
不
成
立
に
つ
い
て
定
め
て
い

る
こ
と
、
で
あ
る
。
③
な
い
し
⑤
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
虚
偽
の
事
項
を
示
し
た
誹
謗
（
名
誉
毀
損
行
為
）
は
、
真
実
の
事
実
を
示

し
た
誹
謗
に
比
べ
て
可
罰
性
が
高
く
、
真
実
の
証
明
が
な
さ
れ
た
場
合
や
「
正
当
な
る
利
益
の
維
持
」、「
公
正
な
る
評
論
」
に
あ
た
る
よ

う
な
場
合
は
犯
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
小
野
の
価
値
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
日
本
刑

法
は
、
二
三
〇
条
一
項
に
お
い
て
事
実
の
有
無
を
問
わ
な
い
と
し
つ
つ
、
二
三
〇
条
の
二
の
規
定
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
出
版
法
、
新

聞
紙
法
の
規
定
に
よ
る
事
実
の
証
明
は
出
版
ま
た
は
新
聞
紙
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
の
ほ
か
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、

と
く
に
口
頭
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
は
（
文
書
に
よ
る
名
誉
毀
損
よ
り
可
罰
性
は
低
い
と
い
え
る
の
に
）
事
実
の
証
明
は
全
く
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
小
野
は
不
当
と
考
え
、
出
版
法
、
新
聞
紙
法
の
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
る
違
法
性
阻
却
を
主
張
す
る
（
15
）

。
小
野

は
「
真
実
の
名
誉
」
に
合
致
し
な
い
「
不
当
な
名
誉
」
を
「
正
当
な
名
誉
」
の
よ
う
に
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、「
第
二
章　

法
理
学
的
基
礎
理
論
」
の
「
第
三
節　

名
誉
と
其
の
法
律
的
保
護
」
に
お
い
て
、
小
野
が
、「
さ
れ
ば
、

法
律
は
其
の
名
誉
に
対
す
る
保
護
に
於
て
、
差
当
り
其
の
現
象
た
る
社
会
的
及
び
主
観
的
名
誉
を
対
象
と
し
て
之
を
保
護
し
、
之
に
対
す

る
攻
撃
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ
法
律
的
正
義
の
要
求
で
あ
る
。
但
し
法
律
に
於
る
名
譽
保
護
も
窮
極
に
於
て
は
、
や
は
り
名

誉
の
本
質
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
正
当
な
る
名
誉
を
保
護
す
る
こ
と
が
其
の
窮
極
の
意
義
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
ぬ
。
此
の
こ
と
は
具
体
的
な
法
律
上
の
問
題
と
し
て
も
重
要
で
あ
っ
て
、
か
の
名
誉
毀
損
の
罪
に
於
け
る
『
事
実
の
証
明
』
の
問

題
の
如
き
、
一
に
正
当
な
ら
ざ
る
、
即
ち
人
の
値
せ
ざ
る
事
実
的
名
誉
に
対
し
て
其
の
保
護
を
拒
む
べ
き
場
合
な
き
か
と
い
ふ
根
本
的
な

法
理
に
触
る
る
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
（
16
）

。
小
野
は
、
そ
の
「
法
律
的
正
義
」
の
見
地
か
ら
、
刑

（
六
六
六
）
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九

法
的
保
護
を
正
当
な
名
誉
に
つ
い
て
の
も
の
に
限
定
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
小
野
は
規
範
的

名
誉
説
を
採
っ
て
い
ず
、
こ
の
点
が
小
野
理
論
に
対
す
る
批
判
の
一
拠
点
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
）。

（
4
）
法
理
学
的
基
礎
理
論

小
野
は
、「
第
二
章　

法
理
学
的
基
礎
理
論
（
17
）

」
に
お
い
て
、「
経
験
主
義
的
な
法
律
進
化
論
」
を
避
け
、「
経
験
文
化
現
象
の
内
面
的
意

義
」
を
探
り
、「
現
代
の
法
律
的
実
践
」
に
関
係
さ
せ
て
そ
の
意
義
を
反
省
、
批
判
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
文
化
の
実
体
的
論
理
」
を
見
出

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
上
、
こ
の
よ
う
な
「
法
律
制
度
の
内
在
的
・
実
体
的
論
理
」
の
闡
明
が
現
代
法
理
学
の
任
務
で
あ
る
、
と

い
う
。
こ
の
た
め
に
、
小
野
は
、
文
化
現
象
と
し
て
の
名
誉
を
歴
史
的
・
文
化
哲
学
的
に
取
扱
い
、
そ
の
内
在
的
論
理
を
抉
出
し
て
、
名

誉
の
本
質
及
び
そ
の
現
象
形
式
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
侵
害
の
意
味
、
そ
の
法
律
的
、
と
く
に
刑
法
的
保
護
の
意
義
、
形
式
を
順
次
考
察

し
て
行
く
。

小
野
は
、
名
誉
の
現
象
を
観
察
し
て
、
社
会
的
名
誉
（
名
声
、
世
評
）、
国
家
的
名
誉
（
栄
典
）、
主
観
的
名
誉
（
名
誉
意
識
、
名
誉
感
情
）

の
三
概
念
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
名
誉
に
つ
い
て
認
識
批
判
的
方
法
、
社
会
学
的
方
法
に
よ
り
考
察
を
加
え
て
（
18
）

、
真
実
の
名
誉

（w
irkliche E

hre

）
と
通
用
の
名
誉
（V

erkehrsehre

│
小
野
は
、「
社
交
上
の
名
誉
」
と
訳
し
て
い
る
）
を
区
別
し
たS

auer

等
に
よ
り
つ
つ
（
19
）

、

名
誉
の
本
質
は
、
社
会
的
名
誉
・
国
家
的
名
誉
・
主
観
的
名
誉
の
現
象
に
対
し
て
、
そ
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
名
誉
の
純
粋
な
る
意
味
」
で
あ

り
、
端
的
に
こ
れ
を
表
現
す
る
な
ら
「
人
格
の
価
値
」
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
価
値
は
、
社
会
的
・
国
家
的
・
主
観
的
に
評
価
さ
れ
承

認
さ
れ
た
価
値
で
は
な
く
、
そ
の
「
純
客
観
的
内
容
」、
す
な
わ
ち
、「
人
の
真
価
、
内
部
的
価
値
」
で
あ
り
、
事
実
た
る
名
誉
で
は
な
く

「
真
実
の
名
誉
」
で
あ
り
、
名
誉
の
現
象
で
は
な
く
名
誉
の
本
質
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
野
は
、
真
実
の
名
誉
そ
の
も
の
を
実

質
的
に
侵
害
し
毀
損
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
名
誉
の
一
現
象
で
あ
る
社
会
的
名
誉
は
実
質
的
に
侵
害
し

（
六
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
〇

毀
損
し
う
る
し
、
主
観
的
名
誉
も
実
質
的
に
侵
害
さ
れ
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
（
20
）

。

名
誉
を
ど
の
よ
う
に
保
護
す
べ
き
か
に
関
し
て
、
こ
こ
で
小
野
の
正
義
観
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
小
野
は
、
自
ら
の
正
義
観
を

「
文
化
主
義
的
正
義
観
念
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、「
個
人
主
義
的
又
は
人
格
主
義
的
正
義
観
」
と
「
超
個
人
主
義
的
又
は
国
家
主
義

的
正
義
観
」
と
を
止
揚
し
、
総
合
す
る
立
場
に
お
い
て
、
個
人
と
国
家
と
を
と
も
に
超
越
し
、
し
か
も
と
も
に
こ
れ
を
包
含
す
る
全
共
同

社
会
的
生
活
に
お
け
る
文
化
の
発
展
・
完
成
に
お
い
て
法
律
の
最
高
の
目
的
、
正
義
の
究
極
原
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
「
超
人
格
主
義
又

は
文
化
主
義
」
に
よ
る
正
義
観
で
あ
り
、
東
洋
の
政
治
思
想
に
お
け
る
儒
教
の
王
道
（
思
想
）、
仏
教
の
正
法
治
国
の
理
想
は
、
こ
の

「
文
化
主
義
」
の
原
理
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

文
化
主
義
に
つ
い
て
の
小
野
の
説
明
を
い
ま
少
し
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。「
其
は
客
観
的
な
共
同
社
会
的
文
化
に
よ
っ
て
方

針
づ
け
ら
れ
る
故
に
、
其
の
実
現
の
た
め
に
国
家
の
超
個
人
的
権
威
を
承
認
す
る
。
し
か
し
、
其
は
国
家
絶
対
主
義
で
は
な
い
。
超
個
人

的
で
あ
る
と
同
時
に
超
国
家
的
な
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
其
は
個
人
の
自
由
又
は
謂
ゆ
る
社
会
の
福
祉
を
以
て
絶
対
の
価
値
と
は
し
な

い
。
た
だ
、
共
同
社
会
的
文
化
の
完
成
に
於
て
自
ら
万
民
の
自
由
と
幸
福
と
が
増
進
さ
れ
、
さ
う
し
て
真
の
人
格
の
完
成
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
す
る
。
殊
に
個
人
が
自
由
な
る
意
思
を
以
て
文
化
に
奉
仕
す
る
こ
と
こ
そ
は
真
実
な
る
共
同
社
会
の
理
想
で
あ
る
と
為
す
点
に
於
て

人
格
の
創
造
的
任
務
を
充
分
に
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
」。

小
野
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
主
義
に
基
づ
く
「
文
化
主
義
的
正
義
観
」
の
下
で
は
、
法
律
は
、
そ
の
文
化
目
的
に
照
ら
し
、
社
会
的
文

化
の
促
進
に
お
け
る
理
想
的
要
素
と
し
て
の
名
誉
を
承
認
し
、
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
法
律
は
社
会
の
物
質
的
生
存
及

び
福
祉
を
保
障
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
文
化
創
造
の
過
程
を
保
護
し
、
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
し
か

る
に
、
名
誉
の
本
質
、
す
な
わ
ち
、
名
誉
の
純
粋
な
意
味
は
、
人
格
の
価
値
で
あ
る
の
で
、
人
々
を
し
て
真
実
の
名
誉
な
か
ん
ず
く
真
実

（
六
六
八
）



刑
法
に
お
け
る
名
誉
（
設
楽
）

一
一

の
社
会
的
・
文
化
的
名
誉
を
追
求
せ
し
め
る
こ
と
が
社
会
的
文
化
の
創
造
を
い
た
す
所
以
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
名
誉
の
現
象
は
、
人
の
社
会
的
評
価
す
な
わ
ち
世
人
に
よ
る
価
値
の
承
認
で
あ
り
、
人
の
自
己
評
価
す
な
わ
ち
そ
の
主
観
に

お
け
る
価
値
の
承
認
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
名
誉
の
本
質
と
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
社
会
的
文
化
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法

律
秩
序
は
、
現
実
の
文
化
状
態
に
即
し
て
そ
の
維
持
促
進
に
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
差
し
あ
た
り
、
名
誉
の
現
象
た
る
社
会
的
名
誉
、
主

観
的
名
誉
を
保
護
し
、
こ
れ
に
対
す
る
攻
撃
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
法
律
に
お
け
る
名
誉
保

護
も
究
極
に
お
い
て
は
名
誉
の
本
質
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
正
当
な
る
名
誉
を
保
護
す
る
こ
と
が
究
極
の
意
義
で

あ
っ
て
、
事
実
の
証
明
の
問
題
も
正
当
な
ら
ざ
る
名
誉
に
対
し
て
そ
の
保
護
を
拒
む
べ
き
場
合
が
な
い
か
と
い
う
根
本
的
な
法
理
に
触
れ

る
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
（
21
）

。

（
5
）
現
行
法
の
解
釈
論

小
野
は
、「
第
三
章　

我
が
現
行
法
の
解
釈
論
」
に
お
い
て
、
当
時
の
現
行
刑
法
の
名
誉
保
護
規
定
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
。
展

開
は
、
構
成
要
件
、
違
法
性
、
道
義
的
責
任
の
順
に
な
さ
れ
て
い
る
。

小
野
は
、
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
法
益
は
社
会
的
名
誉
で
あ
り
、
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
は
主
観
的
名
誉
（
名
誉
意
識
、
名
誉
感
情
）
で
あ
る
、

と
し
て
、
両
罪
の
構
成
要
件
レ
ベ
ル
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
（
22
）

。
①
二
三
〇
条
一
項
の
名

誉
は
真
実
の
名
誉
に
一
致
す
る
「
正
当
な
名
誉
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
②
二
三
〇
条
二
項
は
死
者
の
名
誉
（
社
会
的
名
誉
）
を
保
護
す

る
規
定
で
あ
る
。
③
法
人
や
団
体
に
対
す
る
名
誉
毀
損
罪
は
成
立
し
う
る
。
④
二
三
〇
条
一
項
の
「
事
実
」
は
、
そ
の
摘
示
に
よ
り
人
の

名
誉
を
毀
損
す
べ
き
性
質
を
有
す
る
事
実
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
⑤
「
摘
示
」
に
は
、
表
示
行
為
（
告
知
）
の
ほ
か
、
非
表
示
行
為
で

人
の
名
誉
に
不
利
益
な
事
実
を
暗
示
す
る
ご
と
き
状
態
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
を
含
む
。
⑥
「
公
然
」
と
は
、
不
特
定
ま
た
は
多
数
の
人
の

（
六
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
二

覚
知
し
う
べ
き
状
態
を
い
う
。
⑦
名
誉
毀
損
罪
は
抽
象
的
危
険
犯
（
抽
象
的
危
殆
犯
）
で
あ
る
。
⑧
名
誉
毀
損
罪
と
侮
辱
と
が
競
合
す
る

場
合
は
、
観
念
的
競
合
に
な
る
の
で
は
な
く
、
法
条
競
合
と
し
て
、
名
誉
毀
損
が
侮
辱
を
吸
収
し
、
名
誉
毀
損
罪
一
罪
が
成
立
す
る
。
⑨

二
三
一
条
の
「
侮
辱
」
と
は
、
軽
蔑
の
意
味
を
表
示
ま
た
は
暗
示
す
る
行
為
に
よ
り
人
の
名
誉
感
情
を
害
す
る
行
為
で
あ
る
。
⑩
社
会
的

名
誉
は
有
し
て
も
名
誉
感
情
を
有
し
な
い
「
小
児
、
精
神
病
者
」
に
対
す
る
侮
辱
罪
は
成
立
し
え
な
い
。
⑪
死
者
に
対
す
る
侮
辱
罪
は
成

立
し
え
な
い
。
⑫
共
同
社
会
的
精
神
の
支
配
す
る
団
体
（
家
族
、
宗
教
団
体
）
に
対
す
る
侮
辱
罪
は
成
立
し
う
る
。
営
利
法
人
に
対
す
る
侮

辱
罪
の
成
立
は
否
認
す
べ
き
で
あ
る
も
の
の
、
新
聞
社
の
よ
う
に
統
一
的
な
団
体
的
精
神
の
支
配
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
対
す

る
侮
辱
罪
の
成
立
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
⑬
二
三
一
条
の
「
事
実
ヲ
摘
示
セ
ス
ト
雖
モ
」（
現
在
の
「
事
実
を
摘
示
し
な
く
て
も
」）
は
、

侮
辱
罪
の
成
立
に
は
事
実
の
摘
示
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、「
事
実
を
摘
示
せ
ず
し
て
」
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
を
摘
示
し
て
侮
辱
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
事
実
を
摘
示
す
れ
ば
名
誉
毀
損
罪
の
問
題
に
な
り
侮
辱
罪
に

は
問
い
え
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）。
⑭
侮
辱
罪
は
、
抽
象
的
危
険
犯
（
抽
象
的
危
殆
犯
）
で
あ
り
、
被
害
者
が
侮
辱
さ
れ
た
こ
と
を
認

知
し
な
く
て
も
成
立
す
る
。
⑮
事
実
の
証
明
が
あ
っ
て
名
誉
毀
損
罪
が
成
立
し
な
い
場
合
で
も
、
侮
辱
の
事
実
が
あ
れ
ば
侮
辱
罪
は
成
立

し
う
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
小
野
説
の
特
徴
を
示
す
も
の
は
、
⑧
⑨
⑩
⑫
⑬
⑮
で
あ
る
。
そ
し
て
、
名
誉
毀
損
罪
と
侮
辱
罪
と
が
保
護
法

益
を
異
に
す
る
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
す
る
と
、
⑨
⑩
⑬
⑮
の
よ
う
な
結
論
が
出
て
く
る
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
。
こ
れ

に
対
し
て
、
⑧
⑫
の
結
論
に
は
や
や
理
解
し
に
く
い
も
の
が
あ
る
。

小
野
は
、
名
誉
毀
損
罪
、
侮
辱
罪
の
違
法
性
阻
却
に
つ
い
て
綿
密
に
考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
は
名
誉
毀
損

罪
の
保
護
法
益
を
社
会
的
名
誉
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
違
法
性
阻
却
を
広
く
認
め
て
犯
罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か

が
え
る
。
そ
の
よ
う
な
意
図
を
示
す
の
は
、
と
り
わ
け
、
出
版
法
、
新
聞
紙
法
の
事
実
証
明
の
規
定
の
類
推
や
「
公
正
な
る
評
論
」
と
し

（
六
七
〇
）



刑
法
に
お
け
る
名
誉
（
設
楽
）

一
三

て
の
違
法
性
阻
却
を
肯
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
23
）

。
他
に
、
小
野
は
、「
正
当
な
利
益
の
維
持
」
と
し
て
の
違
法
性
阻
却
に
つ
い
て
も
紙
数

を
費
や
し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
（
24
）

。

小
野
が
、
名
誉
毀
損
罪
、
侮
辱
罪
の
道
義
的
責
任
に
つ
い
て
検
討
し
た
部
分
に
お
い
て
は
、
①
違
法
性
阻
却
事
由
に
つ
い
て
錯
誤
の
あ

る
場
合
、
厳
格
故
意
説
的
な
思
考
か
ら
故
意
責
任
を
阻
却
す
る
と
し
て
い
る
点
と
（
25
）

②
期
待
可
能
性
の
欠
如
を
理
由
に
「
故
意
の
道
義
的
責

任
」
を
阻
却
す
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
と
が
（
26
）

、
目
を
引
く
。
①
は
、
真
実
性
の
誤
信
と
故
意
阻
却
の
問
題
の
先
取
り
と
も
い
え
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
段
階
で
は
簡
潔
な
検
討
に
止
ま
っ
て
い
る
。

3　

小
野
理
論
に
対
す
る
研
究
者
の
評
価

小
野
の
理
論
を
受
け
継
い
だ
者
と
し
て
、
団
藤
重
光
が
あ
げ
ら
れ
る
。
団
藤
は
、
名
誉
に
つ
き
、
内
部
的
名
誉
、
外
部
的
名
誉
、
名
誉

感
情
の
三
つ
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
内
部
的
名
誉
は
他
か
ら
侵
害
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
法
律
的
保
護
の
範
囲
外
で

あ
り
、
外
部
的
名
誉
が
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
法
益
で
あ
り
名
誉
感
情
が
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
と
す
る
小
野
の
主
張
に
従
う
、
と
い

う
。
も
っ
と
も
、
小
野
説
と
通
説
と
の
結
論
的
差
異
は
、
死
者
や
法
人
等
の
団
体
に
対
す
る
侮
辱
罪
の
成
否
の
点
に
現
れ
る
だ
け
で
あ
る
、

と
い
う
（
27
）

。
こ
の
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
福
田
平
も
、
小
野
説
は
名
誉
毀
損
罪
と
侮
辱
罪
と
の
本
質
的
区
別
の
把
握
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と

す
る
（
28
）

。
他
に
、
江
家
義
男
や
川
端
博
も
小
野
説
を
支
持
し
、
佐
伯
千
仭
の
考
え
も
小
野
説
に
近
い
（
29
）

。

小
野
の
指
導
を
受
け
た
東
大
系
の
研
究
者
が
皆
、
団
藤
の
よ
う
に
小
野
説
を
踏
襲
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
平
野
龍
一
は
、
社
会
的
評
価

と
い
う
も
の
が
一
義
的
に
存
在
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て
、
社
会
的
評
価
が
低
い
場
合
（「
悪
人
の
名

誉
」）
は
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
を
否
定
し
、
不
当
に
高
い
社
会
的
名
誉
が
存
在
す
る
場
合
（「
虚
名
」）
は
同
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
、
と
い

う
結
論
に
い
た
る
に
は
、
名
誉
に
対
す
る
罪
を
「
通
常
人
な
ら
ば
恥
と
す
る
よ
う
な
事
柄
や
倫
理
的
あ
る
い
は
能
力
的
な
欠
陥
を
公
け
に

（
六
七
一
）
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本
法
学　

第
八
十
三
巻
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号
（
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〇
一
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一
四

摘
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
つ
で
あ
ろ
う
個
人
の
恥
辱
の
感
情
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

た
だ
、
平
野
は
、「
こ
の
よ
う
な
感
情
」
や
主
観
的
名
誉
を
刑
法
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
の
で
、「
通
常
人

な
ら
ば
持
つ
で
あ
ろ
う
恥
辱
の
感
情
」
が
保
護
法
益
で
あ
る
と
す
る
説
に
徹
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
（
30
）

。
ま
た
、
大
塚
仁
は
、
名
誉
に
対

す
る
罪
（
名
誉
毀
損
罪
、
侮
辱
罪
）
の
保
護
法
益
は
「
第
一
次
的
に
は
外
部
的
名
誉
で
あ
る
が
、
副
次
的
に
は
被
害
者
の
名
誉
感
情
で
も
あ

る
と
解
す
る
」
と
す
る
（
31
）

。
た
だ
、
大
塚
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
解
釈
論
上
の
結
論
が
通
説
と
異
な
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る

（
大
塚
は
、
通
説
・
判
例
と
同
様
に
、
名
誉
感
情
を
持
た
な
い
者
に
対
す
る
侮
辱
罪
の
成
立
を
認
め
う
る
と
す
る
（
32
））。

平
野
や
大
塚
の
批
判
は
、
小
野
理
論
が
、
名
誉
の
現
象
形
式
と
し
て
社
会
的
名
誉
と
主
観
的
名
誉
と
を
区
別
し
、
前
者
を
名
誉
毀
損
罪

の
、
後
者
を
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
と
し
た
点
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
小
野
理
論
の
名
誉
の
本
質
と
現
象
形
式
と

を
区
別
す
る
点
を
批
判
し
、〈
あ
る
べ
き
正
当
な
名
誉
〉
と
〈
あ
る
名
誉
〉
と
の
統
一
を
試
み
た
の
が
、
規
範
的
名
誉
説
で
あ
る
。
そ
の

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
平
場
安
治
の
理
論
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
場
は
、
小
野
が
名
誉
の
本
質
と
現
象
形
態
と
を
区
別
し
、
前

者
を
「
あ
る
べ
き
名
誉
」、
後
者
を
「
現
に
あ
る
名
誉
」
と
し
て
、「
名
誉
に
対
す
る
罪
の
保
護
法
益
を
後
者
だ
と
割
切
ら
れ
る
点
」
に
は

賛
成
で
き
な
い
、
と
い
う
。
経
験
的
事
実
と
し
て
の
評
判
や
名
誉
感
情
が
直
ち
に
法
の
保
護
に
値
す
る
も
の
か
疑
問
で
あ
り
、「
そ
こ
に

は
事
実
と
し
て
の
特
徴
の
ほ
か
に
『
正
当
な
』
と
い
う
規
範
的
要
素
を
入
れ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
人
の
視
認

さ
れ
る
人
格
的
身
体
的
諸
特
徴
と
そ
の
社
会
的
貢
献
の
事
実
か
ら
合
理
的
に
判
断
せ
ら
れ
る
評
価
」
が
「
正
当
な
名
誉
」
で
あ
り
、「
そ

の
よ
う
な
名
誉
の
妥
当
へ
の
要
求
」
が
保
護
法
益
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
33
）

。

（
六
七
二
）



刑
法
に
お
け
る
名
誉
（
設
楽
）

一
五

三　

平
川
宗
信
の
理
論

小
野
＝
団
藤
学
派
の
研
究
者
で
、
近
年
、
独
特
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
平
川
宗
信
で
あ
る
。
平
川
は
、『
名
誉
毀
損
罪
と
表

現
の
自
由
（
34
）

』
で
、
次
の
よ
う
な
理
論
を
展
開
す
る
。
小
野
が
「
本
質
と
し
て
の
名
誉
」
と
「
現
象
と
し
て
の
名
誉
」
を
区
別
し
て
い
る
の

に
対
し
、
平
川
は
、
規
範
的
名
誉
（
あ
る
べ
き
正
当
な
名
誉
）、
理
念
的
名
誉
（
あ
る
客
観
的
な
人
格
的
価
値
を
有
す
る
地
位
な
い
し
状
態
）、
人

が
現
に
有
し
て
い
る
現
象
的
名
誉
（
人
格
的
価
値
の
認
識
・
尊
重
を
受
け
る
地
位
な
い
し
状
態
）
＝
事
実
的
名
誉
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
規

範
的
名
誉
と
理
念
的
名
誉
を
保
護
法
益
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
事
実
的
名
誉
を
、
普
遍
的
名
誉
（
人
間
の
尊
厳
が
尊
重
・
保
持
さ
れ
て
い

る
状
態
、「
人
間
の
尊
厳
な
状
態
」）、
社
会
的
名
誉
、
主
観
的
名
誉
（
名
誉
意
識
な
い
し
名
誉
感
情
）
に
区
別
し
た
上
、
主
観
的
名
誉
を
名
誉
に

対
す
る
罪
の
保
護
法
益
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
。
ま
た
、
社
会
的
名
誉
を
、
従
来
の
学
説
の
よ
う
に
、
社
会
的
評
価
、
名

声
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
社
会
的
情
報
状
態
に
対
す
る
名
誉
主
体
の
地
位
・
状
態
」
で
あ
る
と
解
し
て
い

る
。
最
終
的
に
平
川
は
、
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
法
益
は
「
自
己
の
人
格
的
価
値
に
関
連
す
る
情
報
の
社
会
的
存
在
状
況
に
対
す
る
地
位
・

状
態
」
で
あ
る
「
社
会
的
名
誉
」
で
あ
り
、
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
は
「
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
さ
れ
る
べ
き
地
位
・
状
態
」
で
あ
る
「
人
間

の
尊
厳
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
（
35
）

。

そ
の
後
、
平
川
は
、『
憲
法
的
刑
法
学
の
展
開
│
仏
教
思
想
を
基
盤
と
し
て
（
36
）

』
に
お
い
て
、
よ
り
広
く
理
論
を
展
開
す
る
。
平
川
は
、

小
野
理
論
の
問
題
点
は
、
第
一
に
名
誉
理
論
に
人
間
の
尊
厳
の
見
地
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
名
誉
に
つ
い
て
の
本
質
・
現

象
形
式
・
文
化
的
機
能
の
う
ち
、
本
質
及
び
現
象
形
式
に
は
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
に
文
化
的
機
能
が
格
別
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
、
第
三
に
名
誉
の
現
象
形
式
の
分
析
に
お
い
て
現
代
社
会
の
構
造
が
十
分
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
第
四
に
名
誉
の
保
護
を

（
六
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
六

考
え
る
際
の
基
準
が
超
人
格
主
義
的
・
文
化
的
正
義
観
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
り
、
名
誉
に
対
す
る
罪
の
保
護
法
益
の
分
析
も

「
人
間
の
尊
厳
」
を
基
礎
に
し
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
平
川
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
や
個
人
の
独
自
性
・
個
性

に
基
づ
く
価
値
そ
の
も
の
（
理
念
的
名
誉
、
内
部
的
名
誉
、「
名
誉
の
本
質
」）
を
保
護
法
益
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
個
人
の
独
自

性
・
個
性
に
基
づ
く
価
値
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
（
尊
重
請
求
権
）
を
保
護
法
益
と
す
る
こ
と
も
、
保
護
法
益
を
規
範
化
、
観
念
化
す
る

も
の
で
妥
当
で
は
な
い
、
と
い
う
（
37
）

。
結
局
、
平
川
は
、
保
護
法
益
は
、「
こ
れ
ら
の
価
値
に
対
す
る
事
実
上
の
承
認
・
評
価
」
で
あ
る
と

し
、
こ
れ
を
、
社
会
に
よ
る
承
認
・
評
価
（
社
会
的
名
誉
）、
国
家
・
団
体
に
よ
る
承
認
・
評
価
（
国
家
的
・
団
体
的
名
誉
）、
本
人
自
身
に

よ
る
承
認
・
評
価
（
主
観
的
名
誉
）
に
区
別
し
た
上
、
名
誉
に
対
す
る
罪
の
保
護
法
益
と
し
て
妥
当
性
が
あ
る
の
は
社
会
的
名
誉
の
み
で

あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
平
川
は
、
社
会
的
名
誉
に
は
、
個
人
の
独
自
性
・
個
性
に
基
づ
く
価
値
の
社
会
に
よ
る
評
価
（
個
別
的
社
会

的
名
誉
＝
広
義
の
社
会
的
名
誉
）
と
人
間
と
し
て
の
尊
厳
の
社
会
に
よ
る
承
認
（
普
遍
的
社
会
的
名
誉
＝
狭
義
の
社
会
的
名
誉
）
と
が
考
え
ら
れ
、

前
者
が
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
法
益
で
あ
り
後
者
が
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、
平
川
は
、
個
別
的
社
会
的
名
誉
は
、

人
の
価
値
に
関
連
す
る
「
情
報
が
社
会
的
に
存
在
し
て
い
る
状
態
」（
社
会
的
情
報
状
態
）
で
あ
り
、
普
遍
的
社
会
的
名
誉
は
、「
人
間
と

し
て
の
尊
厳
に
関
わ
る
社
会
的
情
報
状
態
」
で
あ
る
、
と
い
う
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
名
誉
に
対
す
る
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
平
川
の
結
論
は
、
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
法
益
は
個
別
的
社
会
的
名
誉

（
個
人
の
価
値
に
関
す
る
情
報
が
社
会
的
に
存
在
し
て
い
る
状
態
）
で
あ
り
、
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
は
普
遍
的
社
会
的
名
誉
（
個
人
の
尊
厳
に
関
す

る
情
報
が
社
会
的
に
存
在
し
て
い
る
状
態
）
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
に
な
る
（
38
）

。
も
っ
と
も
、
平
川
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
人
間
の
尊
厳

を
害
す
る
侮
辱
罪
の
方
が
名
誉
毀
損
罪
よ
り
重
い
犯
罪
に
な
る
は
ず
で
は
な
い
か
（
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
誉
毀
損
罪
の
法
定
刑
よ
り
侮
辱
罪

の
法
定
刑
が
軽
い
の
は
お
か
し
い
）、
と
い
う
批
判
（
39
）

へ
の
反
論
と
し
て
、
名
誉
の
保
護
の
根
底
に
人
間
の
尊
厳
の
保
護
が
あ
る
と
考
え
る
な

（
六
七
四
）
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一
七

ら
、
個
別
的
社
会
的
名
誉
は
人
の
個
別
的
価
値
と
人
間
の
尊
厳
の
両
者
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、「
両
者
を
基
礎
と
す
る
名
誉
毀

損
罪
の
方
が
人
間
の
尊
厳
の
み
を
基
礎
と
す
る
侮
辱
罪
よ
り
重
い
犯
罪
と
さ
れ
る
の
は
、
当
然
と
い
え
る
」
と
し
て
お
り
（
40
）

、
複
雑
で
あ

る
。以

上
の
よ
う
な
平
川
理
論
に
よ
っ
て
現
行
法
の
解
釈
・
適
用
を
行
う
と
ど
う
な
る
か
。
平
川
は
、
名
誉
に
対
す
る
罪
の
成
立
範
囲
を
限

定
す
る
方
向
に
平
川
理
論
を
用
い
て
い
る
。
通
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
、
名
誉
に
対
す
る
罪
は
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
り
、「
公
然
と
」
と
は

不
特
定
ま
た
は
多
数
の
者
が
認
識
で
き
る
状
況
で
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
直
接
に
は
特
定
少
数
の
者
に

対
し
事
実
を
摘
示
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
公
然
と
名
誉
を
毀
損
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
41
）

。
こ
れ
に
対
し
、
平
川
は
、
名
誉
毀
損
罪
の
保

護
法
益
で
あ
る
社
会
的
名
誉
と
し
て
の
情
報
状
態
は
、
人
の
評
価
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
情
報
が
多
数
者
の
間
に
流
通
・
拡
散
す
る
こ

と
で
侵
害
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
名
誉
毀
損
罪
は
侵
害
犯
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
同
罪
は
、
①
事
実
を
多
数
者
へ
直
接
摘
示
し
た
場
合

は
直
ち
に
情
報
が
多
数
者
の
間
に
流
通
・
拡
散
す
る
か
ら
原
則
と
し
て
既
遂
に
な
る
の
に
対
し
、
②
不
特
定
の
少
数
者
に
新
聞
・
雑
誌
・

チ
ラ
シ
等
を
配
達
・
販
売
・
配
付
等
し
た
場
合
は
未
遂
（
名
誉
毀
損
罪
の
未
遂
処
罰
規
定
は
存
し
な
い
か
ら
不
可
罰
）
に
な
る
、
と
解
し
て
い

る
（
42
）

。
と
な
る
と
、
平
川
に
よ
れ
ば
、「
公
然
と
」
と
は
多
数
者
に
対
し
直
接
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
名
誉
を
毀
損
し
た
」
と
は
社
会

的
名
誉
と
し
て
の
社
会
的
情
報
状
態
を
人
の
評
価
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
情
報
を
多
数
者
の
間
に
流
通
・
拡
散
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

侵
害
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
、
確
か
に
平
川
理
論
は
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
も
の
と
い

え
る
。
た
だ
、「
人
の
評
価
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
情
報
」
の
流
通
・
拡
散
が
あ
れ
ば
全
て
「
名
誉
」
を
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
検

討
の
余
地
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
問
題
は
次
章
の
佐
伯
理
論
に
も
関
連
す
る
）。

（
六
七
五
）
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一
八

四　

佐
伯
仁
志
の
理
論

佐
伯
仁
志
は
、
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
対
象
で
あ
る
名
誉
を
、
当
初
、「
妥
当
な
社
会
的
評
価
を
受
け
る
利
益
」
で
あ
る
と
し
、
後
に
、

「
名
誉
権
す
な
わ
ち
正
当
な
社
会
的
評
価
を
受
け
る
権
利
」
と
構
成
し
て
い
る
。
佐
伯
は
、
一
九
八
四
年
に
公
表
し
た
論
文
「
プ
ラ
イ

ヴ
ァ
シ
ー
と
名
誉
の
保
護
│
主
に
刑
法
的
観
点
か
ら
│
」
に
お
い
て
、
①
判
例
、
学
説
は
、（
積
極
的
な
）
社
会
的
評
価
で
あ
れ
ば
ど
の
よ

う
な
評
価
で
も
社
会
的
名
誉
（
外
部
的
名
誉
）
に
あ
た
る
と
し
て
、
名
誉
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
の
区
別
を
曖
昧
な
も
の
に
し
て
い
る
け

れ
ど
、
例
え
ば
、
生
ま
れ
つ
き
の
身
体
的
資
質
を
指
摘
す
る
こ
と
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
と
な
る
も
の
の
名
誉
の
侵
害
と
い
え
る
の

か
疑
問
が
あ
る
、
②
学
説
は
、
二
三
〇
条
が
事
実
の
有
無
を
問
わ
ず
に
名
誉
毀
損
を
処
罰
し
て
い
る
こ
と
を
、
真
実
を
摘
示
し
て
も
社
会

的
評
価
は
低
下
す
る
（
む
し
ろ
、
真
実
で
あ
れ
ば
確
定
的
に
社
会
的
評
価
が
侵
害
さ
れ
る
）
と
説
明
し
、
虚
名
の
保
護
を
承
認
し
て
、
二
三
〇
条

の
二
は
虚
名
保
護
と
公
共
の
利
益
と
の
調
和
を
は
か
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
け
れ
ど
、
憲
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
動
向
を
踏
ま
え
た
上

で
名
誉
の
保
護
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
た
（
43
）

。
そ
し
て
、
名
誉
毀
損
罪
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
解
釈
論

上
の
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
、
名
誉
毀
損
罪
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
名
誉
と
は
人
の
全
て
の
積
極
的
評
価
で
あ
り
、
社

会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
全
て
名
誉
を
毀
損
す
る
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、（
Ⅰ
）
個
人
に
責
任

の
な
い
、
人
格
と
無
関
係
な
事
実
（
個
人
の
人
格
の
評
価
と
無
関
係
な
事
実
）
は
、
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
名
誉

に
関
わ
る
事
実
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
摘
示
し
て
も
名
誉
毀
損
に
は
あ
た
ら
な
い
、（
Ⅱ
）
個
人
の
人
格
の
評
価
に
関
係
す
る

事
実
の
中
に
は
、「
社
会
的
評
価
に
重
要
な
事
実
」
と
「
社
会
的
評
価
に
重
要
で
な
い
事
実
」
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、（
ⅰ
）
前
者

の
公
表
は
、
真
実
で
あ
れ
ば
名
誉
毀
損
罪
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、（
ⅱ
）
後
者
の
公
表
は
、
真
偽
を
問
わ
ず
、
公
表
自
体
に

（
六
七
六
）
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一
九

よ
っ
て
名
誉
（
妥
当
な
社
会
的
評
価
を
受
け
る
利
益
）
を
侵
害
す
る
の
で
、
名
誉
毀
損
罪
で
処
罰
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
44
）

。

そ
の
後
、
一
九
九
六
年
に
公
表
し
た
「
名
誉
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
対
す
る
罪
」
に
お
い
て
も
、
佐
伯
は
、
通
説
で
あ
る
社
会
的
名
誉

説
を
、
①
名
誉
の
事
実
的
側
面
の
み
に
着
目
し
て
社
会
的
評
価
を
名
誉
と
同
視
し
、
規
範
的
側
面
を
見
落
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
│
人

に
対
す
る
プ
ラ
ス
の
社
会
的
評
価
が
全
て
名
誉
の
内
容
と
な
る
も
の
で
は
な
い
（
例
え
ば
、
病
気
に
罹
っ
て
い
な
い
と
か
、
身
体
的
・
精
神
的

障
害
が
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
名
誉
と
は
関
係
が
な
い
）、
②
真
実
が
常
に
名
誉
を
侵
害
す
る
と
い
え
る
か
も
疑
わ
し
く
（
例
え
ば
、
政
治
家
の
汚

職
の
事
実
が
公
表
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
っ
て
も
政
治
家
の
名
誉
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
）、
事
実
の
真
否
を
問
わ
ず

社
会
的
評
価
の
侵
害
を
処
罰
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
属
す
る
事
実
を
摘
示
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
批
判
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
佐
伯
は
、
名
誉
に
対
す
る
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
名
誉
を
「
名
誉
権
す
な
わ
ち
正
当
な
社
会
的
評
価
を
受

け
る
権
利
」
と
し
て
構
成
し
、
こ
の
よ
う
な
権
利
は
、
評
価
を
受
け
る
べ
き
事
柄
（
社
会
的
評
価
を
受
け
る
べ
き
事
実
）
に
つ
い
て
は
虚
偽

の
事
実
（
摘
示
）
に
よ
っ
て
、
評
価
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
事
柄
（
社
会
的
評
価
の
基
礎
と
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
事
実
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
属

す
る
事
実
）
に
つ
い
て
は
そ
の
真
否
を
問
わ
ず
、
そ
の
摘
示
に
よ
っ
て
、
侵
害
さ
れ
う
る
、
と
す
る
（
45
）

。

以
上
の
よ
う
な
佐
伯
理
論
の
実
益
と
し
て
は
、
名
誉
毀
損
罪
を
侵
害
犯
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
社
会
的
名
誉
説
に
対
す
る
、

人
の
社
会
的
評
価
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
か
、
そ
も
そ
も
社
会
的
評
価
を
持
た
な
い
人
も
い
る
、
と
い
っ
た
批
判
に
抗
し
て
、
現
に
存
在

す
る
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
存
在
し
な
か
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
社
会
的
評
価
を
新
た
に
生
じ
さ
せ
た
り
、
マ
イ
ナ

ス
の
社
会
的
評
価
を
増
大
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
名
誉
の
侵
害
と
な
る
こ
と
を
「
よ
り
説
明
し
や
す
く
な
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
（
46
）

。
な
お
、
佐
伯
は
、
名
誉
の
主
体
を
人
間
に
限
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
、
も
し
、
法
人
も
名
誉
の
主
体
と
成
り
う
る
こ
と

を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
、
そ
の
法
人
が
人
間
と
同
様
に
一
つ
の
意
思
主
体
と
し
て
社
会
的
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
人
間

（
六
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
〇

の
人
格
に
対
す
る
の
と
同
様
の
社
会
倫
理
的
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
（
47
）

。

五　

各
理
論
に
つ
い
て
の
評
価
と
私
見
の
展
開

以
下
、
先
述
の
各
理
論
を
評
価
し
、
私
見
の
展
開
を
試
み
る
。
最
初
に
小
野
理
論
を
評
価
し
、
次
い
で
平
川
理
論
、
佐
伯
理
論
に
及
ぶ

こ
と
に
す
る
。

小
野
理
論
に
お
い
て
は
、
名
誉
の
本
質
と
現
象
形
式
と
が
区
別
さ
れ
、
刑
法
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
は
現
象
形
式
で
あ
る
社
会
的
名
誉
と

主
観
的
名
誉
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
虚
名
」
の
保
護
を
（
少
な
く
と
も
一
定
程
度
は
）
承
認
し
、
真
実
の
摘
示
に
よ
る
名

誉
毀
損
行
為
に
つ
い
て
は
真
実
の
証
明
の
規
定
に
よ
り
制
限
を
加
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
名
誉
毀
損

罪
に
つ
い
て
は
社
会
的
名
誉
が
存
在
す
れ
ば
そ
れ
を
毀
損
す
る
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
自
体
は
承
認
し
、
例
外
的
に
違
法
性
阻
却
の
可

能
性
を
容
認
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
真
の
名
誉
（
内
在
的
名
誉
）
を
名
誉
の
本
質
と
し
て
導
出
し
な
が
ら
、
刑
法
上

の
名
誉
を
社
会
的
評
価
と
し
た
こ
と
は
不
徹
底
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
規
範
的
名
誉
説
の
方
が
小
野
理
論
と
結
び
つ
き

や
す
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
社
会
的
評
価
と
い
う
不
確
定
な
も
の
を
名
誉
で
あ
る
と
し
た
結
果
、
そ
の
範
囲
が
曖
昧
に
な
っ
た
こ
と
は

否
め
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
名
誉
に
対
す
る
罪
の
成
立
範
囲
の
限
定
を
志
向
す
る
平
川
理
論
に
お
い
て
も
完
全
に
は
修
正
さ
れ
て
い
な
い
。

承
認
や
評
価
を
「
社
会
的
情
報
状
態
」
と
し
て
も
、
そ
の
範
囲
は
な
お
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、「
情
報
状
態
」
と
す
る
と
か
え
っ
て

「
名
誉
」
の
本
来
の
語
義
か
ら
の
ず
れ
は
拡
大
す
る
よ
う
に
思
え
な
い
で
は
な
い
。
実
際
、
平
川
は
、
悪
名
高
い
人
に
も
こ
の
よ
う
な

「
情
報
状
態
」
は
存
在
す
る
と
し
（
48
）

、「
虚
名
保
護
」
の
問
題
も
（
虚
名
で
あ
っ
て
も
情
報
状
態
を
害
す
る
の
で
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
を
肯
定
し
う
る

と
い
う
意
味
で
）
解
消
さ
れ
る
と
す
る
（
49
）

。
し
か
し
、
悪
名
高
い
人
や
虚
名
の
人
に
は
（
悪
名
、
虚
名
と
い
う
）
名
誉
な
い
し
名
声
は
存
し
な

（
六
七
八
）
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い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
の
悪
名
や
虚
名
を
低
下
さ
せ
る
行
為
を
し
た
と
し
て
も
、
客
体
が
存
し
な
い
以
上
、
名
誉
毀
損
罪
に
は

あ
た
ら
な
い
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、「
社
会
的
情
報
状
態
」
は
在
す
る
と
し
て
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
を
肯
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
何
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
、
平
川
理
論
が
、「
個
人
の
尊
厳
」
を
重
視
す
る
点
は
積
極
的
に
評
価
で
き
る
も
の
の
、「
個
人
の
尊
厳
」
と
現
行
法
の
解
釈
と
の

関
係
も
曖
昧
で
あ
る
よ
う
に
思
う
（
50
）

。
個
人
の
尊
厳
に
直
結
す
る
よ
う
に
み
え
る
「
人
間
と
し
て
の
尊
厳
に
関
す
る
社
会
的
情
報
状
態
」
を

保
護
法
益
と
す
る
侮
辱
罪
の
方
が
名
誉
毀
損
罪
よ
り
も
重
く
処
罰
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
平
川
理
論
へ
の
批
判
に
は

鋭
い
も
の
が
あ
る
。
平
川
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
名
誉
毀
損
罪
の
個
別
的
社
会
的
名
誉
は
人
の
個
別
的
価
値
と
人
間
の
尊
厳
の
両
者
を

基
礎
と
し
て
い
る
か
ら
人
間
の
尊
厳
の
み
を
基
礎
と
す
る
侮
辱
罪
よ
り
も
重
い
犯
罪
と
さ
れ
る
旨
の
反
論
を
し
て
い
る
も
の
の
、
同
じ
く

「
人
間
の
尊
厳
」
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
に
両
罪
の
法
定
刑
に
著
し
い
相
違
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
き
れ
て
い
る
か
、
や
や
疑
問
に
思
う
。

さ
ら
に
、
例
え
ば
、
大
学
教
授
Ａ
に
つ
い
て
、
公
然
と
、
①
「
Ａ
氏
は
教
授
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
今
ま
で
に
書
い
た
論
文
の
数
は
実

に
少
な
く
、
そ
の
内
容
も
不
完
全
で
評
価
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
摘
示
す
る
の
と
、
②
「
Ａ
の
奴
は
悪
魔
の
よ
う
な

人
で
な
し
で
あ
り
、
叩
き
殺
さ
れ
て
も
文
句
は
い
え
な
い
」
と
罵
る
の
と
で
は
、
後
者
（
②
）
の
方
が
「
人
間
の
尊
厳
」
を
害
す
る
程
度

が
高
く
悪
質
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
な
の
に
後
者
は
侮
辱
罪
と
し
て
軽
い
法
定
刑
（
拘
留
ま
た
は
科
料
）
で
処
罰
さ
れ
る
の
は
何
故
な

の
か
も
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
個
人
の
尊
厳
が
基
礎
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
名
誉
に
対
す
る
罪
だ
け
で
は
な
く
、
生
命
身
体

に
対
す
る
罪
や
自
由
に
対
す
る
罪
、
財
産
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
名
誉
に
対
す
る
罪
が
格
別
に
個
人
の
尊
厳

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

佐
伯
理
論
は
、
社
会
的
評
価
説
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
名
誉
を
名
誉
権
、
す
な
わ
ち
、「
正
当
な
社
会
的
評
価
を
受
け
る
権
利
」

（
六
七
九
）
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二
二

と
し
て
構
成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
平
川
は
、「
保
護
法
益
を
き
わ
め
て
規
範
化
・
観
念
化
す
る
も
の
」
で
理
論
的
に
妥
当
で
な
い
と
批

判
す
る
（
51
）

。
し
か
し
、
権
利
を
保
護
法
益
と
す
る
こ
と
に
と
く
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
例
え
ば
、
横
領
罪
の
保
護
法
益
は
本
権
で
あ
る
し
、

盗
品
関
与
罪
の
保
護
法
益
は
追
求
権
で
あ
る
）。
た
だ
、「
正
当
な
社
会
的
評
価
」
を
前
提
に
す
る
以
上
、
名
誉
権
説
に
よ
っ
て
も
保
護
法
益

の
曖
昧
さ
は
完
全
に
は
除
去
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
佐
伯
理
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
名
誉
権
は
「
不
当
に
社
会
的
評
価
を

低
下
さ
せ
る
事
実
を
公
然
と
摘
示
す
る
こ
と
で
侵
害
さ
れ
る
」
と
し
て
侵
害
犯
的
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
実
際
の
事
例
に
適
用

す
る
際
に
、
通
説
の
抽
象
的
危
険
犯
説
と
ど
れ
だ
け
の
差
異
が
生
じ
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
佐
伯
は
、
侵
害
犯
と
構
成
す
る
こ
と

が
公
然
性
の
解
釈
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
旨
述
べ
て
い
る
も
の
の
（
52
）

、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
の
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
佐
伯
理
論
に
よ
れ
ば
、
存
在
し
な
か
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
社
会
的
評
価
を
新
た
に
生
じ

さ
せ
た
り
、
マ
イ
ナ
ス
の
社
会
的
評
価
を
増
大
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
名
誉
侵
害
に
な
る
こ
と
が
「
よ
り
説
明
し
や
す
く
な
る
」
と
い
う

点
に
つ
い
て
も
（
53
）

、「
名
誉
」
を
害
し
た
と
は
い
え
な
い
行
為
を
名
誉
毀
損
行
為
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
疑
問
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

佐
伯
自
身
、「
名
誉
の
自
然
な
意
味
か
ら
離
れ
て
」
し
ま
う
よ
う
な
〈
社
会
的
評
価
＝
名
誉
と
す
る
考
え
〉
は
妥
当
で
な
い
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
（
54
）

。
現
代
に
お
け
る
「
名
誉
」
の
日
常
用
語
的
意
味
は
、「
世
間
か
ら
優
れ
て
い
る
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
名
誉
を
持
た
な
い
無
名
の
人
の
社
会
的
評
価
を
マ
イ
ナ
ス
に
す
る
こ
と
を
名
誉
毀
損
と
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。
こ
の
よ
う
な
〝
無
理
〞
を
「
説
明
し
や
す
く
」
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
佐
伯
理
論
で
は
、
①
個
人
の
人
格
の
評
価
に
関
係
の
な
い
事
実
は
（
真
偽
を
問
わ
ず
）
摘
示
し
て
も
名
誉
毀
損
罪
に
は
あ
た

ら
ず
、
②
個
人
の
人
格
の
評
価
に
関
係
の
あ
る
、
社
会
的
評
価
に
重
要
な
事
実
は
真
実
を
摘
示
す
れ
ば
名
誉
毀
損
罪
で
処
罰
さ
れ
な
い
の

に
対
し
、
③
個
人
の
人
格
の
評
価
に
関
係
の
あ
る
、
社
会
的
評
価
に
重
要
で
な
い
事
実
（
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
属
す
る
事
実
）
は
（
真
偽
を
問

（
六
八
〇
）
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二
三

わ
ず
）
名
誉
毀
損
罪
に
あ
た
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
の
（
55
）

、
③
に
つ
い
て
は
、
①
②
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
ほ
か
、
本
来
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ

シ
ー
保
護
の
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
事
柄
を
名
誉
の
保
護
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
自

身
、
社
会
的
評
価
に
重
要
な
事
実
は
名
誉
の
問
題
、
社
会
的
評
価
に
重
要
で
な
い
事
実
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
問
題
と
分
離
で
き
る
な
ら

ば
「
最
も
明
快
で
理
想
的
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
、
私
事
公
開
罪
の
な
い
現
行
法
の
下
で
は
名
誉
毀
損
罪
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
保

護
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
明
快
な
」
解
釈
を
採
用
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
（
56
）

。
し
か

し
、
立
法
的
手
当
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
現
行
法
を
拡
張
解
釈
し
て
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
し
（
57
）

、
ま
た
、

名
誉
毀
損
罪
に
よ
る
処
罰
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
侮
辱
罪
と
し
て
の
処
罰
や
民
事
訴
訟
等
に
よ
る
対
応
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
う
し
た
方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
私
見
を
展
開
す
る
。
名
誉
毀
損
行
為
や
侮
辱
行
為
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
元
来
は
公
益
を
は
か
る
見
地
か
ら
で
あ
り
、
具
体
的

に
は
政
治
家
な
ど
権
力
や
財
力
を
掌
握
し
て
い
る
者
に
対
す
る
批
判
を
封
じ
た
り
、
ま
た
、
名
誉
を
毀
損
さ
れ
た
者
や
侮
辱
さ
れ
た
者
が

決
闘
な
ど
の
闘
争
に
出
て
社
会
秩
序
を
害
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。
小
野
は
、
コ
ル
ネ
リ
ア
法
に
よ
る
イ
ン
ユ
リ
ア
行
為
へ
の

制
裁
は
公
益
的
見
地
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
（
58
）

、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
文
書
誹
謗
を
犯
罪
と
認
め
た
の
は
、
行
為
の
相
手
方

を
憤
激
せ
し
め
、
公
案
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
公
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
っ
た
旨
述
べ
て
い
る
（
59
）

。
佐
伯
も
ま
た
、
コ
モ
ン

ロ
ー
に
お
い
て
真
実
の
事
実
摘
示
を
し
た
場
合
で
も
名
誉
毀
損
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
理
由
が
、
政
府
批
判
の
処
罰
と
被
害
者
が
決
闘
に

訴
え
る
こ
と
に
よ
り
社
会
的
平
穏
を
害
す
る
こ
と
の
防
止
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
（
60
）

る
（
61
）

。
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
処
罰
理
由
が
現

代
の
日
本
の
社
会
状
況
で
通
用
す
る
か
否
か
は
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
名
誉
に
対
す
る
罪
に
公
共
の
平
穏
を
害
す
る
罪
の
性

質
（
あ
る
い
は
、
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
の
性
質
）
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
政
治
家
等
の
「
公
人
」

（
六
八
一
）
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二
四

に
対
す
る
批
判
や
労
働
運
動
等
の
抑
止
に
名
誉
に
対
す
る
罪
（
と
く
に
名
誉
毀
損
罪
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
名
誉
に
対
す
る
罪
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
姿
勢
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
平
場
は
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
名
誉

に
対
す
る
罪
の
刑
の
引
上
げ
が
一
九
四
〇
年
の
改
正
刑
法
仮
案
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
こ
う
見
て
来
る

と
、
果
た
し
て
、
最
初
に
考
え
た
よ
う
に
、
名
誉
保
護
の
強
化
が
、
人
権
尊
重
に
連
な
り
、
民
主
主
義
自
由
主
義
の
精
神
に
合
致
す
る
も

の
で
あ
る
と
簡
単
に
肯
定
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
疑
問
に
な
っ
て
来
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
62
）

。
さ
ら
に
、
平
場
は
、「
む
し
ろ
、
名
誉
毀

損
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
る
の
は
、
既
に
社
会
的
地
位
を
得
た
又
は
得
か
か
っ
て
い
る
有
名
人
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
時
代
が

変
っ
て
も
、
名
誉
毀
損
罪
が
事
実
上
機
能
す
る
の
は
社
会
的
上
層
者
の
地
位
の
保
護
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
、
国
家
主
義
的
傾
向
の

強
く
な
っ
た
仮
案
の
段
階
に
お
い
て
、
名
誉
毀
損
の
刑
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
名
誉
毀
損
は
、

国
民
の
健
全
な
感
情
に
底
礎
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
社
会
の
尊
敬
感
情
上
の
序
列
に
反
抗
し
、
社
会
的
地
位
に
あ
る
者
が
地
位
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
こ
と
を
言
い
た
て
て
、
社
会
を
混
乱
に
導
く
破
壊
的
言
動
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
63
）

。
平
場

が
述
べ
た
こ
と
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
個
人
を
容
易
に
誹
謗
中
傷
で
き
る
現
代
社
会
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
妥
当
す
る
か
は
検
討

を
要
す
る
も
の
の
、
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
個
人
の
利
益
の
保
護
に
つ
な
が
る
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
考
え
る
こ
と
に
は

問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
確
か
に
、
悪
質
な
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
行
為
に
は
刑
事
制
裁
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
は
傾

聴
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
名
誉
に
対
す
る
罪
を
も
っ
て
ま
か
な
お
う
と
す
る
姿
勢
に
は
無
理
が
あ
る
。
基

本
的
に
は
立
法
（
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
を
規
制
す
る
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
制
定
）

に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
名
誉
に
対
す
る
罪
の
規
定
の
解
釈
は
、
他
の
刑
罰
規
定
の
解
釈
と
同
様
に
、
文
言
に
重
点
を
置
い
て

厳
格
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
保
護
に
値
す
る
法
益
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
文
理
を
軽
視
し
て
法
解
釈
・
適
用
を
行
う
こ
と

（
六
八
二
）
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は
、
刑
法
に
お
い
て
は
基
本
的
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
二
三
〇
条
一
項
の
「
人
の
名
誉
」
を
解
釈
す
る

な
ら
、
そ
れ
は
、「
そ
の
人
が
世
間
な
い
し
社
会
に
よ
っ
て
積
極
的
（
プ
ラ
ス
に
）
か
つ
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
客
体
の
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
、
客
体
が
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
以
上
、
保
護
法
益
も
、

人
が
世
間
な
い
し
社
会
に
よ
っ
て
積
極
的
か
つ
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
る
事
実
、
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
者
と
し

て
裏
社
会
に
お
い
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、（
正
当
に
評
価
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
）「
名
誉
」
に
は
あ
た
ら
な
い
（
64
）

。
ま
た
、

本
人
や
そ
の
追
随
者
が
積
極
的
か
つ
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
て
も
世
間
な
い
し
社
会
が
そ
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
事
実

が
存
し
な
い
と
き
に
は
「
名
誉
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、「
狙
撃
の
成
功
率
が
ほ
ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
優
秀
な
殺

し
屋
Ａ
」
に
関
し
て
「
Ａ
の
狙
撃
の
成
功
率
は
せ
い
ぜ
い
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
事
実
を
摘
示
し
て
裏
社
会
に
お
け
る

Ａ
の
殺
し
屋
と
し
て
の
評
価
を
低
下
さ
せ
た
り
、「
自
分
で
は
優
秀
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
の
、
取
り
扱
っ
た
事
件
の
勝
訴
率
は
二
〇

パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
る
弁
護
士
Ｂ
」
に
関
し
て
「
Ｂ
弁
護
士
の
勝
訴
率
は
せ
い
ぜ
い
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
事
実
を

摘
示
し
て
優
秀
な
弁
護
士
で
な
い
こ
と
を
暴
露
し
た
と
し
て
も
、「
名
誉
」
が
毀
損
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
名
誉
毀
損
罪
は
成
立
し

な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、「
正
当
な
名
誉
」
が
「
名
誉
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
私
見
は
規
範
的
名
誉
説
と
同
様
の
も
の
に
な
る
と
い
え

る
。
な
お
、
規
範
的
名
誉
説
に
対
し
て
は
、
往
々
に
し
て
、
二
三
〇
条
一
項
に
「
そ
の
事
実
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
あ
る
こ
と
に
そ

ぐ
わ
な
い
、
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
る
（
65
）

。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
手
段
と
し
て
摘
示
し
た
事
実
が
実
在
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の

事
実
摘
示
に
よ
り
名
誉
が
毀
損
さ
れ
た
場
合
は
名
誉
毀
損
罪
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
客
体
な
い
し
保
護
法
益
が
「
正

当
な
名
誉
」
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
直
接
の
関
係
は
な
い
と
い
え
る
（
66
）

。
先
述
の
例
で
は
、
狙
撃
の
成
功
率
・
勝
訴
率
は
「
二
〇

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
」
で
あ
る
と
い
う
真
実
を
摘
示
し
よ
う
が
「
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
」
と
い
う
虚
偽
の
事
実
を
摘
示
し
よ
う
が
、
毀

（
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三
）
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二
六

損
の
対
象
と
な
る
名
誉
が
存
在
し
な
い
以
上
、
名
誉
毀
損
罪
に
は
該
当
し
な
い
。
逆
に
、
毀
損
の
対
象
と
な
る
（
正
当
な
）
名
誉
が
存
在

す
れ
ば
、
摘
示
事
実
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
名
誉
毀
損
罪
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
侮
辱
罪
は
、
公
然
と
人
を
侮
辱
す
る
罪
で
あ

り
、
本
来
、
侮
辱
の
対
象
と
な
っ
た
者
を
含
む
公
衆
の
感
情
を
害
す
る
罪
の
性
質
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
を
個
人
的
法
益
に
対
す

る
罪
に
構
成
す
る
な
ら
、
保
護
法
益
は
、「
侮
辱
の
対
象
に
な
っ
た
人
及
び
そ
の
周
囲
の
人
の
、
人
と
し
て
の
尊
厳
（
尊
重
）
に
関
わ
る

意
識
状
態
の
平
穏
」
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
（「
名
誉
意
識
」「
名
誉
感
情
」
と
い
っ
た
言
葉
は
あ
え
て
用
い
な
い
。
名
誉
を
持
っ
て
い

な
い
人
に
対
し
て
も
侮
辱
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
）。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
感
情
に
類
し
た
も
の
を
刑
法
の
保
護
対

象
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
批
判
が
加
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
人
に
対
し
「
う
る
さ
い
こ
と
を
言
う

と
殴
る
ぞ
」
と
申
し
向
け
る
こ
と
は
、
相
手
に
恐
怖
感
を
与
え
た
場
合
は
も
と
よ
り
相
手
が
恐
怖
感
を
抱
か
な
か
っ
た
と
き
も
脅
迫
罪
と

し
て
処
罰
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
し
、
個
人
の
感
情
よ
り
も
さ
ら
に
漠
然
と
し
た
「
一
般
の
宗
教
感
情
」
を
保
護
法
益
と
す
る
礼
拝
所
不
敬

罪
も
存
在
す
る
。
侮
辱
罪
の
保
護
法
益
が
自
己
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
意
識
状
態
な
い
し
感
情
で
あ
る
と
し
て
も
異
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な

い
。
ま
た
、
悪
質
な
侮
辱
行
為
を
軽
い
法
定
刑
を
設
け
て
い
る
侮
辱
罪
で
し
か
処
罰
で
き
な
い
と
い
う
の
は
不
当
で
は
な
い
か
（
例
え
ば
、

女
性
の
入
浴
を
盗
撮
し
て
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
編
集
し
販
売
店
等
に
陳
列
さ
せ
た
場
合
、
侮
辱
罪
で
は
な
く
名
誉
毀
損
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
裁
判
例
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
67
））、

と
か
、
公
然
性
を
要
求
し
て
侮
辱
罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
の
は
不
当
で
は
な
い
か

（
例
え
ば
、
密
室
で
相
手
と
二
人
だ
け
で
い
る
と
き
は
い
か
に
相
手
を
罵
っ
て
も
公
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
侮
辱
罪
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
に
な

る
）、
と
い
っ
た
批
判
も
あ
り
う
る
（
68
）

。
し
か
し
、
こ
れ
は
立
法
に
よ
り
解
決
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
侮
辱
罪
の
法
定
刑

の
引
上
げ
や
「
公
然
と
」
の
文
言
の
削
除
に
は
俄
か
に
賛
成
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
六
八
四
）



刑
法
に
お
け
る
名
誉
（
設
楽
）

二
七

な
お
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
侮
辱
罪
の
「
人
」
は
自
然
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
法
人
を
被
害
者
と
す
る
侮
辱
罪
は
成
立
し
え
な
い
。

た
だ
し
、
直
接
侮
辱
の
対
象
と
な
っ
た
人
が
嬰
児
で
あ
る
と
か
意
識
障
害
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
保
護
者
、
監
護
者
な
ど
周
囲
の
者
の

人
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
意
識
状
態
の
平
穏
を
害
す
る
と
き
は
侮
辱
罪
が
成
立
し
う
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
す
る
批
判
と
し

て
、
侮
辱
罪
を
純
粋
に
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
と
と
ら
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
個
々

の
犯
罪
に
つ
い
て
単
一
の
保
護
法
益
し
か
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
は
通
常
の
こ
と
で
あ
る
し
、
刑
法
の
目
的
が
法
益
保

護
に
限
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
名
誉
に
対
す
る
罪
を
純
粋
に
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
と
考
え
る

こ
と
の
方
に
無
理
が
あ
る
と
い
え
る
。

六　

む
す
び
に

若
干
の
感
想
を
記
し
て
む
す
び
と
す
る
。

小
野
の
名
誉
研
究
は
、
や
は
り
、
古
典
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
見
事
な
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に
、
名
誉
毀
損
罪
と
侮
辱
罪
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
る
と
し
た
点
（
69
）

、
出
版
法
、
新
聞
紙
法
の
事
実
の
証
明
の
規
定
の
類
推
な
ど
に
よ
る
違
法
性
阻
却
の
余
地
を
示
し
た
点
は
、
卓
見

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
小
野
理
論
は
、
こ
の
当
時
の
も
の
と
し
て
は
相
当
に
処
罰
範
囲
限
定
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
よ
う

に
思
う
。
も
と
よ
り
、
小
野
は
、
幼
児
に
も
社
会
的
名
誉
は
あ
る
と
す
る
な
ど
（
70
）

、
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
は
、
名
誉
の
範
囲
を
さ
ほ
ど
限
定

し
て
い
ず
、
こ
れ
が
名
誉
の
範
囲
の
曖
昧
化
に
つ
な
が
っ
た
と
の
批
判
は
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
事
実
的
な
名
誉
毀
損
が
合
法
な

も
の
と
さ
れ
る
の
は
、
文
化
（
殊
に
そ
の
道
徳
的
方
面
に
お
け
る
進
歩
）
に
適
合
し
、
そ
の
促
進
に
役
立
つ
も
の
か
に
よ
る
、
と
し
て
い
る

点
も
（
71
）

検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
小
野
理
論
に
、
あ
る
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
謙
抑
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
て

（
六
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
八

よ
い
よ
う
に
思
う
。

現
代
社
会
に
お
い
て
名
誉
毀
損
行
為
や
侮
辱
行
為
を
厳
罰
化
す
る
必
要
が
あ
る
か
は
、
疑
わ
し
い
。
確
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
行
為
な
ど
問
題
の
多
い
表
現
活
動
は
目
立
つ
も
の
の
、
被
害
者
の
救
済
は
、
か
な
り
の
程
度
、
民
事
訴
訟
等
で
は
か
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
行
為
を
名
誉
毀
損
罪
や
侮
辱
罪
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
刑
罰
に
よ
り
抑
止
す
る
必
要
は
、
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

現
在
の
憲
法
が
個
人
の
尊
厳
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、「
個
人
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
名
誉

毀
損
罪
や
侮
辱
罪
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
拡
張
す
べ
き
だ
」
と
考
え
る
の
は
短
慮
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
憲
法
一
三
条
と
三
一
条
を
併
せ

て
読
ん
だ
だ
け
で
も
、
憲
法
が
個
人
の
尊
厳
を
害
す
る
最
た
る
も
の
が
刑
罰
権
の
不
合
理
な
行
使
に
よ
る
「
生
命
、
自
由
」
等
の
剥
奪
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
人
権
保
障
の
見
地
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
罪
刑
法
定
主
義
を
遵
守
す
る
こ
と
こ
そ
個
人
の

尊
厳
の
擁
護
に
結
び
つ
く
こ
と
を
、
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
（
72
）

。
ま
し
て
、
名
誉
は
、
法
益
と
し
て
そ
う
高
い
地
位
を
要
求
し
う
る
も
の

で
は
な
く
、
生
命
、
身
体
、
自
由
の
下
位
に
在
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
小
野
も
認
識
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
利
益
考
量
の
観
点
か

ら
も
名
誉
に
対
す
る
罪
の
規
定
は
厳
格
に
解
釈
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
（
73
）

。

小
野
の
刑
法
思
想
や
名
誉
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
、
他
に
述
べ
た
い
こ
と
が
多
々
あ
る
も
の
の
、
種
々
の
制
約
か
ら
、
こ
こ
で
擱
筆

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

注（
1
） 

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
』
五
一
二
頁
（
創
文
社
、
第
三
版
、
一
九
九
〇
年
）、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）』
一
三
三
〜
一
三
四
頁
（
有

（
六
八
六
）



刑
法
に
お
け
る
名
誉
（
設
楽
）

二
九

斐
閣
、
第
三
版
増
補
版
、
二
〇
〇
五
年
）、
福
田
平
『
全
訂　
刑
法
各
論
』
一
八
七
頁
（
有
斐
閣
、
第
三
版
増
補
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
藤
木
英
雄

『
刑
法
講
義
各
論
』
二
三
七
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
七
六
年
）、
板
倉
宏
『
刑
法
各
論
』
八
六
頁
（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
川
端
博
『
刑
法
各
論

概
要
』
九
七
頁
（
成
文
堂
、
第
三
版
、
二
〇
〇
三
年
）、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
』
一
二
二
〜
一
二
三
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
六
版
、

二
〇
一
五
年
）、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
』
一
三
四
頁
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
林
幹
人
『
刑
法
各
論
』
一
一
一
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、

第
二
版
、
二
〇
〇
七
年
）、
佐
久
間
修
『
刑
法
各
論
』
一
四
〇
頁
（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
一
二
年
）、
松
村
格
『
日
本
刑
法
各
論
教
科
書
』

一
〇
六
頁
（
八
千
代
出
版
、
第
二
版
、
二
〇
〇
七
年
）、
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
』
八
八
頁
（
弘
文
堂
、
第
五
版
、
二
〇
一
二
年
）、
高
橋
則
夫
『
刑

法
各
論
』
一
五
四
頁
（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
一
二
年
）、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
各
論
』
一
六
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）、
大
谷
實

『
刑
法
講
義
各
論
』
一
五
八
頁
（
成
文
堂
、
新
版
第
四
版
補
訂
版
、
二
〇
一
五
年
）、
山
中
敬
一
『
刑
法
各
論
』
二
〇
五
頁
（
成
文
堂
、
第
三
版
、

二
〇
一
五
年
）、
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義
』
一
四
四
頁
（
成
文
堂
、
第
三
版
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

（
2
） 

島
田
聡
一
郎
「
盗
撮
画
像
公
表
行
為
と
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
法
益
」
山
口
厚
編
著
『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
各
論
』
一
二
三
頁
以
下
（
成
文
堂
、

二
〇
〇
七
年
）
の
一
二
七
頁
は
、
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
法
益
を
社
会
的
名
誉
と
解
す
る
点
に
つ
い
て
、
大
多
数
の
判
例
、
学
説
は
現
在
に
い
た
る
ま

で
小
野
説
を
支
持
し
て
い
る
、
と
す
る
。

（
3
） 

大
判
大
正
一
五
年
七
月
五
日
刑
集
五
巻
三
〇
三
頁
。

（
4
） 

小
野
清
一
郎
『
刑
法
に
於
け
る
名
誉
の
保
護
』（
有
斐
閣
、
増
補
版
、
一
九
七
〇
年
）
を
意
味
す
る
。

（
5
） 

例
え
ば
、
板
倉
宏
「
限
り
な
く
奥
深
く
、
幅
広
く
、
鋭
く
、
そ
れ
で
い
て
実
に
優
し
い
小
野
先
生
」
平
野
龍
一
編
『
小
野
先
生
と
刑
事
判
例
研

究
会
』
二
〇
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
を
一
読
し
た
だ
け
で
も
、
小
野
の
人
と
な
り
や
見
識
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
） 

団
藤
重
光
『
わ
が
心
の
旅
路
』
三
二
〇
、
三
二
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

（
7
） 

小
野
清
一
郎
『
刑
法
と
法
哲
学
』
四
六
八
、
四
七
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
参
照
。

（
8
） 

東
京
帝
国
大
学
は
一
九
四
七
年
一
〇
月
に
東
京
大
学
（
旧
制
）
と
な
っ
て
い
る
。
小
野
は
、
一
九
四
六
年
九
月
に
退
官
し
て
い
る
か
ら
、
最
終

的
に
は
東
京
大
学
教
授
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
団
藤
・
前
掲
注（
6
）三
二
一
頁
参
照
│
な
お
、
小
野
の
経
歴
は
本
書
の
著
者
紹
介
で
は
、

「
大
正
六
年　

東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
」、「
大
正
八
年　

東
京
大
学
助
教
授
」、「
大
正
一
二
年
か
ら
昭
和
二
一
年
ま
で
東
京
大
学
教
授
」
と
表

（
六
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

三
〇

記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
宮
澤
浩
一
「
小
野
清
一
郎
の
刑
法
理
論
」
吉
川
経
夫
ほ
か
編
著
『
刑
法
理
論
史
の
総
合
的
検
討
』
四
七
五
頁
以
下

（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
年
）
の
四
八
一
〜
四
八
八
頁
に
み
ら
れ
る
小
野
の
経
歴
に
お
い
て
は
、
一
九
一
一
年
「
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
法
律

学
科
」
入
学
、
一
九
一
九
年
「
東
京
帝
国
大
学
助
教
授
」、
一
九
二
三
年
「
東
京
帝
国
大
学
教
授
」
に
昇
任
、
と
さ
れ
て
い
る
。

（
9
） 
中
山
研
一
「
佐
伯
・
小
野
博
士
の
「
日
本
法
理
」
の
研
究　

刑
事
法
研
究　

第
一
四
巻
』
一
一
八
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
10
） 

団
藤
・
前
掲
注（
6
）三
二
五
頁
参
照
。

（
11
） 

小
野
清
一
郎
『
日
本
法
理
の
自
覺
的
展
開
』（
有
斐
閣
、
再
版
、
一
九
四
三
年
│
な
お
、
初
版
は
一
九
四
二
年
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
日

本
法
理
」
を
本
稿
で
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
、「
刑
法
に
於
け
る
名
誉
の
保
護
」
と
の
関
係
で
一
言
す
る
な
ら
、「
日
本
法
の
精
神
的
事
理
」

で
あ
る
日
本
法
理
に
つ
い
て
の
記
述
が
特
異
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
否
め
な
い
も
の
の
（
同
書
三
九
〜
四
九
頁
参
照
）、
日
本
刑
法
の
根
底
に
は

「
仁
慈
の
精
神
」
が
あ
り
、
刑
は
国
家
的
・
公
共
的
な
道
義
秩
序
を
維
持
し
完
成
す
る
た
め
に
真
に
已
む
こ
と
を
え
ず
し
て
行
う
「
折
伏
」
で
あ
る

と
い
っ
た
謙
抑
的
な
思
想
の
開
陳
も
あ
り
（
同
書
一
一
〇
頁
参
照
）、
小
野
の
日
本
法
理
の
思
想
に
は
、
一
種
独
特
の
（
論
理
を
超
え
て
感
覚
に
委

ね
る
）
説
得
力
及
び
一
概
に
は
批
判
し
難
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
小
野
理
論
が
第
二
次
大
戦
後
の
日
本

の
学
界
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
理
由
で
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

（
12
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
〜
一
二
頁
。

（
13
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）一
三
〜
一
三
二
頁
。

（
14
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）七
頁
参
照
。

（
15
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
四
四
〜
三
五
五
頁
参
照
。

（
16
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）二
一
八
〜
二
一
九
頁
参
照
。

（
17
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）一
三
三
〜
二
四
〇
頁
。

（
18
） V
gl.,W

ilh
elm

 S
au

er, D
ie E

hre und ihre V
erletzung, A

bhandlungen des krim
inalistischen Institus an der U

niversität 

B
erlin,dritte F

olge,Z
w
eiter B

and,H
eft1, J.G

uttentag, V
erlagsbuchhandlung,1915,S

.3.

（
19
） 

S
au

er

は
、
①
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
真
実
の
名
誉
は
、
そ
の
者
の
正
当
な
社
会
的
評
価
に
と
っ
て
重
要
な
、
正
当
に
認
め
ら
れ
た
義
務
を

（
六
八
八
）



刑
法
に
お
け
る
名
誉
（
設
楽
）

三
一

そ
の
者
が
履
行
し
た
程
度
か
、
少
な
く
と
も
義
務
の
履
行
が
情
操
及
び
適
格
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
程
度
に
従
っ
て
、
法
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
た
、
そ
の
者
自
身
に
価
値
の
あ
る
法
益
で
あ
り
、
②
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
通
用
の
名
誉
は
、
そ
の
正
当
な
社
会
的
評
価
に
と
っ
て
重
要
な
、

正
当
に
認
め
ら
れ
た
義
務
の
高
さ
に
従
っ
て
、
及
び
、
そ
う
し
た
義
務
の
あ
り
う
る
違
反
の
重
大
性
に
従
っ
て
、
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
法
益
で

あ
る
と
し
（S

au
er,aaO

.（A
nm
.（18

））,S.31

）、
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
る
名
誉
は
、
②
の
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
通
用
の
名
誉
で
あ
る
と
し
て
い

る
（S

au
er,aaO

.（A
nm
.（18

）,S.37

）。
小
野
は
、S

au
er

の
学
説
を
「
恐
ら
く
は
今
日
ま
で
の
名
誉
学
説
の
最
高
潮
に
位
す
る
も
の
」（
小
野
・
前

掲
注（
4
）一
七
五
頁
）、「
名
誉
学
説
の
上
に
一
時
期
を
画
す
る
も
の
」（
小
野
・
前
掲
注（
4
）一
九
〇
頁
）
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
な
お
、
小
野

は
、
一
九
五
二
年
に
公
表
し
た
「
名
誉
と
法
律
」
に
お
い
て
、
小
野
理
論
の
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、S

au
er

の
ほ
か
、

K
oh

ler

及
びL

iepm
an

n
の
も
の
で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
（
小
野
清
一
郎
『
刑
罰
の
本
質
に
つ
い
て
・
そ
の
他
』
一
二
五
〜
一
二
六
頁
〔
有
斐
閣
、

一
九
五
五
年
〕
参
照
）。

（
20
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）一
九
一
〜
二
〇
三
頁
参
照
。

（
21
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）二
一
六
〜
二
一
九
頁
参
照
。

（
22
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）二
四
一
〜
三
二
三
頁
参
照
。

（
23
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
四
四
〜
三
六
五
頁
参
照
。

（
24
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
六
六
〜
三
八
四
頁
参
照
。

（
25
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
九
二
〜
三
九
四
頁
参
照
。

（
26
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
九
四
〜
四
〇
二
頁
参
照
。

（
27
） 

団
藤
・
前
掲
注（
1
）五
一
二
頁
参
照
。

（
28
） 

福
田
・
前
掲
注（
1
）一
八
七
〜
一
八
八
頁
参
照
。

（
29
） 

江
家
義
男
『
増
補　
刑
法
各
論
』
二
四
六
頁
（
青
林
書
院
新
社
、
増
補
版
、
一
九
六
三
年
）、
川
端
・
前
掲
注（
1
）九
七
頁
、
佐
伯
千
仭
『
刑
法

各
論
』
一
二
九
頁
（
有
信
堂
高
文
社
、
訂
正
版
、
一
九
八
一
年
）、
各
参
照
。

（
30
） 

平
野
龍
一
「
刑
法
各
論
の
諸
問
題
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
三
号
七
七
頁
以
下
（
一
九
七
二
年
）
の
七
七
〜
七
八
頁
参
照
。
な
お
、
平
野
『
刑
法

（
六
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

三
二

概
説
』
一
九
二
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
は
、
社
会
的
名
誉
と
主
観
的
名
誉
と
を
全
く
切
り
離
し
て
し
ま
う
の
は
不
自
然
で
あ
り
、

「
社
会
的
名
誉
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
自
己
に
対
す
る
社
会
的
評
価
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
感
情
を
持
つ
か
ら
こ
そ
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
名
誉
感
情
も
ま
た
、
自
己
に
対
す
る
社
会
的
評
価
に
つ
い
て
持
つ
感
情
で
あ
る
」

と
す
る
。

（
31
） 

大
塚
・
前
掲
注（
1
）一
三
五
頁
参
照
。

（
32
） 

大
塚
・
前
掲
注（
1
）一
四
九
頁
参
照
。

（
33
） 

平
場
安
治
「
名
誉
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
の
立
法
的
考
察
」
佐
伯
千
仭
ほ
か
編
『
刑
法
改
正
の
諸
問
題
』
三
六
四
頁
以
下
（
有
斐
閣
、

一
九
六
七
年
）
の
三
七
〇
〜
三
七
一
頁
参
照
。

（
34
） 

平
川
宗
信
『
名
誉
毀
損
罪
と
表
現
の
自
由
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
を
意
味
す
る
。

（
35
） 

平
川
・
前
掲
注（
34
）一
〜
二
五
頁
参
照
。

（
36
） 

平
川
宗
信
『
憲
法
的
刑
法
学
の
展
開
│
仏
教
思
想
を
基
盤
と
し
て
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
を
意
味
す
る
。

（
37
） 

も
っ
と
も
、
平
川
は
、H

an
s W

elzel
の
よ
う
な
請
求
権
自
体
を
名
誉
と
解
す
る
見
解
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
る
（
平
川
・
前
掲

注（
34
）九
頁
参
照
）。
ち
な
み
に
、W

elzel

も
請
求
権
の
根
拠
を
人
間
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
人
格
の
尊
厳
に
求
め
て
い
る
（V

gl.,W
elzel,D

as 

D
eutsche S

trafrecht,11.A
ufl .,W

alter de G
uyter &

 C
o.,1969,S

.303

）。

（
38
） 

平
川
・
前
掲
注（
36
）二
六
三
〜
二
七
二
頁
参
照
。

（
39
） 

山
口
厚
の
批
判
で
あ
る
。
山
口
厚
『
問
題
探
究　
刑
法
各
論
』
七
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
40
） 

平
川
・
前
掲
注（
36
）二
七
一
頁
参
照
。

（
41
） 

最
判
昭
和
三
四
年
五
月
七
日
刑
集
一
三
巻
五
号
六
四
一
頁
。

（
42
） 

平
川
・
前
掲
注（
36
）二
八
六
〜
二
八
七
頁
参
照
。

（
43
） 

佐
伯
仁
志
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
名
誉
の
保
護
（
一
）
│
主
に
刑
法
的
観
点
か
ら
│
」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
一
巻
七
号
九
八
一
頁
以
下

（
一
九
八
四
年
）
の
九
九
四
〜
九
九
五
頁
参
照
。

（
六
九
〇
）



刑
法
に
お
け
る
名
誉
（
設
楽
）

三
三

（
44
） 

佐
伯
仁
志
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
名
誉
の
保
護
（
四
・
完
）
│
主
に
刑
法
的
観
点
か
ら
│
」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
一
巻
一
一
号
一
六
七
五
頁
以

下
（
一
九
八
四
年
）
の
一
七
五
一
〜
一
七
五
三
頁
参
照
。

（
45
） 
佐
伯
仁
志
「
名
誉
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
対
す
る
罪
」
芝
原
邦
爾
ほ
か
編
『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
│
各
論
』
七
六
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、

一
九
九
六
年
）
の
七
六
〜
八
〇
頁
参
照
。

（
46
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
45
）八
〇
頁
参
照
。

（
47
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
45
）七
八
頁
参
照
。

（
48
） 

平
川
・
前
掲
注（
34
）二
〇
頁
参
照
。

（
49
） 

平
川
・
前
掲
注（
36
）二
六
八
頁
参
照
。

（
50
） 

伊
東
研
祐
『
現
代
社
会
と
刑
法
各
論
』
一
四
八
頁
（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、「
少
な
く
と
も
法
益
概
念
規
定
自
体
に
つ
い
て

い
え
ば
、『
人
間
の
尊
厳
』
と
い
う
余
り
に
一
般
条
項
的
な
も
の
、
刑
法
的
保
護
適
格
に
議
論
の
余
地
の
あ
る
も
の
を
持
ち
出
す
点
で
既
に
問
題
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
伊
東
自
身
、
平
川
説
と
類
似
し
た
「
情
報
状
態
保
護
説
」
を
提
唱
し
て
い
る
（
同
書
一
五
〇
頁
参
照
）。

（
51
） 

平
川
・
前
掲
注（
36
）二
八
三
頁
参
照
。

（
52
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
45
）八
〇
〜
八
一
頁
参
照
。

（
53
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
45
）八
〇
頁
参
照
。

（
54
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
45
）七
九
頁
参
照
。

（
55
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
44
）一
七
五
二
〜
一
七
五
三
頁
、
佐
伯
・
前
掲
注（
45
）七
九
〜
八
〇
頁
、
各
参
照
。

（
56
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
44
）一
七
五
二
〜
一
七
五
三
頁
参
照
。

（
57
） 

佐
伯
仁
志
『
刑
法
総
論
の
考
え
方
・
楽
し
み
方
』
二
七
〜
二
九
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
は
、
日
本
の
裁
判
所
が
柔
軟
な
解
釈
態
度
を

と
っ
て
き
た
の
は
、
刑
事
立
法
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
状
況
の
下
で
、「
刑
法
を
新
し
い
状
況
に
対
応
さ
せ
る
た
め
に
は
、
柔
軟
な
解
釈
が
必
要
で

あ
る
、
と
い
う
政
策
判
断
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
、
刑
事
立
法
の
迅
速
化
と
事
後
規
制
社
会
へ
の
転
換
と
い
っ
た
状
況
の
変
化
か
ら
、

「
現
在
の
裁
判
所
は
、
刑
罰
法
令
を
厳
格
に
解
釈
し
て
新
し
い
問
題
へ
の
対
応
を
で
き
る
だ
け
立
法
に
任
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
六
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

三
四

と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
傾
聴
に
値
す
る
。
も
っ
と
も
、
厳
格
解
釈
の
要
請
は
（
時
代
と
社
会
に
全
く
影
響
さ
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
は
い

え
）
社
会
状
況
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

（
58
） 
小
野
・
前
掲
注（
4
）二
四
頁
参
照
。

（
59
） 
小
野
・
前
掲
注（
4
）九
五
〜
九
六
頁
参
照
。

（
60
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
45
）八
一
頁
、
佐
伯
・
前
掲
注（
44
）一
七
〇
五
頁
、
各
参
照
。

（
61
） 

最
近
の
も
の
と
し
て
、
王
雲
海
編
『
名
誉
の
原
理
│
歴
史
的
国
際
的
視
点
か
ら
│
』（
国
際
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
の
中
で
、
岩
波
淳
子
は
、

ゲ
ル
マ
ン
の
法
文
化
の
中
で
名
誉
回
復
の
方
法
と
し
て
の
フ
ェ
ー
デ
の
実
行
と
平
和
維
持
の
た
め
の
そ
の
回
避
に
つ
い
て
述
べ
（
岩
波
「
名
誉
の
喪

失
と
回
復
│
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
文
化
か
ら
」
同
書
一
三
頁
以
下
の
と
く
に
一
七
〜
一
八
頁
参
照
）、
谷
口
真
子
は
、
わ
が
国
の
江
戸
時
代
の
武

士
に
よ
る
実
力
に
よ
る
名
誉
回
復
行
為
（
敵
討
ち
や
無
礼
討
ち
）
に
つ
い
て
正
当
化
の
要
件
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
谷

口
「
名
誉
と
規
律
化
│
日
本
近
世
の
法
文
化
」
同
書
三
七
頁
以
下
の
と
く
に
五
三
〜
五
七
頁
参
照
）。

（
62
） 

平
場
・
前
掲
注（
33
）三
七
六
〜
三
七
七
頁
参
照
。

（
63
） 

平
場
・
前
掲
注（
33
）三
七
八
〜
三
七
九
頁
参
照
。

（
64
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
44
）一
七
三
六
頁
は
、
名
誉
を
名
声
と
し
て
事
実
的
に
理
解
す
る
と
し
て
も
、
ふ
さ
わ
し
い
名
声
だ
け
を
刑
法
で
保
護
す
る
こ

と
は
、
刑
法
の
補
充
性
か
ら
も
十
分
考
え
ら
れ
る
旨
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
他
人
の
前
科
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
法
を
遵
守
し
て
生
活

し
て
き
た
善
良
な
市
民
で
あ
る
と
い
う
名
誉
を
害
す
る
と
い
え
な
く
も
な
く
（
さ
ら
に
、
被
害
者
の
地
位
や
職
業
に
よ
っ
て
は
前
科
の
公
表
に
よ
り

甚
大
な
損
害
を
被
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
）、
優
秀
な
犯
罪
者
で
あ
る
と
の
評
価
を
毀
損
し
た
場
合
と
は
異
っ
た
考
察
を
必
要
と
し
よ
う
。

も
っ
と
も
、
民
事
賠
償
は
と
も
か
く
、
罪
刑
法
定
主
義
に
よ
る
厳
格
解
釈
が
要
請
さ
れ
る
刑
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
慎
重
な
対
応
が
必
要
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
65
） 

例
え
ば
、
平
川
・
前
掲
注（
36
）二
六
七
頁
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法　
第
一
二
巻
』
八
頁
（
青
林
書
院
、
第
二
版
、

二
〇
〇
三
年
）〔
中
森
喜
彦
〕、
各
参
照
。

（
66
） 

丸
山
雅
夫
『
刑
法
の
論
点
と
解
釈
』
二
一
四
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
は
、
人
の
真
価
と
の
関
連
で
名
誉
を
理
解
す
る
立
場
か
ら
、
事
実

（
六
九
二
）



刑
法
に
お
け
る
名
誉
（
設
楽
）

三
五

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
広
く
名
誉
毀
損
罪
が
成
立
す
る
の
は
、「
保
護
さ
れ
る
べ
き
名
誉
が
人
の
真
価
と
関
連
し
て
い
る
こ
そ
で
あ
り
、
虚
名
を
も

保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
67
） 
東
京
地
判
平
成
一
四
年
三
月
一
四
日
公
刊
物
未
登
載L

E
X
/D
B
28075486

。
こ
の
判
決
は
、
入
浴
中
の
女
性
が
自
ら
進
ん
で
裸
体
を
さ
ら
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
等
か
ら
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
を
肯
定
し
て
お
り
、
島
田
・
前
掲
注（
2
）一
四
一

頁
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
①
そ
れ
な
ら
明
ら
か
に
盗
撮
で
あ
る
と
い
う
映
像
に
な
っ
て
い
れ
ば
名
誉
を
毀
損
し
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
か
、
②
自
ら
進
ん
で
裸
体
を
さ
ら
す
者
の
社
会
的
評
価
は
低
い
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
は
否
定
で
き
ず
、
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る

こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

（
68
） 

こ
う
し
た
批
判
に
つ
い
て
、
島
田
・
前
掲
注（
2
）一
四
七
、
一
五
〇
頁
参
照
。

（
69
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
一
六
〜
三
二
一
頁
参
照
。

（
70
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）二
六
八
頁
参
照
。

（
71
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
四
八
〜
三
四
九
頁
参
照
。

（
72
） 

平
川
・
前
掲
注（
36
）一
〇
三
頁
は
、
実
体
的
適
正
の
原
理
は
憲
法
三
一
条
に
内
在
し
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
憲
法
一
三
条
以
下
の
人
権
規
定
と

く
に
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
同
書
一
〇
五
頁
は
、
実
体
的
適
正
性
は
、「
刑
罰
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
人
権
」

と
「
刑
罰
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
人
権
」
と
を
比
較
考
量
し
、
刑
罰
に
よ
る
人
権
制
約
が
他
者
の
よ
り
重
要
な
人
権
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限

の
制
約
と
解
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
、
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
は
、
基
本
的
に
賛
成
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
厳
格
解
釈
の
要
請

の
理
由
づ
け
は
人
権
の
比
較
考
量
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

（
73
） 

小
野
・
前
掲
注（
4
）三
七
一
頁
参
照
。
な
お
、
刑
罰
権
行
使
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
が
個
人
の
尊
厳
の
維
持
・
確
保
に
必
要
な
生

命
・
身
体
・
自
由
な
の
か
、
社
会
的
法
益
、
国
家
的
法
益
な
の
か
が
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
こ
と
に
つ
き
、
設
楽
裕
文
＝
坂
井
愛
「
刑
法
の
解

釈
と
自
由
の
保
障
」
法
学
紀
要
四
九
巻
一
二
七
頁
以
下
（
日
本
大
学
法
学
部
、
二
〇
〇
八
年
）
の
と
く
に
一
二
八
〜
一
二
九
頁
参
照
。

（
六
九
三
）





カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

三
七

カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

目
次

﹇
は
じ
め
に
﹈

一　

一
七
六
三
年
国
王
宣
言
（R

oyal P
roclam

ation of 1763

）

二　

ケ
ベ
ッ
ク
法
（Q

uebec A
ct of 1774

）

　
（
一
）　

ケ
ベ
ッ
ク
法
の
内
容

　
（
二
）　

米
国
独
立
戦
争

三　

一
七
八
三
年
パ
リ
条
約
（T

reaty of P
aris of 1783

）

　
（
一
）　

条
約
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
側
視
点

　
（
二
）　

王
党
派
の
流
入

論　

説

（
六
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

三
八

四　

一
七
九
一
年
憲
法
（C

onstitutional A
ct 1791

）

　
（
一
）　

上
下
カ
ナ
ダ
の
成
立

　
（
二
）　

ジ
ェ
イ
条
約

　
（
三
）　

一
八
一
二
年
の
戦
争

五　

一
八
四
〇
年
連
合
法
（T

he A
ct of U

nion 1840

）

　
（
一
）　

大
移
民
時
代
（G

reat M
igration of C

anada

）

　
（
二
）　

一
八
三
七
年
の
反
乱
（R

ebellions of 1837

）

　
　

1　

下
カ
ナ
ダ
の
反
乱

　
　

2　

上
カ
ナ
ダ
の
反
乱

　
（
三
）　

ダ
ラ
ム
報
告
（D
urham

’s R
eport

）

　
（
四
）　

一
八
四
〇
年
連
合
法
（A

ct of U
nion

）

　
（
五
）　

責
任
政
府
へ
の
道

　
（
六
）　

責
任
政
府
の
誕
生

六　

北
米
英
領
法
（B

ritish N
orth A

m
erica A

ct of 1867

）

　
（
一
）　

西
部
の
開
拓

　
（
二
）　

南
北
戦
争
と
連
合
カ
ナ
ダ

　
（
三
）　

一
八
六
七
年
北
米
英
領
法
の
内
容

﹇
お
わ
り
に
﹈

（
六
九
六
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

三
九

﹇
は
じ
め
に
﹈

カ
ナ
ダ
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
（O

ntario

）、
ケ
ベ
ッ
ク
州
（Q

uébec

）、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
州
（N

ew
 

B
runsw

ick

）、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
州
（N

ova S
cotia

）、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
（B

ritish C
olum

bia

）、
ア
ル
バ
ー
タ
州

（A
lberta

）、
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
（S

askatchew
an

）、
マ
ニ
ト
バ
州
（M

anitoba

）、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
・
ラ
ブ
ラ
ド
ー
ル
州

（N
ew

foundland and L
abrador

）、
プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー
ド
州
（P

rince E
dw

ard

）
の
一
〇
州
（provinces

）
に
、
ユ
ー
コ
ン
（Y

ukon

）、

ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
ト
（N

orthw
est

）、
ヌ
ナ
ブ
ト
（N

unavut

）
の
三
準
州
（T

eritory

）
か
ら
な
っ
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
は
こ
れ
ら
の
州
等
に
よ
り
な
る
連
邦
国
家
で
あ
る
が
、
そ
の
発
展
の
歴
史
は
、
米
国
が
一
三
州
に
始
ま
り
、
西
へ
発
展
す
る
に

連
れ
て
州
が
増
加
し
て
い
っ
た
、
と
言
う
単
純
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
の
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
カ
ナ
ダ
と
い
う
国
は
、
非
常
に
逆
説
的
な
表
現
を
と
れ
ば
、
米
国
が
作
り
出
し
た
国
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
た
め

に
今
日
カ
ナ
ダ
と
な
る
北
米
英
領
は
作
ら
れ
、
米
国
に
対
す
る
反
発
が
、
カ
ナ
ダ
を
、
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
は
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
米
国
の
歴
史
と
も
複
雑
に
対
応
し
て
い
る
。

今
日
の
カ
ナ
ダ
憲
法
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
一
連
の
立
法
は
、
米
国
独
立
戦
争
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
原

因
で
、
当
時
、
両
国
は
銃
火
を
交
え
て
い
る
。
一
八
一
二
年
の
米
英
戦
争
で
再
び
銃
火
を
交
え
て
い
る
。
そ
の
後
も
米
国
に
は
カ
ナ
ダ
合

併
論
が
根
強
く
存
在
し
、
南
北
戦
争
時
に
は
、
一
部
米
国
民
が
カ
ナ
ダ
に
対
し
て
私
戦
を
仕
掛
け
て
お
り
、
ま
た
、
大
統
領
選
挙
の
公
約

に
カ
ナ
ダ
と
の
戦
争
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
な
ど
、
両
国
関
係
は
一
貫
し
て
か
な
り
の
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
緊
張
が
、
カ

ナ
ダ
憲
法
の
発
展
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
六
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

四
〇

そ
し
て
、
そ
の
カ
ナ
ダ
憲
法
で
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
は
、
英
国
植
民
地
か
ら
発
展
し
た
国
で
あ
る
の
で
、
英
国
同
様
、
基
本
的
に
は
軟
性

憲
法
の
国
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
建
国
以
前
に
英
国
王
が
発
し
た
宣
言
な
ど
が
、
今
日
の
カ
ナ
ダ
憲
法
の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他

方
、
隣
国
で
あ
る
米
国
の
強
い
影
響
の
下
、
硬
性
憲
法
も
有
し
て
い
る
と
い
う
複
雑
さ
が
あ
る
。

以
下
、
そ
う
し
た
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
、
そ
の
初
期
か
ら
カ
ナ
ダ
建
国
ま
で
の
、
硬
性
憲
法
の
国
で
は
憲
法
に
は
数
え
ら
れ
な
い
は
ず
の

法
規
範
で
形
成
さ
れ
る
憲
法
史
を
、
本
稿
で
は
概
説
し
た
い
。

一　

一
七
六
三
年
国
王
宣
言
（R
oyal P

roclam
ation of 1763

）

北
米
に
お
け
る
ア
ン
女
王
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
一
七
一
三
年
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
（T

reaty of U
trecht （

1
））

及
び
七
年
戦
争
（
米
国
で
は
フ

レ
ン
チ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
（F

rench and Indian W
ar

）
と
呼
ば
れ
る
。）
を
終
結
さ
せ
た
一
七
六
三
年
パ
リ
条
約
（T

reaty of P
aris 1763 （

2
））

に
よ
り
、
北
米
大
陸
の
主
要
部
分
は
英
国
の
支
配
下
に
入
っ
た
。

こ
の
時
点
で
、
北
米
英
国
植
民
地
は
大
別
し
て
三
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
ア
ケ
ィ
デ
ィ
ア
（A

cadia

）
で

あ
る
。
こ
の
地
は
、
ほ
ぼ
今
日
の
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
の
全
域
に
当
た
る

（
3
）

。
そ
の
地
が
、
フ
ラ
ン
ス
系
入
植
者
に
よ
っ
て
ア
ケ
ィ
デ
ィ
ア
と

名
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
は
ケ
ベ
ッ
ク
（Q

uebec

）
で
あ
る
。
こ
の
地
は
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
ヌ
ー

ヴ
ェ
ル
フ
ラ
ン
ス
（N

ouvelle F
rance

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
英
国
植
民
地
に
な
る
に
際
し
て
、
名
称
が
変
更
さ
れ
、
そ
の
主
要
都
市

名
を
取
っ
て
ケ
ベ
ッ
ク
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
第
三
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
米
国
独
立
戦
争
の
中
心
と
な
る
一
三
植
民
地
で
あ
る
。

一
七
六
三
年
パ
リ
条
約
で
獲
得
し
た
ア
ケ
ィ
デ
ィ
ア
及
び
ケ
ベ
ッ
ク
は
、
そ
れ
ま
で
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
す
る
植
民
地
で
あ
り
、
居
住
し

（
六
九
八
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

四
一

て
い
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
英
国
に
は
こ
れ
ら
の
土
地
の
代
わ
り
に
、
カ
リ
ブ
海
の
島
、
ガ
ド
ル
ー
プ

（G
uadeloupe

）
と
マ
ル
テ
ィ
ニ
ク
（M

artinique

）
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
得
る
と
い
う
選
択
肢
も
存
在
し
た
。
短
期
的
に
は
カ
リ
ブ
海
の
島
々

が
有
利
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
豊
か
に
砂
糖
を
算
出
す
る
植
民
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
ち
ら
を
取
っ
て
い
れ
ば
、
戦
争
に

要
し
た
費
用
は
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
で
容
易
に
賄
え
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
氷
に
覆
わ
れ
た
北
米
の
地
を
英
国
が
選
択

し
た
の
は
、
一
三
植
民
地
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
脅
威
を
除
去
す
る
た
め
で
あ
っ
た

（
4
）

。
こ
の
判
断
が
、
一
三
植
民
地
を
し
て
、
英
国
か
ら

独
立
を
選
ば
せ
る
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
の
皮
肉
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。

そ
の
結
果
、
こ
の
、
戦
争
経
費
の
回
収
も
ま
ま
な
ら
な
い
、
異
言
語
を
話
す
住
民
の
い
る
植
民
地
を
経
営
す
る
と
い
う
難
題
を
、
英
国

は
抱
え
込
ん
だ
。
こ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
二
つ
の
植
民
地
に
対
し
て
英
国
が
取
っ
た
対
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

ア
ケ
ィ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
、
一
七
五
五
年
、
英
国
は
そ
こ
に
住
む
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
の
抵
抗
を
抑
圧
す
る
手
段
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

系
住
民
の
全
員
、
約
一
万
五
千
人
を
追
放
処
分
に
し
た

（
5
）

。
彼
ら
は
、
北
米
各
地
に
散
る
こ
と
に
な
る

（
6
）

。
こ
の
結
果
、
同
植
民
地
は
、
英
国

系
住
民
が
居
住
す
る
地
域
に
変
わ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ケ
ベ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
英
国
系
住
民
の
絶
対
数
が
少
な
い
た
め
、
同
様
の
措
置
を
執
る
と
、
事
実
上
無
人
の
地
域
と

な
り
、
好
ま
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
の
当
時
、
英
国
は
オ
タ
ワ
族
の
指
導
者
ポ
ン
テ
ィ
ア
ッ
ク
（P

ontiac

）
を
中
心
と
す
る
イ
ン

デ
ィ
ア
ン

（
7
）

連
合
軍
と
の
戦
い
（P

ontiac ’s W
ar

あ
る
い
はP

ontiac ’s R
ebellion

と
呼
ば
れ
る
。）
に
直
面
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

英
国
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
連
合
軍
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
間
で
和
平
条
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
。
そ
の
英
国
側
の
文
書
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
国
王
宣
言
（R

oyal P
roclam

ation of 1763

）
で
あ
る

（
8
）

。
こ
の
宣
言
は
、
大
き

く
二
つ
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

（
六
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

四
二

第
一
に
、
ア
パ
ラ
チ
ア
山
脈
と
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
に
挟
ま
れ
た
広
大
な
地

域
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
領
（Indian T

erritory

）
と
し
、
そ
の
地
域
へ
の
白

人
の
入
植
を
禁
じ
た
。
既
に
入
植
し
て
い
る
白
人
に
つ
い
て
は
、
英
国
政

府
が
割
譲
し
た
り
、
販
売
し
た
り
し
た
土
地
を
除
き
、
依
然
と
し
て
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
の
土
地
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
速
や
か
に
そ
の
土
地
か
ら
入

植
者
を
立
ち
退
か
せ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
英
国
政
府
か
ら
の
割
譲
又
は

販
売
と
い
う
限
定
文
言
に
よ
り
、
ケ
ベ
ッ
ク
植
民
地
と
一
三
植
民
地
が
除

外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
条
約
に
基
づ
い
て
作
り
出
さ
れ
た
憲
法

的
な
枠
組
み
で
あ
り
、
一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
憲
法

（
9
）

二
五
条

（
10
）

に
よ
り
、
再
度

引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
こ
れ
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
マ
グ
ナ
カ

ル
タ
（Indian M

agna C
arta

）」
な
い
し
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
権
利
章
典

（Indian B
ill of R

ights

）」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
り
、
今
日
に
お
け
る

カ
ナ
ダ
先
住
民
の
権
利
保
護
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

同
時
に
、
こ
れ
は
米
国
独
立
戦
争
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
一
三
植
民
地
の
白
人
達
の
中
に
は
、
す
で
に
こ
の
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
領
地
に
入
植
し
て
い
る
者
が
少
な
か
ら
ず
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
七
〇
〇
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

四
三

彼
ら
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
宣
言
は
、
彼
ら
の
既
得
権
を
、
英
国
が
一
方
的
に
剥
奪

す
る
と
し
て
、
耐
え
が
た
い
諸
法
（Intolerable A

cts

）
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
た

の
で
あ
る

（
11
）

。
二　

ケ
ベ
ッ
ク
法
（Q

uebec A
ct of 1774

）

（
一
）　

ケ
ベ
ッ
ク
法
の
内
容

一
七
七
四
年
ケ
ベ
ッ
ク
法
は
、
英
国
議
会
が
制
定
し
、
一
七
七
四
年
六
月
二
二

日
に
王
の
同
意
を
受
け
て
成
立
し
、
一
七
七
五
年
五
月
一
日
に
発
効
し
た
英
国
法

で
あ
る

（
12
）

。

同
法
の
第
一
条
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
植
民
地
の
領
域
を
大
幅
に
拡
大
し
て
い
る
。
簡

単
に
言
え
ば
、
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
川
か
ら
、
上
述
の
国
王
宣
言
で
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
領
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
大
半
を
、
そ
っ
く
り
ケ
ベ
ッ
ク
の
領
域
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
英
国
系
毛
皮
商
人
の
活
動
領
域
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
英
国

系
住
民
の
不
満
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

英
国
王
の
約
束
し
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
領
の
不
可
侵
は
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
立

法
上
は
反
故
に
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
毛
皮
商
人
は
、
友
好
裏
に
イ
ン

（
七
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

四
四

デ
ィ
ア
ン
と
毛
皮
取
引
を
行
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
段
階
で
は
、
国
王
宣
言
違
反
は
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

第
二
に
、
植
民
地
は
、
総
督
と
、
一
七
人
か
ら
二
三
人
の
任
命
さ
れ
た
評
議
員
か
ら
な
る
評
議
会
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
議
会
は
こ
の
法
律
で
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
定
の
自
律
権
を
植
民
地
に
認
め
た
も
の
と
言
え
る
。

そ
し
て
第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
対
し
、
彼
ら
が
英
国
王
に
従
う
限
り
に
お
い
て
、
差
別
政
策
を
撤
廃
す
る
こ
と
を

宣
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
自
由
を
認
め
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
英
国
法
の
優
越
を
宣
言
す
る
が
、
民
事
紛
争

に
関
す
る
限
り
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
後
の
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
の
権
利
を

認
め
る
憲
章
と
し
て
機
能
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ケ
ベ
ッ
ク
法
は
、
第
一
に
紹
介
し
た
、
先
の
国
王
宣
言
を
再
確
認
し
、
ケ
ベ
ッ
ク
の
領
土
を
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
な
ど
米
北
部
植
民
地
の
内
陸
へ
の
発
展
を
決
定
的
に
阻
害
す
る
と
い
う
点
で
、
耐
え
が
た
い
諸
法
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
同
時
に
、
特
に
第
三
の
改
革
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
の
一
三
州
の
行
っ
た
独
立
戦
争
へ
の
同
調
を
阻
む
こ
と
に
な
る
。

（
二
）　

米
国
独
立
戦
争

米
独
立
戦
争
は
、
一
七
七
五
年
四
月
、
ボ
ス
ト
ン
郊
外
の
レ
キ
シ
ン
ト
ン
（L

exington

）
の
戦
い
で
始
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
ボ
ス
ト

ン
方
面
の
戦
い
が
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
七
七
五
年
九
月
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
（R

ichard M
ontgom

ery

）
将
軍
率
い
る
米
軍
は
、

北
方
に
独
立
戦
争
に
お
け
る
最
初
の
大
規
模
な
攻
勢
を
展
開
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
北
部
の
タ
イ
コ
ン
デ
ロ
ガ
砦
（F

ort T
iconderoga

）、

ク
ラ
ウ
ン
・
ポ
イ
ン
ト
砦
（F

ort C
row

n P
oint

）
及
び
ケ
ベ
ッ
ク
の
シ
ャ
ン
ブ
リ
ー
砦
（F

ort C
ham

bly

）
の
奪
取
に
成
功
し
た
。
モ
ン

ゴ
メ
リ
は
さ
ら
に
一
、七
〇
〇
人
の
民
兵
部
隊
を
率
い
て
一
一
月
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
郊
外
の
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
砦
（F

ort S
aint-Jean

）
を

（
七
〇
二
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

四
五

奪
取
し
た
。
英
国
軍
は
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
を
放
棄
し
て
ケ
ベ
ッ
ク
へ
逃
げ
出
し
、
米
軍
は
一
一
月
二
八
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
奪
取

に
成
功
し
た
。

し
か
し
、
米
軍
の
快
進
撃
は
そ
こ
で
止
ま
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
二
月
三
一
日
に
、
米
軍
は
さ
ら
に
ケ
ベ
ッ
ク
を
襲
撃
し
た

が
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
将
軍
自
身
が
戦
死
す
る
と
い
う
大
敗
を
喫
す
る
こ
と
と
な
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
法
を
信

じ
、
米
軍
に
協
力
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
そ
の
後
も
何
度
か
散
発
的
な
戦
闘
が
行
わ
れ
る
が
、
ケ
ベ
ッ
ク

の
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
の
同
調
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
米
軍
の
カ
ナ
ダ
進
出
は
失
敗
す
る
こ
と
と
な
る

（
13
）

。

三　

一
七
八
三
年
パ
リ
条
約
（T

reaty of P
aris of 1783

）

（
一
）　

条
約
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
側
視
点

こ
れ
は
、
米
国
と
英
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
、
米
国
の
独
立
を
認
め
る
条
約
で
あ
る

（
14
）

。
正
式
名
称
を
「
英
国
と
米
合
衆
国
間
の
平
和

に
関
す
る
最
終
的
な
条
約
（T

he D
efi nitive T

reaty of P
eace B

etw
een the K

ingdom
 of G

reat B
ritain and the U

nited S
tates of 

A
m
erica

）」
と
い
う
。
最
終
的
条
約
と
い
う
名
称
に
反
し
て
、
こ
の
条
約
の
ほ
と
ん
ど
の
条
項
は
、
そ
の
締
結
当
事
者
の
何
れ
か
ら
も
誠

実
に
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
誠
実
な
遵
守
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
後
述
す
る
ジ
ェ
イ
条
約
が
必
要
と
な
る
。

何
故
誠
実
な
遵
守
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
と
、
何
れ
の
当
事
国
に
も
受
忍
し
が
た
い
不
利
益
を
課
す
る
条
項
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。こ

の
条
約
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
側
の
見
方
を
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
紹
介
し
よ
う
。

（
七
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

四
六

「
一
七
八
三
年
九
月
三
日
、
パ
リ
で
、
英
国
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
を
認
め
、
五
大
湖
の
う
ち
四
つ
の
湖
（
オ
ン
タ
リ
オ
、
エ
リ
ー
、

ヒ
ュ
ー
ロ
ン
、
ス
ー
ペ
リ
ア
）
の
中
心
、
そ
し
て
ウ
ッ
ズ
湖
（L

ake of the W
oods （
15
））

か
ら
、
米
国
人
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ

川
の
水
源
が
位
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
以
南
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
に
沿
っ
た
線
を
、
境
界
線
と
し
て
定
め
た
。〈
中
略
〉

パ
リ
条
約
を
通
じ
て
、
英
国
は
ま
た
、
一
七
六
三
年
の
国
王
宣
言
に
よ
っ
て
、
先
住
民
族
に
留
保
し
て
い
た
貴
重
な
土
地
を
米
国

に
与
え
た
。
こ
れ
は
、
パ
リ
交
渉
に
招
か
れ
な
か
っ
た
先
住
民
と
の
数
々
の
条
約
を
無
視
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
多
く
の
先
住
民

が
こ
の
裏
切
り
に
衝
撃
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

（
16
）

。」

こ
う
し
て
、
国
王
宣
言
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
領
土
を
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
達
は
一
方
的
に
喪
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

は
独
立
戦
争
以
前
か
ら
危
惧
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
独
立
戦
争
の
際
に
は
、
モ
ホ
ー
ク
（M

ohaw
k

）
族
の
酋
長
ジ
ョ
セ

フ
・
ブ
ラ
ン
ト
（Joseph B

rant

）
な
ど
多
数
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
士
が
英
国
側
に
立
っ
て
戦
っ
て
い
た

（
17
）

。

米
国
が
、
パ
リ
条
約
に
よ
り
割
譲
さ
れ
た
北
西
部
に
、
北
西
部
条
例
（N

orthw
est O

rdinance （
18
））

に
基
づ
い
て
米
国
人
が
進
出
を
開
始

す
る
と
、
酋
長
ブ
ル
ー
ジ
ャ
ッ
ケ
ツ
（B

lue Jacket
）
等
に
率
い
ら
れ
た
シ
ョ
ー
ニ
ー
族
（S

haw
nee

）
を
中
心
と
し
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦

争
が
勃
発
す
る

（
19
）

。

英
国
で
は
、
こ
の
パ
リ
条
約
と
い
う
形
の
裏
切
り
に
よ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
不
利
益
を
極
小
化
す
る
た
め
に
、
条
約
の
定
め
る
デ
ト
ロ

イ
ト
砦
な
ど
の
引
き
渡
し
を
、
可
能
な
限
り
遅
延
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

（
二
）　

王
党
派
の
流
入

米
独
立
戦
争
の
結
果
、
大
量
の
王
党
派
（L

oyalist

）
に
属
す
る
米
国
人
が
カ
ナ
ダ
に
亡
命
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
独
立

（
七
〇
四
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

四
七

戦
争
後
、
八
万
人
か
ら
一
〇
万
人
が
米
国
か
ら
国
外
に
亡
命
し
た
。
そ
の
約
半
数
が
北
米
英
領
を
亡
命
先
に
選
ん
だ
。

「
一
七
八
三
年
に
沿
海
州
（M

aritim
e

）
に
は
二
万
人
の
人
口
（P
opulation

）
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
に
は
約

八
、〇
〇
〇
人
の
定
住
者
（S

ettler

）
が
い
た
が
、
こ
の
北
米
英
領
に
王
党
派
と
い
う
、
英
語
を
話
す
移
民
の
波
が
押
し
寄
せ
た
。

一
般
に
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
全
部
で
約
四
万
〜
五
万
人
の
王
党
派
が
、
彼
ら
に
対
す
る
敵
意
の
高
ま
っ
た
一
七
七
五
年
か

ら
平
和
条
約
後
の
一
七
八
四
年
ま
で
の
間
に
北
米
英
国
領
に
流
入
し
た
。
当
然
（of course

）、
約
三
五
、〇
〇
〇
人
が
沿
海
州
に
行

き
、
九
、五
〇
〇
人
が
ケ
ベ
ッ
ク
に
行
っ
た
。
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
及
び
ケ
ベ
ッ
ク
の
行
政
当
局
は
、
素
朴
な
行
政
機
構
と
限
ら
れ
た

資
金
し
か
な
か
っ
た
の
に
、
突
然
、
新
た
な
と
ん
で
も
な
い
責
務
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
人
間
の
洪
水
に

対
し
て
、
食
糧
、
衣
類
、
道
具
、
種
子
及
び
一
時
的
な
宿
泊
施
設
を
供
給
し
、
後
に
は
、
人
道
的
な
支
援
を
受
け
て
、
恒
久
的
な
住

居
を
建
て
る
土
地
を
決
め
、
誰
が
ど
こ
に
住
む
べ
き
か
を
決
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る

（
20
）

。」

若
干
の
補
足
説
明
を
す
る
と
、
こ
の
文
章
で
沿
海
州
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
の
こ
と
で
あ
る
。

沿
海
州
に
つ
い
て
は
人
口
と
い
い
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
定
住
者
と
表
現
を
分
け
て
い
る
の
は
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ

ン
ド
は
漁
業
基
地
と
し
て
発
展
し
た
植
民
地
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
定
住
は
し
て
い
な
い
が
、
そ
こ
を
基
地
と
し
て
活
動
す
る
漁
民
が
多

数
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

な
ぜ
、
王
党
派
の
多
数
が
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
に
移
住
す
る
こ
と
が
「
当
然
」
な
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
ノ
ヴ
ァ
ス
ト
シ

ア
は
、
現
在
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
州
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
と
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
州
と
呼
ば
れ
て
い
る
半
島
地
域
か
ら
成
り

立
っ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
米
国
の
メ
イ
ン
州
と
国
境
を
隔
て
て
一
つ
な
が
り
の
土
地
で
あ
る
た
め
、

最
低
限
の
移
動
で
、
そ
こ
へ
の
流
入
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
の
そ
れ
ま
で
の
定
住
者
は
、
主
と
し
て
現
在
の

（
七
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

四
八

ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
半
島
部
分
に
居
住
し
て
い
た
の
で
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
部
分
は
、
未
開
の
土
地
で
、
避
難
民
に
割
譲
し
や
す

か
っ
た
と
い
う
要
素
も
大
き
い
。
こ
の
た
め
、
一
七
八
四
年
に
は
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
を
分
割
し
て
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
と
い

う
新
し
い
植
民
地
が
、
こ
の
大
量
流
入
に
対
処
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た

（
21
）

。
な
お
、
こ
の
時
期
に
、
先
に
強
制
的
に
追
放
さ
れ
て
い
た
ア

ケ
ィ
デ
ィ
ア
人
が
、
追
放
先
か
ら
帰
還
し
て
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
半
島
の
先
端
に
あ
る
ケ
ー
プ
・
ブ
レ
ト
ン
（C

ape B
reton

）
島
に
住
み

着
く
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
同
じ
一
七
八
四
年
に
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
か
ら
独
立
し
た
新
植
民
地
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

亡
命
者
の
多
く
は
白
人
だ
っ
た
が
、
黒
人
も
三
〇
〇
〇
人
程
度
い
た

（
22
）

。
米
独
立
戦
争
の
時
点
で
、
カ
ナ
ダ
で
は
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
亡
命
者
も
い
た
。
一
七
六
三
年
国
王
宣
言
に
よ
っ
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
領
と
認
め
ら
れ
て
い
た
地
域
に
居
住
し
て
い

た
ホ
デ
ノ
シ
ョ
ニ
連
邦
（H

audenosaunee
）
に
属
す
る
カ
ユ
ー
ガ
族
、
モ
ホ
ー
ク
族
、
オ
ナ
イ
ダ
族
、
オ
ノ
ン
ダ
ー
ガ
族
、
セ
ネ
カ
族
、

タ
ス
カ
ロ
ー
ラ
族
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
達
が
約
二
〇
〇
〇
人
、
亡
命
し
て
き
た
の
で
あ
る

（
23
）

。

こ
う
し
た
多
数
の
人
種
の
流
入
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
が
圧
倒
的
な
多
数
派
で
あ
っ
た
北
米
英
国
領
の
人
種
構
造
に
劇
的
な
変
化

が
生
じ
、
今
日
の
カ
ナ
ダ
に
通
じ
る
多
民
族
国
家
の
礎
が
築
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
24
）

。

上
述
の
と
お
り
、
九
五
〇
〇
人
の
王
党
派
が
、
こ
の
時
点
で
ケ
ベ
ッ
ク
と
さ
れ
て
い
た
地
域
に
流
入
し
た
が
、
そ
の
う
ち
、
約

二
〇
〇
〇
人
は
、
今
日
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
相
当
す
る
地
域
に
移
住
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
残
り
の
約
七
五
〇
〇
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
多

い
ケ
ベ
ッ
ク
地
域
を
嫌
い
、
今
日
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
相
当
す
る
地
域
に
移
住
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
に
移
住
し
た

王
党
派
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
に
再
移
住
し
た
こ
と
も
あ
り
、
王
党
派
の
人
口
は
さ
ら
に
増
加
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
オ
ン
タ
リ
オ
地
域
に
最
初

の
実
質
的
な
定
住
者
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

（
25
）

。
こ
れ
が
、
次
項
に
述
べ
る
上
カ
ナ
ダ
設
立
の
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
七
〇
六
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

四
九

四　

一
七
九
一
年
憲
法
（C

onstitutional A
ct 1791

）

（
一
）　

上
下
カ
ナ
ダ
の
成
立

米
合
衆
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
の
と
同
じ
一
七
九
一
年
に
、
英
国
議
会
が

制
定
し
た
憲
法
（C

onstitutional A
ct

）
は
、
一
七
九
一
年
六
月
に
王
の
裁
下

を
受
け
、
一
七
九
一
年
一
二
月
二
六
日
に
施
行
さ
れ
た

（
26
）

。
そ
れ
ま
で
の
ケ

ベ
ッ
ク
を
二
分
し
、
今
日
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
を
含
む
地
域
を
下
カ
ナ
ダ

（L
ow

er C
anada （

27
））

と
し
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
南
部
に
相
当
す
る
地
域
を
上
カ
ナ

ダ
（U

pper C
anada

）
へ
と
分
割
す
る
法
律
で
あ
っ
た
。

こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
米
国
か
ら
革
命
を
逃
れ
て
亡
命
し
て
き

た
王
党
派
の
圧
力
の
結
果
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
通
り
、
王
党
派

の
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
へ
の
流
入
に
対
し
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
及
び

ケ
ー
プ
・
ブ
レ
ト
ン
と
い
う
二
つ
の
植
民
地
が
一
七
八
四
年
に
新
た
に
設
置

さ
れ
た
。
ケ
ベ
ッ
ク
に
来
た
王
党
派
は
、
そ
の
前
例
に
従
っ
て
、
彼
ら
の
た

め
に
新
植
民
地
を
作
り
、
ケ
ベ
ッ
ク
法
の
適
用
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
本
国

に
働
き
か
け
た
の
で
あ
る
。
同
法
は
、
時
の
外
務
大
臣
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル

（W
illiam

 W
yndham

 G
renville

）
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
。
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル

（
七
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

五
〇

に
依
れ
ば
、
法
案
の
一
般
目
的
は
、
各
植
民
地
の
憲
法
を
英
国
の
憲
法
に
「
同
化
す
る
（assim

ilate

）」
こ
と
で
あ
っ
た
。

同
法
の
下
で
、
両
植
民
地
に
代
議
制
議
会
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
選
挙
に
お
け
る
有
権
者
は
、
単
に
「
人
（persons

）」
と
さ

れ
て
い
た
。
人
と
は
、
深
刻
な
犯
罪
ま
た
は
反
逆
で
有
罪
を
宣
告
さ
れ
て
い
な
い
少
な
く
と
も
二
一
歳
以
上
の
〝
自
然
人
〞
の
市
民
ま
た

は
臣
民
を
意
味
し
た
。
す
な
わ
ち
、
英
国
王
に
忠
誠
を
誓
っ
た
臣
民
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
市
民
に
も
参
政
権
が
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
、
有
権
者
は
特
定
の
価
値
の
土
地
な
い
し
財
産
を
所
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
都
市
部
で
は
、
一
定
額
以

上
の
賃
料
を
支
払
っ
た
場
合
に
も
参
政
権
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
額
は
、
か
な
り
低
く
設
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
か
な
り
幅
広
く
参
政
権

が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
下
カ
ナ
ダ
で
は
女
性
が
法
律
に
よ
っ
て
特
別
に
除
外
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
財
産
を
有
す
る
女
性
に
対
す

る
参
政
権
も
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
下
カ
ナ
ダ
で
は
、
女
性
の
財
産
権
及
び
相
続
権
は
パ
リ
慣
習
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

パ
リ
慣
習
法
で
は
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
英
植
民
地
で
適
用
さ
れ
て
い
た
コ
モ
ン
ロ
ー
と
は
異
な
り
、
妻
の
財
産
は
、
夫
に
よ
っ
て
管
理
さ

れ
て
は
い
た
も
の
の
、
夫
と
妻
の
間
で
財
産
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
夫
が
死
亡
し
た
場
合
、
彼
の
未
亡
人
は
共
有
財
産
の
半

分
を
受
け
取
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
下
カ
ナ
ダ
の
女
性
は
、
英
国
植
民
地
の
他
の
地
域
よ
り
も
財
産
権
が
強
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

一
七
九
一
年
憲
法
は
、
パ
リ
慣
習
法
を
参
政
権
に
も
適
用
し
た
た
め
、
下
カ
ナ
ダ
の
財
産
を
有
す
る
女
性
は
投
票
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
女
性
は
、
下
カ
ナ
ダ
で
は
一
八
四
九
年
ま
で
投
票
で
き
た
。
一
八
四
九
年
に
女
性
の
参
政
権
を
剥
奪
す
る
法
律
が

制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
上
カ
ナ
ダ
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
対
象
で
あ
っ
た
た
め
、
一
七
九
一
年
憲
法
に
よ
り
、
自
動
的
に
参
政
権
者

か
ら
除
外
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
、
ま
た
、
下
カ
ナ
ダ
に
、
従
来
か
ら
ケ
ベ
ッ
ク
で
認
め
ら
れ
て
い
た
荘
園
領
主
制
度
（seigneurial system

）
の
下
に
お
け

（
七
〇
八
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

五
一

る
土
地
所
有
権
の
継
続
性
を
保
障
し
、
他
方
、
上
下
カ
ナ
ダ
に
聖
職
者
保
護
区
（C
lergy R

eserves

）
を
創
設
し
た
。

荘
園
領
主
制
と
い
う
の
は
、
一
六
二
七
年
に
ニ
ュ
ー
フ
ラ
ン
ス
に
設
立
さ
れ
、
一
八
五
四
年
に
正
式
に
廃
止
さ
れ
た
土
地
流
通
制
度
で

あ
っ
た
。
荘
園
主
は
彼
に
忠
誠
を
誓
っ
た
農
民
一
家
に
土
地
を
貸
与
し
、
農
民
は
貸
与
さ
れ
た
土
地
を
開
墾
し
、
荘
園
主
に
年
貢
を
納
め

た
の
で
あ
る

（
28
）

。

聖
職
者
保
護
区
は
、
上
下
カ
ナ
ダ
の
公
有
地
の
七
分
の
一
を
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
聖
職
者
（P

rotestant clergy

）」
の
維
持
の
た
め
に

確
保
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
聖
職
者
と
は
英
国
教
会
の
み
を
意
味
す
る

（
29
）

。

要
す
る
に
、
王
党
派
難
民
の
居
住
す
る
上
カ
ナ
ダ
に
は
英
国
慣
習
法
の
適
用
を
認
め
、
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
の
居
住
す
る
下
カ
ナ
ダ
に
は

パ
リ
慣
習
法
と
ニ
ュ
ー
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
土
地
所
有
制
度
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
対
立
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
法
律
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
法
律
が
、
現
在
の
国
名
で
あ
る
「
カ
ナ
ダ
（C

anada

）」
が
、
カ
ナ
ダ
の
地
域
名
と
し
て
、
公
式
に
使
用
さ
れ
た
最
初
で

あ
る

（
30
）

。
（
二
）　

ジ
ェ
イ
条
約

一
七
八
三
年
パ
リ
条
約
（T

reaty of P
aris of 1783

）
は
、
前
に
触
れ
た
と
お
り
、
米
英
何
れ
か
ら
も
誠
実
な
遵
守
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
条
約
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
英
国
は
、
な
る
ほ
ど
パ
リ
条
約
上
は
オ
ハ
イ
オ
川
流
域
地
域
を
米
国
に
割
譲
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
意
味
で
一
七
六
三

年
国
王
宣
言
を
反
故
に
し
た
が
、
実
際
に
は
条
約
上
は
米
国
領
で
あ
る
オ
ス
ヴ
ィ
ー
ゴ
（O

sw
ego

）、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
（N

iagara

）、
デ
ト
ロ

イ
ト
（D

etroit

）
な
ど
の
砦
を
維
持
し
て
、
英
国
と
組
ん
で
米
国
と
戦
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
支
援
を
行
い
続
け
た
。

（
七
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

五
二

ま
た
、
パ
リ
条
約
は
、
米
英
双
方
が
、
正
当
な
契
約
に
基
づ
く
債
務
を
債
権
者
に
支
払
う
義
務
を
定
め
て
い
た
が
、
米
国
人
は
英
国
人

に
対
し
て
負
っ
て
い
る
負
債
を
履
行
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
一
七
八
九
年
に
革
命
が
勃
発
す
る
と
、
英
国
は
こ
れ
に
敵
対
し
、
戦
争
と
な
っ
た
。
米
国
は
、
こ
の
英
仏
戦
争
に
中
立
の

立
場
を
と
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
貿
易
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
米
仏
間
の
貿
易
を
、
英
国
は
交
戦
権
に
基
づ
き
取
り
締
ま
っ
た
こ
と

か
ら
、
米
英
関
係
が
緊
張
し
た
。
後
に
第
三
代
大
統
領
と
な
る
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
な
ど
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
結
ん
で
英
国
と
戦
う
こ
と
を
主

張
し
た
が
、
初
代
大
統
領
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
英
国
と
妥
協
す
る
道
を
選
び
、
特
使
と
し
て
、
当
時
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
で
あ
っ
た
ジ
ェ

イ
（John Jay

）
を
イ
ギ
リ
ス
へ
派
遣
し
、
一
七
九
四
年
、
ジ
ェ
イ
条
約
（Jay ’s T

reaty

）
を
締
結
し
た
。
条
約
は
、
米
国
が
、

・
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
を
英
国
に
開
放
す
る
、

・
米
独
立
戦
争
以
前
の
米
国
人
の
負
債
を
英
国
商
人
に
支
払
う
、

・
英
国
の
敵
国
（
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
）
の
私
掠
船
に
対
す
る
補
給
を
禁
止
す
る
、

こ
と
な
ど
を
約
束
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
英
国
側
は
、
五
大
湖
の
南
の
要
塞
か
ら
一
七
九
六
年
ま
で
に
軍
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し

た
。
要
す
る
に
、
ジ
ェ
イ
条
約
の
内
容
は
、
基
本
的
に
何
れ
も
一
七
八
三
年
パ
リ
条
約
に
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
確
認
に
過
ぎ
ず
、
新

た
な
内
容
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
条
約
の
賛
否
を
め
ぐ
っ
て
、
米
国
で
は
、
指
導
者
の
間
に
激
し
い
対
立
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
最

初
の
政
党
が
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
に
賛
成
す
る
者
（
連
邦
党
＝F

ederalist

）
と
反
対
す
る
者
（
共
和
党
＝R

epublican

）
の
対
立
が

生
ま
れ
た
の
で
あ
る

（
31
）

。

こ
の
ジ
ェ
イ
条
約
に
よ
っ
て
、
一
時
的
に
英
米
両
国
は
協
調
体
制
に
入
っ
た
。

（
七
一
〇
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

五
三

（
三
）　

一
八
一
二
年
の
戦
争

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
激
化
と
と
も
に
、
英
海
軍
は
、
米
国
商
船
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
へ
の
密
輸
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
す
る
と
同
時
に
、

海
軍
の
水
夫
不
足
に
悩
ん
で
い
た
た
め
、
米
国
商
船
に
乗
り
組
ん
で
い
る
英
国
人
を
強
制
徴
募
（im

pressm
ent

）
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
際
、
英
海
軍
は
、
純
然
た
る
英
国
人
と
、
英
国
に
生
ま
れ
て
米
国
に
移
住
し
た
者
を
区
別
し
な
か
っ
た
た
め
、
米
国
の
反
英
感
情
を

強
め
た
。

こ
う
し
た
海
上
の
緊
張
状
態
は
、
チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
湾
で
一
八
〇
七
年
に
爆
発
し
た
。
英
国
艦
隊
が
フ
ラ
ン
ス
船
舶
監
視
の
た
め
海
域
を

遊
弋
し
て
い
る
間
に
、
何
人
か
の
英
国
人
水
夫
が
脱
走
し
、
直
ち
に
米
海
軍
に
入
隊
し
た
。
米
海
軍
の
三
八
門
登
載
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
チ
ェ

サ
ピ
ー
ク
の
艦
長
は
、
英
海
軍
の
五
〇
門
登
載
艦
レ
オ
パ
ー
ド
が
、
彼
の
艦
を
臨
検
し
よ
う
と
し
た
時
に
は
、
自
艦
に
英
海
軍
か
ら
の
脱

走
者
が
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
こ
の
結
果
、
レ
オ
パ
ー
ド
は
チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
を
砲
撃
し
、
同

艦
の
乗
組
員
の
う
ち
、
三
人
が
死
亡
し
、
一
八
人
が
負
傷
し
た
。
そ
し
て
英
艦
は
四
人
の
脱
走
兵
を
連
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
チ
ェ

サ
ピ
ー
ク
事
件
（C

hesapeake A
ff air

）」
に
よ
り
、
米
国
の
反
英
感
情
は
さ
ら
に
激
化
し
た
。
一
八
一
一
年
に
は
英
国
艦
ジ
ュ
リ
エ
ー
ル

（G
uerriere

）
が
米
沿
岸
航
路
の
船
舶
か
ら
米
人
水
兵
を
強
制
徴
募
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
緊
張
を
激
化
さ
せ
た
。

同
じ
一
八
一
一
年
、
シ
ョ
ー
ニ
ー
族
（S

haw
nee

）
の
酋
長
テ
カ
ム
ゼ
（T

ecum
seh

）
が
、
米
国
に
戦
い
を
挑
む
た
め
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

の
組
織
化
活
動
を
開
始
し
た
。
米
国
は
、
こ
の
動
き
の
背
後
に
も
英
国
が
い
る
と
考
え
た
。

こ
う
し
て
、
米
国
第
四
代
大
統
領
マ
デ
ィ
ス
ン
（Jam

es M
adison

）
は
、
一
八
一
二
年
六
月
一
八
日
、
英
国
に
対
し
て
宣
戦
を
布
告
し

た
。米

国
指
導
者
が
北
米
英
領
侵
略
を
計
画
し
た
と
き
、
彼
ら
は
上
カ
ナ
ダ
が
最
も
攻
撃
し
易
い
と
判
断
し
た
。
大
西
洋
沿
岸
地
方
は
英
国

（
七
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

五
四

の
海
軍
力
で
保
護
さ
れ
て
お
り
、
下
カ
ナ
ダ
は
、
米
国
か
ら
遠
く
、
そ
の
上
ケ
ベ
ッ
ク
要
塞
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
た
。
対
照
的
に
、
上

カ
ナ
ダ
は
、
人
口
は
主
に
米
国
か
ら
の
移
住
者
で
、
防
衛
力
も
脆
弱
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
次
の
様
な
事
情
が
あ
っ
た
。
上
カ
ナ
ダ
の
初
代
副
総
督
（L

ieutenant G
overnor

）
で
あ
っ
た
シ
ム
コ
ー
（John G

raves 

S
im

coe

）
は
、
一
七
九
二
年
二
月
に
布
告
を
発
し
、
非
常
に
有
利
な
条
件
で
、
国
境
の
南
の
か
つ
て
の
敵
に
対
し
て
、
上
カ
ナ
ダ
へ
の
移

民
を
誘
致
し
た

（
32
）

。
そ
の
結
果
、
数
千
人
も
の
移
住
者
が
、
米
国
か
ら
、
オ
ン
タ
リ
オ
湖
を
渡
っ
て
上
カ
ナ
ダ
へ
と
や
っ
て
来
た
の
で
あ

る
（
33
）

。
彼
ら
は
後
期
王
党
派
（L

ate L
oyalist

）
と
呼
ば
れ
る
が
、
王
党
派
的
な
思
想
は
持
た
ず
、
自
由
な
土
地
と
低
税
金
に
よ
っ
て
北
へ

誘
惑
さ
れ
た
米
国
人
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
一
八
一
二
年
の
戦
争
時
点
で
は
、
上
カ
ナ
ダ
の
大
部
分
の
住
民
は
、
こ
の
後
期
王
党
派

と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
米
国
側
は
、
米
軍
が
国
境
を
越
え
る
と
、
彼
ら
は
す
ぐ
に
「
英
国
の
ヨ
ー
ク

（
34
）

」
を
捨
て
る
と
予
想
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
入
植
者
は
米
国
と
関
わ
り
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
陸
上
か
ら
の
カ
ナ
ダ
に
対
す
る
侵
略
は
、
す
べ
て
英
軍
及
び
そ
れ
と
同
盟
を
結
ぶ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
に
よ
っ
て
撃
退
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
米
海
軍
は
五
大
湖
の
一
つ
、
エ
リ
ー
湖
の
海
戦
で
勝
ち
、
五
大
湖
地
方
に
進
出
し
て
ヨ
ー
ク
を
攻
撃
し
た
。
ま
た
、
後

に
第
七
代
大
統
領
と
な
る
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
指
揮
し
て
、
英
軍
と
同
盟
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
す
る
殲
滅
戦
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
英
軍

は
鋭
く
反
撃
し
て
、
一
時
は
、
米
国
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
を
占
領
し
て
大
統
領
府
を
焼
き
討
ち
し
た
た
め
、
米
国
は
危
機
に
陥
っ
た
。
そ

の
後
は
一
進
一
退
を
重
ね
、
戦
線
は
停
滞
し
た
。

結
局
、
一
八
一
四
年
一
二
月
二
四
日
に
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ガ
ン
で
、
ガ
ン
条
約
（T

reaty of G
hent

）
が
締
結
さ
れ
、
戦
争
は
終
わ
っ
た
。

こ
の
条
約
で
米
英
間
の
北
東
部
国
境
が
確
定
し
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
ナ
ダ
へ
の
野
心
は
潰
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
点
を
除
け
ば
、
英
米
加
何

れ
に
と
っ
て
も
、
何
も
得
る
こ
と
の
な
い
、
そ
し
て
大
き
な
傷
跡
を
残
し
た
戦
争
で
あ
っ
た

（
35
）

。

（
七
一
二
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

五
五

五　

一
八
四
〇
年
連
合
法
（T

he A
ct of U

nion 1840

）

（
一
）　

大
移
民
時
代
（G

reat M
igration of C

anada

）

一
八
一
二
年
の
戦
争
後
、
英
国
か
ら
の
移
民
が
著
し
く
増
加
し
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
関
し
て
言
え
ば
、
理
由
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
終
結
に
伴
い
、
膨
大
な
数
の
兵
士
や

水
夫
が
一
斉
に
解
雇
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
将
校
は
、
解
雇
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
俸
給
を
半
額
し
か
支
給
さ
れ
ず
、
生
活
に
困

窮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
は
、
こ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
第
二
次
囲
い
込
み
（second enclosure m

ovem
ent （

36
））

が
実
施
さ
れ
、
多

く
の
農
民
が
土
地
を
離
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
原
因
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
一
時
に
膨
大
な
失
業
者
が
生
ま
れ
た
。
英
国
政
府
は
、
こ
の
失
業
者
増
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
社
会
不
安
を
、
北
米
へ
の
移
住
を
奨
励
す
る
こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
失
業
者
等
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
米
国
お
よ

び
北
米
英
領
へ
の
移
住
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
も
こ
の
時
期
、
大
量
の
難
民
が
発
生
し
て
い
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
大
き
く
南
部
の
ロ
ー
ラ
ン
ド
（L

ow
land

）

地
方
と
、
北
部
の
ハ
イ
ラ
ン
ド
（H

ighland

）
地
方
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
囲
い
込
み
に
類
似
し
た
土
地
清

掃
（H

ighland C
learances

）
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
特
に
ハ
イ
ラ
ン
ド
地
方
で
発
生
し
て
い
た

（
37
）

。

「
一
七
四
五
年
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
朝
の
復
活
の
た
め
に
亡
命
先
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
上
陸
し
た
ボ
ニ
ー
・
プ
リ

ン
ス
・
チ
ャ
ー
リ
ーB

onnie P
rince C

harlie

が
率
い
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
トJacobite

の
蜂
起
が
発
生
す
る
。
一
時
は
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
中
部
の
ダ
ー
ビ
ーD

erby

ま
で
攻
め
上
が
る
が
、
結
局
、
イ
ン
バ
ネ
ス
近
郊
の
カ
ロ
ー
デ
ンC

ulloden

の
戦
い
（
一
七
四
六
年
）

（
七
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

五
六

で
惨
敗
し
、
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
蜂
起
を
支
え
た
ハ
イ
ラ
ン
ダ
ーH

ighlander

と
呼
ば
れ
る
ハ
イ
ラ
ン
ド
地
方

の
氏
族
（
ク
ラ
ンC

lan

）
制
社
会
は
解
体
さ
れ
、
キ
ル
ト
、
タ
ー
タ
ン
、
バ
グ
パ
イ
プ
と
い
っ
た
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
習
俗
は
禁
止
、
現

地
の
言
葉
で
あ
る
ゲ
ー
ル
語G

aelic

も
抑
圧
さ
れ
る
な
ど
徹
底
し
た
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
ハ
イ
ラ
ン
ド
地
方

は
『
近
代
化M

odernisation

』
が
推
進
さ
れ
、
ハ
イ
ラ
ン
ド
・
ク
リ
ア
ラ
ン
スH

ighland C
learance

と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
住

民
の
追
い
出
し
が
行
わ
れ
る
。
住
民
を
立
ち
退
か
せ
た
後
の
土
地
は
牧
羊
場
に
転
換
さ
れ
、
人
々
は
ロ
ー
ラ
ン
ドL

ow
land

（
グ
ラ

ス
ゴ
ー
や
エ
ジ
ン
バ
ラ
な
ど
の
あ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
南
部
）
や
カ
ナ
ダ
な
ど
の
植
民
地
へ
移
住
す
る
か
、
こ
れ
ま
で
よ
り
条
件
の
悪
い

土
地
や
海
岸
沿
い
の
土
地
に
移
り
住
み
、
荒
れ
地
を
切
り
拓
き
な
が
ら
、
様
々
な
仕
事
に
従
事
し
な
が
ら
生
計
を
支
え
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。」

同
様
に
こ
の
大
移
民
時
代
を
北
米
英
領
に
も
た
ら
す
に
当
た
り
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
で
あ
る

（
38
）

。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
が
、
一
五
三
二
年
以
降
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
（C

hurch of E
ngland

）
を
創
始
し
て
カ
ト
リ
ッ

ク
信
仰
と
決
別
し
、
同
時
に
そ
れ
ま
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
に
信
託
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
も
の
を
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
教
皇
か
ら
独
立
し
た
王
国
で
あ
る
と
宣
言
し
、
み
ず
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
王
と
な
っ
た
。
以
後
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ

ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
連
合
法
（T

he Irish R
ebellion of 1798

）
に
基
づ
き
、
一
八
〇
一
年
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
王
国
は
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
王
国
（
一
七
〇
七
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
が
連
合
し
て
成
立
）
へ
併
合
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
へ
の
弾
圧
は
一
層
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
圧
力
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
地
と
い
う
こ
と
で
、
米
国
や
北
米
英
領
へ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
大
き
な
移
民
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
こ

と
に
な
る
。

（
七
一
四
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

五
七

残
念
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
カ
ナ
ダ
に
は
、
正
確
な
移
民
等
計
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
正
確
な
移
民
数
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
、

一
八
一
五
年
以
降
に
、
英
国
の
港
を
出
港
し
て
新
大
陸
へ
向
か
っ
た
人
数
は
判
る
。
表
1
は
、
英
国
の
港
か
ら
北
米
英
領
に
向
か
っ
た
人

数
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
航
海
中
に
死
亡
し
た
者
も
あ
る
し
、
難
破
し
た
船
も
あ
る
し
、
ま
た
、
北
米
英
領
に
着
い
た
者
が
、
そ

こ
を
通
過
し
て
米
国
に
向
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
米
国
の
港
に
着
い
た
者
が
北
米
英
領
に
向
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の

で
、
そ
う
し
た
通
過
者
数
は
相
殺
で
き
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の
表
の
人
数
は
、
そ
の
ま
ま
北
米
英
領
へ
と
旅
だ
っ
た
移
民
数
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
（
こ
の
表
は
、
次
項
に
述
べ
る
一
八
三
七
年
の
反
乱
が
起
こ
る
時
ま
で
を
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
作
成
し
た
）。

表 1　英国港から北米英領への移民数

年 移民数（人）

1815 680

1816 3,370

1817 9,797

1818 45,136

1819 23,534

1820 17,921

1821 12,955

1822 16,013

1823 11,355

1824 8,774

1825 8,741

1826 12,818

1827 12,648

1828 12,084

1829 13,302

1830 30,574

1831 58,067

1832 66,339

1833 28,808

1834 40,060

1835 15,573

1836 34,226

1837 29,884

計 512,659

（
七
一
五
）
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八

ち
な
み
に
、
同
じ
期
間
に
、
英
国
の
港
か
ら
、
米
国
に
船
出
し
た
移
民
は
三
七
万
人
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
船
出
し
た
移
民
は
四
万
五

千
人
で
あ
り
、
北
米
英
領
へ
の
人
数
を
加
え
る
と
総
計
九
三
万
人
に
達
す
る
。
ま
さ
に
大
移
民
時
代
と
い
え
よ
う

（
39
）

。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
の
場
合
に
は
、
上
記
の
英
国
の
港
か
ら
移
民
し
て
い
る
者
に
加
え
、
英
国
を
経
由
せ
ず
、
祖
国
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
港
か
ら
直
接
に
北
米
英
領
に
向
け
て
出
港
し
た
船
で
移
民
し
た
者
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
資
料
は
一
八
二
五

年
か
ら
し
か
な
い
。
そ
の
う
ち
、
上
記
同
様
、
一
八
三
七
年
ま
で
に
北
米
英
領
に
向
け
て
旅
だ
っ
た
移
民
数
を
紹
介
す
る
と
、
表
2
の
と

お
り
で
あ
る

（
40
）

。

表
1
と
表
2
の
数
字
と
合
計
す
る
と
、
実
に
七
五
万
人
に
達
す

る
。注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
は
船
出
し
た
人
数
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
貧
し
い
移
民
の
乗
る
、
非
常
に
劣
悪
な
移
民

船
で
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
の
死
亡
率
は
か
な
り
高
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
時
期
に
北
米

英
領
に
流
れ
込
ん
だ
移
民
は
七
〇
万
人
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

そ
の
う
ち
、
ど
の
く
ら
い
が
上
下
カ
ナ
ダ
植
民
地
に
流
入
し
た

か
は
判
ら
な
い
。
ま
た
、
入
植
し
て
も
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー

ソ
ー
顔
負
け
の
過
酷
な
開
拓
地
で
の
生
活
は
、
高
い
死
亡
率
を
も

表 2　アイルランド港から北米英領への移民数

年 移民数（人）

1825 6,841

1826 10,484

1827 9,134

1828 6,695

1829 7,710

1830 19,340

1831 40,977

1832 37,068

1833 17,431

1834 28,586

1835 9,458

1836 19,388

1837 22,463

計 235,575

（
七
一
六
）
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（
甲
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五
九

た
ら
し
た
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
の
苛
酷
さ
に
負
け
て
逃
げ
る
者
も
い
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
上
下
カ
ナ
ダ
の
人
口
は
急
激
に
膨
れ
上
が
る
こ
と
に
な
る
。

上
カ
ナ
ダ
の
一
八
二
八
年
の
人
口
は
一
八
万
六
千
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ

が
一
〇
年
後
の
一
八
三
七
年
に
は
上
カ
ナ
ダ
の
人
口
は
三
八
万
二
千
人
と
二
倍

以
上
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
る

（
41
）

。

下
カ
ナ
ダ
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
へ
の
移
民
は
、
一
八
二
九

年
が
一
万
六
千
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
が
、
翌
三
〇
年
に
は
二
万
八
千
人
に
は
ね

上
が
っ
て
い
る

（
42
）

。
残
念
な
が
ら
、
下
カ
ナ
ダ
の
人
口
推
移
は
、
同
じ
ベ
ー
ス
で

は
つ
か
め
な
か
っ
た
が
、
一
八
三
一
年
に
五
五
万
三
千
人
だ
っ
た
も
の
が
、

一
八
四
四
年
に
は
六
九
万
七
千
人
に
増
加
し
て
い
る

（
43
）

。

問
題
は
、
そ
の
膨
れ
あ
が
っ
た
人
口
に
お
け
る
民
族
別
の
構
成
で
あ
る
。
表

1
や
表
2
で
問
題
と
し
た
期
間
の
う
ち
の
限
ら
れ
た
期
間
で
あ
る
が
、
ケ
ベ
ッ

ク
に
流
入
し
た
移
民
数
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
表
3
と
し
て
紹
介

す
る

（
44
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
到
着
者
数
の
五
割
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

系
、
三
割
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
系
、
二
割
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
系
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
傾
向
は
、
先
に
述
べ
た
理
由
か
ら
、
一
八
二
五
年
以
降
も
続
い
た
と
思
量

表 3　出身地域別ケベック到着者数

年 アイルランド人 イングランド人 スコットランド人等 合計

1815 25 68 0 93

1816 238 277 735 1,250

1817 2,218 1,164 2,964 6,796

1818 4,599 1,616 2,328 8,543

1819 5,971 2,438 4,400 12,819

1820 5,580 1,002 4,657 11,239

1821 4,041 971 4,579 9,591

1822 8,374 521 1,573 10,468

1823 8,413 1,005 840 10,258

1824 5,168 317 1,030 6,515

合計 39,459 9,379 23,106 77,572

（
七
一
七
）
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六
〇

さ
れ
る
。

従
来
、
こ
の
よ
う
に
上
下
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
民
族
構
成
の
変
化
に
着
目
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
存
在
し

な
い
。
し
か
し
、
以
上
に
示
し
た
デ
ー
タ
は
、
上
下
カ
ナ
ダ
で
、
初
期
に
お
い
て
多
数
派
を
構
成
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
系
や
王
党
派
が
、

大
移
民
時
代
の
た
め
に
、
急
速
に
少
数
派
に
転
落
し
て
い
っ
た
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
民
族
別
の
人
口
構
成
の
変
化
こ
そ
が
、

上
下
カ
ナ
ダ
そ
れ
ぞ
れ
で
、
一
八
三
七
年
に
反
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
二
）　

一
八
三
七
年
の
反
乱
（R

ebellions of 1837

）

一
八
三
七
年
に
、
上
下
カ
ナ
ダ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
反
乱
が
勃
発
し
た
。

1　

下
カ
ナ
ダ
の
反
乱

下
カ
ナ
ダ
の
反
乱
は
、
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
で
あ
る
パ
ピ
ノ
ー
（L

ouis-Joseph P
apineau

）
率
い
る
愛
国
者
党
と
、
さ
ら
に
は
穏
健
派
の

フ
ラ
ン
ス
系
住
民
の
一
部
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
本
国
に
お
け
る
大
革
命
は
反
宗
教
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
系
保
守
派
は
、
英
国
国
王
に
対
す
る

忠
誠
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
会
の
権
威
を
保
と
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
米
独
立
戦
争
を
支
配
し
た
自

由
主
義
や
民
主
主
義
の
影
響
を
受
け
た
者
達
は
、
英
国
に
対
し
て
も
教
会
に
対
し
て
も
批
判
的
な
立
場
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
七
九
一
年
憲
法
は
上
下
カ
ナ
ダ
に
、
住
民
の
選
挙
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
立
法
議
会
（L

egislative A
ssem

bly

）
と
、
総
督
の
任
命
に

よ
る
終
身
議
員
で
構
成
さ
れ
る
立
法
評
議
会
（L

egislative C
ouncil

）
の
二
院
制
を
導
入
し
て
い
た
。
内
閣
に
相
当
す
る
の
は
行
政
評
議

会
（E

xecutive C
ouncil

）
で
、
そ
の
構
成
員
の
ほ
と
ん
ど
は
立
法
評
議
会
議
員
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
行
政
評
議
会
と
内
閣
の
最
大
の
相

（
七
一
八
）
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六
一

違
は
、
行
政
評
議
会
は
、
下
院
で
あ
る
立
法
議
会
に
何
の
責
任
も
負
っ
て
い
な
い
点
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
系
の
民
主
主
義
者
達
は
、
一
八
二
〇
年
代
か
ら
愛
国
者
党
を
組
織
し
て
、
下
カ
ナ
ダ
立
法
議
会
で
多
数
派
を
占
め
る
よ
う
に

な
り
、
立
法
議
会
議
長
に
は
パ
ピ
ノ
ー
が
就
い
て
い
た
。
彼
ら
は
、
行
政
評
議
会
を
総
督
官
邸
に
ち
な
ん
で
、
総
督
派
（C

hâteau 

C
lique

）
と
呼
び
、
植
民
地
の
財
政
に
関
し
て
立
法
議
会
の
権
限
を
認
め
る
よ
う
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
に
基
づ
く
責
任
政

権
の
嘆
願
を
含
む
一
連
の
政
治
的
要
求
は
、
す
べ
て
英
国
議
会
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
。

一
八
三
〇
年
代
に
小
麦
の
国
際
的
価
格
が
下
落
し
た
た
め
、
下
カ
ナ
ダ
の
フ
ラ
ン
ス
系
農
民
は
経
済
的
苦
境
に
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
に

大
都
市
圏
の
英
語
系
住
民
（A

nglophone

）
の
増
大
が
も
た
ら
す
緊
張
の
高
ま
り
が
相
ま
っ
て
、
植
民
地
全
体
で
抗
議
集
会
が
行
わ
れ
る

様
に
な
り
、
さ
ら
に
愛
国
者
党
の
過
激
派
に
よ
る
武
装
蜂
起
の
た
め
の
最
終
的
な
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
三
七
年
一
一
月
に
最
初
の
一
連
の
武
装
蜂
起
が
行
わ
れ
た
が
、
訓
練
さ
れ
た
英
国
正
規
軍
及
び
英
語
系
住
民
の
志
願
兵
の
前
に
は

歯
が
立
つ
は
ず
は
な
く
、
撃
破
さ
れ
た
後
、
英
語
系
住
民
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
系
居
住
地
域
へ
の
焼
き
討
ち
が
行
わ
れ
る
事
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
結
局
、
パ
ピ
ノ
ー
そ
の
他
の
指
導
者
た
ち
は
米
国
に
逃
亡
す
る
こ
と
に
な
る
。

米
国
の
助
け
を
借
り
て
、
パ
ピ
ノ
ー
達
は
一
八
三
八
年
一
一
月
に
二
度
目
の
武
装
蜂
起
を
行
う
が
、
あ
ま
り
に
組
織
が
貧
弱
で
、
す
ぐ

に
鎮
圧
さ
れ
、
そ
の
後
、
再
び
英
語
系
住
民
に
よ
る
略
奪
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
二
回
の
武
装
蜂
起
に
よ
っ
て
合
計
三
二
五
人
が
死
亡
し
た
が
、
そ
の
う
ち
英
国
兵
は
二
七
人
だ
け
で
、
他
は
す
べ
て
反
乱
者
で

あ
っ
た
。
二
回
目
の
蜂
起
が
失
敗
し
た
後
、
パ
ピ
ノ
ー
は
パ
リ
に
亡
命
し
た

（
45
）

。

2　

上
カ
ナ
ダ
の
反
乱

上
カ
ナ
ダ
の
反
乱
は
、
下
カ
ナ
ダ
の
反
乱
時
の
英
語
系
住
民
の
行
動
に
刺
激
さ
れ
て
起
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

（
七
一
九
）
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六
二

た
。
反
乱
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
新
聞
出
版
者
で
あ
り
政
治
家
で
あ
っ
た
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
（W

illiam
 L

yon M
ackenzie

）
に
よ
っ

て
率
い
ら
れ
た
。

こ
の
当
時
の
上
カ
ナ
ダ
は
、
上
カ
ナ
ダ
初
期
の
英
国
系
移
民
や
米
国
か
ら
亡
命
し
て
き
た
王
党
派
が
、
門
閥
同
盟
（F

am
ily C

om
pact

）

と
呼
ば
れ
る
特
権
集
団
を
形
成
し
、
総
督
と
結
び
つ
い
て
、
行
政
評
議
会
の
権
限
強
化
と
英
国
教
会
の
国
教
化
な
ど
を
目
指
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
大
移
民
時
代
に
流
入
し
て
き
た
新
住
民
の
一
人
で
あ
る
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
な
ど
の
改
革
派
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
出
身
者
の

優
遇
に
反
対
し
た
。
そ
も
そ
も
彼
ら
新
住
民
の
多
く
は
、
政
治
的
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
者
達
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
上

カ
ナ
ダ
選
挙
制
度
で
は
有
権
者
は
農
村
に
お
け
る
土
地
所
有
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

英
国
下
院
で
は
、
一
八
三
二
年
に
第
一
次
選
挙
制
度
改
革
の
名
で
知
ら
れ
る
選
挙
法
改
正
（R

epresentation of the P
eople A

ct 1832

）

が
成
立
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
腐
敗
選
挙
区
が
廃
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
都
市
で
は
一
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
家
屋
の
所
有
者
ま

た
は
借
家
人
、
地
方
で
は
一
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
土
地
保
有
者
と
長
期
借
地
人
な
ど
に
参
政
権
者
が
拡
大
し
た
。

マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
達
改
革
派
は
、
こ
の
例
に
倣
っ
て
、
上
カ
ナ
ダ
で
も
選
挙
制
度
の
改
革
を
目
指
し
て
、
長
く
、
平
和
的
な
戦
い
を
展
開

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
改
革
派
は
立
法
議
会
で
多
数
派
を
構
成
し
、
そ
の
数
の
力
を
背
景
に
、
一
八
三
六
年
に
財
政
問
題
で
総
督
を
追
い

詰
め
た
が
、
総
督
は
こ
れ
に
対
し
て
議
会
を
解
散
し
て
選
挙
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
対
抗
し
た
。
選
挙
の
結
果
、
保
守
派
が
勝
利
し
た
。

こ
れ
は
、
総
督
に
よ
る
選
挙
干
渉
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
が
、
当
然
、
前
述
の
大
移
民
に
よ
り
、
有
権
者
に
占
め
る
保

守
派
支
持
層
が
増
加
し
た
こ
と
が
、
根
本
的
な
原
因
で
あ
ろ
う
。

こ
の
た
め
、
議
会
に
よ
る
改
革
は
不
可
能
と
感
じ
た
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
率
い
る
過
激
派
は
、
一
八
三
七
年
一
二
月
、
下
カ
ナ
ダ
の
反
乱
鎮

圧
に
英
国
兵
が
移
動
し
て
上
カ
ナ
ダ
が
手
薄
に
な
っ
て
い
る
機
会
に
反
乱
を
起
こ
し
、
植
民
地
を
共
和
国
と
宣
言
し
よ
う
と
し
た
。
ト
ロ

（
七
二
〇
）
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ナ
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法
史
（
甲
斐
）

六
三

ン
ト
の
ヤ
ン
グ
通
り
に
あ
る
モ
ン
ゴ
メ
リ
酒
場
に
四
日
間
か
け
て
、
約
一
〇
〇
〇
人
の
男
性
、
主
に
米
国
出
身
の
農
民
が
集
ま
っ
た
。

一
二
月
五
日
、
貧
弱
な
武
器
を
持
っ
た
反
乱
軍
が
、
ヤ
ン
グ
通
り
を
南
に
進
軍
し
、
少
数
の
王
党
派
民
兵
と
銃
撃
戦
を
交
わ
し
た
。
反
乱

軍
の
大
部
分
は
、
銃
撃
戦
が
始
ま
る
と
混
乱
し
た
状
態
で
逃
亡
し
た
。
そ
の
後
も
散
発
的
な
戦
い
は
あ
っ
た
が
、
結
局
、
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー

達
は
国
境
を
越
え
て
米
国
に
逃
亡
し
、
国
境
越
し
に
ゲ
リ
ラ
戦
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

上
下
カ
ナ
ダ
の
何
れ
の
反
乱
に
お
い
て
も
、
米
国
は
、
そ
れ
が
北
米
英
領
併
合
の
き
っ
か
け
に
な
る
か
と
考
え
、
反
乱
側
の
手
助
け
を

し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）　

ダ
ラ
ム
報
告
（D

urham
’s R
eport

）

ダ
ラ
ム
伯
爵
（John G

eorge L
am

bton D
urham

）
は
、
そ
の
生
涯
の
最
後
の
時
期
に
、
非
常
に
短
い
期
間
、
北
米
英
領
と
関
わ
り
を

持
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
は
カ
ナ
ダ
史
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
。

彼
は
、
上
下
カ
ナ
ダ
で
そ
れ
ぞ
れ
発
生
し
た
反
乱
事
件
の
翌
年
で
あ
る
一
八
三
八
年
、
反
乱
が
起
き
た
こ
と
の
責
任
を
問
わ
れ
て
罷
免

さ
れ
た
前
任
者
に
代
わ
っ
て
上
下
カ
ナ
ダ
に
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
を
加
え
た
北
米
英
領
の
総
督
と
な
っ
た
。
彼
は
英
国
を
一
八
三
八

年
四
月
二
一
日
に
離
れ
、
ケ
ベ
ッ
ク
に
同
年
五
月
二
七
日
に
到
着
し
、
二
九
日
か
ら
執
務
を
開
始
し
た
。
彼
が
英
国
に
旅
立
っ
た
の
は
同

じ
年
の
一
一
月
一
日
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
在
任
期
間
は
五
ヶ
月
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
。
一
一
月
三
〇
日
に
英
国
に
帰
着
し
、
一
八
三
九
年
一

月
三
一
日
の
日
付
で
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
一
八
四
〇
年
七
月
二
八
日
に
四
八
歳
の
若
さ
で
死
亡
す
る
の
で
あ
る

（
46
）

。

彼
の
滞
在
期
間
は
、
こ
の
よ
う
に
大
変
短
か
っ
た
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
に
到
着
す
る
な
り
、
意
見
の
あ
る
者
は
申
し
出
る
よ
う
に
、
と
い
う

布
告
を
発
す
る
な
ど
、
精
力
的
に
現
地
情
報
を
収
集
し
、
さ
ら
に
鋭
く
、
北
米
英
領
問
題
の
本
質
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
七
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

六
四

普
通
、
反
乱
と
い
う
も
の
は
、
政
府
と
人
民
が
敵
対
す
る
結
果
、
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
下
カ
ナ
ダ
の
場
合
、
ダ
ラ
ム

の
見
た
と
こ
ろ
、
反
乱
の
根
本
的
な
原
因
は
、
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
と
英
語
系
住
民
の
間
の
い
が
み
合
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
上
カ
ナ
ダ
の

場
合
も
、
先
に
米
国
か
ら
移
民
し
た
王
党
派
と
、
遅
れ
て
米
国
か
ら
移
民
し
た
人
々
、
そ
れ
に
大
移
民
時
代
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
渡
来
し
た
人
々
で
構
成
さ
れ
る
新
住
民
の
間
の
対
立
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
上
下
何
れ
に
関
し
て
も
、

元
か
ら
北
米
に
い
た
人
々
と
新
規
に
移
民
し
た
人
々
の
対
立
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
八
三
七
年
の
二
つ
の
反
乱
の
要

求
を
、
ダ
ラ
ム
は
、
何
れ
も
責
任
政
府
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
分
析
し
た
。

彼
の
報
告
書
は
、
基
本
的
に
は
経
済
学
者
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
（E

dw
ard G

ibbon W
akefi eld

）
の
唱
え
て
い
た
植
民
地
統
治
理
論
の

強
い
影
響
を
受
け
た
も
の
と
言
わ
れ
る

（
47
）

。
そ
の
結
果
、
ダ
ラ
ム
報
告
の
主
要
な
結
論
は
、
上
下
カ
ナ
ダ
を
統
合
し
て
単
一
の
植
民
地
に

し
、
か
つ
、
そ
こ
に
責
任
政
府
を
設
置
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
植
民
地
の
対
外
関
係
な
ど
は
本
国
政
府
が
責
任
を
負
え
ば
、
植

民
地
の
内
政
に
関
し
て
責
任
政
府
を
導
入
す
る
こ
と
自
体
は
、
本
国
が
植
民
地
支
配
を
す
る
上
で
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
彼
は
こ

れ
を
推
奨
し
た
。

「
ダ
ラ
ム
の
提
案
は
、
単
な
る
行
政
府
の
統
合
で
は
な
い
。
そ
れ
は
融
合
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
は
、
吸
収
さ
れ
、

混
和
さ
れ
、
絶
対
的
に
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
植
民
地
政
府
に
関
す
る
原
則
を
定
め
た
。
責
任
政
府
が
そ
の
基
礎
で

あ
る
。
彼
の
現
地
状
況
に
対
す
る
研
究
は
、
彼
の
理
論
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
の
理
論
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
と
思
わ
れ
る

条
件
を
修
正
す
る
こ
と
を
、
彼
は
提
案
し
た
。
第
一
の
修
正
は
、
全
カ
ナ
ダ
を
一
般
的
な
政
治
機
構
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
下

カ
ナ
ダ
か
ら
政
治
機
構
を
奪
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
下
カ
ナ
ダ
の
問
題
の
根
は
、
人
種
問
題
で
あ
る
事
に
、
何
の
疑
い
も
抱
い

て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
第
二
の
修
正
が
導
か
れ
る
。
人
種
は
、
英
国
系
が
多
数
派
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、

（
七
二
二
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

六
五

統
合
の
中
で
無
力
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
起
源
に
基
づ
く
致
命
的
な
確
執
は
、
最
も
深
刻
な
害
悪
の
原
因
と
な
っ
て
お
り
、

多
数
派
に
、
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
に
所
有
し
て
い
た
以
上
の
何
ら
か
の
力
を
与
え
る
よ
う
な
修
正
は
、
現
時
点
で
は
、
よ
り
激
化
さ
せ

る
で
あ
ろ
う

（
48
）

。』」

上
下
カ
ナ
ダ
を
統
合
し
た
場
合
、
上
カ
ナ
ダ
の
人
口
は
、
妥
当
な
推
定
で
は
四
〇
万
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
下
カ
ナ
ダ
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
系
住
民
は
四
五
万
人
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
す
で
に
英
語
系
住
民
も
一
五
万
人
い
る
の
で
、
二
つ
の
植
民
地
の
統
合
に

よ
っ
て
、
英
語
系
五
五
万
人
対
フ
ラ
ン
ス
系
四
五
万
人
と
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
は
少
数
派
に
転
落
す
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
大
移
民

時
代
に
よ
っ
て
、
英
語
系
移
民
は
さ
ら
に
急
激
に
流
入
し
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
差
は
さ
ら
に
開
く
一
方
と
な
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
は
、
少
数
派
と
な
れ
ば
、
民
族
性
に
関
す
る
む
な
し
い
望
み
を
捨
て
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
ダ
ラ
ム
の
も

く
ろ
み
で
あ
っ
た
。

（
四
）　

一
八
四
〇
年
連
合
法
（A
ct of U

nion

）

一
八
四
〇
年
連
合
法

（
49
）

は
、
そ
の
前
文
で
、
上
下
カ
ナ
ダ
を
カ
ナ
ダ
植
民
地
（P

rovince of C
anada

）
と
い
う
名
の
下
に
再
統
合
し
、
一

つ
の
植
民
地
と
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
（
以
下
、
連
合
法
に
よ
り
統
合
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
を
「
連
合
カ
ナ
ダ
」
と
い
う
。）。

同
法
は
、
連
合
カ
ナ
ダ
に
立
法
評
議
会
（L

egislative C
ouncil

）
と
立
法
議
会
（L

egislative A
ssem

bly

）
を
置
く
こ
と
を
予
定
し
た
。

前
者
が
上
院
に
相
当
し
、
後
者
が
下
院
に
相
当
す
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
は
、
こ
の
上
下
両
院
の
「
助
言
と
同
意
を
得
て
、
カ
ナ
ダ
植

民
地
の
治
安
、
福
祉
及
び
良
き
統
治
（P

eace, W
elfare, and good G

overnm
ent

）
の
た
め
の
立
法
を
行
う
。
但
し
、
そ
れ
ら
の
法
律
は
本

法
と
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
」（
第
三
条
）
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
四
〇
年
連
合
法
は
、
連
合
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
憲
法
と
し
て
の

（
七
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

六
六

地
位
を
有
す
る
こ
と
が
、
但
書
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

上
院
に
当
た
る
立
法
評
議
会
は
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
、
総
督
が
任
命
権
を
持
つ
二
〇
名
を
越
え
な
い
者
で
構
成
さ
れ
る
。
任
命
さ
れ
る

者
は
、
満
二
一
歳
以
上
の
臣
民
と
し
て
生
ま
れ
た
者
、
英
国
議
会
の
制
定
す
る
法
律
、
英
国
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
議
会
の
法
律
、
な
い
し

は
上
下
カ
ナ
ダ
議
会
の
法
律
に
よ
っ
て
臣
民
に
帰
化
し
た
者
と
さ
れ
た
（
四
条
）。
評
議
員
の
任
期
は
終
身
と
さ
れ
た
（
五
条
）。
但
し
、

辞
任
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
（
六
条
）。

下
院
に
当
た
る
立
法
議
会
は
、
従
来
の
上
下
カ
ナ
ダ
か
ら
同
数
宛
選
挙
さ
れ
た
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
（
一
二
条
）。
こ
の
時
点
に
お

い
て
は
、
前
述
の
通
り
、
上
カ
ナ
ダ
四
〇
万
人
に
対
し
下
カ
ナ
ダ
六
〇
万
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
下
カ
ナ
ダ
の
選
挙
民
は
上
カ
ナ
ダ
の
選
挙

民
に
比
べ
て
三
分
の
二
の
選
挙
権
し
か
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
四
二
議
席
宛
が
配
分
さ
れ
た
。

き
わ
め
て
特
徴
的
な
の
が
、
第
四
一
条
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
連
合
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
公
文
書
は
英
語
で
記
述
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（shall be in the E
nglish L

anguage only

）
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
英
語
を
他
言
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
が
、

「
翻
訳
さ
れ
た
文
書
は
記
録
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
も
原
記
録
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
の

で
あ
る
。
こ
れ
も
明
ら
か
に
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
強
引
に
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
の
発
言
権
を
切
り
下
げ
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
上
下
カ
ナ
ダ
を
統

合
す
る
と
い
う
点
で
は
ダ
ラ
ム
報
告
を
受
け
入
れ
た
が
、
ダ
ラ
ム
報
告
が
、
一
八
三
七
年
の
二
つ
の
反
乱
の
原
因
と
し
た
責
任
政
府
の
樹

立
に
つ
い
て
は
、
全
く
触
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
法
自
体
は
、
地
名
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
上
カ
ナ
ダ
は
西
カ
ナ
ダ
（C

anada 

w
est

）、
下
カ
ナ
ダ
は
東
カ
ナ
ダ
（C

anada east

）
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
四
九
年
に
な
っ
て
、
連
合
カ
ナ
ダ
議
会
は
、
解
釈

（
七
二
四
）
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六
七

法
律
を
制
定
し
、
東
西
カ
ナ
ダ
を
法
的
名
称
と
す
る
。

（
五
）　

責
任
政
府
へ
の
道

一
八
三
九
年
に
下
カ
ナ
ダ
総
督
と
な
っ
た
シ
ド
ナ
ム
卿
ト
ム
ソ
ン
（C

harles P
oulett T

hom
son, 1st B

aron S
ydenham

）
は
、
連
合
法

が
成
立
す
る
と
、
上
カ
ナ
ダ
の
統
治
権
も
引
き
継
い
で
、
連
合
カ
ナ
ダ
植
民
地
の
最
初
の
総
督
に
任
じ
ら
れ
た
。
彼
は
、
初
代
総
督
と
し

て
、
首
都
を
一
八
四
一
年
に
英
語
圏
の
キ
ン
グ
ス
ト
ン

（
50
）

に
移
し
た
。
こ
の
地
で
連
合
カ
ナ
ダ
植
民
地
の
最
初
の
議
会
は
開
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。

彼
は
、
一
八
三
七
年
の
反
乱
と
い
う
苦
い
経
験
か
ら
、
立
法
議
会
の
多
数
派
と
の
協
調
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。
他
方
で
、
本
国
の
責

任
内
閣
制
を
否
定
す
る
と
い
う
強
い
態
度
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
巧
妙
に
そ
の
中
間
を
目
指
す
政
策
を
採
っ
た
。

「
彼
は
、
彼
は
政
府
部
門
を
グ
ル
ー
プ
分
け
し
、
そ
れ
ぞ
れ
は
行
政
評
議
会
（E

xecutive C
ouncil

）
の
メ
ン
バ
ー
が
長
と
な
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
長
は
、
同
時
に
立
法
会
議
に
議
席
を
有
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
以
前
に
生
涯
を
任
期
と
し
て
任
命
さ
れ

た
古
い
メ
ン
バ
ー
が
、
選
挙
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
に
入
れ
替
わ
る
に
つ
れ
て
、
行
政
評
議
会
は
、
総
督
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
、

事
実
上
彼
自
身
を
首
相
と
し
、
閣
僚
で
構
成
さ
れ
る
内
閣
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
大
臣
は
立
法
議
会
に
連
帯
責
任
を
負

う
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
総
督
に
個
人
的
責
任
を
負
い
、
彼
が
諮
問
す
る
べ
き
顧
問
及
び
行
政
部
門
の
長
の
集
団
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
も
、
シ
ド
ナ
ム
卿
は
、
議
会
が
受
け
入
れ
る
大
臣
を
選
ぶ
と
い
う
慣
行
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
任
政
府
の
原
則
へ
の

第
一
歩
を
踏
み
出
し
た

（
51
）

。」

こ
の
よ
う
な
政
策
を
有
効
な
も
の
と
す
る
に
は
、
彼
に
と
っ
て
好
ま
し
い
意
見
を
持
つ
者
が
議
会
の
多
数
派
を
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
七
二
五
）
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八

そ
こ
で
、
彼
は
、
一
八
四
一
年
の
議
会
選
挙
に
お
い
て
、
投
票
結
果
を
操
作
す
る
な
ど
、
露
骨
な
選
挙
干
渉
を
行
っ
て
、
与
党
の
確
保
に

努
め
た
。

し
か
し
、
こ
の
政
策
は
、
立
法
議
会
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
系
指
導
者
で
あ
る
ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ

（
52
）

と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
指
導
者
で
あ
る

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

（
53
）

が
手
を
握
っ
て
強
力
な
野
党
と
な
っ
た
た
め
に
、
政
策
実
施
は
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た

状
況
の
中
で
、
ト
ム
ソ
ン
は
一
八
四
一
年
に
わ
ず
か
四
二
歳
で
、
現
職
の
ま
ま
落
馬
事
故
で
死
亡
し
た
。

そ
の
後
を
継
い
で
、
二
代
目
総
督
と
な
っ
た
の
は
、
バ
ゴ
ッ
ト
（C

harles B
agot

）
で
あ
る
。
彼
は
、
前
任
者
と
異
な
り
、
一
方
で
協

調
路
線
を
採
っ
た
。
議
会
で
単
一
会
派
と
し
て
最
大
の
勢
力
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
系
改
革
派
指
導
者
で
あ
る
ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
を
行
政
評
議

会
議
員
に
起
用
す
る
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
に
対
す
る
親
和
政
策
を
採
っ
た
。
ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
、
同
じ
く

閣
僚
と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
同
時
に
行
政
評
議
会
議
員
と
な
っ
た

（
54
）

。
こ

れ
に
よ
り
、
バ
ゴ
ッ
ト
は
、
総
督
と
し
て
の
独
立
し
た
権
限
を
保
持
し
、
責
任
政
府
の
正
式
承
認
を
回
避
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
、

今
日
に
至
る
カ
ナ
ダ
政
党
制
度
へ
の
刺
激
を
行
い
、
そ
れ
自
体
が
責
任
政
府
へ
の
発
展
を
促
す
も
の
と
な
っ
た
。

他
方
に
お
い
て
、
バ
ゴ
ッ
ト
は
、
ダ
ラ
ム
卿
の
提
案
し
た
同
化
戦
略
に
従
い
、
東
カ
ナ
ダ
（
元
の
下
カ
ナ
ダ
）
を
英
語
圏
に
す
る
た
め
、

英
国
か
ら
の
植
民
者
を
大
量
に
東
カ
ナ
ダ
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
政
策
を
採
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
バ
ゴ
ッ
ト
は
一
八
四
二
年
二

月
に
本
国
の
植
民
省
に
対
し
、
カ
ナ
ダ
に
は
非
熟
練
労
働
者
に
適
し
た
労
働
が
大
量
に
あ
る
旨
の
提
案
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
従
い
、
植
民

省
は
一
八
四
二
年
に
四
万
四
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
人
々
を
カ
ナ
ダ
に
送
り
出
し
た
。
し
か
し
、
バ
ゴ
ッ
ト
は
結
果
と
し
て
こ
の
人
々
に
職

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
ら
の
多
く
は
職
を
求
め
て
南
下
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
職
を
得
る
こ
と

は
で
き
ず
、
九
五
〇
〇
人
も
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
、
一
八
四
二
年
〜
四
三
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
帰
国
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
結
果
、

（
七
二
六
）
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こ
れ
以
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
は
少
数
の
農
民
や
商
人
と
な
り
、
労
働
者
の

移
民
は
絶
え
る
こ
と
と
な
っ
た

（
55
）

。

こ
れ
に
対
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
に
つ
い
て
は
全
く
状
況
が
違
っ
た
。
先

に
述
べ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
対
す
る
厳
し
い
植
民
地
支
配
は
厳

し
さ
を
増
す
一
方
だ
っ
た
の
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
も
ま
た
う
な
ぎ
登
り
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
整
理
し
た
の
が
、
表
4
で
あ
る

（
56
）

。

す
な
わ
ち
、
反
乱
の
起
き
た
一
八
三
八
年
だ
け
は
急
激
に
移
民
数
は
減
っ
た
が
、
そ

れ
以
後
、
以
前
に
も
増
し
て
移
民
数
が
増
加
し
、
こ
の
わ
ず
か
な
期
間
で
、
三
〇
万
人

に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
一
八
四
五
年
か
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉

（P
otato F

am
ine

）
が
発
生
し
、
暗
黒
の
四
七
年
（B

lack ’47

）
に
い
た
る
。
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
小
作
農
は
、
英
国
人
地
主
に
対
し
て
納
め
る
小
作
料
と
し
て
は
主
に
麦
を
栽
培

し
て
い
た
が
、
自
分
た
ち
の
消
費
用
に
は
、
生
産
性
の
高
い
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
栽
培
を

行
っ
て
お
り
、
一
八
四
五
年
に
始
ま
る
飢
饉
の
時
期
に
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
貧
農
の
事

実
上
唯
一
の
食
料
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
一
八
四
五
年
か
ら

一
八
四
九
年
の
四
年
間
に
わ
た
っ
て
、
全
欧
州
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
疫
病
が
大
発
生
し
、

壊
滅
的
な
被
害
を
農
民
は
受
け
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
英
国
人
不
在
地
主
は
、
自

表 4　英国及びアイルランドからの北米英領向けアイルランド人移民数

年 英国発 アイルランド発 計

1838 2,908 1,847 4,755

1839 10,943 6,437 17,380

1840 28,756 20,125 48,881

1841 30,923 22,145 53,068

1842 42,884 31,687 75,571

1843 14,668 11,094 25,762

1844 17,725 16,293 34,018

1845 26,708 21,138 47,846

計 175,515 130,766 307,281

（
七
二
七
）
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分
の
利
益
を
確
保
す
る
為
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
小
麦
の
搾
取
を
続
行
し
た
か
ら
、
他
の
地
域
よ
り
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
深
刻
な

被
害
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
生
き
延
び
る
手
段
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
、
海
外
へ
の
移
民
の
道
を
選
ば
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉
に
よ
り
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
口
の
少
な
く
と
も
二
〇
％
が
餓
死
お
よ
び
病
死
し
、

一
〇
％
か
ら
二
〇
％
が
国
外
へ
脱
出
し
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
最
終
的
に
は
総
人
口
が
一
八
四
一
年
の
国
勢
調
査
で
は
史
上
最
高

の
八
〇
〇
万
人
を
記
録
し
た
と
い
う
の
に
、
そ
の
後
わ
ず
か
数
年
で
、
そ
の
半
分
の
四
〇
〇
万
人
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
と
い
わ
れ
る

（
57
）

。
移

民
の
多
く
は
、
米
国
と
連
合
カ
ナ
ダ
に
向
か
っ
た
。
こ
の
移
民
の
洪
水
は
、
受
け
入
れ
側
に
も
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
の
飢
饉
の
報
せ
は
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
に
も
届
き
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
の
抑
制

と
伝
染
病
の
予
防
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
は
い
ち
早
く
手
を
打
っ
た
。
一
隻
あ
た
り
の
乗
客
数
の
上
限
を
制
限
す
る
法
案
と
、
ア
メ

リ
カ
へ
の
最
低
運
賃
を
値
上
げ
す
る
法
案
を
通
過
さ
せ
、
一
八
四
六
年
五
月
か
ら
施
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
措
置
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
八
四
七
年
度
（
一
八
四
六
年
一
〇
月
〜
一
八
四
七
年
九
月
）
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
数
は
前
年
度
の
二
倍

以
上
の
約
一
〇
万
五
千
人
に
も
膨
れ
上
が
っ
た
。
そ
の
数
は
実
に
、
移
民
全
体
の
約
四
五
％
に
あ
た
っ
た
。

カ
ナ
ダ
へ
流
れ
込
ん
だ
の
は
、
最
低
運
賃
の
値
上
げ
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
貧
し
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

人
で
あ
っ
た
。
地
主
が
小
作
人
を
土
地
か
ら
追
い
立
て
、
船
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
カ
ナ
ダ
へ
送
っ
た
例
も
あ
る
。
当
時
ま
だ
イ
ギ
リ

ス
領
で
あ
っ
た
カ
ナ
ダ
は
独
立
国
家
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
抑
止
の
対
策
を
積
極
的

に
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
八
四
七
年
、
ケ
ベ
ッ
ク
を
目
指
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
立
っ
た
移
民
は
約
九
八
、〇
〇
〇
人
（
う
ち
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
約

七
八
、七
〇
〇
人
で
、
全
体
の
約
八
割
）
に
上
っ
た
。
ケ
ベ
ッ
ク
を
目
指
し
た
と
い
っ
て
も
、
全
員
が
無
事
上
陸
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、

（
七
二
八
）
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船
上
で
の
死
亡
者
は
約
四
、一
〇
〇
人
、
ま
た
、
約
一
三
、五
〇
〇
人
が
上

陸
後
に
グ
ロ
ー
セ
島
や
ケ
ベ
ッ
ク
の
病
院
な
ど
で
死
亡
し
た

（
58
）

。」

筆
者
の
理
解
は
、
こ
の
引
用
文
と
は
若
干
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
連
合
カ
ナ

ダ
の
場
合
に
は
、
バ
ゴ
ッ
ト
総
督
の
移
民
誘
致
策
が
影
響
し
て
、
抑
制
策
を
採

ら
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
バ
ゴ
ッ
ト
が

一
八
四
三
年
に
現
職
の
ま
ま
病
死
し
た
た
め
に
、
後
任
の
メ
ト
カ
ー
フ

（C
harles M

etcalfe

）
が
着
任
す
る
ま
で
に
、
二
年
も
の
空
白
期
間
が
あ
っ
た

が
、
そ
の
空
白
期
間
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉
は
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

後
任
の
メ
ト
カ
ー
フ
に
も
、
現
地
の
状
況
を
把
握
す
る
に
は
相
当
の
期
間
が
必

要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
、
合
衆
国
及
び
北
米
英
領
行
き
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移

民
数
の
推
移
を
表
5
に
示
し
た

（
59
）

。

先
に
示
し
た
引
用
文
と
は
若
干
数
値
が
異
な
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
先
の

引
用
文
は
到
着
ベ
ー
ス
の
数
字
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
表
5
は
出
発
ベ
ー
ス
の

数
字
で
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
差
は
恐
る
べ
き
数
字
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
航
海
中
や
到
着
後
検
疫
所
滞
在
中
に
失
わ
れ
た
人
命
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
移
民
船
は
、
棺
桶
船
（C

offi  n ship

）
と
呼
ば
れ
た
。
要
す

表 5　英国発北米行きのアイルランド人移民数の推移

年 合衆国行き 北米英領行き 計

1846 68,730 40,667 109,397

1847 119,314 104,518 223,832

1848 157,473 24,809 182,282

1849 181,011 33,392 214,403

1850 183,672 26,444 210,116

1851 219,453 31,709 251,162

1852 194,874 23,389 218,263

1853 156,970 22,391 179,361

1854 111,095 22,900 134,004

1855 57,164 6,106 63,270

計 1,449,756 336,325 1,786,090

（
七
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

七
二

る
に
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉
以
後
一
〇
年
間
だ
け
で
、
約
一
八
〇
万
人
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
国
を
離
れ
、
そ
の
う
ち
三
〇
万
人
が
北
米
英

領
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
北
米
英
領
に
は
大
量
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
移
民
が
流
れ
込
む
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
数
値
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
も
こ
の
時
期
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
も
の
の
、
や
は
り
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉
が
起
き
て

い
る
の
で
、
同
様
に
相
当
数
の
移
民
が
発
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
バ
ゴ
ッ
ト
の
思
惑
に
反
し
て
、
英
語
を
話
す
住
民
は
、

確
か
に
増
加
し
て
い
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
で
は
な
く
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
な
ど
が
多
数
派
と
な
る
こ
と
で
、

多
民
族
化
が
進
み
、
王
党
派
か
ら
過
激
派
ま
で
の
、
多
数
の
派
閥
に
分
か
れ
る
状
況
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
系
は
、
一
つ

に
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
力
は
低
下
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
東
カ
ナ
ダ
で
は
、
依
然
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
が
強
い

一
方
、
西
カ
ナ
ダ
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
住
民
が
多
数
派
を
占
め
る
状
況
下
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
系
住
民
が
主
導
権
を
握
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
た
。

バ
ゴ
ッ
ト
は
重
病
に
か
か
り
、
一
八
四
三
年
に
キ
ン
グ
ス
ト
ン
で
死
去
す
る
。
そ
の
後
を
継
い
だ
第
三
代
総
督
メ
ト
カ
ー
フ
（C

harles 

T
heophilus M

etcalfe

）
は
、
官
吏
の
任
命
権
を
め
ぐ
っ
て
、
行
政
評
議
会
と
衝
突
し
た
。
全
て
の
官
吏
を
任
命
す
る
権
限
は
、
責
任
あ
る

閣
僚
の
権
利
に
属
す
る
と
主
張
す
る
評
議
会
に
対
し
て
、
メ
ト
カ
ー
フ
が
そ
れ
は
国
王
大
権
に
属
す
る
と
し
た
。
こ
の
メ
ト
カ
ー
フ
に
、

評
議
会
は
総
辞
職
で
対
抗
し
た
。
メ
ト
カ
ー
フ
は
、
議
会
を
解
散
し
、
総
選
挙
を
実
施
し
、
改
革
派
の
国
王
に
対
す
る
不
忠
誠
を
非
難
し

た
。
メ
ト
カ
ー
フ
は
、
カ
ナ
ダ
西
部
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
等
の
改
革
派
を
押
さ
え
つ
け
る
の
に
は
成
功
し
た
が
、
ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の
牙

城
で
あ
る
カ
ナ
ダ
東
部
を
切
り
崩
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

（
60
）

。
逆
に
首
都
を
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
移
す
な
ど
、
融
和
策
を
探
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

（
七
三
〇
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
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七
三

（
六
）　

責
任
政
府
の
誕
生

責
任
政
府
を
め
ぐ
る
闘
争
は
、
突
然
、
植
民
地
側
で
は
な
く
、
本
国
政
府
側
の
事
情
の
変
更
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
穀
物
法
の
廃
止
や
、
航
海
法
の
廃
止
に
端
的
に
示
さ
れ
る
、
英
国
の
、
重
商
主
義
か
ら
自
由
貿
易
主
義
へ
の
転
換
の
、
必
然
の

帰
結
で
あ
っ
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
四
五
年
に
始
ま
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉
に
対
す
る
拙
劣
な
対
応
か
ら
被
害
を
拡
大
し
た

反
省
か
ら
、
ま
ず
国
内
地
主
を
保
護
し
て
い
た
従
来
の
穀
物
法
が
一
八
四
六
年
穀
物
法
（C

orn A
ct 1846

）
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

航
海
法
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
植
民
地
に
外
国
船
を
入
れ
な
い
こ
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
（
植
民
地
の
住
民
を
含
む
）
乗
組
員
が
最
低

半
数
を
占
め
る
こ
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
船
で
あ
る
こ
と
等
を
要
求
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
へ
の
反
発
も
米
国
独
立
戦
争
の
原
因
の
一

つ
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
問
題
あ
る
規
定
を
、
一
八
四
九
年
の
航
海
法
（N

avigation A
ct 1849

）
に
よ
り
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
自
由
貿
易
主
義
の
台
頭
は
、
植
民
地
に
お
け
る
自
治
の
拡
大
を
許
容
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
北
米
英
領
の
中
で
、
最
初
に
責
任
政

府
に
移
行
し
た
の
は
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
で
あ
っ
た
。

「
英
国
の
北
米
英
領
に
対
す
る
自
由
貿
易
の
政
治
的
影
響
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ハ
ウ
（Joseph H

ow
e

）
が
、
カ
ナ
ダ
植
民
地
ほ
ど
過

激
で
は
な
い
が
、
長
い
こ
と
責
任
政
府
を
求
め
る
運
動
を
率
い
て
い
た
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
植
民
地
で
最
初
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。

一
八
四
六
年
一
一
月
、
植
民
相
グ
レ
イ
は
、
総
督
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
（John H

arvey

）
に
公
文
を
送
り
、
そ
の
中
で
『
住
民
の

意
思
に
反
し
て
い
か
な
る
北
米
英
領
の
植
民
地
に
お
い
て
も
、
統
治
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
は
な
く
、
望
ま
し
く
も
な
い
』
と
述
べ

た
。
一
八
四
七
年
三
月
の
別
の
公
文
で
は
、
植
民
地
に
お
け
る
英
国
内
閣
制
度
の
全
面
的
か
つ
即
時
的
な
採
用
に
支
障
は
な
い
と
特

記
し
て
い
る
。
ハ
ウ
は
、
そ
の
秋
の
選
挙
で
、
改
革
派
を
勝
利
に
導
き
、
一
八
四
八
年
一
月
、
そ
の
時
点
の
政
府
に
対
し
て
不
信
任

（
七
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

七
四

動
議
を
た
た
き
つ
け
た
の
で
、
総
督
に
は
、
彼
と
そ
の
政
党
を
召
喚
し
て
次
の
政
府
を
委
ね
る
以
外
の
選
択
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
は
、
北
米
英
領
に
お
け
る
責
任
政
府
と
い
う
新
し
い
秩
序
を
発
足
さ
せ
る
端
緒
と
な
っ
た

（
61
）

。」

こ
の
動
き
は
、
二
ヶ
月
後
に
は
、
連
合
カ
ナ
ダ
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
五
代
総
督
と
な
っ
た
、
ダ
ラ
ム
の
娘
婿
に
当
た
る
エ
ル
ギ

ン
伯
爵
（Jam

es B
ruce, 8th E

arl of E
lgin

）
は
、
本
国
植
民
相
で
あ
る
グ
レ
イ
の
了
解
を
取
り
、
議
会
多
数
派
の
指
導
者
で
あ
る
ラ
フ
ォ

ン
テ
ー
ヌ
と
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
組
閣
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
憲
法
に
当
た
る
連
合
法
を
改
正
す
る
こ
と
無
く
、
責
任
内
閣

制
へ
と
移
行
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
エ
ル
ギ
ン
伯
爵
は
、
立
法
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
最
初
の
総
督
と
な
っ
た
。
以
後
、

こ
れ
が
カ
ナ
ダ
総
督
の
基
本
ス
タ
ン
ス
と
な
る
。

こ
の
、
ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
＝
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
連
立
政
権
の
成
功
が
、
カ
ナ
ダ
植
民
地
に
奇
妙
な
制
度
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

本
来
、
上
下
カ
ナ
ダ
の
統
合
は
、
ダ
ラ
ム
報
告
に
依
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
を
少
数
派
に
転
落
さ
せ
、
多
数
派
の
英
語

系
住
民
に
同
化
吸
収
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
流
れ
は
、
逆
に
フ
ラ
ン
ス
系
の
結
束
を
固
め
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
、
東
カ
ナ
ダ
は
、
そ
の
特
殊
性
を
保
持
し
続
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
ケ
ベ
ッ
ク
法
（Q

uebec A
ct of 1774

）
時
代
そ

の
ま
ま
に
、
独
自
の
言
語
、
法
律
、
宗
教
及
び
文
化
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
疑
似
連
邦
制
（Q

uasi-federal 

system

）
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
た
め
、
政
府
の
首
班
も
一
人
で
は
な
く
、
二
人
置
か
れ
る
必
要
が
あ
る
。
二
重
首
班
制
（D

ual 

prem
iership

）
と
呼
ば
れ
る
。
連
立
政
権
を
構
成
す
る
政
党
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
及
び
英
語
圏
の
そ
れ
ぞ
れ
で
多
数
派
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
二
重
多
数
派
制
（D

ouble m
ajority

）
と
呼
ば
れ
る
。

エ
ル
ギ
ン
卿
に
、
今
一
つ
の
重
要
な
功
績
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
自
由
貿
易
主
義
に
基
づ
い
て
、
一
八
五
四
年
に
米
国
と
の
間
で
相

互
主
義
協
定
（R

eciprocity T
reaty of 1854

）
を
締
結
し
た
こ
と
で
あ
る
（
米
国
国
務
長
官
の
マ
ー
シ
ー
（W

illiam
 M

arcy

）
と
の
間
で
締
結
さ

（
七
三
二
）
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ナ
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憲
法
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（
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七
五

れ
た
の
で
、E

lgin-M
arcy T

reaty

と
い
う
別
名
で
も
知
ら
れ
る
）。
こ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
、

プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー
ド
島
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
を
含
む
北
米
英
領
の
生
産
物
に
適
用
さ
れ
る
英
国
と
米
国
の
間
の
貿
易
条
約
で

あ
っ
た

（
62
）

。
こ
の
協
定
は
、
米
国
に
と
っ
て
は
重
要
で
は
な
い
が
、
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
。
遠
く
、
本
国
に
送
る
代
わ
り
に

近
く
の
米
国
に
有
利
な
条
件
で
の
輸
出
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
南
部
の
オ
ン
タ
リ
オ
で
、
カ
ナ
ダ
の
米

国
へ
の
輸
出
は
急
増
し
、
そ
れ
に
伴
い
、
西
カ
ナ
ダ
の
経
済
が
急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
西
カ
ナ
ダ
の
人
口
増
加
に
拍
車
が
か
か
り
、
つ
い
に
は
東
カ
ナ
ダ
を
上
回
る
よ
う
に
な
る
。

六　

北
米
英
領
法
（B

ritish N
orth A

m
erica A

ct of 1867

）

初
期
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
の
最
大
の
重
大
事
は
、
今
日
の
カ
ナ
ダ
、
す
な
わ
ち
連
邦
立
憲
君
主
制
国
家
の
建
国
で
あ
る
。
そ
の
建
国
を
宣

言
す
る
の
が
、
こ
の
北
米
英
領
法
で
あ
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
に
は
、
こ
こ
ま
で
行
っ
て
き
た
連
合
カ
ナ
ダ
植
民
地
に
関
す
る
説
明
で
は

不
十
分
で
、
そ
の
他
の
北
米
英
領
植
民
地
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
説
明
を
要
す
る
。

（
一
）　

西
部
の
開
拓

カ
ナ
ダ
が
大
西
洋
か
ら
太
平
洋
に
到
る
大
陸
横
断
的
国
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
中
で
も
重
要
性
を
有
す
る
の
は
、
今
日
の

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
に
関
す
る
説
明
で
あ
ろ
う
。

連
合
カ
ナ
ダ
や
沿
海
州
諸
植
民
地
の
内
陸
に
あ
る
、
ル
パ
ー
ト
ラ
ン
ド
（R

upert ’s L
and

）
と
呼
ば
れ
る
広
大
な
地
域
は
、
イ
ン
グ
ラ

（
七
三
三
）
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（
二
〇
一
八
年
三
月
）

七
六

ン
ド
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
か
ら
一
六
七
〇
年
五
月
に
勅
許
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
ハ
ド
ソ

ン
湾
会
社
（H

udson ’s B
ay C

om
pany

）
が
所
有
し
て
い
た
私
有
地
で
あ
っ
た
。
ル
パ
ー

ト
ラ
ン
ド
の
名
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
ハ
ド
ソ
ン
湾
会
社
初
代
総

督
で
あ
っ
た
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
公
ル
パ
ー
ト
（P

rince R
upert, 1st D

uke of 

C
um

berland

）
に
ち
な
ん
で
い
る
。
ル
パ
ー
ト
ラ
ン
ド
は
、
ハ
ド
ソ
ン
湾
及
び
ハ
ド
ソ

ン
湾
に
注
ぐ
す
べ
て
の
河
川
の
流
域
を
含
む
三
九
〇
万
平
方
㎞
の
広
大
な
土
地
で
、
現

在
の
カ
ナ
ダ
の
三
分
の
一
を
占
め
る
。
こ
の
領
域
に
は
、
今
日
で
は
米
国
に
属
す
る

地
域
が
含
ま
れ
て
お
り
、
米
国
と
の
間
で
軋
轢
が
生
じ
始
め
た
。

そ
こ
で
、
米
国
と
英
国
は
、
通
称
一
八
一
八
年
条
約
（T

he C
onvention of 1818

）

を
締
結
し
た
。
こ
の
、
正
式
に
は
「
漁
業
、
境
界
、
奴
隷
の
返
還
に
関
す
る
条
約

（C
onvention respecting fi sheries, boundary and the restoration of slaves

）」
と
い
う

条
約
は
、
簡
単
に
言
え
ば
北
緯
四
九
度
線
を
米
国
と
英
国
の
境
界
線
と
す
る
こ
と
を
約

し
た
も
の
で
あ
る

（
63
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
英
国
は
、
北
緯
四
九
度
線
よ
り
南
に
あ
る
レ
ッ
ド

リ
バ
ー
植
民
地
（
今
日
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
等
に
属
す
る
地
域
）
を
失
い
、
そ
の
か
わ
り
、
米

国
は
ミ
ズ
ー
リ
州
北
端
を
英
国
に
譲
渡
し
た
（
第
二
条
）。
た
だ
し
、
オ
レ
ゴ
ン
地
域

（O
regon C

ountry

＝
今
日
、
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
及
び
米
国
の
ワ
シ

ン
ト
ン
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
及
び
ア
イ
ダ
ホ
州
に
相
当
す
る
地
域
）
に
つ
い
て
は
、
一
〇
年
間

（
七
三
四
）
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期
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（
甲
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七
七

の
共
同
占
有
を
定
め
た
（
第
三
条
）。

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
商
人
達
は
、
ハ
ド
ソ
ン
湾
会
社
の
独
占
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
、
北
西
会
社
（N

orthw
est C

om
pany

）
を
設
立
し
、

こ
の
オ
レ
ゴ
ン
地
域
等
で
激
し
く
ハ
ド
ソ
ン
湾
会
社
と
争
っ
た
結
果
、
流
血
の
惨
事
が
発
生
し
た
り
し
た
。
し
か
し
、
結
局
、
一
八
二
一

年
に
ハ
ド
ソ
ン
湾
会
社
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ル
パ
ー
ト
ラ
ン
ド
は
、
南
は
五
大
湖
か
ら
、
北
は
北
極
海
に
及
び
、
西
は

北
太
平
洋
ま
で
拡
張
し
た
。

こ
の
間
に
、
米
国
の
西
進
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
、
つ
い
に
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
を
越
え
て
上
記
オ
レ
ゴ
ン
地
域
の
南
半
分
に
達
し
た
。
ハ

ド
ソ
ン
湾
会
社
は
、
オ
レ
ゴ
ン
地
域
南
部
へ
の
米
国
人
の
植
民
を
食
い
止
め
る
事
を
諦
め
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
川
（C

olum
bia R

iver

）
北
部
に

重
点
を
置
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
米
国
で
は
、
一
八
四
四
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
民
主
党
の
新
人
ポ
ー
ク
（Jam

es P
olk

）
は
、
西
へ
の
発
展
が
米
国
の

明
白
な
天
命
（M

anifest D
estiny

）
で
あ
る
と
叫
び
、
テ
キ
サ
ス
共
和
国
や
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
併
合
を
約
束
す
る
と
と
も
に
、「
北
緯

五
四
度
四
〇
分
か
戦
争
か
（F

ifty-F
our F

orty or F
ight!

）」
と
い
う
過
激
な
選
挙
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
当
時
ロ
シ
ア
領
で
あ
っ
た
ア
ラ

ス
カ
ま
で
の
地
域
を
米
国
に
併
合
す
る
事
を
訴
え
て
、
ホ
イ
ッ
グ
党
の
本
命
候
補
で
あ
る
ク
レ
イ
（H

enry C
lay

）
に
勝
利
し
、

一
八
四
五
年
に
第
一
一
代
大
統
領
に
就
任
し
た

（
64
）

。
米
国
は
、
テ
キ
サ
ス
の
併
合
か
ら
米
墨
戦
争

（
65
）

へ
と
移
行
し
た
こ
と
か
ら
、
英
国
と
の
戦

争
を
諦
め
て
妥
協
し
、
一
八
四
六
年
に
オ
レ
ゴ
ン
条
約
（O

regon T
reaty

）
を
締
結
す
る
事
と
な
っ
た

（
66
）

。
オ
レ
ゴ
ン
条
約
は
北
米
に
お
け

る
米
国
と
英
国
の
境
界
を
、
す
で
に
英
国
植
民
地
と
し
て
確
立
し
て
い
た
バ
ン
ク
ー
バ
ー
島
を
除
き
、
北
緯
四
九
度
線
と
す
る
こ
と
を
定

め
た
の
で
あ
る
。

一
八
四
九
年
に
、
英
国
政
府
は
バ
ン
ク
ー
バ
ー
島
を
ハ
ド
ソ
ン
湾
会
社
の
植
民
地
と
し
て
認
め
、
島
の
南
端
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

（
七
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

七
八

（V
ictoria

）
を
首
府
と
定
め
た
。
そ
の
第
二
代
総
督
に
就
任
し
た
ダ
グ
ラ
ス
（Jam

es D
ouglas

）
は
、
卓
越
し
た
手
腕
を
示
し
、

一
八
五
六
年
に
は
代
議
制
議
会
の
創
設
に
漕
ぎ
着
け
る
一
方
、
対
岸
の
米
本
土
の
フ
レ
ー
ザ
ー
川
で
生
じ
た
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
に
、
本

来
、
そ
の
地
域
を
管
理
す
る
権
限
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
適
切
な
管
理
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
応
え
て
英
国
政
府
は
直
ち
に
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
植
民
地
の
創
設
を
認
め
る
と
と
も
に
、
彼
を
そ
の
初
代
総
督
に
任
命
し
た
。
こ
の
た
め
、
彼
は
、
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
父
（T

he F
ather of B

ritish C
olum

bia

）
と
呼
ば
れ
る

（
67
）

。
両
植
民
地
は
一
八
六
六
年
に
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
植
民
地
と
し
て
統
合
さ
れ
る
。

（
二
）　

南
北
戦
争
と
連
合
カ
ナ
ダ

一
八
六
一
年
に
米
国
で
南
北
戦
争
が
勃
発
す
る
。
英
国
は
、
建
前
と
し
て
は
そ
れ
に
中
立
の
立
場
を
採
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
南

部
に
好
意
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
ラ
バ
マ
（A

labam
a

）
号
に
代
表
さ
れ
る
通
商
破
壊
艦
を
何
隻
も
建
造
し
、
南
部
連
合
に

提
供
し
た

（
68
）

。
こ
の
た
め
、
米
国
で
は
再
び
北
米
英
領
併
合
論
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
英
国
は
、
北
米
に
あ
る
各
植
民
地

に
北
軍
侵
攻
に
備
え
て
軍
備
を
拡
充
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
し
か
し
、
北
米
英
領
の
中
核
と
も
言
え
る
連
合
カ
ナ
ダ
で
は
、
英
語
系
住
民

と
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
の
対
立
が
こ
じ
れ
、
市
民
軍
法
案
は
議
会
で
否
決
さ
れ
、
内
閣
が
総
辞
職
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
英
本
国
政
府
は
、
植
民
地
防
衛
の
た
め
、
全
植
民
地
を
統
合
す
る
方
針
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
北
米
英

領
の
各
植
民
地
の
対
応
は
迷
走
す
る
。
大
西
洋
岸
に
あ
る
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
及
び
プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー
ド

の
三
植
民
地
は
、
沿
岸
同
盟
（M

aritim
e U

nion

）
を
設
立
し
よ
う
と
考
え
、
プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
タ
ウ
ン
で

一
八
六
四
年
九
月
に
会
議
を
開
い
た
（C

harlottetow
n C

onference

）。
他
方
、
連
合
カ
ナ
ダ
で
は
主
要
会
派
を
網
羅
す
る
大
連
立
政
権
の

（
七
三
六
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

七
九

樹
立
に
成
功
し
て
い
た
。
大
連
立
政
権
の
主
要
閣
僚
は
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
タ
ウ
ン
会
議
に
乗
り
込
み
、
説
得
し
た
結
果
、
沿
岸
植
民
地
も
、

沿
岸
同
盟
の
設
立
を
先
送
り
し
て
、
連
邦
結
成
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
同
意
し
た
。

そ
の
結
果
、
翌
一
〇
月
に
、
上
記
四
植
民
地
に
加
え
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
も
加
え
た
五
植
民
地
の
代
表
に
よ
り
、
ケ
ベ
ッ
ク
で

会
議
が
開
か
れ
（Q

uébec C
onference

）、
一
〇
日
〜
二
七
日
ま
で
の
長
期
の
討
議
の
末
、
連
邦
結
成
の
大
綱
と
な
る
全
七
二
箇
条
に
達
す

る
ケ
ベ
ッ
ク
決
議
（Q

uébec R
esolutions

）
が
な
さ
れ
た

（
69
）

。

そ
の
後
も
、
各
植
民
地
の
利
害
が
対
立
し
て
、
話
は
ス
ム
ー
ズ
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
米
国
の
存
在
が
そ
こ
で
も
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
。
南
北
戦
争
中
の
一
八
六
六
年
か
ら
、
そ
の
終
了
後
の
一
八
七
一
年
ま
で
、
米
国
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
急
進
主
義
者
で
あ

る
フ
ィ
ニ
ア
ン
同
盟
（F

enian B
rotherhood

）
は
、
北
米
英
領
の
一
部
を
奪
取
し
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
を
英
国
に

要
求
し
よ
う
と
し
て
、
国
境
を
越
え
て
侵
略
す
る
事
件
（F

enian raids

）
を
、
合
計
六
回
も
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
北
米
英

領
の
諸
植
民
地
は
否
応
な
く
、
連
邦
結
成
の
方
向
に
押
し
や
ら
れ
た
。

一
八
六
六
年
一
二
月
か
ら
、
ロ
ン
ド
ン
で
、
本
国
政
府
と
、
連
合
カ
ナ
ダ
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
及
び
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
の
三

植
民
地
の
間
で
会
議
が
開
か
れ
た
（L

ondon C
onference

）。
会
議
で
、
ケ
ベ
ッ
ク
決
議
を
若
干
修
正
し
て
決
定
さ
れ
た
の
が
、
次
項
に
詳

し
く
は
紹
介
す
る
北
米
英
領
法
（B

ritish N
orth A

m
erica A

ct
）
で
あ
る

（
70
）

。

（
三
）　

一
八
六
七
年
北
米
英
領
法
の
内
容

一
八
六
七
年
北
米
英
領
法

（
71
）

は
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
諸
法
と
同
じ
く
、
英
国
議
会
の
制
定
し
た
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
一
部

の
条
項
は
一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
憲
法
（C

anada A
ct 1982

）
に
よ
っ
て
廃
止
な
い
し
修
正
さ
れ
は
し
た
が
、
今
日
の
カ
ナ
ダ
憲
法
の
中
核

（
七
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

八
〇

と
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
も
な
お
効
力
を
持
ち
続
け
て
い
る

（
72
）

。

こ
の
法
律
は
、
前
文
か
ら
始
ま
る
。
同
法
の
正
式
名
称
が
「
カ
ナ
ダ
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
お
よ
び
そ
の

政
府
の
連
合
の
た
め
、
並
び
に
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
目
的
の
た
め
の
法
律
（A

n A
ct for the U

nion of C
anada, N

ova S
cotia, and N

ew
 

B
runsw

ick, and the G
overnm

ent thereof; and for P
urposes connected therew

ith

）」
と
い
う
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
連

合
カ
ナ
ダ
に
加
え
て
、
北
米
に
あ
っ
た
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
及
び
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
と
い
う
二
つ
の
英
国
植
民
地
も
統
合
し
て
、

一
つ
の
植
民
地
と
す
る
法
律
で
あ
る
。

同
法
は
、
国
家
の
名
称
を
カ
ナ
ダ
と
い
う
名
の
自
治
領
（O

ne D
om

inion under the N
am

e of C
anada

）
と
宣
言
す
る
（
三
条

（
73
））。

す
な

わ
ち
、
こ
の
法
律
に
よ
り
成
立
し
た
カ
ナ
ダ
は
、
従
来
の
植
民
地
（C

olony

）
よ
り
も
大
幅
に
自
治
権
が
強
化
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
存
在

を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
、
新
た
に
自
治
領
（D

om
inion

）
と
い
う
言
葉
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
74
）

。
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
後
、
世
界
各
地

の
英
国
植
民
地
で
、
自
治
権
の
強
化
が
認
め
ら
れ
る
都
度
、
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

連
邦
は
四
つ
の
州
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
（
五
条
及
び
六
条
）。
す
な
わ
ち
、
三
植
民
地
で
カ
ナ
ダ
は
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う

ち
連
合
カ
ナ
ダ
は
、
再
び
二
つ
に
分
か
れ
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
及
び
オ
ン
タ
リ
オ
州
と
な
っ
た
。

首
都
は
オ
タ
ワ
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
（
一
六
条
）。
当
時
首
都
の
決
定
を
巡
っ
て
ケ
ベ
ッ
ク
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
、
キ
ン
グ
ス
ト

ン
、
ト
ロ
ン
ト
及
び
オ
タ
ワ
の
五
都
市
が
激
し
く
競
い
合
っ
て
、
カ
ナ
ダ
側
で
は
決
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
カ
ナ
ダ
人
は
仲
裁
者

と
し
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
裁
断
を
求
め
、
女
王
は
オ
タ
ワ
と
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
英
仏
両
勢
力
の
ほ
ぼ
境
界
に
位
置
す
る
こ
と
が

理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
75
）

。

議
会
は
上
下
両
院
制
を
採
用
し
た
（
一
七
条
以
下
）。
上
院
はS

enate

、
下
院
はH

ouse of C
om

m
on

と
い
う
名
称
と
さ
れ
た
。

（
七
三
八
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

八
一

金
銭
法
案
（M

oney B
ill

）、
す
な
わ
ち
課
税
そ
の
他
の
公
課
金
の
賦
課
及
び
歳
出
予
算
（A

ppropriation

）
は
下
院
の
先
議
事
項
と
さ
れ

て
い
る
（
五
三
条
）。
当
時
の
英
国
に
お
け
る
下
院
の
権
限
に
関
す
る
認
識
を
反
映
し
て
い
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
金
銭
法
案
が
議
会
通
過

後
に
女
王
の
裁
可
を
経
て
総
督
に
提
出
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（
五
五
条
）
の
も
、
同
様
で
あ
る
。

議
会
の
権
限
に
関
す
る
規
定
と
は
独
立
し
て
、
こ
の
法
律
に
も
、
財
政
に
関
す
る
章
が
あ
る
（
第
八
章
一
〇
二
条
以
下
）。
そ
こ
で
は
統

合
歳
入
資
金
（C

onsolidated R
evenue F

und

）、
す
な
わ
ち
歳
入
の
一
元
化
が
明
確
に
予
定
さ
れ
て
い
る
。
英
本
国
で
は
、
小
ピ
ッ
ト

（W
illiam

 P
itt the Y

ounger
）
に
よ
り
、
一
七
八
六
年
に
統
合
国
庫
資
金
（C

onsolidated F
und

）
が
設
け
ら
れ
、
原
則
と
し
て
租
税
収
入

や
国
王
が
放
棄
し
た
特
権
か
ら
の
収
入
が
こ
こ
に
統
合
さ
れ
、
民
生
費
等
が
こ
こ
か
ら
支
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
英

国
の
新
し
い
制
度
が
こ
の
時
点
で
カ
ナ
ダ
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

英
仏
両
国
語
を
公
用
語
と
宣
言
し
て
い
る
（
一
三
三
条
）。
連
邦
議
会
だ
け
で
は
無
く
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
議
会
に
お
い
て
も
、
英
仏
両
国
語

を
使
用
で
き
る
と
定
め
て
い
る
あ
た
り
、
英
語
系
の
最
後
の
意
地
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
法
律
は
、
全
一
四
七
条
に
達
し
、
連
邦
ば
か
り
で
無
く
、
各
州
の
権
限
ま
で
も
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
書
か
れ
て
い
な
い
重

要
な
事
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
外
交
権
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
は
、
外
交
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
英
本
国
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
が
自
主

外
交
権
を
獲
得
す
る
の
は
、
一
九
三
一
年
に
制
定
さ
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
憲
章
（S

tatute of W
estm

inster

）
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら

な
い
。

（
七
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

八
二

﹇
お
わ
り
に
﹈

今
日
で
は
、
一
般
に
一
八
六
七
年
憲
法
（T

he C
onstitution A

ct of 1867

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
の
英
国
議
会

の
制
定
し
た
一
八
六
七
年
北
米
英
領
法
は
、
今
日
の
カ
ナ
ダ
を
建
国
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
成
文
憲
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
七
年
は
、
カ
ナ
ダ
連
邦
建
国
一
五
〇
周
年
と
い
う
節
目
の
年
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
の
カ
ナ
ダ
憲
法
の
変
遷
を
簡
略
に
紹
介
す
る
と
、
北
米
英
領
法
は
、
こ
の

1　

一
八
六
七
年
北
米
英
領
法
、
に
は
じ
ま
っ
て
、

2　

一
八
七
一
年
北
米
英
領
法
、

3　

一
八
八
六
年
北
米
英
領
法
、

4　

一
九
〇
七
年
北
米
英
領
法
、

5　

一
九
一
五
年
北
米
英
領
法
、

6　

一
九
一
六
年
北
米
英
領
法
、

7　

一
九
三
〇
年
北
米
英
領
法
、

8　

一
九
四
〇
年
北
米
英
領
法
、

9　

一
九
四
三
年
北
米
英
領
法
、

10　

一
九
四
六
年
北
米
英
領
法
、

11　

一
九
四
九
年
北
米
英
領
法
、

（
七
四
〇
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

八
三

12　

一
九
四
九
年
北
米
英
領
法
（
No.
2
）、

13　

一
九
五
一
年
北
米
英
領
法
、

14　

一
九
五
二
年
北
米
英
領
法
、

15　

一
九
六
〇
年
北
米
英
領
法
、

16　

一
九
六
四
年
北
米
英
領
法
、

17　

一
九
六
五
年
北
米
英
領
法
、

18　

一
九
七
四
年
北
米
英
領
法
、

19　

一
九
七
五
年
北
米
英
領
法
、

20　

一
九
七
五
年
北
米
英
領
法
（
No.
2
）、

と
二
〇
回
の
改
正
を
重
ね
た
末
に
、
最
終
的
に
現
在
の

21　

一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
憲
法

へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
今
日
の
カ
ナ
ダ
憲
法
の
中
核
を
構
成
し
て
い
る
成
文
法
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
英
国
議
会
の

定
め
た
法
律
で
あ
る
。

最
初
の
一
八
六
七
年
法
の
時
点
で
は
、
上
述
の
と
お
り
、
三
植
民
地
の
み
で
カ
ナ
ダ
連
邦
は
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
ル
パ
ー
ト

ラ
ン
ド
及
び
マ
ニ
ト
バ
（M

anitoba

）
が
一
八
七
〇
年
に
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
が
一
八
七
一
年
に
、
プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー

ド
が
一
八
七
三
年
に
、
ア
ル
バ
ー
タ
（A

lberta

）
及
び
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
（S

askatchew
an

）
が
一
九
〇
五
年
に
、
最
後
に
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン

ド
ラ
ン
ド
が
一
九
四
九
年
に
加
盟
し
て
、
今
日
、
我
々
の
知
る
カ
ナ
ダ
と
い
う
国
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
逐
次
各
州

（
七
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

八
四

が
加
盟
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
七
一
年
北
米
英
領
法
が
カ
ナ
ダ
に
地
域
の
境
界
を
変
更
し
、
あ
る
い
は
新
た
な
地
域
を

編
入
す
る
権
限
を
、
カ
ナ
ダ
自
治
領
に
与
え
た
結
果
で
あ
る
。

こ
う
し
た
カ
ナ
ダ
連
邦
の
発
展
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
稿
は
こ
こ
で
筆
を
置
き
た
い
。

（
1
） 

ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
は
、
正
式
名
称
を
「
ス
ペ
イ
ン
と
英
国
間
の
平
和
と
友
好
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
（P

eace and F
riendship T

reaty of 

U
trecht betw

een S
pain and G

reat B
ritain

）」
と
い
う
。
ス
ペ
イ
ン
の
名
が
出
て
く
る
の
は
、
こ
れ
が
ス
ペ
イ
ン
王
位
継
承
戦
争
の
一
環
で

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
の
英
領
化
が
な
さ
れ
た
条
約
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
関
係
の
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
日
本
カ

ナ
ダ
学
会
編
『
新
版　

資
料
が
語
る
カ
ナ
ダ
』
有
斐
閣
二
〇
〇
八
年
刊
二
二
頁
参
照
。

（
2
） 

一
七
六
三
年
パ
リ
条
約
は
、
正
式
名
称
を
「
英
国
国
王
と
ス
ペ
イ
ン
国
王
間
に
お
け
る
最
終
的
な
平
和
と
友
好
の
条
約
（T

he defi nitive 

T
reaty of P

eace and F
riendship betw

een his B
ritannick M

ajesty, the M
ost C

hristian K
ing, and the K

ing of S
pain

）」
と
い
う
。

そ
の
内
容
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

http://avalon.law
.yale.edu/18th_century/paris763.asp

カ
ナ
ダ
に
関
係
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
注
1
紹
介
書
二
六
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
パ
リ
条
約
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
に
つ
い
て

は
、
ス
ペ
イ
ン
に
割
譲
し
た
。

（
3
） 

ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
の
地
名
は
、
一
六
二
一
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
卿
（W

illiam
 A

lexander, E
arl of S

tirling

）
が
、

ラ
テ
ン
語
で
「
新
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」
を
意
味
す
る
こ
の
名
の
下
に
、
こ
の
地
方
全
体
の
開
発
の
特
許
を
得
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次

の
サ
イ
ト
参
照
。
こ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
政
府
の
作
成
し
て
い
るC

anadian encyclopedia

と
い
う
サ
イ
ト
中
に
あ
る
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/w

illiam
-alexander-earl-of-stirling/

（
4
） 

英
国
が
ケ
ベ
ッ
ク
等
を
得
た
理
由
が
一
三
植
民
地
を
守
る
事
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
を
参
照
。

W
 P

 M
 K

ennedy “T
he C

onstitution of C
anada: A

n Introduction to Its D
evelopm

ent and L
aw

 ” N
abu P

ress 

（2011/5/25

）P
. 32

。

（
七
四
二
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

八
五

こ
れ
は
一
九
二
二
年
にO

xford U
niversity P

ress

に
依
り
刊
行
さ
れ
た
本
の
復
刻
版
で
あ
る
。

（
5
） 

ア
ケ
ィ
デ
ィ
ア
の
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
の
追
放
に
つ
い
て
は
、
注
1
紹
介
書
二
一
頁
収
録
の
次
の
文
書
を
参
照
。E

nclosure in letter dated 

A
pril 14, 1756, L

ords of T
rade to H

enry F
ox

（
6
） 
ア
ケ
ィ
デ
ィ
ア
人
の
う
ち
、
三
〇
〇
〇
人
ほ
ど
は
、
元
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
で
、
そ
の
大
追
放
の
際
に
は
、
当
時
ス
ペ
イ
ン
領
と
な
っ
て
い
た
ル

イ
ジ
ア
ナ
に
移
住
し
た
。
ア
ケ
イ
デ
ィ
ア
ン
（A

cadian

）
が
訛
っ
て
、
彼
ら
の
子
孫
は
今
日
で
は
ケ
イ
ジ
ャ
ン
（C

ajun

）
と
呼
ば
れ
、
独
自
の

文
化
で
知
ら
れ
て
い
る
。

参
照
：http://w

w
w
.acadian-cajun.com

/hisacad1.htm

（
7
） 

カ
ナ
ダ
で
は
、
今
日
、
日
本
で
は
、
普
通
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
こ
と
を
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
（F

irst N
ations

）
と
呼

ぶ
。
し
か
し
、
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
カ
ナ
ダ
に
住
ん
で
い
る
先
住
民
の
う
ち
、
イ
ヌ
イ
ッ
ト
（Inuit

＝
日
本
で
は
エ
ス
キ
モ
ー
と
呼
ば
れ
る
民

族
中
の
一
部
で
あ
る
。）
も
し
く
は
メ
テ
ィ
（M

étis

と
は
本
来
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
先
住
民
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
間
の
混
血
者
を
意
味

す
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
で
は
先
住
民
と
さ
れ
て
い
る
。）
以
外
の
民
族
の
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
無

い
。
本
稿
で
は
、
無
用
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
カ
ナ
ダ
で
何
と
呼
ん
で
い
る
か
を
問
わ
ず
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。

（
8
） 

国
王
宣
言
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

http://w
w
w
.solon.org/C

onstitutions/C
anada/E

nglish/P
reC

onfederation/rp_1763.htm
l

こ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
憲
法
関
連
文
書
を
集
め
た
サ
イ
ト
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
中
の
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
：

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/royal-proclam

ation-of-1763/

（
9
） 

一
九
八
二
年
憲
法
（C

onstitution A
ct 1982

）
は
、
一
九
八
二
年
に
英
国
議
会
が
制
定
し
た
法
律
で
、
現
行
カ
ナ
ダ
憲
法
の
一
部
を
な
し
て

い
る
。
一
九
三
一
年
に
制
定
さ
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
憲
章
（S

tatute of W
estm

inster

）
に
よ
り
、
英
国
植
民
地
は
高
度
の
自
治
権
を
得

て
い
た
が
、
憲
法
典
の
改
正
等
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
英
国
議
会
が
権
限
を
留
保
し
て
い
た
。
し
か
し
、
本
憲
法
の
制
定
に
伴
い
、
そ
れ
ら
の

権
限
も
カ
ナ
ダ
に
委
譲
さ
れ
、
カ
ナ
ダ
は
独
立
国
家
と
な
っ
た
。

（
七
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

八
六

（
10
） 

一
九
八
二
年
憲
法
第
一
章
は
、
三
四
箇
条
か
ら
な
る
「
自
由
と
権
利
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
（C

anadian C
harter of R

ights and 

F
reedom

s

）」
で
、
人
権
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
に
言
及
し
た
二
五
条
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

T
he guarantee in this C

harter of certain rights and freedom
s shall not be construed as to abrogate or derogate from

 any 

aboriginal, treaty or other rights or freedom
s that pertain to the aboriginal peoples of C

anada including

⒜　

any rights or freedom
s that have been recognized by the R

oyal P
roclam

ation of O
ctober 7, 1763; and

⒝　

any rights or freedom
s that now

 exist by w
ay of land claim

s agreem
ents or m

ay be so acquired.

（
11
） 

耐
え
が
た
い
諸
法
（Intolerable A

cts

）
と
は
、
米
国
独
立
宣
言
中
に
あ
る
文
言
で
あ
る
。

（
12
） 

ケ
ベ
ッ
ク
法
の
正
式
名
称
は
、「
北
米
ケ
ベ
ッ
ク
州
政
府
に
対
し
て
よ
り
効
果
的
な
提
供
を
行
う
た
め
の
法
律
（A

n A
ct for m

aking m
ore 

eff ective P
rovision for the G

overnm
ent of the P

rovince of Q
uebec in N

orth A
m
erica

）」
で
あ
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
法
の
原
文
は
、
次
の
サ

イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

http://w
w
w
.solon.org/C

onstitutions/C
anada/E

nglish/P
reC

onfederation/qa_1774.htm
l

（
13
） 

カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
中
の
米
国
独
立
戦
争
の
サ
イ
ト
に
よ
る
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/am

erican-revolution/

（
14
） 

一
七
八
三
年
パ
リ
条
約
は
、
略
し
て
平
和
条
約
（P

eace treaty

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
原
文
は
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

http://avalon.law
.yale.edu/18th_century/paris.asp

（
15
） 

ウ
ッ
ズ
湖
（L

ake of the W
oods

）
は
、
カ
ナ
ダ
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
と
マ
ニ
ト
バ
州
、
お
よ
び
米
国
の
ミ
ネ
ソ
タ
州
に
跨
っ
て
存
在
す
る
湖

で
あ
る
。
こ
の
湖
の
中
央
を
走
る
国
境
線
の
関
係
で
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
ノ
ー
ス
ウ
エ
ス
ト
・
ア
ン
グ
ル
（N

orthw
est A

ngle

）
と
い
う
地
域
及
び
ア

ン
グ
ル
町
（A

ngle T
ow

nship

）
は
、
水
路
あ
る
い
は
カ
ナ
ダ
領
を
通
過
し
な
い
限
り
、
米
国
か
ら
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
ア
ラ
ス

カ
と
い
う
巨
大
な
例
外
を
除
け
ば
、
米
国
唯
一
の
飛
び
地
で
あ
る
。

（
16
） 

本
文
の
引
用
は
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
の
パ
リ
条
約
に
関
す
る
サ
イ
ト
か
ら
で
あ
る
。

（
七
四
四
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

八
七

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/treaty-of-paris-1783/

（
17
） 

ジ
ョ
セ
フ
・
ブ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
の
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/joseph-brant/

（
18
） 
北
西
部
条
例
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
拙
著
『
米
国
憲
法
訴
訟
史
』（
デ
ザ
イ
ン
エ
ッ
グ
社
二
〇
一
五
年
刊
）
八
〇
頁
以
下
参
照
。

（
19
） 

ブ
ル
ー
ジ
ャ
ッ
ケ
ツ
に
言
及
し
た
サ
イ
ト
は
多
い
が
、
差
し
当
た
り
次
の
も
の
を
紹
介
す
る
。

https://w
w
w
.w

arpaths2peacepipes.com
/fam

ous-native-am
ericans/blue-jacket.htm

（
20
） 

括
弧
内
は
、
次
の
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

V
alerie K

now
les “S

trangers at O
ur G

ates: C
anadian Im

m
igration and Im

m
igration P

olicy, 1540‒2015 ”D
undurn P

r L
td; 4 

E
dition 

（2016/3/29

）
三
六
頁

（
21
） 

沿
海
州
へ
の
移
住
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
ノ
ー
ル
ズ
注
20
引
用
書
四
〇
頁
参
照
。
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
植
民
地
の
創
設
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
同
じ
く
ノ
ー
ル
ズ
注
20
引
用
書
四
三
頁
参
照
。

（
22
） 

黒
人
の
移
住
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
ノ
ー
ル
ズ
注
20
引
用
書
四
二
頁
に
よ
る
。
た
だ
し
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
で
は

六
〇
〇
〇
人
と
し
て
お
り
、
正
確
な
数
字
は
不
明
で
あ
る
。

（
23
） 

ホ
デ
ノ
シ
ョ
ニ
連
邦
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
の
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/iroquois/

（
24
） 

本
節
の
記
述
は
、
多
数
の
資
料
に
準
拠
し
て
い
る
が
、
中
心
に
な
っ
た
の
は
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
の
次
の
サ
イ
ト
で
あ
る
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/loyalists/

（
25
） 

今
日
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
地
域
へ
の
入
植
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
ノ
ー
ル
ズ
注
20
引
用
書
三
九
頁
参
照
。

（
26
） 

一
七
九
一
年
憲
法
は
、
そ
の
正
式
名
称
を
「
陛
下
の
在
位
一
四
年
に
成
立
し
た
法
律
の
一
部
を
廃
止
す
る
法
律
並
び
に
北
米
ケ
ベ
ッ
ク
地
方
政

府
の
た
め
に
よ
り
効
果
的
な
提
供
を
行
い
、
さ
ら
に
当
該
地
方
政
府
の
た
め
の
さ
ら
な
る
提
供
を
行
う
法
律
（A

n A
ct to repeal certain P

arts 

of an A
ct, passed in the fourteenth Y

ear of his M
ajesty ’s R

eign, intituled, A
n A

ct for m
aking m

ore eff ectual P
rovision for the 

（
七
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

八
八

G
overnm

ent of the P
rovince of Q

uebec, in N
orth A

m
erica; and to m

ake further P
rovision for the G

overnm
ent of the said 

P
rovince

）」
と
い
う
。
そ
の
原
文
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

http://w
w
w
.solon.org/C

onstitutions/C
anada/E

nglish/P
reC

onfederation/ca_1791.htm
l

（
27
） 
下
カ
ナ
ダ
は
、
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
川
下
流
域
及
び
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
湾
岸
の
地
域
で
あ
っ
た
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
現
在
の
ケ
ベ
ッ
ク
州

南
部
と
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
・
ラ
ブ
ラ
ド
ー
ル
州
の
ラ
ブ
ラ
ド
ー
ル
地
方
を
合
わ
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
下
と
い
う
呼
称
は
、
緯
度
で
は
な
く
海

抜
か
ら
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
川
を
基
準
に
し
て
上
流
に
位
置
す
る
の
が
上
カ
ナ
ダ
で
あ
り
、
下
流
に
位
置
す
る
の
が
下
カ

ナ
ダ
で
あ
る
。

（
28
） 

荘
園
領
主
制
：
ニ
ュ
ー
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人
口
の
八
〇
％
が
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
農
村
部
に
住
ん
で
い
た
。
荘
園
領
主
制
は
、

荘
園
主
に
、
農
民
が
個
人
的
な
依
存
関
係
を
持
つ
封
建
制
に
基
づ
い
て
い
た
。
荘
園
主
の
多
く
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
来
た
貴
族
ま
た
は
聖
職
者
で
、

広
大
な
領
土
ま
た
は
荘
園
を
有
す
る
者
に
の
み
荘
園
主
の
称
号
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
制
度
の
下
に
お
け
る
土
地
相
続
の
規
則
は
パ
リ
慣
習
法
に
よ

る
も
の
で
、
両
親
の
所
有
地
は
す
べ
て
の
子
供
た
ち
に
等
し
く
分
割
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
パ
リ
慣
習
法
は
、
現
在
の
ケ
ベ
ッ
ク
州

民
法
典
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
。（
木
村
和
男
編
『
世
界
各
国
史
23　

カ
ナ
ダ
』
山
川
出
版
社
一
九
九
九
年
刊
六
一
頁
、
八
三
頁
等
参
照
）

（
29
） 

聖
職
者
保
護
区
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
の
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/clergy-reserves/

（
30
） 

カ
ナ
ダ
と
い
う
国
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
カ
ナ
ダ
政
府
は
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。

「
一
五
三
五
年
、
二
人
の
原
住
民
の
若
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
探
検
家
カ
ル
チ
エ
（Jacques C

artier

）
に
『
カ
ナ
タ
（kanata

）』
へ
の
道
を
教
え

た
。
そ
の
時
、
ふ
た
り
は
ス
タ
ダ
コ
ナ
（S

tadacona

）
の
村
、
す
な
わ
ち
今
日
の
ケ
ベ
ッ
ク
シ
テ
ィ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。『
カ
ナ
タ
』
は
、

ヒ
ュ
ー
ロ
ン
・
イ
ロ
ク
ォ
イ
（H

uron-Iroquois

）
族
の
こ
と
ば
で
は
、
単
に
『
村
（village

）』
や
『
村
落
（settlem

ent

）』
の
こ
と
を
さ
す
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
別
の
言
い
方
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
カ
ル
チ
エ
は
、
ス
タ
ダ
コ
ナ
村
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
地
に
居
住
す
る
酋
長
ド
ン
ナ

コ
ナ
（D

onnacona

）
の
支
配
す
る
土
地
全
体
を
『
カ
ナ
ダ
（C

anada

）』
と
呼
ん
だ
。

こ
の
名
称
は
、
や
が
て
さ
ら
に
大
き
な
地
域
を
差
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
五
四
七
年
の
地
図
で
は
、
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
川
の
北
側
全
体
が
『
カ

（
七
四
六
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

八
九

ナ
ダ
』
と
示
さ
れ
て
い
る
。
カ
ル
チ
エ
は
ま
た
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
川
を
『
カ
ナ
ダ
川rivière du C

anada

』
と
呼
び
、
こ
れ
は
一
六
〇
〇
年
代

初
頭
ま
で
使
わ
れ
た
。

ま
も
な
く
、
探
検
家
と
毛
皮
貿
易
商
た
ち
は
西
へ
、
南
へ
と
開
拓
を
進
め
た
の
で
、『
カ
ナ
ダ
』
と
呼
ば
れ
る
地
域
は
拡
大
し
た
。
一
七
〇
〇
年

代
初
頭
に
は
、
こ
の
名
称
は
北
米
で
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
す
る
地
域
全
域
、
す
な
わ
ち
現
在
の
米
国
中
西
部
か
ら
、
南
は
今
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
ま
で
意

味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

公
式
名
称
と
し
て
『
カ
ナ
ダ
』
が
初
め
て
使
用
さ
れ
た
の
は
、
一
七
九
一
年
に
ケ
ベ
ッ
ク
州
が
上
カ
ナ
ダ
と
下
カ
ナ
ダ
の
二
植
民
地
に
分
離
さ
れ

た
時
で
あ
っ
た
。
一
八
四
一
年
、
こ
の
ふ
た
つ
の
カ
ナ
ダ
は
、
再
び
『
カ
ナ
ダ
州
（P

rovince of C
anada

）』
と
い
う
ひ
と
つ
の
名
称
の
も
と
に

統
合
さ
れ
た
。」

出
典
＝http://canada.pch.gc.ca/eng/1443789176782

（
31
） 

ジ
ェ
イ
条
約
を
め
ぐ
る
米
国
内
の
紛
争
と
政
党
の
勃
興
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
拙
著
注
18
紹
介
書
三
三
頁
以
下
参
照
。

（
32
） 

シ
ム
コ
ー
が
一
九
七
二
年
二
月
七
日
に
発
し
た
布
告
（A

 P
roclam

ation, to such as are desirous to S
ettle on the L

ands of the 

C
row

n in the P
rovince of U

pper C
anada

）
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

https://gutenberg.ca/ebooks/sim
coe-proclam

1792/sim
coe-proclam

1792-00-h-dir/sim
coe-proclam

1792-00-h.htm
l

（
33
） 

シ
ム
コ
ー
の
布
告
に
対
す
る
、
一
三
州
か
ら
の
移
民
に
つ
い
て
は
、
ノ
ー
ル
ズ
注
20
引
用
書
四
五
頁
参
照
。

（
34
） 

シ
ム
コ
ー
は
、
当
初
上
カ
ナ
ダ
の
首
都
を
ニ
ュ
ー
ワ
ー
ク
（N

ew
ark

＝
後
に
名
称
変
更
さ
れ
て
、
今
日
で
はN

iagara-on-the-L
ake

と
い

う
。）
に
置
い
て
い
た
が
、
一
七
九
七
年
に
ヨ
ー
ク
（Y

ork
＝
今
日
の
ト
ロ
ン
ト
）
に
移
し
た
。

（
35
） 

一
八
一
二
年
米
英
戦
争
に
つ
い
て
の
本
文
の
記
述
は
、
様
々
な
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ

デ
ィ
ア
の
次
の
記
述
を
中
心
と
し
て
い
る
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/w

ar-of-1812/

（
36
） 

第
二
次
囲
い
込
み
は
、
英
国
で
は
一
般
に
「
議
会
に
よ
る
囲
込
み
（P

arliam
entary enclosure

）」
と
呼
ば
れ
る
。
議
会
が
囲
込
み
法
（T

he 

Inclosure A
ct

）
を
制
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
初
は
一
七
七
三
年
に
制
定
さ
れ
た
が
、
一
八
〇
一
年
に
そ
れ
が
整

（
七
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

九
〇

理
統
合
さ
れ
（
そ
の
た
め
、
こ
の
法
律
は
特
にInclosure C

onsolidation A
ct

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。）
強
力
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
はE

nclosure

で
は
な
くInclosure

と
綴
っ
た
。

（
37
） 
本
文
に
使
用
し
た
「
土
地
清
掃
」
と
い
う
訳
語
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
キ
レ
ー
ン
著
、
岩
井
淳
・
伊
藤
早
織
訳
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歴
史
』
彩
流

社
二
〇
〇
二
年
刊
一
七
一
頁
以
下
に
準
拠
し
た
。

（
38
） 

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
土
地
清
掃
に
関
す
る
引
用
文
は
、
安
藤
光
義
著
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
小
作
農
ク
ロ
フ
タ
ー（C

rofter

）
│
英
国
版
「
百

姓
」
が
示
唆
す
る
も
の
│
」
全
国
農
地
保
有
合
理
化
協
会
刊
『
土
地
と
農
業
』
第
三
四
巻
一
〇
七
頁
よ
り
引
用
。

（
39
） 

表
1
も
含
め
、
移
民
船
に
乗
っ
て
北
米
英
領
、
米
国
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
向
か
っ
た
者
の
統
計
の
出
典
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。

D
onald H

.A
kenson ‘O

ntario: W
hatever happened to the Irish? ’ P

88　

T
abel 1

こ
の
論
文
は
、
次
の
書
に
掲
記
さ
れ
て
い
る
。

G
erald T

ulchinsky “Im
m
igration in C

anada H
istorical P

erspective ”C
opp C

lark L
ongm

an L
td 1994 P

86

（
40
） 

エ
イ
キ
ン
ソ
ン
注
39
紹
介
論
文P
89　

T
able 2

（
41
） 

上
カ
ナ
ダ
の
一
八
二
八
年
及
び
一
八
三
七
年
の
人
口
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
に
依
っ
て
い
る
。

“U
pper C

anada in the 1830s ”G
eneral editor:V

irginia R
. R

obeson; P
ublished:T

oronto, O
ntario Institute for S

tudies in 

E
ducation, 1977. P

.5

（
42
） 

下
カ
ナ
ダ
の
一
八
二
九
年
及
び
一
八
三
〇
年
の
移
民
数
は
、
ノ
ー
ル
ズ
注
20
引
用
書
四
一
頁
に
依
っ
て
い
る
。

（
43
） 

下
カ
ナ
ダ
の
人
口
推
移
は
、
次
の
書
に
よ
る
。

E
lisee R

eclus “T
he E

arth and Its Inhabitants ...: B
ritish N

orth A
m
erica P

aperback ”N
ew

 Y
ork, D

. A
ppleton and com

pany 

1893, P
.479

（
44
） 

表
3
に
示
し
た
ケ
ベ
ッ
ク
へ
の
出
身
別
流
入
数
の
出
典
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
R
onald S

tagg ‘T
he M

yth of the G
reat U

pper C
anadian E

m
igration of 1838 ’“C

anadian M
igration P

atterns from
 B

ritain and 

N
orth A

m
erica ”edited by B

arbara J. M
essam

ore, U
niversity of O

ttaw
a P

ress  

（International C
anadian S

tudies S
eries

）

（
七
四
八
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

九
一

2004/2, P
62 T

able 4. Q
uebec arrrivals  by C

ountry of D
eparture 1815-24

（
45
） 

下
カ
ナ
ダ
の
反
乱
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
書
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
中
心
と
な
っ
た
の
は
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/rebellions-of-1837/

（
46
） John G

eorge L
am

bton D
urham

“L
ord D

urham
’s R

eport on the A
ff airs of B

ritish N
orth A

m
erica ”

（
イ
ギ
リ
ス
領
北
ア
メ
リ
カ

問
題
に
関
す
る
ダ
ラ
ム
卿
の
報
告
書
）』O

xford C
larendon P

ress, 1912

のF
orgotten B

ooks 

復
刻
（2016/11/9

）
版
二
頁
参
照
。

（
47
） 

ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、『
シ
ド
ニ
ー
か
ら
の
手
紙
』 

等
の
著
述
で
、
流
刑
囚
に
労
働
力
を
頼
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
植
民
を
批
判
し
、
そ

れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
「
組
織
的
植
民
論
（S

ystem
atic C

olonization

）」
を
提
唱
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
自
ら
の
理
論
を
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
を
舞
台
に
、
自
ら
の
手
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
」
日
本
大
学
法
学
研
究
所
刊
『
法
学
紀

要
』
第
五
六
巻
（
二
〇
一
五
年
三
月
発
行
）
一
九
七
頁
以
下
参
照
。

（
48
） 

括
弧
内
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
注
4
引
用
書
一
七
四
頁
よ
り
引
用
。

（
49
） 

一
八
四
一
年
連
合
法
は
、
正
式
に
は
「
上
下
カ
ナ
ダ
植
民
地
を
再
統
一
す
る
法
律
と
カ
ナ
ダ
政
府
の
た
め
の
法
律
（A

n A
ct to reunite the 

P
rovinces of U

pper and L
ow

er C
anada, and for the G

overnm
ent of C

anada, 3 &
 4 V

ictoria, C
hapter 35, P

arliam
ent of the 

U
nited K

ingdom

）」
と
い
う
。

こ
の
一
八
四
〇
年
連
合
法
の
原
文
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

https://english.republiquelibre.org/A
n_A

ct_to_reunite_the_P
rovinces_of_U

pper_and_L
ow

er_C
anada,_and_for_the_

G
overnm

ent_of_C
anada

（
50
） 

キ
ン
グ
ス
ト
ン
（K

ingston

）
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
南
東
部
に
位
置
す
る
都
市
で
、
オ
ン
タ
リ
オ
湖
の
北
岸
に
あ
り
、
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
川
と

リ
ド
ー
運
河
の
起
点
に
位
置
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
米
独
立
戦
争
後
に
難
民
と
し
て
カ
ナ
ダ
に
流
れ
込
ん
だ
王
党
派
の
受
け
入
れ
地
と
し
て
成

長
し
、
一
八
一
二
年
の
米
英
戦
争
で
は
、
英
海
軍
の
オ
ン
タ
リ
オ
湖
分
艦
隊
の
基
地
と
な
っ
て
、
米
海
軍
と
争
っ
た
。

（
51
） 

シ
ド
ナ
ム
卿
の
疑
似
責
任
内
閣
制
に
つ
い
て
の
文
章
は
、
次
の
書
よ
り
引
用
し
た
。

R
oger E

. R
iendeau “A

 B
rief H

istory of C
anada ”F

itzhenry &
 W

hiteside L
td 

（2000/4/1

）P
. 120

（
七
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

九
二

（
52
） 

ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
（L

ouis H
ippolyte L

afontaine

）
は
下
カ
ナ
ダ
生
ま
れ
で
、
一
八
三
〇
年
に
立
法
議
会
議
員
と
な
っ
た
。
当
時
は
パ
ピ

ノ
ー
の
支
持
者
で
あ
っ
た
が
、
一
八
三
七
年
の
反
乱
に
は
参
加
せ
ず
、
む
し
ろ
、
英
国
憲
法
の
原
則
を
理
解
し
、
そ
の
枠
内
で
の
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ

ダ
人
の
生
存
の
手
段
を
探
る
方
向
に
努
力
す
る
よ
う
に
な
る
。（
出
典
＝D

ictionary of C
anadian B

iography

＝

http://w
w
w
.biographi.ca/en/bio/la_fontaine_louis_hippolyte_9E

.htm
l

（
53
） 

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（R

obert B
aldw

in

）
は
、
彼
自
身
は
カ
ナ
ダ
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
祖
父
の
ロ
バ
ー
ト
（
同
名
で
あ
る
孫
と
区
別
す
る
た
め
、

「
移
民
の
ロ
バ
ー
ト
（R

obert the em
igrant

）」
と
呼
ば
れ
る
。）
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
一
七
九
九
年
に
移
民
し
て
き
て
い
た
。
彼
の
従
兄
弟
の

モ
ー
リ
ス
（M

aurice S
collard B

aldw
in

）
は
英
国
教
会
の
司
教
で
あ
り
、
サ
リ
バ
ン
（R

obert B
aldw

in S
ullivan

）
は
ト
ロ
ン
ト
市
長
で
あ

り
、
コ
ー
ネ
ル
（ C

onnell Jam
es B

aldw
in

）
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
指
導
者
で
あ
る
な
ど
、
き
わ
め
て
強
い
社
会
的
影
響
力
を

持
ち
、
王
党
派
の
門
閥
と
戦
う
一
族
の
一
人
で
あ
っ
た
。（
出
典
＝D

ictionary of C
anadian B

iography

＝

http://w
w
w
.biographi.ca/en/bio/baldw

in_robert_8E
.htm

l

（
54
） 

ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
及
び
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
入
閣
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ン
ド
ゥ
注
51
引
用
書
一
二
〇
頁
参
照
。

（
55
） 

一
八
四
二
年
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
の
失
敗
に
つ
い
て
は
、
ノ
ー
ル
ズ
注
20
引
用
書
六
四
頁
参
照
。

（
56
） 

表
4
は
、
エ
イ
キ
ン
ソ
ン
注
39
紹
介
論
文P

90　
T
able 3

に
依
る
。

（
57
） 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
を
参
照
。

山
本
正
『
図
説　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史
』
河
出
書
房
新
社
二
〇
一
七
年
刊
八
四
頁
以
降
。

（
58
） 

暗
黒
の
一
八
四
七
年
に
関
す
る
文
は
、
佐
藤 

郁
「
暗
黒
の
一
八
四
七
年
│
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
受
け
入
れ
」『
国
際
地
域
学

研
究
』
二
〇
〇
六
年
三
月
号
一
七
九
頁
以
下
よ
り
引
用
。

（
59
） 

表
5
は
、
エ
イ
キ
ン
ソ
ン
注
39
紹
介
論
文
一
〇
八
頁　

T
able 13

に
依
る
。

（
60
） 

メ
ト
カ
ー
フ
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ン
ド
ゥ
注
51
紹
介
書
一
二
二
頁
参
照
。

（
61
） 

ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
に
お
け
る
責
任
政
府
の
導
入
に
関
す
る
文
章
は
、
リ
ー
ン
ド
ゥ
注
51
紹
介
書
一
二
二
頁
よ
り
引
用
。

（
62
） 

北
米
英
領
＝
米
国
相
互
主
義
協
定
の
原
文
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
七
五
〇
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

九
三

https://w
w
w
.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-7101-e.htm

l
（
63
） 

一
八
一
八
年
の
条
約
の
原
文
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

http://avalon.law
.yale.edu/19th_century/conv1818.asp

（
64
） 
ポ
ー
ク
の
過
激
な
膨
張
政
策
に
関
す
る
記
述
は
、
主
と
し
て
次
の
サ
イ
ト
に
依
存
し
た
。

http://w
w
w
.ushistory.org/us/29b.asp

（
65
） 

米
墨
戦
争
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
拙
著
注
18
紹
介
書
八
五
頁
参
照
。

（
66
） 

オ
レ
ゴ
ン
条
約
は
正
式
名
称
をT

reaty betw
een H

er M
ajesty and the U

nited S
tates of A

m
erica, for the S

ettlem
ent of the 

O
regon B

oundary

（
オ
レ
ゴ
ン
境
界
の
和
解
の
た
め
の
女
王
陛
下
と
米
国
と
の
間
の
条
約
）
と
い
う
。
そ
の
原
文
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と

が
で
き
る
。

https://w
w
w
.loc.gov/law

/help/us-treaties/bevans/b-gb-ust000012-0095.pdf

（
67
） 

ダ
グ
ラ
ス
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.biographi.ca/en/bio/douglas_jam

es_10E
.htm

l

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sir-jam

es-douglas/

（
68
） 

ア
ラ
バ
マ
号
事
件
（A
labam

a C
laim

s

）：
米
国
は
、
南
北
戦
争
中
に
、
英
国
が
中
立
義
務
に
違
反
し
て
、
南
部
連
合
に
ア
ラ
バ
マ
号
、
シ
ェ

ナ
ン
ド
ー
号
な
ど
数
隻
の
通
商
破
壊
艦
を
英
国
民
間
造
船
所
が
建
造
し
て
提
供
し
た
こ
と
に
よ
り
米
国
が
損
害
を
受
け
た
と
し
て
、
一
八
六
九
年
に
、

英
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
行
っ
た
。
請
求
は
、
主
に
一
八
六
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
沿
岸
で
沈
没
す
る
ま
で
に
、
六
〇
隻
以
上
の
拿
捕
に
成
功
し

た
ア
ラ
バ
マ
号
に
焦
点
を
当
て
て
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
あ
る
。

国
際
仲
裁
法
廷
は
一
八
七
二
年
に
米
国
の
主
張
を
認
め
、
英
国
に
対
し
、
米
国
に
一
五
五
〇
万
ド
ル
を
支
払
う
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
れ
は
国
際
仲

裁
に
お
け
る
重
要
な
前
例
と
な
り
、
一
九
六
九
年
に
成
立
し
た
国
連
条
約
法
条
約
二
七
条
の
明
言
す
る
国
内
法
に
対
す
る
国
際
法
の
優
位
原
則
を
確

立
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
な
お
、
拙
著
注
18
紹
介
書
一
四
一
頁
参
照
。

（
69
） 

ケ
ベ
ッ
ク
決
議
の
原
文
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
七
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

九
四

http://w
w
w
.heritage.nf.ca/articles/politics/quebec-conference-resolutions.php

（
70
） 

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
タ
ウ
ン
会
議
、
ケ
ベ
ッ
ク
会
議
及
び
ロ
ン
ド
ン
会
議
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
次
の
サ
イ
ト
に
依
存
し
て
執
筆
し
て
い
る
。

https://w
w
w
.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-2500-e.htm

l

（
71
） 
一
八
六
七
年
北
米
英
領
法
の
そ
の
原
文
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
英
国
議
会
の
設
け
て
い
る
立
法
に
関
す
る
サ
イ
ト

で
あ
る
。

http://w
w
w
.legislation.gov.uk/ukpga/V

ict/30-31/3/enacted

（
72
） 

一
八
六
七
年
北
米
英
領
法
は
、
一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
憲
法
に
よ
り
、「
一
八
六
七
年
憲
法
（C

onstitution A
ct 1867

）」
と
改
称
さ
れ
た
。
し

か
し
、
本
稿
で
は
、
歴
史
的
流
れ
を
紹
介
す
る
意
味
で
、
一
八
六
七
年
北
米
英
領
法
と
い
う
訳
語
を
使
用
し
て
い
る
。

（
73
） 

一
八
六
七
年
北
米
英
領
法
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
自
治
領
が
誕
生
す
る
が
、
そ
の
際
に
統
一
名
称
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
と
い
う
名
称
を
選
ん
だ
に
つ
い

て
は
、
注
30
に
前
示
し
た
カ
ナ
ダ
政
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
次
の
様
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
初
の
段
階
で
は
、
自

治
領
全
体
の
名
称
と
し
て
は
、
実
に
一
三
も
の
様
々
な
名
称
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。

「
こ
の
論
争
は
、
一
八
六
五
年
二
月
九
日
に
ト
ー
マ
ス
・
ダ
ー
シ
ー
・
マ
ク
ギ
ー
（T

hom
as D

’A
rcy M

cG
ee

）
に
委
ね
ら
れ
た
。『
私
は
新
し

い
名
称
を
使
用
し
よ
う
と
い
う
一
ダ
ー
ス
以
上
の
提
案
を
新
聞
で
読
ん
で
い
る
。
新
し
い
国
家
の
名
称
と
し
て
、
あ
る
者
はT

uponia

を
選
択
し
、

他
の
者
はH

ochelaga

を
選
択
し
て
い
る
。
さ
て
、
私
は
、
議
員
諸
君
に
、
あ
る
爽
や
か
な
朝
、
目
を
覚
ま
し
て
、
自
分
が
カ
ナ
ダ
人
で
あ
る
代
わ

り
に
、T

uponia

人
な
い
しH

ochelaga

人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ら
、
ど
ん
な
気
分
に
な
る
の
か
、
尋
ね
た
い
。』

後
世
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
に
、
マ
ク
ギ
ー
の
ウ
ィ
ッ
ト
と
理
性
、
そ
し
て
常
識
の
お
か
げ
で
、
一
八
六
七
年
、
カ
ナ
ダ
、
ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
及

び
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
カ
ナ
ダ
の
名
の
下
に
、『
自
治
領
（D

om
inion

）』
と
な
っ
た
。」

こ
の
文
中
に
出
て
き
た
マ
ク
ギ
ー
は
、
一
八
二
五
年
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
、
一
八
歳
の
時
に
米
国
に
移
民
し
た
。
そ
の
時
点
で
は
、
過
激
な

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
派
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
を
訪
問
し
、
そ
の
政
治
風
土
を
米
国
よ
り
も
好
ま
し
く
思
う
よ
う
に
な
り
、
一
八
五
七
年
春

に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
移
住
す
る
。
そ
の
年
一
二
月
に
彼
は
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
選
出
議
員
と
し
て
連
合
カ
ナ
ダ
議
会
の
一
員
と
な
り
、
連
邦
結
成
に

尽
力
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
六
八
年
、
彼
は
暗
殺
さ
れ
た
。
犯
人
は
彼
の
政
治
的
転
向
を
憎
ん
だ
フ
ェ
ミ
ニ
ン
同
盟
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
真

（
七
五
二
）



カ
ナ
ダ
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

九
五

相
は
今
も
謎
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/thom

as-darcy-m
cgee/

http://w
w
w
.biographi.ca/en/bio/m

cgee_thom
as_d_arcy_9E

.htm
l

（
74
） 
自
治
領
と
い
う
言
葉
と
し
て
、D

om
inion

が
選
ば
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/dom

inion/

（
75
） 

オ
タ
ワ
が
首
都
に
選
ば
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
オ
タ
ワ
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
詳
し
い
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、
女
王
の
裁
断
が
あ
っ
た

後
に
お
い
て
す
ら
、
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
北
米
英
領
法
の
中
に
明
記
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

https://ottaw
a.ca/en/residents/arts-heritage-and-culture/city-ottaw

a-archives/exhibitions/virtual-exhibit-ottaw
a-becom

es-

capital

（
七
五
三
）





F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

九
七

FinT
ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望

│
国
際
私
法
、
国
際
金
融
規
制
の
交
錯

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

序
章　

問
題
意
識

F
inT

ech

と
称
さ
れ
る
金
融
技
術
革
新
に
各
国
の
金
融
規
制
当
局
・
中
央
銀
行
、
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
が
高
い
関
心
を
示
し
、
金
融
業
発

展
の
た
め
に
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
容
易
に
国
境
を
越
え
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
な
さ
れ
る
性

質
上
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
ほ
か
規
制
上
の
新
た
な
課
題
も
浮
上
し
、
仮
想
通
貨
交
換
所
の
破
綻
事
案
の
発
生
も
あ
っ
て
利
用
者
保
護

の
枠
組
み
の
整
備
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
五
月
銀
行
等
に
よ
る
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
へ
の
出

資
の
容
易
化
、
仮
想
通
貨
交
換
業
に
か
か
る
制
度
整
備
な
ど
を
内
容
と
す
る
銀
行
法
等
改
正
法
が
成
立
し
た
。
二
〇
一
七
年
五
月
改
正
で

論　

説

（
七
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

九
八

は
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
（A

pplication P
rogram

m
ing Interface

）
促
進
の
観
点
か
ら
銀
行
に
求
め
ら
れ

る
措
置
（
同
五
二
条
の
六
一
の
一
一
等
）
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
関
連
法
制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
Ａ
Ｉ
活
用
、
業
務
の
ア
ン

バ
ン
ド
リ
ン
グ
化
な
どF

inT
ech

関
連
規
制
の
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
金
融
業
界
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
変
革
す
る
可
能
性
の
あ
るF

inT
ech

の
関
連
法
制
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
基
に
最
新
の

内
容
を
取
り
纏
め
、
現
状
の
議
論
と
問
題
点
を
整
理
し
包
括
的
、
比
較
法
的
に
考
察
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。F

inT
ech

法
制
の
枠
組
み
、

我
が
国
銀
行
法
等
の
改
正
、
更
に
は
仮
想
通
貨
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
規
制
に
至
る
ま
で
、
各
国
規
制
と
域
外
適
用
お
よ
び
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
、
規
制
機
関
の
国
際
協
力
の
必
要
性
、
国
際
金
融
規
制
改
革
や
金
融
シ
ス
テ
ム
に
及
ぼ
す
影
響
と
対
応
な
ど
に
つ
い
て

独
自
の
見
解
を
交
え
つ
つ
、
展
望
あ
る
い
は
一
定
の
俯
瞰
を
行
っ
た
。F

inT
ech

に
関
す
る
技
術
革
新
は
今
後
一
層
進
展
し
、
こ
れ
に
対

す
る
新
し
い
規
制
の
試
み
も
み
ら
れ
る
な
ど
現
状
で
最
終
の
姿
を
予
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
け
に
、
関
連
規
制
の
整
合
的
か
つ
実
効
性

の
あ
る
検
討
・
策
定
を
継
続
か
つ
精
力
的
に
短
期
的
・
中
長
期
的
視
点
の
両
面
か
ら
各
国
規
制
当
局
と
企
業
サ
イ
ド
が
密
に
連
携
し
つ
つ

進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
紙
幅
の
制
約
な
ど
も
あ
り
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
領
域
も
多
々
あ
る
が
、

お
読
み
頂
い
た
方
々
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

第
一
章　

F
inT

ech

関
連
法
制
の
整
備

1
．FinTech

関
連
法
制
の
整
備
の
概
要

F
inT

ech

に
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
ロ
ボ
ア
ド
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
Ａ
Ｉ
）、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ

ン
グ
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
・
商
品
が
含
ま
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
普
及
に
伴
い
そ
の
概
念
は
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。

（
七
五
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

九
九

我
が
国
の
法
制
度
面
で
は
、
従
前
の
金
融
規
制
で
用
い
ら
れ
た
手
法
で
あ
る
業
態
別
規
制
、
金
融
商
品
の
内
容
の
規
制
を
基
礎
と
し
て
整

備
が
進
め
ら
れ
て
い
る

（
1
）

。

こ
れ
ま
で
のF

inT
ech

関
連
法
制
の
概
要
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
先
ず
二
〇
一
六
年
に
お
い
て
は
銀
行
法
と
資
金
決
済
法
等
の
改

正
が
図
ら
れ
、
①
金
融
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
経
営
管
理
の
充
実
と
し
て
銀
行
持
株
会
社
が
果
た
す
べ
き
機
能
の
明
確
化
、
②
共
通
・
重
複

業
務
の
集
約
等
に
よ
る
金
融
仲
介
機
能
の
強
化
と
し
て
持
株
会
社
・
子
会
社
へ
の
集
約
等
の
許
容
、
③
Ｉ
Ｔ
進
展
に
伴
う
技
術
革
新
へ
の

対
応
と
し
てF

inT
ech

企
業
の
子
会
社
化
な
ら
び
に
決
済
関
連
事
務
受
託
の
容
易
化
、
④
仮
想
通
貨
へ
の
対
応
と
し
て
仮
想
通
貨
交
換

業
に
か
か
る
規
制
導
入
な
ら
び
に
犯
収
法
の
対
応
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
二
〇
一
七
年
に
お
い
て
は
銀
行
法
等
の
改
正
に
よ
り
、
①
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
関
す
る
規
制
整
備
、
②
電
子
決
済
等
代
行

業
者
の
体
制
整
備
な
ら
び
に
安
全
管
理
に
か
か
る
措
置
、
③
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
金
融
機
関
と
の
契
約
締
結
、
④
金
融
機
関
に
お
け

る
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
に
か
か
る
措
置
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

今
後
の
金
融
庁
に
よ
る
関
連
法
制
度
の
方
向
性
と
し
て
は
、
①
同
一
機
能
・
リ
ス
ク
に
対
し
て
は
同
一
ル
ー
ル
を
適
用
し
、
業
態
別
か

ら
機
能
別
規
制
へ
の
転
換
を
図
る
。
②
金
融
に
関
す
る
基
本
的
概
念
な
ら
び
に
ル
ー
ル
の
横
断
化
を
図
り
、
金
融
規
制
に
お
け
る
定
義
の

横
断
化
を
進
め
る
。
③
環
境
変
化
に
対
応
す
べ
く
規
制
の
横
断
的
見
直
し
、
制
度
面
の
障
害
除
去
等
の
検
討
を
進
め
る
。
金
融
審
議
会
金

融
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
）
が
設
置
さ
れ
、
更
に
金
融
庁
で
は
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
の
整
備
等
、
情

報
技
術
の
進
展
そ
の
他
の
我
が
国
の
金
融
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
金
融
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
諮
問

さ
れ
、「
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
」
第
一
回
会
合
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
九
日
）
が
開
催
さ
れ
て
い
る

（
2
）

。

（
七
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
〇
〇

2
．FinTech

関
連
業
務
と
法
制
度

F
inT

ech

関
連
業
務
と
法
制
度
お
よ
び
許
認
可
に
つ
い
て
大
ま
か
な
整
理
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

イ　

仮
想
通
貨

二
〇
一
七
年
四
月
施
行
の
改
正
資
金
決
済
法
に
お
い
て
、
①
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
の
交
換
を
行
う
業
務
、
②
仮
想
通
貨
同
士
の
交
換

を
行
う
業
務
、
③
①
、
②
の
業
務
の
媒
介
・
取
次
ぎ
ま
た
は
代
理
業
務
、
④
①
│
③
に
際
し
て
利
用
者
の
金
践
・
仮
想
通
貨
の
管
理
を
行

う
業
務
に
関
し
て
は
仮
想
通
貨
交
換
業
と
し
て
登
録
が
求
め
ら
れ
る
。

ロ　

電
子
決
済
等
代
行
業

二
〇
一
七
年
五
月
成
立
の
改
正
銀
行
法
に
お
い
て
、
①
預
金
者
の
預
託
を
受
け
て
口
座
内
の
資
金
を
移
動
さ
せ
る
為
替
取
引
を
行
う
こ

と
を
銀
行
に
対
し
て
指
図
す
る
業
務
、
②
預
金
者
等
の
預
託
を
受
け
て
口
座
に
か
か
る
情
報
を
取
得
し
、
預
金
者
に
提
供
す
る
業
務
に
関

し
て
は
電
子
決
済
等
代
行
業
と
し
て
登
録
が
求
め
ら
れ
る
。

ハ　

ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
ロ
ボ
ア
ド
）
関
連

ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

（
3
）

関
連
と
し
て
は
、
リ
ス
ク
選
好
等
の
各
種
質
問
に
対
す
る
顧
客
の
回
答
内
容
を
踏
ま
え
、
顧
客
に
適
し
た
一
般
的

な
資
産
ク
ラ
ス
別
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
構
成
割
合
）、
個
別
の
有
価
証
券
の
呈
示
を
行
う
場
合
、
①
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
報
酬
を
得
ず

に
行
い
、
個
別
契
約
の
締
結
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
登
録
等
は
不
要
と
な
る
。
②
報
酬
を
得
て
行
い
個
別
契
約
が
締
結
さ
れ
れ
ば
投
資
助
言

業
に
該
当
し
、
登
録
が
必
要
と
な
る
。

ニ　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
二
〇
一
四
年
金
融
商
品
取
引
法
改
正
に
よ
り
、
①
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関

（
七
五
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
〇
一

す
る
規
制
、
②
電
子
申
込
型
電
子
募
集
取
扱
業
務
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
七
〇
条
の
三
第
三
頂
）
の
関
連
規
制
が
整
備
さ

れ
た
。
③
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
者
と
し
て
登
録
が
必
要
と
な
る
。

第
二
章　

F
inT

ech

関
連
の
銀
行
法
等
改
正
（
Ⅰ
）
│
二
〇
一
六
年
銀
行
法
改
正
│

1
．
二
〇
一
六
年
銀
行
法
改
正
の
主
要
点
│FinTech

事
業
と
銀
行
の
協
同
│

二
〇
一
六
年
銀
行
法
改
正
に
お
い
て
は
、
銀
行
に
よ
るF

inT
ech

事
業
者
へ
の
投
資
に
対
す
る
法
的
な
制
限
が
緩
和
さ
れ
、F

inT
ech

事
業
者
へ
の
投
資
の
可
能
性
が
拡
大
し
て
い
る
。
従
前
は
、
他
業
に
よ
る
リ
ス
ク
が
銀
行
経
営
に
与
え
る
影
響
を
限
定
す
べ
く
、
銀
行
・

銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
の
業
務
範
囲
制
限
、
銀
行
・
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
議
決
権
保
有
制
限
（
銀
行
法
・
独
占
禁
止
法
）
が
さ
れ
、
実

務
上
は
銀
行
に
よ
る
出
資
を
伴
う
協
業
に
制
約
が
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
二
〇
一
六
年
銀
行
法
改
正
の
概
要
を
ま
と
め
、

そ
の
後
に
具
体
的
な
法
文
あ
る
い
は
内
容
面
を
逐
次
検
討
し
て
い
き
た
い
。

⑴　

二
〇
一
六
年
・
二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
を
併
せ
た
考
察

二
〇
一
六
年
銀
行
法
等
改
正
に
お
け
る
整
備
は
、
銀
行
法
等
改
正
に
よ
り
銀
行
等
がF

inT
ech

企
業
の
買
収
を
含
め
た
出
資
が
可
能

に
な
っ
た
こ
と
、
資
金
決
済
法
改
正
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
登
録
制
が
導
入
さ
れ
新
た
に
金
融
規
制
に
服
す
る
業
者
と

な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。F

inT
ech

進
展
に
よ
り
最
も
変
化
が
生
じ
て
い
る
金
融
業
務
は
現
状
で
は
決
済
分
野
と
い
え
る
。

二
〇
一
七
年
銀
行
法
等
改
正
に
お
け
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
す
る
登
録
制
導
入
は
仮
想
通
貨
交
換
業
者
と
同
様
、
金
融
規
制
に

服
し
て
い
な
か
っ
た
業
務
が
新
た
に
金
融
規
制
の
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
る
点
、
仮
想
通
貨
交
換
業
、
電
子
決
済
等
代
行
業
共
に
決
済
分

野
の
業
務
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
。

（
七
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
〇
二

⑵　

銀
行
・
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
議
決
権
保
有
制
限

銀
行
・
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
議
決
権
保
有
制
限
と
し
て
は
①
五
％
・
一
五
％
ル
ー
ル
、
②
銀
行
・
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
議
決
権
保

有
制
限
（
銀
行
法
・
独
占
禁
止
法
）
が
あ
り
、
③
銀
行
グ
ル
ー
プ
は
、
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
を
除
き
基
準
議
決
権
数
を
超
え

る
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
独
占
禁
止
法
上
の
議
決
権
保
有
制
限
も
存
在
す
る
。
基
準
議
決
権
数
は
、
①
国
内
の
会
社
の

議
決
権
の
一
五
％
（
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
合
算
）、
②
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
五
％
（
持
株
会
社
以
外
の
銀
行
グ
ル
ー
プ
合
算
）
で
あ
る
。

二
〇
一
六
年
三
月
四
日
「
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
国

会
に
提
出
さ
れ
、
同
法
案
に
は
金
融
審
議
会
Ｗ
Ｇ
な
ど
の
議
論
を
踏
ま
え
て
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
へ
の
出
資
の
柔
軟
化
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
銀
行
ま
た
は
銀
行
持
株
会
社
は
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
の
議
決
権
に
つ
い
て
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
五
％
、
銀
行
持
株
会
社

一
五
％
）
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
・
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
但
し
、
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
の
取
得
等
に
は
、
原
則
と

し
て
予
め
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
が
必
要
と
さ
れ
る
。
二
〇
一
六
年
五
月
に
仮
想
通
貨
交
換
業
に
か
か
る
制
度
整
備
（
資
金
決
済
法
）
と

併
せ
て
銀
行
法
等
改
正
法
が
成
立
し
て
い
る

（
4
）

。

⑶　

銀
行
・
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
業
務
範
囲
規
制
と
留
意
点

銀
行
・
銀
行
持
株
会
社
一
定
の
業
務
範
囲
の
会
社
の
み
子
会
社
化
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
子
会
社
化
で
き
る
業
務
を
営
む
会
社

で
も
子
会
社
化
す
る
に
は
原
則
と
し
て
認
可
が
必
要
と
な
る
。
例
外
と
し
て
の
特
別
な
取
扱
い
が
存
在
す
る
。
ま
た
認
可
基
準
は
、
単

体
・
連
結
の
自
己
資
本
比
率
等
、
業
務
・
財
産
・
損
益
の
状
況
、
収
支
推
移
、
今
後
の
業
務
遂
行
の
適
切
性
等
が
掲
げ
ら
れ
る
。

銀
行
・
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
業
務
範
囲
規
制
の
内
容
は
、
①
銀
行
、
②
資
金
移
動
業
者
、
③
証
券
会
社
等
（
業
務
内
容
に
は
限
定
が

あ
る
）、
④
保
険
会
社
、
⑤
信
託
会
社
、
⑥
外
国
の
銀
行
、
証
券
会
社
、
保
険
会
社
、
信
託
会
社
、
⑦
①
か
ら
⑥
の
業
務
に
従
属
す
る
業

（
七
六
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
〇
三

務
（
従
属
業
務
）、
⑧
銀
行
、
証
券
、
保
険
、
信
託
等
に
関
連
・
付
随
す
る
業
務
（
金
融
関
連
業
務
）、
⑨
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
、
⑩
特
別

事
業
再
生
会
社
、
⑪
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
会
社
（
二
〇
一
六
年
追
加
）、
⑫
川
下
持
株
会
社
が
対
象
に
な
る
が
、F

inT
ech

業
務
が
該
当
す
る
可

能
性
が
高
い
の
は
⑨
、
特
に
⑪
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
れ
ば
子
会
社
化
・
基
準
議
決
権
以
上
の
議
決
権
の
保
有
が
可
能
と
な

る
。子

会
社
の
対
象
と
な
るF

inT
ech

事
業
に
関
し
て
、
①
銀
行
グ
ル
ー
プ
で
は
、
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
技
術
を
活
用
し
た
当
該
銀

行
の
営
む
銀
行
業
の
高
度
化
若
し
く
は
当
該
銀
行
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
業
務
又
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
業
務
を

営
む
会
社
、
②
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
で
は
、
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
技
術
を
活
用
し
た
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀

行
の
営
む
銀
行
業
の
高
度
化
若
し
く
は
当
該
銀
行
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
業
務
又
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
業
務
を

営
む
会
社
、
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
たF

inT
ech

会
社
に
つ
い
て
は
、
子
会
社
と
す
る
段
階
で
は
な
く
基
準
議
決
権
を
超
え
る
議
決

権
を
保
有
す
る
段
階
に
お
い
て
認
可
が
必
要
に
な
る
。

対
象
と
な
る
事
業
の
範
囲
に
つ
い
て
実
務
上
の
問
題
と
し
て
は
、
①
銀
行
業
務
と
親
和
性
が
あ
り
利
用
者
の
利
便
向
上
に
つ
な
が
る
業

務
を
取
り
込
む
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、
情
報
通
信
技
術
に
は
限
ら
れ
ず
、
外
延
は
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

（
5
）

。
②
対
象
事
業
の

留
意
点
と
し
て
、
銀
行
業
と
は
銀
行
の
本
来
業
務
を
意
味
す
る
定
義
語
で
あ
り
、
銀
行
業
の
高
度
化
に
資
す
る
、
銀
行
の
顧
客
の
利
便
の

向
上
に
資
す
る
と
い
う
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
銀
行
持
株
会
社
傘
下
の
保
険
、
証
券
、
資
金
移
動
業
そ
の
他
の
銀
行
以
外
の
事
業
の
高
度
化
、

そ
れ
ら
の
事
業
に
か
か
る
顧
客
の
利
便
向
上
に
資
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
外
国
の
会
社
に
は
基
準
議
決

権
（
五
％
・
一
五
％
）
は
存
在
せ
ず
、
銀
行
法
上
は
外
国
の
会
社
に
つ
い
て
は
基
準
議
決
権
を
超
過
し
た
取
得
は
可
能
と
な
る
が
、
子
会

社
化
す
る
場
合
に
は
認
可
が
必
要
と
な
る
。

（
七
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
〇
四

2
．
二
〇
一
六
年
銀
行
法
改
正
の
内
容
│
議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー
ル
）、
子
会
社
範
囲
規
制
の
緩
和
│

⑴　

二
〇
一
六
年
銀
行
法
改
正
の
概
要

二
〇
一
六
年
銀
行
法
改
正
の
内
容
は
多
く
の
項
目
に
亘
る
が
、
銀
行
等
の
議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー
ル
）、
子
会
社
の
範
囲
規
制
の

緩
和
を
中
心
に
法
文
に
基
づ
い
て
検
討
を
深
め
た
い

（
6
）

。
仮
想
通
貨
の
対
応
に
関
し
て
は
資
金
決
済
法
の
項
で
後
述
す
る
。

①　

金
融
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
経
営
管
理
の
充
実
（
銀
行
持
株
会
社
の
機
能
の
明
確
化
）

銀
行
持
株
会
社
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
頂
点
に
あ
る
銀
行
が
グ
ル
ー
プ
の
経
営
管
理
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
機
能
を
下
記
の
通
り
明
確
化
す

る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
銀
行
法
一
六
条
の
三
、
五
二
条
の
二
一
）。
グ
ル
ー
プ
の
経
営
の
基
本
方
針
等
の
策
定
お
よ
び
そ
の
適
正
な
実

施
の
確
保
、
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
相
互
の
利
益
相
反
の
調
整
、
グ
ル
ー
プ
の
法
令
遵
守
体
制
の
整
備
、
上
記
の
他
グ
ル
ー
プ
の
業
務

の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
。

②　

共
通
・
重
複
業
務
の
集
約
を
通
じ
た
金
融
仲
介
機
能
の
強
化

⒜　

持
株
会
社
に
よ
る
共
通
・
重
複
業
務
の
執
行
（
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
範
囲
）

銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
複
数
の
会
社

（
7
）

に
共
通
す
る
業
務
で
あ
っ
て
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
こ
と
が
グ
ル
ー
プ
の
業
務
の
一

体
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
に
資
す
る
一
定
の
業
務

（
8
）

を
銀
行
持
株
会
社
自
身
が
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る

（
9
）（

同
法
五
二
条
の
二
一
の
二
）。

銀
行
持
株
会
社
へ
の
業
務
の
集
約
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
（
同
前
）。

⒝　

子
会
社
へ
の
業
務
集
約
の
容
易
化
（
業
務
委
託
先
管
理
義
務
の
見
直
し
）

銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
複
数
の
会
社
が
共
通
す
る
業
務
を
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
他
の
会
社
（
業
務
委
託
先
）
に
委
託

す
る
場
合
、
本
来
で
あ
れ
ば
委
託
元
の
各
子
銀
行
に
課
さ
れ
る
委
託
先
管
理
義
務
（
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る

（
七
六
二
）



F
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関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
〇
五

義
務
）
を
銀
行
持
株
会
社
に
一
元
化
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
（
同
法
一
二
条
の
二
第
三
項
）。

⒞　

グ
ル
ー
プ
内
の
資
金
融
通
の
容
易
化
（
ア
ー
ム
ズ
・
レ
ン
グ
ス
・
ル
ー
ル
の
緩
和
）

同
一
の
銀
行
持
株
会
社
の
子
銀
行
同
士
で
取
引
等
を
行
う
場
合
、
銀
行
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う
怖
れ
が
な
い
こ
と
等
の
要
件
を
満
た

す
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
ア
ー
ム
ズ
・
レ
ン
グ
ス
・
ル
ー
ル
（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
の
規
制
）
を

適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
（
同
法
一
三
条
の
二
）。
前
記
の
改
正
が
実
現
し
た
場
合
、
ア
ー
ム
ズ
・
レ
ン
グ
ス
・
ル
ー
ル
に
基
づ
く
利
率
と

は
異
な
る
社
内
レ
ー
ト
で
グ
ル
ー
プ
内
の
子
銀
行
同
士
の
資
金
融
通
が
可
能
に
な
る
と
説
明
さ
れ
る

（
10
）

。

③　

Ｉ
Ｔ
の
進
展
に
伴
う
技
術
革
新
へ
の
対
応

⒜　

金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
へ
の
出
資
の
容
易
化
（
い
わ
ゆ
る
五
％
ル
ー
ル
の
緩
和
）

銀
行
ま
た
は
銀
行
持
株
会
社
は
、
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
（
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
技
術
を
活
用
し
た
銀
行
業
の
高
度
化
も
し
く
は
利
用
者

の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
業
務
ま
た
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
業
務
を
営
む
会
社
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
、
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
：
五
％
、

銀
行
持
株
会
社
：
一
五
％
）
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
・
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
六
条
の
二
、
五
二
条
の
二
三
な
ど
）。
前
記
の
基

準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
の
取
得
等
に
は
、
原
則
と
し
て
予
め
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
（
同
前
）。

⒝　

決
済
関
連
事
務
等
の
受
託
の
容
易
化

銀
行
・
銀
行
持
株
会
社
が
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
（
主
と
し
て
銀
行
等
・
銀
行
持
株
会
社
等
の
営
む
業
務
の

た
め
に
そ
の
業
務
を
営
む
会
社
）
に
つ
い
て
従
属
業
務
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
見
直
す
（
同
法
一
六
条
の
二
第
一
一
項
、
五
二
条
の

二
三
第
一
〇
項
な
ど
）。
前
記
改
正
に
よ
り
、
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
求
め
ら
れ
る
収
入
依
存
度
規
制
（
現
行
、
親
銀
行
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
収

入
が
五
〇
％
以
上
で
あ
る
こ
と
等
が
必
要
）
を
緩
和
し
、
グ
ル
ー
プ
外
か
ら
の
シ
ス
テ
ム
管
理
な
ど
の
業
務
の
受
託
を
容
易
に
す
る
こ
と
が

（
七
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
〇
六

想
定
さ
れ
て
い
る

（
11
）

。

⒞　

Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を
利
用
し
た
前
払
式
支
払
手
段
（
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
）
に
お
け
る
表
示
義
務
の
履
行
方
法
の
合
理
化
な
ど

前
払
式
支
払
手
段
（
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
）
に
か
か
る
支
払
可
能
金
額
等
の
情
報
の
利
用
者
に
対
す
る
提
供
方
法
に
つ
い
て
、
規
定
の
合

理
化
を
行
う
（
改
正
銀
行
法
等
改
正
法
案
に
基
づ
く
資
金
決
済
法
一
三
条
な
ど
）。
多
様
な
形
態
の
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
（
時
計
型
ネ
ッ
ト
端
末
等
）

が
登
場
す
る
中
で
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
が
電
子
端
末
で
あ
る
場
合
な
ど
に
は
、
上
記
の
情
報
提
供
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
う
こ
と
を
許

容
す
る
趣
旨
と
さ
れ
る

（
12
）

。

④　

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
発
行
者
）
の
苦
情
処
理
体
制
の
整
備

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
発
行
者
）
は
、
前
払
式
支
払
手
段
（
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
）
の
発
行
お
よ
び
利
用
に
関

す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
苦
情
処
理
体
制
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明

確
化
す
る
（
同
改
正
資
金
決
済
法
二
一
条
の
二
）。
電
子
マ
ネ
ー
を
利
用
し
た
取
引
に
お
け
る
悪
質
な
加
盟
店
に
よ
る
消
費
者
の
被
害
事
例
な

ど
を
踏
ま
え
た
消
費
者
委
員
会
の
建
議

（
13
）

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
4
．仮
想
通
貨
へ
の
対
応
（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
か
か
る
制
度
整
備
）、
5
．そ
の
他
、
が
あ
る
。

⑵　

銀
行
等
の
議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー
ル
）
の
緩
和

銀
行
等
の
議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー
ル
）
の
緩
和
、
子
会
社
の
範
囲
規
制
の
緩
和
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

イ　

現
行
規
制
の
枠
組
み
の
維
持

銀
行
法
等
改
正
法
下
に
お
い
て
も
銀
行
等
に
対
す
る
現
行
の
子
会
社
の
範
囲
規
制
、
議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー
ル
）
の
枠
組
み
は

維
持
さ
れ
て
い
る
。

（
七
六
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
〇
七

銀
行
の
子
会
社
（
注
）
の
範
囲
に
つ
い
て
、
銀
行
は
法
令
が
定
め
る
一
定
の
会
社
（
子
会
社
対
象
会
社
）
以
外
の
会
社
を
子
会
社
と
し
て

は
な
ら
な
い
（
銀
行
法
一
六
条
の
二
第
一
項
）。
銀
行
等
の
議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー
ル
）
で
は
、
銀
行
と
子
会
社
が
他
の
国
内
会
社

（
他
の
銀
行
、
有
価
証
券
関
連
業
等
を
専
ら
営
む
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
な
ど
を
除
く
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
五
％
を
超
え
て
取
得
・

保
有
す
る
こ
と
を
原
則
禁
止
す
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
銀
行
法
一
六
条
の
四
第
一
項
）。
銀
行
法
上
子
会
社
は
、
会
社
が
そ
の
総
株
主

等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
他
の
会
社
を
い
う
も
の
と
定
義
さ
れ
る
（
銀
行
法
二
条
八
項 

議
決
権
の
過
半
数

保
有
基
準
）。
銀
行
経
営
の
健
全
性
確
保
の
観
点
か
ら
他
業
禁
止
が
課
さ
れ
る
と
共
に
、
子
会
社
の
範
囲
制
限
が
逸
脱
さ
れ
る
こ
と
を
回
避

す
る
規
制
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
14
）

。

銀
行
法
等
改
正
法
で
は
、
①
予
め
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
件
に
、
銀
行
が
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
に
つ
い
て
五
％

を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
・
保
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
子
会
社
化
も
可
能
と
な
る
。
②
銀
行
が
子
会
社
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
つ
い
て
、
従
属
業
務
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
基
準
の
見
直
し
を
図
る
。
①
②
と
も
、
現

行
の
子
会
社
の
範
囲
規
制
、
議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー
ル
）
の
例
外
規
定
を
拡
大
す
る
趣
旨
の
規
制
緩
和
で
あ
る
。

①
はF

inT
ech 

に
対
応
し
て
、
銀
行
に
よ
る
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
へ
の
出
資
を
容
易
化
す
る
。
②
は
、
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に

求
め
ら
れ
る
収
入
依
存
度
規
制
（
親
銀
行
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
収
入
が
五
〇
％
以
上
で
あ
る
こ
と
等
が
必
要
）
を
緩
和
し
、
グ
ル
ー
プ
外
か
ら
の
シ

ス
テ
ム
管
理
な
ど
の
業
務
の
受
託
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。

ロ　

銀
行
持
株
会
社

銀
行
持
株
会
社
に
お
い
て
も
銀
行
と
略
同
様
の
子
会
社
の
範
囲
規
制
、
議
決
権
保
有
規
制
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
議
決
権
保
有
規
制
に

つ
い
て
は
、
銀
行
持
株
会
社
と
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
取
得
・
保
有
で
き
る
議
決
権
の
上
限
は
、
五
％
で
な
く
一
五
％
と
定
め
ら
れ
る

（
七
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
〇
八

（
銀
行
法
五
二
条
の
二
四
）。
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
規
制
、
議
決
権
保
有
制
限
も
、
銀
行
と
子
会
社
に
準
じ
た
見
直
し
が
行
わ
れ

た
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
銀
行
法
五
二
条
の
二
三
、
五
二
条
の
二

（
16
）

四
（
17
））。

⑶　

金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
の
出
資
│
銀
行
等
の
子
会
社
の
範
囲
規
制
の
緩
和
│

イ　

銀
行
法
等
改
正
法
の
内
容

銀
行
法
等
改
正
法
で
は
上
記
の
通
り
、
銀
行
に
よ
る
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
へ
の
出
資
を
容
易
に
す
る
た
め
銀
行
等
が
子
会
社
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
会
社
の
範
囲
を
拡
大
し
、
議
決
権
保
有
規
制
の
例
外
を
認
め
、
銀
行
ま
た
は
銀
行
持
株
会
社
に
つ
い
て
次
の
出
資
を
認
め

る
。
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
（「
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
技
術
を
活
用
し
た
銀
行
業
の
高
度
化
も
し
く
は
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
業
務
ま

た
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
業
務
を
営
む
会
社
」）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
。
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
の
議
決
権
に
つ
い
て
基
準
議
決
権

数
（
銀
行
五
％
、
銀
行
持
株
会
社
一
五
％
）
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
・
保
有
す
る
こ
と
。
前
記
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
の
取

得
等
に
は
原
則
と
し
て
、
予
め
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
。

金
融
グ
ル
ー
プ
制
度
Ｗ
Ｇ
報
告
は
、
金
融
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
へ
の
出
資
を
通
じ
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
革
新
の
成
果
を

銀
行
に
取
り
込
む
こ
と
を
意
図
し
て
い
る

（
18
）

。
例
え
ば
①
決
済
関
連
の
Ｉ
Ｔ
企
業
な
ど
の
出
資
・
買
収
を
通
じ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
用
い

た
新
た
な
決
裁
サ
ー
ビ
ス
や
携
帯
電
話
番
号
等
を
用
い
た
送
金
サ
ー
ビ
ス
な
ど
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
拡
充
す
る
。
②
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
（
電
子
商

取
引
市
場
）
運
営
会
社
へ
の
出
資
等
を
通
じ
て
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
に
集
約
さ
れ
た
商
流
情
報
を
融
資
審
査
等
に
活
用
し
、
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
。

将
来
の
技
術
革
新
等
の
進
展
は
予
測
困
難
で
あ
り
、
銀
行
が
子
会
社
化
し
、
議
決
権
保
有
規
制
を
超
え
る
出
資
が
で
き
る
金
融
関
連

Ｉ
Ｔ
企
業
等
の
業
務
の
範
囲
を
予
め
厳
格
に
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
法
令
上
、
対
象
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
広
範
な
企
業
が
含

（
七
六
六
）



F
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関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
〇
九

ま
れ
得
る
よ
う
に
緩
や
か
に
定
め
、
申
請
を
受
け
個
別
案
件
毎
に
適
否
を
審
査
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
19
）

。

ロ　

銀
行
の
子
会
社
の
範
囲

銀
行
法
等
改
正
法
は
、
銀
行
が
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
と
し
て
新
た
に
以
下
を
追
加
す
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
一
六
条
の
二

第
一
項
一
二
号
の
三
）。「
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
技
術
を
活
用
し
た
当
該
銀
行
の
営
む
銀
行
業
の
高
度
化
も
し
く
は
当
該
銀
行
の
利
用

者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
業
務
ま
た
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
業
務
を
営
む
会
社
」
で
あ
る
。

対
象
企
業
に
関
し
て
所
要
の
業
務
の
要
件
は
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
一
義
的
に
定
ま
る
も
の
で
な
く
、
更
に
「
資
す
る
と
見
込

ま
れ
る
」
業
務
も
許
容
さ
れ
、
結
果
と
し
て
広
範
な
業
務
を
営
む
会
社
が
対
象
に
含
ま
れ
得
る
。
反
面
で
銀
行
は
子
会
社
化
の
段
階
で
な

く
、
銀
行
子
会
社
と
合
算
し
て
五
％
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
・
保
有
せ
ん
と
す
る
段
階
で
予
め
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
認
可
を
受
け
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
規
制
当
局
に
よ
る
個
別
審
査
を
通
じ
、
銀
行
が
子
会
社
と
す
る
会
社
あ
る
い
は
五
％
超
の
議
決
権
を
取
得
・
保
有

す
る
会
社
の
範
囲
が
不
適
切
に
拡
大
し
な
い
制
度
設
計
と
な
っ
て
い
る
。

ハ　

議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー
ル
）

銀
行
が
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
と
し
て
追
加
さ
れ
た
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
は
、
同
時
に
議
決
権
保
有
規
制
（
五
％
ル
ー

ル
）
の
適
用
除
外
対
象
に
も
追
加
さ
れ
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
一
六
条
の
四
第
一
項
）。
銀
行
は
、
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
技
術
を
活
用
し

た
当
該
銀
行
の
営
む
銀
行
業
の
高
度
化
も
し
く
は
当
該
銀
行
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
業
務
ま
た
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま

れ
る
業
務
を
営
む
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
五
％
を
超
え
て
取
得
・
保
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
同
様
に
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を

受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

（
七
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
一
〇

ニ　

個
別
認
可

銀
行
が
子
会
社
と
合
算
し
て
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
に
つ
い
て
基
準
議
決
権
数
（
五
％
）
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
、
保
有
せ
ん
と
す

る
と
き
、
原
則
と
し
て
予
め
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
一
六
条
の
二
第
七
項
）。
認
可

基
準
等
に
は
特
段
の
規
定
は
設
け
ら
れ
ず
、
今
後
の
政
令
・
府
令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
実
務
運
用
な
ど
に
依
る
こ
と
に
な
る
が
、
金
融
グ

ル
ー
プ
制
度
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
以
下
の
事
項
を
勘
案
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

（
20
）

。
グ
ル
ー
プ
の
財
務
の
健
全
性
に
問
題
が
な
い
こ
と
、
銀
行
業

務
の
リ
ス
ク
と
親
近
性
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
銀
行
本
体
へ
の
リ
ス
ク
波
及
の
程
度
が
高
く
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
優
越
的
地
位
の
濫

用
や
利
益
相
反
に
よ
る
弊
害
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
、
当
該
出
資
が
グ
ル
ー
プ
が
提
供
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
ま
た
は
そ
の
機
会
の

拡
大
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
認
可
を
得
ら
れ
れ
ば
出
資
を
継
続
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
事
後
的
に
も

上
記
要
件
の
充
足
の
検
証
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る

（
21
）

。

ホ　

銀
行
持
株
会
社

銀
行
法
等
改
正
法
で
は
銀
行
持
株
会
社
も
同
様
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
銀
行
持
株
会
社
は
、
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
を
子

会
社
と
す
る
こ
と
（
銀
行
法
等
改
正
法
五
二
条
の
二
三
第
一
項
一
一
号
の
三
）、
基
準
議
決
権
数
（
一
五
％
）
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
・
保
有

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
同
五
二
条
の
二
四
）。
但
し
、
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
に
つ
い
て
基
準
議
決
権
数
（
一
五
％
）
を
超
え
る
議
決
権

を
取
得
、
保
有
せ
ん
と
す
る
と
き
は
原
則
と
し
て
予
め
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
（
同
五
二
条
の
二
三
第

六
項
）。

金
融
グ
ル
ー
プ
制
度
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
子
会
社
と
兄
弟
会
社
と
で
リ
ス
ク
遮
断
の
有
効
性
が
異
な
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
金
融
関
連

Ｉ
Ｔ
企
業
等
の
出
資
先
企
業
の
業
務
内
容
・
リ
ス
ク
等
に
応
じ
て
銀
行
持
株
会
社
と
銀
行
の
出
資
割
合
の
上
限
に
差
が
生
じ
る
こ
と
も
考

（
七
六
八
）
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一
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一

え
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
銀
行
法
等
改
正
法
の
段
階
で
は
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
五
％
、
銀
行
持
株
会
社
一
五
％
）
の
相
違
以

外
に
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
の
出
資
割
合
に
差
を
設
け
る
規
定
は
な
い
が
、
今
後
の
内
閣
府
令
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
の
発
出
に
は
留
意

が
さ
れ
よ
う
。第

三
章　

F
inT

ech

関
連
の
銀
行
法
等
改
正
（
Ⅱ
）
│
二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
│

1
．
二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
の
概
要
│
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
、
契
約
締
結
義
務
と
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
│

続
い
て
二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
の
概
要
を
示
し
た
い
。
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
銀
行
へ
の
決
済
指
図
の
伝
達
、
口
座
情
報
の
取
得
・
提
供

を
行
う
ビ
ジ
ネ
ス
の
促
進
等
を
目
的
と
し
て
、
①
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
新
設
（
登
録
制
）、
②
銀
行
と
事
業
者
の
協
働
を
促
す
仕
組
み

の
構
築
、
③
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
の
規
制
整
備
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

⑴　

電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
新
設

顧
客
の
委
託
を
受
け
て
銀
行
等
の
機
関
に
送
金
等
の
指
図
を
伝
達
す
る
類
型
の
サ
ー
ビ
ス
業
務
、
お
よ
び
顧
客
の
委
託
を
受
け
て
口
座

情
報
を
取
得
す
る
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
発
展
が
み
ら
れ
た
が
、
銀
行
法
等
の
法
令
に
は
か
か
る
類
型
の
業
務
に
該
当
す
る
制
度
が
な
く
規
制

の
有
無
等
が
不
明
確
で
為
替
取
引
の
該
当
性
等
、
業
務
の
進
展
を
阻
害
す
る
懸
念
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
改
正
が
図
ら
れ
た
。

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
は
、
①
決
済
サ
ー
ビ
ス
等
を
補
足
す
る
類
型
と
し
て
、
銀
行
の
預
金
の
口
座
を
開
設
し
て
い
る
預
金
者
の
委

託
を
受
け
、
口
座
内
の
資
金
を
移
動
さ
せ
る
為
替
取
引
を
行
う
こ
と
を
銀
行
に
対
す
る
指
図
（
当
該
指
図
の
内
容
の
み
を
含
む
。）
の
伝
達

（
当
該
指
図
の
内
容
の
み
の
伝
達
に
あ
た
っ
て
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。）
を
受
け
、
こ
れ
を
当
該
銀
行
に
対
し
て
伝
達

す
る
こ
と
、
②
口
座
情
報
の
参
照
サ
ー
ビ
ス
等
を
補
足
す
る
類
型
と
し
て
、
銀
行
に
預
金
ま
た
は
定
期
積
立
金
等
の
口
座
を
開
設
し
て
い

（
七
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
一
二

る
預
金
者
等
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。）
を
受
け
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
銀
行
か

ら
当
該
口
座
に
か
か
る
情
報
を
取
得
し
、
こ
れ
を
当
該
預
金
者
等
に
提
供
す
る
こ
と
（
他
の
者
を
介
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
お
よ
び

当
該
情
報
を
加
工
し
た
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
。）、
の
二
類
型
が
定
め
ら
れ
た
。

登
録
制
に
関
し
て
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
た
め
に
は
登
録
が
必
要
（
登
録
制
）
と
さ
れ
、
登
録
拒
否
事
由
と
し
て
①
内
閣
府

令
で
定
め
る
財
産
的
基
礎
を
有
し
な
い
者
、
②
電
子
決
済
代
行
業
を
適
切
に
遂
行
す
る
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
な
い
者
等
が
規
定
さ

れ
た
。
行
為
規
制
・
監
督
に
関
し
て
は
、
説
明
義
務
と
し
て
電
子
決
済
代
行
業
者
の
権
限
、
損
害
賠
償
に
関
す
る
事
項
、
苦
情
処
理
の
連

絡
先
等
が
定
め
ら
れ
た

（
22
）

。
こ
の
他
、
帳
簿
書
類
の
保
管
お
よ
び
金
融
庁
へ
の
報
告
義
務
等
、
立
入
検
査
お
よ
び
業
務
改
善
命
令
が
規
定
さ

れ
た
。

⑵　

銀
行
代
理
業
者

銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
の
た
め
、
預
金
・
融
資
・
為
替
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
・
媒
介
を
行
う
者
で
あ
り
、
電
子
決
済
等
代

行
業
者
は
、
顧
客
の
委
託
を
受
け
て
上
記
の
業
務
を
行
う
者
で
あ
る
。
両
者
は
形
式
的
に
は
区
分
け
さ
れ
る
が
、
実
務
上
明
確
に
区
分
で

き
る
か
が
問
題
と
な
る

（
23
）

。
今
次
の
改
正
で
は
法
文
上
の
手
当
て
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
銀
行
代
理
業
の
、
銀
行
の
た
め

は
、
契
約
の
条
件
の
確
定
ま
た
は
締
結
に
関
与
す
る
対
価
と
し
て
金
銭
等
を
受
領
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る

（
24
）

。
電
子
決
済

等
代
行
業
者
が
同
時
に
銀
行
代
理
業
も
営
ん
で
い
る
と
解
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
こ
と
に
留
意
が
さ
れ
る
。

⑶　

FinT
ech

企
業
と
銀
行
の
連
携
│
銀
行
と
の
契
約
締
結
義
務
と
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
な
ら
び
にFinT

ech

企
業
と
の
Ａ
Ｐ
Ｉ
連
携
│

F
inT

ech

企
業
と
銀
行
の
連
携
に
関
し
て
現
状
で
は
、
①
顧
客
が
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（F

inT
ech

企
業
）
に
口
座
管
理
サ
ー
ビ
ス

と
電
子
送
金
サ
ー
ビ
ス
を
委
託
し
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
提
供
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
利
用
者
保
護
上
の
懸
念
が
あ

（
七
七
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
一
三

る
。
②F

inT
ech

企
業
に
お
い
て
は
法
的
位
置
付
け
が
不
安
定
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
③F

inT
ech

企
業
は
金
融
機
関
の
シ
ス
テ
ム
に

接
続
し
、
支
払
・
送
金
の
指
示
お
よ
び
口
座
情
報
の
取
得
等
を
行
う
が
契
約
締
結
の
な
い
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
金
融
機
関
に
対
し

て
顧
客
に
成
り
代
わ
っ
て
ア
ク
セ
ス
を
行
う
が
、
情
報
提
供
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
めF

inT
ech

企
業
と
金
融
機
関

の
連
携
・
協
働
が
進
み
に
く
い
側
面
が
あ
る

（
25
）

。
銀
行
シ
ス
テ
ム
と
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
法
的
枠
組
み
整
備
の
要
請
が
あ
り
、
①
業
者

の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
問
題
が
あ
っ
た
場
合
に
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
②
利
用
者
の
決
済
指
図
が
正

確
に
伝
達
さ
れ
な
い
こ
と
等
に
よ
り
決
済
の
安
定
性
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
③
口
座
等
の
認
証
情
報
を
預
か
る
た
め
不
正
利
用

に
よ
り
利
用
者
が
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

銀
行
と
の
契
約
締
結
義
務
と
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
に
関
し
て
、
現
在
電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
す
る
業
務
を
行
う
者
に
は
利
用
者
か
ら

銀
行
口
座
に
か
か
る
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
提
供
を
受
け
、
こ
れ
を
使
っ
て
利
用
者
に
成
り
代
わ
り
銀
行
の
シ
ス
テ
ム
の
接
続
す
る
方

法
（scraping

ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
）
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
し
て
い
る
者
が
い
る
場
合
、
次
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
①
銀
行
口
座

に
関
す
る
パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
重
要
な
顧
客
情
報
を
業
者
に
取
得
・
保
有
さ
せ
る
こ
と
で
顧
客
情
報
の
漏
洩
、
認
証
情
報
を
利
用
し
た
不
正

送
金
等
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
問
題
が
生
じ
る
怖
れ
が
あ
る
。
②
電
子
決
済
等
代
行
業
者
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
増
大
に
伴
い
銀
行
シ
ス
テ
ム
の

過
剰
な
負
荷
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
③
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
を
行
う
業
者
の
コ
ス
ト
が
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
比
べ
増
大
し
社
会
全
体
の
コ
ス
ト
増

大
に
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
反
面
で
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
場
合
、
銀
行
の
シ
ス
テ
ム
投
資
が
過
大
に
な
る
と
の
懸
念
も
存
在
す
る
。

改
正
後
は
、
顧
客
は
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（F

inT
ech

企
業
）
に
委
託
す
る
場
合
に
パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
提
供
し
な
い
。
電
子
決
済
等

代
行
業
者
（F

inT
ech

企
業
）
に
対
し
て
は
登
録
制
導
入
、
情
報
の
適
切
な
管
理
、
業
務
管
理
体
制
整
備
等
を
求
め
る
。
電
子
決
済
等
代

行
業
者
（F

inT
ech

企
業
）
と
金
融
機
関
の
間
は
契
約
締
結
に
よ
り
接
続
方
式
の
開
放
が
図
ら
れ
る
（
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
）。
電
子
決
済
等
代

（
七
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
一
四

行
業
者
（F

inT
ech

企
業
）
は
顧
客
の
パ
ス
ワ
ー
ド
等
は
用
い
ず
に
金
融
機
関
に
対
し
て
安
全
に
接
続
で
き
、
情
報
提
供
の
範
囲
を
限
定
し
、

支
払
・
送
金
の
指
示
お
よ
び
口
座
情
報
の
取
得
等
を
行
う
。
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（F

inT
ech

企
業
）
と
金
融
機
関
に
対
し
て
は
オ
ー

プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
体
制
整
備
に
努
め
る
こ
と
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
・
協
働
に
か
か
る
方
針
の
策
定
・
公
表
お
よ
び
接
続
に
係

る
基
準
の
策
定
・
公
表
が
求
め
ら
れ
る
。
両
者
は
顧
客
に
損
失
が
生
じ
た
場
合
の
責
任
分
担
ル
ー
ル
を
策
定
・
公
表
す
る
。

ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
か
ら
Ａ
Ｐ
Ｉ
へ
の
移
行
に
関
し
て
、
上
記
の
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
の
問
題
点
等
を
受
け
、
改
正
銀
行
法
に
お
い
て
は
電

子
決
済
等
代
行
業
者
は
電
子
決
済
等
代
行
業
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
前
に
接
続
先
の
銀
行
と
の
契
約
締
結
を
行
う
こ
と
に
よ
り
安
全
な
接
続
方

式
で
あ
る
Ａ
Ｐ
Ｉ
へ
の
移
行
を
促
し
て
い
る
。
当
該
契
約
の
必
要
的
記
載
事
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務

に
関
し
利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
に
つ
い
て
の
銀
行
と
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
賠
償
責
任
の
分
担
に
関
す

る
事
項
（
責
任
分
界
点
）。
②
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
利
用
者
の
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
お
よ
び
安
全
管
理
装
置
、

電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
安
全
管
理
装
置
を
行
わ
な
い
場
合
に
銀
行
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
措
置
関
す
る
事
項
。
③
そ
の
他
電
子
決
済
等

代
行
業
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
。

電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
・
協
働
に
か
か
る
方
針
の
策
定
・
公
表
義
務
に
関
し
て
、
銀
行
に
対
し
て
二
〇
一
八
年
三
月
ま
で
に

以
下
の
事
項
の
公
表
が
求
め
ら
れ
る
。
①
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
お
よ
び
協
働
に
か
か
る
基
本
方
針
（
変
更
可
）。
②
電
子
決
済

等
代
行
業
者
が
そ
の
営
む
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用
者
か
ら
当
該
利
用
者
に
か
か
る
識
別
符
号
等
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
銀
行
に
か
か

る
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
う
ち
更
新
系
Ａ
Ｐ
Ｉ
お
よ
び
参
照
系
Ａ
Ｐ
Ｉ
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
導
入
有
無
、

理
由
、
導
入
時
期
。
③
更
新
系
Ａ
Ｐ
Ｉ
お
よ
び
参
照
系
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
整
備
を
行
う
場
合
、
シ
ス
テ
ム
設
計
・
運
用
・
保
守
を
自
行
で
行
う
か
、

シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
に
委
託
す
る
か
、
そ
の
他
シ
ス
テ
ム
構
築
に
関
す
る
方
針
。
④
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
、
協
働
に
か
か
る
業

（
七
七
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
一
五

務
を
行
う
部
門
・
連
絡
先
。
⑤
そ
の
他
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
銀
行
と
の
連
携
お
よ
び
協
働
の
検
討
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
。

電
子
決
済
代
行
業
者
と
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
銀
行
は
、
改
正
法
施
行
日
か
ら
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
政
令
で
定
め
る
日
ま
で

に
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
か
ら
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
へ
の
転
換
を
可
能
と
す
る
よ
う
体
制
整
備
に
努
め
る
義
務
が
課
さ
れ
る
。
ま
た
銀
行
は
電
子

決
済
等
代
行
業
者
と
の
間
で
契
約
締
結
の
基
準
を
作
成
・
公
表
し
、
こ
れ
を
満
た
す
業
者
に
つ
い
て
は
差
別
的
な
取
り
扱
い
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

2
．
二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
の
内
容
│
電
子
決
済
等
代
行
業
、
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
│

⑴　

二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
の
要
点

二
〇
一
七
年
五
月
二
六
日
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
た
。
金
融
審
議
会
金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
の
議
論

（
26
）

を
踏
ま
え
電
子
決

済
等
代
行
業
者
を
巡
る
規
制
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
中
間
的
業
者
と
も
称
さ
れ
顧
客
サ
イ
ド
か

ら
の
委
託
を
受
け
顧
客
と
銀
行
等
の
間
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
業
者
で
あ
る

（
27
）

。
以
下
で
二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
の
要
点
を
示
し
た

い
（
28
）

。Ａ
Ｐ
Ｉ
（A

pplication P
rogram

m
ing Interface

）
は
、
銀
行
以
外
の
者
が
銀
行
の
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
に
接
続
し
、
そ
の
機
能
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
指
し
、
銀
行
がF

inT
ech

企
業
等
に
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
提
供
し
、
顧
客
の
同
意
に
基
づ
い
て
銀
行

シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
許
諾
す
る
こ
と
を
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
と
称
す
る

（
29
）

。
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
は
従
来
の
金
融
機
関
が
生
み
出
せ
な
い

新
サ
ー
ビ
ス
を
創
造
し
顧
客
利
便
性
を
高
め
る
た
め
の
試
み
で
、F

inT
ech

企
業
等
が
顧
客
か
ら
パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
を
受
領
し
用
い
な
く

て
も
一
定
の
条
件
下
で
銀
行
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
仕
組
み
と
い
え
る
。

規
制
の
内
容
は
、
①
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
中
間
的
業
者
）
に
対
す
る
登
録
制
導
入
、
②
銀
行
等
に
よ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と

（
七
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
一
六

の
契
約
締
結
基
準
の
作
成
・
公
表
と
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
な
ど
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
で
は

二
〇
一
五
年
決
済
サ
ー
ビ
ス
指
令
（P

aym
ent S

ervices D
irective

）
改
正
が
な
さ
れ
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
相
当
す
る
決
済
指
図
伝

達
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）、
口
座
情
報
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）
に
対
す
る
規
制
の
枠
組
み
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
も
参
考

に
さ
れ
た

（
30
）

。

⑵　

二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
の
内
容

二
〇
一
七
年
銀
行
法
改
正
の
内
容
を
法
文
に
従
っ
て
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る

（
31
）

。

①　

電
子
決
済
等
代
行
業
に
か
か
る
制
度
整
備

⒜　

電
子
決
済
等
代
行
業
に
対
す
る
登
録
制
の
導
入

電
子
決
済
等
代
行
業

（
32
）

は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
（
電
子
決
済
等
代
行
業
の
登
録
義
務
）

（
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
銀
行
法
五
二
条
の
六
一
の
二
）。

登
録
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
登
録
申
請
書
（
商
号
・
名
称
等
、（
法
人
の
場
合
）
役
員
の
氏
名
、
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
営
業
所
等
の
名

称
・
所
在
地
な
ど
を
記
載
）、
添
付
書
類
（
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
内
容
・
方
法
、（
法
人
の
場
合
）
定
款
・
登
記
事
項
証
明
書
な
ど
）
を
内
閣

総
理
大
臣
に
提
出
す
る
（
同
五
二
条
の
六
一
の
三
）。
内
閣
総
理
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
が
登
録
拒
否
事
由
（
必
要
な
財
産
的
基
礎
を
有
し
な
い
、

業
務
体
制
の
不
備
、
外
国
法
人
で
あ
っ
て
国
内
に
お
け
る
代
表
者
・
代
理
人
を
定
め
て
い
な
い
な
ど
）
に
該
当
す
る
と
き
は
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
同
五
二
条
の
六
一
の
五
）。

⒝　

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
す
る
規
制

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
し
て
次
の
規
制
を
課
す
（
同
五
二
条
の
六
一
の
八
）。
利
用
者
に
対
す
る
説
明
（
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
権
限

（
七
七
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
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題
と
展
望
（
藤
川
）

一
一
七

に
関
す
る
事
項
、
損
害
賠
償
に
関
す
る
事
項
、
苦
情
・
相
談
に
応
じ
る
営
業
所
・
事
務
所
の
連
絡
先
な
ど
）、
銀
行
が
営
む
業
務
と
の
誤
認
防
止
措
置
、

電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
し
て
取
得
し
た
利
用
者
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
・
安
全
管
理
、
業
務
の
外
部
委
託
を
行
う
場
合
に
お
け
る
業
務

の
健
全
・
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
な
ど
。
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
利
用
者
の
た
め
誠
実
に
そ
の
業
務
を
遂
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
誠
実
義
務
）（
同
五
二
条
の
六
一
の
九
）。
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
を
行
う
前
に
銀
行
と
の
間
で

契
約
を
締
結
し
て
次
の
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
銀
行
等
と
の
契
約
締
結
義
務
）（
同
五
二
条
の
六
一
の
一
〇
）。

利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
賠
償
責
任
の
分
担
、
業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
・
安

全
管
理
の
た
め
に
行
う
措
置
等
な
ど
。

銀
行
及
び
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
上
記
の
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
遅
滞
な
く
所
定
の
事
項
（
損
害
賠
償
責
任
の
分
担
、
利
用
者
情

報
の
安
全
管
理
な
ど
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
前
）。

⒞　

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
す
る
監
督

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
し
て
、
帳
簿
作
成
・
保
存
義
務
、
報
告
書
作
成
・
提
出
義
務
を
課
す
（
同
五
二
条
の
六
一
の
一
二
、
一
三
）。

当
局
に
よ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
す
る
監
督
権
限
（
業
務
改
善
命
令
、
業
務
停
止
命
令
、
報
告
徴
取
、
立
入
検
査
な
ど
）
を
整
備
す
る

（
同
五
二
条
の
六
一
の
一
四
〜
一
七
）。

⒟　

認
定
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会

電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
自
主
規
制
機
関
と
し
て
、
認
定
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
（
銀
行
法
等
改

正
法
に
基
づ
く
五
二
条
六
一
の
一
九
〜
二
九
）。

（
七
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
一
八

⒠　

銀
行
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
措
置

銀
行
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
・
協
働
に
係
る
方
針
を
策
定
・
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の

連
携
・
協
働
に
係
る
方
針
の
決
定
・
公
表
）（
銀
行
法
等
改
正
法
附
則
一
〇
条
）。
銀
行
は
、
前
記
⑵
の
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
契
約
を
締
結

す
る
に
当
た
っ
て
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
接
続
に
係
る
基
準

（
33
）

を
作
成
・
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
五
二
条
の
六
一
の
一
一
）。

銀
行
は
、
上
記
の
基
準
を
満
た
す
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
し
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
（
同
前
）。

前
記
⑵
の
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
銀
行
等
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
、
利
用
者
か
ら
識
別
符
号

等
（
34
）

を
取
得
す
る
こ
と
な
く
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
オ
ー
プ
ン

Ａ
Ｐ
Ｉ
導
入
に
か
か
る
努
力
義
務
）（
銀
行
法
等
改
正
法
附
則
一
一
条
二
項
）。

②　

そ
の
他

⒜　

外
国
銀
行
支
店
の
事
業
年
度
に
関
す
る
特
則

外
国
銀
行
支
店
に
係
る
事
業
年
度
は
、
現
状
の
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
加
え
、
外
国
銀
行
本
店
の
事
業
年
度

の
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
銀
行
法
四
七
条
の
四
）。

⒝　

銀
行
代
理
業
者
が
行
う
変
更
届
出
義
務
の
緩
和

銀
行
代
理
業
者
の
変
更
届
出
義
務
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合

（
35
）

に
は
、
変
更
届
出
を
不
要
と
す
る
こ
と
と
す
る
（
同
五
二

条
の
三
九
）。

⑶　

附
帯
決
議

銀
行
法
等
改
正
法
に
関
連
し
て
は
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
に
お
い
て
政
府
に
対
し
て
配
慮
を
求
め
る
附

（
七
七
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
一
九

帯
決
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
（
二
〇
一
七
年
四
月
二
八
日
）
附
帯
決
議

（
36
）

に
お
い
て
は
以
下
の
事
項
が
掲
げ
ら
れ
る
。

本
法
に
基
づ
く
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
情
報
通
信
技
術
の
急
速
な
進
展
等
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
と
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
と
の
適

切
な
連
携
・
協
働
の
推
進
お
よ
び
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
実
効
性
の
あ
る
検
査
お
よ
び
監
督
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
優
秀

な
人
材
の
確
保
と
職
員
の
専
門
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
必
要
な
定
員
の
確
保
お
よ
び
機
構
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
促
進
、
利
用
者
保
護
、
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
等
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
は
今
後
のF

inT
ech

関
連
規
制
の
整
備
に
お
い
て

特
に
重
要
な
論
点
と
考
え
ら
れ
る

（
37
）

。

第
四
章　

オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
等
に
か
か
る
比
較
法
的
検
討

1
．
銀
行
等
の
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
等
に
対
す
る
欧
米
の
規
制
の
枠
組
み

銀
行
等
の
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
等
に
対
す
る
欧
米
の
規
制
の
枠
組
み
を
み
て
お
き
た
い

（
38
）

。

⑴　

Ｅ
Ｕ
規
制

改
正
決
済
サ
ー
ビ
ス
指
令
（R

evised P
aym

ent S
ervices. D

irective P
S
D
2

）
に
関
し
て
、
Ｅ
Ｕ
で
は
決
済
事
業
者
に
横
断
的
な
登
録
制

度
を
設
け
て
い
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
指
令
改
定
が
図
ら
れ
た

（
39
）

。
即
ち
Ｅ
Ｕ
は
決
済
の
安
全
性
・
安
定
性
の
向
上
、
利
用
者
保
護
、
決
済

サ
ー
ビ
ス
市
場
の
効
率
化
、F

inT
ech

企
業
も
含
め
た
レ
ベ
ル
・
プ
レ
イ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
（
競
争
上
の
公
平
性
）
の
確
保
等
の
観
点
か

ら
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
指
令
（P

S
D

：P
aym

entS
ervicesD

irective

）
を
改
正
し
て
い
る
（P

S
D
2

：R
evised P

aym
ent S

ervices D
irective

）

（
採
択
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
国
内
法
化
の
期
限
二
〇
一
八
年
一
月
）。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
（P

aym
ent Initiation S

ervice P
rovider

）、
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ

（A
ccount Inform

ation S
ervice P

rovider

）
に
関
す
る
規
制
で
あ
り
、
口
座
提
供
者
（
銀
行
等
）
に
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
事
実
上
義
務
付
け

（
七
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
二
〇

て
い
る
。

Ｐ
Ｓ
Ｄ
2
は
以
下
の
業
務
に
つ
い
て
新
た
に
規
制
の
枠
組
み
を
整
備
し
て
い
る
。

①　

決
済
指
図
伝
達
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（P

IS
P

：P
aym

ent　

Initiation S
ervice P

rovider

）

利
用
者
の
依
頼
に
よ
り
他
の
決
済
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
銀
行
、
電
子
マ
ネ
ー
事
業
者
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
）
に
開
設
さ
れ
て
い
る
利
用

者
の
決
済
口
座
に
係
る
決
済
指
図
を
伝
達
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
Ｐ
Ｓ
Ｄ
2
第
四
条
第
一
五
項
）。

②　

口
座
情
報
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（A

IS
P

：A
ccount　

Inform
ation S

erviceP
rovider

）

利
用
者
が
他
の
決
済
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
銀
行
、
電
子
マ
ネ
ー
事
業
者
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
）
に
開
設
さ
れ
て
い
る
一
つ
ま
た
は
複
数

の
決
済
口
座
の
情
報
を
統
合
し
て
提
供
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
（
Ｐ
Ｓ
Ｄ
2
第
四
条
第
一
六
項
）

こ
れ
に
関
連
し
て
、
①
無
権
限
取
引
や
決
済
の
実
行
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
の
中
間
的
業
者
と
銀
行
等
の
損
失
分
担
ル
ー
ル
、
②
不
正

取
引
等
の
場
合
に
銀
行
等
は
中
間
的
業
者
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
拒
否
で
き
る
と
い
っ
た
規
定
を
設
け
る
。
③
一
方
、
か
か
る
場
合
以
外
で

は
銀
行
等
が
顧
客
に
よ
る
中
間
的
業
者
経
由
の
決
済
指
図
に
応
じ
る
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、
銀
行
等
に
よ
る
中
間
的
業
者
の
不
当
な
取

扱
い
を
禁
止
す
る
な
ど
、
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
取
組
み
と
整
合
的
な
規
定
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

米
国
規
制

他
方
、
米
国
で
は
連
邦
法
・
州
法
と
も
に
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
・
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
相
当
す
る
よ
う
な
決
済
に
関
す
る
中
間
的
業
者
の
業
務
を
直
接
規

制
す
る
法
令
は
存
在
し
な
い
が
、
各
州
法
のM

oney T
ransm

ission A
ct

等
に
よ
る
規
制
の
可
能
性
は
存
在
す
る
。
ま
た
連
邦
法
・
州

法
と
も
に
口
座
提
供
者
に
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
義
務
付
け
る
規
制
も
な
い
。
現
状
の
法
制
度
に
お
い
て
も
個
別
の
契
約
形
態
、
業
務
特
性

に
応
じ
て
規
制
対
象
に
該
当
す
れ
ば
以
下
の
規
制
が
適
用
さ
れ
る
。

（
七
七
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
二
一

①　

銀
行
の
外
部
委
託
先
等
と
し
て
の
銀
行
規
制
（
連
邦
）

銀
行
の
健
全
性
確
保
の
観
点
か
ら
銀
行
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
契
約
等
を
締
結
し
た
業
者
に
対
し
て
規
制
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
（B

ank S
ervice C

om
pany A

ct 

銀
行
サ
ー
ビ
ス
会
社
法

（
40
））。

次
に
契
約
に
基
づ
き
銀
行
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
業
者
に
対
し
て
銀
行
と

同
等
の
検
査･
規
制
が
課
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
（O

ffi  ce of the C
om

ptroller of the C
urrency O

C
C
 

通
貨
監
督
庁
）
の
外
部
委
託
先
等
に

か
か
る
リ
ス
ク
管
理
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
41
）

。
銀
行
と
外
部
委
託
先
等
の
関
係
を
広
範
に
定
義
し
、
外
部
委
託
先
等
に
銀
行
サ
ー
ビ
ス
会
社
法
を
適

用
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

②　

個
別
規
制

業
者
の
業
務
特
性
に
応
じ
た
送
金
業
者
規
制
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
、
消
費
者
保
護
に
か
か
る
規
制
等
の
適
用
可
能
性
が
あ
る
。

M
oneyT

ransm
itterL

aw

（
送
金
業
者
法
）
は
州
法
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
送
金
業
者
に
か
か
る
規
制
で
あ
る
が
規
制
対
象
や
内
容
は
州
に
よ

り
相
違
す
る
。B

ank S
ecrecy A

ct

（
銀
行
秘
密
法
）
は
連
邦
法
で
あ
り
、
マ
ネ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
場
合
に
は
反
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ

リ
ン
グ
対
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。E

lectronic F
und T

ransfer A
ct

（
電
子
資
金
振
替
法
）
も
連
邦
法
で
あ
る
が
、
電
子
的
資
金
移
動

に
関
す
る
消
費
者
保
護
の
た
め
の
規
制
を
担
っ
て
い
る
。

2
．
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
規
制
の
枠
組
み

改
正
前
決
済
サ
ー
ビ
ス
指
令
（
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
は
Ｅ
Ｕ
域
内
の
市
場
統
合
・
消
費
者
保
護
が
主
要
な
関
心
事
で
あ
り
、
銀
行

等
、
電
子
マ
ネ
ー
事
業
者
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
横
断
的
に
規
律
し
て
い
た
。
免
許
制
（A

uthorization

）、
利
用
者
保
護
が
柱
で
あ

る
。
免
許
・
登
録
に
つ
い
て
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（P

aym
ent S

ervice P
rovider

）
で
あ
る
①
銀
行
、
②
電
子
マ
ネ
ー
事
業
者
、
③

決
済
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
全
て
が
免
許
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
業
務
内
容
は
、
①
②
③
と
も
決
済
口
座
サ
ー
ビ
ス
、
資
金
移
動
サ
ー

（
七
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
二
二

ビ
ス
（
含
む
立
替
払
い
）、
支
払
い
手
段
の
発
行
・
管
理
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
）
を
行
う
。
電
子
マ
ネ
ー
・
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
発
行

は
①
②
の
み
、
預
金
・
融
資
は
①
の
み
が
行
う
。
財
務
要
件
で
は
、
自
己
資
本
規
制
と
し
て
①
は
資
本
金
五
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
以
上
、
自
己

資
本
比
率
規
制
が
課
せ
ら
れ
る
。
②
で
は
資
本
金
三
五
〇
万
ユ
ー
ロ
以
上
等
、
③
は
資
本
金
二
〜
一
二
・
五
万
ユ
ー
ロ
以
上
等
と
な
っ
て

い
る
。
資
産
保
全
で
は
、
①
は
預
金
保
険
、
②
③
は
分
別
管
理
と
優
先
弁
済
に
依
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
改
正
決
済
サ
ー
ビ
ス
指
令
（
二
〇
一
五
年 

Ｐ
Ｓ
Ｄ
2
）
に
お
い
て
は
、
①
Ｐ
Ｓ
Ｄ
制
定
後
に
進
展
し
た
中
間
的
事
業
者
の
取
込

み
（
登
録
制
等
）、
②
中
間
的
事
業
者
と
利
用
者
保
護
ル
ー
ル
、
③
中
間
的
事
業
者
と
銀
行
等
の
関
係
の
整
備
等
が
図
ら
れ
た
。

⑴　

中
間
的
事
業
者
の
取
込
み

決
済
指
図
伝
達
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（P

aym
ent Initiation S

ervice P
rovider P

IS
P （

42
））

と
し
て
利
用
者
の
要
請
に
よ
り
、
他
の
決
済
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
に
開
設
さ
れ
て
い
る
口
座
に
か
か
る
決
済
指
図
を
伝
達
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
者
が
規
定
さ
れ
た
。

口
座
情
報
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（A
ccount Inform

ation S
ervice P

rovider A
IS

P （
43
））

と
し
て
、
利
用
者
が
他
の
決
済
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に

開
設
し
て
い
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
口
座
の
情
報
を
統
合
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
者
が
規
定
さ
れ
た
。

⑵　

中
間
的
事
業
者
の
取
込
み
（
免
許
・
登
録
制
）

決
済
指
図
伝
達
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）
に
つ
い
て
は
免
許
制
と
な
り
、
資
本
金
（Initial C

apital

）
五
万
ユ
ー
ロ
以
上
（O

w
n 

F
unds

も
同
様
）、
申
請
書
顆
（
業
務
方
法
書
、
事
業
計
画
、
一
〇
％
以
上
の
議
決
権
保
有
者
の
説
明
）
が
適
切
で
あ
る
こ
と
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制

が
適
切
で
あ
る
こ
と
、
出
資
者
等
が
適
切
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
他
方
、
口
座
情
報
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）
に
つ
い
て

は
登
録
制
と
な
り
、
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
口
座
情
報
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
ず
資
本
金
要
件
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
、
登
録
時
の
申
請
や
義
務
に
つ
い

て
一
部
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

（
七
八
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
二
三

⑶　

資
産
保
全
、
情
報
提
供
・
管
理
、
損
失
分
担
ル
ー
ル

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
・
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
も
に
資
産
保
全
は
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
顧
客
資
産
の
預
託
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
利
用
者
の
情
報

提
供
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
支
払
指
図
の
伝
達
前
に
は
支
払
人
に
対
し
て
取
引
の
所
要
時
間
、
手
数
料
、
業
者
の
連
絡
先
等
、
支
払

指
図
の
伝
達
後
に
は
支
払
人
・
受
取
人
の
双
方
に
対
し
て
照
会
番
号
や
取
引
額
等
の
情
報
提
供
を
行
う
。

情
報
管
理
に
つ
い
て
は
、
①
適
切
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
態
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
②
強
度
な
利
用
者
認
証
（S

trong C
onsum

er 

A
uthentication

）
と
し
て
ⅰ
利
用
者
の
知
識
、
ⅱ
利
用
者
の
保
有
物
、
ⅲ
利
用
者
の
生
来
的
属
性
の
う
ち
二
つ
以
上
を
組
み
合
わ
せ
た
認

証
（
3
Ｄ
セ
キ
ュ
ア
認
証
な
ど
）
が
必
要
と
な
る
。
③
デ
ー
タ
保
有
制
限
に
つ
い
て
は
、
支
払
指
図
の
実
施
に
必
要
な
デ
ー
タ
以
外
を
保
有

で
き
な
い
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）。

損
失
分
担
ル
ー
ル
に
関
し
て
、
Ｐ
Ｓ
Ｄ
2
は
業
規
制
等
に
留
ま
ら
ず
、
私
法
上
の
ル
ー
ル
（
損
失
分
担
ル
ー
ル
）
を
設
け
て
お
り
、
①
無

権
限
の
取
引
等
に
つ
い
て
は
銀
行
等
の
口
座
開
設
機
関
が
一
次
的
に
利
用
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
②
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
責
任
が
あ
る
場
合
、

損
害
を
填
補
す
る
。
③
帰
責
性
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
ⅰ
決
済
が
認
証
さ
れ
た
こ
と
、
ⅱ
正
確
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
、
ⅲ
技
術
的

な
問
題
が
生
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

⑷　

口
座
開
設
機
関
の
連
携

銀
行
等
と
支
払
人
、
受
取
人
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
等
の
通
信
は
欧
州
銀
行
監
督
機
構
（E

uropean B
anking A

uthority E
B
A

）
が
規
定
す
る
方

法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
オ
ー
プ
ン
化
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
銀
行
等

は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
等
に
よ
る
無
権
限
取
引
や
不
正
な
取
引
に
つ
い
て
客
観
的
に
正
当
化
で
き
証
拠
に
裏
付
け
ら
れ
た
理
由
が
あ
る
場
合
、

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
等
に
よ
る
決
済
口
座
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
拒
否
で
き
る
。
か
か
る
理
由
が
な
い
場
合
、
銀
行
等
は
口
座
へ
の
Ｐ
Ｓ
Ｉ
Ｐ
等
の
ア
ク

（
七
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
二
四

セ
ス
を
拒
否
で
き
な
い
。
銀
行
等
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
を
差
別
的
に
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
（
料
金
等
）。

3
．
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
対
す
る
米
国
規
制
の
取
組
み

上
述
の
通
り
米
国
連
邦
法
に
お
い
て
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
、
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
相
当
す
る
事
業
者
に
対
す
る
業
規
制
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
連
邦
法
に

基
づ
き
設
立
さ
れ
た
銀
行
等
に
対
し
て
Ａ
Ｐ
Ｉ
公
開
を
義
務
付
け
る
法
令
等
も
な
い
。
米
国
の
州
法
レ
ベ
ル
で
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
つ
い
て
送

金
事
業
に
関
す
る
各
州
の
送
金
業
者
法
の
適
用
が
問
題
に
な
り
得
る
。
各
州
毎
に
適
用
対
象
は
異
な
り
、
適
用
範
囲
は
広
い

（
44
）

。
州
法
に
基

づ
き
設
立
さ
れ
た
銀
行
等
に
対
し
て
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
公
開
を
義
務
付
け
る
法
令
等
は
な
い
。

米
国
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
ア
グ
リ
グ
ー
シ
ョ
ン
（D

ata A
ggregation （

45
））

の
関
係
に
つ
い
て
口
座
情
報
ア
ク
セ
ス
を
ど
の
形
態
で
許
容

す
る
か
な
ど
分
権
的
構
造
を
反
映
し
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る

（
46
）

。

口
座
開
設
機
関
の
連
携
に
つ
い
て
、
大
手
銀
行
は
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
を
主
に
し
て
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
公
開
す
る
傾
向
に
あ
る
（B

ank of A
m
erica

、

C
apital O

ne

他
）。
他
方
で
中
小
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ン
ク
は
こ
れ
に
消
極
的
な
傾
向
に
あ
る
が
、
理
由
と
し
て
独
自
シ
ス
テ
ム
開
発
に

要
す
る
巨
額
の
投
資
を
忌
避
す
る
こ
と
、
デ
ー
タ
ア
グ
リ
グ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
情
報
の
提
供
等
に
よ
る
対
応
を
指
向

し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

連
邦
準
備
銀
行
（F
ederal R

eserve B
ank F

R
B

）
に
お
い
て
は
金
融
分
野
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
口
座
情
報
の
ア
ク
セ
ス
の
確
実
性
の

バ
ラ
ン
ス
、
口
座
情
報
の
ア
ク
セ
ス
の
確
実
性
の
バ
ラ
ン
ス
と
金
融
機
関
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
投
資
の
バ
ラ
ン
ス
等
に
鑑
み
、
当
面
Ｅ
Ｕ

の
Ｐ
Ｓ
Ｄ
2
と
同
様
な
方
針
に
は
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る

（
47
）

。

消
費
者
金
融
保
護
局
（C

onsum
er F

inancial P
rotection B

ureau C
F
P
B （

48
））

に
関
し
て
は
、
二
〇
一
五
年
大
手
金
融
機
関
が
ス
ク
レ
イ
ピ

ン
グ
手
法
に
よ
る
デ
ー
タ
ア
グ
リ
グ
ー
シ
ョ
ン
を
遮
断
す
る
動
き
を
み
せ
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
は
適
切
な
口
座
情
報
等
の
収

（
七
八
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
二
五

集
方
法
・
目
的
等
（
ア
ク
セ
ス
方
法
、
利
用
者
数
、
情
報
開
示
に
よ
る
銀
行
側
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
、
デ
ー
タ
保
管
機
関
等
の
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
関
す
る
事
項
な
ど
）
に
関
す
る
意
見
を
募
集
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
金
融
機
関
側
は
①
デ
ー
タ
ア
グ
リ
グ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
を
監

督
す
べ
き
こ
と
、
③
ア
ク
セ
ス
情
報
を
事
業
者
に
提
供
し
た
利
用
者
に
は
不
正
利
用
時
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
べ
き
こ
と
等
を

主
張
し
て
い
る
。
ま
たF

inT
ech

事
業
者
側
は
、
①
銀
行
等
に
口
座
情
報
を
独
占
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
②
不
正
利
用
の
責
任
は

銀
行
ま
た
は
利
用
者
が
引
き
受
け
る
べ
き
こ
と
等
を
主
張
し
て
い
る
。

4
．
Ｅ
Ｕ
の
法
体
系
に
つ
い
て
留
意
点
な
ら
び
に
検
討
課
題

Ｅ
Ｕ
はF

inT
ech

発
展
に
伴
い
、
国
境
を
越
え
た
公
平
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
可
能
と
す
る
単
一
市
場
の
実
現
を
目
指
し
、
決

済
代
行
な
どF

inT
ech

企
業
を
考
慮
し
た
法
体
系
を
整
備
し
つ
つ
あ
る

（
49
）

。
Ｅ
Ｕ
の
法
体
系
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
に
関
す
る
留
意
・
評

価
が
我
が
国
の
今
後
の
法
整
備
に
向
け
て
問
題
と
な
る
。
①
Ｐ
Ｓ
Ｄ
2
で
は
決
済
指
図
を
伝
達
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
決
済

口
座
の
情
報
を
利
用
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
を
制
度
の
対
象
と
し
て
捉
え
、
決
済
指
図
の
伝
達
の
有
無
を
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
法
体
系
を
整
理
し
て
い
る
。
②
業
者
に
関
し
て
は
Ｅ
Ｕ
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
つ
い
て
免
許
制
（A

uthorisation

）、
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に

つ
い
て
登
録
制
（R

egistration

）
を
導
入
・
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。
③
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
は
利
用
者
へ
の
情
報
提
供
、

情
報
の
適
切
な
管
理
、
顧
客
資
産
の
預
り
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
。
④
Ｅ
Ｕ
は
中
間
的
業
者
と
銀
行
等
の
損
失
分
担
ル
ー
ル
や
利
用
者
の

資
産
保
護
の
た
め
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
も
法
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
⑤
中
間
的
業
者
と
銀
行
等
の
関
係
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
は
不
正
な
取

引
等
の
場
合
に
中
間
的
業
者
か
ら
銀
行
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
禁
止
し
つ
つ
、
か
か
る
場
合
以
外
は
銀
行
等
は
利
用
者
に
よ
る
中
間
的
業
者

を
経
由
し
た
決
済
指
図
に
応
ず
る
ル
ー
ル
、
銀
行
等
に
よ
る
中
間
的
業
者
の
不
当
な
取
扱
い
の
禁
止
等
の
措
置
な
ど
、
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
と
利
用
者
保
護
等
の
観
点
か
ら
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
関
連
づ
け
た
法
体
系
が
整
備
さ
れ
て
い
る

（
50
）

。

（
七
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
二
六

欧
米
の
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
対
す
る
取
組
み
状
況
か
ら
は
我
が
国
の
方
向
性
と
し
て
、
特
に
口
座
情
報
の
公
開
あ
る
い
は
独
占
と
金
融

機
関
の
競
争
環
境
、
損
失
分
担
ル
ー
ル
の
あ
り
方
等
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

第
五
章　

F
inT

ech

関
連
の
銀
行
法
等
改
正
（
Ⅲ
）
│
二
〇
一
六
年
資
金
決
済
法
等
改
正
の
概
要
│

1
．
二
〇
一
六
年
資
金
決
済
法
等
改
正
の
背
景

二
〇
一
五
年
六
月
Ｇ
7
エ
ル
マ
ウ
サ
ミ
ッ
ト
の
首
脳
宣
言
お
よ
び
国
際
的
に
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
（anti-m

oney laundering 

（A
M

L

） and 

com
bating the fi nancing of terrorism

 

（
Ｃ
Ｆ
Ｔ
） 

マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
／
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
）
を
監
視
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
（F

inancial A
ction 

T
ask F

orce　

マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
関
す
る
金
融
活
動
作
業
部
会

（
51
））

公
表
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
52
）

に
お
い
て
、
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
の
交
換
業
者

に
対
し
て
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
を
課
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
二
〇
一
四
年
世
界
最
大
規
模
の
仮
想
通
貨

と
法
定
通
貨
の
交
換
業
者
が
破
綻
し
、
利
用
者
に
被
害
が
生
じ
る
事
案
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
、
利

用
者
保
護
の
環
境
整
備
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
53
）

。

そ
こ
で
我
が
国
で
は
資
金
決
済
法
改
正
に
よ
り
仮
想
通
貨
、
仮
想
通
貨
交
換
業
等
を
定
義
す
る
こ
と
、
仮
想
通
貨
交
換
業
に
登
録
制
を

導
入
す
る
こ
と
、
登
録
業
者
に
シ
ス
テ
ム
の
安
全
管
理
、
利
用
者
に
対
す
る
情
報
提
供
等
、
利
用
者
財
産
の
分
別
管
理
等
を
義
務
付
け
る

こ
と
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
同
法
上
の
特
定
事
業
者

に
追
加
し
、
顧
客
の
取
引
時
確
認
、
確
認
記
録
お
よ
び
取
引
記
録
の
作
成
・
保
存
、
疑
わ
し
い
取
引
の
当
局
へ
の
届
出
等
を
義
務
付
け
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
以
下
、
仮
想
通
貨
に
か
か
る
資
金
決
済
法
改
正
の
概
要
を
み
て
い
き
た
い
。

（
七
八
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
二
七

2
．
仮
想
通
貨
の
定
義

金
融
庁
は
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
54
）

を
受
け
て
仮
想
通
貨
の
定
義
を
策
定
し
て
い
る
。
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
、
仮
想
通
貨
は
次
に
掲
げ
る

も
の
を
い
う
（
資
金
決
済
法
第
二
条
五
項
）。
①
物
品
を
購
入
し
、
も
し
く
は
借
り
受
け
、
ま
た
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
、
こ
れ

ら
の
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
不
特
定
の
者
に
対
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
及
び
売
却
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
（
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
本
邦
通
貨
及
び
外
国
通
貨
並

び
に
通
貨
建
資
産
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
。
②
不
特

定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
前
号
に
掲
げ
る
も
の
と
相
互
に
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を

用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
。

通
貨
建
資
産
の
定
義
（
資
金
決
済
法
二
条
六
項
）
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
通
貨
建
資
産
」
と
は
、
本
邦
通
貨
も
し
く
は
外
国

通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
、
ま
た
は
本
邦
通
貨
若
し
く
は
外
国
通
貨
を
も
っ
て
債
務
の
履
行
、
払
戻
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
債
務
の
履
行
等
」
と
い
う
。）
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
資
産
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
貨
建
資

産
を
も
っ
て
債
務
の
履
行
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
資
産
は
、
通
貨
建
資
産
と
み
な
す
。

ま
た
仮
想
通
貨
と
前
払
式
支
払
手
段
の
相
違
に
つ
い
て
、
前
払
式
支
払
手
段
の
要
件
は
①
証
票
等
に
金
額
（
ポ
イ
ン
ト
含
む
）
が
記
録

さ
れ
る
こ
と
、
②
金
額
（
ポ
イ
ン
ト
）
に
応
じ
た
対
価
を
得
て
発
行
さ
れ
る
こ
と
、
③
発
行
者
ま
た
は
発
行
者
が
指
定
す
る
者
へ
の
対
価

の
弁
済
に
使
用
で
き
る
こ
と
、
で
あ
る
が
、
前
払
式
支
払
手
段
は
、
不
特
定
の
者
に
対
し
て
弁
済
と
し
て
使
用
で
き
ず
、
か
つ
不
特
定
の

者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
ま
た
は
売
却
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
か
ら
仮
想
通
貨
に
該
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
金
融
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
55
））。

（
七
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
二
八

通
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
①
本
邦
通
貨
も
し
く
は
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
、
ま
た
は
債
務
の
履
行
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
資
産
を
い
う
。
②
通
貨
建
資
産
を
も
っ
て
債
務
の
履
行
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
資
産
は
通
貨
建
資
産
と
み
な
す
。

例
と
し
て
国
債
、
外
国
債
、
預
金
、
電
子
記
録
債
権
等
で
あ
り

（
56
）

、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
仮
想
通
貨
は
法
定
通
貨
と
区
別
さ
れ
る

も
の
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

3
．
仮
想
通
貨
交
換
業
の
定
義

仮
想
通
貨
交
換
業
の
定
義
（
資
金
決
済
法
二
条
七
項
）
に
関
し
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
仮
想
通
貨
交
換
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為

の
い
ず
れ
か
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
い
、「
仮
想
通
貨
の
交
換
等
」
と
は
、
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う

（
57
）

。
一
号

仮
想
通
貨
の
売
買
ま
た
は
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
、
二
号
前
号
に
掲
げ
る
行
為
の
媒
介
、
取
次
ぎ
ま
た
は
代
理
、
三
号
そ
の
行
う
前
二

号
に
掲
げ
る
行
為
に
関
し
て
利
用
者
の
金
銭
ま
た
は
仮
想
通
貨
の
管
理
を
す
る
こ
と
。

4
．
仮
想
通
貨
交
換
業
の
登
録
等

仮
想
通
貨
交
換
業
を
営
む
に
は
登
録
が
必
要
（
登
録
制
）
で
あ
り
、
登
録
拒
否
事
由
と
し
て
は
①
内
閣
府
令
で
定
め
る
財
産
的
基
礎
を

有
し
な
い
者
、
③
仮
想
通
貨
交
換
業
を
適
切
に
遂
行
す
る
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
な
い
者
等
が
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
財
産
的
基
礎
と

し
て
資
本
金
一
〇
〇
〇
万
円
以
上
か
つ
純
資
産
が
負
の
値
で
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

業
務
の
適
切
性
の
着
眼
点
な
ら
び
に
監
督
に
関
し
て
は
、
業
務
の
適
切
性
の
主
な
内
容
は
①
法
令
等
遵
守
、
②
取
引
時
確
認
、
③
不
祥

事
件
へ
の
対
応
、
④
利
用
者
保
護
措
置
、
⑤
分
別
管
理
、
⑥
利
用
者
情
報
管
理
、
⑦
苦
情
等
へ
の
対
応
、
⑧
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
等
で

あ
る
。
ま
た
帳
簿
書
類
の
保
管
、
金
融
庁
へ
の
報
告
義
務
等
、
更
に
立
入
検
査
、
業
務
改
善
命
令
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。 （

七
八
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
二
九

5
．
仮
想
通
貨
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
規
制

米
国
連
邦
法
上
は
、
仮
想
通
貨
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
規
制
現
時
点
で
存
在
し
な
い
。
二
〇
一
六
年
に
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
新
規
制

が
導
入
さ
れ
た
も
の
の
仮
想
通
貨
に
は
適
用
が
な
い
旨
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
米
国
の
州
法
上
は
、M

oney T
ransm

ission A
ct

の
解
釈
な
ど
を
通
じ
、
特
別
な
規
制
が
存
在
し
な
い
州
が
大
半
で
あ
る
。N

ew
 Y

ork

州
で
はM

oney T
ransm

ission A
ct

と
州
規
則

に
基
づ
くB

it L
icense

を
要
求
し
た
た
め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
多
く
が
同
州
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
断
念
し
て
い
る
。
い
く
つ

か
の
州
で
業
規
制
を
導
入
す
る
動
き
が
あ
り
、
統
一
仮
想
通
貨
事
業
者
法
制
定
あ
る
い
は
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
規
制
の
緩
和
措
置
等

の
動
向
も
伺
え
る
。

6
．
仮
想
通
貨
に
か
か
る
制
度
の
対
応

仮
想
通
貨
に
か
か
る
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
、
仮
想
通
貨
交
換
業
を
主
に
み
て
い
き
た
い
。
二
〇
一
六
年
銀
行
法
等
改
正
に
お
い
て
は
、

既
述
し
た
通
り
、
1
．金
融
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
経
営
管
理
の
充
実
（
銀
行
持
株
会
社
の
機
能
の
明
確
化
）、
2
．共
通
・
重
複
業
務
の
集
約
を

通
じ
た
金
融
仲
介
機
能
の
強
化
、
3
．Ｉ
Ｔ
の
進
展
に
伴
う
技
術
革
新
へ
の
対
応
、
4
．仮
想
通
貨
へ
の
対
応
の
他
に
も
、
5
．そ
の
他
、

と
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
特
則
、
電
子
記
録
債
権
制
度
の
見
直
し
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

①　

登
録
制
の
導
入

仮
想
通
貨
の
売
買
ま
た
は
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
等
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
仮
想
通
貨
交
換
業
と
定
め
、
登
録
制
を
導
入
す
る

（
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
資
金
決
済
法
六
三
条
の
二
〜
七
な
ど

（
58
））。

仮
想
通
貨
交
換
業
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
仮
想
通
貨
交
換
業
者
）
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
（
同
六
三
条

の
二
）、
違
反
者
は
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
（
同
一
〇
七
条
五
号
）。

（
七
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
三
〇

②　

仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
業
務
に
関
す
る
規
定
、
監
督
規
定
の
整
備
（
利
用
者
保
護
の
た
め
の
ル
ー
ル
の
整
備
等
）

仮
想
通
貨
交
換
業
の
登
録
を
受
け
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
利
用
者
保
護
の
た
め
の
規
制
な
ど
を
整
備
す
る
。

情
報
の
安
全
管
理
（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
八
）、
利
用
者
に
対
す
る
情
報
提
供
（
取
り
扱
う
仮
想
通
貨
と
本
邦
通
貨
・
外
国
通
貨
と
の
誤
認

防
止
、
手
数
料
等
の
仮
想
通
貨
交
換
業
に
か
か
る
契
約
内
容
な
ど
）（
同
六
三
条
の
一
〇
）、
利
用
者
が
預
託
し
た
金
銭
・
仮
想
通
貨
の
分
別
管
理

（
59
）

（
同
六
三
条
の
一
一
）、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
（
金
融
分
野
に
お
け
る
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
）
の
導
入
（
同
六
三
条

の
一
二
、
九
九
条
〜
一
〇
一
条
な
ど
）。

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
当
局
に
よ
る
次
の
よ
う
な
監
督
規
定
を
整
備
す
る
。
帳
簿
書
類
の
作
成
・
保
存
（
同
六
三
条
の
一
三
）、

事
業
報
告
書

（
60
）

の
当
局
へ
の
提
出
（
同
六
三
条
の
一
四
）、
立
入
検
査
等
（
同
六
三
条
の
一
五
）、
業
務
改
善
命
令
等
の
処
分
権
限
（
同
六
三
条
の

一
六
な
ど
）。

③　

マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
資
金
供
与
対
策

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し
て
口
座
開
設
時
に
お
け
る
本
人
確
認
義
務
な
ど
を
適
用
す
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
犯
罪
に
よ
る
収
益

の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
二
条
二
項
三
一
号
な
ど
）。

④　

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
つ
い
て
の
法
令
に
基
づ
く
自
主
規
制
団
体
設
立
の
観
点
か
ら
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
関
す
る
規
定
を

見
直
す
（
改
正
資
金
決
済
法
八
七
条
な
ど
）。

（
七
八
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
三
一

⑤　

そ
の
他

⒜　

外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
特
則

銀
行
等
が
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
行
な
お
う
と
す
る
場
合
、
委
託
元
の
外
国
銀
行
ご
と
の
個
別
の
認
可
の
ほ
か
、
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ

ご
と
の
包
括
的
な
認
可
に
よ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
特
例
を
定
め
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
案
に
基
づ
く
銀
行
法
五
二
条
の
二
第
二
項
）。

⒝　

Ｉ
Ｔ
の
進
展
を
踏
ま
え
た
電
子
記
録
債
権
制
度
の
見
直
し
（
電
子
記
録
債
権
の
移
動
）

異
な
る
電
子
債
権
記
録
機
関
間
で
の
電
子
記
録
債
権
の
移
動
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
あ
る
電
子
債
権
記
録
機
関
の
（
電
子
記
録
債
権

の
）
記
録
を
他
の
電
子
債
権
記
録
機
関
に
移
行
す
る
た
め
の
手
続
等
を
規
定
す
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
案
に
基
づ
く
電
子
記
録
債
権
法
四
七
条

の
二
〜
四
七
条
の
五
な
ど
）。

7
．
仮
想
通
貨
に
か
か
る
制
度
整
備
に
関
す
る
考
察
│
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
利
用
者
保
護
の
た
め
の
ル
ー
ル
整
備
、
マ
ネ
ー

ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
な
ら
び
に
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
、
自
主
規
制
な
ど
│

⑴　

仮
想
通
貨
を
巡
る
制
度
整
備
の
背
景

仮
想
通
貨
を
巡
る
制
度
整
備
の
背
景
を
踏
ま
え
て
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
利
用
者
保
護
の
た
め
の
ル
ー
ル
整
備
、
マ
ネ
ー
ロ

ン
ダ
リ
ン
グ
な
ら
び
に
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
、
自
主
規
制
等
の
規
定
に
つ
い
て
内
容
を
検
討
し
て
い
き
た
い

（
61
）

。

先
ず
仮
想
通
貨
を
巡
る
制
度
の
整
備
が
行
わ
れ
る
背
景
と
し
て
、
仮
想
通
貨
の
普
及
と
共
に
次
の
課
題
を
受
け
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
①
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
国
際
的
な
要
請
、
②
国
内
に
お
け
る
仮
想
通
貨
の
交
換
所
の
破
綻
事
案
の
発

生
（
後
掲
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
所
有
権
否
定
判
決
）。

①
に
つ
い
て
は
仮
想
通
貨
が
移
転
が
迅
速
か
つ
容
易
で
あ
る
こ
と
、
匿
名
の
利
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン

（
七
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
三
二

グ
等
に
悪
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
国
際
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
）。
二
〇
一
五
年
六
月
Ｇ
7
エ
ル
マ
ウ
・
サ
ミ
ッ
ト
首
脳
宣
言
で
も
仮

想
通
貨
お
よ
び
そ
の
他
の
新
た
な
支
払
手
段
の
適
切
な
規
制
を
含
め
、
全
て
の
金
融
の
流
れ
の
透
明
性
拡
大
を
確
保
す
る
た
め
に
更
な
る

行
動
を
と
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

（
62
）

。
同
月
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
（T

he F
inancial A

ction T
ask F

orce

）
か
ら
ガ
イ
ダ
ン
ス
（G

U
ID

A
N
C
E
 F

O
R
 

A
 R

IS
K
-B

A
S
E
D
 A

P
P
R
O
A
C
H
 V

IR
T
U
A
L
 C

U
R
R
E
N
C
IE

S （
63
））

が
公
表
さ
れ
、
各
国
は
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
を
交
換
す
る
交
換
所

（exchanger

）
に
対
し
て
登
録
・
免
許
制
を
課
す
る
と
共
に
、
顧
客
の
本
人
確
認
や
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
、
記
録
保
存
の
義
務
等
の
マ

ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
を
課
す
べ
き
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
た

（
64
）

。
銀
行
法
等
改
正
法
案
に
よ
る
資
金
決
済
法
の
改
正
は
こ
う
し
た

国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
の
定
義
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

銀
行
法
等
改
正
法
で
は
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
の
定
義
が
な
さ
れ
、
資
金
決
済
法
上
の
規
制
を
適
用
す
べ
き
対
象
と
し
て
の
仮
想

通
貨
の
範
囲
を
定
め
て
い
る
。
次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
も
の
が
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
」
と
さ
れ
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
よ

る
資
金
決
済
法
二
条
五
項
）。

①
物
品
を
購
入
し
、
も
し
く
は
借
り
受
け
ま
た
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
こ
れ
ら
の
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
不
特
定
の
者
に
対

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
及
び
売
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価

（
65
）

値
（
66
）

で
あ
っ
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
。
②
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
①
に
掲
げ
る
も
の
と
相
互
に
交
換
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
。

決
済
手
段
と
し
て
使
用
で
き
、
か
つ
そ
の
も
の
自
体
の
売
買
（
法
定
通
貨
と
の
交
換
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
電
子
的
に
移
転
可
能
な
電

子
情
報
と
し
て
の
財
産
的
価
値
が
仮
想
通
貨
と
さ
れ
て
い
る
（
上
記
①
）。
ま
た
相
互
に
交
換
で
き
る
電
子
的
に
移
転
可
能
な
電
子
情
報
と

（
七
九
〇
）
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一
三
三

し
て
の
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
も
仮
想
通
貨
と
な
る
（
上
記
②
）。
但
し
上
記
①
②
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
法
定
通
貨
等
は
仮
想

通
貨
の
定
義
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
仮
想
通
貨
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る

（
67
）

。
電
子
的
に
取
引
可
能
で
あ
り
、
か
つ
交
換
手
段
、
計
量
単
位

ま
た
は
価
値
の
蓄
積
と
し
て
機
能
す
る
価
値
の
電
子
的
な
表
示
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
法
域
に
お
い
て
も
法
定
通
貨
（
債
権
者
に
提
供
さ
れ

た
場
合
、
法
的
に
有
効
な
支
払
の
提
供
と
な
る
）
と
し
て
の
地
位
を
有
さ
な
い
も
の
。

電
子
的
に
取
引
（
移
転
）
可
能
で
あ
る
こ
と
、
交
換
手
段
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
、
一
定
の
価
値
（
モ
ノ
で
は
な
い
）
と
認
識
さ

れ
る
こ
と
、
法
定
通
貨
で
は
な
い
こ
と
な
ど
改
正
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
の
定
義
と
の
共
通
点
が
多
い
。
ま
た
仮
想
通
貨
の
定
義
に

お
い
て
機
能
面
か
ら
不
特
定
多
数
の
者
と
の
間
で
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
（
流
通
性
）、
い
か
な
る
も
の
と
も
交
換
で
き
る
こ
と
（
汎
用
性
）

に
着
目
す
る
見
解
も
あ
る

（
68
）

。

仮
想
通
貨
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
（blockchain （

69
））

技
術
と
一
体
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
前
記
の
定
義
で
は
仮
想
通
貨
に
該
当

す
る
か
の
判
断
要
素
と
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
用
い
る
こ
と
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
ら
な
い

も
の
で
も
前
記
の
定
義
に
当
て
は
ま
れ
ば
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑶　

仮
想
通
貨
交
換
業
に
対
す
る
登
録
制

イ　

仮
想
通
貨
交
換
業

銀
行
法
等
改
正
法
は
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど
を
踏
ま
え
、
仮
想
通
貨
の
交
換
所
は
法
定
通
貨
と
の
交
換
を
通
じ
既
存
の
金
融
シ
ス

テ
ム
と
の
出
入
口
に
当
た
る
こ
と
か
ら
規
制
対
象
と
す
る
（
注
）
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
仮
想
通
貨
交
換
業
を
新
た
に
定
め
資
金
決

済
法
の
規
制
対
象
と
し
て
い
る
。
仮
想
通
貨
交
換
業
は
、
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
商
品
券
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
等
の
発
行
者
）、
資
金

（
七
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
三
四

移
動
業
者
（
為
替
取
引
（
送
金
サ
ー
ビ
ス
等
）
を
業
と
し
て
営
む
銀
行
等
以
外
の
一
般
事
業
者
）
な
ど
既
存
業
態
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。

仮
想
通
貨
交
換
業
は
、
次
の
①
│
③
の
い
ず
れ
か
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
で
あ
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
よ
る
資
金
決
済
法
二
条
七
項
）。

①
仮
想
通
貨
の
売
買
ま
た
は
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
、
②
上
記
①
の
行
為
の
媒
介
、
取
次
ま
た
は
代
理
、
③
上
記
①
②
の
行
為
に
関
し

て
利
用
者
の
金
銭
ま
た
は
仮
想
通
貨
の
管
理
を
す
る
こ
と
。

①
は
、
自
ら
が
顧
客
の
相
手
方
と
な
り
仮
想
通
貨
の
売
買
や
交
換
を
行
う
行
為
な
ど
を
想
定
し
、
金
融
商
品
取
引
法
上
の
金
融
商
品
取

引
業
に
お
い
て
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
業
務
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
（
金
融
商
品
取
引
法
二
条
八
項
一
号
）。
②
は
、
顧
客
注
文
を
仮
想
通
貨
の
売

買
・
交
換
を
行
う
業
者
に
取
り
次
ぐ
行
為
な
ど
を
想
定
し
、
金
融
商
品
取
引
法
上
の
金
融
商
品
取
引
業
に
お
い
て
ブ
ロ
ー
カ
レ
ッ
ジ
業
務

に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
（
同
項
二
号
参
照
）。
③
は
、
①
②
に
関
し
て
顧
客
が
保
有
す
る

（
70
）

仮
想
通
貨
、
仮
想
通
貨
の
購
入
代
金
・
売
却
代

金
を
管
理
す
る
行
為
な
ど
が
想
定
さ
れ
、
金
融
商
品
取
引
法
上
の
金
融
商
品
取
引
業
に
お
い
て
有
価
証
券
等
管
理
業
務
に
相
当
す
る
と
思

わ
れ
る
（
同
項
一
六
号
、
一
七
号
）。

こ
れ
ら
の
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
仮
想
通
貨
交
換
業
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
業
と
し
て
、
の
意
味
に
つ
き
、
金
融
商
品
取

引
法
上
の
金
融
商
品
取
引
業
の
場
合
、
対
公
衆
性
の
あ
る
行
為
で
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
る
も
の

（
71
）

、
反
復
継
続
し
て
行
う
意
思
を
も
っ
て

行
う
こ
と

（
72
）

な
ど
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
交
換
業
も
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
思
料
さ
れ
る

（
73
）

。

ロ　

仮
想
通
貨
交
換
業
の
登
録
制

仮
想
通
貨
交
換
業
は
内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
仮
想
通
貨
交
換
業
者
）
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
登
録
制
、
銀

行
法
等
改
正
法
に
よ
る
資
金
決
済
法
六
三
条
の
二
）。
無
登
録
で
仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
っ
た
者
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
者
に

（
七
九
二
）
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一
三
五

対
し
て
は
三
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
三
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
併
科
す
る
（
同
一
〇
七
条
二
号
、
五
号
）。

登
録
制
導
入
に
よ
り
監
督
当
局
が
仮
想
通
貨
交
換
業
に
不
適
格
な
業
者
が
参
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
（
登
録
拒
否
）、
参
入
業
者

が
不
適
格
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
退
出
を
命
じ
る
こ
と
（
登
録
取
消
し
）
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
新
規
参
入
に
対
す
る
規
制
と
し
て
、

一
般
に
免
許
制
が
登
録
制
よ
り
も
規
制
が
厳
格
で
許
・
認
可
制
は
中
間
形
態
と
解
さ
れ
る
が
、
登
録
制
は
免
許
制
、
認
可
制
と
比
較
し
て

参
入
要
件
が
具
体
的
で
登
録
拒
否
要
件
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
監
督
当
局
は
原
則
と
し
て
登
録
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

か
ら
監
督
当
局
の
裁
量
は
小
さ
い
仕
組
み
と
さ
れ
る

（
75
）

。
か
か
る
登
録
制
の
採
用
は
仮
想
通
貨
交
換
業
に
対
す
る
監
督
・
規
制
の
必
要
性
、

新
規
参
入
を
通
じ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
バ
ラ
ン
ス
へ
の
配
慮
を
意
図
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
76
）

。

ハ　

登
録
手
続
、
登
録
拒
否
要
件

仮
想
通
貨
交
換
業
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
内
閣
総
理
大
臣
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
登
録
申
請
書
お
よ
び
一
定
の
添
付
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
三
）。
商
号
・
住
所
、
資
本
金
の
額
、
仮
想
通
貨
交
換
業
に
か
か
る
営
業
所
の

名
称
・
所
在
地
、
取
締
役
・
監
査
役
・
執
行
役

（
77
）

の
氏
名

（
78
）

、
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者

（
79
）

に
は
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
氏
名
、
取
り
扱
う
仮

想
通
貨
の
名
称
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
内
容
・
方
法
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
委
託
に
か
か
る
業
務

の
内
容
・
委
託
先
の
氏
名
（
商
号
・
名
称
）・
委
託
先
住
所
、
他
に
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
事
業
の
種
類
、
そ
の
他
内
閣
府
令
に
定
め

る
事
項

（
80
）

。

監
督
当
局
は
提
出
さ
れ
た
登
録
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
な
ど
に
基
づ
い
て
審
査
を
行
い
、
次
の
⒜
ま
た
は
⒝
に
該
当
し
た
場
合
に
は

登
録
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
五
）。

⒜
登
録
拒
否
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。
⒝
登
録
申
請
書
・
添
付
書
類
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
ま

（
七
九
三
）
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第
八
十
三
巻
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号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
三
六

た
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
（
虚
偽
記
載
等
）。

⒜
登
録
拒
否
要
件
と
し
て
は
、
次
の
①
│
⑩
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
、
登
録
拒
否
要
件
に
該
当
し
た
も
の
と
し
て
仮
想
通
貨
交

換
業
の
登
録
が
拒
否
さ
れ
る
（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
五
）。

①
株
式
会
社
ま
た
は
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者

（
81
）

で
な
い
も
の
、
②
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
国
内
に
お
け
る
代
表
者

（
82
）

の
な

い
法
人
、
③
仮
想
通
貨
交
換
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
財
産

的
基
盤
を
有
し
な
い
法
人
、
④
仮
想
通
貨
交
換
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
な
い
法
人
、
⑤
仮
想
通
貨

に
関
す
る
資
金
決
済
法
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
な
い
法
人
、
⑥
他
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
現

に
用
い
て
い
る
商
号
・
名
称
と
同
一
の
商
号
・
名
称
、
ま
た
は
他
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
商
号
・
名
称
を

用
い
よ
う
と
す
る
法
人
、
⑦
資
金
決
済
法
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
交
換
業
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
ま
た
は
資
金
決
済
法
に
相
当
す
る
外
国

の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る
同
種
類
の
登
録

（
83
）

を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法

人
、
⑧
資
金
決
済
法
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
出
資
法
）、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令

の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑

（
84
）

に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
ま
た
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人
、
⑨
他
に
行
う
事
業
が
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人
、
⑩
取
締
役
等

（
85
）

う
ち
次
の
イ
│
ホ
の
欠
格
要
件

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
法
人
。

イ 

成
年
被
後
見
人
・
被
保
佐
人
、
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
者
、
ロ 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
、

外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
者
、
ハ 

禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
ま
た
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
、
ニ 

資
金
決
済
法
、
出
資
法
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

（
七
九
四
）
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関
す
る
法
律
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
ま
た
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
、
ホ 

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
資
金
決
済
法
に
基
づ
く
仮
想

通
貨
交
換
業
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
法
人
が
資
金
決
済
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い

て
受
け
て
い
る
同
種
類
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
日
前
三
〇
日
以
内
に
そ
の
法
人
の
取
締
役
等
で
あ
っ
た
者

で
、
当
該
取
消
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
。

登
録
拒
否
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
登
録
申
請
書
・
添
付
書
類
に
虚
偽
記
載
等
が
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
申
請
者
に
よ
る
仮
想

通
貨
交
換
業
者
と
し
て
の
登
録
は
認
め
ら
れ
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
よ
る
資
金
決
済
法
六
三
条
の
四
第
一
項
）。
当
初
は
登
録
拒
否
要
件
に
該

当
し
な
か
っ
た
が
事
後
的
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
登
録
取
消
し
、
業
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
停
止
命
令
な
ど
行
政
処
分
の
対

象
と
な
る
（
同
法
六
三
条
の
一
七
第
一
項
）。

②
の
（
財
産
的
基
盤
）
の
登
録
拒
否
要
件
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
講
じ
た
シ
ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
利
用
者
保
護
に
配
慮
し
た
最
低

限
の
初
期
投
資
の
た
め
一
定
程
度
の
資
本
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
財
務
規
制
を
課
す
こ
と
を
想

定
し
て
い
る

（
86
）

。

⑷　

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
│
利
用
者
保
護
の
た
め
の
ル
ー
ル
整
備
等
│

イ　

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
行
為
規
制

改
正
資
金
決
済
法
で
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
行
う
業
務
な
ど
に
つ
い
て
以
下
の
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
①
情
報
の
安
全
管
理

（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
八
）、
②
仮
想
通
貨
交
換
業
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
し
た
場
合
、
委
託
先
に
対
す
る
指
導
（
同
六
三
条
の
九
）、

③
利
用
者
の
保
護
等
に
関
す
る
措
置
（
同
六
三
条
の
一
〇
）
と
し
て
取
り
扱
う
仮
想
通
貨
と
本
邦
通
貨
・
外
国
通
貨
と
の
誤
認
防
止
の
た
め

（
七
九
五
）
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の
説
明
、
手
数
料
そ
の
他
の
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
な
ど
、
④
利
用
者
の
金
銭
・
仮
想
通
貨
の
分
別

管
理
、
分
別
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士
・
監
査
法
人
の
監
査
（
同
六
三
条
の
一
一
）、
⑤
指
定
仮
想
通
貨
交
換
業
務
紛
争
解
決

機
関

（
87
）

と
の
契
約
締
結
義
務
等
（
同
六
三
条
の
一
二
）。

国
内
に
お
け
る
仮
想
通
貨
の
交
換
所
の
破
綻
事
案
を
踏
ま
え
て
、
仮
想
通
貨
の
売
買
等
に
伴
い
想
定
さ
れ
る
リ
ス
ク
（
情
報
不
足
に
起

因
す
る
利
用
者
側
の
損
害
、
利
用
者
が
預
託
し
た
資
産
の
逸
失
、
利
用
者
情
報
の
流
出
等
）
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
88
）

。

④
の
分
別
管
理
に
関
し
て
、
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
私
法
上
の
位
置
付
け
も
明
確
で
な
い
た
め
供
託
・
信
託
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
と
の
制
約
が
あ
る
と
い
う
問
題
点
が
存
在
す
る
。
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
は
供
託
・
信
託
の
方
法
に
よ
る
保
全
で
な
く
、
少

な
く
と
も
現
時
点
で
は
顧
客
資
産
と
の
区
分
管
理
を
基
本
と
す
る
方
法
で
具
体
的
な
分
別
管
理
を
行
う
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

ロ　

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
監
督

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し
て
は
監
督
当
局
に
よ
る
監
督
規
定
が
整
備
さ
れ
る
。
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
・

保
存
義
務
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
よ
る
資
金
決
済
法
六
三
条
の
一
三
）、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
よ
る
事
業
報
告
等
書

（
89
）

の
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
提

出
義
務
（
同
六
三
条
の
一
四
）、
監
督
当
局
に
よ
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
立
入
検
査
等
（
同
六
三
条
の
一
五
）、
内
閣
総
理
大
臣
に

よ
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
業
務
改
善
命
令
、
業
務
停
止
命
令
、
登
録
取
消
し
な
ど
の
処
分
（
同
六
三
条
の
一
六
〜
一
九
）。

改
正
資
金
決
済
法
に
併
せ
て
金
融
庁
設
置
法
も
改
正
さ
れ
、
金
融
庁
の
所
掌
事
務
と
し
て
仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
う
者
に
対
す
る
検
査

そ
の
他
の
監
督
な
ど
が
追
加
さ
れ
て
い
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
よ
る
金
融
庁
設
置
法
四
条
一
項
三
号
ケ
）。

⑸　

マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
資
金
供
与
へ
の
対
策

銀
行
法
等
改
正
法
は
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
）
を
改
正
し
、
規
制
対
象
と
な
る
特
定
事

（
七
九
六
）
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業
者
と
し
て
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
追
加
し
て
い
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
よ
る
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
二
条
二
項
三
一
号
）。

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
は
、
次
の
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
の
規
制
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
90
）

。

①
口
座
開
設
時
に
お
け
る
本
人
確
認
等
（
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
四
条
）、
②
本
人
確
認
記
録
、
取
引
記
録
等
の

作
成
・
保
存
（
同
六
条
、
七
条
）、
③
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
等
（
同
八
条
）、
④
上
記
①
│
③
の
措
置
を
的
確
に
行
う
た
め
の
体
制
整
備

（
同
一
〇
条
）。

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
で
は
な
い
が
仮
想
通
貨
交
換
業
者
か
ら
の
仮
想
通
貨
売
買
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
関
し
、
な
り
す

ま
し
を
行
っ
た
者
な
ど
に
対
す
る
罰
則
規
定
も
整
備
さ
れ
た
（
同
三
〇
条
）。

⑹　

自
主
規
制

銀
行
法
等
改
正
法
で
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
法
令
に
基
づ
く
自
主
規
制
団
体
を
設
立
す
る
観
点
か
ら
資
金
決
済
法
規
定
を
見
直
し
、

資
金
決
済
法
上
の
自
主
規
制
団
体
で
あ
る
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
の
範
囲
と
し
て
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
、
資
金
移
動
業
者
に
加

え
て
新
た
に
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
設
立
し
た
一
般
社
団
法
人
も
加
え
て
い
る
（
改
正
資
金
決
済
法
八
七
条

（
91
））。

仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
（
自
主
規
制
団
体
）
の
業
務
と
し
て
、
法
令
遵
守
・
利
用
者
保
護
の
た
め
に

会
員
に
対
す
る
指
導
・
勧
告
等
、
規
則
の
制
定
、
会
員
の
法
令
・
規
則
遵
守
状
況
の
調
査
・
利
用
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
な
ど
が
規
定
さ

れ
る
（
同
法
八
八
条
）。
現
行
法
の
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
、
資
金
移
動
業
者
に
関
す
る
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
（
自
主
規
制
団
体
）

の
業
務
と
文
言
上
の
大
き
な
相
違
は
な
い
。

⑺　

仮
想
通
貨
を
巡
る
制
度
上
の
論
点

仮
想
通
貨
に
関
し
て
今
回
整
備
さ
れ
た
内
容
は
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
と
い
っ
た
国
際
的
要
請
、
国
内
に
お
け

（
七
九
七
）
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）

一
四
〇

る
仮
想
通
貨
の
交
換
所
の
破
綻
事
案
を
受
け
て
迅
速
な
対
応
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
主
で
あ
り
、
仮
想
通
貨
に
か
か
る
制
度
上
の
論
点
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
の
通
り
指
摘
で
き
る

（
92
）

。
仮
想
通
貨
に
対
し
て
各
法
令
に
基
づ
く
規
制
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
の
規
制
を
課

す
べ
き
か
否
か
な
ど
が
問
題
と
な
る
。
直
ち
に
表
面
化
す
る
問
題
点
で
は
な
い
に
し
ろ
、
金
融
技
術
・
Ｉ
Ｔ
技
術
の
変
化
に
立
ち
遅
れ
ず
、

規
制
・
制
度
の
趣
旨
を
確
認
す
る
上
か
ら
も
検
討
を
継
続
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
関
連
を
含
め
、
比
較
法
的

な
検
討
は
改
め
て
後
述
す
る
。

①
仮
想
通
貨
を
原
資
産
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
対
し
て
金
融
商
品
取
引
法
お
よ
び
関
連
法
令
に
基
づ
く
規
制
（
適
合
性
原
則
、

証
拠
金
な
ど
）
ま
た
は
同
等
の
規
制
、
②
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
（
金
融
商
品
販
売
法
）
に
基
づ
く
規

制
（
説
明
義
務
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
な
ど
）
ま
た
は
同
等
の
規
制

（
93
）

、
③
仮
想
通
貨
の
貸
付
け
に
利
息
制
限
法
、
貸
金
業
法
ま
た
同
等

の
規
制
、
④
破
産
手
続
、
会
社
更
生
手
続
、
民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
仮
想
通
貨
に
対
す
る
保
全
処
分
等
の
あ
り
方
、
⑤
民
事
執
行
手
続

に
お
け
る
仮
想
通
貨
に
対
す
る
強
制
執
行
の
あ
り
方
、
⑥
仮
想
通
貨
の
供
託
、
信
託
の
あ
り
方

（
94
）

、
⑦
仮
想
通
貨
の
売
買
・
使
用
等
を
巡
る

消
費
税
な
ど
税
制
上
の
取
扱
い
の
あ
り
方

（
95
）

。

第
六
章　

仮
想
通
貨
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
な
ら
び
に
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
│
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
所

有
権
否
定
判
決
を
踏
ま
え
て
│

1
．
仮
想
通
貨
な
ら
び
に
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
業
規
制
等

仮
想
通
貨
な
ら
び
に
仮
想
通
貨
の
資
金
調
達
方
法
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ff ering 

新
規
仮
想
通
貨
公
開
）
に
関
す
る
業
規
制
等
を
み
て

い
き
た
い
。
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
登
録
状
況
に
つ
い
て
は
二
〇
一
七
年
九
月
三
〇
日
時
点
で
一
一
社
が
登
録
し
て
い
る

（
96
）

。
経
過
措
置

（
七
九
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
四
一

八
条
の
規
定
に
よ
り
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
よ
り
前
に
現
に
仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
っ
て
い
た
者
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
起
算

し
て
六
月
間
に
登
録
の
申
請
を
し
た
場
合
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
後
も
そ
の
申
請
に
つ
い
て
登
録
ま
た
は
登
録
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る

ま
で
の
間
、
当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

仮
想
通
貨
の
会
計
処
理
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
四
日
付
企
業
会
計
基
準
委
員
会
公
表
資
料
に
お
い
て
「
現
在
開
発
中
の

会
計
基
準
に
関
す
る
今
後
の
計
画
」
⑹
仮
想
通
貨
に
係
る
会
計
上
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
指
針
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
主
な
内
容
は
、
仮

想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
財
務
諸
表
監
査
制
度
の
円
滑
な
運
用
お
よ
び
会
計
処
理
が
明
確
に
さ
れ
な
い
場
合
に
は
多
様
な
会
計
実
務
が

形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
お
よ
び
仮
想
通
貨
の
利
用
者
に
お
け
る
仮
想
通
貨
に
か
か
る
会
計
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
検
討
状
況
お
よ
び
今
後
の
計
画
と
し
て
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
に
公
開
草
案
を
公
表
す
る
こ
と

を
目
標
と
し
て
作
業
中
で
あ
る

（
97
）

。

2
．
仮
想
通
貨
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
欧
米
規
制
当
局

米
国
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
取
扱
い
を
み
る
と
、
二
〇
一
七
年
七
月
二
四
日
米
国
企
業L

edger X
 L

L
C

を
米

国
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
最
初
のD

erivatives C
learing O

rganization

と
し
て
登
録
し
て
い
る

（
98
）

。
ま
た
世
界
最
大
手
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
所
で
あ
る
米
シ
カ
ゴ
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
も
年
内
に
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
先
物
を
二
〇
一
七
年
第
四
四
半
期
に
ロ
ー

ン
チ
す
る
（launch 

売
り
出
す
）
旨
を
発
表
し
た

（
99
）

。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ff ering

）
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
が
一
般
的
な
資
金
調
達
方
法
と
相
違
す
る
点
は
資
金
調
達
を
計
画
す
る
企
業
が

独
自
に
発
行
し
た
ト
ー
ク
ン
（token 

証
票
）
を
ネ
ッ
ト
を
通
じ
不
特
定
多
数
に
直
接
販
売
で
き
、
ト
ー
ク
ン
購
入
に
お
い
て
は
現
金
で
な

く
仮
想
通
貨
が
用
い
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
Ｉ
Ｏ
Ｃ
は
企
業
等
が
電
子
的
に
ト
ー
ク
ン
（
証
票
）
を
発
行
し
て
公
衆
か
ら
資
金
調
達
を
行
う

（
七
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
四
二

行
為
の
総
称
で
あ
る
。
即
ち
発
行
体
は
投
資
者
に
ト
ー
ク
ン
を
賦
与
し
、
投
資
者
は
仮
想
通
貨
に
よ
る
払
込
み
を
行
う
。
発
行
体
は
投
資

者
か
ら
受
領
し
た
仮
想
通
貨
を
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
渡
し
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
発
行
体
と
現
金
と
の
交
換
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
短
期
間
で
多
額
の
資
金
調
達
が
で
き
る
こ
と
、
最
初
に
多
額
の
資
金
を
用
意
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
調

達
資
金
の
返
済
は
基
本
的
に
不
要
で
あ
る
こ
と
、
業
者
を
介
せ
ず
に
投
資
家
か
ら
直
接
資
金
を
調
達
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
反
面
で
デ
メ

リ
ッ
ト
は
プ
ロ
ダ
ク
ト
を
投
資
家
に
認
め
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
こ
と
、
投
資
家
が
多
額
の
損
失
を
被
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

資
金
決
済
法
の
制
定
時
に
は
想
定
し
な
い
類
型
の
取
引
で
あ
り
、
二
〇
一
七
年
七
月
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（U

.S
. S

ecurities and E
xchange 

C
om

m
ission

証
券
取
引
委
員
会
）
が
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
有
価
証
券
が
同
国
証
券
取
引
法
お
よ
び
証
券
取
引
法
上
のS

ecurities

に

該
当
し
、
関
連
法
令
に
基
づ
く
規
制
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
詐
欺
的
取
引
に
も
用
い
ら
れ
る
懸
念
も
あ
り
各
国
規
制

当
局
が
注
視
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
事
案
に
よ
っ
て
はS

ecurities
に
該
当
し
、
規
制
対
象
に
な
る
旨
を
公
表
し
た
（
二
〇
一
七
年
七
月
二
五
日

（
100
））。

米
国
で

は
規
制
当
局
が
複
雑
に
交
錯
し
、
米
国
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（U

.S
. T

he C
om

m
odity F

utures T
rading C

om
m
ission 

商
品
先
物
取
引
委
員
会
）
に
関
し

て
は
米
国
商
品
取
引
法
（C
om

m
odity E

xchange A
ct  C

E
A

）
で
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
含
む
仮
想
通
貨
が
商
品
（com

m
odity

）
と
し
て
規
定

さ
れ
、A

nti-F
raud

の
観
点
か
ら
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
が
図
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
九
月
二
一
日

（
101
））。

欧
州
Ｅ
Ｓ
Ｍ
Ａ
（E

uropean S
ecurities and M

arkets A
uthority 

欧
州
証
券
市
場
監
督
局
）
で
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
（T

he F
inancial Innovation 

S
tanding C

om
m
ittee

）
に
対
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
増
加
に
関
し
て
Ｅ
Ｓ
Ｍ
Ａ
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
検
討
を

指
示
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
九
月
二
七
日

（
102
））。

香
港
Ｓ
Ｆ
Ｃ
（T

he S
ecurities and F

utures C
om

m
ission

）
も
個
別
具
体
的
な
事
例
に
よ
っ
てS

ecurities

に
該
当
す
る
旨
を
表
明
し

（
八
〇
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
四
三

て
い
る
（
二
〇
一
七
年
九
月
一
七
日

（
103
））。

3
．
我
が
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
な
ら
び
に
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
規
制
当
局
の
動
向
と
方
向
性

⑴　

Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
規
制
当
局
の
動
向

①
仮
想
通
貨
を
投
資
に
販
売
す
る
場
合
、
一
般
に
資
金
決
済
法
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
交
換
業
に
対
す
る
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
。
②
ま

た
出
資
等
を
さ
れ
た
資
金
を
用
い
て
事
業
を
行
い
、
そ
の
事
業
か
ら
生
じ
る
収
益
の
配
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
仮
想
通
貨
と

し
て
販
売
す
る
場
合
に
は
、
一
般
に
金
融
商
品
取
引
法
に
定
め
る
金
融
商
品
取
引
業
に
対
す
る
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

（
104
）

、
③
Ｉ
Ｃ
Ｏ

事
業
に
関
係
す
る
事
業
者
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
資
金
決
済
法
や
金
融
商
品
取
引
法
等
の
規
制
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
登

録
な
ど
関
係
法
令
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
義
務
を
適
切
に
履
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
登
録
な
し
に
か
か
る
事
業
を
行
っ
た
場
合
に
は
刑
事

罰
の
対
象
と
な
る
こ
と

（
105
）

が
金
融
庁
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑵　

Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
対
す
る
規
制
適
用
│
資
金
決
済
法
、
集
団
的
投
資
ス
キ
ー
ム
と
ト
ー
ク
ン
│

Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
一
定
の
ト
ー
ク
ン
は
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
に
該
当
し
、
そ
の
交
換
等
を
業
と
し
て
行
う
事
業
者

は
内
閣
総
理
大
臣
（
各
財
務
局
）
へ
の
登
緑
が
必
要
に
な
る

（
106
）

。

こ
こ
で
「
一
定
の
ト
ー
ク
ン
」
に
関
し
て
、
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
の
定
義
に
該
当
す
る
ト
ー
ク
ン
を
発
行
す
る
場
合
、
仮
想
通

貨
に
よ
る
払
込
み
を
受
け
る
場
合
に
は
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
等
の
仮
想
通
貨
と
当
該
ト
ー
ク
ン
の
交
換
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
仮
想

通
貨
交
換
業
の
登
録
が
必
要
と
な
る
。

資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
の
定
義
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
改
正
資
金
決
済
法
二
条
五
項
）。

①
物
品
を
購
入
し
、
も
し
く
は
借
り
受
け
、
ま
た
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
不
特
定
の
者

（
八
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
四
四

に
対
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
お
よ
び
売
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
（
電
子

機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
本
邦
通
貨
お
よ
び
外
国
通
貨
な
ら
び
に
通
貨
建
資
産
を
除
く
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。）
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

②
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
前
号
に
掲
げ
る
も
の
と
相
互
に
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

即
ち
仮
想
通
貨
は
、
①
物
品
購
入
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
受
け
る
場
合
に
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
不
特
定
の
者
に
対
し
て
使
用
で
き
る
も

の
で
、
か
つ
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
お
よ
び
売
却
が
で
き
る
財
産
的
価
値
で
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
で
き
る
も

の
、
②
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
相
互
に
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
で
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
で
き
る

も
の
の
い
ず
れ
か
を
い
う
。
預
金
や
債
券
な
ど
通
貨
建
資
産
は
上
記
の
定
義
か
ら
除
か
れ
（
改
正
資
金
決
済
法
二
条
六
項
）、
ま
た
前
払
式

支
払
手
段
や
ポ
イ
ン
ト
な
ど
特
定
加
盟
店
な
ど
で
使
用
で
き
る
も
の
も
除
か
れ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
対
す
る
規
制
の
適
用
に
関
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
が
投
資
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
場
合
に
は
仮
想
通
貨
に
よ
る
購
入
で
あ
っ
て
も
実
質

的
に
法
定
通
貨
に
よ
る
購
入
と
同
視
さ
れ
る
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
は
金
融
商
品
取
引
法
の
規
制
対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

（
107
）

。
投
資
と
し

て
の
性
格
を
持
つ
場
合
お
よ
び
実
質
的
に
法
定
通
貨
で
の
購
入
と
同
視
さ
れ
る
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
ト
ー

ク
ン
が
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る

（
108
）

。

集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
の
要
件
は
以
下
の
通
り
で
、
該
当
す
る
場
合
は
取
扱
い
に
関
し
て
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
と
し
て
の
登
録

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
①
権
利
を
有
す
る
者
が
金
銭
等
を
出
資
ま
た
は
拠
出
す
る
こ
と
、
②
出
資
ま
た
は
拠
出
さ
れ
た
金
銭
等
を

充
て
て
事
業
（
出
資
対
象
事
業
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
③
出
資
者
が
出
資
対
象
事
業
か
ら
生
ず
る
収
益
の
配
当
ま
た
は
当
該
出
資
対
象
事

（
八
〇
二
）
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一
四
五

業
に
か
か
る
財
産
の
分
配
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
る
こ
と
。

一
般
的
な
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
に
比
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
行
う
場
合
の
留
意
点
は
出
資
者
は
調
達
企
業
か
ら
ト
ー
ク
ン
を
受
け
取
る
こ
と

に
な
る
点
で
あ
り
、
①
ト
ー
ク
ン
が
法
令
上
の
仮
想
通
貨
に
該
当
し
な
い
か
、
②
ト
ー
ク
ン
を
代
価
の
弁
済
等
に
使
え
る
も
の
と
し
て
い

な
い
か
、
③
実
質
的
に
法
定
通
貨
で
の
購
入
と
同
視
さ
れ
る
ス
キ
ー
ム
に
該
当
し
な
い
か
、
④
ト
ー
ク
ン
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
資
金

調
達
者
が
行
う
事
業
か
ら
生
ず
る
収
益
の
配
当
ま
た
は
当
該
出
資
対
象
事
業
に
か
か
る
財
産
の
分
配
を
行
う
枠
組
み
と
し
て
い
な
い
か
が

問
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
要
素
も
加
味
し
て
ト
ー
ク
ン
の
設
計
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑶　

規
制
の
今
後
の
方
向
性

第
一
に
、
現
状
で
は
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
に
対
す
る
出
資
が
金
銭
等
に
よ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
、
仮
想
通
貨
で
出
資
す
る
限
り
は
実
質

的
に
現
金
と
同
視
す
べ
き
ス
キ
ー
ム
で
な
い
限
り
規
制
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
政
令
レ
ベ
ル
の
改
正
に
よ
り
現
金
等
の
中
に
仮
想
通
貨

を
規
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

第
二
に
、
現
状
で
は
仮
想
通
貨
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
原
資
産
に
仮
想
通
貨
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

仮
想
通
貨
を
原
資
産
と
し
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
法
的
な
位
置
づ
け
が
不
明
確
で
あ
る
。
こ
の
点
も
政
令
レ
ベ
ル
で
偵
想
通
貨
を
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
の
原
資
産
に
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
今
後
は
法
律
レ
ベ
ル
で
は
な
い
改
正
が
模
索
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

（
109
）

。

4
．
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
仮
想
通
貨
等
の
私
法
上
の
取
扱
い
│
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
所
有
権
否
定
判
決
な
ど
を
踏
ま
え
て
│

⑴　

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
仮
想
通
貨
の
性
質
な
ら
び
に
私
法
上
の
取
扱
い

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
仕
組
み
は
、
①
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
（blockchain 

分
散
型
台
帳
技
術
・
分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
上
に
電
子
的
な
方
法

に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
で
、
②
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
全
て
の
ノ
ー
ド
（node
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
接
合
点
・
中
継
点
・
分
岐
点
）
に
情
報

（
八
〇
三
）
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号
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〇
一
八
年
三
月
）

一
四
六

が
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
改
寛
が
困
難
に
な
る
。
③
各
ユ
ー
ザ
ー
は
、
各
ユ
ー
ザ
ー
が
付
与
さ
れ
て
い
る
ア
ド
レ
ス
に
紐
づ
け
ら
れ
た
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
取
引
記
録
を
差
引
計
算
し
て
得
ら
れ
る
数
量
の
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
保
有
す
る
。
④
当
該
ア
ド
レ
ス
に
対
応
す
る
秘

密
鍵
を
利
用
す
る
こ
と
で
排
他
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

私
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
①
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
価
値
は
情
報
そ
れ
自
体
に
あ
り
、
他
の
権
利
関
係
の
記
録
と
は
異
な
る
。
②
ビ
ッ

ト
コ
イ
ン
の
保
有
は
秘
密
鍵
の
排
他
的
管
理
で
あ
り
、
事
実
と
し
て
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
送
信
で
き
る
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
対
す
る
財
産
権
を
い
か
に
考
え
る
か
、
所
有
権
を
認
め
る
場
合
に
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
保
有
と
所
有
の
関
係
を
い
か
に
考

え
る
か
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
債
権
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
か
等
の
問
題
点
が
生
じ
て
い
る
。

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
基
本
的
発
想
は
、
①
取
引
の
履
歴
を
全
て
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
に
記
録
（
公
開
）
し
て
改
竄
を
困
難
に
す
る
。
③

残
高
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
先
に
行
わ
れ
た
取
引
を
優
先
、
遅
れ
た
取
引
を
劣
後
さ
せ
る
と
い
う
ル
ー
ル
を
採
用
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
現
金
の
支
払
い
時
に
、
支
払
人
が
現
金
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
信
用
で
き
る
こ
と
と
同
様
の
状
態
を
作
り
出
す
。
保
有
者

が
正
当
に
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
担
保
さ
れ
支
払
い
手
段
と
し
て
安
定
す
る
こ
と
に
あ
る

（
110
）

。

そ
こ
で
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
財
産
権
が
成
立
し
な
い
場
合
に
上
記
ル
ー
ル
の
み
が
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
帰
属
を
規
律
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

不
正
利
用
時
の
処
理
等
何
ら
か
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
の
処
理
は
別
途
検
討
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
財
産
権
が
成
立
す

る
場
合
、
対
抗
要
件
等
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
内
在
的
な
上
記
ル
ー
ル
と
既
存
法
体
系
に
従
っ
た
権
利
の
帰
属
ル
ー
ル
の
整
合
性
が
問
題
と
な

る
。近

時
の
事
例
と
し
て
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
交
換
所
の
破
産
手
続
き
に
お
い
て
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
所
有
権
が
争
点
に
な
っ
た
（
ビ
ッ
ト
コ

イ
ン
所
有
権
否
定
判
決
）。
顧
客
の
多
く
は
、
自
ら
が
付
与
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
に
お
い
て
直
接
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、M

t.G
ox

が
顧
客
の

（
八
〇
四
）
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四
七

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
管
理
し
て
い
た
も
の
で
、
①
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
が
顧
客
の
所
有
権
の
対
象
で
あ
れ
ば
破
産
手
続
上
は
取
戻
権
と
し
て
顧
客

が
破
産
手
続
に
よ
ら
ず
に
返
還
を
請
求
で
き
る
。
②
そ
う
で
な
け
れ
ば
顧
客
は
一
般
の
破
産
債
権
者
と
し
て
破
産
財
団
か
ら
案
分
で
弁
済

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
の
司
法
判
断
は
（
東
京
地
判
平
成
二
七
年
八
月
五
日
（L

E
X
/D

B
25541521

）、

①
所
有
権
の
客
体
は
有
体
物
で
あ
り
、
排
他
的
に
支
配
可
能
な
も
の
に
限
ら
れ
る
。
②
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
は
有
体
物
（
民
法
八
五
条
）
で
は

な
く
、
秘
密
鍵
を
用
い
て
管
理
さ
れ
る
が
排
他
的
な
支
配
が
可
能
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
所
有
権
は
成
立
し
な
い
と
し

て
い
る

（
111
）

。

事
実
上
所
有
と
占
有
の
一
致
が
実
現
す
る
こ
と
に
よ
る
決
済
利
用
上
の
メ
リ
ッ
ト
、
担
保
・
信
託
等
の
積
極
的
活
用
の
道
が
狭
ま
る
こ

と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
、
ハ
ッ
キ
ン
グ
等
に
よ
り
不
正
利
用
さ
れ
た
場
合
の
処
理
等
の
新
し
い
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

米
国
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
議
論
と
国
際
私
法

米
国
で
はP

ropery R
ights

の
範
囲
は
我
が
国
の
物
権
よ
り
広
範
で
あ
り
、
無
体
物
に
も
成
立
す
る
。U

niform
 C

om
m
ercial C

ode

（
統
一
商
事
法
典
）
の
定
め
る
担
保
権
の
対
象
に
な
る
と
の
見
解
も
あ
り
、
決
済
利
用
に
際
し
て
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
保
有
し
て
い
る
者
が
①

権
原
を
有
し
て
い
な
い
、
②
受
領
し
た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
担
保
権
が
付
着
し
て
い
る
等
の
問
題
点
が
生
じ
得
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

適
用
法
の
問
題
と
し
て
は
、
我
が
国
の
国
際
私
法
で
は
①
動
産
に
関
す
る
物
権
の
準
拠
法
は
動
産
の
所
在
地
法
と
さ
れ
、
仮
に
動
産
の

所
在
地
法
が
類
推
さ
れ
る
と
し
て
も
所
在
地
は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
全
世
界
に
存
在
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ヘ
の
記
載
が

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
、
こ
の
点
前
掲
東
京
地
判
平
成
二
七
年
八
月
五
日
は
特
段
の
説
明
も
な
く
日
本
法
を
適
用
し
て
い
る
。
更
に
は
、

国
境
を
越
え
た
取
引
が
容
易
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
性
質
、
各
国
毎
に
異
な
る
取
扱
い
等
か
ら
適
用
法
が
問
題
と
な
る
事
案
が
今

後
は
増
大
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う

（
112
）

。

（
八
〇
五
）
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月
）

一
四
八

⑶　

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
用
い
た
取
引
類
型

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
用
い
た
他
の
取
引
類
型
と
し
て
、
①
自
動
販
売
機
な
ど
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
を
活
用
し
た
技
術
に
よ
り
予
め
取
り
交
わ
さ
れ
た
契
約
等
を
改
竄
困
難
な
形
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
し
、
条
件
合
致
の
場
合
に
自
動
執
行
す

る
仕
組
み
で
あ
り
、
契
約
締
結
・
執
行
条
件
の
充
足
の
確
認
と
執
行
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
自
動
化
し
た
取
引
と
い
え
る
。E

thereum

（
イ
ー
サ
リ
ア
ム
）
等
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
・
分
散
型
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（D

A
pps

）
の
構
築
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
を
利
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
提
供
す
る
。
課
題
と
し
て
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
象
（
契
約
の
無
効
、
解
除
等
）
が
生

じ
た
場
合
に
は
内
在
的
な
仕
組
み
で
は
な
く
、
外
部
の
紛
争
解
決
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

他
方
で
②
ス
マ
ー
ト
プ
ロ
パ
テ
ィ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
利
用
し
た
財
産
の
自
動
的
な
移
転
等
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に

記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
情
報
そ
の
も
の
で
あ
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
等
の
事
例
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
記
録
が
物
や
証
券
等
の
権
利
関
係

に
関
す
る
記
録
で
あ
る
事
例
が
あ
る
。
課
題
と
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
記
録
等
の
み
に
よ
り
法
的
な
対
抗
要
件
具
備

（
113
）

が
可
能
か

等
が
あ
る
。

5
．
仮
想
通
貨
関
連
規
制
と
国
際
的
な
政
策
協
調

⑴　

仮
想
通
貨
の
リ
ス
ク
と
国
際
的
政
策
協
調

仮
想
通
貨
等
が
有
す
る
リ
ス
ク
と
し
て
、
①
資
金
洗
浄
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
、
②
消
費
者
保
護
、
③
税
制
、
④
資
本
流
出
入
に
対
す

る
リ
ス
ク
な
ど
が
認
識
さ
れ
、
各
国
規
制
当
局
は
規
制
整
備
を
進
め
て
い
る
。
資
金
洗
浄
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
に
関
し
て
は
、
国
際
レ

ベ
ル
の
規
制
整
備
に
向
け
た
動
き
が
見
ら
れ
、
欧
米
で
は
既
存
規
制
の
対
象
に
仮
想
通
貨
を
含
め
る
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
は

既
述
の
通
り
、
仮
想
通
貨
へ
の
規
制
を
含
む
資
金
決
済
法
改
正
が
な
さ
れ
た
。

（
八
〇
六
）
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一
四
九

も
っ
と
も
各
国
の
仮
想
通
貨
に
対
す
る
規
制
の
内
容
は
区
々
で
あ
り
、
米
国
の
よ
う
に
連
邦
政
府
と
州
政
府
な
ど
同
一
国
家
内
の
規
制

当
局
間
に
お
い
て
も
対
応
が
分
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
仮
想
通
貨
の
汎
用
性
、
ボ
ー
ダ
レ
ス
取
引
と
い
う
特
徴
を
踏
ま
え
れ
ば
各
国
間
、

同
一
国
家
内
の
当
局
間
に
お
け
る
政
策
協
調
が
必
要
と
な
ろ
う

（
114
）

。
①
資
金
洗
浄
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
に
関
す
る
リ
ス
ク
と
し
て
、
ク
ロ

ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
な
ら
び
に
暗
号
化
技
術
を
背
景
に
資
金
洗
浄
や
テ
ロ
資
金
の
取
引
の
場
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
（F

inancial A
ction T

ask F
orce 

金
融
活
動
作
業
部
会
）
は
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
を
交
換
す
る
交
換
所
に
対
し
て
、
資
金
洗
浄

や
テ
ロ
資
金
の
取
引
を
予
防
す
る
手
段
を
講
じ
る
こ
と
、
疑
義
の
あ
る
取
引
を
報
告
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
資
金
洗
浄
や
テ
ロ
資

金
の
取
引
が
実
際
に
発
見
さ
れ
た
場
合
に
実
効
性
あ
る
対
応
を
可
能
に
す
る
枠
組
み
が
必
要
と
さ
れ
る
。
②
消
費
者
保
護
に
関
す
る
リ
ス

ク
と
し
て
は
、
仮
想
通
貨
に
対
す
る
規
制
の
不
確
実
性
と
仮
想
通
貨
の
不
透
明
性
を
背
景
に
消
費
者
保
護
の
観
点
で
脆
弱
性
が
存
在
す
る
。

各
国
当
局
は
消
費
者
保
護
の
脆
弱
性
に
関
す
る
警
告
を
公
表
し
、
一
部
で
は
交
換
所
等
の
登
録
制
を
義
務
付
け
て
い
る
。
③
税
制
に
関
す

る
リ
ス
ク
と
し
て
、
や
は
り
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
と
暗
号
化
技
術
に
よ
っ
て
脱
税
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
各
国
当
局
は
税
務
上

の
仮
想
通
貨
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
公
表
し
、
国
に
よ
り
財
産
あ
る
い
は
貨
幣
と
認
識
す
る
な
ど
差
異
が
み
ら
れ
る
。
付
加
価
値
税
に
お

け
る
取
扱
い
、
採
掘
の
報
酬
と
し
て
得
ら
れ
る
仮
想
通
貨
の
取
り
扱
い
が
焦
点
と
な
る
。
④
資
本
流
出
入
に
関
す
る
リ
ス
ク
と
し
て
、
資

本
規
制
を
導
入
す
る
国
に
と
り
決
済
・
取
引
が
中
央
主
体
を
介
さ
な
い
た
め
規
制
逃
れ
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
資
本
規
制
の
視
点

か
ら
仮
想
通
貨
に
対
応
し
て
い
る
国
は
現
時
点
で
は
見
受
け
ら
れ
な
い

（
115
）

。

⑵　

仮
想
通
貨
へ
の
各
国
規
制
の
対
応

①
資
金
洗
浄
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
（
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
防
止
（anti-m

oney laundering A
M

L

）
と
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
（com

bating 

the fi nancing of terrorism
 C

F
T

））
に
関
し
て
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
（F

inancial A
ction T

ask F
orce

）
が
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
発
出
し
、
仮
想
通
貨
と

（
八
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
五
〇

法
定
通
貨
を
交
換
す
る
交
換
所
に
対
し
て
登
録
・
免
許
制
を
課
す
と
共
に
顧
客
の
本
人
確
認
や
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
、
記
録
保
存
の
義

務
等
の
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
116
）

。

米
国
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
中
国
は
既
存
の
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
の
対
象
を
拡
大
す
る
形
で
仮
想
通
貨
交
換
所
も
規
制
対
象
と
し
て
い

る
。
我
が
国
は
、
金
融
審
議
会
「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
二
〇
一
五
年
七
月
）
に
お
い
て
仮
想
通

貨
の
規
制
に
関
す
る
検
討
を
行
い
、
同
年
一
二
月
仮
想
通
貨
の
交
換
所
の
登
録
制
の
導
入
、
交
換
所
に
対
し
て
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
や
利
用

者
保
護
に
関
す
る
義
務
を
課
す
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
報
告
書
を
公
表
し
、
仮
想
通
貨
に
対
す
る
規
制
を
含
む
資
金
決
済
法
改
正
に
繋

が
っ
て
い
る
。

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
に
お
い
て
仮
想
通
貨
に
対
す
る
国
際
レ
ベ
ル
の
規
制
整
備
が
進
む
一
方
、
各
国
間
あ
る
い
は
同
一
国
家
内
で
あ
っ
て

も
監
督
・
規
制
当
局
間
で
対
応
が
異
な
る
状
況
が
み
ら
れ
る
。
日
本
・
米
国
・
欧
州
各
国
は
仮
想
通
貨
取
引
所
に
対
し
て
当
局
の
登
録
を

要
請
す
る
一
方
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
中
国
人
民
銀
行
等
が
仮
想
通
貨
の
リ
ス
ク
防
止
に
関
す
る
通
知
を
公
表
し
、
仮
想
通
貨
交
換
所
等

を
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
の
規
制
対
象
に
加
え
る
と
共
に
、
金
融
機
関
が
仮
想
通
貨
に
関
連
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

②
税
制
に
関
し
て
は
各
国
の
対
応
は
区
々
で
あ
り
、
我
が
国
は
仮
想
通
貨
は
所
得
税
法
、
法
人
税
法
、
消
費
税
法
等
に
定
め
る
課
税
要

件
を
満
た
す
場
合
に
課
税
対
象
と
な
る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
る
。
一
方
、
欧
州
で
は
欧
州
司
法
裁
判
所
が
仮
想
通
貨
の
売
買
に
関
し
て

付
加
価
値
税
の
対
象
外
に
な
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
一
部
の
国
が
規
制
・
税
制
を
導
入
し
て
も
仮
想
空
間
か
つ
ボ
ー
ダ
レ
ス

取
引
が
可
能
な
仮
想
通
貨
に
対
し
て
規
制
・
制
度
の
実
効
性
が
確
保
で
き
る
か
は
不
透
明
で
あ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
取
り
組
む
Ａ
Ｍ
Ｌ
／

Ｃ
Ｆ
Ｔ
以
外
の
分
野
で
も
金
融
機
関
に
対
す
る
規
制
、
利
用
者
保
護
、
税
制
な
ど
仮
想
通
貨
に
対
す
る
各
国
間
の
政
策
協
調
が
不
可
欠
と

な
る
。

（
八
〇
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
五
一

③
同
一
国
家
内
の
対
応
に
関
し
て
、
米
国
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
商
品
先
物
取
引
委
員
会
）
は
仮
想
通
貨
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
と
認
識

し
（
117
）

、
取
引
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
米
国
の
仮
想
通
貨
交
換
所
に
対
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
登
録
を
要
求
す
る

（
118
）

。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
日
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券
取
引
委
員
会
）
は
採
掘
の
報
酬
と
し
て
得
ら
れ
る
仮
想
通
貨
に
関
連

し
た
契
約
書
を
有
価
証
券
と
み
な
し
、
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
お
よ
び
不
動
産
の
仮
想
通
貨
資
金
調
達
（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
）
に
つ
い
て
、
有
価
証
券
を
提

供
す
る
採
掘
業
者
が
詐
欺
行
為
を
働
い
た
と
し
て
告
訴
し
て
い
る

（
119
）

。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
ま
た
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
九
日
投
資
家
に
開
示
さ
れ
て

い
る
情
報
の
正
確
性
と
適
切
性
に
疑
問
が
あ
る
と
指
摘
し
、
仮
想
通
貨
関
連
企
業
の
ク
リ
プ
ト
の
売
買
を
停
止
し
た

（
120
）

。

更
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｄ
Ｆ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
金
融
監
督
局
）
は
二
〇
一
五
年
六
月
世
界
初
の
仮
想
通
貨
事
業
者
規
制
を
確
定
・
公
表
し
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
仮
想
通
貨
に
関
す
る
業
務
を
行
う
企
業
に
対
し
て
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｄ
Ｆ
の
登
録
を
要
求
し
て
い
る

（
121
）

。
規
制
コ
ス
ト
が
肥
大
し
、

ま
た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
関
連
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
が
Ｎ
Ｙ
州
か
ら
撤
退
す
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
米
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
に
対
す
る
異
な
る
対
応
は
監
督
当
局
の
分
権
化
構
造
の
存
在
と
共
に
、
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
や
有
価

証
券
な
ど
多
種
な
規
制
の
対
象
と
な
り
得
る
仮
想
通
貨
の
汎
用
性
の
特
性
に
基
づ
く
も
の
で
、
今
後
は
同
一
国
家
内
の
監
督
当
局
間
に
お

い
て
も
規
制
の
遺
漏
、
重
複
を
な
く
す
対
処
が
必
要
と
な
る

（
122
）

。
ま
た
州
法
べ
ー
ス
の
た
め
規
制
コ
ス
ト
増
大
へ
の
対
応
も
課
題
と
な
ろ

う
。

第
七
章　

F
inT

ech

関
連
法
制
と
同
種
取
引
の
整
合
性
な
ど

1
．
仮
想
通
貨
に
関
連
し
た
同
種
取
引

各
論
的
視
点
で
あ
る
が
、F

inT
ech

関
連
法
制
に
関
す
る
私
法
法
上
等
の
視
点
を
踏
ま
え
た
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。
近
時
の
一
連
の

（
八
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
五
二

法
律
改
正
で
仮
想
通
貨
に
関
す
る
制
度
が
完
備
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
仮
想
通
貨
に
か
か
る
取
引
と
同
種
取
引
の
間
の
整
合
性
に
つ
い
て

は
課
題
が
残
る

（
123
）

。
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
全
て
を
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
要
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

⑴　

仮
想
通
貨
交
換
業
者
と
金
融
商
品
販
売
法

金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
（
金
融
商
品
販
売
法
）
は
、
金
融
商
品
販
売
業
者
等
に
対
し
て
顧
客
へ
の
重
要
事
項
の
説
明
を
義
務

付
け
て
い
る
（
金
融
商
品
販
売
法
三
条
）。
違
反
し
た
金
融
商
品
販
売
業
者
等
は
顧
客
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
が
課
さ
れ
る
（
同
五
条
）。

銀
行
法
等
改
正
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
金
融
商
品
販
売
業
者
等
に
該
当
す
る
と
の
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、

仮
想
通
貨
に
関
し
て
通
貨
に
類
似
し
、
価
格
変
動
に
着
目
し
た
投
資
な
い
し
投
機
目
的
の
売
買
も
多
い
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
る

（
124
）

。
利
用
者

保
護
の
観
点
か
ら
仮
想
通
貨
を
金
融
商
品
類
似
の
も
の
と
位
置
付
け
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
金
融
商
品
販
売
法
ま
た
は
同
等
の
規
制
を

課
す
こ
と
も
検
討
さ
れ
よ
う
。

⑵　

仮
想
通
貨
を
原
資
産
・
原
指
標
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
金
融
商
品
取
引
法

金
融
商
品
取
引
法
下
で
は
店
頭
Ｆ
Ｘ
取
引
に
つ
い
て
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
規
制
が
存
在
す
る
（
金
融
商
品
取
引
法
三
八
条
四
号
、
金
融
商
品

取
引
法
施
行
令
一
六
条
の
四
）。
個
人
顧
客
を
相
手
と
す
る
Ｆ
Ｘ
取
引
に
つ
い
て
想
定
元
本
の
四
％
以
上
の
証
拠
金
の
預
託
を
求
め
（
レ
バ

レ
ッ
ジ
は
最
大
二
五
倍
以
内
）、
証
拠
金
規
制
が
課
さ
れ
る
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
一
一
七
条
一
項
二
七
号
・
二
八
号
、
七
項
、

八
項
）。
仮
想
通
貨
を
原
資
産
・
原
指
標
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
は
金
融
商
品
取
引
法
の
規
制
対
象
と
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
⑴
と

同
様
の
観
点
か
ら
金
融
商
品
取
引
法
ま
た
は
同
等
の
規
制
を
課
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
よ
う

（
125
）

。

⑶　

仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
と
貸
金
業
法
、
利
息
制
限
法

利
息
制
限
法
で
は
、
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
の
利
息
の
契
約
に
つ
い
て
元
本
額
に
応
じ
て
上
限
を
定
め
て
い
る
（
利
息
制
限
法

（
八
一
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
五
三

一
条
）。
貸
金
業
法
は
貸
金
業
者
に
対
し
利
息
制
限
法
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
利
息
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
（
貸
金
業

法
一
二
条
の
八
）。
仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
に
つ
い
て
は
モ
ノ
で
あ
り
金
銭
に
該
当
し
な
い
と
の
立
場
に
立
て
ば
利
息
制
限
法
、
貸
金
業
法

の
適
用
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
や
は
り
仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
に
利
息
制
限
法
、
貸
金
業
法
ま
た
は
同
等
の
規
制
を
課
す

る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
が
さ
れ
よ
う
。

⑷　

仮
想
通
貨
の
売
買
等
と
消
費
税

消
費
税
法
上
、
外
国
為
替
お
よ
び
外
国
貿
易
法
に
規
定
さ
れ
る
支
払
手
段
の
譲
渡
は
、
一
定
の
も
の
を
除
き
消
費
税
を
課
さ
な
い
（
消

費
税
法
六
条
一
項
、
別
表
第
一
）。
仮
想
通
貨
は
支
払
手
段
に
該
当
せ
ず
、
売
買
等
は
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
と
解
さ
れ
る

（
126
）

。
消
費
税

の
取
扱
い
が
仮
想
通
貨
の
活
用
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
、
検
討
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

（
127
）

。

⑸　

そ
の
他

仮
想
通
貨
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
①
破
産
手
続
、
会
社
更
生
手
続
、
民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
仮
想
通
貨
に
対
す
る
保
全
処
分
等

（
128
）

、
②

民
事
執
行
手
続
に
お
け
る
仮
想
通
貨
に
対
す
る
強
制
執
行

（
129
）

、
③
仮
想
通
貨
の
供
託
、
信
託

（
130
）

な
ど
の
あ
り
方
が
議
論
の
対
象
と
な
る
。
米
国

に
お
け
る
取
扱
い
な
ど
も
踏
ま
え
て
検
討
が
進
め
ら
れ
よ
う
。

2
．
Ａ
Ｉ
と
規
制
の
主
観
的
要
件

行
為
者
の
目
的
や
認
識
な
ど
主
観
的
要
件
に
関
し
て
、
金
融
商
品
取
引
法
で
は
相
場
操
縦
行
為
の
禁
止
は
他
人
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る

目
的
や
取
引
を
誘
引
す
る
目
的
を
行
為
者
が
有
し
て
い
る
こ
と
（
金
融
商
品
取
引
法
一
五
九
条
一
項
、
二
項
）、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
で

は
特
定
の
重
要
事
実
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
（
同
一
六
六
条
）
を
各
々
要
件
と
し
て
い
る
。

Ａ
Ｉ
の
場
合
、
①
Ａ
Ｉ
が
不
正
行
為
を
学
ぶ
こ
と
を
教
育
し
た
と
き
に
は
そ
の
者
の
責
任
が
問
え
よ
う
が
、
②
Ａ
Ｉ
が
自
ら
学
習
し
て

（
八
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
五
四

不
正
行
為
を
会
得
し
た
場
合
の
責
任
の
所
在
が
問
題
と
な
る

（
131
）

。
市
場
参
加
者
の
大
部
分
が
Ａ
Ｉ
と
な
り
、
Ａ
Ｉ
同
士
の
行
為
と
し
て
他
の

Ａ
Ｉ
の
判
断
を
誤
ら
せ
た
場
合
、
自
ら
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
詐
欺
的
行
為
と
同
視
で
き
る
か
も
論
点
に
な
る
。

①
に
つ
い
て
は
事
前
予
防
的
規
制
か
ら
Ａ
Ｉ
の
利
用
者
・
開
発
者
に
対
す
る
結
果
責
任
に
軸
を
置
く
規
制
に
、
②
の
主
観
的
要
件
に
つ

い
て
は
規
制
要
件
を
行
為
者
の
主
観
か
ら
客
観
的
事
実
に
基
づ
く
も
の
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
容
易
で
は
な
い
。
受
託
者
責
任
に
関

し
て
、
説
明
で
き
な
い
Ａ
Ｉ
の
判
断
を
提
供
し
た
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
運
用
会
社
）、
こ
の
Ａ
Ｉ
の
判
断
に
運
用
を
委
託
し
た
ア

セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
（
年
金
基
金
な
ど
）
の
両
者
の
責
任
を
い
か
に
整
理
す
る
か
も
問
題
と
な
る
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
で
は
問
題
を

起
こ
し
た
Ａ
Ｉ
の
利
用
の
禁
止
・
停
止
（
業
務
停
止
命
令
等
）
の
他
に
有
効
な
手
段
が
あ
る
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
る

（
132
）

。

3
．
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
型
仮
想
通
貨
に
お
け
る
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
と
仲
介
業
者
の
分
散
・
フ
ラ
ッ
ト
化
に
伴
う
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・

リ
ス
ク

F
inT

ech

に
よ
る
金
融
業
へ
の
影
響
と
し
て
、
業
務
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
化
が
挙
げ
ら
れ
る

（
133
）

。
複
数
の
要
素
や
機
能
が
束
ね
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
構
成
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
個
々
の
要
素
や
機
能
に
分
解
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
。
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
化
の
進
行
に
よ
り

仲
介
業
者
の
仲
介
機
能
が
細
分
化
さ
れ
、
多
数
の
主
体
が
分
割
し
て
担
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
仲
介
業
者
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
・
顧
客
を

保
護
す
べ
く
各
制
度
で
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
化
が
進
行
し
て
構
成

主
体
の
可
変
性
が
高
い
場
合
に
は
集
団
構
成
の
判
断
は
容
易
で
は
な
く
、
仲
介
業
者
に
対
し
て
業
務
資
格
を
認
め
規
制
に
服
さ
せ
る
枠
組

み
自
体
が
機
能
し
な
く
な
る
懸
念
が
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
化
が
進
展
し
、
特
定
の
中
核
的
管
理
者
が
い
な
い
分
散
・
フ
ラ
ッ
ト
化
し
た
も
の
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
型
仮
想
通
貨
の
利
用
で
あ
り
、
規
制
対
象
の
仲
介
業
者
と
保
護
対
象
の
利
用
者
・
顧
客
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
が
成
立
し
に
く
い
状
況

（
八
一
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
五
五

が
現
出
す
る

（
134
）

。
国
際
金
融
規
制
で
導
入
さ
れ
て
い
る
自
己
資
本
規
制
等
の
健
全
性
規
制
の
意
味
合
い
も
薄
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。

仲
介
業
者
と
利
用
者
の
境
界
が
不
明
確
化
し
た
場
合
も
、
反
復
継
続
取
引
を
行
う
相
対
的
優
位
な
ヘ
ビ
ー
ユ
ー
ザ
ー
と
劣
位
の
一
般
参

加
者
の
差
異
は
残
り
、
一
般
参
加
者
に
不
測
の
損
害
が
生
じ
る
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
金
融
シ
ス
テ
ム
に
危
機
が
生

じ
る
リ
ス
ク
も
消
滅
し
な
い

（
135
）

。

ま
た
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
に
つ
い
て
、F

inT
ech

進
展
に
よ
っ
て
安
全
性
、
利
便
性
、
費
用
、
時
間
、
金
額
の
多
寡
な
ど
多
様
な
金
融

サ
ー
ビ
ス
が
柔
軟
に
提
供
さ
れ
利
用
者
利
便
の
向
上
に
つ
な
が
る

（
136
）

が
、
利
用
者
に
お
け
る
合
理
的
選
択
が
社
会
全
体
に
合
理
的
結
果
を
生

む
こ
と
に
は
直
結
は
し
な
い
。
少
額
で
も
不
適
切
取
引
の
増
加
に
よ
る
社
会
的
コ
ス
ト
増
大
、
な
ら
び
に
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
の
拡

大
の
懸
念
が
あ
る
。
多
様
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
資
金
の
流
れ
が
多
様
化
し
、
リ
ス
ク
の
集
中
防
止
こ
そ
期
待
で
き
る
が
、
ア
ン
バ
ン

ド
リ
ン
グ
に
よ
る
提
供
主
体
の
多
様
・
分
散
化
と
相
俟
っ
て
取
引
・
資
本
・
技
術
面
な
ど
の
相
互
連
関
・
相
互
依
存
性
の
複
雑
さ
が
増
大

す
る
結
果
、
個
々
の
規
模
は
小
さ
く
て
も
相
互
連
関
・
依
存
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
連
鎖
的
破
綻
、
結
果
と
し
て
金
融
全
体
に
影
響
を

及
ぼ
す
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
増
大
化
に
至
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。F

inT
ech

企
業
は
金
融
業
界
以
外
に
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
チ
ャ
ー
等
か
ら

も
横
断
的
に
参
入
す
る
た
め
、
規
制
当
局
は
相
互
の
連
関
・
依
存
関
係
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
影
響
に
関
し
て
こ
う
し
た
新
し
い
観
点

か
ら
の
リ
ス
ク
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
で
き
る
だ
け
の
ス
キ
ル
が
要
求
さ
れ
る

（
137
）

。

第
八
章　

仮
想
通
貨
に
関
す
る
各
国
の
規
制
対
応
と
国
際
金
融
規
制

1
．
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス

こ
う
し
た
仮
想
通
貨
に
関
す
る
種
々
の
規
制
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
比
較
法
的
に
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い

（
138
）

。

（
八
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
五
六

英
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
豪
州
な
どF

inT
ech

を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
国
で
は
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス

（R
egulatory S

andbox 

規
制
の
砂
場
）
と
称
さ
れ
る
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
新
技
術
を
利
用
し
た
革
新
的
な
金
融
サ
ー
ビ

ス
や
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
を
試
験
的
に
実
行
す
る
緩
和
さ
れ
た
規
制
環
境
の
提
供
で
あ
り
、
規
制
緩
和
の
治
験
の
た
め
の
特
区
と
も
い
え

る
制
度
で
あ
る
。
内
容
は
ラ
イ
セ
ン
ス
上
の
要
件
緩
和
や
免
除
な
ど
で
あ
る
が
、
税
金
や
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
規
制
な
ど
免
除
さ
れ
な
い
規

制
は
明
示
さ
れ
る
。
技
術
革
新
推
進
と
金
融
の
安
定
・
消
費
者
保
護
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら
ん
と
す
る
も
の
で
、
革
新
的
金
融
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
試
行
障
壁
を
下
げ
、
取
引
を
行
う
消
費
者
の
タ
イ
プ
と
人
数
、
期
間
、
金
額
な
ど
を
限
定
し
て
試
行
リ
ス
ク
を
抑
制
し
、
消
費
者

保
護
の
た
め
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を
設
け
て
い
る
。
補
償
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
（A

lternative D
ispute R

esolution 

裁
判
外
紛
争
解
決
）
な
ど
追
加
的
な

消
費
者
保
護
措
置
の
他
、
リ
ス
ク
管
理
（
サ
イ
バ
ー
攻
撃
や
シ
ス
テ
ム
上
リ
ス
ク
の
対
処
）、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
報
告
等
が
要
求
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

米
国
に
は
こ
の
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
は
な
い
が
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
Ｏ
Ｃ
Ｃ
（O

ffi  ce of the C
om

ptroller of the 

C
urrency 

通
貨
監
督
庁
）
は
革
新
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
るF

inT
ech

企
業
に
対
し
、
特
別
目
的
州
法
銀
行
免
許
（special purpose state 

bank charters

）
を
付
与
す
る
構
想
を
公
表
し
て
い
る
。
連
邦
法
の
先
占
法
理
に
よ
り
免
許
を
得
れ
ば
各
州
の
銀
行
ラ
イ
セ
ン
ス
の
要
件

を
充
た
す
必
要
は
な
い
が
、
基
本
的
に
通
常
の
州
法
銀
行
と
同
様
の
規
制
に
服
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
、
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド

ボ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
革
新
的
サ
ー
ビ
ス
・
ビ
ジ
ネ
ス
試
行
に
向
け
て
の
規
制
緩
和
と
し
て
の
意
味
合
い
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。

か
か
る
Ｏ
Ｃ
Ｃ
提
案
に
対
し
て
は
消
費
者
保
護
の
見
地
か
ら
疑
問
が
呈
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
五
月
州
法
銀
行
監
督
者
会
議

（C
onference of S

tate B
ank S

upervisors C
S
B
S

）、
Ｎ
Ｙ
州
金
融
監
督
局
な
ど
が
①
銀
行
法
上
、
Ｏ
Ｃ
Ｃ
は
預
金
受
入
れ
を
し
な
い
主
体

に
銀
行
免
許
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
②
非
預
金
金
融
機
関
に
州
法
銀
行
免
許
を
付
与
す
る
こ
と
は
州
法
を
無
視
す
る
も
の

（
八
一
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
五
七

で
合
衆
国
憲
法
第
一
〇
修
正
条
項
に
違
反
す
る
こ
と
等
を
理
由
に
Ｏ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
連
邦
地
裁
に
提
訴
し
、
先
行
き
不
透
明
な
状
況
に
あ
る
。

2
．
仮
想
通
貨
規
制
の
課
題

⑴　

仮
想
通
貨
の
利
用
上
の
問
題

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
用
い
分
散
型
台
帳
を
基
に
運
営
さ
れ
る
仮
想
通
貨
シ
ス
テ
ム
は
、
実
用
化
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
仮
想
通
貨
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
定
義
で
は
私
人
に
よ
り
創
出
さ
れ
、
独
自
の
計
算
単
位
で
表
示
さ
れ

る
価
値
の
デ
ジ
タ
ル
表
示
で
、
仮
想
通
貨
は
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の
一
種
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
電
子
マ
ネ
ー
等
の
既
存
の
デ
ジ
タ
ル
通
貨

と
異
な
り
、
法
定
通
貨
の
単
位
（
円
、
ド
ル
等
）
で
表
示
さ
れ
ず
、
独
自
の
計
算
単
位
（
Ｂ
Ｔ
Ｃ
（
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
）、
Ｅ
Ｔ
Ｈ
（
イ
ー
サ
リ
ア

ム
）
な
ど
）
で
表
示
さ
れ
る
。

仮
想
通
貨
は
投
資
対
象
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
通
貨
が
有
す
る
経
済
的
機
能
を
有
し
て
い
る
か
疑
問
と
な
る
。
①
仮
想

通
貨
の
価
値
の
激
し
い
変
動
性
が
信
頼
で
き
る
価
値
の
保
存
手
段
と
し
て
の
能
力
を
限
定
し
、
②
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
規
模
と
限
ら
れ
た
受

容
が
交
換
手
段
と
し
て
の
利
用
を
制
約
し
て
い
る
。
③
仮
想
通
貨
が
独
立
し
た
計
算
単
位
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
証
拠
は
な
い
。
仮
想
通

貨
は
直
接
的
に
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
を
計
る
尺
度
と
し
て
も
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
の
交
換
レ
ー
ト
に
基
づ
き
法
定
通
貨
に
よ
る
価

値
を
表
章
し
て
い
る
。
仮
想
通
貨
で
支
払
を
受
け
る
小
売
業
者
は
交
換
レ
ー
ト
に
も
と
づ
き
仮
想
通
貨
に
よ
る
価
格
を
法
定
通
貨
の
価
格

と
共
に
提
示
し
て
い
る
。

仮
想
通
貨
は
分
散
型
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
下
で
低
コ
ス
ト
と
処
理
ス
ピ
ー
ド
に
お
い
て
既
存
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
比
し
利
点
を

有
す
る
。
反
面
で
仮
想
通
貨
の
利
用
は
金
融
の
健
全
性
や
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
規
制
、
消
費
者
保
護
、
租
税
回
避
、
外
国
為
替
管
理
・
資
本

移
動
規
制
な
ど
に
関
し
て
問
題
を
生
じ
、
金
融
の
安
定
性
や
金
融
政
策
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。

（
八
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
五
八

⑵　

仮
想
通
貨
の
規
制
上
の
問
題

仮
想
通
貨
に
関
す
る
規
制
上
の
問
題
と
し
て
、
①
仮
想
通
貨
自
体
の
性
格
・
位
置
付
け
の
問
題
、
②
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
基
づ

き
Ｐ
2
Ｐ
（P

eer-to-P
eer （

139
））

で
取
引
さ
れ
る
中
央
管
理
機
関
が
不
在
の
分
散
型
シ
ス
テ
ム
と
い
う
特
性
か
ら
生
ず
る
問
題
、
③
仮
想
通

貨
取
引
の
無
名
性
・
匿
名
性
と
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
的
性
格
か
ら
生
ず
る
問
題
に
分
類
さ
れ
る
。

第
一
の
問
題
点
と
し
て
、
仮
想
通
貨
を
規
制
す
る
場
合
、
各
規
制
当
局
が
執
行
す
る
法
令
上
の
概
念
の
定
義
・
要
件
に
仮
想
通
貨
が
該

当
す
る
か
問
題
と
な
る
。
仮
想
通
貨
は
法
定
通
貨
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
財
貨
と
支
払
シ
ス
テ
ム
を
繋
げ
る
が
、
仮
想
通
貨
の
位
置

付
け
・
分
類
は
、
い
か
な
る
規
制
当
局
が
仮
想
通
貨
を
規
制
す
る
権
限
を
有
す
る
か
に
関
係
す
る
。
同
一
国
内
部
に
お
い
て
す
ら
仮
想
通

貨
の
一
貫
性
の
あ
る
分
類
は
困
難
で
、
異
な
る
権
限
を
有
す
る
規
制
当
局
が
自
己
の
政
策
上
の
目
的
に
従
い
仮
想
通
貨
を
分
類
し
法
執
行

を
し
て
い
る
状
況
と
い
え
る
。

米
国
で
は
税
務
当
局
の
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
は
、
仮
想
通
貨
をm

oney

（
お
金
）
で
な
くproperty

（
財
産
）
に
分
類
し
課
税
を

行
っ
て
い
る
。
財
務
省F

inC
E
N

（
金
融
犯
罪
取
締
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
は
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
上
の
義
務
に
関
す
る
解
釈
で
仮
想
通
貨
を

value

（
価
値
）
と
分
類
し
規
制
対
象
と
す
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
商
品
先
物
取
引
委
員
会
）
は
、
仮
想
通
貨
をcom

m
odities

（
商
品
）
と
解
釈
し

先
物
や
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
規
制
権
限
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
他
方
で
仮
想
通
貨
の
性
質
の
分
類
・
位
置
付
け
で
な
く
、
行
わ
れ
た
取
引
の

性
質
や
タ
イ
プ
に
焦
点
を
当
て
る
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
、
各
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
の
取
扱
い
の
相
違
は
国
際
的
な
規
制
の
協
力
の

障
害
と
な
っ
て
規
制
の
不
一
致
・
矛
盾
に
繋
が
り
か
ね
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

第
二
の
問
題
点
と
し
て
、
仮
想
通
貨
は
Ｐ
2
Ｐ
取
引
に
よ
る
中
央
管
理
者
不
在
の
分
散
型
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
利
用
の
監
視
や
統
計

デ
ー
タ
な
ど
情
報
収
集
が
困
難
で
、
誰
を
規
制
対
象
と
す
る
か
も
問
題
に
な
る
。
仮
想
通
貨
の
移
転
や
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
交
換
は
Ｐ
2
Ｐ

（
八
一
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
五
九

ベ
ー
ス
で
行
え
る
が
、
現
在
取
引
所
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（
仮
想
通
貨
市
場
参
加
者
）
の
間
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
仮
想
通
貨
は
大

半
が
投
資
目
的
で
仮
想
通
貨
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
限
定
さ
れ
た
規
模
か
ら
ユ
ー
ザ
ー
は
将
来
仮
想
通
貨
を
法
定
通
貨
に
交
換
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
規
制
当
局
は
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
（gatekeeper

）
を
規
制
対
象
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
、
①
仮
想
通
貨

と
法
定
通
貨
の
交
換
サ
ー
ビ
ス
や
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
の
交
換
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
を
規
制
対
象
と
す
る
。

仮
想
通
貨
を
他
の
財
貨
と
交
換
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
は
、
仮
想
通
貨
を
当
該
シ
ス
テ
ム
外
の
経
済
の
世
界
へ
接
合
す
る
機
能
を
有
す

る
。
ま
た
②
規
制
当
局
の
監
督
下
に
あ
る
金
融
機
関
等
に
対
し
仮
想
通
貨
取
引
や
仮
想
通
貨
取
引
業
者
と
の
取
引
に
対
し
て
制
限
等
を
課

す
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
中
国
は
二
〇
一
三
年
一
二
月
金
融
機
関
に
よ
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
取
引
を
禁
止
し
て
い
る
。
将
来
仮
想
通
貨
が

広
く
使
用
さ
れ
法
定
通
貨
の
交
換
も
な
さ
れ
つ
つ
、
仮
想
通
貨
の
ま
ま
で
の
保
有
と
移
転
が
一
般
的
に
な
っ
た
場
合
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー

規
制
の
み
で
は
不
十
分
に
な
る
。
包
括
的
な
規
制
対
応
が
必
要
と
な
り
、
仮
想
通
貨
の
ウ
オ
レ
ッ
ト
（W

allet

財
布
）・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ

バ
イ
ダ
ー
な
ど
仮
想
通
貨
の
シ
ス
テ
ム
内
の
み
で
機
能
す
る
者
も
広
範
に
規
制
対
象
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
三
の
問
題
点
と
し
て
、
仮
想
通
貨
取
引
の
無
名
性
・
匿
名
性
と
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
取
引
に
か
か
る
問
題
が
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
・
分

散
型
シ
ス
テ
ム
の
仮
想
通
貨
取
引
で
は
、
当
事
者
に
つ
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
上
の
Ｉ
Ｄ
は
追
跡
で
き
る
が
、
Ｉ
Ｄ
か
ら
現
実
の
身
元

ま
で
は
追
跡
で
き
ず
、
無
名
性
・
匿
名
性
が
保
た
れ
る
。
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
規
制
や
法
執
行
の
障
害
と
な
る
。
ま
た
仮
想
通
貨
取
引
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
同
様
に
国
境
を
超
え
て
利
用
さ
れ
、
規
制
当
局
は
特
定
の
仮
想
通
貨
取
引
や
取
引
市
場
参
加
者
、
仮
想
通
貨
ス
キ
ー

ム
に
管
轄
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
更
に
規
制
当
局
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
（V

irtual

）
空
間
に
お
け
る
法
執
行
と
い
う
困
難
な

問
題
に
も
直
面
す
る
。

（
八
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
六
〇

3
．
各
分
野
毎
に
み
た
仮
想
通
貨
の
規
制
対
応

⑴　

金
融
の
健
全
性
と
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
規
制

仮
想
通
貨
取
引
の
無
名
性
・
匿
名
性
と
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
取
引
の
容
易
性
か
ら
、
違
法
な
源
泉
の
資
金
移
動
や
制
裁
対
象
先
へ
の
資

金
移
動
の
隠
蔽
、
偽
装
な
ど
に
悪
用
で
き
る
。
サ
イ
バ
ー
関
連
の
犯
罪
活
動
に
お
い
て
仮
想
通
貨
の
無
名
性
・
匿
名
性
が
利
用
さ
れ
、

二
〇
一
三
年
米
国
当
局
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
たS

ilk R
oad

、D
ark W

eb

な
ど
違
法
サ
イ
ト
の
違
法
物
品
の
支
払
に
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
が
用

い
ら
れ
て
い
た
。

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
規
制
で
あ
る
顧
客
確
認
義
務
（custom

er due diligence C
D
D
, know

 your custom
er K

Y
C

）、
取
引
監
視
と
記
録
保

持
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
な
ど
の
規
制
を
仮
想
通
貨
取
引
に
適
用
す
る
こ
と
が
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
や
テ
ロ
資
金
供
与
の
防
止
、
発

見
、
訴
追
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
誰
が
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
の
規
制
上
の
義
務
を
負
う
の
か
問
題
と
な
る
。
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
に

関
す
る
政
府
間
機
関
で
あ
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
（
金
融
活
動
作
業
部
会
）
は
、
既
述
の
通
り
二
〇
一
四
年
六
月
仮
想
通
貨
に
関
す
る
初
の
ガ
イ
ダ
ン

ス”V
irtual C

urrencies: K
ey D

efi nitions and P
otential A

M
L
/C

F
T
 R

isks ”

を
公
表
し
、
二
〇
一
五
年
六
月
第
二
弾
の
ガ
イ
ダ

ン
ス”G

uidance for a R
isk-B

ased A
pproach to V

irtual C
urrencies ”

を
公
表
し
た
。
規
制
上
の
最
重
要
リ
ス
ク
は
仮
想
通
貨
と

法
定
通
貨
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
交
差
点
に
集
中
し
、
仮
想
通
貨
取
引
所
そ
の
他
の
市
場
参
加
者
が
法
定
通
貨
の
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
の
ゲ
ー

ト
キ
ー
パ
ー
と
し
て
規
制
上
の
義
務
を
負
う
べ
き
と
さ
れ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
仮
想
通
貨
を
使
用
す
る
者
自
体
を
規
制
す
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
分
野
は
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
を
中
心
に
国
際
協
調
が
進
み
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
従
う
国
が
多
い
（
米
国
、

英
国
、
ド
イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
日
本
等
）。
イ
タ
リ
ア
は
金
融
セ
ク
タ
ー
に
対
し
顧
客
に
仮
想
通
貨
ビ
ジ
ネ
ス
業
者
が
い
る
場
合
に
Ｍ
Ｌ
／
Ｔ
Ｆ

（
八
一
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
六
一

の
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
の
警
告
・
忠
告
を
発
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
中
国
は
金
融
機
関
に
仮
想
通
貨
取
引
を
禁
止
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
規
制
執
行
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
面
で
困
難
が
あ
る
。
即
ち
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ

る
オ
ー
プ
ン
型
の
分
散
シ
ス
テ
ム
で
は
中
央
管
理
機
関
は
な
く
、
捜
査
対
象
は
誰
か
、
仮
想
通
貨
資
金
の
凍
結
と
差
押
え
命
令
を
執
行
す

る
対
象
は
誰
か
が
不
透
明
で
あ
る
。
Ｐ
2
Ｐ
に
よ
る
オ
ー
プ
ン
型
分
散
シ
ス
テ
ム
の
場
合
に
は
資
産
凍
結
、
違
法
資
産
の
差
押
え
と
没
収

な
ど
規
制
当
局
の
法
執
行
に
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。

⑵　

消
費
者
保
護

仮
想
通
貨
取
引
所
等
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
、
ウ
ォ
レ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
、
ペ
イ
メ
ン
ト
（paym

ent

）・
プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
等
の
仲
介
業
者
は
最
近
ま
で
法
規
制
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
顧
客
保
護
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
既
述
し
た
二
〇
一
四
年

M
t.G

ox

事
件
は
仲
介
業
者
の
内
部
不
正
に
よ
り
顧
客
が
損
害
を
受
け
た
事
例
で
あ
る
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
は
仮
想
通
貨
を
扱
う
業
者

任
せ
で
ハ
ッ
キ
ン
グ
や
な
り
す
ま
し
に
よ
る
仮
想
通
貨
の
盗
取
、
仮
想
通
貨
の
詐
欺
的
オ
ン
ラ
イ
ン
投
資
な
ど
被
害
事
例
も
生
じ
て
い

る
（
140
）

。規
制
当
局
は
か
か
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
利
用
者
や
投
資
家
の
注
意
喚
起
を
図
り
、
仮
想
通
貨
を
扱
う
仲
介
業
者
等
の
規
制
立
法
が
な
さ

れ
て
い
る
。
既
述
の
通
り
、
二
〇
一
五
年
六
月
米
国
Ｎ
Ｙ
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
が
制
定
し
たB

itL
icense

規
制
が
あ
る
。
Ｎ
Ｙ
州
で
は

仮
想
通
貨
の
移
転
、
保
管
、
売
買
、
交
換
、
発
行
、
管
理
に
関
す
る
事
業
を
行
う
場
合
、
州
法
銀
行
以
外
は
Ｎ
Ｙ
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
か

ら
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
り
、
最
低
資
本
金
、
当
局
の
定
期
的
検
査
、
財
務
状
態
開
示
等
の
規
制
に
服
す
る
。
ま
た
コ
ネ
チ

カ
ッ
ト
州
で
は
資
金
移
動
法
（C

onnecticut M
oney T

ransm
ission A

ct

）
が
改
正
さ
れ
、
仮
想
通
貨
を
移
転
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
は
従
来
の
資

（
八
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
六
二

金
移
動
業
者
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
取
得
と
規
制
に
従
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

他
州
で
も
同
様
の
立
法
の
動
き
が
あ
る
他
、
全
国
州
法
統
一
会
議
（
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
Ｌ
）
は
仮
想
通
貨
ビ
ジ
ネ
ス
統
一
規
制
法

（U
R
V
C
B
A
: U

niform
 R

egulation of V
irtual-C

urrency B
usiness A

ct

）
を
二
〇
一
七
年
採
択
し
て
モ
デ
ル
法
と
し
て
提
示
し
た
。
か
か

る
モ
デ
ル
法
は
事
業
者
の
属
性
や
事
業
規
模
に
よ
り
適
用
除
外
（
銀
行
等
）、
登
録
義
務
（
年
三
万
五
千
ド
ル
以
下
）、
ラ
イ
セ
ン
ス
取
得
義

務
の
三
段
階
構
造
を
と
っ
て
お
り
、
消
費
者
保
護
的
な
条
項
も
多
く
含
む
。
我
が
国
で
は
既
に
み
た
と
お
り
、
二
〇
一
六
年
改
正
資
金
決

済
法
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
を
規
制
し
て
い
る
。

各
国
で
は
既
存
の
消
費
者
保
護
や
投
資
者
保
護
法
制
が
ど
の
よ
う
に
仮
想
通
貨
に
適
用
さ
れ
る
か
が
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
段
階
で
あ

る
。
米
国
で
は
詐
欺
的
な
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
投
資
ス
キ
ー
ム
事
件
に
お
い
て
連
邦
地
裁
は
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
自
体
が
証
券
法
上
の
証
券

（securities

）
と
は
明
言
こ
そ
し
な
い
が
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
建
て
投
資
ビ
ー
ク
ル
は
連
邦
証
券
法
下
で
証
券
（securities

）
の
一
つ
で
あ
る

投
資
契
約
（investm

ent contract

）
に
該
当
し
、
本
件
は
詐
欺
的
な
証
券
売
買
と
な
る
と
判
示
し
た
（
二
〇
一
三
年

（
141
））。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
米
国
証
券

取
引
委
員
会
）
は
二
〇
一
四
年
に
株
式
を
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
と
交
換
す
る
場
合
も
通
常
の
証
券
募
集
と
同
じ
く
証
券
法
上
の
登
録
が
必
要
で

あ
り

（
142
）

、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
建
て
オ
ン
ラ
イ
ン
株
式
取
引
所
と
そ
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
も
証
券
取
引
所
法
上
の
登
録
義
務
が
及
ぶ
と

の
立
場
に
立
っ
て
い
る

（
143
）

。

ま
た
二
〇
一
五
年
米
国
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
商
品
先
物
取
引
委
員
会
）
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
先
物
の
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
所
の
運

営
業
者
に
対
し
て
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
や
他
の
仮
想
通
貨
は
商
品
先
物
取
引
法
の
規
制
対
象
と
な
る
商
品
（com

m
odities

）
に
該
当
す
る
と
し
、

Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
へ
の
登
録
な
し
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
所
を
運
営
す
る
こ
と
は
同
法
違
反
と
な
る
旨
を
述
べ
て
い
る

（
144
）

。

（
八
二
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
六
三

⑶　

課
税

仮
想
通
貨
の
無
名
性
・
匿
名
性
と
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
取
引
の
容
易
さ
か
ら
仮
想
通
貨
は
租
税
回
避
の
手
段
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
危
険

が
あ
る
た
め
、
各
国
で
は
仮
想
通
貨
を
利
用
し
た
脱
税
に
対
し
実
効
的
な
対
応
策
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
仮
想
通
貨
取
引
に
対
す
る
課
税

上
の
要
点
は
、
財
産
（property

）
か
通
貨
（currency

）
に
あ
る
。
仮
想
通
貨
が
財
産
と
す
れ
ば
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
等
に
仮
想
通

貨
を
使
う
こ
と
は
取
引
に
お
い
て
利
益
か
損
失
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
り
、
損
益
が
税
務
上
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
あ
る
い
は
ロ
ス
と
し
て

認
識
さ
れ
る
か
は
各
国
税
法
上
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
認
識
ル
ー
ル
に
依
拠
す
る
。
仮
想
通
貨
は
通
貨
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
外
国
為
替
の

差
損
益
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

各
国
の
取
扱
い
は
区
々
で
あ
り
、
米
国
（
連
邦
税
）、
カ
ナ
ダ
、
豪
州
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
仮
想
通
貨
は
法
定
通
貨
で
は
な
く
所
得
税
・

法
人
税
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
税
上
は
財
産
取
引
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
英
国
で
は
外
貨
資
産
の
扱
い
で
、
ド
イ
ツ
は
仮
想
通
貨
は
計
算
単

位
（unit of account

）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
民
間
通
貨
（private m

oney

）
で
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
税
・
付
加
価
値
税
の
対
象
と
な
る
。

付
加
価
値
税
や
消
費
税
に
つ
い
て
も
仮
想
通
貨
が
財
産
か
通
貨
か
が
影
響
を
与
え
る
。
円
で
ド
ル
を
購
入
す
る
と
消
費
税
が
か
か
ら
な

い
の
は
ド
ル
が
通
貨
の
た
め
で
、
仮
想
通
貨
は
財
産
と
す
れ
ば
仮
想
通
貨
購
入
時
点
で
消
費
税
・
付
加
価
値
税
が
か
か
り
、
仮
想
通
貨
で

物
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
（
物
々
交
換
）
し
た
時
点
で
も
消
費
税
・
付
加
価
値
税
が
か
か
る
。
法
定
通
貨
で
物
を
買
う
場
合
は
消
費
税
は

一
回
課
税
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
仮
想
通
貨
を
購
入
し
仮
想
通
貨
で
物
を
購
入
す
れ
ば
二
回
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
豪
州
は
二
重

課
税
がF
inT

ech

や
仮
想
通
貨
の
発
展
を
妨
げ
る
と
し
て
、
二
〇
一
七
年
七
月
一
日
仮
想
通
貨
の
購
入
は
消
費
税
（G

oods and S
ervices 

T
ax

）
の
課
税
対
象
と
し
な
い
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
仮
想
通
貨
取
引
に
関
す
る
課
税
に
つ
い
て
米
国
は
ガ
イ
ダ
ン
ス
（U

.S
. IR

S
 

N
otice 2014-21

（M
arch 25, 2014

））、
英
国
は
指
針
（U

.K
. R

evenue and C
ustom

s B
rief 09/14

）
を
公
表
し
て
い
る
が
、
ル
ー
ル
形
成
の

（
八
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
六
四

途
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

（
145
）

。

米
国
等
で
は
仮
想
通
貨
の
使
用
や
処
分
毎
に
損
益
計
算
し
記
録
す
る
必
要
が
あ
る
。
記
録
サ
ー
ビ
ス
も
行
う
仮
想
通
貨
仲
介
業
者
に
有

料
委
託
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
税
務
当
局
に
は
納
税
者
自
身
が
記
録
の
正
確
性
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
こ
と
か
ら
税
務
記
録
の
事

務
負
担
は
大
き
く
、
仮
想
通
貨
の
メ
リ
ッ
ト
を
減
ず
る
懸
念
が
あ
る
。

⑷　

外
国
為
替
と
資
本
移
動
管
理

仮
想
通
貨
は
伝
統
的
支
払
シ
ス
テ
ム
を
用
い
ず
に
法
定
通
貨
の
国
際
的
移
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
仮
想
通
貨
を
利
用
し
た
資
金

移
動
に
国
家
の
外
国
為
替
管
理
規
制
が
適
用
で
き
る
か
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
資
本
移
動
規
制
の
潜
脱
に
利
用
さ
れ
か
ね
な
い
。
ビ
ッ
ト

コ
イ
ン
な
ど
オ
ー
プ
ン
分
散
型
シ
ス
テ
ム
の
場
合
、
取
引
の
無
名
性
・
匿
名
性
が
高
く
規
制
の
潜
脱
者
を
捕
捉
し
に
く
い
。
中
国
、
ベ
ネ

ズ
エ
ラ
、
キ
プ
ロ
ス
、
ギ
リ
シ
ャ
等
で
は
仮
想
通
貨
を
ネ
ッ
ト
で
購
入
す
る
方
法
に
よ
り
法
定
通
貨
で
行
う
場
合
に
規
制
さ
れ
る
外
国
為

替
取
引
や
外
国
へ
の
資
本
移
動
が
行
わ
れ
た
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
取
引
高
の
大
き
い
中
国
で
は
仮
想
通
貨
の
取
引
増

加
が
違
法
な
資
金
洗
浄
や
金
融
詐
欺
、
資
金
の
海
外
流
出
に
繋
が
る
と
し
て
二
〇
一
七
年
九
月
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
仮
想
通
貨
と
人
民
元

の
交
換
を
行
う
取
引
所
の
閉
鎖
が
政
府
決
定
さ
れ
て
い
る
。

4
．
金
融
の
安
定
性
と
金
融
政
策
│
国
際
金
融
規
制
改
革
の
視
点
を
踏
ま
え
て
│

⑴　

金
融
の
安
定
性

仮
想
通
貨
の
市
場
規
模
は
現
状
で
は
小
さ
く
、
既
存
金
融
シ
ス
テ
ム
と
の
連
結
が
限
定
的
に
留
ま
る
た
め
、
金
融
の
安
定
性
に
つ
い
て

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
は
生
じ
な
い
と
み
ら
れ
る
。
銀
行
等
の
伝
統
的
金
融
機
関
に
よ
る
仮
想
通
貨
の
取
扱
い
も
限
定
的
で
仮
想
通
貨

建
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
も
試
験
段
階
で
あ
る
。

（
八
二
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
六
五

仮
想
通
貨
が
金
融
セ
ク
タ
ー
で
広
範
に
利
用
さ
れ
る
場
合
、
無
名
性
の
高
い
分
散
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
、
仮
想
通
貨
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

越
境
的
性
質
等
か
ら
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
の
発
生
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
金
融
セ
ク
タ
ー
の
参
加
者
の
内
の
誰
が

ど
の
程
度
の
仮
想
通
貨
を
保
有
し
て
い
る
か
、
そ
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
取
引
の
無
名
性
の
た
め
に
困
難
で
あ
る
。
仮
想
通
貨
仲
介
業

者
が
銀
行
機
能
を
営
む
場
合
に
は
銀
行
同
様
に
規
制
さ
れ
る
べ
き
か
、
仮
想
通
貨
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
用
い
る
金

融
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
イ
ン
フ
ラ
を
監
視
す
る
主
体
は
誰
な
の
か
、
本
格
的
な
検
討
は
こ
れ
か
ら
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

金
融
の
安
定
性
の
懸
念
に
対
す
る
規
制
の
対
応
は
初
期
段
階
で
、
金
融
機
関
に
仮
想
通
貨
ビ
ジ
ネ
ス
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ

と
、
金
融
機
関
の
仮
想
通
貨
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
限
定
す
る
こ
と
な
ど
の
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
般
的
と
な
る
。
二
〇
一
三

年
一
二
月
中
国
は
金
融
機
関
に
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
取
引
を
禁
止
し
、
ま
た
欧
州
銀
行
監
督
局
（
Ｅ
Ｂ
Ａ
）
は
二
〇
一
四
年
七
月
Ｅ
Ｕ
各
国
内

の
信
用
機
関
、
支
払
機
関
、
電
子
マ
ネ
ー
機
関
に
仮
想
通
貨
の
売
買
や
保
有
を
止
め
さ
せ
る
べ
き
と
い
う
意
見
を
公
表
し
、
従
来
の
規
制

対
象
と
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
仮
想
通
貨
か
ら
防
御
せ
ん
と
す
る
。
Ｅ
Ｂ
Ａ
は
二
〇
一
六
年
八
月
仮
想
通
貨
対
策
と
し
て
従
来
の

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
デ
ィ
レ
ク
テ
ブ
（
指
令
）
の
改
正
す
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り

（
146
）

、
仮
想
通
貨
に
特
化
し
た
監
督
機
関

創
設
を
検
討
し
て
い
る
旨
を
公
表
し
て
い
る
。
米
国
各
州
に
お
け
る
仮
想
通
貨
ビ
ジ
ネ
ス
業
者
の
ラ
イ
セ
ン
ス
規
制
は
従
来
の
送
金
業
者

と
同
様
の
資
本
金
規
制
等
の
健
全
性
規
制
を
含
む
が
、
金
融
の
安
定
性
に
資
す
る
た
め
の
規
制
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

金
融
政
策

仮
想
通
貨
の
市
場
規
模
は
現
状
で
は
金
融
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
多
く
の
暗
号
通
貨

（C
rypto C

urrency

）
は
性
格
上
、
マ
イ
ニ
ン
グ
（m

ining 

採
掘
。
取
引
履
歴
の
デ
ー
タ
の
整
合
性
を
取
り
つ
つ
取
引
の
承
認
・
確
認
作
業
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
を
用
い
て
行
い
、
対
価
と
し
て
新
た
に
発
行
さ
れ
る
仮
想
通
貨
を
得
る
こ
と
）
や
発
行
限
度
等
の
厳
格
な
供
給
ル
ー
ル
が
あ
り
、
イ

（
八
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
六
六

ン
フ
レ
リ
ス
ク
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
現
在
の
仮
想
通
貨
シ
ス
テ
ム
で
は
仮
想
通
貨
供
給
は
固
定
さ
れ
、
マ
ネ
ー
・
デ
マ
ン
ド

（
貨
幣
需
要
）
の
一
時
的
シ
ョ
ッ
ク
に
対
応
す
る
べ
く
仮
想
通
貨
に
よ
り
柔
軟
な
貨
幣
供
給
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
分
散
型
仮
想
通
貨

シ
ス
テ
ム
に
は
緊
急
流
動
性
を
供
給
で
き
る
中
央
銀
行
の
最
後
の
貸
し
手
（
Ｌ
Ｏ
Ｌ
Ｒ
）
機
能
を
代
替
す
る
も
の
も
存
在
し
な
い
。

仮
定
の
こ
と
と
し
て
仮
想
通
貨
が
法
定
通
貨
を
上
回
る
規
模
で
財
貨
サ
ー
ビ
ス
取
引
に
使
用
さ
れ
る
場
合
、
中
央
銀
行
に
よ
る
デ
ジ
タ

ル
通
貨
発
行
に
よ
り
金
融
政
策
の
有
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
中
央
銀
行
の
デ
ジ
タ
ル
通
貨
発
行
に
つ

い
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性
向
上
、
決
済
シ
ス
テ
ム
や
通
貨
発
行
機
能
お
よ
び
Ｌ
Ｏ
Ｌ
Ｒ
機
能
の
効
率
化
等
の
観
点
か
ら
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
る
が
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
147
）

。

5
．R

egTech 

とR
egulatory S

andbox

の
検
討

R
egT

ech

（R
egulatory T

echnology
）
に
関
し
て
は
、
規
制
当
局
も
積
極
的
な
Ｉ
Ｔ
活
用
な
ど
を
通
じ
て
規
制
の
実
効
性
と
効
率
性
を

高
め
て
い
く
方
向
を
打
ち
出
し
て
い
る

（
148
）

が
、
新
し
い
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
以
下
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る

（
149
）

。R
egT

ech

に
お
い
て
も
、

規
制
側
と
規
制
さ
れ
る
側
の
双
方
が
Ａ
Ｉ
技
術
を
駆
使
し
た
場
合
、
公
正
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
施
の
た
め
に
は
規
制
側
の
Ａ
Ｉ

が
追
い
越
さ
れ
な
い
水
準
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
規
制
当
局
側
のR

egT
ech

の
水
準
を
い
か
に
検
証
す
る
か
、
必
要
な

R
egT

ech

の
水
準
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
そ
の
場
合
の
コ
ス
ト
な
ど
課
題
は
多
い
。
そ
も
そ
も
規
制
の
目
的
・
趣
旨
の
実
現
手

段
と
し
てR

egT
ech

を
活
用
す
る
の
で
あ
り
、R

egT
ech

の
活
用
自
体
が
自
己
目
的
化
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
たR
egulatory S

andbox

に
つ
い
て
、
通
常
で
あ
れ
ば
課
さ
れ
る
規
制
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
商
品
、

サ
ー
ビ
ス
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
な
ど
）
の
実
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
安
全
地
帯
（safe space

）
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
150
）

。
新
技
術
が
金
融
・

資
本
市
場
を
安
全
に
走
行
す
る
た
め
の
実
験
を
行
い
、
実
験
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
こ
と
はF

inT
ech

企
業
、
規
制
当
局
に
と
っ
て
有
益

（
八
二
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
六
七

で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
公
道
を
使
っ
た
実
験
を
認
め
る
か
、
認
め
る
場
合
の
要
件
、
公
道
実
験
中
に
お
け
る
新
技
術
の
暴
走
へ
の
対
処
な

ど
課
題
は
多
い
。
我
が
国
に
導
入
す
る
場
合
、
治
験
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
確
認
し
、
実
用
化
を
急
ぐ
あ
ま
り
規
制
の
目
的
・
趣
旨
を
歪

め
る
実
験
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

F
inT

ech
関
連
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
技
術
革
新
の
進
展
に
関
わ
ら
ず
変
更
さ
れ
な
い
部
分
と
技
術
革
新
に
応
じ
て
変
更
す
べ
き

部
分
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
者
は
、
規
制
の
目
的
・
趣
旨
に
か
か
る
普
遍
的
な
部
分
で
、
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
投
資
者
保

護
、
公
正
・
円
滑
な
金
融
商
品
等
の
売
買
・
取
引
、
市
場
に
お
け
る
公
正
な
価
格
形
成
等
で
あ
る
。
後
者
は
、
規
制
の
目
的
・
趣
旨
・
精

神
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
・
方
法
あ
る
い
は
手
続
き
に
か
か
る
部
分
で
、
普
遍
的
価
値
を
守
る
た
め
に
も
変
化
し
続
け
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
よ
う
。

第
九
章　

F
inT

ech

企
業
と
米
国
に
お
け
る
銀
行
免
許
法
案
な
ら
び
に
立
法
管
轄
権
、
執
行
管
轄
権
お
よ
び
エ

ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
域
外
適
用
な
ど
我
が
国
へ
の
示
唆

1
．FinTech

企
業
と
米
国
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
対
応

続
い
て
中
長
期
的
視
点
か
ら
、
近
時
の
動
向
と
し
て
米
国
に
お
け
るF

inT
ech

企
業
に
対
す
る
銀
行
免
許
法
案
の
問
題
に
言
及
し
て

お
き
た
い

（
151
）

。

米
国
で
は
銀
行
業
に
進
出
せ
ん
と
す
るF

inT
ech

企
業
の
増
加
を
受
け
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
通
貨
監
督
庁
（O

ffi  ce of the 

C
om

ptroller of the C
urrency O

C
C

）
は
金
融
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
うF

inT
ech

企
業
に
対
し
国
法
銀
行
法
の
対
象
と
な
る
特
別

目
的
銀
行
の
免
許
を
与
え
る
提
案
を
発
表
し
た
。F

inT
ech

企
業
が
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
特
別
目
的
銀
行
の
免
許
を
取
得
す
れ
ば
、
国
法
銀
行
同
様

（
八
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
六
八

に
国
法
銀
行
法
対
象
と
な
り
厳
格
な
法
律
や
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
特
別
目
的
銀
行
の
免
許
付
与
案
は
州
法
銀
行
監

督
官
協
会
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
の
反
対
を
受
け
訴
訟
問
題
に
発
展
し
て
お
り
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
意
向
等
も
影
響
す
る

と
み
ら
れ
る
中
、
今
後
の
進
展
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

米
国
通
貨
監
督
庁
（
Ｏ
Ｃ
Ｃ
）
は
銀
行
業
に
進
出
を
目
論
むF

inT
ech

企
業
の
増
加
を
受
け
、F

inT
ech

に
関
す
る
連
邦
政
府
の
中
心

的
規
制
当
局
と
し
て
取
組
み
を
行
い
、
二
〇
一
五
年
八
月
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
界
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
理
解
を
目
的
と
す
る
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
着
手
し
、
八
つ
の
基
本
理
念
を
掲
げ
た

（
152
）

。
二
〇
一
六
年
三
月
報
告
書
「
連
邦
銀
行
制
度
に
お
け
る
責
任
あ

る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
支
援
：
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
観
点
（S

upporting R
esponsible Innovation in the F

ederal B
anking S

ystem
: A

n O
C
C
 P

erspective

）」

を
発
し
て
基
本
理
念
を
公
表
し

（
153
）

、
ま
た
二
〇
一
六
年
一
〇
月
報
告
書
「
責
任
あ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
枠
組
み
を
実
行
す
る
た
め
の
勧
告

お
よ
び
決
定
（R

ecom
m
endations and D

ecisions for Im
plem

enting a R
esponsible Innovation F

ram
ew

ork

）」
で
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
枠

組
み
開
発
チ
ー
ム
（Innovation F

ram
ew

ork D
evelopm

ent T
eam

）
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
、
連
邦
銀
行
制
度
に
影
響
を
与
え
る

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
枠
組
み
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
六
つ
の
勧
告
を
行
っ
た

（
154
）

。
①
Ｏ
Ｃ
Ｃ
内
に
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
オ
フ
ィ
ス
（O

ffi  ce of Innovation

）
の
設
立
、
②
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
・
技
術
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
置
、
③
金
融
業
界
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
対
す
る
意
識
の
向
上
・
理
解
の
た
め
の
訓
練
実
施
、
④
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
意
思
決
定
の
改
善
、
⑤
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
関
す
る
調
査
機
能
設
置
、
⑥
省
庁
間
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
促
進
。

2
．FinTech

企
業
に
特
別
目
的
銀
行
免
許
を
付
与
す
る
提
案
と
訴
訟
提
起

⑴　

特
別
目
的
銀
行
免
許
付
与
の
提
案
と
ラ
イ
セ
ン
シ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
ド
ラ
フ
ト
サ
プ
リ
メ
ン
ト

Ｏ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
一
六
年
一
二
月
銀
行
と
同
様
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
るF

inT
ech

企
業
に
対
し
て
、
国
法
銀
行
法
の
対
象
と

（
八
二
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
六
九

な
る
特
別
目
的
銀
行
（special purpose national bank

）
免
許
を
与
え
る
提
案
を
発
表
し
た

（
155
）

。

Ｏ
Ｃ
Ｃ
は
一
八
六
四
年
国
法
銀
行
法
（N

ational B
ank A

ct of 1864

）
の
下
で
国
法
銀
行
免
許
、
特
別
目
的
銀
行
免
許
を
付
与
す
る
権

限
を
有
し
監
督
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
特
別
目
的
銀
行
は
信
託
業
務
ま
た
は
銀
行
の
三
つ
の
主
要
業
務
（
預
金
、
為
替
、
貸
付
）
の
い
ず
れ

か
を
行
う
も
の
と
定
義
さ
れ
、
信
託
銀
行
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
・
サ
ー
ビ
ス
や
預
金
な
ど
商
業
銀
行
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
す
る
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
会
社
が
該
当
す
る
。F

inT
ech

企
業
に
対
す
る
特
別
目
的
銀
行
の
免
許
を
付
与
す
る
提
案
に
至
っ
た
理
由
は
以
下
の
通
り
。
①

F
inT

ech

企
業
は
重
要
な
金
融
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
銀
行
規
制
の
枠
組
み
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
連
邦
免
許
下
で
銀
行
業
務

を
行
う
国
法
銀
行
と
同
様
に
顧
客
や
ビ
ジ
ネ
ス
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
効
果
的
に
対
応
し
、
安
全
・
健
全
に
銀
行
業
務
を
行
う
こ
と
を
保
証

す
る
。
②F

inT
ech

企
業
を
銀
行
に
含
め
、
国
法
銀
行
と
同
様
に
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
統
一
的
な
監
視
下
に
置
き
、
規
制
適
用
に
一
貫
性
を
持
た

せ
る
。
顧
客
保
護
、
公
平
な
扱
い
を
保
証
す
る
。
③F

inT
ech

企
業
に
国
法
銀
行
と
な
る
手
段
を
提
供
し
、F

inT
ech

企
業
の
成
長
、

近
代
化
、
競
争
力
を
促
進
し
連
邦
銀
行
制
度
を
強
化
す
る
。

F
inT

ech

企
業
が
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
特
別
目
的
銀
行
の
免
許
を
取
得
す
れ
ば
、
銀
行
と
の
提
携
や
各
州
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
米
国
内
銀

行
業
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
国
法
銀
行
法
の
対
象
に
な
り
、
厳
格
な
規
制
が
適
用
さ
れ
法
的
貸
出
限
度
額
、
不
動
産
保
有
に
対
す

る
制
限
の
対
象
に
も
な
る
。
ま
た
銀
行
秘
密
法
（B

ank S
ecrecy A

ct

）、
反
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
財
務
省
（U

.S
. D

epartm
ent of the 

T
reasury

）
の
外
国
資
産
管
理
局
（O

ffi  ce of F
oreign A

ssets C
ontrol

）
に
よ
る
経
済
制
裁
等
の
規
制
（
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
規
制
）
も
遵
守
す
る
こ

と
に
な
る
。

Ｏ
Ｃ
Ｃ
はF

inT
ech

企
業
が
国
法
銀
行
と
同
様
に
安
全
・
健
全
な
方
法
で
銀
行
業
務
を
行
い
適
切
な
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
こ
と
を
求

め
て
お
り
、
特
別
目
的
銀
行
免
許
申
請
に
当
た
り
リ
ス
ク
を
適
切
に
反
映
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
規
模
に
よ
り
他
の
種
類
の
銀
行
よ
り

（
八
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
七
〇

も
厳
格
な
資
本
要
件
や
流
動
性
資
産
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
国
法
銀
行
同
様
、
破
綻
の
場
合
を
含
む
詳
細
な
業
務
計
画
を
立
て
取
締

役
会
お
よ
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
管
理
体
制
を
保
有
す
る
こ
と
、
顧
客
へ
の
公
平
な
対
応
と
公
平
に
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス

で
き
るF

inancial Inclusion

（
金
融
包
摂

（
156
））

も
要
求
さ
れ
て
い
る

（
157
）

。

特
別
目
的
銀
行
の
免
許
付
与
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
158
）

と
し
て
、F

inT
ech

企
業
が
連
邦
法
の
専
占
下
で
州
の
業
務
を
行
う
場

合
、
州
法
銀
行
よ
り
有
利
に
な
る
こ
と
、
更
に
資
本
要
件
、
業
務
計
画
、
取
締
役
会
な
ど
の
要
件
の
充
足
が
新
興
・
小
規
模
のF

inT
ech

企
業
に
と
っ
て
は
厳
し
く
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
抑
圧
に
繋
が
る
こ
と
に
つ
い
て
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

各
州
銀
行
規
制
当
局
で
組
織
さ
れ
る
州
法
銀
行
監
督
官
協
会
（C

onference of S
tate B

ank S
upervisors C

S
B
S

）
も
Ｏ
Ｃ
Ｃ
提
案
は
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
消
費
者
を
侵
害
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
と
納
税
者
を
脅
か
す
と
し
て
反
対
声
明
を
出
し
た

（
159
）

。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
金
融

サ
ー
ビ
ス
局
（N

ew
 Y

ork S
tate D

epartm
ent of F

inancial S
ervices

）
も
既
存
の
州
規
制
の
侵
害
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
大
き
す
ぎ
て

つ
ぶ
せ
な
い
（too big to fail

）
金
融
機
関
を
生
み
出
す
懸
念
が
あ
る
こ
と
等
を
表
明
し
た

（
160
）

。
下
院
金
融
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
（H

ouse 

C
om

m
ittee on F

inancial S
ervices

）
の
共
和
党
メ
ン
バ
ー
も
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（too big to fail

）
抑
制
の
方
針
に
逆
行
す
る
な
ど
異
議
の
申
し
立

て
が
さ
れ
て
い
る

（
161
）

。

こ
う
し
た
中
で
Ｏ
Ｃ
Ｃ
はF

inT
ech

企
業
か
ら
の
特
別
目
的
銀
行
免
許
申
請
の
審
査
に
か
か
る
追
加
ガ
イ
ダ
ン
ス
案
を
発
表
し
た

（
二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日

（
162
））。

Ｏ
Ｃ
Ｃ
免
許
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
追
加
と
な
る
も
の
で
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
考
慮
しF

inT
ech

企
業
の
審

査
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
ラ
イ
セ
ン
シ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
ド
ラ
フ
ト
サ
プ
リ
メ
ン
ト
（L

icensing M
anual D

raft 

S
upplem

ent （
163
））

で
はF

inT
ech

企
業
が
特
別
目
的
国
法
銀
行
免
許
（
Ｓ
Ｐ
Ｎ
Ｂ
免
許
）
を
申
請
し
て
承
認
を
受
け
営
業
開
始
す
る
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
を
整
理
し
、
①
Ｓ
Ｐ
Ｎ
Ｂ
の
業
務
は
預
金
受
入
れ
を
想
定
せ
ず
小
切
手
の
決
済
や
融
資
業
務
を
見
込
ん
で
い
る
こ
と
、
②
資
産
と

（
八
二
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
七
一

簿
外
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
み
で
な
く
売
上
な
ど
他
の
尺
度
も
考
慮
し
て
適
正
資
本
水
準
を
評
価
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら

れ
る

（
164
）

。
事
業
計
画
で
は
全
て
の
申
請
者
は
事
業
計
画
の
提
出
が
必
要
と
な
り
、
財
務
計
画
、
リ
ス
ク
分
析
、
リ
ス
ク
管
理
シ
ス
テ
ム
お
よ

び
統
制
案
を
含
め
た
包
括
的
な
計
画
を
有
す
る
こ
と
が
承
認
判
断
に
お
い
て
重
要
と
な
る
。
即
ち
事
業
計
画
に
は
下
記
の
項
目
に
つ
い
て

表
記
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
リ
ス
ク
分
析
、
記
録
・
シ
ス
テ
ム
・
統
制
、
財
務
管
理
、
計
画
の
監
督
と
修
正
、
代
替
的
事
業
戦
略
・

危
機
管
理
計
画
・
再
生
お
よ
び
出
口
戦
略
、
金
融
包
摂
計
画
（
Ｆ
Ｉ
Ｐ
）。
Ｏ
Ｃ
Ｃ
はF

inancial Inclusion

（
金
融
包
摂
）
計
画
の
実
施
を

条
件
と
し
て
特
別
目
的
銀
行
免
許
の
事
前
承
認
を
行
う
も
の
と
し
、F

inT
ech

企
業
はF

inancial Inclusion

計
画
の
提
出
が
求
め
ら
れ

る
。⑵　

Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
取
組
み
に
対
す
る
提
訴

Ｏ
Ｃ
Ｃ
はF

inT
ech

企
業
の
健
全
性
に
関
す
る
主
要
な
規
制
当
局
と
し
て
米
国
銀
行
制
度
の
安
定
性
維
持
に
努
め
た
い
と
す
る
が
、

州
法
銀
行
監
督
官
協
会
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
の
反
対
お
よ
び
訴
訟
を
受
け
て
い
る
。
即
ち
、
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
取
組
み
に
対
し

て
州
法
銀
行
監
督
官
協
会
（
Ｃ
Ｓ
Ｂ
Ｓ
）
は
二
〇
一
七
年
四
月
二
六
日
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る

（
165
）

。
連
邦
議
会
の
承
認
な
く
ノ
ン
バ
ン
ク
の

F
inT

ech

企
業
に
特
別
目
的
銀
行
の
免
許
を
付
与
す
る
提
案
は
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
権
限
を
越
え
て
違
法
で
あ
り
、
市
場
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
消

費
者
に
悪
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
と
訴
え
た
。
州
法
銀
行
監
督
官
協
会
は
、
続
い
て
二
〇
一
七
年
五
月
一
〇
日F

inT
ech

企
業
を

含
む
ノ
ン
バ
ン
ク
に
対
す
る
州
規
制
の
近
代
化
の
た
め
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
（V

ision 2020

）
を
発
表
し
た

（
166
）

。
同
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は

二
〇
〇
八
年
一
月
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
共
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
全
国
全
州
免
許
制
お
よ
び
登
録
（N

ationw
ide M

ultistate 

L
icensing S

ystem
 and R

egistry N
M

L
S

）
を
再
設
計
し
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
州
規
制
当
局
が
五
〇
州
の
免
許
付
与
、
監
督
シ
ス
テ
ム

を
統
合
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

（
八
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
七
二

ま
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
（
Ｎ
Ｙ
Ｄ
Ｆ
Ｓ
）
も
二
〇
一
七
年
五
月
一
一
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
業
務
を
行
う
全
て
の
非

預
金
金
融
機
関
の
免
許
申
請
、
現
行
規
制
の
管
理
に
つ
い
て
、
全
国
全
州
免
許
制
お
よ
び
登
録
（N

ationw
ide M

ultistate L
icensing 

S
ystem

 and R
egistry N

M
L
S

）
の
共
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
二
〇
一
七
年
七
月
一
日
以
降
移
行
す
る
こ
と
を
発
表
し
、
州
法
銀
行
監
督

官
協
会
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
支
持
し
た
。
二
〇
一
七
年
五
月
一
二
日
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
に
対
す
る
特
別
目
的
銀
行
の
付
与
案

の
阻
止
の
た
め
、
別
途
単
独
提
訴
に
踏
み
切
っ
て
い
る
（
注
）。
申
立
書
で
は
Ｎ
Ｙ
Ｄ
Ｆ
Ｓ
は
実
質
的
に
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
規
制
当
局
で

あ
る
と
述
べ
、
Ｃ
Ｓ
Ｂ
Ｓ
の
一
員
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
単
独
で
訴
訟
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る

（
167
）

。
か
か
るF

inT
ech

企
業
に
特
別
目

的
銀
行
免
許
を
付
与
す
る
Ｏ
Ｃ
Ｃ
提
案
に
関
し
て
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
意
向
等
も
影
響
を
与
え
て
い
こ
う
。

Ｓ
Ｐ
Ｎ
Ｂ
免
許
以
外
で
もF

inT
ech

企
業
に
よ
る
銀
行
免
許
申
請
の
動
き
が
出
て
き
て
お
り
、
銀
行
や
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
の
意
味
合
い
、

利
用
者
に
お
け
る
意
義
な
ど
根
本
的
課
題
が
規
制
の
観
点
か
ら
も
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う

（
168
）

。

第
一
〇
章　

米
国
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
基
本
理
念
と
勧
告
と
我
が
国
へ
の
示
唆
│
立
法
管
轄
権
、
執
行
管
轄
権
お
よ
び
エ

ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
な
ら
び
に
域
外
適
用
│

1
．
立
法
管
轄
権
、
執
行
管
轄
権
お
よ
び
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

こ
れ
ら
の
米
国
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
基
本
理
念
や
勧
告
は
、
横
断
的
規
制
へ
の
変
容
を
指
向
す
る
我
が
国
金
融
規
制
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
も

参
考
と
な
ろ
う
。
以
下
、
私
見
を
述
べ
る
。
特
に
金
融
業
界
自
身
の
意
識
向
上
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施
は
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
「
内
部
統
制

の
統
合
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」（Internal C

ontrol - Integrated F
ram

ew
ork, C

om
m
ittee of S

ponsoring O
rganization of the T

readw
ay 

C
om

m
ission （

169
））

に
お
け
る
統
制
環
境
（C

ontrol E
nvironm

ent

）
や
近
時
の
企
業
文
化
（C

orporate C
ulture

）
の
重
視
と
も
合
致
す
る
。
効

（
八
三
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
七
三

果
的
な
リ
ス
ク
管
理
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
戦
略
的
計
画
へ
の
組
込
み
は
全
社
的
リ
ス
ク
管
理
（E

nterprise R
isk M

anegem
ent E

R
M

）

を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
最
新
の
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
の
内
部
統
制
（June 2017

）
で
は
、
目
標
の
達
成
に
不
利
な
（adversely

）

影
響
を
与
え
る
可
能
性
（C

O
S
O
 

（2004

））
が
戦
略
と
目
標
の
達
成
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
、
と
修
正
さ
れ
、
積
極
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

（
170
）

。F
inT

ech

企
業
に
対
す
る
銀
行
免
許
法
案
は
、
ダ
ウ
ン
サ
イ
ド
リ
ス
ク
の
低
減
で
は
な
く
、
ま
さ
に
企
業
価
値

向
上
と
国
民
経
済
に
資
す
る
内
容
と
い
え
る
。

ま
た
規
制
の
横
断
化
に
従
い
国
内
の
規
制
当
局
間
の
協
働
と
共
に
、
国
際
的
な
拡
が
り
を
持
つF

inT
ech

関
連
業
務
に
つ
い
て
各
国

当
局
の
国
際
協
力
の
必
要
性
も
掲
げ
ら
れ
る
が
、
国
際
私
法
に
お
け
る
域
外
適
用
（extraterritorial application

）
や
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ

ン
グ
等
の
金
融
不
正
防
止
関
連
の
規
制
の
領
域
で
も
執
行
管
轄
権
の
行
使
、
外
国
当
局
と
の
情
報
交
換
の
必
要
性
、
修
正
効
果
主
義
に
基

づ
く
明
確
性
な
ら
び
に
予
測
可
能
性
確
保
な
ど
つ
と
に
強
調
さ
れ
て
き
た
事
柄
で
あ
る

（
171
）

。
他
の
領
域
に
お
け
る
規
制
当
局
間
の
国
際
協
力

な
ど
と
相
乗
し
て
、F

inT
ech

関
連
法
制
の
特
性
に
見
合
っ
た
国
際
協
力
が
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

特
に
立
法
管
轄
権
の
問
題
と
し
て
、
国
際
的
適
用
範
囲
に
つ
い
て
我
が
国
の
金
融
商
品
取
引
法
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
①
国
内
行
為
主

体
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
為
す
る
内
│
内
取
引
類
型
、
②
国
内
行
為
主
体
が
国
内
に
お
い
て
行
為
を
開
始
し
て
国
境
を
越
え
て
そ
の
結

果
が
日
本
国
外
に
お
い
て
生
じ
る
内
│
外
取
引
類
型
、
③
外
国
行
為
主
体
が
日
本
国
外
に
お
い
て
行
為
を
し
て
国
境
を
越
え
て
そ
の
結
果

が
日
本
国
内
に
お
い
て
生
じ
る
外
│
内
取
引
類
型
、
④
外
国
行
為
主
体
が
日
本
国
外
に
お
い
て
外
国
行
為
主
体
と
の
会
田
で
行
為
を
し
て

そ
の
結
果
も
日
本
国
外
に
お
い
て
生
じ
る
外
│
外
取
引
類
型
の
四
つ
に
分
類
区
分
が
な
さ
れ
る
。
①
、
②
で
は
主
観
的
属
地
主
義
、
③
で

は
客
観
的
属
地
主
義
に
依
拠
し
て
適
用
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
仮
想
通
貨
取
引
の
場
合
に
い
か
に
分
類
・
構
成
す
る
の
か
。

明
確
に
①
②
③
④
類
型
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
確
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
不
明
確
の
場
合
は
適
用
範
囲
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
⑤
類
型

（
八
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
七
四

と
し
て
み
れ
ば
原
則
と
し
て
当
該
国
の
法
令
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
国
際
私
法
に
お
け
る
ル
ー
ル
統
一
化
、
条
約
や
モ
デ
ル
法

制
定
な
ど
の
試
み
が
種
々
な
さ
れ
て
い
る
が
、
完
遂
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

執
行
管
轄
権
の
領
域
で
あ
れ
ば
各
規
制
当
局
に
よ
る
国
際
協
力
に
よ
る
国
際
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
、
情
報
交
換
の
仕
組
み
（
例

と
し
て
証
券M

O
U
 M

em
orandum

 of U
nderstanding （

172
））

な
ど
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
立
法
管
轄
権
の
課
題
の
解
決
前
あ
る
い
は
各
国
規
制

の
強
弱
に
跛
行
性
が
あ
る
場
合
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（
連
邦
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
）
同
様
に
域
外
適
用

（
効
果
主
義

（
173
））

の
概
念
も
持
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
か
。

2
．
英
国P

S
C
 R
egim

e
と
マ
ネ
ロ
ン
関
連
法
制
（M

LR
2007

）
│
仮
想
通
貨
分
野
と
の
親
和
性
│

ま
たF

inT
ech

関
連
領
域
に
お
い
て
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
有
効
な
規
制
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
登
録
制
の
み
な
ら
ず
、

二
〇
一
六
年
四
月
よ
り
英
国
で
施
行
さ
れ
たP

S
C
 R

egim
e

（people w
ith signifi cant control 

重
要
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を
持
つ
人
物
）
の

よ
う
な
中
央
登
記
所
（C

om
panies H

ouse

）
に
よ
る
集
中
管
理
、
透
明
性
確
保
の
規
制
手
法
を
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け

る
マ
ネ
ロ
ン
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
な
ど
の
監
視
手
段
の
一
つ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
も
、
各
国
規
制
機
関
の
連
携
の
下
で
エ
ン
フ
ォ
ー

ス
メ
ン
ト
に
一
定
の
効
果
を
発
揮
し
得
よ
う
か
（
私
見
）。

P
S
C
 R

egim
e

は
、T

he S
m
all B

usiness, E
nterprise and E

m
ploym

ent A
ct 2015

（
英
国
中
小
事
業
法
）
に
お
け
る
Ｐ
Ｓ
Ｃ
の
登

記
（P

S
C
 register （

174
））

に
よ
り
金
融
不
正
・
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
関
し
て
、
形
式
・
表
面
上
の
大
株
主
等
と
は
別
に
真
に
不
正
に
よ

り
利
得
を
上
げ
当
該
企
業
を
支
配
あ
る
い
は
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
実
質
的
所
有
者
（
真
の
受
益
者
・
実
質
的
支
配
者 B

enefi cial 

O
w
nership

）
は
誰
か
、
そ
の
人
物
・
実
体
を
特
定
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
。
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
詳
細
な
規
定
を
置
き
二
〇
〇
六
年
会
社

法
と
一
体
と
な
っ
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
ミ
ッ
ク
で
刑
事
罰
規
定
も
伴
う
内
容
で
あ
る
。
仮
想
通
貨
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
領
域
の
問
題
点
と
共

（
八
三
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
七
五

通
性
あ
る
い
は
親
和
性
が
窺
え
よ
う
。

マ
ネ
ロ
ン
関
連
法
制
に
つ
い
て
、
英
国
で
は
法
人
顧
客
の
「
真
の
受
益
者
」
の
確
認
義
務
に
関
し
、
二
〇
〇
七
年
資
金
洗
浄
規
則

（M
oney L

aundering R
egulation 2007, M

L
R
2007

）
に
お
い
て
定
義
お
よ
び
確
認
方
法
等
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
マ
ネ
ロ
ン
法
制
に
お
い

て
は
融
資
先
に
つ
い
て
金
融
機
関
がD

ue D
eligence

（
Ｄ
Ｄ
）
を
行
い
調
べ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
系
譜
を
辿
る
こ
と
は
会
社
側
か
ら

資
料
を
徴
求
し
て
も
実
務
と
し
て
困
難
が
あ
る
と
こ
ろ
、P

S
C
 R

egim
e

で
は
登
記
を
み
れ
ば
判
明
す
る
よ
う
に
し
た
シ
ス
テ
ム
で
制
度

化
す
る
狙
い
が
あ
る
。
実
質
的
に
は
挙
証
責
任
の
転
換
に
も
繋
が
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

3
．FinTech

企
業
へ
の
銀
行
免
許
付
与
と
我
が
国
へ
の
敷
衍
な
ら
び
に
ジ
レ
ン
マ

F
inT

ech

企
業
へ
の
銀
行
免
許
付
与
は
、
我
が
国
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
が
現
状
で
主
と
し
て
指
向
し
て
い
るF

inT
ech

企
業
と
の
連
携

強
化
・
資
本
参
加
、
あ
る
い
は
仮
想
通
貨
を
含
め
た
銀
行
側
か
ら
の
業
務
参
入
の
方
向
性
と
は
異
な
り
、F

inT
ech

企
業
側
が
単
独
で
業

容
拡
大
を
図
る
こ
と
を
後
押
し
し
、
既
に
多
く
の
顧
客
層
を
抱
え
るG

oogle

、T
w
itter

な
ど
が
メ
ガ
バ
ン
ク
に
と
っ
て
本
格
的
な
脅
威

と
な
る
き
っ
か
け
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
確
か
に
肯
定
的
な
効
果
は
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
民
経
済
の
発
展
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の
題
目
の
下
で
決
し
て
規

制
当
局
は
縄
張
り
拡
大
の
た
め
にF

inT
ech

振
興
策
に
注
力
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
結
果
と
し
て
金
融
規
制
の
網
を

F
inT

ech

企
業
に
も
か
ぶ
せ
る
こ
と
で
、
規
制
当
局
か
ら
す
れ
ば
規
制
対
象
領
域
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
規
制
裁
定

（R
egulatory A

rbitrage

）
等
を
考
え
た
場
合
、
長
期
的
に
は
当
該
国
に
お
け
る
大
枠
と
し
て
の
規
制
の
強
化
が
結
果
的
にF

inT
ech

技
術

の
国
外
流
出
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
リ
ス
ク
も
存
在
す
る

（
175
）

。

そ
の
他
根
本
的
問
題
と
し
てF

inT
ech

技
術
へ
の
対
応
の
可
否
に
よ
り
、
一
時
的
に
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
が
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク

（
八
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
七
六

法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er P

rotection A
ct

（P
ub.L

. 111-203, H
.R

. 4173

）
二
〇
一
〇
年
ウ
ォ
ー
ル
街
改
革
・
消

費
者
保
護
法
）
の
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
（volcar rule （

176
））

等
に
お
い
て
制
限
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
大
き
す
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
（too big to fail 

T
B
T
F

）
金
融
機
関
形
成
に
向
か
っ
て
拍
車
が
か
か
る
こ
と
、
地
域
金
融
機
関
や
中
小
企
業
の
成
長
を
脅
か
し
か
ね
な
い
と
い
う
不
安
も

出
さ
れ
る
。
銀
行
関
連
法
制
の
横
断
化
な
ら
び
に
柔
軟
化
が
図
ら
れ
る
反
面
で
、
こ
う
し
た
先
行
き
の
懸
念
や
ジ
レ
ン
マ
の
発
生
も
想
定

さ
れ
よ
う
。

第
一
一
章　

F
inT

ech A
I 

を
巡
る
米
国
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
規
制
│R

eg T
ech

、
規
制
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
│

1
．
Ａ
Ｉ
の
活
用
な
ら
び
に
普
及
と
リ
ス
ク

Ａ
Ｉ
（artifi cial intelligence 

人
工
知
能
）
の
活
用
な
ら
び
に
普
及
に
関
し
て
は

（
177
）

、
米
国
金
融
機
関
あ
る
い
は
Ａ
Ｉ
ベ
ン
チ
ャ
ー
を
中
心

に
積
極
的
に
活
用
を
図
る
動
き
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
抱
え
る
リ
ス
ク
を
懸
念
す
る
向
き
も
少
な
く
な
い
。

E
urom

oney

誌
調
査
報
告
書
（
二
〇
一
六
年
四
月
）
で
は

（
178
）

、
①
今
後
の
三
年
間
で
Ａ
Ｉ
技
術
導
入
に
よ
り
変
化
が
見
込
ま
れ
る
分
野
は

信
用
評
価
、
資
産
管
理
、
株
取
引
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
分
野
で
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
ク
オ
ン
ツ
運
用
と
呼
ば
れ
る
数
量
分
析

に
Ａ
Ｉ
技
術
を
導
入
す
る
動
き
が
加
速
し
て
い
る
。
②F

inT
ech A

I

の
活
用
を
推
進
す
る
米
国
大
手
金
融
機
関
と
し
てC

apital O
ne

（
消
費
者
向
け
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
オ
ン
ラ
イ
ン
バ
ン
キ
ン
グ
と
バ
ー
チ
ャ
ル
ア
シ
ス
タ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
）、G

oldm
an S

achs

（
株
取
引
の
自
動
化
、
ト
レ
ー
ダ
ー
の
金
融
不
正
防
止
、
財
務
分
析
作
業
の
自
動
化
）、JP

 M
organ C

hase

（
商
業
融
資
の
契
約
内
容
の
解
釈
業
務
の

自
動
化
、
顧
客
の
取
引
デ
ー
タ
に
基
づ
く
最
適
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）
が
あ
り
、
Ａ
Ｉ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
新
規
参
入
す
る
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
等
に
企
業
利
益
が
奪
わ
れ
る
脅
威
か
ら
、
組
織
的
に
技
術
開
発
を
行
う
例
、
Ａ
Ｉ
技
術
活
用
に
お
い
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
企
業

（
八
三
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
七
七

と
協
力
・
提
携
す
る
例
も
増
加
す
る
と
み
ら
れ
る
。
③F

inT
ech A

I

の
Ｉ
Ｔ
企
業
と
し
て
、
自
社
開
発
に
よ
る
コ
グ
ニ
テ
ィ
ブ
コ
ン

ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
（C

ognitive C
om

puting

）
シ
ス
テ
ム
（W

atson （
179
））

を
用
い
た
Ｉ
Ｂ
Ｍ
（
各
顧
客
向
け
に
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
バ
ン
キ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
テ
キ
ス
ト
や
音
声
を
通
じ
て
会
話
を
自
動
的
に
行
い
顧
客
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
Ａ
Ｉ
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ

ト
（chatbot

）、
資
産
管
理
ア
ド
バ
イ
ス
、
規
制
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）、
ク
オ
ン
ツ
運
用
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
のT

w
o S

igm
a Investm

ent

、
更

に
Ｉ
Ｔ
企
業
と
し
て
は
予
測
分
析
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
るH

2O
.A

I

、
規
制
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
／
不
正
検
知
に
関
連
す
る
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
るS

ocure

が
あ
る
。

規
制
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
の
再
発
防
止
を
主
旨
と
し
て
二
〇
一
〇
年
七
月
制
定
さ
れ
た
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（
米
国
金
融
改
革
法
）
に
関
し
て
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（F

ederal R
eserve B

oard F
R
B

）
が
公
表
し
た
グ
ロ
ー
バ

ル
な
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
（G

lobal S
ystem

atically Im
portant B

anks G
-S

IB
s

）
に
対
し
て
十
分
な
総
損
失
吸
収
力
（total loss 

absorbing capacity T
L
A
C

）
の
確
保
を
求
め
る
最
終
基
準
な
ど
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
遵
守
す
べ
き
関
連
規
制
に
か
か
る
経
費
が
主
要

銀
行
に
お
い
て
一
〇
％
以
上
を
占
め
年
間
約
二
、七
〇
〇
億
ド
ル
が
規
制
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
関
連
の
支
出
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

Ｉ
Ｂ
Ｍ
はW

atson

は
か
か
る
金
融
機
関
が
負
う
高
い
コ
ス
ト
を
抑
制
す
る
有
効
な
手
段
に
な
る
と
考
え
て
い
る

（
180
）

。
今
後
、
規
制
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
や
不
正
検
知
の
分
野
に
お
い
て
Ａ
Ｉ
等
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
す
るR

eg T
ech

（R
egulation T

echnology （
181
））

が
重
視
さ

れ
よ
う

（
182
）

。

他
方
金
融
業
界
で
は
Ａ
Ｉ
導
入
に
よ
り
メ
リ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、
短
時
間
で
株
価
が
突
然
急
落
す
る
事
象
で
あ
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク

ラ
ッ
シ
ュ
（F

lash C
rash

）
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
エ
ラ
ー
、
既
存
の
規
制
が
Ａ
Ｉ
活
用
に
十
分
対
応
で
き
な
い
こ
と
、
Ａ
Ｉ
に
よ
り
株
取
引

な
ど
ト
レ
ー
ダ
ー
の
業
務
自
動
化
な
ど
が
進
む
中
で
労
働
構
造
に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
の
リ
ス
ク
を
懸
念
す
る
声
も
出
さ
れ
て
い
る
。

（
八
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
七
八

2
．
Ａ
Ｉ
の
活
用
に
か
か
る
米
国
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
規
制

米
国
商
品
先
物
取
引
委
員
会
（U

.S
. C

om
m
odity F

utures T
rading C

om
m
ission U

S
 C

F
T
C

）
は
、
Ａ
Ｉ
を
用
い
た
自
動
株
取
引
を
審

査
す
る
べ
く
金
融
機
関
が
用
い
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（algorithm （

183
））

の
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
に
同
機
関
お
よ
び
司
法
省
（D

epartm
ent of Justice

）

が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
新
規
制
（R

egulation on A
utom

ating T
rading R

egA
T

）
を
課
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る

（
184
）

。
し
か
し
、

Ｕ
Ｓ 

Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
に
規
制
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る

（
185
）

。

金
融
業
界
の
労
働
構
造
に
Ａ
Ｉ
が
及
ぼ
す
負
の
影
響
に
関
し
て
は
、
ト
レ
ー
ダ
ー
個
人
の
役
割
は
低
下
す
る
一
方
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の

設
定
・
認
証
な
ど
を
行
う
取
引
専
門
知
識
を
持
つ
人
材
は
淘
汰
さ
れ
な
い
と
す
る
意
見
、
自
動
化
シ
ス
テ
ム
を
制
御
し
て
必
要
な
時
に
人

的
介
入
を
行
う
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
者
の
役
割
が
重
要
に
な
る
と
の
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。

第
一
二
章　

銀
行
の
段
階
的
発
展
と
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
な
ら
び
に
法
規
制
の
あ
り
方

1
．
金
融
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
変
化

顧
客
や
金
融
機
関
が
形
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
に
つ
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
な
ら
び
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
変
化
の
方
向
を
決

め
る
要
因
に
関
し
、
後
掲
す
る
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
示
す
銀
行
業
が
変
容
す
る
シ
ナ
リ
オ
を
踏
ま
え
、
四
つ
の
段
階
が
金
融
庁

か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る

（
186
）

。

即
ち
、
①
金
融
機
関
ハ
ブ
型
（
既
存
の
金
融
構
造
を
中
心
にB

etter B
ank

あ
る
い
はN

ew
 B

ank

を
指
向
）、
②
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
企
業

中
心
型
（
Ｐ
Ｆ
Ｍ（

187
）（P

ersonal F
inancial M

anagem
ent

）
な
ど
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
を
主
体
と
す
るR

elegated B
ank

）、
③
取
引
所
型

（P
2P

 

（peer-to-peer

）、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
型
の
構
造
でD

isinterm
ediated B

ank

を
指
向
）、
④
分
散
型
（
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
な
ど
の

（
八
三
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
七
九

分
散
型
構
造
でD

isinterm
ediated B

ank

を
指
向
）
の
四
類
型
に
よ
る
金
融
改
革
モ
デ
ル
で
あ
る
。

①
で
は
、
現
在
の
金
融
市
場
は
銀
行
や
保
険
会
社
が
自
身
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
通
じ
て
顧
客
の
仲
介
の
ハ
ブ
と
な
る
形
が
中
心
で
あ

る
。
②
の
新
し
い
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
領
域
で
は
、
顧
客
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
非
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
組
合
わ
せ
に
な
り
、

顧
客
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
担
う
企
業
が
外
部
か
ら
最
も
顧
客
の
利
益
に
沿
う
と
考
え
ら
れ
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
調
達
し
て
顧
客
に

提
供
す
る
形
に
な
っ
て
く
る
。
新
し
い
付
加
価
値
の
大
半
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
企
業
に
帰
属
し
、
金
融
機
関
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
供
給
者

の
役
割
に
留
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
、
金
融
機
関
が
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
企
業
の
役
割
を
果
た
し
、
他
の
金
融
機
関
や
非
金
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
と
連
携
す
る
形
式
も
あ
り
う
る
。
③
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
る
分
散
処
理
が
進
め
ば
顧
客
が
直
接
取
引
所
に

参
加
す
る
形
式
、
ル
ー
ル
設
定
な
ど
を
担
う
仲
介
役
の
元
で
顧
客
同
士
が
多
角
的
に
直
接
取
引
を
行
う
形
式
へ
の
発
展
も
考
え
ら
れ
る
。

④
で
は
更
に
、
金
融
機
関
ハ
ブ
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
残
し
つ
つ
サ
ー
ビ
ス
特
性
に
よ
っ
て
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
棲
み
分
け
ら
れ
、

共
存
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
移
行
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
で
は
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
比
重
が
薄

ま
り
、
資
本
市
場
の
持
つ
特
性
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
く
と
み
ら
れ
る
。

2
．
銀
行
業
な
ら
び
に
金
融
規
制
の
変
容
│
機
能
別
規
制
と
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
│

新
し
い
技
術
の
活
用
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ン
バ
ン
ド
ル
（
分
離
）・
リ
バ
ン
ド
ル
（
再
構
築
）
が
進
み
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
機
能
の

担
い
手
が
変
化
す
る
に
つ
れ
、
金
融
分
野
の
競
争
促
進
、
顧
客
と
共
有
さ
れ
る
価
値
創
造
が
生
じ
て
く
る
。
金
融
規
制
と
し
て
は
、
機
能

の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
べ
く
、
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
単
位
の
規
制
か
ら
機
能
別
の
規
制
へ
重
点
を
移
す
べ

き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る

（
188
）

。

Ｇ
20
サ
ミ
ッ
ト
の
下
部
組
織
で
あ
る
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（B

asel C
om

m
ittee on B

anking S
upervision B

C
B
S

）
は
、

（
八
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
八
〇

二
〇
一
七
年
八
月
三
一
日
市
中
協
議
文
書
「F

inT
ech

の
発
展
が
も
た
ら
す
銀
行
お
よ
び
銀
行
監
督
当
局
へ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

Im
plications of fi ntech developm

ents for banks and bank supervisors （
189
）

」
に
お
い
て
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
、
顧
客
チ
ャ

ネ
ル
の
設
置
・
運
営
主
体
に
着
目
し
、F

inT
ech 

普
及
に
よ
り
銀
行
業
が
変
容
す
る
五
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全

体
に
波
及
す
る
影
響
に
つ
い
て
以
下
の
通
り
、
分
析
し
て
い
る

（
190
）

。
ま
た
金
融
安
定
理
事
会
（F

inancial S
tability B

oard F
A
S

）、
国
際
通

貨
基
金
（International M

onetary F
und IM

F

）
か
ら
も
二
〇
一
七
年
に
金
融
シ
ス
テ
ム
と
規
制
当
局
に
関
す
る
報
告
書
が
相
次
い
で
発

出
さ
れ
て
い
る

（
191
）

。

①B
etter B

ank

（
よ
り
よ
い
銀
行
）
で
は
、
既
存
の
銀
行
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
高
度
化
す
る
。
②D

istributed B
ank

（
分
業
す
る
銀
行
）

で
は
、
既
存
の
銀
行
とF

inT
ech

企
業
が
垂
直
方
向
に
も
水
平
方
向
に
も
分
業
・
協
業
体
制
を
構
築
す
る
。
③R

elegated B
ank

（
土
管

化
（
192
）

す
る
銀
行
）
で
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
を
掌
握
し
、
そ
の
配
下
で
既
存
の
銀
行
と
そ
の
他F

inT
ech

企
業
が
水

平
に
分
業
・
協
業
体
制
を
構
築
す
る
。
④N

ew
 B

ank

（
新
規
参
入
に
よ
る
銀
行
代
替
）
で
は
、F

inT
ech

へ
の
強
み
を
活
か
し
て
新
た
に

参
入
し
た
銀
行
が
既
存
の
銀
行
を
代
替
す
る
。
⑤D

isinterm
ediated B

ank

（
中
抜
き
さ
れ
る
金
融
仲
介
）
で
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

分
散
化
が
進
み
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
等
の
概
念
も
消
滅
す
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
我
が
国
の
各
銀
行
は
金
融
機
関
ハ
ブ
型
の

B
etter B

ank

シ
ナ
リ
オ
を
目
指
し
て
対
応
を
急
い
で
い
る
段
階
と
い
え
る

（
193
）

。

3
．
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
銀
行
に
向
け
た
提
言
│
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
│

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
は
銀
行
に
向
け
た
提
言
と
し
て
、
①F

inT
ech

発
展
の
チ
ャ
ン
ス
と
リ
ス
ク
の
双
方
を
意
識
す
べ
き

こ
と
、
②F

inT
ech

時
代
に
相
応
し
い
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
変
革
す
べ
き
こ
と
、
③
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ･

リ
ス
ク
の
管
理
を
強
化

す
べ
き
こ
と
、
④
サ
ー
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と
い
っ
た
Ｉ
Ｔ
リ
ス
ク
対
応
を
推
進
す
べ
き
こ
と
を
提
示
す
る
。

（
八
三
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
八
一

イ　

リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性

こ
の
う
ち
②F

inT
ech

時
代
に
相
応
し
た
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
に
関
し
て
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
は
シ
ス
テ
ム
の

実
装
技
術
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
変
容
す
る
中
で
既
存
の
銀
行
が
業
務
運
営
全
般
に
亘
り
予
期
し
な
い
形
で
種
々
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル

リ
ス
ク
に
直
面
し
て
い
く
と
述
べ
て
い
る
。

B
etter B

ank
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
、
銀
行
は
既
存
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理

（
194
）

の
枠
組
み
を
見
直
す
こ
と
な
く
デ
ジ
タ

ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
用
を
漫
然
と
進
め
た
場
合
、
新
し
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
の
潜
在
的
リ
ス
ク
の
評
価
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
後

手
に
回
り
、
業
務
継
続
を
困
難
と
す
る
よ
う
な
深
刻
な
事
態
に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

D
istributed B

ank

やR
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
、
既
存
の
銀
行
とF

inT
ech

企
業
と
が
分
業
と
協
業
を
深
化
さ
せ
つ
つ
、

リ
ス
ク
管
理
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
れ
ば
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
に
対
す
る
脆
弱
性
が
構
造
的
に
高
ま
る
。
金
融
シ
ス
テ
ム
全

体
が
一
部
の
要
素
技
術
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
依
存
性
を
高
め
た
場
合
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
が
不
安
定
化
す
る
リ
ス
ク
も
高
ま
る
。

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
は
、F

inT
ech

普
及
の
速
さ
、
銀
行
業
務
へ
の
影
響
を
意
識
し
て
リ
ス
ク
管
理
体
制
な
ら
び
に
リ
ス
ク
ガ

バ
ナ
ン
ス
構
造
の
機
動
的
な
変
革
・
刷
新
を
進
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

ロ　

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
管
理
の
強
化

次
に
③
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
に
関
し
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
中
で
も
先
鋭
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
が
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
伴
う
リ
ス
ク
、
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
が
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ
れ
ばD

istributed B
ank

、

R
elegated B

ank 

の
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
銀
行
が
要
素
技
術
を
提
供
す
るF

inT
ech

企
業
に
コ
ア
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
、
逆
に
銀
行

が
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
場
合
に
リ
ス
ク
管
理
責
任
の
所
在
が
曖
昧
と
な
り
、
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
易
く
な
る
こ
と
を
述
べ

（
八
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
八
二

て
い
る
。

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
は
、
銀
行
こ
そ
が
委
託
先
の
リ
ス
ク
管
理
に
責
任
を
負
う
べ
き
と
説
き
、
銀
行
がF

inT
ech

企
業
と

交
わ
す
業
務
委
託
契
約
等
に
お
い
て
責
任
の
分
界
点
を
明
確
化
す
る
こ
と
、
立
ち
入
り
や
重
要
文
書
の
閲
覧
の
監
査
権
限
（right to 

audit

）
に
関
す
る
条
項
を
整
備
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
らF

inT
ech

企
業
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
リ
ス
ク
管
理
に
お
い
て
も
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
る
場
合
は
こ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
限
界
が
生
じ
る
た
め
、
既
存
の
銀
行
の
み
な
ら
ずF

inT
ech

企
業
に
対
し
て
も
銀
行
業
に
求
め
て
き
た
と
同
等
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
構
造
や
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
具
備
を
求
め
る
こ
と
が
金
融
当
局
を
含
め
た
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
サ
ウ
ン
ド
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
銀
行
業
で
醸
成
さ
れ
た
リ
ス
ク
文
化
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
企
業
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
惹
起
す
る
も
の
と
評
価
す
る
た
め
で
、N

ew
 B

ank

シ
ナ
リ
オ
に
お

い
て
参
入
す
る
企
業
に
も
該
当
す
る
。
も
っ
と
もF

inT
ech

企
業
に
対
し
て
、
銀
行
と
同
程
度
の
高
い
レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
あ
る
い

は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
要
求
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る

（
195
）

。

4
．R

egTech

とS
upTech

│
主
体
規
制
と
行
為
規
制
の
二
律
背
反
│

R
egT

ech

（R
egulatory T

echnology

）
に
つ
い
て
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）
は
二
〇
一
七
年
八
月
三
一
日
市
中
協
議

文
書
に
お
い
て
金
融
機
関
の
金
融
規
制
対
応
を
効
率
的
に
支
援
す
る
ツ
ー
ル
等
を
例
示
し
、
デ
ジ
タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
活
用
し
銀

行
規
制
監
督
向
け
デ
ー
タ
報
告
等
の
効
率
性
を
改
善
せ
ん
と
す
る

（
196
）

。
更
に
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
はS

upT
ech

（S
upervisory 

T
echnology

）
の
用
語
に
よ
り
、
銀
行
監
督
当
局
に
対
し
て
もF

inT
ech

活
用
に
よ
る
効
果
的
な
監
督
に
向
け
た
改
善
を
求
め
て
い
る
。

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
化
を
受
け
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
成
主
体
が
変
容
し
、
許
認
可
を
中
核
と
す
る
主
体
規
制
は
今
後
実

（
八
四
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
八
三

効
性
が
低
下
す
る
と
み
ら
れ
、
こ
れ
を
行
為
規
制
強
化
に
よ
り
補
完
せ
ん
と
し
て
も
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
と
の
二
律
背
反
か
ら

F
inT

ech

対
応
に
お
い
て
は
限
界
が
あ
る
。S

upT
ech

に
お
い
て
は
、
監
督
当
局
側
も
監
督
対
象
企
業
に
負
け
な
い
だ
け
のF

inT
ech

技
術
開
発
・
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
な
ら
び
に
そ
の
修
得
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
三
章　

F
inT

ech

関
連
立
法
の
展
望
に
向
け
て
│
国
際
金
融
規
制
改
革
の
視
点
を
交
え
て
│

1
．
金
融
シ
ス
テ
ム
の
環
境
変
化
とFinTech

関
連
立
法
の
当
面
の
方
向
性

⑴　

規
制
の
横
断
化

背
景
に
あ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
の
環
境
変
化
と
し
て
、
Ｉ
Ｔ
の
進
展
等
に
よ
り
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン

グ
の
動
き
が
拡
大
し
、
フ
ァ
ン
ド
等
の
主
体
に
よ
る
シ
ャ
ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
も
拡
大
し
て
い
る
。
金
融
機
関
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
再

構
築
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
制
度
整
備
が
必
要
と
な
り
、
更
に
将
来
的
に
は
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の
出
現
等
が
金
融
シ
ス
テ
ム
を
大
き
く
変
革

さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
行
の
関
連
法
制
の
特
徴
と
課
題
と
し
て
は

（
197
）

、
①
業
態
毎
に
法
令
（
業
法
）
が
存
在
し
、
機
能
・
リ
ス
ク
が
類
似
し
た
サ
ー
ビ
ス
で
も

行
為
主
体
（
業
態
）
に
よ
っ
て
ル
ー
ル
が
異
な
る
た
め
、
業
態
を
ま
た
い
だ
ビ
ジ
ネ
ス
選
択
の
障
害
と
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
規
制
が
緩

い
業
態
へ
の
移
動
や
業
態
間
の
隙
間
の
利
用
等
を
通
じ
、
規
制
を
回
避
す
る
動
き
が
生
じ
か
ね
な
い
（R

egulatory A
rbitrage

）。
②
金
融

に
関
す
る
統
一
的
な
基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
が
存
在
し
な
い
た
め
、
金
銭
等
の
基
本
的
概
念
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
な
ど
に
各
業
法
を
個

別
に
改
正
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
③
各
業
法
に
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
い
な
い
規
制
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
Ｉ
Ｔ

を
活
用
し
た
合
理
化
や
Ｉ
Ｔ
に
対
抗
し
た
合
理
化
な
ど
が
固
有
の
規
制
に
よ
っ
て
円
滑
に
実
現
で
き
な
い
懸
念
が
あ
る
。
規
制
の
方
向
性

（
八
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
八
四

と
し
て
金
融
庁
は
、
①
同
一
の
機
能
・
リ
ス
ク
に
は
同
一
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
。
金
融
の
機
能
を
決
済
、
資
金
供
与
、
資
産
運
用
、
リ

ス
ク
移
転
な
ど
に
分
類
し
、
機
能
や
リ
ス
ク
に
応
じ
た
ル
ー
ル
の
適
用
を
検
討
す
る
。
②
金
融
規
制
に
お
け
る
定
義
な
ど
金
融
に
関
す
る

基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
を
横
断
化
す
る
。
③
環
境
変
化
に
対
応
す
べ
く
規
制
の
横
断
的
見
直
し
を
図
ら
ん
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
横
断
的
規
制
へ
の
転
換
の
み
で
十
分
で
は
な
く
、
分
散
化
に
伴
い
相
互
連
関
・
相
互
依
存
性
の
複
雑
さ
が
増
す
結
果
、
連
鎖

的
破
綻
あ
る
い
は
金
融
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
増
大
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
は
述
べ
た
。
規
制
当
局
は
連
関
・
依
存
関
係
、
金
融
シ
ス

テ
ム
全
体
の
影
響
に
関
し
て
新
し
い
観
点
か
ら
の
リ
ス
ク
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
可
能
な
ス
キ
ル
が
要
求
さ
れ
る
。

⑵　

政
策
当
局
の
危
機
対
応
な
ら
び
に
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
シ
ス
テ
ム
の
分
断

金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
観
点
か
ら
は
、F

inT
ech

関
連
立
法
の
整
備
が
進
む
に
つ
れ
以
下
の
点
が
懸
念
さ
れ
る
。
①
リ
ス
ク
回
避
の
視

点
か
ら
は
米
国
に
お
け
る
州
法
の
域
外
適
用
に
み
る
よ
う
な
過
剰
な
規
制
コ
ス
ト
問
題
が
生
ま
れ
、
市
場
流
動
性
低
下
に
至
る
懸
念
も
あ

る
。
②
ま
た
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
の
終
結
に
逆
行
す
る
リ
ス
ク
も
あ
り
、
規
制
当
局
の
危
機
対
応
の
機
動
性
の
維
持
も
検
討
さ
れ
よ
う
。
③

Ｇ
20
の
枠
組
み
の
下
で
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
シ
ス
テ
ム
の
調
和
が
進
む
中
、
国
内
法
制
化
の
過
程
で
金
融
規
制
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ

（
Ｏ
Ｔ
Ｃ
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
制
等
）、
ま
た
欧
米
の
外
国
銀
行
規
制
の
よ
う
に
各
国
が
独
自
の
金
融
規
制
導
入
を
図
る
結
果
、
グ
ロ
ー
バ
ル
金

融
シ
ス
テ
ム
の
分
断
が
懸
念
さ
れ
つ
つ
あ
る

（
198
）

と
こ
ろ
、
今
後
のF

inT
ech

関
連
規
制
の
跛
行
性
な
ら
び
に
規
制
の
裁
定
の
顕
現
化
等
に

よ
り
、
こ
う
し
た
分
断
化
傾
向
に
拍
車
が
か
か
る
怖
れ
も
あ
ろ
う
（
私
見
）。
他
方
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
型
仮
想
通
貨
の
普
及
に
よ
り
、

銀
行
に
自
己
資
本
規
制
等
の
健
全
性
を
求
め
る
規
制
の
意
味
合
い
自
体
も
変
容
し
う
る
こ
と
を
述
べ
た
。
今
後
は
、
国
際
金
融
規
制
改
革

自
体
の
方
向
性
が
交
錯
す
る
状
況
が
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
八
四
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
八
五

2
．
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
国
際
協
調
の
必
要
性

F
inT

ech

技
術
は
現
時
点
で
概
念
が
不
明
確
な
も
の
が
多
く
、
ま
た
技
術
革
新
の
ス
ピ
ー
ド
も
速
い
た
め
、
そ
の
業
務
に
対
し
て
は
政

令
あ
る
い
は
実
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
対
応
が
重
要
に
な
る
。
事
実
、
今
後
の
政
省
令
に
詳
細
が
委
ね
ら
れ
て
い
る

部
分
も
多
い
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
含
め
て
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

概
念
な
ど
の
共
通
化
、
標
準
化
の
策
定
と
と
も
に
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
刑
事
罰
則
等
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
あ
り
方
が
改
め
て
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
199
）

。
マ
ネ
ロ
ン
法
制
に
か
か
る
実
質
的
支
配
者
（B

enefi cial O
w
nership

）
と
英
国P

S
C
 R

egim
e

に
関
す
る
活
用

に
つ
い
て
も
示
唆
を
行
っ
た
。

ま
たF

inT
ech

技
術
が
一
義
的
に
概
念
を
定
義
し
に
く
い
も
の
が
多
い
こ
と
に
加
え
、
各
国
毎
のF

inT
ech

に
対
す
る
規
制
の
対
応

状
況
、
進
展
度
合
い
等
に
は
相
違
が
み
ら
れ
る
。
仮
想
通
貨
に
限
ら
ず
、F

inT
ech

技
術
や
業
務
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
容
易
に
国

境
を
越
え
る
も
の
が
多
く
、
マ
ネ
ロ
ン
領
域
な
ど
も
含
め
規
制
の
実
効
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
向
け
ら
れ
た
各

国
規
制
当
局
に
よ
る
包
括
的
協
調
の
枠
組
み
形
成
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
あ
く
ま
で
も
消
費
者
目
線
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
開
発
を
指
向
し

た
業
界
の
自
主
ル
ー
ル
形
成
な
ど
の
自
助
努
力
、
官
民
協
調
体
制
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

既
存
金
融
機
関
とF

inT
ech

企
業
の
連
携
、
銀
行
側
のF

inT
ech

分
野
参
入
、
規
制
の
横
断
化
な
ど
の
第
一
フ
ェ
ー
ズ
か
ら
、
次
の

段
階
と
し
てF
inT

ech

企
業
へ
の
銀
行
免
許
付
与
が
議
論
さ
れ
る
段
階
に
入
る
と
、
銀
行
に
お
い
て
は
顧
客
基
盤
の
喪
失
な
ど
の
大
き

な
影
響
が
生
じ
か
ね
ず
、
他
方
でF

inT
ech

企
業
側
も
顧
客
基
盤
を
保
有
し
て
単
独
で
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
開
発
を
進
め
る
企
業
、
引
き

続
き
銀
行
等
と
の
連
携
に
重
点
を
置
く
企
業
、
銀
行
の
子
会
社
あ
る
い
は
そ
の
一
部
署
と
化
す
る
企
業
な
ど
経
営
戦
略
面
の
差
別
化
、
跛

行
性
が
生
じ
て
く
る
。
産
業
構
造
と
し
て
は
、
統
合
化
（integration

）
に
し
て
も
垂
直
連
携
（vertical cooperation

）、
水
平
連
携

（
八
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
八
六

（horizontal cooperation

）
あ
る
い
は
そ
の
混
合
型
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
し
つ
つ
多
様
な
形
態
を
み
せ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
動
向
に
対
応
し
つ
つ
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
関
連
規
制
の
策
定
も
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
含
め
、
包
括
的
か
つ
柔
軟
か
つ
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
進
め

ら
れ
、
徐
々
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
一
定
の
収
斂
（convergence

）
も
示
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

3
．FinTech
領
域
に
お
け
る
標
準
化
と
モ
デ
ル
法
制
定
│
国
際
私
法
の
統
一
化
と
並
行
し
た
動
き
│

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
含
む
国
際
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
、
各
国
の
取
引
法
の
規
定
が
相
互
に
異
な
る
と
い
う
現
状
の
改
善
を
企
図
し

て
、
各
国
法
を
統
一
す
る
私
法
統
一
が
国
連
機
関
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
（
国
連
国
際
商
取
引
法
委
員
会 U

nited N
ations C

om
m
ission on 

International T
rade L

aw

）
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る

（
200
）

。

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
電
子
商
取
引
関
連
の
モ
デ
ル
法
等
を
制
定
し
て
各
国
取
引
法
の
調
和
化
を
進
め
て
き
た
。
条
約
締
結
が
困
難
な

場
合
に
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
統
一
的
模
範
を
示
し
た
も
の
で
各
国
の
立
法
化
を
拘
束
は
せ
ず
、
国
内
立
法
や
法
改
正
を
促
し
、
円
滑
化

を
企
図
し
た
も
の
と
い
え
る
。

モ
デ
ル
法
で
は
機
能
的
同
等
性
、
技
術
中
立
性
を
骨
子
と
し
、
二
〇
一
七
年
採
択
の
電
子
的
譲
渡
可
能
記
録
モ
デ
ル
法
（M

odel L
aw

 

on E
lectronic T

ransferable R
ecords M

L
E
T
R

）、
二
〇
一
六
年
採
択
の
担
保
取
引
モ
デ
ル
法
（M

odel L
aw

 on S
ecured T

ransactions 

M
L
S
T

）
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
取
引
も
視
野
に
検
討
さ
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
関
す
る
取
引
法
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
Ｍ
Ｌ
Ｓ
Ｔ
はproceeds

概
念
の
採
用
な
ど
、
モ
デ
ル
法
で
あ
る
米
国
Ｕ
Ｃ
Ｃ
（
統
一
商
事
法
典 U

niform
 

C
om

m
ercial C

ode

）
九
編
の
影
響
を
受
け
て
い
る

（
201
）

。

モ
デ
ル
法
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
取
引
に
つ
い
て
も
機
能
し
得
る
が
、
①
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
取
引
で
盗
難
、
誤
振
込
が
生
じ
た
場
合

の
損
害
賠
償
請
求
に
お
け
る
債
権
の
優
先
劣
後
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
②
倒
産
手
続
に
お
い
て
取
戻
権
や
優
先
債
権
等
の
扱
い
が

（
八
四
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
八
七

不
明
で
あ
る
こ
と
、
③
無
体
財
産
の
国
際
私
法
上
の
規
則
が
未
確
立
で
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
所
在
地
も
不
明
確
な
た
め
、
準
拠
法
や
管

轄
裁
判
所
が
予
測
し
が
た
い
こ
と
、
④
仮
想
通
貨
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
米
国
Ｕ
Ｃ
Ｃ
九
編
上
のproceeds 

へ
の
担
保
権
が
付

着
し
た
形
で
流
通
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

4
．
産
業
構
造
の
変
容
とFinTech

関
連
規
制
の
展
望
│
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
必
要
性
│

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T

he F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct of 1977, 15 U
.S

.C
. 78m

, et seq. 

連
邦
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
）
や
米
国
証
券
法

な
ど
に
お
け
る
Ｄ
Ｏ
Ｊ
（
米
国
司
法
省
）
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券
取
引
委
員
会
）
に
よ
る
域
外
適
用
（extraterritorial application

）
と
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
論
点
と
共
通
す
る
も
の
も
多
い
が
、F

inT
ech

領
域
の
場
合
、
元
来
概
念
が
不
明
確
で
技
術
革
新
か
ら
さ
ら
に
今
後

も
変
容
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
予
測
可
能
性
が
乏
し
い
点
に
規
制
策
定
の
困
難
さ
が
あ
る
。
ま
た
各
国
規
制
の
整
備
の
進
展
状
況

も
現
状
ま
ち
ま
ち
で
内
容
も
相
違
す
る
。
米
国
の
よ
う
に
連
邦
と
州
の
考
え
方
が
一
国
の
中
で
異
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
将
来
的
に
は
各

州
に
よ
り
規
制
内
容
が
相
違
す
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
（
州
際
通
商
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
問
題

（
202
））。

今
後
、
当
面
は
規
制
の
横
断
化
に
よ
り
技

術
革
新
と
利
用
者
の
便
宜
の
促
進
、
国
民
経
済
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
が
、
横
断
化
が
更
に
進
め
ば
将
来
的
に
はF

inT
ech

企
業
に
対

す
る
銀
行
免
許
付
与
な
ど
に
も
行
き
着
く
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
の
場
合
に
は
概
念
定
義
の
不
透
明
さ
、
各
国
の

F
inT

ech

進
展
に
応
じ
た
規
制
の
跛
行
性
の
傾
向
に
拍
車
が
か
か
り
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
効
性
確
保
の
前
提
と
な
る
規
制
機
関

の
国
際
協
力
・
連
携
に
大
き
な
障
壁
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
。
長
期
的
に
み
た
場
合
の
産
業
構
造
の
変
化
、
規
制
の
横
断
化
に
伴
う
新
た

な
ジ
レ
ン
マ
で
も
あ
ろ
う

（
203
）

。

ま
た
仮
想
通
貨
に
関
し
て
は
、
改
正
資
金
決
済
法
を
整
備
す
る
我
が
国
に
比
し
、
最
近
に
な
っ
て
中
国
等
で
規
制
強
化
の
動
き
が
み
ら

れ
（
204
）

、
や
は
り
規
制
の
裁
定
か
ら
逆
に
我
が
国
に
お
け
る
取
引
が
今
後
は
増
加
し
、
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
る
事
案
も
増
加
す
る
こ
と
が
予
想

（
八
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
八
八

さ
れ
る
。
顧
客
・
消
費
者
保
護
の
視
点
か
ら
、
既
存
の
所
有
権
の
概
念
な
ど
に
と
ら
わ
れ
ず
に
新
し
い
法
律
関
係
の
生
成
を
試
み
る
こ
と

も
検
討
さ
れ
よ
う
。
有
体
性
と
排
他
的
支
配
可
能
性
に
関
し
て
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
所
有
権
否
定
判
決
で
は
秘
密
鍵
の
管
理
者
が
当
該
ア
ド

レ
ス
に
お
い
て
残
量
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
管
理
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
が
、
近
時
の
英
国P

S
C
 R

egim
e

に
お
け
る
実
質

的
支
配
者
管
理
の
趣
旨
と
親
和
す
る
領
域
と
も
い
え
よ
う
。
他
方
、
Ａ
Ｉ
分
野
に
関
し
て
は
米
国
の
銀
行
な
ど
で
技
術
革
新
と
実
用
化
が

積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
規
制
な
ど
の
検
討
段
階
に
あ
る
な
ど
、
広
範
なF

inT
ech

領
域
に
お
い
て
は
法
規
制
の
形
成
過
程
と

し
て
跛
行
性
が
窺
え
る
。

5
．
近
時
の
仮
想
通
貨
の
不
正
流
出
事
案
を
受
け
て
│
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
事
件
に
み
る
金
融
規
制
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
、
主
体
規
制
と
行
為

規
制
の
ジ
レ
ン
マ
│

⑴　

仮
想
通
貨
の
不
正
流
出
事
案

仮
想
通
貨
に
つ
い
て
は
、
仮
想
通
貨
取
引
所
大
手
か
ら
二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
保
有
し
て
い
た
仮
想
通
貨
（
Ｎ
Ｅ
Ｍ
）
が
不
正
に
外

部
へ
送
信
さ
れ
顧
客
か
ら
の
預
か
り
資
産
五
億
二
、三
〇
〇
万
Ｘ
Ｅ
Ｍ
が
流
出
す
る
事
故
が
発
生
し
た
。
二
〇
一
八
年
一
月
二
九
日
金
融

庁
は
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
八
条
一
項
・
二
項
・
三
項

（
205
））

コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
株

式
会
社
に
対
し
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
一
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
業
務
改
善
命
令
を
発
し
、
二
月
一
日
提
出
期
限
を
待
た
ず
に

立
ち
入
り
検
査
に
入
っ
た

（
206
）

。
ま
た
同
条
同
項
に
基
づ
き
、
同
社
以
外
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
お
よ
び
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し

て
も
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
態
勢

（
207
）

に
関
す
る
報
告
徴
求
命
令
を
発
出
し
て
い
る
。
①
我
が
国
は
決
済
手
段
を
念
頭
に
い
ち
早
く
改
正
資
金

決
済
法
に
よ
る
整
備
を
図
り
登
録
制
を
導
入
し
た
が
、
現
実
に
は
投
機
対
象
と
し
て
の
金
融
商
品
の
色
彩
が
強
ま
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
規
制
な
ど
不
公
正
取
引
に
対
す
る
規
制
も
な
く
、
ま
た
取
引
所
破
綻
な
ど
に
備
え
た
顧
客
の
救
済
制
度
も
な
い
。
相
場
操
縦
な
ど
不
透

（
八
四
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
八
九

明
性
の
懸
念
と
合
わ
せ
現
状
や
技
術
革
新
に
対
し
て
法
制
度
が
後
追
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と

（
208
）

、
②
登
録
制
の
導
入
に
お
い
て
、
審
査
の

チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
て
お
ら
ず
シ
ス
テ
ム
や
内
部
体
制
に
脆
弱
性
を
抱
え
る
み
な
し
業
者
の
参
入
を
認
め
て
い
た
こ
と

（
209
）

、
③
更
に
将
来
を
展

望
し
た
制
度
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
本
件
で
は
倒
産
に
至
っ
た
事
例
で
は
な
い
が
、
仮

想
通
貨
交
換
業
者
が
倒
産
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
内
容
も
参
考
と
な
ろ
う
。

⑵　

仮
想
通
貨
取
引
所
の
規
制
・
監
督

仮
想
通
貨
取
引
所
の
規
制
・
監
督
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
金
融
庁
は
法
規
制
と
併
せ
て
業
界
団
体
の
自
主
規
制
に
よ
り
規
律
を
図
る
方

式
を
採
り
、
迅
速
な
技
術
革
新
に
現
場
感
覚
を
活
か
し
た
自
律
機
能
を
も
っ
て
対
処
せ
ん
と
し
て
い
た
。
多
額
の
仮
想
通
貨
が
流
出
し
た

事
件
を
受
け
て
利
用
者
救
済
な
ど
投
資
家
保
護
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
、
経
営
情
報
開
示
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化
等
の
仮
想
通
貨
取

引
に
対
す
る
規
制
の
強
化
を
求
め
る
声
が
強
ま
っ
て
い
る

（
210
）

。

自
主
規
制
機
能
を
担
う
べ
き
業
界
団
体
が
分
裂
し

（
211
）

、
機
能
し
が
た
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
仮
想
通
貨
に
限
ら
ずF

inT
ech

領

域
で
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
多
く
、
技
術
開
発
を
促
進
さ
せ
、
も
っ
て
我
が
国
経
済
の
再
活
性
化
を
図
る
主
旨
か
ら
は
、
金
融
庁
に
よ
る

直
接
の
監
督
強
化
が
進
む
こ
と
も
ま
た
背
理
と
な
り
か
ね
な
い
面
も
あ
る

（
212
）

。

仮
想
通
貨
に
関
す
る
金
融
法
規
制
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
あ
り
方
を
勘
案
す
る
と
、
①
直
接
の
金
融
法
規
制
の
面
で
は
、
欧
米
（
米
国
Ｎ
Ｙ

州
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
等
）
の
よ
う
な
仮
想
通
貨
交
換
業
に
免
許
制
で
は
な
く
登
録
制
を
金
融
庁
は
導
入
し
、
緩
和
し
て
い
る
。

②
他
方
、
そ
の
補
完
も
あ
っ
て
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
自
主
規
制
団
体
の
発
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
並
行
し
て
導
入
さ
せ
て
い
る
。
ソ
フ

ト
ロ
ー
に
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
よ
う
に
上
場
規
則
と
し
て
採
用
さ
れ
事
実
上
の
強
制
力
を
伴
う
も
の
も
あ
る
が
、

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
弱
い
自
主
規
制
と
し
て
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
二
本
立
て
と
し
て
採
用
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
結
果
的
に
は
機
能

（
八
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
九
〇

し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
上
場
企
業
一
般
に
対
し
て
欧
米
並
み
の
独
立
社
外
取
締
役
を
採
用
さ
せ
、
海
外
機
関
投
資
家
の
評
価
を
得

る
と
い
う
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
導
入
の
主
旨
と
は
異
な
り
、
規
制
強
化
に
よ
っ
てF

inT
ech

の
迅
速
か
つ
革
新
的

な
技
術
開
発
を
緩
め
さ
せ
な
い
と
い
う
視
点
か
ら
は
か
か
る
方
式
も
首
肯
さ
れ
る
面
が
あ
ろ
う

（
213
）

。
金
融
庁
は
比
較
的
緩
い
法
規
制
と
強
制

力
の
弱
い
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
組
み
合
わ
せ
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
が
、
業
界
団
体
の
分
裂
と
共
に
、
顧
客
・
投
資
家
サ
イ
ド
に
お
い
て
資
金
決

済
機
能
よ
り
も
投
資
目
的
が
主
と
な
り
、
規
制
内
容
も
追
い
つ
か
な
い
状
況
が
現
出
し
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
③
最
後
の
防
衛
線
と
し

て
は
、
個
別
企
業
自
身
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
内
部
管
理
態
勢
構
築
が
重
要
に
な
る
が
、
投
資
家
や
顧
客
保
護
の
視
点
か
ら

の
分
別
管
理
義
務
で
な
く
、
自
主
的
な
内
部
管
理
の
態
勢
整
備
を
い
か
に
義
務
付
け
て
い
く
か
が
課
題
と
な
る
。
組
織
的
に
は
メ
ガ
バ
ン

ク
と
連
携
、
あ
る
い
は
合
弁
会
社
設
立
や
子
会
社
化
し
た
場
合
に
は
、
本
体
で
あ
る
メ
ガ
バ
ン
ク
と
合
わ
せ
た
レ
ベ
ル
の
リ
ス
ク
管
理
態

勢
の
整
備
を
図
れ
ば
済
む
こ
と
に
な
る
が
、
単
独
・
独
立
系
の
仮
想
通
貨
・F

inT
ech

ベ
ン
チ
ャ
ー
に
対
し
て
大
企
業
と
同
レ
ベ
ル
の
会

社
法
上
の
内
部
統
制
体
制
整
備
を
求
め
る
の
か
、
特
有
な
内
部
統
制
構
築
の
内
容
は
具
体
的
に
い
か
に
あ
る
べ
き
か

（
214
）

。
あ
る
い
は
独
立
社

外
取
締
役
等
の
積
極
的
導
入
を
行
わ
せ
る
こ
と
で
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
向
上
さ
せ
る
か
、
ま
た
上
場
企
業
同
様
に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
を
設
け
て
適
用
対
象
と
す
る
か
、
そ
も
そ
も
果
た
し
て
こ
う
し
た
施
策
が
適
切
な
の
か
等
が
問

わ
れ
る
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
専
門
人
材
の
採
用
な
ど
間
接
経
費
、
内
部
管
理
費
が
増
加
し
、
肝
心
のF

inT
ech

の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
開
発

が
疎
か
に
な
っ
て
は
我
が
国
の
国
際
競
争
力
回
復
に
繋
げ
る
と
い
う
目
論
見
も
損
な
わ
れ
か
ね
な
い
と
い
う
主
体
規
制
・
行
為
規
制
の
持

つ
ジ
レ
ン
マ
が
根
底
に
あ
る
。
規
制
サ
イ
ド
も
ま
た
不
正
流
出
事
案
の
頻
出
に
よ
り
、
立
ち
入
り
検
査
な
どF

inT
ech

専
門
の
監
督
要

員
増
加
に
伴
う
規
制
コ
ス
ト
が
嵩
む
こ
と
は
背
理
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
金
融
庁
は
、
登
録
制
と
自
主
規
制
の
組
み
合
わ
せ
で
仮
想
通

貨
に
か
か
る
規
制
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
き
た
と
い
え
る
。
規
制
サ
イ
ド
、
対
象
企
業
双
方
共
に
技
術
革
新
と
間
接
経
費
の
バ
ラ
ン
ス
を
調

（
八
四
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
九
一

整
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
領
域
と
思
料
さ
れ
る
。

自
主
規
制
団
体
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
活
用
に
お
け
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
い
か
に
設
計
す
る
か
、
罰
則
規
定
の
盛
り
込
み
も
会

社
法
な
ど
強
行
法
規
か
ら
の
委
譲
が
前
提
と
な
ろ
う
。
上
場
規
則
と
な
っ
て
い
る
コ
ー
ド
の
場
合
は
上
場
廃
止
と
い
う
事
実
上
の
強
制
力

も
あ
る
が
、
日
本
証
券
業
協
会
等
と
異
な
り
揺
籃
期
の
た
め
課
題
は
多
い
。
ま
た
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
チ
ャ
ー
に
お
け
る
個
別
企
業
の
リ
ス
ク
管
理

態
勢
の
構
築
・
運
用
の
あ
り
方
が
顧
客
保
護
と
自
主
管
理
の
両
面
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
面
は
金
融
庁
は
行
政
処
分
な
ど
直
接

的
な
規
制
・
監
督
強
化
を
図
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
業
界
団
体
あ
る
い
は
個
別
企
業
の
自
主
管
理
機
能
の
確
立
に
向
け
た
間
接
的
な
規
制

の
策
定
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
ま
た
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
チ
ャ
ー
に
お
け
る
取
締
役
会
な
ど
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
も
改
め
て
検
討
課
題

と
な
ろ
う
。

短
期
的
あ
る
い
は
長
い
ス
パ
ン
で
み
た
課
題
、F

inT
ech

領
域
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
ジ
レ
ン
マ
な
ど
を
掲
げ
て
き
た
が
、F

inT
ech

技
術
と
企
業
の
国
民
経
済
や
産
業
構
造
に
及
ぼ
す
潜
在
的
な
影
響
の
大
き
さ
の
証
左
で
も
あ
る
。
既
存
金
融
機
関
とF

inT
ech

企
業
、

更
に
各
国
規
制
機
関
の
密
な
連
絡
の
下
で
短
期
的
課
題
と
中
長
期
的
な
展
望
に
分
け
、
丁
寧
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
目
前
の
課
題
か
ら
対
処
し

て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
我
が
国
の
持
つF

inT
ech

分
野
の
潜
在
的
な
技
術
開
発
力
は
高
い
と
み
ら
れ
、R

egulatory S
andbox

、

さ
ら
に
はR

egT
ech

（R
egulatory T

echnology

）、S
upT

ech
（S

upervisory T
echnology

）
を
活
用
し
て
、
今
後
は
許
認
可
あ
る
い
は
主

体
規
制
・
行
為
規
制
の
強
化
の
み
で
な
く
、
銀
行
監
督
当
局
もF

inT
ech

活
用
に
よ
る
効
果
的
な
監
督
を
図
り
、
必
要
な
試
行
錯
誤
も

交
え
て
技
術
革
新
と
並
行
し
つ
つ
先
取
り
し
た
法
規
制
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
な
ら
び
に
行
程
表
の
官
民
共
同
に
よ
る
早
急
な
策
定
が
求

め
ら
れ
る
。

（
八
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
九
二

（
1
） 

辻
岡
将
基
・
白
澤
光
音
『「
近
時
のF

intech

に
関
す
る
法
制
と
動
向
」
〜
諸
外
国
の
事
例
も
踏
ま
え
て
〜
』
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所
セ
ミ

ナ
ー
報
告
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
）
一
│
六
九
頁
参
照
。
金
融
庁
出
向
経
験
な
ど
も
踏
ま
え
て
最
新
の
関
連
す
る
法
制
度
の
動
向
を
ま
と
め

て
い
る
。

（
2
） 
金
融
審
議
会
金
融
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
）「
金
融
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
向
け
た
制
度
整
備
に
つ
い
て
〜
」（
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
七
日
）（
金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
報
告
書
）。
金
融
審
議
会
「
新
規
・
成
長
企
業
へ
の

リ
ス
ク
マ
ネ
ー
の
供
給
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
書
」（
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
五
日
）、
金
融
審
議
会
「
金
融
グ
ル
ー

プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
〜
」（
二
〇
一
五
年
一
二

月
二
二
日
）、
金
融
審
議
会
「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
決
済
高
度
化
に
向
け
た
戦
略
的
取
組
み
〜
」

（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
二
日
）、
金
融
庁
「
平
成
27
事
務
年
度　

金
融
行
政
方
針
」（
二
〇
一
五
年
九
月
）、
金
融
庁
「『
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等

の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
』
に
係
る
説
明
資
料
」（
二
〇
一
六
年
三
月
）、
経
済
産
業
省
「
産
業
・
金

融
・
Ｉ
Ｔ
融
合
に
関
す
る
研
究
会
（F

inT
ech

研
究
会
）
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）、
経
済
産
業
省
「
産
業
・
金
融
・
Ｉ
Ｔ
融
合
に
関
す

る
研
究
会
（F

inT
ech

研
究
会
）
発
言
集
」（
二
〇
一
六
年
三
月
）、
経
済
産
業
省
「
産
業
・
金
融
・
Ｉ
Ｔ
融
合
（F

inT
ech

）
に
関
す
る
参
考
デ
ー

タ
集
」（
二
〇
一
六
年
四
月
）、
日
本
銀
行
金
融
機
構
局
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
「
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
金
融
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報

告
書
」（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）。「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
や
決
済
高
度
化
を
巡
る
動
向
と
今
後
の
課
題
」
金
融
庁
総
務
企
画
局
資
料
（
二
〇
一
七
年
三
月

三
日
）
一
│
一
九
頁
。「
仮
想
通
貨
に
関
連
す
る
事
項
、
サ
ー
バ
型
電
子
マ
ネ
ー
に
関
連
す
る
事
項
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
関
連
す
る
事
項
」
内
閣
府

金
融
庁
提
出
資
料
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
六
日
）
一
│
二
一
頁
。
こ
の
他
、
木
内
登
英
「
金
融
行
政
方
針
に
見
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
関
連
法
整
備
の

姿
」N

R
I F

inancial S
olutions

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
四
日
）。
同
「
加
速
す
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
関
連
法
整
備
」N

R
I F

inancial S
olutions

（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
五
日
）。「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
普
及
へ
新
法
、
決
済
・
送
金
、
銀
行
も
安
く
、
金
融
庁
」
日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
一
七
年

一
〇
月
一
三
日
）。「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
関
す
る
現
状
と
金
融
庁
に
お
け
る
取
組
み
」
金
融
庁
資
料
（
二
〇
一
七
年
二
月
）
一
│
三
四
頁
。
保
木
健
次

「F
inT

ech

の
進
展
へ
の
対
応
│
銀
行
法
等
改
正
案
と
今
後
の
動
向
に
つ
い
て
│
」K

P
M

G
 Insight V

ol.24

（
二
〇
一
七
年
五
月
）
一
│
五
頁
。
安

達
知
可
良
「F

intech

を
め
ぐ
る
金
融
規
制
の
動
向
に
つ
い
て 

銀
行
法
等
の
改
正
の
概
要
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
」E

Y
 Japan

・
新
日
本
有
限
責

（
八
五
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
九
三

任
監
査
法
人
（
二
〇
一
六
年
七
月
一
九
日
）
一
│
一
〇
頁
。「F

inT
ech

革
命
と
銀
行
へ
の
影
響
〜
Ｉ
Ｔ
が
も
た
ら
す
新
し
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
」
み

ず
ほ
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
六
年
五
月
一
〇
日
）
一
│
六
二
頁
。
河
合
祐
子
「F

inT
ech 

が
描
く
未
来
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
講
演

（
二
〇
一
七
年
八
月
二
二
日
）。
藤
武
寛
之
「F

inT
ech

法
の
概
要
」（
四
│
七
頁
）、
田
中
貴
一
「
仮
想
通
貨
交
換
業
の
周
辺
論
点
」（
八
│
一
一
頁
）、

片
岡
義
弘
「
仮
想
通
貨
の
私
法
的
性
質
の
論
点
」（
一
二
│
一
七
頁
）、
河
合
健
・
早
川
晃
司
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
技
術
と
可
能
性
」、
森
下
哲

朗
「F

inT
ech

法
の
評
価
と
今
後
の
法
制
の
展
開
」（
一
八
│
二
一
頁
）『
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
法
改
正
と
実
務
へ
の
影
響
』

Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
一
七
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
四
月
）。
片
岡
義
広
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
金
融
機
関
関
連
の
法
制
度
的
論
点
に
つ
い
て
の
報
告

書
」
二
〇
一
七
年
二
月
三
日
全
国
銀
行
協
会
第
三
回
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
研
究
会
（
二
〇
一
七
年
七
月
三
日
）
一
│
一
六
頁
。
法
制
面
の
解
説
書
と

し
て
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全
﹇
全
訂
版
﹈
下
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）
八
三
〇
│
九
六
八
頁
。
森
・
濱

田
松
本
法
律
事
務
所
増
島
雅
和
・
堀
天
子
編
石
川
貴
教
・
白
根
央
・
飯
島
隆
博
著
『F

inT
ech

の
法
律
二
〇
一
七
│
二
〇
一
八
』
日
経
Ｂ
Ｐ
社

（
二
〇
一
七
年
七
月
）
一
│
五
四
三
頁
。
厚
美
坂
井
法
律
事
務
所
外
国
法
共
同
事
業F

intech

チ
ー
ム
・
松
田
克
信
・
新
倉
理
人
・
高
橋
淳

『F
intech

の
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
と
法
務
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
二
〇
一
七
年
五
月
）
一
│
三
八
一
頁
。
有
吉
尚
哉
・
本
柳
祐
介
・
水
島
淳
・
谷

澤
進
『F

inT
ech

ビ
ジ
ネ
ス
と
法
二
五
講
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
六
年
七
月
）
一
│
二
八
四
頁
。
藤
田
勉
『
世
界
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
法
制
入
門
』
中

央
経
済
社
（
二
〇
一
七
年
九
月
）
一
│
二
五
四
頁
な
ど
。

（
3
） 

人
工
知
能
を
利
用
し
資
産
運
用
、
資
産
管
理
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
。

（
4
） 

辻
岡
・
白
澤
・
前
掲
注（
1
）八
│
一
四
頁
。

（
5
） 

Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
（
電
子
商
取
引
市
場
）
運
営
会
社
へ
の
出
資
等
を
通
じ
、
例
え
ば
、
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
に
集
約
さ
れ
た
商
流
情
報
を
融
資
審
査
等
に
活

用
す
る
な
ど
に
よ
り
、
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
金
融
審
議
会
前
掲
「
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
〜
」（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
二
日
）
一
二
四
頁
。

（
6
） 

横
山
淳
「F

inT
ech

、
仮
想
通
貨
な
ど
を
巡
る
銀
行
法
等
改
正
法
、
成
立
5
％
ル
ー
ル
、
グ
ル
ー
プ
経
営
管
理
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
な
ど
」

大
和
総
研
（
二
〇
一
六
年
三
月
二
五
日
）
一
│
六
頁
、
同
「
銀
行
の
議
決
権
保
有
規
制
等
の
緩
和 

銀
行
法
の
5
％
ル
ー
ル
な
ど
の
見
直
し
」
大
和

総
研
（
二
〇
一
六
年
四
月
一
三
日
）
一
│
一
〇
頁
参
照
。

（
八
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
九
四

（
7
） 

銀
行
を
含
む
場
合
に
限
る
。

（
8
） 

具
体
的
な
対
象
業
務
は
内
閣
府
令
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
全
体
の
資
金
運
用
や
共
通
シ
ス
テ
ム
の
管
理
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

金
融
審
議
会
「
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い

て
〜
」（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
二
日
）
六
頁
。
金
融
庁
「『
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
』
に
係
る
説
明
資
料
」（
二
〇
一
六
年
三
月
）
二
頁
。

（
9
） 

従
前
は
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
は
、
原
則
子
会
社
の
経
営
管
理
に
限
定
さ
れ
て
い
た
（
改
正
前
銀
行
法
五
二
条
の
二
一
第
一
項
）。

（
10
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
2
）「『
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
』
に
係
る
説
明

資
料
」
三
頁
。

（
11
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
2
）「『
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
』
に
係
る
説
明

資
料
」
五
頁
。

（
12
） 

従
前
は
前
払
式
支
払
手
段
に
か
か
る
証
票
等
ま
た
は
当
該
前
払
式
支
払
手
段
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
書
面
そ
の
他
の
物
（
一
体
物
）
の
交
付
の

有
無
に
よ
り
情
報
提
供
の
手
段
が
定
め
ら
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
提
供
は
証
票
等
ま
た
は
一
体
物
の
交
付
が
な
い
場
合
に
許
容
さ
れ
る

が
、
交
付
が
あ
る
場
合
は
証
票
等
ま
た
は
一
体
物
に
表
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
（
改
正
前
資
金
決
済
法
一
三
条
）。
腕
時
計
・
指
輪

型
の
電
子
端
末
型
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
で
は
腕
時
計
や
指
輪
自
体
に
支
払
可
能
金
額
な
ど
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
た
。
前
掲
金
融

庁
「『
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
』
に
係
る
説
明
資
料
」
六
頁
。
横
山
・

前
掲
注（
6
）「F
inT

ech

、
仮
想
通
貨
な
ど
を
巡
る
銀
行
法
等
改
正
法
、
成
立
5
％
ル
ー
ル
、
グ
ル
ー
プ
経
営
管
理
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
な
ど
」

六
頁
。

（
13
） 

消
費
者
委
員
会
「
電
子
マ
ネ
ー
に
関
す
る
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
の
建
議
」（
二
〇
一
五
年
八
月
一
八
日
）。

（
14
） 

木
下
信
行
『
解
説 

改
正
銀
行
法
』
日
本
経
済
新
聞
社
（
一
九
九
九
年
）
二
一
〇
頁
。

（
15
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
2
）「『
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
』
に
係
る
説
明

資
料
」
五
頁
。

（
八
五
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
九
五

（
16
） 

銀
行
法
等
改
正
法
で
は
協
同
組
織
金
融
機
関
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
直
し
が
さ
れ
て
い
る
（
農
林
中
央
金
庫
法 

七
二
条
一
項
九
号
の
三
、
信

用
金
庫
法
五
四
条
の
二
三
第
一
項
一
一
号
の
三
な
ど
）。

（
17
） 
以
下
、
銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
銀
行
法
の
条
文
に
つ
い
て
便
宜
上
銀
行
法
等
改
正
法
と
掲
記
し
て
お
き
た
い
。

（
18
） 
金
融
審
議
会
・
前
掲
注（
2
）「
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制

度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
〜
」
一
二
頁
以
下
。
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
に
は
旧
法
下
で
も
従
属
業
務
（
銀
行
等
の
営
む
業
務
に
従
属
す
る
業
務
、
銀
行

法
一
六
条
の
二
第
二
項
一
号
）、
金
融
関
連
業
務
（
銀
行
業
務
等
に
付
随
ま
た
は
関
連
す
る
業
務
、
同
一
六
条
の
二
第
二
項
二
号
）
に
該
当
し
て
銀

行
の
子
会
社
化
・
議
決
権
保
有
規
制
を
超
え
る
出
資
が
容
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
（
同
一
六
条
の
二
第
一
項
一
一
号
な
ど
）。
も
っ
と
も
成
果

が
十
分
な
確
実
性
を
も
っ
て
見
込
め
な
い
段
階
で
の
戦
略
的
出
資
の
必
要
も
想
定
さ
れ
、
ま
た
銀
行
業
務
と
の
関
連
性
が
乏
し
い
と
考
え
ら
れ
た
分

野
が
親
近
性
を
有
し
銀
行
業
と
組
み
合
わ
せ
て
利
便
の
高
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
な
が
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
た
め
、
金
融
グ
ル
ー
プ
制
度

Ｗ
Ｇ
報
告
は
金
融
グ
ル
ー
プ
が
可
能
な
業
務
を
法
令
上
予
め
列
挙
す
る
の
で
は
な
く
、
将
来
的
に
柔
軟
な
業
務
展
開
が
で
き
る
枠
組
み
を
設
け
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
。

（
19
） 

横
山
・
前
掲
注（
6
）「F

inT
ech 

に
関
連
し
た
規
制
上
の
取
り
組
み
」
五
〇
│
五
一
頁
。

（
20
） 

金
融
審
議
会
・
前
掲
注（
2
）「
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
」
一
三
頁
、
脚
注
二
三
。

（
21
） 

金
融
グ
ル
ー
プ
制
度
Ｗ
Ｇ
報
告
は
出
資
先
企
業
に
お
け
る
技
術
・
サ
ー
ビ
ス
が
最
終
的
に
金
融
分
野
サ
ー
ビ
ス
に
結
実
し
な
い
場
合
、
明
ら
か

に
な
っ
た
段
階
で
出
資
解
消
を
求
め
る
等
の
対
応
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
し
て
い
る
。

（
22
） 

い
ず
れ
も
詳
細
は
内
閣
府
令
、
金
融
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
定
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。
前
掲
辻
岡
将
基
・
白
澤
光
音
一
七
│
二
四
頁
。

（
23
） 

Ｗ
Ｇ
報
告
書
で
銀
行
代
理
業
と
電
子
決
済
等
代
行
業
の
関
係
の
整
理
が
提
言
さ
れ
て
い
た
。

（
24
） 

二
〇
〇
六
年
五
月
七
日
付
パ
ブ
コ
メ
回
答
。

（
25
） 

金
融
庁
Ｈ
Ｐ
参
照
。

（
26
） 

金
融
制
度
・
前
掲
注（
2
）「
金
融
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
た
制
度
整
備
に
つ
い
て
〜
」

一
│
一
二
頁
。

（
八
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
九
六

（
27
） 

顧
客
が
口
座
を
開
設
し
て
い
る
複
数
の
銀
行
等
か
ら
口
座
情
報
を
取
得
し
、
統
合
・
解
析
し
て
顧
客
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
上
に
一
覧
表
示
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
業
者
が
あ
る
。
顧
客
に
代
わ
っ
て
銀
行
等
に
対
し
て
指
定
さ
れ
た
相
手
に
対
す
る
振
替
指
図
（
電
子
モ
ー
ル
で
の
支
払
い
、
公
共

料
金
の
支
払
い
、
携
帯
番
号
等
を
使
っ
た
送
金
な
ど
）
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
通
じ
て
提
供
す
る
業
者
な
ど
も
該
当
す
る
。
銀

行
サ
イ
ド
で
な
く
顧
客
サ
イ
ド
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
た
め
、
銀
行
の
委
託
を
受
け
て
預
金
・
融
資
・
為
替
に
関
す
る
契
約
の
代
理
等
を
行
う
銀

行
代
理
業
と
は
異
な
る
。

（
28
） 

横
山
淳
「
電
子
決
済
等
代
行
業
、
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
関
す
る
2
0
1
7
年
銀
行
法
改
正
の
概
要
」
大
和
総
研
（
二
〇
一
七
年
六
月
五
日
）
一

│
八
頁
参
照
。

（
29
） 

金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
報
告
・
前
掲
注（
2
）脚
注
八
。

（
30
） 

金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
（
第
三
回
）
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
開
催
事
務
局
説
明
資
料
。

（
31
） 

銀
行
法
以
外
に
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
信
用
金
庫
法
、
労
働
金
庫
法
、
農
林
中
央
金
庫
法
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫
法
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
32
） 

電
子
決
済
等
代
行
業
は
、
次
の
①
、
②
に
掲
げ
る
行
為
（
預
金
者
に
よ
る
特
定
の
者
に
対
す
る
定
期
的
な
支
払
を
目
的
と
し
て
行
う
①
に
掲
げ

る
行
為
そ
の
他
の
利
用
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
を
除
く
）
の
い
ず
れ
か
を
行

う
営
業
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
二
条
一
七
項
）。
①
銀
行
に
預
金
の
口
座
を
開
設
し
て
い
る
預
金
者
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に

わ
た
る
委
託
を
含
む
）
を
受
け
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
口
座
に
係
る
資
金
を
移
動
さ
せ
る
為
替
取
引
を
行
う
こ

と
の
当
該
銀
行
に
対
す
る
指
図
（
当
該
指
図
の
内
容
の
み
を
含
む
）
の
伝
達
（
当
該
指
図
の
内
容
の
み
の
伝
達
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る

方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
）
を
受
け
、
こ
れ
を
当
該
銀
行
に
対
し
て
伝
達
す
る
こ
と
。
②
銀
行
に
預
金
ま
た
は
定
期
積
金
等
の
口
座
を
開
設
し
て
い

る
預
金
者
等
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
）
を
受
け
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
銀
行
か
ら
当
該

口
座
に
係
る
情
報
を
取
得
し
、
こ
れ
を
当
該
預
金
者
等
に
提
供
す
る
こ
と
（
他
の
者
を
介
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
お
よ
び
当
該
情
報
を
加

工
し
た
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
）。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
が
Ｅ
Ｕ
の
決
済
サ
ー
ビ
ス
指
令
に
お
け
る
決
済
指
図
伝
達
サ
ー
ビ
ス
提
供
者

（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）、
②
が
口
座
情
報
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
八
五
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
九
七

（
33
） 

基
準
に
は
、
利
用
者
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
・
安
全
管
理
の
た
め
に
行
う
べ
き
措
置
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
が
含
ま
れ
る
も
の
と

す
る
（
銀
行
法
等
改
正
法
五
二
条
の
六
一
の
一
一
第
二
項
）。

（
34
） 
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
を
想
定
。
前
掲
注（
30
）金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
五
頁
。

（
35
） 
一
時
的
な
営
業
所
の
位
置
変
更
に
つ
い
て
届
出
を
不
要
と
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
報
告
注
（
30
）
一
頁
。
金
融
庁
「『
銀

行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
』
に
関
す
る
説
明
資
料
」（
二
〇
一
七
年
三
月
）
二
頁
。 

（
36
） 

衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
「
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」（
二
〇
一
七
年
四
月
二
八
日
）。
衆
議
院
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
（
財
務
金
融
委
員
会
の
会
議
録
議
事
情
報
第
一
九
三
回
第
一
六
号
）。

（
37
） 

横
山
・
前
掲
注（
28
）七
頁
。

（
38
） 

辻
岡
・
白
澤
・
前
掲
注（
1
）二
五
│
三
七
頁
。

（
39
） 

金
融
庁
事
務
局
説
明
資
料
（
決
済
に
関
す
る
中
間
的
業
者
に
係
る
欧
米
に
お
け
る
制
度
面
で
の
対
応
等
）
一
│
一
九
頁
。

（
40
） 

金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
・
前
掲
注（
30
）井
上
信
用
制
度
参
事
官
発
言
。

（
41
） O

C
C
 B

ulletin 2013-29, “T
hird-P

arty R
elationships: R

isk M
anagem

ent G
uidance, ” issued O

ctober 30, 2013. https://w
w
w
.

occ.gov/new
s-issuances/bulletins/2017/bulletin-2017-7.htm

l

（
42
） P

aym
ent Initiation S

erviice

：A
 service to initiate a P

aym
ent order at the request of the paym

ent service user w
ith 

respect to a paym
ent account held at anotherpaym

ent service provider

（A
rticle4, 

（15

））.

（
43
） A

ccount Inform
ation S

ervice

：A
n online service to provide consolidated inform

ation on one or m
ore paym

ent accounts 

held by the paym
ent service user w

ith m
ore than one paym

ent service proviider

（A
rticle4, 

（16

））.

（
44
） 

Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
に
お
い
て
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
か
か
る
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
提
供
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
等

も
規
制
対
象
と
な
り
得
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。K

evin V
. T

u ”R
egulation the new

 cashless w
orId ”

（A
Iabam

a L
aw

 R
eview

 V
ol 65, 77

）.

（
45
） 

複
数
企
業
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
集
積
し
、
一
つ
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
サ
ー
ビ
ス
形
態
で
銀
行
、
証
券
会
社
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
会
社
な
ど
異
な
る
企
業
か
ら
受
け
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
一
つ
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
利
用
で
き
る
。

（
八
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

一
九
八

（
46
） 

金
融
規
制
に
関
す
る
従
来
の
分
権
的
構
造
を
反
映
し
、
各
規
制
機
関
・
個
人
が
関
心
を
有
し
て
い
る
範
囲
で
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
る
。
辻

岡
・
白
澤
・
前
掲
注（
1
）三
五
頁
。

（
47
） L

ad B
rainard, https://w

w
w
.federalreserve.gov/new

sevents/speech/brainard20170428a.htm
#fn15

（
48
） 
オ
バ
マ
政
権
の
下
で
金
融
規
制
改
革
法
（
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
）
に
基
づ
き
二
〇
一
一
年
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
下
に
新
設

さ
れ
、
透
明
性
と
消
費
者
の
選
択
を
推
進
す
る
リ
テ
ー
ル
金
融
領
域
の
単
一
金
融
規
制
監
督
当
局
で
あ
る
。
連
邦
消
費
者
金
融
法
制
下
で
消
費
者
金

融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
に
関
す
る
規
制
・
監
督
を
行
う
。
二
〇
〇
八
年
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
時
に
金
融
機
関
が
杜
撰
な
審
査
を
行
い
、

無
謀
な
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
み
デ
フ
ォ
ル
ト
に
陥
っ
た
消
費
者
が
多
か
っ
た
こ
と
の
反
省
に
立
ち
、
消
費
者
が
金
融
機
関
に
騙
さ
れ
不
公
正
契
約
を
強

い
ら
れ
る
こ
と
等
の
防
止
を
図
ら
ん
と
す
る
。

（
49
） 

Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
を
考
慮
し
た
法
整
備
が
進
む
│
欧
州
企
業
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
活
用
事
例
（
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
イ
ン
シ
ュ
ア
テ
ッ

ク
）
│
（
Ｅ
Ｕ
）」
通
商
弘
報
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
二
日
）。

（
50
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
39
）一
四
頁
。

（
51
） 

マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
に
お
け
る
国
際
協
調
を
推
進
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
政
府
間
の
枠
組
み
で
あ
る
（inter-governm

ental 

body

）。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
は
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
グ
ロ
ー
バ
ル
基
準
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ａ
Ｆ
Ｉ
Ｃ
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
六
日
金
融
審
議
会
「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
第
四
回
）
資
料
一
「
事
務

局
説
明
資
料
」
一
頁
。

（
52
） G

uidance for a risk-based approach to V
irtual C

urrencies

（F
A
T
F
, June 2015

）. 

仮
想
通
貨
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
二
〇
一
五
年
六
月
二
六
日
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
公
表
）
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
① 
当
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
対
策
の
一
環
と
し
て
仮
想
通
貨
と

法
定
通
貨
の
取
引
を
行
う
交
換
所
に
対
し
、
登
録
ま
た
は
免
許
制
を
課
す
と
と
も
に
、
顧
客
の
本
人
確
認
や
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
、
記
録
保
存
の

義
務
等
を
適
用
す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
②
当
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
、
各
国
当
局
は
自
国
の
法
制
度
等
を
踏
ま
え
、
自
国
の
リ
ス
ク
評
価
に

応
じ
て
交
換
所
に
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
対
策
の
義
務
を
課
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
③
当
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
仮
想
通
貨
を
禁
止
す
る
こ
と
も
各
国
の

選
択
肢
の
一
つ
と
す
る
が
、
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
か
な
い
禁
止
は
仮
想
通
貨
を
闇
経
済
に
追
い
や
る
リ
ス
ク
が
あ
る
た
め
、
罰
則
等
の
補
完
的
な
リ

（
八
五
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

一
九
九

ス
ク
軽
減
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
④
当
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
対
策
以
外
の
課
題
（
金
融
政
策
、
消
費
者
保
護
、
課
税
）
は
扱
わ
な

い
（A

ctive IC
T
 Japan

）。

http://w
w
w
.fatf-gafi .org, http://activeictjapan.com

/pdf/20150701/jim
in_it-toku_docum

ent2_20150701.pdf

（
53
） 
辻
岡
・
白
澤
・
前
掲
注（
1
）三
八
│
六
九
頁
。

（
54
） V

irtual currency is a digital representation of vale that can be digitally traded and functions as 

（1

） a m
edium

 of 

exchange;and/or 
（2

） a unit of account; and/or 

（3

） a store of vale, but does not have legal tender status 

（i.e.,w
hen tendered to 

a creditor,is a valid and legal off er of paym
ent

）in any jurisdiction.

（
55
） 

金
融
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ⅰ
│
1
│
1
③
注
（
要
約
）。
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
発
行
す
る
い
わ
ゆ
る
「
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
」
や
、
ポ
イ

ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
（
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
金
額
の
一
定
割
合
に
応
じ
て
ポ
イ
ン
ト
を
発
行
す
る
サ
ー
ビ
ス
や
、
来
場
や
利
用
ご
と
に
一
定
額
の
ポ

イ
ン
ト
を
発
行
す
る
サ
ー
ビ
ス
等
）
に
お
け
る
「
ポ
イ
ン
ト
」
は
、
こ
れ
ら
の
発
行
者
と
店
舗
等
と
の
関
係
で
は
、「
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
不
特

定
の
者
に
対
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
要
件
や
、「
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
及
び
売
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
要
件
を
充
足
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、「
仮
想
通
貨
」
に
該
当
し
な
い
。

（
56
） 

パ
ブ
コ
メ
回
答
。
質
問
の
「
仮
想
通
貨
」
ま
た
は
「
通
貨
建
資
産
」
の
該
当
性
に
つ
い
て
は
、
個
別
事
例
ご
と
に
取
引
の
実
態
に
即
し
て
実
質

的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
仮
想
通
貨
の
発
行
者
お
よ
び
発
行
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
が
、
発
行
済
み
の
仮
想
通
貨

の
全
て
に
つ
い
て
法
定
通
貨
に
よ
る
買
取
り
を
保
証
す
る
場
合
、
通
貨
建
資
産
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
57
） 

「
業
と
し
て
」
と
は
、
不
特
定
多
数
の
者
を
相
手
に
反
復
継
続
し
て
行
う
こ
と
。
一
般
消
費
者
が
自
己
の
た
め
に
上
記
行
為
を
行
っ
て
も
仮
想

通
貨
交
換
業
の
登
録
は
不
要
で
あ
る
。

（
58
） 

銀
行
法
等
改
正
法
に
基
づ
く
資
金
決
済
法
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
改
正
資
金
決
済
法
と
称
す
る
。

（
59
） 

分
別
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
60
） 

事
業
報
告
書
に
は
財
務
に
関
す
る
書
類
、
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
な
ど
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
61
） 

横
山
淳
「
仮
想
通
貨
を
巡
る
制
度
整
備
」
大
和
総
研
（
二
〇
一
六
年
五
月
二
〇
日
）
一
│
一
七
頁
参
照
。

（
八
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
〇
〇

（
62
） 

金
融
審
議
会
「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
決
済
高
度
化
に
向
け
た
戦
略
的
取
組
み
〜
」（
二
〇
一
五

年
一
二
月
二
二
日
、
以
下
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
）
二
六
頁
。

（
63
） 
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
仮
訳
。

（
64
） 
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

（
65
） 

電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

（
66
） 

本
邦
通
貨
お
よ
び
外
国
通
貨
な
ら
び
に
通
貨
建
資
産
（
本
邦
通
貨
も
し
く
は
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
、
ま
た
は
本
邦
通
貨
も
し
く
は
外

国
通
貨
を
も
っ
て
債
務
の
履
行
、
払
戻
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
資
産
の
こ
と
）
を
除
く
。

（
67
） 

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ガ
イ
ダ
ン
ス
二
六
頁
。

（
68
） 

岡
田
仁
志
・
高
橋
郁
夫
・
山
﨑
重
一
郎
『
仮
想
通
貨 

技
術
・
法
律
・
制
度
』（
二
〇
一
五
年
）
東
洋
経
済
新
報
社
九
│
一
〇
頁
参
照
。
こ
の
見

解
を
踏
ま
え
て
流
通
性
に
つ
い
て
は
、
不
特
定
の
者
に
対
し
て
使
用
で
き
、
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
お
よ
び
売
却
が
で
き
る
と
い
う
文

言
か
ら
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
の
要
件
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
他
方
汎
用
性
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
、
何
ら
か
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
購

入
等
の
代
価
と
し
て
使
用
で
き
る
必
要
は
あ
る
が
、
い
か
な
る
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
で
も
購
入
等
の
対
象
と
な
る
こ
と
ま
で
は
文
言
上
仮
想
通
貨
の
要

件
と
し
て
必
ず
し
も
明
示
的
に
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
横
山
・
前
掲
注（
61
）七
頁
。

（
69
） 

取
引
履
歴
を
暗
号
技
術
に
よ
っ
て
過
去
か
ら
一
本
の
鎖
の
よ
う
に
つ
な
げ
、
あ
る
取
引
に
つ
い
て
改
竄
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
れ
よ
り
新
し
い

取
引
に
つ
い
て
全
て
改
竄
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
で
正
確
な
取
引
履
歴
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
技
術
（
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
・
前

掲
注（
62
）五
頁
（
脚
注
七
））
と
説
明
さ
れ
る
。
仮
想
通
貨
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
応
用
範
囲
は
広
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
金
融
審
議
会
「
決

済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
第
四
回
）
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
六
日
議
事
録
（
沖
田
貴
史
委
員
発
言
、
廉
了
委
員

発
言
、
宮
野
雅
志
委
員
発
言
）。

（
70
） 

前
掲
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
二
七
頁
。

（
71
） 

電
子
的
に
記
録
さ
れ
た
財
産
的
価
値
に
過
ぎ
な
い
仮
想
通
貨
の
保
有
は
不
自
然
な
面
が
あ
る
。

（
72
） 

松
尾
直
彦
『
金
融
商
品
取
引
法
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
一
年
）
二
九
三
頁
。

（
八
五
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
〇
一

（
73
） 

近
藤
光
男
・
吉
原
和
志
・
黒
沼
悦
郎
『
金
融
商
品
取
引
法
入
門
﹇
第
3
版
﹈』
商
事
法
務
（
二
〇
一
三
年
）
三
九
五
頁
。

（
74
） 

金
融
審
議
会
「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
第
五
回
）
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
五
日
議
事
録
（
戸
村
肇
委

員
発
言
）。

（
75
） 
松
尾
・
前
掲
注（
72
）三
二
〇
│
三
二
一
頁
。

（
76
） 

横
山
・
前
掲
注（
61
）九
頁
。

（
77
） 

外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
お
い
て
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
者
。

（
78
） 

会
計
参
与
設
置
会
社
に
お
い
て
は
会
計
参
与
の
氏
名
・
名
称
も
記
載
す
る
。

（
79
） 

外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
資
金
決
済
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
我
が
国
に
お
け
る
資
金
決
済
法
に
基
づ

く
仮
想
通
貨
交
換
業
登
録
と
同
種
類
の
登
録
等
を
受
け
て
仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
う
者
を
い
う
（
改
正
資
金
決
済
法
二
条
九
項
）。
我
が
国
の
資
金

決
済
法
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
交
換
業
登
録
を
受
け
て
い
な
い
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
国
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
勧
誘
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ

れ
る
（
同
六
三
条
の
二
二
）。

（
80
） 

こ
の
他
登
録
拒
否
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
、
財
務
に
関
す
る
書
類
、
仮
想
通
貨
交
換
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
体

制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
な
ど
を
添
付
す
る
（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
三
第
二
項
）。

（
81
） 

国
内
に
営
業
所
を
有
す
る
外
国
会
社
に
限
る
。

（
82
） 

国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

（
83
） 

登
録
に
類
す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。

（
84
） 

こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。

（
85
） 

取
締
役
・
監
査
役
・
会
計
参
与
（
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
国
内
に
お
け
る
代
表
者
を
含
む
）。

（
86
） 

細
目
は
内
閣
府
令
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
・
前
掲
注（
62
）で
は
最
低
資
本
金
、
最
低
純
資
産
規
制
な
ど
が
念
頭
に
あ
る
。

前
掲
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
二
八
│
二
九
頁
。

（
87
） 

仮
想
通
貨
交
換
業
務
に
関
す
る
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
（
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
）
に
関
し
て
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
紛
争
解
決
機
関

（
八
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
〇
二

（
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
）。
仮
想
通
貨
に
関
す
る
制
度
整
備
に
伴
い
、
仮
想
通
貨
交
換
業
務
に
関
す
る
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
も
導
入
さ
れ
た
（
改
正
資
金
決
済
法

九
九
条
│
一
〇
一
条
）。

（
88
） 
前
掲
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
二
九
頁
。
細
目
は
内
閣
府
令
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
①
情
報
の
安
全
管
理
と
し
て
シ

ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
、
個
人
情
報
の
安
全
管
理
、
③
利
用
者
の
保
護
等
に
関
す
る
措
置
と
し
て
金
銭
等
の
受
領
時
に
お
け
る
書
面
交
付

（
電
磁
的
方
法
も
可
）、
内
部
管
理
（
社
内
規
定
の
策
定
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
の
実
施
等
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
89
） 

事
業
報
告
書
（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
報
告
書
）
に
は
財
務
に
関
す
る
書
類
、
財
務
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士
・
監
査
法

人
の
監
査
報
告
書
な
ど
の
添
付
が
求
め
ら
れ
る
。

（
90
） 

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
に
沿
っ
た
内
容
で
あ
る
。

（
91
） 

決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
の
提
言
を
受
け
て
い
る
。
前
掲
決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
報
告
三
〇
頁
。

（
92
） 

横
山
・
前
掲
注（
62
）一
七
頁
。

（
93
） 

岡
田
・
高
橋
・
山
﨑
・
前
掲
注（
68
）一
四
一
│
一
四
二
、
二
一
八
│
二
一
九
頁
。
命
令
の
効
力
を
実
際
に
分
散
型
仮
想
通
貨
の
仕
組
み
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
困
難
と
し
て
い
る
。

（
94
） 

決
済
高
度
化
Ｗ
Ｇ
・
前
掲
注（
63
）二
九
頁
。
現
時
点
で
は
供
託
・
信
託
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

（
95
） 

第
一
八
六
回
国
会
答
弁
書
第
二
八
号
（
内
閣
参
質
一
八
六
第
二
八
号
二
〇
一
四
年
三
月
七
日
）
参
議
院
議
員
大
久
保
勉
君
提
出
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
。

（
96
） 

こ
の
他
一
九
社
が
継
続
審
査
中
。

（
97
） 

辻
岡
・
白
澤
・
前
掲
注（
1
）四
七
頁
以
下
。

（
98
） B

loom
berg 

二
〇
一
七
年
七
月
二
五
日
。

（
99
） C

M
E
 G

roup H
P
 

二
〇
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
リ
リ
ー
ス
。

（
100
） 

二
〇
一
七
年
七
月
二
五
日``Investor B

ultetin: Initial C
oin O

ff erings``

（
101
） 

二
〇
一
七
年
九
月
二
一
日``C

F
T
C
 F

iles Its F
irst A

nti-F
raud E

nforcem
ent A

ction InvoIving B
itcoin``.B

itcoin and other 

（
八
六
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
〇
三

virtual currencies are em
com

passed in the defi nition of  ``com
m
odity``under S

ectionl 1a 

（9

） of the A
ct, 7 U

.S
.C

.

§1a 

（9

） （2012

）.
（
102
） 

二
〇
一
七
年
九
月
二
七
日
開
催B

oard of S
upervisors.

（
103
） 
二
〇
一
七
年
九
月
一
七
日
付``C

onsum
er A

dvisory``.

（
104
） 
二
〇
一
七
年
六
月
八
日
参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
池
田
唯
一
政
府
参
考
人
（
金
融
庁
総
務
企
画
局
長
）
答
弁
。

（
105
） 

二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
金
融
庁
「IC

O

（Initial C
oin O

ff ering

）
に
つ
い
て
〜
利
用
者
及
び
事
業
者
に
対
す
る
注
意
喚
起
〜
」。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
は
資
金
決
済
法
や
金
融
商
品
取
引
法
等
の
規
制
対
象
と
な
る
。

（
106
） 

金
融
庁
前
掲
注
意
喚
起
。

（
107
） 

金
融
庁
前
掲
注
意
喚
起
。

（
108
） 

金
融
庁
は
明
言
は
し
て
い
な
い
。

（
109
） 

辻
岡
・
白
澤
・
前
掲
注（
1
）五
八
│
六
一
頁
。
有
吉
尚
哉
「Initial C

oin O
ff ering

（IC
O

）
に
対
す
る
金
融
規
制
の
適
用
関
係
に
関
す
る
一

考
察
」N

B
L
 N

o.1111

（
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）
四
│
一
三
頁
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
仮
想
通
貨
型
、
法
定
通
貨
型
、
フ
ァ
ン
ド
型
、
商
品
券
型
、

会
員
権
型
お
よ
び
期
待
権
型
に
分
類
し
て
い
る
。

（
110
） 

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
（B

itcoin : A
 P

eer-to-P
eer E

lectronic C
ash S

ystem

）。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
一
日S

atoshi 

N
akam

oto

と
名
乗
る
人
物
に
よ
り
公
開
さ
れ
た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
仕
組
み
が
書
か
れ
た
論
文
に
よ
る
。https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

（
111
） 

破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
た
本
件
破
産
会
社
が
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
取
引
所
を
利
用
し
て
い
た
原
告
が
本
件
破

産
会
社
の
破
産
管
財
人
で
あ
る
被
告
に
対
し
、
原
告
が
所
有
し
て
お
り
、
従
っ
て
本
件
破
産
会
社
の
破
産
財
団
を
構
成
し
な
い
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
被

告
が
占
有
し
て
い
る
と
主
張
し
て
同
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
所
有
権
を
基
礎
と
す
る
破
産
法
六
二
条
の
取
戻
権
に
基
づ
き
そ
の
引
渡
し
を
求
め
る
と
共
に
、

被
告
が
原
告
に
対
し
上
記
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
引
渡
し
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
自
由
に
使
用
収
益
あ
る
い
は
処
分
す
る
こ
と
を
妨
げ

ら
れ
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
し
て
上
記
損
害
額
と
同
額
の
金
員
の
支
払
を
求
め
た
事
案
。
原
告
の
請
求
は
い
ず

れ
も
理
由
が
な
い
と
し
て
棄
却
。
東
京
地
判
平
成
二
七
年
八
月
五
日L

E
X
/D

B
25541521

。
鈴
木
尊
明
「
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
客
体
と
す
る
所
有
権

の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
事
例
」
Ｔ
Ｋ
Ｃ
ロ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
『
新
・
判
例
解
説W

atch
民
法
（
財
産
法
）N

o.107

』（
二
〇
一
六
年
二
月
一
九
日
）

（
八
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
〇
四

一
│
四
頁
。
有
体
性
を
厳
格
に
理
解
し
、
関
与
者
や
電
子
的
記
録
の
存
否
か
ら
支
配
可
能
性
を
判
断
す
る
枠
組
み
に
は
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。「
物
」
概
念
の
外
延
を
画
す
る
に
は
有
体
性
の
み
で
十
分
と
す
る
立
場
に
魅
力
が
出
て
く
る
が
、
今
度
は
所
有
権
の
客
体
た
り
得
る
か
の
判
断

に
困
難
を
来
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
取
戻
権
の
対
象
は
所
有
権
に
限
ら
れ
ず
、
債
権
で
あ
っ
て
も
取
戻
権
の
基
礎
と
な
り
得
る
旨
に
つ
い
て
、
伊

藤
眞
『
破
産
法
・
民
事
再
生
法
（
第
3
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
八
頁
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
は
著
作
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
著
作
物
に
当

た
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
土
屋
雄
一
「
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
と
税
務
」
税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
七
七
頁
。
信
託
法
二
五
条
一
項
準
用

に
よ
る
同
種
同
量
の
仮
想
通
貨
の
返
還
義
務
に
つ
い
て
、
片
岡
義
弘
・
前
掲
注（
2
）「
仮
想
通
貨
の
私
法
的
性
質
の
論
点
」
で
は
、
仮
想
通
貨
は
信

託
で
は
な
く
準
寄
託
と
し
て
考
え
ら
れ
、
財
産
的
価
値
単
位
と
し
て
均
一
の
抽
象
的
な
存
在
（
紙
幣
類
似
証
券
取
締
法
一
条
一
項
参
照
）
で
あ
る
か

ら
、
準
消
費
寄
託
と
い
う
べ
き
性
質
で
あ
り
、
管
理
者
の
支
配
は
他
主
占
有
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
る
。
秘
密
鍵
の
管
理
に
つ
い
て
、
現
実
の
仮
想
通

貨
交
換
業
者
が
仮
想
通
貨
を
管
理
す
る
場
合
、
通
常
は
事
業
者
と
仮
想
通
貨
保
有
者
の
双
方
が
管
理
し
て
い
る
形
態
で
は
な
く
事
業
者
の
み
が
管
理

し
て
い
る
形
態
が
通
常
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
改
正
資
金
決
済
法
で
は
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
仮
想
通
貨
と
管
理
委
託
者
の
そ
れ
と
の
分
別
管
理
が

求
め
ら
れ
て
い
る
が
（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
一
一
）、
物
理
的
に
も
厳
格
な
分
別
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
限
り
私
法
上
は
混
蔵
寄
託
に
類
す

る
形
態
の
中
で
の
分
別
管
理
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
倒
産
し
た
場
合
、
仮
想
通
貨
の
管
理
の
形
態
が
他
主
占
有
的
な

も
の
で
あ
っ
て
も
、
事
業
者
の
み
が
管
理
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
限
り
は
取
戻
権
（
破
産
法
六
二
条
）
等
は
認
め
ら
れ
な
い
。
他
方
、
仮
想
通
貨
保

有
者
の
も
の
と
し
て
分
別
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
明
文
規
定
は
な
い
が
信
託
法
二
五
条
一
項
を
準
用
し
て
分
別
管
理
さ
れ
た
仮
想
通
貨
保
有

者
の
財
産
と
し
て
取
り
扱
い
、
同
種
同
量
の
仮
想
通
貨
を
返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
総
量
が
不
足
す
る
場
合
に
は
管
財
人
と
し
て
は
数
量
按

分
と
な
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
一
般
先
取
特
権
（
民
法
三
〇
六
条
）
と
同
様
に
一
般
倒
産
債
権
者
か
ら
は
優
先
し
た
金
銭
配
当
を
す
る
便
宜
も
認

め
ら
れ
て
よ
い
と
考
え
る
（
破
産
法
九
八
条
一
項
参
照
）。
更
に
仮
想
通
貨
に
関
す
る
民
事
執
行
法
上
の
取
扱
い
と
し
て
は
、
代
替
執
行
（
民
事
執

行
法
一
七
一
条
一
項
前
段
）
は
で
き
ず
間
接
強
制
（
同
法
一
七
二
条
一
項
）
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
民
事
執
行
法
制
上
の
法
的
実
効
性
確
保
の
観

点
か
ら
の
問
題
が
残
さ
れ
て
は
い
る
。
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
行
う
管
理
は
任
意
的
で
あ
り
、
管
理
委
託
契
約
に
基
づ
く
一
種

の
返
還
請
求
権
に
類
す
る
債
権
を
差
し
押
さ
え
る
債
権
執
行
は
な
し
得
る
が
、
電
子
記
録
債
権
の
よ
う
に
準
物
権
的
な
一
律
の
も
の
で
は
な
い
。
な

お
、
電
子
記
録
債
権
の
場
合
は
金
融
機
関
が
電
子
債
権
記
録
機
関
と
し
て
電
子
記
録
債
権
の
設
権
と
準
物
権
変
動
を
担
う
た
め
、
強
制
執
行
に
つ
い

（
八
六
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
〇
五

て
は
そ
の
機
関
に
も
差
押
命
令
を
送
達
す
る
こ
と
に
よ
り
債
権
執
行
の
特
則
と
し
て
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
（
電
子
記
録
債
権
法

四
九
条
三
項
、
民
事
執
行
規
則
一
五
〇
条
の
九
以
下
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
小
林
信
明
「
仮
想
通
貨
（
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
）
の
取
引
所
が
破
産
し
た

場
合
の
顧
客
の
預
け
財
産
の
取
扱
い
」『
金
融
法
研
究
』（
金
融
法
学
会
）
第
三
三
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）
七
三
│
七
八
頁
に
お
い
て
は
、
①
取
戻

権
の
基
礎
と
な
り
得
る
権
利
に
は
債
権
が
該
当
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
類
型
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
②
顧
客
財
産
の
分
別
管
理
と
信
託
に
つ
い
て
検

討
す
る
と
、
取
引
所
が
破
産
し
た
場
合
は
顧
客
か
ら
の
預
か
り
資
産
を
分
別
管
理
し
て
い
た
と
し
て
も
破
産
財
団
に
帰
属
し
顧
客
は
破
産
債
権
者
と

な
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
顧
客
財
産
の
保
護
（
倒
産
隔
離
）
は
実
現
し
な
い
。
改
正
資
金
決
済
法
で
は
交
換
業
者
が
預
か
っ
た
顧
客
財
産
を
信
託
会

社
等
へ
信
託
す
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
③
取
引
所
に
つ
い
て
信
託
に
よ
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
倒
産
隔
離
を
検
討
す
る
と
、
取
引
所
が
顧
客

か
ら
預
か
っ
た
財
産
を
信
託
財
産
、
取
引
所
を
受
託
者
、
顧
客
を
委
託
者
兼
受
益
者
と
す
る
信
託
契
約
が
成
立
し
、
顧
客
財
産
が
取
引
所
の
破
産
財

団
か
ら
隔
離
さ
れ
る
場
合
（
信
託
法
二
五
条
一
項
）
を
考
え
る
。
受
益
者
た
る
顧
客
は
受
託
者
の
固
有
財
産
で
構
成
さ
れ
る
破
産
財
団
に
対
し
破
産

債
権
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
信
託
財
産
に
対
し
受
益
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
一
に
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
信
託
の
対
象
た
る
財
産
（
信
託
法

二
条
一
項
・
三
項
）
と
し
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
金
銭
的
に
見
積
も
り
う
る
積
極
財
産
で
委
託
者
か
ら
移
転
ま
た
は
分
離
可
能
で
あ
れ
ば
足
り
る
と

解
さ
れ
、
肯
定
さ
れ
る
と
も
思
え
る
。
も
っ
と
も
金
融
審
議
会
・
前
掲
注（
2
）「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告

〜
決
済
高
度
化
に
向
け
た
戦
略
的
取
組
み
〜
」
二
九
頁
で
は
、
私
法
上
の
位
置
付
け
が
明
確
で
な
い
た
め
現
時
点
で
は
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
第

二
に
、
仮
に
信
託
財
産
の
対
象
と
な
り
得
る
と
し
て
も
信
託
の
成
立
の
た
め
に
は
信
託
契
約
当
事
者
間
に
信
託
財
産
の
独
立
性
を
確
保
す
る
意
思
が

必
要
で
あ
る
。
第
三
に
、
登
記
・
登
録
が
で
き
る
財
産
に
つ
い
て
は
破
産
手
続
開
始
前
に
登
記
・
登
録
を
し
な
け
れ
ば
受
託
者
の
破
産
管
財
人
に
対

応
で
き
な
い
（
信
託
法
一
四
条
）。
登
記
・
登
録
制
度
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
信
託
財
産
と
し
て
の
倒
産
隔
離
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
分
別

管
理
に
よ
り
特
定
性
を
も
っ
て
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
（
銀
行
預
金
に
つ
い
て
最
一
小
判
二
〇
〇
二
年
一
月
一
七
日
民
集

五
六
巻
一
号
二
〇
頁
参
照
）。
そ
れ
で
は
登
記
・
登
録
制
度
の
な
い
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
場
合
、
ど
の
程
度
の
特
定
性
が
要
求
さ
れ
る
か
、
帳
簿
上
の

分
別
管
理
に
留
ま
ら
ず
、
顧
客
毎
の
専
用
ア
ド
レ
ス
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
管
理
が
必
要
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

（
112
） 

辻
岡
・
白
澤
・
前
掲
注（
1
）六
二
│
六
九
頁
。

（
113
） 

不
動
産
（
登
記
）、
動
産
譲
渡
（
占
有
移
転
・
登
記
）、
債
権
譲
渡
（
通
知
・
承
諾
・
登
記
）。

（
八
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
〇
六

（
114
） 

矢
作
大
祐
「
仮
想
通
貨
が
内
包
す
る
リ
ス
ク
と
各
国
の
対
応
」
大
和
総
研
（
二
〇
一
六
年
三
月
三
日
）
一
│
九
頁
参
照
。B

IS
 

（2015

） 

C
om

m
ittee on P

aym
ents and M

arket Infrastructures, “D
igital C

urrencies, ”N
ovem

ber 2015.
（
115
） 
矢
作
・
前
掲
注（
114
）四
│
五
頁
。IM

F
 （2016

） “V
irtual C

urrencies and B
eyond: Initial C

onsiderations, ” IM
F
 ST

A
F
F
 D

ISC
U
SSIO

N
 

N
O
T
E
, January 2016.

（
116
） F

A
T
F
 

（2015

） “G
uidance for a R

isk-based A
pproach: V

irtual C
urrencies, ” June 2015. 

（
117
） 

Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
米
商
品
先
物
取
引
委
員
会
）
は
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
Ｃ
Ｍ
Ｅ
（
シ
カ
ゴ
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
取
引
所
）
を
運
営
す
る
Ｃ
Ｍ
Ｅ

グ
ル
ー
プ
と
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｅ
（
シ
カ
ゴ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
所
）
を
運
営
す
る
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｅ
グ
ロ
ー
バ
ル 

マ
ー
ケ
ッ
ツ
に
対
し
て
仮
想
通
貨
の
ビ
ッ
ト
コ

イ
ン
先
物
の
上
場
を
承
認
、C

antor E
xchange

に
は
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
・
バ
イ
ナ
リ
オ
プ
シ
ョ
ン
の
承
認
を
し
て
い
る
。

https://apptim
es.net/archives/9774

（
118
） 

Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
経
営
責
任
者
）
に
対
し
て
違
法
な
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
を
中
止
す
る
こ
と
、
登
録
せ
ず
に
ス
ワ
ッ
プ
処
理
ま
た
は
取
引
す
る
取
引
所
を
経
営
す
る
こ
と
を
止
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
が
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
や
他
の
仮
想
通
貨
が
商
品
取
引
法
が
適
用
さ
れ
る
商
品
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
一
般
財
団
法
人
デ
ジ
タ
ル

カ
レ
ン
シ
ー
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
二
日
）。http://dcf.or.jp/cftc/

（
119
） 

米
国
政
府
は
緊
急
裁
判
命
令
を
発
行
し
、Z

aslavskiy

と
所
有
す
る
会
社
の
資
産
を
凍
結
さ
せ
て
い
る
。

http://jp.techcrunch.com
/2017/10/02/20170929the-sec-has-charged-tw

o-initial-coin-off erings-w
ith-defrauding-investors/

（
120
） 

二
〇
一
七
年
一
二
月
二
〇
日
ロ
イ
タ
ー
記
事
。

https://jp.reuters.com
/article/sec-trade-suspension-idJP

K
B
N
1E

D
2M

6

（
121
） 

Ｎ
Ｙ
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
（
Ｎ
Ｙ
Ｄ
Ｆ
Ｓ
）
は
米
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
取
引
所
コ
イ
ン
ベ
ー
ス
（C

oinbase

）
に
対
し
、
同
州
で
仮
想
通
貨
事
業
を

営
む
に
あ
た
り
取
得
が
必
要
な
ビ
ッ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
を
承
認
し
、
正
式
に
付
与
し
た
。
ビ
ッ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
は
、
Ｎ
Ｙ
Ｄ
Ｆ
Ｓ
元
長
官
ベ
ン
ジ
ャ
ミ

ン
・
ロ
ー
ス
キ
ー
氏
が
主
導
し
、
二
〇
一
五
年
六
月
に
確
定
・
公
表
さ
れ
た
世
界
初
の
仮
想
通
貨
事
業
者
規
制
で
あ
る
。
同
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
し

た
の
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
送
金
サ
ー
ビ
ス
を
営
む
米
サ
ー
ク
ル
（C

ircle Internet F
inancial

）、
独
自
の
分
散
型
台
帳
に
よ
る
銀
行
向
け
ソ

（
八
六
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
〇
七

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
開
発
と
内
部
通
貨
Ｘ
Ｒ
Ｐ
の
管
理
・
販
売
を
行
う
米
リ
ッ
プ
ル
（R
ipple

）
の
二
社
が
あ
り
、
コ
イ
ン
ベ
ー
ス
は
三
社
目
と
な
る
。

我
が
国
の
交
換
所
規
制
（
取
引
所
規
制
）
と
米
国
Ｎ
Ｙ
州
ビ
ッ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
の
違
い
は
、
前
者
は
国
内
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
後
者
は
Ｎ
Ｙ
州

法
で
あ
り
、
米
国
で
は
ビ
ッ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
を
は
じ
め
各
州
で
個
別
に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
ビ
ッ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
施
行
に
伴
い

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
関
連
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
Ｎ
Ｙ
州
か
ら
撤
退
、
あ
る
い
は
ビ
ッ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
は
州
内
ユ
ー
ザ
ー
の
利
用
に
も
制
限
を
か
け
て
い
る

た
め
Ｎ
Ｙ
州
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
い
旨
を
宣
言
し
て
い
る
。https://btcnew

s.jp/1gunh8pg10704/

（
122
） 

矢
作
・
前
掲
注（
114
）五
頁
。

（
123
） 

横
山
淳
「F

inT
ech

に
関
連
し
た
規
制
上
の
取
り
組
み
」
大
和
総
研
調
査
季
報
第
二
三
号
（
二
〇
一
六
年
夏
季
号
）
四
二
│
六
九
頁
参
照
。

二
〇
一
六
年
ま
で
の
法
制
度
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
規
制
の
目
的
・
趣
旨
と
実
現
の
た
め
の
手
段
・
手
法
・
手
続
き
な
ど
に
総
合
的
に
言
及
し
て
い

る
。

（
124
） 

二
〇
一
五
年
一
一
月
一
六
日
金
融
審
議
会
「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
第
四
回
）
議
事
録
、
沖
田
貴
史

委
員
・
加
納
裕
三
参
考
人
・
廣
末
紀
之
参
考
人
発
言
。

（
125
） 

岡
田
・
高
橋
・
山
﨑
・
前
掲
注（
68
）一
四
一
│
一
四
二
頁
。

（
126
） 

第
一
九
〇
回
国
会
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
会
議
録
第
一
六
号
（
二
〇
一
六
年
四
月
二
七
日
）
麻
生
太
郎
財
務
大
臣
兼
国
務
大
臣
（
金
融
担

当
）
答
弁
。

（
127
） 

第
一
九
〇
回
参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
一
四
号
（
平
成
二
八
年
五
月
二
四
日
）
大
久
保
勉
参
議
院
議
員
質
問
、
麻
生
太
郎
財
務
大
臣

兼
国
務
大
臣
（
金
融
担
当
）
答
弁
。

（
128
） 

岡
田
・
高
橋
・
山
﨑
・
前
掲
注（
68
）二
一
八
│
二
一
九
頁
。
命
令
の
効
力
を
分
散
型
仮
想
通
貨
の
仕
組
み
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
現
実
的
に
は

困
難
と
し
て
い
る
。

（
129
） 

金
融
審
議
会
・
前
掲
注（
62
）二
九
頁
。
現
時
点
で
は
供
託
・
信
託
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

（
130
） 

前
掲
第
一
九
〇
回
参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
一
四
号
大
久
保
勉
参
議
院
議
員
質
問
。

（
131
） 

金
融
庁
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」（
第
二
回
）
二
〇
一
六
年
六
月
一
四
日
資
料
「
人
工
知
能
の
動
向
と
金
融

（
八
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
〇
八

と
の
関
係
」（
松
尾
豊
）。

（
132
） 

横
山
・
前
掲
注（
6
）「F

inT
ech 

に
関
連
し
た
規
制
上
の
取
り
組
み
」
六
三
│
六
四
頁
（
注
六
七
）（
注
六
八
）。
当
該
Ａ
Ｉ
に
緊
急
停
止
機
能

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
が
、
①
緊
急
停
止
が
機
能
し
な
か
っ
た
場
合
、
②
業
務
改
善
命
令
と
し
て
Ａ
Ｉ
の
再
教
育
を
命
じ
る
こ
と

が
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
機
能
す
る
か
、
な
ど
に
お
い
て
疑
問
が
残
る
。

（
133
） 

金
融
審
議
会
・
前
掲
注（
62
）三
頁
。
一
般
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
金
融
シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
危
険
性
を
鑑
み
仲
介
業
者
を
資
格
を
得
た
一
定
の

者
に
限
定
し
て
行
為
規
制
や
財
務
規
制
な
ど
に
服
さ
せ
る
規
制
手
法
が
採
用
さ
れ
る
が
、
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
化
が
進
行
し
仲
介
機
能
が
細
分
化
さ

れ
た
場
合
、
仲
介
業
者
に
対
し
て
業
務
資
格
を
認
め
規
制
に
服
さ
せ
る
枠
組
み
自
体
が
機
能
し
な
く
な
り
、
複
数
主
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
集
団
を

仲
介
業
者
と
み
な
し
て
同
等
の
規
制
を
課
す
必
要
が
生
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
構
成
主
体
の
可
変
性
が
高
い
場
合
に
は
集
団
構
成
の
判
断
は
容
易
で

は
な
く
な
っ
て
く
る
。

（
134
） 

保
木
健
次
「F

inT
ech

が
も
た
ら
す
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
構
造
的
転
換
」
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（2016 sum

m
er V

ol.7

）

pp.13-17

。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
型
仮
想
通
貨
の
普
及
に
よ
り
銀
行
口
座
が
な
く
て
も
大
半
の
金
融
経
済
活
動
が
可
能
と
な
れ
ば
、
銀
行
業
務
を
免

許
制
と
す
る
根
拠
を
失
わ
せ
、
銀
行
が
金
融
シ
ス
テ
ム
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
自
己
資
本
規
制
等
の
健
全
性
規
制
に
服
す
る
必
要
性
自

体
を
減
じ
る
と
指
摘
す
る
。

（
135
） 

集
団
的
パ
ニ
ッ
ク
状
態
が
生
じ
た
が
中
核
的
存
在
（
管
理
者
等
）
が
い
な
い
状
態
で
は
沈
静
化
手
段
は
逆
に
限
ら
れ
る
。
横
山
・
前
掲
注（
6
）

六
五
│
六
六
頁
。

（
136
） 

金
融
庁
「
平
成
27
事
務
年
度　

金
融
行
政
方
針
」（
二
〇
一
五
年
九
月
）
二
七
頁
。

（
137
） 

第
一
九
〇
回
参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
一
四
号
（
平
成
二
八
年
五
月
二
四
日
）
大
久
保
勉
参
議
院
議
員
質
問
、
遠
藤
俊
英
政
府
参
考

人
（
金
融
庁
監
督
局
長
）
答
弁
。

（
138
） 

国
際
商
取
引
学
会
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
二
日
一
橋
大
学
）・
第
五
報
告
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
の
政
策
的
課
題
」（
田
澤
元
章
）
四
四
│
五
二
頁
参
照
。
こ
の
他
第
一
報
告
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
国
際
取
引
法
」（
久
保
田
隆
）
二
│
一
一
頁
、

二
報
告
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
法
と
経
済
学
」（
木
下
信
行
）
一
四
│
二
二
頁
、
第
三
報
告
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
経
済
学
的
分
析
」（
佐
々
木

（
八
六
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
〇
九

宏
夫
）
二
六
│
三
〇
頁
、
第
四
報
告
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
実
務
上
の
課
題
」（
渡
邊
隆
彦
）
三
四
│
四
〇
頁
。IM

F
 S

T
A
F
F
  

D
IS

C
U
S
S
IO

N
 N

O
T
E
, V

irtual C
urrencies and B

eyond: Initial C
onsiderations

（Jan.2016

）D
ong H

e, K
arl H

aberm
eier, R

oss 

L
eckow

,V
ikram

 H
aksar, Y

asm
in A

lm
eida, M

ikari K
ashim

a,N
adim

 K
yriakos-S

aad, H
iroko O

ura,T
ahsin S

aadi S
edik, N

atalia 

S
tetsenko, and C

oncepcion V
erdugo-Y

epes. IM
F
 S

T
A
F
F
 D

IS
C
U
S
S
IO

N
 N

O
T
E
, F

intech and F
inancial S

ervices: Initial 

C
onsiderations 

（Jun.2017

） D
ong H

e, R
oss L

eckow
, V

ikram
 H

aksar, T
om

m
aso M

ancini-G
riffoli, N

igel Jenkinson, M
ikari 

K
ashim

a, T
anai K

hiaonarong,C
éline R

ochon, and H
ervé T

ourpe.

こ
の
他
、
木
下
信
行
・
岩
下
直
之
・
久
保
田
隆
・
本
柳
祐
介
「
座
談
会 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
法
的
検
討
（
上
）（
下
）」N

B
L
 N

o.1094

・1096

（
二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日
、
四
月
一
五
日
）
四
│
一
七
頁
、
二
九
│

四
一
頁
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
関
す
る
法
と
技
術
研
究
会
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
可
能
性
と
課
題
│
法
と
技
術
の
対
話
│
」
金
融
法
務
事
情

N
o.2076

（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
五
日
）
六
│
一
六
頁
。

（
139
） 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
存
在
す
る
端
末
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
対
等
の
関
係
で
相
互
に
直
接
接
続
し
て
分
散
的
に
通
信
を
行
う
も
の
。

（
140
） 

ウ
ェ
ブ
上
の
ウ
ォ
レ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
業
者Instaw

allet

は
二
〇
一
三
年
四
月
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
り
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
盗
ま
れ
サ
ー
ビ
ス
を
停

止
、
二
〇
一
五
年
一
月
欧
州
の
大
手
取
引
所B

itstam
p

も
ハ
ッ
キ
ン
グ
被
害
で
サ
ー
ビ
ス
を
一
時
停
止
し
た
（
被
害
規
模
約
五
〇
〇
万
ド
ル
）。

二
〇
一
六
年
五
月
分
散
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
組
織
で
あ
る
Ｄ
Ａ
Ｏ
事
件
で
は
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
を
突
い
た
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
五
〇
億
円
相
当
の

仮
想
通
貨
が
盗
ま
れ
て
い
る
。
田
澤
・
前
掲
注（
138
）四
八
│
四
九
頁
。

（
141
） S

E
C
 v S

havers, C
ivil A

ction N
o. 4:13-C

V
-416,E

.D
. T

ex. A
ugsut 6, 2013.

（
142
） In the M

atter of E
rik T

. V
oorhees, A

dm
inistrative P

roceeding F
ile N

o. 3-15902, June 3, 2014.

（
143
） In the M

atter of B
T
C
 T

rading C
orp. and E

than B
urnside, A

dm
inistrative P

roceeding F
ile N

o.3-16307, D
ecem

ber 8, 2014.

（
144
） In the M

atter of C
oinfl ip, Inc., d/b/a D

erivabit,and F
rancisco R

iordan, C
F
T
C
 D

ocket N
o. 15-29 

（S
ept. 17, 2015

）.

（
145
） 

田
澤
・
前
掲
注（
138
）五
〇
│
五
二
頁
。

（
146
） 4A

M
L
D
, D

irective 

（E
U

） 2015/849.

（
147
） 

中
央
銀
行
は
デ
ジ
タ
ル
通
貨
を
銀
行
券
と
互
換
性
の
あ
る
形
で
一
般
向
け
に
発
行
す
る
か
、
発
行
対
象
を
銀
行
に
限
定
す
る
か
、
デ
ジ
タ
ル
通

（
八
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
一
〇

貨
取
引
に
関
す
る
情
報
を
い
か
に
取
り
扱
う
べ
き
か
、
決
済
に
お
け
る
民
間
と
の
役
割
分
担
な
ど
の
論
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
148
） F

C
A
 

（U
.K

. F
inancial C

onduct A
uthority

） “C
all f or Input: S

upporting the developm
ent and adoption of R

egT
ech ” 

N
ovem

ber 2015. 

（
149
） 
横
山
・
前
掲
注（
6
）「F

inT
ech 

に
関
連
し
た
規
制
上
の
取
り
組
み
」
六
六
│
六
七
頁
。

（
150
） F

C
A
 “R

egulatory sandbox ” N
ovem

ber 2015, pp2-11.

（
151
） 

上
野
ま
な
美
・
鳥
毛
拓
馬
「
米
国
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
へ
の
銀
行
免
許
案 

Ｏ
Ｃ
Ｃ
が
提
案
す
る
も
訴
訟
問
題
に
発
展
」
大
和
総
研

（
二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日
）
一
│
七
頁
参
照
。
佐
藤
広
大
「
米
Ｏ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
へ
の
特
別
目
的
国
法
銀
行
免
許
の
付
与
構
想

を
巡
る
議
論
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
七
年
秋
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
│
一
〇
頁
。

（
152
） O

C
C
 “S

upporting R
esponsible Innovation in the F

ederal B
anking S

ystem
”. 

八
つ
の
基
本
理
念
と
し
て
、
①
責
任
あ
る
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
支
援
、
②
Ｏ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
責
任
あ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
入
れ
る
文
化
の
育
成
、
③
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
経
験
お
よ
び
専
門
知
識
の
強
化
、

④
金
融
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
公
正
な
ア
ク
セ
ス
と
消
費
者
の
公
正
な
放
い
を
提
供
す
る
責
任
あ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
奨
励
、
⑤
効
果
的
な
リ
ス
ク
管
理

を
通
じ
た
安
全
か
つ
健
全
な
業
務
の
推
進
、
⑥
銀
行
の
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
銀
行
が
責
任
あ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
戦
略
的
計
画
に
組
み

込
む
よ
う
奨
励
、
⑦
公
的
な
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（outreach

）
を
通
じ
た
継
続
的
な
対
話
の
促
進
、
⑧
他
の
規
制
当
局
と
の
協
力
。

（
153
） O

C
C
 “R

ecom
m
endations and D

ecisions for Im
plem

enting a R
esponsible Innovation F

ram
ew

ork ”.

（
154
） O

C
C
 “R

ecom
m
endations and D

ecisions for Im
plem

enting a R
esponsible Innovation F

ram
ew

ork ”.

（
155
） O

C
C
 “E

xploring S
pecial P

urpose N
ational B

ank C
harters for F

intech C
om

panies ”.

（
156
） F

inancial Inclusion

（
金
融
包
摂
）
は
、
貧
困
層
や
中
小
企
業
を
含
め
て
誰
も
が
金
融
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

（
157
） 

金
融
包
摂
の
他
、
規
制
裁
定
（R

egulatory A
rbitrage

）、
規
制
の
砂
場
（R

egulatory S
andbox

）
等
の
関
連
制
度
全
般
に
言
及
す
る
も
の

と
し
て
翁
百
合
「
転
機
迎
え
る
金
融
規
制
│
国
際
的
な
動
向
と
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
へ
の
対
応
│
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
講
演
（
二
〇
一
七
年
七

月
二
一
日
）
参
照
。

（
158
） 

Ｏ
Ｃ
Ｃ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。https://w

w
w
.occ.gov/topics/responsible-innovation/fi ntech-charter-com

m
ents.htm

l.

（
八
六
八
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
一
一

（
159
） 

州
法
銀
行
監
督
官
協
会
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
。
米
国
で
は
連
邦
と
州
の
二
重
銀
行
制
度
（dual banking system

）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

https://w
w
w
.csbs.org/new

s/press-releases/pr2017/P
ages/011317.aspx.

（
160
） 
Ｏ
Ｃ
Ｃ
提
案
は
既
に
存
在
す
るF

inT
ech

企
業
に
対
す
る
州
規
制
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
Ｏ
Ｃ
Ｃ
提
案
は
地
域
金
融
機
関

や
中
小
企
業
の
成
長
を
脅
か
す
共
に
大
き
す
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
（too big to fail

）
金
融
機
関
を
生
み
出
す
と
の
懸
念
も
表
明
し
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
。http://w
w
w
.dfs.ny.gov/about/press/pr1701171.htm

.

（
161
） 

Ｏ
Ｃ
Ｃ
カ
リ
ー
長
官
（
当
時
）
宛
て
に
特
別
目
的
銀
行
の
免
許
付
与
を
慎
重
に
検
討
す
る
よ
う
に
異
議
を
申
し
立
て
た
下
院
金
融
サ
ー
ビ
ス
委

員
会
書
簡
。

https://w
w
w
.nacha.org/system

/fi les/resources/H
ouse-O

C
C
-L

etter-F
intech.pdf.

（
162
） O

C
C
 “E

valuating C
harter A

pplications F
rom

 F
inancial T

echnology C
om

panies ”.

https://occ.gov/publications/publications-by-type/licensing-m
anuals/fi le-pub-lm

-fi ntech-licensingm
anual-supplem

ent.pdf.

ガ

イ
ダ
ン
ス
案
で
は
、F

inT
ech

企
業
が
行
う
特
別
目
的
銀
行
の
業
務
に
は
為
替
業
務
と
貸
付
業
務
が
含
ま
れ
、
連
邦
預
金
保
険
法
（F

ederal 

D
eposit Insurance A

ct

）
に
定
義
さ
れ
る
預
金
業
務
は
含
ま
れ
な
い
。
仮
に
預
金
業
務
を
行
っ
た
場
合
も
連
邦
預
金
保
険
公
社
（F

ederal 

D
eposit Insurance C

orporation F
D
IC

）
に
よ
る
預
金
保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
163
） O

C
C
 “C

om
ptroller L

icensing M
anual D

raft S
upplem

ent

：E
valuatlng C

harter A
pplications F

rom
 F

inancial T
echnology 

C
om

panies, ”M
arch 2017.

（
164
） 

佐
藤
・
前
掲
注（
151
）一
│
七
頁
。

（
165
） 

州
法
銀
行
監
督
官
協
会
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
。

https://w
w
w
.csbs.org/new

s/press-releases/pr2017/P
ages/042617.aspx?P

F
=1

https//bankcsbs.fi les.w
ordpress.com

/2017/04/csbs-occ-com
plaint-fi nal-pdf

（
166
） https://w

w
w
.csbs.org/new

s/press-releases/pr2017/P
ages/051017.aspx

（
167
） 

Ｎ
Ｙ
Ｄ
Ｆ
Ｓ
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
。http://w

w
w
.dfs.ny.gov/about/ea/ea170512.pdf

（
八
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
一
二

（
168
） 

佐
藤
・
前
掲
注（
151
）一
〇
頁
。

（
169
） Internal C

ontrol - Integrated F
ram

ew
ork, C

om
m
ittee of S

ponsoring O
rganization of the T

readw
ay C

om
m
ission 

（Jersey 

C
ity, N

J: A
m
erican Institute of C

ertifi ed P
ublic A

ccountants. M
ay 2013. A

vailable at coso.org.

（
170
） 
（2017
） E

nterprise R
isk M

anagem
ent Integrating w

ith S
trategy and P

erform
ance. 

松
下
幸
史
郎
「C

O
S
O
-E

R
M

2017

に
関
す
る

考
察
│
2
0
0
4
年
版
と
の
比
較
│
」
日
本
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
報
告
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
九
日
関
西
大
学
）
参
照
。
目
標
の
達
成
に
不

利
な
（adversely
）
影
響
を
与
え
る
可
能
性
、
が
戦
略
と
目
標
の
達
成
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
、
と
修
正
さ
れ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
171
） 

松
尾
直
彦
「
金
融
用
品
取
引
法
の
国
際
的
適
用
範
囲
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
第
六
巻
（
二
〇
一
一
年
六
月
）
二
七
六
│

二
八
六
頁
参
照
。

（
172
） 

証
券
Ｍ
Ｏ
Ｕ
に
つ
い
て
、
松
尾
直
彦
「
証
券
分
野
の
国
際
的
情
報
交
換
枠
組
み
と
証
券
取
引
法
189
条
の
課
題
」
商
事
一
七
四
一
号

（
二
〇
〇
五
）
四
二
頁
、
同
「
証
券
分
野
に
お
け
る
国
際
的
な
情
報
交
換
枠
組
み
の
進
展
状
況
に
つ
い
て
」
神
作
裕
之
編
『
フ
ァ
ン
ド
法
制
│
フ
ァ

ン
ド
を
め
ぐ
る
現
状
と
規
制
上
の
諸
課
題
│
』
資
本
市
場
研
究
会
（
二
〇
〇
八
年
）
二
八
九
頁
。

（
173
） 

各
国
証
券
規
制
当
局
が
参
加
す
る
任
意
国
際
団
体
の
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
（
証
券
監
督
者
国
際
機
構
）
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
証
券
活
動
」

に
関
す
る
報
告
書
（
一
九
九
八
年
九
月
）
で
「
発
行
者
も
し
く
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
者
の
勧
誘
も
し
く
は
販
売
の
活
動
が
規
制
当
局
の
管
轄
内

で
行
わ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
の
オ
フ
シ
ョ
ア
の
活
動
が
規
制
当
局
の
管
轄
内
に
お
け
る
居
住
者
も
し
く
は
市
場
に
重
要
な
効
果

（signifi cant eff ect

）
を
有
す
る
場
合
、
規
制
当
局
は
当
該
活
動
に
つ
い
て
規
制
上
の
要
件
（
免
許
・
登
録
要
件
）
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。」
と

勧
告
し
て
い
る
（
勧
告B

.15

）。
当
該
勧
告
は
「
属
地
主
義
や
効
果
主
義
と
い
っ
た
古
典
的
な
枠
組
み
を
踏
ま
え
て
い
る
」
と
許
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
執
行
管
轄
権
に
つ
い
て
は
立
法
管
轄
権
と
異
な
り
、
そ
の
行
使
に
は
被
行
使
国
の
同
意
が
必
要
と
な

る
。
ま
た
適
切
な
監
視
・
監
督
の
た
め
に
は
外
国
当
局
と
の
情
報
交
換
が
必
要
に
な
る
。
か
か
る
要
請
に
応
じ
る
場
合
、
新
た
に
関
係
者
か
ら
情
報

収
集
を
行
い
、
ま
た
報
告
・
資
料
提
出
命
令
を
発
す
る
に
は
法
的
根
拠
が
必
要
で
あ
る
（
金
融
商
品
取
引
法
一
八
九
条
な
ど
）。
特
に
属
地
主
義
の

下
で
は
比
較
可
能
性
、
予
測
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
修
正
効
果
主
義
の
下
で
効
果
主
義
を
部
分
的
に
加
味
す
る
場
合
は
論
点
毎
に

（
八
七
〇
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
一
三

個
別
に
考
察
が
求
め
ら
れ
、
必
ず
し
も
明
確
性
、
予
測
可
能
性
を
確
保
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
修
正
効
果
主
義
を
現
在
の
金
融
行
政
は
採
用
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
青
木
浩
子
「
外
国
証
券
業
者
に
対
す
る
監
督
権
の
行
使
」
江
頭
還
暦
記
念
『
企
業
法
の
理
論
（
下
）』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
七

年
）
六
四
五
頁
、
六
六
四
頁
。
松
尾
・
前
掲
注（
171
）二
七
九
頁
、
二
八
三
頁
（
注
二
六
）、
二
八
五
頁
以
下
。

（
174
） S

m
all B

usiness A
ct: R

egister of people w
ith signifi cant control,

http://w
w
w
.elexica.com

/en/legal-topics/corporate-governance-and-com
pliance/05-sm

all-business-act-psc-register.

（
175
） 

全
般
的
に
業
務
範
囲
の
規
制
緩
和
に
向
か
い
、
静
態
的
業
態
区
分
か
ら
機
能
面
に
着
目
し
た
内
容
を
目
指
し
、R

egulatory A
rbitrage

（
規

制
の
裁
定
）
を
防
ぐ
横
断
的
規
制
体
系
に
向
か
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
前
掲
翁
百
合
「
転
機
迎
え
る
金
融
規
制
│
国
際
的
な
動
向
と

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
へ
の
対
応
│
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
講
演
。
も
っ
と
も
更
に
長
期
的
な
ス
パ
ン
で
み
れ
ば
、F

inT
ech

企
業
に
対
す
る
銀
行

免
許
付
与
等
の
段
階
に
ま
で
進
ん
だ
暁
に
は
、
規
制
の
縄
張
り
拡
大
・
強
化
の
反
面
、
別
のR

egulatory A
rbitrage

が
起
こ
り
う
る
過
程
で
当
該

国
か
ら
のF

inT
ech

技
術
流
失
に
繋
が
る
リ
ス
ク
は
あ
ろ
う
。

（
176
） 

オ
バ
マ
政
権
に
よ
り
二
〇
一
〇
年
成
立
し
た
米
国
金
融
規
制
改
革
法
（
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
）
の
中
核
と
な
る
銀
行
の
市
場
取
引
規
制
ル
ー

ル
で
、
ポ
ー
ル
・
ボ
ル
カ
ー
元
米
連
邦
準
備
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
議
長
が
提
唱
し
た
。
二
〇
一
五
年
七
月
二
一
日
か
ら
全
面
適
用
さ
れ
て
い
る
。
銀

行
が
自
ら
の
資
金
（
自
己
勘
定
）
で
自
社
運
用
資
産
の
効
率
を
図
る
た
め
リ
ス
ク
を
取
っ
て
金
融
商
品
を
購
入
・
売
却
、
取
得
・
処
分
す
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
る
。

（
177
） 

八
山
幸
司
「
米
国
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
お
け
る
人
工
知
能
の
活
用
（
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
Ａ
Ｉ
）
の
現
状
と
課
題
」
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
（
二
〇
一
七
年
四

月
）
一
│
二
五
頁
参
照
。
一
橋
大
学
大
学
院
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
共
催
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
『
Ａ
Ｉ
革
命
で
進
化
す
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
』

（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
八
日
）
榊
原
彰
「
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
Ａ
Ｉ
・
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
戦
略
」、
野
間
幹
晴
・
藤
田
勉
「
仮
想
通
貨
、
電
子
決
済
を

中
心
に
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
革
命
は
進
化
す
る
」、
冨
山
和
彦
「
Ａ
Ｉ
経
営
で
会
社
は
甦
る
」
各
報
告
。
小
林
雅
一
「
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
現
状
と
展

望
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
講
演
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
一
日
）。 

（
178
） G

hosts in the M
achine: A

rtifi cial Intelligence, R
isks and R

egulation in F
inancial M

arkets.

（
179
） 

様
々
な
デ
ー
タ
か
ら
結
論
を
導
き
出
す
方
法
を
学
習
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
投
稿
や
デ
ジ
タ
ル
写
真
な
ど
非
構
造
化
デ
ー
タ
を
読
み
取
れ

（
八
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
一
四

る
自
然
言
語
の
理
解
、
数
百
万
の
デ
ー
タ
ポ
イ
ン
ト
を
数
秒
で
調
査
で
き
る
Ａ
Ｉ
ベ
ー
ス
の
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
。

（
180
） http://m

.ibm
.com

/http/w
w
w
-03.ibm

.com
/press/us/en/pressrelease/50599.w

ss#_ftn1  
（
181
） 
規
制
（R

egulation

）
と
技
術
（T

echnology

）
を
組
み
合
わ
せ
た
用
語
で
、
新
た
な
Ｉ
Ｔ
技
術
を
活
用
し
て
複
雑
化
・
高
度
化
が
進
む
金
融

規
制
に
対
応
す
る
金
融
Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

（
182
） 

八
山
・
前
掲
注（
177
）一
七
│
一
八
頁
。

（
183
） 

金
融
工
学
を
駆
使
し
て
過
去
の
値
動
き
か
ら
最
良
の
執
行
タ
イ
ミ
ン
グ
を
探
る
取
引
手
法
。

（
184
） http://w

w
w
.cftc.gov/P

ressR
oom

/P
ressR

eleases/pr7479-16. 

（
185
） 

Ｕ
Ｓ 

Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
共
和
党
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
るC

hristopher G
iancarlo

氏
は
、
規
制
当
局
に
こ
う
し
た
権
限
を
付
与
す
れ
ば
小
規
模

企
業
を
中
心
に
規
制
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
関
連
の
コ
ス
ト
負
担
が
増
大
し
将
来
的
な
市
場
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
こ
と
、
ソ
ー

ス
コ
ー
ド
に
規
制
当
局
が
簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
連
邦
政
府
機
関
が
企
業
の
知
的
財
産
権
を
侵
す
こ
と
を
認
め
る
未
曾
有
の
例
を

作
り
出
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
八
山
・
前
掲
注（
177
）二
三
│
二
四
頁
。

（
186
） 

金
融
庁
長
官
森
信
親
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
は
共
通
価
値
を
想
像
で
き
る
か
」
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
日
本
経
済
経
営
研
究
所
東
京

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
講
演
・
仮
訳
（
二
〇
一
七
年
五
月
二
五
日
）
一
│
一
六
頁
。

（
187
） P

ersonal F
inancial M

anagem
ent

。
銀
行
や
証
券
、
保
険
な
ど
複
数
の
口
座
情
報
を
集
約
し
一
元
管
理
す
る
サ
ー
ビ
ス
。

（
188
） 

森
・
前
掲
注（
186
）「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
は
共
通
価
値
を
想
像
で
き
る
か
」
一
二
頁
以
下
。

（
189
） Im

plications of fi ntech developm
ents for banks and bank supervisors - consultative docum

ent, A
ugust 2017. https://w

w
w
.

bis.org/bcbs/publ/d415.pdf.

（
190
） 

日
本
銀
行
金
融
機
構
局
久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
「F

inT
ech

時
代
の
銀
行
の
リ
ス
ク
管
理
」
日
銀
レ
ビ
ュ
ー2017-J-16

（
二
〇
一
七
年

一
〇
月
）
一
│
六
頁
参
照
。
日
本
銀
行
金
融
機
構
局
「
二
〇
一
七
年
度
の
考
査
の
実
施
方
針
等
に
つ
い
て
」。

http://w
w
w
.boj.or.jp/research/w

ps_rev/rev_2017/data/rev17j16.pdf

（
191
） 

金
融
安
定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
は
二
〇
一
七
年
六
月
にF

inT
ech

の
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
対
す
る
含
意
（“F

inancial S
tability 

（
八
七
二
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
一
五

Im
plications from

 F
inT

ech ”

）
を
公
表
し
た
。w

w
w
.fsb.org/w

p-content/uploads/R
270617.pdf. 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
報
告
書
は

主
に
ミ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
の
に
比
較
し
て
、
決
済
・
市
場
イ
ン
フ
ラ
の
変
容
も
踏
ま
え
、
主
に
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン

ス
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
っ
た
。
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
も
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
の
観
点
か
らF

inT
ech 

の
普
及
に
際
し
て
、
金
融
セ
ク

タ
ー
と
金
融
規
制
当
局
の
課
題
の
検
討
結
果
を
二
〇
一
七
年
六
月
に
公
表
し
た
。w

w
w
.im

f.org/̃/m
edia/F

iles/P
ublications/S

D
N
/2017/

sdn1705.ashx.

（
192
） 

銀
行
はF

inT
ech

企
業
に
入
出
金
用
の
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
顧
客
口
座
を
提
供
す
る
土
管
役
に
な
り
下
が
る
。P

w
C

’s V
iew

 

「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク

が
拓
く
金
融
と
社
会
「
創
造
的
破
壊
へ
の
挑
戦
」」V

ol. 11.

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）
一
│
七
頁
。

（
193
） 

柏
木
亮
二
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
時
代
の
制
度
設
計
の
在
り
方
（
試
案
）」『
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク 

そ
の
流
れ
と
イ
ン
パ
ク
ト
』
京

都
大
学
産
学
官
連
携
本
部
・
経
営
管
理
大
学
院
・
公
共
政
策
大
学
院
共
催
（
二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
）
講
演
一
│
三
八
頁
参
照
。
こ
の
他
、
岩
下

直
行
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
が
描
く
金
融
の
未
来
像
」
講
演
一
│
九
四
頁
、
神
田
潤
一
「
基
調
講
演
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」
一
│
一
〇
頁
。

（
194
） 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
は
金
融
機
関
の
業
務
の
過
程
、
役
職
員
の
活
動
も
し
く
は
シ
ス
テ
ム
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
外
生
的

な
事
象
に
よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
（
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
含
ま
れ
る
分
）
お
よ
び
金
融
機
関
自
ら
が
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
と
定
義

し
た
リ
ス
ク
（
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
含
ま
れ
な
い
）
を
い
う
。
取
締
役
は
戦
略
目
標
の
達
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
認
識
し
、
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
総
合
的
な
管
理
態
勢
の
整
備
・
確
立
に
向
け
て
役
割
・
責
任
を
問
わ
れ
る
。
金
融
庁
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
「
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
確
認
検
査
用
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
参
照
。

（
195
） 

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
構
成
す
る
全
主
体
が
既
存
の
銀
行
に
匹
敵
す
る
レ
ベ
ル
の
リ
ス
ク
管
理
を
達
成
し
て
い
る
必
要
は
な

く
、
主
体
間
で
リ
ス
ク
管
理
機
能
を
相
互
に
補
完
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
と
し
て
達
成
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
と
の
整
理
が

あ
る
。
金
融
情
報
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
（
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
）『
金
融
機
関
に
お
け
るF

inT
ech 

に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
報
告
書
」（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
│
八
六
頁
参
照
。

（
196
） 

久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
・
前
掲
注（
190
）五
│
六
頁
。

（
197
） 

金
融
庁
「
平
成
29
事
務
年
度 

金
融
行
政
方
針 

主
な
ポ
イ
ン
ト
」（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）
一
│
一
二
頁
。

（
八
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
一
六

（
198
） 

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
金
融
規
制
改
革
後
の
金
融
シ
ス
テ
ム
全
般
に
関
し
て
、
小
立
敬
「
国
際
的
な
金
融
規
制
改
革
の
新
た
な
展
開
」
日
本
証
券
ア
ナ

リ
ス
ト
協
会
講
演
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
）
一
│
三
八
頁
。

（
199
） 
拙
稿
「
英
国
金
融
法
制
とS

enior M
anagem

ent R
egim

e

│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
交
錯
、
裁
判
例
を
通
じ
た
ソ
フ
ト

ロ
ー
の
変
容
、
上
級
管
理
者
機
能
（S

M
F
s

）
お
よ
び
域
外
適
用
│
」
日
本
法
学
八
一
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
│
六
一
頁
、
同
「
英
国
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
│
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の

接
点
│
」
日
本
法
学
『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
125
周
年
記
念
号
』
八
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
五
│
四
六
七
頁
。

（
200
） 

久
保
田
・
前
掲
注（
138
）二
│
六
頁
参
照
。

（
201
） 

担
保
目
的
物
の
処
分
等
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
代
償
物
（proceeds

）
概
念
の
採
用
な
ど
。

（
202
） 

拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
」
日
本
法
学
七
九
巻 

第
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
│
七
三
頁
。

米
国
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
に
か
か
る
州
際
の
域
外
適
用
関
連
事
例
と
し
てB

ear S
tearns

判
決
（N

.Y
. D

ecem
ber23,2009

）（S
U
P
R
E
M

E
 

C
O
U

R
T
 O

F
 T

H
E
 S

T
A
T
E
 O

F
 N

E
W

 Y
O
R
K
 C

O
U

N
T
Y
 O

F
 N

E
W

 Y
O
R
K
: P

A
R
T
 54, IN

 R
E
 B

E
A
R
 S

T
E
A
R
N
S
 

L
IT

IG
A
T
IO

N
,idex N

o.:600780/08.

）、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
と
交
錯
す
る
事
案
と
し
てD

ow
 C

hem
ical

判
決
（D

ecem
ber31, 2009

）（IN
 

T
H
E
 C

O
U
R
T
 O

F
 C

H
A
N
C
E
R
Y
 O

F
 T

H
E
 S

T
A
T
E
 O

F
 D

E
L
A
W

A
R
E
, IN

 R
E
 T

H
E
 D

O
W

 C
H
E
M

IC
A
L
 C

O
M

P
A
N
Y
 

D
E
R
IV

A
T
IV

E
 L

IT
IG

A
T
IO

N
, C

O
N
S
O
L
ID

A
T
E
D
 C

ivil A
ction N

0.4349-C
C
.

）。

（
203
） F

inT
ech

の
破
壊
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
持
続
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ジ
レ
ン
マ
」
と
金
融
機
関
の
課
題
に
関
し

て
、
野
村
総
合
研
究
所
柏
木
亮
二
『F

inT
ech

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
（
二
〇
一
六
年
八
月
）
一
七
〇
│
一
八
一
頁
。

（
204
） 

既
述
の
通
り
、
米
国
で
は
州
毎
に
規
制
が
異
な
り
Ｎ
Ｙ
州
で
は
二
〇
一
五
年
に
仮
想
通
貨
に
関
わ
る
事
業
者
を
免
許
制
と
し
た
。
ま
た
中
国
は

二
〇
一
七
年
九
月
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
全
面
禁
止
し
三
大
取
引
所
も
閉
鎖
し
、
韓
国
も
二
〇
一
七
年
九
月
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
全
面
禁
止
す
る
方
針
を
決
定
し
て
利
用
者

保
護
法
を
含
む
法
整
備
を
検
討
中
で
あ
る
。
イ
ン
ド
も
違
法
な
仮
想
通
貨
資
産
の
利
用
を
排
除
す
る
方
向
に
あ
る
。
読
売
新
聞
二
〇
一
八
年
二
月
三

日
朝
刊
。

（
205
） 

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
八
年
法
律
六
二
号
）
附
則
。

（
八
七
四
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
一
七

（
206
） 

関
東
財
務
局
「
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
株
式
会
社
に
対
す
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
八
年
一
月
二
九
日
）。http://kantou.m

of.go.jp/

rizai/pagekthp0130000001_00004.htm
l. 

金
融
庁
「
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
株
式
会
社
に
対
す
る
立
入
検
査
の
着
手
及
び
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対

す
る
報
告
徴
求
命
令
の
発
出
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
八
年
二
月
二
日
）。http://w

w
w
.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/09.pdf. 

金
融
庁
の
審

査
を
経
て
認
め
ら
れ
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
（
登
録
業
者
一
六
社
）
な
ら
び
に
改
正
資
金
決
済
法
施
行
前
か
ら
事
業
を
営
み
登
録
を
申
請
中
の
み
な

し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
（
み
な
し
業
者
一
五
社
）
の
名
前
も
公
表
し
て
い
る
。
金
融
庁
は
み
な
し
業
者
に
対
し
て
は
登
録
拒
否
通
告
も
視
野
に
入
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
読
売
新
聞
二
〇
一
八
年
二
月
二
七
日
朝
刊
。

（
207
） F

inT
ech

サ
ー
ビ
ス
を
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
三
つ
の
防
衛
線
（3 lines of defense

）
に
当
て
は
め
る
と
先
ず
個
人
向
け
に
は
、

フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
に
ロ
ボ
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
Ｐ
Ｆ
Ｍ
（P

ersonal F
inancial M

anagem
ent

）
な
ど
、
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
提
供

な
ど
が
該
当
す
る
。
企
業
向
け
に
は
中
小
企
業
向
け
オ
ン
ラ
イ
ン
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
が
フ
ロ
ン
ト
、
ミ
ド
ル
、

バ
ッ
ク
の
各
オ
フ
ィ
ス
を
通
じ
て
当
て
は
ま
る
。
ま
た
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
な
ど
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
フ
ラ
に
相
当
す
る
。
野
村
総
合
研
究
所
城
田

真
琴
『F

inT
ech

の
衝
撃
』
東
京
経
済
新
報
社
四
七
頁
。

（
208
） 

読
売
新
聞
二
〇
一
八
年
二
月
四
日
朝
刊
。
こ
の
他
、
斎
藤
創
「
取
引
所 

リ
ス
ク
丁
寧
に
説
明
を
」
読
売
新
聞
二
〇
一
八
年
二
月
六
日
朝
刊
、

斎
藤
創
・
芝
章
浩
「
暗
号
通
貨
に
対
す
る
諸
外
国
お
よ
び
わ
が
国
の
規
制
の
最
新
動
向
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
五
年
六
月
一
五
日
）
二
六
頁
。

日
本
銀
行F

inT
ech

セ
ン
タ
ー
長
河
合
祐
子
「
問
う 
仮
想
通
貨 

送
金
・
決
済
機
能
広
が
ら
ず
」
読
売
新
聞
二
〇
一
八
年
二
月
二
一
日
朝
刊
。

（
209
） 

新
規
参
入
の
容
易
さ
な
ど
、
業
者
側
の
声
が
反
映
さ
れ
た
制
度
設
計
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
八
年
二
月
五
日R

euters

。　

（
210
） 

利
用
者
保
護
の
た
め
資
産
の
分
別
管
理
や
相
場
操
縦
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
導
入
も
検
討
す
べ
き
と
す
る
見
解
と
し
て
京
都
大
学
教

授
・
前
日
本
銀
行
初
代F

inT
ech

セ
ン
タ
ー
長
岩
下
直
之
（
読
売
新
聞
二
〇
一
八
年
二
月
一
三
日
朝
刊
）。
証
拠
金
規
制
を
唱
え
る
見
解
と
し
て
一

橋
大
学
名
誉
教
授
野
口
悠
紀
雄
（
読
売
新
聞
二
〇
一
八
年
二
月
二
〇
日
朝
刊
）。

（
211
） 

日
本
仮
想
通
貨
事
業
者
協
会
と
日
本
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
協
会
に
分
か
れ
て
い
る
。

（
212
） 

Ｓ
Ｂ
Ｉ
大
学
院
大
学
金
融
研
究
所
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
『
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
展
望
』（
二
〇
一
八
年
二

月
九
日
於
一
橋
大
学
）
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
暗
号
技
術
で
進
化
す
る
仮
想
通
貨
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
可
能
性
」
に
お
い
て
、
①
藤
田

（
八
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
一
八

勉
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
抱
え
る
リ
ス
ク
と
し
て
⒜
即
時
決
済
が
で
き
な
い
こ
と
、
⒝
不
正
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
（
サ
イ
バ
ー
攻
撃
、
不
正
ア
ク
セ

ス
、
詐
欺
）、
⒞
技
術
革
新
リ
ス
ク
を
挙
げ
、
今
後
は
仮
想
通
貨
間
の
競
争
・
淘
汰
が
進
み
、
真
の
競
争
力
向
上
に
繋
が
る
。
特
に
⒝
に
つ
い
て
コ

イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
不
正
流
出
事
件
を
受
け
て
規
制
強
化
に
よ
り
急
な
値
下
が
り
、
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
の
影
響
が
拡
大
す
る
懸
念
が
あ
る
。
現
在
は
汎
用

型
Ｄ
Ｌ
Ｔ
（D

istributed L
edger T

echnology 

分
散
台
帳
技
術
）
が
主
流
で
あ
る
が
、
今
後
は
各
用
途
や
特
徴
に
特
化
し
て
専
用
型
Ｄ
Ｌ
Ｔ
を

中
心
に
多
様
化
、
競
争
が
進
む
と
み
ら
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
金
決
済
コ
ス
ト
の
低
下
が
期
待
で
き
る
。
規
制
の
手
法
と
し
て
先
ず
マ
ネ
ロ
ン
領
域

か
ら
網
を
か
け
、
Ｇ
20
・
Ｆ
Ｓ
Ｂ
（
金
融
安
定
理
事
会
）
に
お
い
て
世
界
的
な
ル
ー
ル
を
決
め
、
国
内
法
制
化
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
施

行
に
は
時
間
が
か
か
る
。
②
沖
田
貴
史
は
、
決
済
機
能
を
念
頭
に
置
い
た
資
金
決
済
法
の
改
正
が
さ
れ
た
が
、
今
後
は
投
資
家
保
護
の
視
点
で
金
商

法
に
取
り
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
マ
ネ
ロ
ン
に
つ
い
て
は
我
が
国
は
法
整
備
を
行
っ
て
い
る
が
、
他
国
が
遅
れ
て
い
る
。
我
が
国
は
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
阻
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
法
制
度
は
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
留
め
た
が
、
自
助
努
力
の
必
要
性
を
事
業
家
サ
イ
ド
が
意
識
を
す

る
必
要
が
あ
る
。
専
用
型
Ｄ
Ｌ
Ｔ
は
商
業
化
し
や
す
い
が
、
多
く
の
Ｄ
Ｌ
Ｔ
が
出
現
し
た
場
合
に
技
術
的
に
生
き
残
れ
る
か
不
透
明
で
あ
る
。
現
在

は
ま
だ
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
時
期
で
あ
り
、
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
は
こ
れ
か
ら
先
に
な
る
。
③
齋
藤
亮
は
、
フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
な
ど
仮
想
通
貨

事
業
者
の
内
部
管
理
が
不
十
分
で
あ
り
、
定
期
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
社
内
研
修
も
必
要
に
な
る
。
も
っ
と
もF

inT
ech

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に

お
け
る
技
術
開
発
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
⒜
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
規
制
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
不
足
分
を
⒝
業
界
団
体
の
自
主
規
制

に
委
ね
る
か
、
⒞
更
に
は
各
企
業
の
自
助
努
力
で
補
う
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
仮
想
通
貨
は
そ
も
そ
も
取
引
は
企
業
で
は
な
く
個
人
対
個
人
が

ベ
ー
ス
で
あ
る
が
、
今
後
個
人
対
Ａ
Ｉ
（
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
）、
Ａ
Ｉ
対
Ａ
Ｉ
と
な
っ
て
く
る
と
法
定
通
貨
の
機
能
も
考
慮
し
て
プ
ロ
ト
コ
ル
の
標
準

化
が
必
要
に
な
る
が
、
そ
の
水
準
を
い
か
に
設
定
す
る
か
課
題
と
な
る
。
私
見
と
し
て
、
自
主
規
制
（
ソ
フ
ト
ロ
ー
）、
企
業
の
自
助
努
力
（
内
部

統
制
）
に
関
し
て
、
⒞
の
自
助
努
力
の
部
分
は
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
に
か
か
る
部
分
で
あ
り
、
統
制
環
境
（control 

environm
ent

）
や
企
業
文
化
（corporate culture

）
設
定
な
ど
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
意
識
改
革
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
場
合
に
大
手
の
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
並
み
の
水
準
を
求
め
る
の
か
、
具
体
的
に
は
マ
ネ
ロ
ン
・
不
正
防
止
は
内
部
管
理
態
勢
の
中
で
分
け
て

考
え
る
か
な
ど
の
課
題
が
出
て
く
る
。
な
お
、
仮
想
通
貨
は
有
価
証
券
の
定
義
（
金
融
商
品
取
引
法
二
条
）
に
は
入
ら
な
い
が
、「
有
価
証
券
ま
た

は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
か
か
る
権
利
以
外
の
資
産
に
対
す
る
投
資
」
と
し
て
金
融
商
品
取
引
業
者
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
と
な
る
こ
と
が
示

（
八
七
六
）



F
inT

ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

二
一
九

唆
さ
れ
て
い
る
（
第
一
八
六
国
会
答
弁
書
二
八
号
二
〇
一
四
年
三
月
七
日
）。
岡
田
仁
志
・
高
橋
郁
夫
・
山
崎
重
一
郎
・
前
掲
注（
68
）四
〇
│

一
四
二
頁
。
そ
の
他
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
課
題
と
展
望
に
関
し
て
、
青
木
崇
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
（
分
散
型
台
帳
技
術
）
と
は
」
日
本
政
策
投

資
銀
行
（
Ｄ
Ｂ
Ｊ
）「
今
月
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
」N

o270-1

（
二
〇
一
七
年
四
月
一
七
日
）
一
│
七
頁
、「
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
経
済
に

も
た
ら
す
影
響
」D

B
J M

onthly O
verview

 

（
二
〇
一
七
年
九
月
）
二
│
三
頁
。
欧
州
証
券
市
場
監
督
機
構
（
Ｅ
Ｓ
Ｍ
Ａ
）、
欧
州
銀
行
監
督
機
構

（
Ｅ
Ｂ
Ａ
）
お
よ
び
欧
州
保
険
・
企
業
年
金
機
構
（
Ｅ
Ｉ
Ｏ
Ｐ
Ａ
）
の
欧
州
三
監
督
機
関
）
は
仮
想
通
貨
の
購
入
や
所
有
に
よ
っ
て
発
生
す
る
リ
ス

ク
の
高
さ
に
つ
い
て
消
費
者
に
警
告
す
る
。W

A
R
N
IN

G
 E

S
M

A
, E

B
A
 and E

IO
P
A
 w

arn consum
ers on the risks of V

irtual 

C
urrencies, E

U
 N

ew
s 26/2018,12/02/2018

（
欧
州
駐
日
代
表
部
）https://eeas.europa.eu/delegations/japan/39767/.

更
に
中
央
銀
行

が
発
行
す
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
に
関
す
る
最
新
の
情
報
と
し
て
、
日
本
銀
行
決
済
機
構
局
小
早
川
周
治
「
中
央
銀
行
と
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
」
日
本
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
講
演
（
二
〇
一
八
年
二
月
一
三
日
）、
同
「
中
央
銀
行
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
発
行
の
取
組
み
」
金
融
財

政
事
情
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
一
日
）
一
四
│
一
七
頁
。
近
藤 

崇
史
「
決
済
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
・
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
特
集
号
│
金
融
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
│
」『
第
5
回F

inT
ech

フ
ォ
ー
ラ
ム
』
日
本
銀
行
決
済
機
構
局F

inT
ech

セ
ン
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
二
月
一
四
日
）
一

│
一
一
頁
。

（
213
） 

な
お
、
金

「
中
国
の
企
業
法
制
に
お
け
る
内
部
統
制
制
度
の
現
状
と
課
題
│
企
業
内
部
統
制
基
本
規
範
と
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
対
す
る
分

析
を
通
じ
て
│
」
季
刊
企
業
と
法
創
造
（
早
稻
田
大
学
）
二
九
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
二
二
九
│
二
四
八
頁
。
中
国
は
会
社
法
四
七
条
（
取
締

役
会
は
内
部
管
理
機
構
の
設
置
を
決
定
す
る
）、
五
四
条
（
監
査
役
設
置
義
務
、
監
査
機
能
強
化
）、
一
四
八
条
│
一
五
一
条
（
取
締
役
や
経
理
、
高

級
管
理
者
の
就
任
資
格
忠
実
義
務
、
高
級
職
員
禁
止
行
為
、
賠
償
責
任
な
ど
）
の
規
定
は
あ
る
が
、
内
部
統
制
に
関
し
て
は
内
部
統
制
基
本
規
範
な

ど
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
六
月
二
八
日
公
表
の
中
国
財
務
省
・
中
国
証
券
会
・
中
国
銀
行
監
督
管
理
委
員
会
・
中
国
保
険
監
督

管
理
委
員
会
・
会
計
監
査
署
「
内
部
統
制
基
本
規
範
」（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
施
行
）、
二
〇
一
〇
年
四
月
二
六
日
公
表
の
財
政
部
「
企
業
内
部
統

制
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
あ
り
、
内
部
統
制
基
本
規
範
で
は
総
則
、
内
部
環
境
、
リ
ス
ク
評
価
、
統
制
活
動
、
情
報
と
伝
達
、
内
部
監
督
お
よ
び
付
則

で
構
成
さ
れ
、
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
・
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
内
容
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
以
下
私
見
）。
我
が
国
に
お
け
る
統
制
環
境
、
統
制
活
動

な
ど
の
実
践
と
し
て
は
企
業
文
化
の
醸
成
・
社
員
研
修
な
ど
が
主
と
な
り
、
強
行
法
規
で
あ
る
会
社
法
に
内
容
を
書
き
込
み
難
い
面
が
あ
る
。
コ
ー

（
八
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
〇

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ン
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
な
ど
に
お
い
て
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
、C

om
ply or E

xplain

な
ど
説
明
責
任
を
課
す
こ
と
で
実
効
性
を

上
げ
る
手
法
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
会
社
法
等
に
お
け
る
内
部
統
制
の
内
容
は
法
令
遵
守
、
損
失
の
リ
ス
ク
回
避
な
ど
比
較
的
判
別
の
付
け
や
す
い

も
の
に
限
定
せ
ざ
る
を
得
ず
、
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
が
求
め
る
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
内
容
を
企
業
に
確
保
さ
せ
る
内
容
に
は
な
っ
て

い
な
い
。
こ
の
た
め
取
締
役
な
ど
経
営
陣
に
対
し
て
法
令
さ
え
遵
守
す
れ
ば
よ
い
、
あ
る
い
は
赤
字
さ
え
計
上
し
な
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
ミ
ニ
マ
ム

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
画
す
る
に
留
ま
る
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
更
に
近
時
の
我
が
国
に
お
け
る
大
企
業
の
一
連
の
製
品
不
正
隠
蔽
事
件
が
頻
出
す
る
背

景
に
は
、
内
部
統
制
を
強
め
れ
ば
強
め
る
ほ
ど
従
業
員
に
対
す
る
経
営
ト
ッ
プ
の
独
裁
色
が
強
ま
り
、
内
部
告
発
等
で
露
顕
し
た
不
正
へ
の
対
応
も

レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
等
を
怖
れ
る
あ
ま
り
、
ト
ッ
プ
が
認
識
後
も
不
正
隠
し
継
続
を
指
示
・
黙
認
す
る
と
い
う
「
内
部
統
制
の
罠
」
の
状

態
が
存
在
す
る
。
そ
の
改
善
に
は
経
営
者
も
含
め
た
企
業
文
化
・
規
範
の
根
底
か
ら
の
改
善
が
求
め
ら
れ
、
正
し
く
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
に
よ
る

Ｅ
Ｒ
Ｍ
体
制
の
徹
底
が
解
決
策
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
内
部
統
制
の
実
効
性
確
保
に
お
け
る
法
規
制
面
の
遺
漏
も
我
が
国

に
お
い
て
製
品
検
査
等
の
不
正
が
止
ま
な
い
一
因
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
各
業
界
や
企
業
毎
に
最
適
な
企
業
文
化
の
醸
成
な
ど
の
内
容
も
異

な
り
、
具
体
的
基
準
を
法
制
度
化
し
に
く
い
領
域
に
対
し
て
は
法
規
制
で
な
く
事
実
上
の
上
場
規
則
と
し
て
の
コ
ー
ド
、
あ
る
い
は
業
界
団
体
の
自

主
規
制
、
更
に
最
終
的
に
は
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
る
不
利
益
の
下
に
各
企
業
が
自
発
的
に
対
処
す
る
か
な
ど
、
ど
の
レ
ベ
ル
で

制
度
設
計
す
る
か
課
題
と
な
る
。
現
時
点
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
独
立
社
外
取
締
役
の
人
数
の
複
数
化
あ
る
い
は
取
締
役
会

に
お
け
る
三
分
の
一
の
比
率
達
成
な
ど
定
量
的
な
も
の
を
含
め
取
締
役
役
会
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
充
実
に
主
眼
が
あ
る
と
い
え
、
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ

の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
え
方
が
体
系
的
に
折
り
込
ま
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
コ
ー
ド
に
は
「
資
本
政
策
」
な
ど
抽
象
的
表
現
で
個
別
企

業
毎
に
把
握
の
仕
方
が
異
な
る
内
容
の
も
の
も
既
に
入
り
込
ん
で
お
り
、
今
後
の
コ
ー
ド
改
訂
に
お
い
て
、
個
別
企
業
に
お
い
て
最
適
な
リ
ス
ク
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
効
性
確
保
に
関
す
る
内
容
を
も
盛
り
込
み
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

（
214
） 

内
部
統
制
の
対
象
を
不
正
・
テ
ロ
資
金
防
止
と
利
益
相
反
に
大
き
く
分
け
、
前
者
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
阻
止
等
の
内
部
管
理
態
勢
、
後
者
は

Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
に
対
す
る
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
の
各
々
の
充
実
を
図
る
こ
と
で
実
効
性
を
上
げ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
か
。

﹇
本
稿
は
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
助
成
金
に
基
づ
く
研
究
成
果
で
あ
る
﹈

（
八
七
八
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
一

1
．
事
件
の
概
要

本
件
の
原
告
は
ミ
ズ
ー
リ
州
コ
ロ
ン
ビ
ア
市
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・

ル
ー
テ
ル
教
会
で
あ
る
。
こ
の
教
会
は
、
認
証
保
育
園

（preschool and daycare

）
を
直
轄
運
営
し
て
い
る
。
こ
の
保

育
園
は
同
教
会
の
一
機
関
で
あ
り
、
日
常
の
宗
教
活
動
の
一
部
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
教
育
し
て
い
る
。
同

保
育
園
で
は
信
者
の
子
供
に
限
ら
ず
、
近
隣
の
二
〜
五
歳
ま
で
の

幼
児
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
約
九
〇
名
が
通
園
し
て
い
る
。
そ
の

運
動
場
に
は
複
数
の
遊
具
が
あ
り
、
地
面
は
小
粒
の
砂
利
で
覆
わ

れ
て
い
た
。

被
告
は
ミ
ズ
ー
リ
州
天
然
資
源
省
で
あ
り
、
廃
棄
物
処
理
計
画

の
一
部
と
し
て
廃
タ
イ
ヤ
再
生
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
廃
タ
イ

ヤ
を
材
料
と
す
る
運
動
場
用
被
覆
ゴ
ム
チ
ッ
プ
材
の
購
入
費
を
補

て
ん
す
る
補
助
金
を
交
付
し
て
い
た
。
同
補
助
金
は
適
格
申
請
者

の
上
位
に
の
み
交
付
す
る
競
争
的
制
度
で
あ
っ
て
、
申
請
者
の
順

位
は
同
事
業
の
実
施
目
的
の
点
か
ら
同
省
が
判
断
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
た
。
な
お
、
被
覆
費
用
は
申
請
者
負
担
す
る
。
同
省
は

教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項

│T
rinity L

utheran C
hurch of C

olum
bia, Inc. v. C

om
er, 137 S. C

t. 2012 

（2017

）

│

高　
　

畑　
　

英
一
郎

判
例
研
究

（
八
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
二

2
．
本
判
決
の
争
点

本
判
決
の
争
点
は
、
一
般
に
広
く
申
請
可
能
な
公
的
補
助
金
制

度
か
ら
宗
教
団
体
を
そ
の
性
格
（
宗
教
性
）
だ
け
を
理
由
に
排
除

す
る
行
政
指
針
は
信
教
の
自
由
条
項
に
違
反
す
る
か
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

3
．
判
旨

Ａ
．
ロ
バ
ー
ツ
長
官
に
よ
る
法
廷
意
見
（
破
棄
差
戻
し
）

（
ケ
ネ
デ
ィ
・
ア
リ
ー
ト
ー
・
ケ
イ
ガ
ン
各
判
事
同
調
、

脚
注（
3
）を
除
く
部
分
に
ト
ー
マ
ス
・
ゴ
ー
サ
ッ
チ
各
判
事

同
調
）

⒜　

国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
つ
い
て

本
件
の
当
事
者
は
と
も
に
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
は
州
が
本
件

補
助
金
を
原
告
に
交
付
す
る
の
を
否
定
し
な
い
こ
と
に
同
意
す
る
。

⒝　

本
件
の
特
徴
と
審
査
基
準

信
教
の
自
由
条
項
は
、
そ
の
宗
教
的
性
格
（status

）
を
理
由

に
宗
教
を
特
別
な
制
約
の
対
象
と
す
る
法
を
厳
格
審
査
に
か
け
る

州
憲
法

（
1
）

に
基
づ
き
、
補
助
金
交
付
の
指
針
と
し
て
、
申
請
者
が
宗

教
団
体
の
所
属
も
し
く
は
運
営
下
に
あ
る
場
合
に
は
そ
の
交
付
を

拒
否
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。

運
動
場
の
地
面
を
ゴ
ム
材
被
覆
し
て
安
全
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
、
原
告
教
会
は
二
〇
一
二
年
に
保
育
園
名
義
で
補
助
金
を
申
請

し
た
。
全
四
四
申
請
者
の
中
で
第
五
位
に
位
置
し
て
い
た
。
補
助

金
は
一
四
団
体
に
交
付
さ
れ
た
が
、
同
保
育
園
の
申
請
は
教
会
の

直
轄
運
営
を
理
由
に
上
記
指
針
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

同
保
育
園
の
上
位
団
体
で
あ
る
原
告
教
会
は
、
将
来
の
申
請
に
お

け
る
差
別
的
取
扱
い
へ
の
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
と
宣
言
的
救
済

を
求
め
て
提
訴
し
、
補
助
金
交
付
の
却
下
は
、
州
憲
法
一
条
七

節
・
修
正
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
・
修
正
一
条
の
国
教
樹
立
禁

止
条
項
・
信
教
の
自
由
条
項
・
言
論
の
自
由
条
項
に
違
反
す
る
と

主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
ズ
ー
リ
州
天
然
資
源
省
は
、
請
求

権
欠
如
を
理
由
と
す
る
訴
え
却
下
の
申
立
て
（a m

otion to 
dism

iss

）
を
し
た
。

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、L

ocke

判
決

（
2
）

を
先
例
と
し
て
適
用
し
て

被
告
の
訴
え
却
下
の
申
立
て
を
容
認
し

（
3
）

、
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
地

裁
判
決
を
支
持
し
た

（
4
）

。
こ
れ
に
対
し
て
原
告
教
会
は
上
告
し
、
連

邦
最
高
裁
は
こ
れ
を
受
理
し
た

（
5
）

。

（
八
八
〇
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
三

⒞　

先
例
と
の
関
係

L
ocke

判
決
は
、
奨
学
金
を
聖
職
者
養
成
課
程
の
学
費
に
充
当

す
る
こ
と
の
禁
止
は
学
生
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
と
判
決

し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
事
件
で
は
な
い
。
同
判
決
の

原
告
は
本
人
が
信
者
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
そ
の
使
途
を
理
由
に

奨
学
金
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
件
で
は
原
告
は
教
会
で
あ

る
こ
と
か
ら
補
助
金
申
請
が
否
定
さ
れ
た
。

L
ocke

判
決
に
お
い
て
、
当
裁
判
所
は
聖
職
者
養
成
へ
の
公
金

支
出
禁
止
と
い
う
州
の
分
離
利
益
を
容
認
し
た
。
聖
職
者
の
人
件

費
へ
の
公
金
支
出
禁
止
に
は
歴
史
的
由
来
が
あ
る
が
、
運
動
場
用

の
被
覆
材
と
し
て
の
再
生
ゴ
ム
の
使
用
は
聖
職
者
の
人
件
費
と
は

無
関
係
で
あ
る
。

L
ocke

判
決
の
原
告
は
奨
学
金
を
神
学
の
学
位
取
得
に
用
い
る

の
を
否
定
さ
れ
た
が
、
世
俗
科
目
や
神
学
の
科
目
の
単
位
修
得
の

た
め
に
使
用
す
る
の
は
許
さ
れ
た
。
他
方
、
本
件
で
原
告
が
信
仰

か
補
助
金
交
付
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
の
に
は
争
い
が
な
い
。

脚
注（
3
）（
相
対
多
数
意
見
）：
本
件
は
、
運
動
場
の
被
覆
に

関
し
て
宗
教
性
を
理
由
と
す
る
明
白
な
差
別
の
事
件
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
公
的
補
助
金
の
宗
教
使
用
や
他
の
形
態
の
差
別
に
は
触

れ
な
い
。

（L
ukum

i

判
決

（
6
）

）。
そ
し
て
当
裁
判
所
は
、
そ
の
宗
教
性
だ
け
を

理
由
と
す
る
一
般
に
申
請
可
能
な
利
益
付
与
の
否
定
は
宗
教
活
動

に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
公
益
が
あ

る
と
き
だ
け
許
さ
れ
る
と
判
決
し
て
き
た
（M

cD
aniel

判
決

（
7
）

）。

州
天
然
資
源
省
の
指
針
は
、
そ
の
宗
教
性
だ
け
を
理
由
に
、
そ

の
資
格
を
奪
う
こ
と
で
本
来
な
ら
適
格
な
受
給
者
を
明
白
に
差
別

す
る
の
で
、
宗
教
活
動
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
厳
格

審
査
に
か
け
る
。

当
該
指
針
は
、
原
告
に
補
助
金
受
給
か
宗
教
団
体
と
し
て
存
続

す
る
の
か
の
選
択
を
迫
る
も
の
だ
。
州
が
補
助
金
交
付
に
こ
う
し

た
条
件
を
付
す
と
き
、
州
は
宗
教
活
動
に
不
利
益
を
与
え
て
い
る

（M
cD

aniel

判
決
）。
信
教
の
自
由
条
項
は
、
宗
教
活
動
の
禁
止

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
間
接
的
強
制
や
不
利
益
賦
課
か

ら
も
保
護
す
る
（L

yng

判
決

（
8
）

）。
本
件
の
宗
教
活
動
へ
の
明
白
な

差
別
は
補
助
金
交
付
の
否
定
で
は
な
い
が
、
原
告
が
そ
の
交
付
を

め
ぐ
り
世
俗
団
体
と
競
う
の
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
地
域
社

会
の
一
員
で
あ
る
原
告
を
補
助
金
制
度
か
ら
排
除
し
た
州
の
決
定

は
、
厳
格
審
査
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
八
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
四

る
の
は
、〔
二
〇
〇
年
前
に
実
施
さ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
公
職

排
除
と
同
じ
よ
う
に
〕
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
に
は
お
ぞ
ま
し
い

（odious

）
も
の
で
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

Ｂ
．
ト
ー
マ
ス
判
事
同
意
意
見
（
ゴ
ー
サ
ッ
チ
判
事
同
調
）

宗
教
差
別
を
禁
止
す
る
信
教
の
自
由
条
項
は
、
本
判
決
の
結
論

を
導
く
。L

ocke

判
決
は
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
が
許
容
し
、
信

教
の
自
由
条
項
が
要
請
し
な
い
余
地
が
州
の
行
為
に
認
め
ら
れ
て

い
る
の
で
、
州
が
宗
教
に
比
較
的
軽
い
負
担
を
与
え
る
の
を
認
め

た
。
ゆ
え
に
、
そ
の
判
決
で
は
厳
格
審
査
を
適
用
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
同
判
決
は
聖
職
者
養
成
へ
の
支
援
以
外
の
宗
教
差
別
で

厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。

多
数
意
見
はL

ocke

判
決
の
射
程
を
限
定
し
た
の
で
本
判
決
に

同
意
す
る
が
、
脚
注（
3
）を
除
く
。

Ｃ
．
ゴ
ー
サ
ッ
チ
判
事
同
意
意
見
（
ト
ー
マ
ス
判
事
同
調
）

多
数
意
見
の
い
う
、
補
助
金
交
付
に
お
け
る
宗
教
性
と
宗
教
的

使
途
と
の
区
別
は
不
要
だ
。
本
件
とL

ocke

判
決
と
の
違
い
は
、

聖
職
者
養
成
へ
の
公
金
支
出
禁
止
と
い
う
長
い
伝
統
が
本
件
に
は

存
在
し
な
い
点
に
あ
る
。

⒟　

厳
格
審
査

州
は
本
件
で
、
補
助
金
交
付
の
た
め
に
原
告
教
会
に
そ
の
宗
教

性
の
放
棄
を
要
求
し
た
。
そ
う
し
た
条
件
は
、「
最
も
厳
し
い
」

審
査
の
対
象
と
な
る
べ
き
不
利
益
（penalty

）
を
宗
教
活
動
に

与
え
る
。

厳
格
審
査
の
下
、「
最
高
度
の
」
政
府
利
益
だ
け
が
州
天
然
資

源
省
の
差
別
的
指
針
を
正
当
化
す
る
。
だ
が
、
同
省
は
可
能
な
限

り
宗
教
公
定
（religious establishm

ent

）
に
な
ら
な
い
よ
う

努
め
る
州
の
政
策
選
好
（policy preference

）
を
提
示
す
る
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」

で
は
な
い
。

「
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
超
え
る
分
離
を
達
成
す
る
と
い
う
州

の
利
益
は
、
信
教
の
自
由
条
項
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
」（W

idm
ar

判
決

（
9
）

）。
州
は
そ
の
宗
教
性
だ
け
を
理
由
に
適
格
の
宗
教
団
体
に

公
的
補
助
金
を
否
定
す
る
ま
で
そ
の
政
策
を
遂
行
し
た
が
、
当
裁

判
所
の
判
例
に
基
づ
け
ば
、
そ
れ
は
や
り
す
ぎ
で
あ
る
。
当
該
指

針
は
信
教
の
自
由
条
項
に
違
反
す
る
。

本
件
指
針
の
適
用
が
も
た
ら
す
結
果
は
せ
い
ぜ
い
膝
を
す
り
む

く
幼
児
が
少
し
増
え
る
程
度
だ
が
、
教
会
で
あ
る
こ
と
を
唯
一
の

理
由
に
原
告
を
適
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
的
補
助
金
か
ら
排
除
す

（
八
八
二
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
五

Ｅ
．
ソ
ト
マ
ヨ
ー
ル
判
事
反
対
意
見
（
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
判
事
同

調
）

本
件
は
、
教
会
が
そ
の
宗
教
観
を
実
践
し
広
め
る
た
め
に
用
い

る
施
設
の
改
善
の
た
め
の
補
助
金
交
付
に
つ
い
て
の
州
の
拒
否
に

関
す
る
も
の
だ
。
原
告
教
会
は
、
イ
エ
ス
の
命
令
を
実
現
す
る
目

的
の
た
め
に
活
動
す
る
。
信
者
を
増
や
す
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
当
教
会
の
信
仰
は
、
そ
の
教
育
機
関
（
保
育
園
）
と
連
携
す

る
と
い
う
要
求
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
当
保
育
園
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
宗
教
と
発
育
に
適
し
た
活
動
を
合
体
さ
せ
て
い
る
。

当
裁
判
所
は
、
政
府
か
ら
宗
教
団
体
へ
の
支
出
と
な
る
こ
の
種

の
補
助
金
交
付
が
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
反
す
る
と
し
て
き
た
。

多
数
意
見
が
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
つ
い
て
、
訴
訟
当
事
者
の
見

解
を
紹
介
し
た
だ
け
で
済
ま
せ
た
が
、
憲
法
問
題
は
当
裁
判
所
が

判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
容
認
で
も
っ
て
済
ま
す
も
の

で
は
な
い
。
原
告
は
保
育
園
と
運
動
場
を
そ
の
宗
教
使
命
と
関
連

さ
せ
て
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
州
が
原
告
に
補
助
金
を

交
付
す
る
の
を
国
教
樹
立
禁
止
条
項
は
許
さ
な
い
。
多
数
意
見
が

国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
の
は
、
先
例
の
誤

解
か
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
の
兆
し
か
も
し
れ
な
い
。

補
助
対
象
の
運
動
場
は
、
子
供
へ
の
信
仰
深
化
や
布
教
の
た
め

多
数
意
見
の
脚
注（
3
）に
は
賛
同
で
き
な
い
。
こ
の
脚
注
は
、

本
件
の
射
程
を
運
動
場
の
被
覆
や
子
供
た
ち
の
安
全
・
健
康
に
関

す
る
事
案
も
し
く
は
尊
重
に
値
す
る
他
の
社
会
善
の
事
案
に
限
定

し
か
ね
な
い
。
し
か
し
本
判
決
の
法
理
は
運
動
場
に
限
ら
れ
ず
、

宗
教
活
動
へ
の
差
別
は
い
つ
で
も
許
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
だ
。

Ｄ
．
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
判
事
結
論
同
意
意
見

多
数
意
見
の
大
半
に
賛
同
す
る
。

本
判
決
の
特
徴
は
、
子
供
の
健
康
と
安
全
を
確
保
向
上
す
る
た

め
の
一
般
的
補
助
金
制
度
か
ら
州
が
原
告
を
排
除
し
よ
う
と
し
た

こ
と
で
あ
る
。
宗
教
系
学
校
に
警
察
や
消
防
と
い
っ
た
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
認
め
な
い
の
は
修
正
一
条
の
目
的
で
は
な
い
、
と

説
示
す
るE

verson

判
決

（
10
）

と
本
件
と
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。

補
助
金
が
競
争
的
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
教
差
別
を
正
当
化
し
な

い
。
本
件
排
除
の
理
由
は
そ
の
信
仰
（
宗
教
性
）
で
あ
り
、
ゆ
え

に
信
教
の
自
由
条
項
の
問
題
と
な
る
。

本
判
決
は
こ
こ
ま
で
し
か
述
べ
て
お
ら
ず
、
他
の
タ
イ
プ
の
公

的
支
援
に
対
す
る
信
教
の
自
由
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
他
日

に
判
断
す
る
。

（
八
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
六

る
。宗

教
条
項
の
二
つ
の
規
定
の
間
に
は
ア
ソ
ビ
の
余
地
が
あ
る

（W
alz

判
決

（
11
）

）。
こ
の
両
条
項
の
空
白
地
帯
で
、
政
府
は
宗
教
団

体
と
い
う
特
別
の
地
位
を
認
め
て
一
般
的
な
規
定
か
ら
の
免
除
の

た
め
に
特
別
扱
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
他
方
で
〕
こ
の
原
理

の
下
、
政
府
は
宗
教
団
体
へ
の
援
助
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
規
定
（
宗
教
団
体
・
聖
職
者
へ
の
公
金
支
出

禁
止
、
宗
教
団
体
・
信
仰
の
優
遇
・
差
別
の
禁
止
）
は
、
ア
メ
リ

カ
史
に
深
く
根
ざ
す
も
の
で
、
合
理
的
立
憲
的
判
断
を
示
す
も
の

だ
。
宗
教
条
項
は
過
去
へ
の
回
帰
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

宗
教
公
定
の
意
図
を
よ
く
伝
え
る
歴
史
を
当
裁
判
所
は
同
条
項
の

適
用
の
際
に
は
常
に
参
照
し
て
き
た
。
宗
教
団
体
の
主
要
機
関
へ

の
公
的
助
成
は
、
宗
教
公
定
の
特
徴
と
広
く
理
解
さ
れ
て
い
た
。

一
九
世
紀
前
半
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
史
が
示
す
こ
と
は
、
当
時
の

人
々
は
宗
教
団
体
へ
の
公
的
助
成
を
す
べ
き
で
な
い
と
決
断
し
た

と
い
う
こ
と
だ
。

教
会
へ
の
公
金
支
出
に
関
し
て
、
本
件
もL

ocke

判
決
と
同

じ
だ
。
聖
職
者
養
成
へ
の
公
金
支
出
と
同
じ
く
、
教
会
へ
の
公
金

支
出
も
深
刻
な
国
教
樹
立
禁
止
条
項
と
信
教
の
自
由
条
項
の
問
題

を
引
き
起
こ
し
、
宗
教
公
定
廃
止
の
歴
史
が
こ
の
結
論
を
支
持
す

に
使
用
さ
れ
る
。
運
動
場
の
地
面
は
宗
教
学
校
の
壁
や
礼
拝
堂
の

椅
子
と
同
じ
く
当
教
会
の
宗
教
使
命
と
統
合
さ
れ
不
可
欠
な
も
の

と
な
る
か
ら
、
本
件
補
助
金
交
付
は
許
さ
れ
な
い
宗
教
へ
の
促
進

で
あ
る
。
当
教
会
は
保
育
園
を
通
し
て
宗
教
使
命
を
追
求
す
る
の

で
あ
り
、
板
材
が
教
会
の
壁
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
運
動
場
の
地

面
も
世
俗
的
に
使
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。

多
数
意
見
は
、
当
教
会
は
運
動
場
を
宗
教
目
的
に
使
用
し
な
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
採
用
す
る
「
世
俗
・
中
立
性
」
テ
ス
ト
は
、

国
教
樹
立
禁
止
条
項
の
理
解
を
示
す
た
め
に
連
邦
最
高
裁
が
依
拠

し
て
き
た
歴
史
に
基
礎
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。〔
な
ぜ
な
ら
〕

そ
の
テ
ス
ト
は
宗
教
教
化
へ
の
直
接
助
成
を
許
す
か
ら
だ
。
す
べ

て
の
宗
教
に
機
会
の
平
等
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
政
府
と
宗
教

団
体
を
明
確
に
分
離
す
る
こ
と
で
国
教
樹
立
禁
止
条
項
は
政
府
と

宗
教
と
の
結
合
が
も
た
ら
す
危
険
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

多
数
意
見
は
受
給
者
の
「
宗
教
性
」
で
政
府
は
区
別
を
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
が
、
連
邦
最
高
裁
は
何
度
も
そ
う
し
た
区
別
を

認
め
て
き
た
。
鍵
と
な
る
の
は
、
宗
教
条
項
に
内
在
す
る
利
益
が

そ
う
し
た
区
別
を
正
当
化
す
る
か
で
あ
る
。
本
件
で
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
宗
教
条
項
の
利
益
が
州
憲
法
上
の
「
教
会
へ
の
公
金
支
出
禁

止
」
を
支
持
す
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
支
持
す
る
と
考
え

（
八
八
四
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
七

本
判
決
は
、
数
世
紀
の
歴
史
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
世
俗
性
を

維
持
す
る
政
府
の
能
力
を
危
険
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
政
教

分
離
を
憲
法
上
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
る
も
の
だ
。

4
．
検
討

Ａ
．
本
判
決
の
特
徴
（
七
名
の
判
事
が
大
筋
で
合
意
）

本
判
決
の
特
徴
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

⒜　

ま
ず
、
信
教
の
自
由
条
項
が
保
障
す
る
「
宗
教
に
対
す
る
差

別
禁
止
」
を
根
拠
に
、
公
的
補
助
金
の
公
平
交
付
の
請
求
権
を
容

認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
連
邦
最
高
裁
は
、
一
般
に
利
用

可
能
な
公
的
制
度
へ
の
宗
教
包
含
が
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
反
し

な
い
と
す
る
判
決
を
多
数
下
し
て
き
た

（
12
）

。
宗
教
に
対
す
る
政
府
の

中
立
性
（neutrality

）
と
い
う
法
理
か
ら
、
公
的
支
援
に
宗
教

を
包
含
す
る
と
の
州
の
判
断
を
合
憲
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
本
判
決
は
、
同
制
度
へ
の
宗
教
包
含
の
要
請
が
信
教
の
自

由
条
項
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
判
決
し
た
。
こ
れ
は
、
宗
教
に
対
す

る
公
的
支
援
を
国
教
樹
立
禁
止
条
項
、
す
な
わ
ち
政
教
分
離
の
事

件
か
ら
信
教
の
自
由
事
件
へ
と
一
部
転
換
し
た
も
の
で
あ
り
、
判

る
。
州
が
公
的
助
成
法
も
廃
止
し
た
の
は
、
そ
れ
が
教
会
へ
の
別

の
公
的
支
援
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、
信
者
の
教
会
自
律
権
を

弱
め
る
た
め
だ
。

州
は
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
反
す
る
こ
と
な
く
宗
教
活
動
に
補

助
金
を
交
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
州
は
、
宗
教
活
動
の
代
わ

り
に
「
教
会
」
と
い
う
地
位
を
〔
拒
否
の
理
由
に
〕
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
。

ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
は
教
会
へ
の
公
金
支
出
を
禁
止
し
、
州
裁
判

所
も
州
憲
法
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
州
は
教
会
へ
の
公
金
支

出
が
宗
教
条
項
の
間
に
位
置
す
る
懸
案
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て

お
り
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
教
会
へ
の
支
出
を
禁
止
し
た
。

こ
の
禁
止
は
州
が
二
〇
〇
年
前
か
ら
用
い
て
い
る
選
択
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
は
そ
の
州
の
選
択
を
許
容
す
る
。
そ
し
て
教
会
に
公
金

支
出
し
な
い
州
の
判
断
は
宗
教
冷
遇
で
は
な
い
。
そ
れ
は
世
俗
に

と
ど
ま
る
と
い
う
正
当
な
選
択
を
示
す
も
の
だ
。

確
か
に
、
真
に
一
般
に
認
め
ら
れ
る
公
的
援
助
か
ら
信
者
や
教

会
を
締
め
出
す
こ
と
は
信
教
の
自
由
に
反
す
る
。
し
か
し
本
件
補

助
金
制
度
は
一
般
に
援
助
す
る
も
の
で
は
な
く
、
毎
年
受
給
者
を

選
好
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
般
援
助
と
比
較
す
る
の
は

不
適
切
だ
。

（
八
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
八

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
従
来
の
判
例
法
理
か
ら
の

大
き
な
変
化
と
い
え
よ
う
。

⒞　

宗
教
に
対
す
る
差
別
の
対
象
範
囲
を
拡
大
し
た
こ
と
も
、
本

判
決
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
性
を
理
由
に
公
的
支
援
か
ら
宗

教
団
体
を
排
除
す
る
こ
と
を
差
別
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
宗
教
に
対
す
る
差
別
は
宗
教
活
動
の
場
面
の
み
な
ら
ず
政
府

か
ら
の
利
益
受
給
に
お
い
て
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
宗
教
活
動
へ
の
間
接
的
強
制
や
不
利
益
賦
課
に
相
当
す

る
宗
教
団
体
排
除
の
正
当
性
・
妥
当
性
を
厳
格
審
査
の
下
で
検
討

す
る
と
説
示
し
た
。
こ
れ
は
、
一
般
に
広
く
申
請
可
能
な
公
的
支

援
か
ら
の
宗
教
団
体
排
除
を
事
実
上
否
定
し
た
の
と
同
じ
と
い
え

よ
う
。
他
方
で
、
公
的
支
援
の
宗
教
的
使
途
を
理
由
と
す
る
補
助

金
交
付
拒
否
は
宗
教
に
対
す
る
差
別
に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
お

り
、
範
囲
拡
大
に
も
一
定
の
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
。

⒟　

本
判
決
は
、
世
俗
目
的
を
推
進
す
る
公
的
支
援
か
ら
の
、
そ

の
性
格
を
理
由
と
す
る
宗
教
団
体
の
排
除
を
宗
教
活
動
へ
の
不
利

益
付
与
と
認
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
活
動
へ
の
不

利
益
付
与
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
公
的
支
援
の
拒
否
そ
の
も
の
は
宗
教
団
体
の
活
動
へ
の
直
接

制
約
で
は
な
い
。
た
だ
、
宗
教
団
体
の
経
費
軽
減
を
否
定
し
た
に

例
法
理
の
大
き
な
変
更
で
あ
る
と
い
え
る
。
信
教
の
自
由
条
項
は
、

そ
の
性
質
上
可
能
な
か
ぎ
り
広
く
支
給
す
べ
き
補
助
金
か
ら
宗
教

を
排
除
す
る
政
府
の
判
断
を
否
定
す
る
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
宗
教
性
を
理
由
に
公
的
支
援
か
ら
排
除

さ
れ
た
と
思
う
信
者
・
宗
教
団
体
は
、
信
仰
の
自
由
条
項
に
基
づ

い
て
、
そ
の
受
給
し
た
い
支
援
の
交
付
を
政
府
に
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
判
例
法
理
の
大
転
換
に
対
し
て
は
、
政
府
の
世
俗
性

維
持
と
い
う
要
請
を
破
壊
す
る
も
の
だ

（
13
）

、
政
府
と
宗
教
と
の
区
別

を
あ
い
ま
い
に
す
る

（
14
）

と
い
っ
た
批
判
が
あ
る
一
方
で
、
政
府
の
公

的
支
援
か
ら
の
宗
教
団
体
排
除
は
憲
法
の
要
求
で
は
な
い
か
ら
本

判
決
は
正
当
だ
と
す
る
見
解
も
あ
る

（
15
）

。

⒝　

本
判
決
は
ま
た
、
宗
教
団
体
へ
の
直
接
的
公
金
支
出
を
初
め

て
容
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
れ
ま
で
は
宗
教

団
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
教
科
書
の
貸

与
（
16
）

や
教
材
費
ほ
か
の
費
用
償
還

（
17
）

、
同
校
へ
流
入
す
る
こ
と
を
承
知

の
上
で
保
護
者
へ
の
学
費
相
当
分
の
補
助

（
18
）

を
容
認
し
て
き
た

（
19
）

。
本

判
決
は
、
世
俗
的
支
援
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
宗
教
団
体
へ
の

直
接
援
助
を
憲
法
が
要
請
す
る
と
初
め
て
判
決
し
た

（
20
）

。
反
対
意
見

が
批
判
す
る
よ
う
に
、
宗
教
団
体
へ
の
直
接
援
助
が
認
め
ら
れ
る

（
八
八
六
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
九

そ
れ
は
政
教
分
離
に
関
す
る
州
の
裁
量
を
認
め
るL

ocke

判
決

の
有
効
性
に
立
脚
し
て
い
た
た
め
と
想
定
で
き
る
が
、
そ
の

L
ocke

判
決
自
体
が
宗
教
教
育
へ
の
奨
学
金
給
付
は
同
条
項
に
違

反
し
な
い
と
説
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
公
平
利
用
（equal 
access

）
の
法
理

（
23
）

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宗
教
系
私
立
学

校
へ
の
公
平
な
公
的
支
援
は
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
違
反
し
な
い

と
い
う
法
理
が
確
立
し
て
い
る

（
24
）

と
い
え
る
の
で
、
被
告
が
国
教
樹

立
禁
止
条
項
を
主
張
し
な
い
の
も
当
然
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
訴
訟

に
お
け
る
当
事
者
主
義
か
ら
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
の
扱
い
が
非

常
に
「
軽
い
」
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
無
理
な
い
こ
と
と

言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
施
設
設
備
の
管
理
修
繕
費

の
援
助
は
一
九
七
〇
年
代
に
国
教
樹
立
禁
止
条
項
違
反
と
判
決
さ

れ
て
お
り

（
25
）

、
そ
の
判
断
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
仮
に
国
教
樹
立
禁
止
条
項
が
本
件
に
適
用
さ
れ
た
な
ら
、

宗
教
団
体
直
轄
の
保
育
園
の
施
設
修
繕
費
へ
の
公
金
支
出
を
容
認

す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
九
七
〇
年
代
の
諸
判
決
は
覆
さ
れ
た
可
能

性
は
高
い
。
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
い
ま
だ
変
更
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
、
本
判
決
は
政
教
分
離
原
則
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
例
か
ら
の
逸
脱
だ
と
批
判
す
る

す
ぎ
な
い
。
こ
の
程
度
の
間
接
的
影
響
を
宗
教
活
動
へ
の
不
利
益

付
与
と
認
定
し
、
厳
格
審
査
の
対
象
と
す
る
の
は
、
宗
教
を
手
厚

く
保
護
す
る
ロ
バ
ー
ツ
・
コ
ー
ト
の
特
徴

（
21
）

と
符
合
す
る
も
の
と
評

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
は
、
後
述
の
よ
う
に
宗

教
へ
の
「
行
き
過
ぎ
た
」
優
遇
の
批
判
を
増
幅
さ
せ
る
可
能
性
を

も
つ
）。

そ
の
際
、
本
判
決
は
補
助
対
象
で
あ
る
運
動
場
の
ゴ
ム
材
被
覆

に
宗
教
促
進
的
性
質
を
認
め
な
か
っ
た

（
22
）

。
保
育
園
で
の
運
動
場
の

設
置
に
は
幼
児
に
対
す
る
宗
教
教
化
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
に
存
在
し
て
い
る
運
動
場
の
砂
利

の
地
面
を
安
全
性
の
た
め
に
再
生
ゴ
ム
材
で
被
覆
す
る
こ
と
に
宗

教
転
用
の
可
能
性
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

可
能
性
の
欠
如
か
ら
申
請
者
の
宗
教
性
に
よ
る
排
除
を
否
定
し
た

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

⒠　

本
判
決
の
特
徴
の
最
後
は
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
対
す
る

「
軽
い
」
扱
い
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
当
事
者
双
方
が
本
件

に
お
け
る
国
教
樹
立
禁
止
条
項
違
反
を
主
張
し
て
な
い
こ
と
を
理

由
に
、
同
条
項
の
論
点
を
審
査
し
な
か
っ
た
。
と
く
に
被
告
州
は

こ
の
論
点
を
主
張
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
被
告

は
地
裁
段
階
か
ら
同
条
項
の
論
点
を
主
張
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
八
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
三
〇

ま
た
本
判
決
は
、
連
邦
憲
法
の
信
教
の
自
由
条
項
違
反
に
お
け

る
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス
ト
の
有
効
性
を
二
四
年

ぶ
り
に
確
認
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
宗
教
に
中
立
的
な
法
令
が

信
教
の
自
由
を
付
随
的
に
制
約
す
る
場
合
に
は
同
テ
ス
ト
を
適
用

し
な
い
と
判
決
し
た
が

（
31
）

、
他
方
で
そ
う
し
た
中
立
性
を
欠
く
、
宗

教
を
狙
い
撃
ち
す
る
法
令
に
対
し
て
は
適
用
す
る
と
し
て
い
た

（
32
）

。

そ
の
後
こ
の
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス
ト
は
連
邦
法

の
規
定

（
33
）

に
吸
収
さ
れ
、
主
に
法
律
レ
ベ
ル
で
の
信
教
の
自
由
保
護

の
審
査
基
準
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
本
判

決
は
、
お
よ
そ
四
半
世
紀
ぶ
り
に
同
テ
ス
ト
が
憲
法
上
の
審
査
基

準
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
宗
教
的
性
格
に

基
づ
く
差
別
は
「
信
者
や
宗
教
団
体
に
対
す
る
、
信
仰
維
持
ま
た

は
政
府
利
益
受
給
の
選
択
強
制
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
信

教
の
自
由
に
実
質
的
負
担
を
与
え
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
う
し
た

選
択
強
制
に
対
し
て
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス
ト
を

適
用
し
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
．
新
司
法
連
邦
主
義
（
34
）
の
例
外

連
邦
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
（「
権
利
章
典
」）
は
連
邦
政
府
を

拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
連
邦
最
高
裁

見
解
も
あ
る

（
26
）

。

Ｂ
．
先
例
と
の
関
係
と
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス

ト
本
判
決
は
、
政
教
分
離
に
関
し
て
州
の
裁
量
を
認
め
るL

ocke

判
決
を
先
例
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
連
邦
最
高
裁
が
活
用
し

た
の
が
、
受
給
者
の
性
格
（
宗
教
性
）
と
補
助
金
の
使
途
と
を
区

別
（
27
）

す
る
手
法
で
あ
る
。L

ocke
判
決
で
は
聖
職
者
養
成
課
程
へ
の

奨
学
金
充
当
と
い
う
そ
の
使
途
が
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

本
件
で
は
教
会
と
い
う
そ
の
性
格
が
理
由
と
な
っ
て
補
助
金
の
申

請
が
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
使
途
と
は
無
関
係
で
あ
る
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、L

ocke

判
決
を
聖
職

者
養
成
と
い
う
事
案
に
限
定
し
て
狭
く
理
解
し
た

（
28
）

。L
ocke

判
決

で
は
、
宗
教
公
定
の
特
徴
で
あ
る
聖
職
者
の
人
件
費
の
公
費
負
担

（
29
）

に
聖
職
者
養
成
の
公
的
支
援
を
包
含
さ
せ
、
そ
の
歴
史
性
か
ら
差

別
的
対
応
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
そ
う
し
た
歴

史
性
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
、L

ocke

判
決
の
先
例
性
を
否
定
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
受
給
者
の
性
格
と
使
途
と
の
区
別
に
対
し
て

は
、
政
府
の
世
俗
団
体
限
定
の
支
援
政
策
の
否
定
に
つ
な
が
る
と

の
批
判
が
あ
る

（
30
）

。

（
八
八
八
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
一

本
判
決
は
、
少
な
く
と
も
政
教
分
離
に
関
し
て
は
、
新
司
法
連

邦
主
義
に
一
定
の
制
約
を
設
け
、
宗
教
条
項
の
「
空
白
地
帯

（
40
）

」
で

の
州
の
裁
量
を
限
定
す
る
と
判
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
先
例
の
い

う
「
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
超
え
る
分
離
を
達
成
す
る
と
い
う
州

の
利
益
は
、
信
教
の
自
由
条
項
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
」
と
の
法
理

に
基
づ
き
、
そ
の
宗
教
性
を
唯
一
の
理
由
に
適
格
の
宗
教
団
体
を

公
的
補
助
金
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
分
離
の
価
値
の
追
求
は
原
告

の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
判
決
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
判
決
は
、
連
邦
憲
法

の
規
定
す
る
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
政
教
分
離
に
お
け
る
全
国
的

な
最
低
基
準
と
す
る
こ
と
で
、
州
は
独
自
に
政
教
分
離
政
策
を
州

憲
法
や
州
法
に
規
定
す
る
裁
量
権
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

対
し
て
信
教
の
自
由
条
項
の
制
限
が
及
ぶ
こ
と
、
つ
ま
り
「
空
白

地
帯
」
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
く
わ

え
て
本
判
決
は
、
州
独
自
の
分
離
政
策
を
厳
格
審
査
の
対
象
と
し

た
上
で
、
さ
ら
に
そ
の
政
策
に
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」

は
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
れ
は
、
州
の
分
離
政
策
の
遂
行
だ
け
で

は
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
し

た
も
の
で
あ
り

（
41
）

、
こ
の
分
野
に
お
け
る
州
の
独
自
政
策
の
否
定
を

意
味
す
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う

（
42
）

。

は
「
編
入
理
論
」
に
基
づ
き
州
政
府
の
活
動
も
権
利
章
典
に
照
ら

し
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

権
利
章
典
は
全
米
の
人
権
保
障
の
最
低
水
準
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
他
方
で
連
邦
最
高
裁
が
一
九
七
〇
年
以
降
に
人

権
保
障
の
要
求
水
準
を
引
き
下
げ
た
こ
と
か
ら
、
州
憲
法
の
人
権

規
定
は
権
利
章
典
と
「
同
等
か
そ
れ
以
上
の
保
障
を
意
味
す
る
と

解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
35
）

」。
こ
の
考
え
を
「
新
司
法
連
邦
主

義
（N

ew
 Judicial F

ederalism
）」
と
い
う

（
36
）

。
宗
教
条
項
に
お

け
る
連
邦
憲
法
と
州
憲
法
と
の
関
係
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
⑴
州
裁
判
所
は
州
の
宗
教
条
項
を
独
自
に
解

釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
分
離
の
程
度
を
連
邦
の
そ
れ
と
同

じ
か
、
ま
た
は
厳
格
に
も
し
く
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑵

州
憲
法
上
の
規
定
が
連
邦
憲
法
の
許
容
す
る
よ
り
も
強
く
宗
教
を

支
援
す
る
場
合
、
連
邦
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
基
づ
い
て
提
訴

す
る
こ
と
が
で
き
る

（
37
）

。
⑶
州
の
分
離
規
定
が
連
邦
よ
り
も
緩
や
か

で
あ
る
と
き
は
、
連
邦
憲
法
の
条
項
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
が
、
逆

に
連
邦
よ
り
も
厳
格
の
場
合
は
、
州
憲
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
判

断
さ
れ
る

（
38
）

。
こ
の
よ
う
に
州
憲
法
の
分
離
規
定
は
、
連
邦
の
国
教

樹
立
禁
止
条
項
よ
り
も
厳
格
に
機
能
す
る
場
合
に
限
り
効
力
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

（
39
）

。

（
八
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
三
二

社
会
の
世
俗
化
（
一
九
世
紀
前
半
）
に
伴
い
制
定
さ
れ
た
政
教
分

離
規
定
と
認
定
す
る
こ
と
で
も
っ
て
、
特
定
宗
教
を
敵
視
す
る
規

定
で
は
な
い
と
し
た

（
47
）

。

と
は
い
え
、
本
判
決
は
当
該
州
憲
法
に
対
し
て
何
ら
の
制
約
を

設
け
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
本
件
の
よ
う
な
一

般
的
に
申
請
可
能
な
公
的
支
援
か
ら
適
格
の
宗
教
団
体
を
排
除
す

る
よ
う
な
州
憲
法
の
解
釈
適
用
を
制
限
す
る
効
果
は
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う

（
48
）

。

Ｅ
．
個
別
意
見
の
特
徴

こ
こ
で
は
、
本
判
決
に
付
さ
れ
た
個
別
意
見
を
簡
単
に
検
討
す

る
こ
と
に
し
た
い
（
た
だ
し
、
ト
ー
マ
ス
意
見
を
除
く
）。

⒜　

本
判
決
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
に
着
任
し
た
ゴ
ー
サ
ッ
チ
判

事
に
と
っ
て
、
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
最

初
の
機
会
で
あ
っ
た

（
49
）

。
彼
の
意
見
は
、
二
つ
の
点
で
多
数
意
見
の

重
要
な
部
分
を
相
対
多
数
意
見
と
し
う
る
効
果
を
も
つ
。
す
な
わ

ち
「
補
助
金
の
受
給
者
の
性
格
／
使
途
の
区
別
」
の
否
定
と
脚
注

（
3
）へ
の
不
参
加
で
あ
る
。
彼
は
、「
受
給
者
の
性
格
／
使
途
」

の
区
別
を
「
作
為
／
不
作
為
」
の
区
別
と
な
ぞ
ら
え
、
同
じ
事
実

を
異
な
る
表
現
で
言
い
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。

Ｄ
．
州
ブ
レ
イ
ン
規
定

州
ブ
レ
イ
ン
規
定
（S

tate B
laine A

m
endm

ents

）
と
は
、

ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
価
値
観
の
教
育

の
維
持
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
要
求
（
公
立
学
校
か
ら
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
色
の
排
除
、
カ
ト
リ
ッ
ク
学
校
へ
の
公
的
援
助
）
の

拒
否
を
目
的
に
ブ
レ
イ
ン
連
邦
下
院
議
員
（
元
下
院
議
長
）
が

一
八
七
五
年
一
二
月
に
提
案
し
た
連
邦
憲
法
改
正
案
（
廃
案
）
の

影
響
の
下
で
、
各
州
の
憲
法
や
法
律
に
制
定
さ
れ
た
同
種
の
宗
教

学
校
支
援
禁
止
規
定
を
い
う

（
43
）

。
一
般
に
、
州
ブ
レ
イ
ン
規
定
は
反

カ
ト
リ
ッ
ク
的
目
的
で
制
定
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る

（
44
）

。

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
行
政
指
針
の
根
拠
で
あ
る
ミ
ズ
ー
リ
州

憲
法
規
定
が
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
目
的
で
制
定
さ
れ
た
規
定
と
認

定
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
不
当
か
つ
敵
対
的
な
目
的
か
ら
違
憲
性
の

推
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
45
）

。
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判
決
は
た

だ
行
政
指
針
を
違
憲
と
す
る
だ
け
で
、
州
憲
法
は
判
断
対
象
に
し

な
か
っ
た

（
46
）

。
連
邦
最
高
裁
は
州
憲
法
規
定
の
無
効
化
を
回
避
し
た

の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
対
応
はL

ocke

判
決
に
お
い
て
も
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
聖
職
者
養
成
課
程
へ
進
学
す
る

学
生
に
対
す
る
奨
学
金
給
付
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
っ
た
州
憲
法

規
定
を
宗
教
学
校
支
援
禁
止
規
定
と
は
認
定
せ
ず
に
、
ア
メ
リ
カ

（
八
九
〇
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
三

い
る
の
で
あ
り
、
本
判
決
の
も
つ
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
一
端
を

担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

⒞　

反
対
意
見
は
、
ま
ず
本
件
の
性
質
に
つ
い
て
、
当
保
育
園
運

動
場
の
ゴ
ム
材
被
覆
へ
の
公
的
補
助
金
交
付
は
宗
教
団
体
へ
の
公

金
支
出
に
相
当
す
る
と
認
定
し
た
。
多
数
意
見
が
ゴ
ム
材
被
覆
に

宗
教
転
用
の
可
能
性
を
見
出
さ
ず
、
ま
た
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
意
見
が
こ

れ
を
「
子
供
の
健
康
と
安
全
」
の
事
件
と
し
た
の
と
は
大
き
く
異

な
り
、
反
対
意
見
は
、
信
者
獲
得
の
一
環
と
し
て
利
用
さ
れ
る
保

育
園
の
、
そ
の
運
動
場
の
被
覆
は
宗
教
活
動
の
促
進
に
該
当
す
る

と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
教
会
の
保
育
園
に
あ

る
す
べ
て
の
も
の
が
宗
教
目
的
に
転
用
で
き
る
と
の
想
定
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（
52
）

。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
運
動
場

の
新
設
な
ら
ば
宗
教
転
用
の
可
能
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

既
存
の
運
動
場
の
地
面
を
砂
利
か
ら
ゴ
ム
材
に
変
更
す
る
こ
と
そ

れ
自
体
に
は
宗
教
的
活
用
の
余
地
は
乏
し
く
、
さ
ら
に
は
幼
児
の

安
全
性
を
い
っ
そ
う
確
保
す
る
と
い
う
強
い
利
益
が
そ
こ
に
は
あ

る
。
こ
れ
を
重
視
し
な
い
反
対
意
見
に
支
持
が
集
ま
ら
な
か
っ
た

の
も
、
肯
け
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

（
53
）

。

反
対
意
見
は
ま
た
、
厳
格
分
離
の
た
め
に
世
俗
と
宗
教
と
を
平

等
に
扱
う
こ
と
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
建
国
以
来
の

そ
し
て
信
教
の
自
由
条
項
は
信
仰
の
み
な
ら
ず
宗
教
活
動
の
自
由

を
も
保
障
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
活
動
に
関
係
す
る
「
使

途
」
を
除
外
す
る
必
然
性
を
認
め
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

多
数
意
見
脚
注（
3
）が
射
程
限
定
効
果
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
後
で
検
討
す
る
に
し
て
も
、
す
べ
て
の
宗
教
差
別
は
信
教
の

自
由
条
項
違
反
の
推
定
を
受
け
る
の
で
厳
格
審
査
の
対
象
と
す
る

ゴ
ー
サ
ッ
チ
判
事
の
立
場
は
、
あ
ま
り
に
信
仰
活
動
を
擁
護
す
る

こ
と
に
な
り
う
る
た
め
、
例
え
ば
公
立
学
校
へ
の
公
金
支
出
の
場

合
に
は
宗
教
系
私
立
学
校
に
も
同
額
の
補
助
が
必
要
と
な
る
と

い
っ
た
（
や
や
極
端
な
）
懸
念
を
も
た
ら
し
、
ア
メ
リ
カ
史
の
中

に
あ
る
政
教
分
離
の
す
べ
て
を
否
定
す
る
と
の
批
判

（
50
）

が
提
起
さ
れ

る
の
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。

⒝　

他
方
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
判
事
の
結
論
同
意
意
見
は
、
本
件
を

「
子
供
の
健
康
と
安
全
に
関
す
る
補
助
金
交
付
」
事
件
と
認
定
し

て
、
宗
教
差
別
が
否
定
さ
れ
る
補
助
金
交
付
を
子
供
の
健
康
と
安

全
の
事
件
に
限
定
す
る
。
事
件
の
性
質
の
認
定
と
そ
の
射
程
に
お

い
て
多
数
意
見
と
差
異
が
あ
る
と
い
え
る

（
51
）

。
た
だ
、
信
教
の
自
由

条
項
か
ら
の
公
的
支
援
の
公
平
交
付
請
求
権
の
導
出
、
宗
教
団
体

へ
の
直
接
援
助
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
の
扱
い
方
、
先
例
と
の
関

係
や
厳
格
審
査
の
適
用
と
い
っ
た
面
で
は
多
数
意
見
に
賛
同
し
て

（
八
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
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四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
三
四

公
的
補
助
金
交
付
に
お
け
る
聖
俗
の
平
等
を
求
め
る
訴
訟
が
今

後
増
加
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る

（
55
）

。
ま
た
、
公
的
支
援
に

お
け
る
厳
格
分
離
か
ら
聖
俗
平
等
重
視
へ
の
潮
流
が
加
速
す
る
と

考
え
ら
れ
る

（
56
）

。
上
述
の
よ
う
に
、
特
に
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す

る
公
的
支
援
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、

厳
格
分
離
の
観
点
か
ら
連
邦
最
高
裁
で
判
断
さ
れ
て
き
た

（
57
）

。
だ

が
、
公
的
施
設
の
利
用
に
関
す
る
公
平
利
用
の
法
理
な
ど
を
活
用

し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
八
〇
年
代
後
半
か
ら
世
俗
と
宗
教
と
の
公

平
な
取
扱
い
を
容
認
し
て
き
た
。
実
際
に
一
九
九
〇
年
以
降
、
宗

教
に
対
す
る
公
的
支
援
の
大
半
は
合
憲
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
唯
一
の
例
外
がL

ocke

判
決
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
判
決
は

同
判
決
を
聖
職
者
養
成
に
対
す
る
奨
学
金
交
付
の
問
題
と
限
定
し

た
の
で
、
宗
教
団
体
へ
の
公
的
支
援
は
世
俗
団
体
に
も
支
給
さ
れ

て
い
る
限
り
促
進
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
こ
う
し
た
帰
結
を
も
た
ら
す
と
予
測
で
き
る
た
め
、
政

教
分
離
の
価
値
を
保
持
す
る
た
め
に
公
的
支
援
制
度
を
州
が
全
廃

す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
58
）

。
全
廃
は
荒
唐
無
稽
と
し
て

も
、
政
府
は
分
離
の
価
値
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
と
を
比
較
衡
量
し
た

上
で
、
分
離
価
値
を
重
視
す
る
判
断
を
採
る
こ
と
は
十
分
あ
り
う

る
だ
ろ
う
。
住
民
に
対
し
て
何
ら
か
の
不
都
合
を
生
む
可
能
性
を

宗
教
団
体
に
対
す
る
公
金
支
出
禁
止
の
歴
史
を
披
歴
し
、
さ
ら
に

は
三
七
州
の
州
憲
法
で
そ
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
で
、
世
俗
と
宗
教
と
の
異
な
る
扱
い
を
正
当
化
し
よ
う

と
し
た
。
確
か
に
近
代
世
俗
国
家
観
の
下
で
は
、
あ
る
信
仰
や
宗

教
観
の
実
現
を
目
指
す
政
治
的
唱
道
は
公
共
領
域
に
お
い
て
承
認

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
公
共
の
安
全
を
目
的
と
す
る
場
合

に
は
、
宗
教
は
世
俗
と
公
平
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
題

は
、
聖
俗
を
別
々
に
扱
う
の
は
ど
こ
か
ら
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
、
反
対
意
見
も
す
べ
て
の
公
的
支
援
か
ら
宗
教
団
体
を
排

除
す
べ
き
と
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、
一
般
に
受
給
可
能
な
公
的
支

援
か
ら
の
宗
教
の
排
除
は
憲
法
違
反
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
の
補
助
金
は
申
請
者
全
員
に
交
付
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
適
格
性
や
必
要
性
を
競
わ
せ
政
府
が
選
別

す
る
競
争
的
要
素
を
重
視
し
て
、
補
助
金
交
付
に
お
け
る
政
府
の

裁
量
を
認
め
て
宗
教
団
体
を
排
除
す
る
判
断
を
容
認
し
た
の
で
あ

る
（
54
）

。
政
府
の
裁
量
を
広
く
認
め
る
こ
と
は
ま
た
、
本
件
とL

ocke

判
決
と
の
類
似
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
補
強
さ
れ
て
い
る
。

Ｆ
．
影
響

本
判
決
の
影
響
と
し
て
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
八
九
二
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
五

健
康
と
安
全
」
の
事
案
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

脚
注（
3
）を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
黙
示
の
多
数
意
見
を
形
成
す

る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
、
本
判
決
は

宗
教
団
体
に
交
付
さ
れ
る
補
助
金
の
対
象
を
少
な
く
と
も
宗
教
転

用
が
で
き
な
い
も
の
に
限
定
す
る
と
の
見
方
も
あ
り
う
る
か
も
し

れ
な
い

（
64
）

。
そ
う
す
る
と
、
テ
ロ
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
災
害
復
興
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
汚
染
水
や
ア
ス
ベ
ス
ト
の
除
去
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
っ

た
安
全
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る

（
65
）

。

宗
教
系
私
立
学
校
に
も
適
用
す
る
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
は
、

連
邦
最
高
裁
がZ

elm
an

判
決
に
お
い
て
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に

違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
が
、
州
憲
法
規
定
に
よ
り
同
制
度
か
ら

宗
教
系
私
立
学
校
を
排
除
す
る
州
は
多
い

（
66
）

。
本
判
決
が
公
的
支
援

で
の
世
俗
と
宗
教
と
の
平
等
を
要
請
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
法

理
が
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
に
及
ぶ
と
す
る
見
解
は
少
な
く
な

い
（
67
）

。
他
方
で
、
本
判
決
の
示
す
「
受
給
者
の
性
格
／
使
途
」
と
い

う
区
別
か
ら
、
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
は
補
助
金
の
使
途
に
か
か

わ
る
の
で
従
来
通
り
排
除
は
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る

（
68
）

。
連

邦
最
高
裁
は
、
本
判
決
の
翌
日
に
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
か
ら
の

宗
教
系
学
校
排
除
を
容
認
し
た
州
最
高
裁
判
決
三
件
の
上
告
を
差

し
戻
し
た

（
69
）

。
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
の
事
件
に
対
す
る
本
判
決
の

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
本
判
決
は
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
開
け
た
と
も
い
わ
れ
る
。

聖
俗
の
平
等
を
強
調
し
、
宗
教
排
除
に
対
す
る
「
や
む
に
や
ま
れ

ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス
ト
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
そ
の
逆
、
す
な
わ

ち
宗
教
の
優
遇
に
も
同
テ
ス
ト
の
適
用
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
は
、
立
法
に
よ
る
宗
教
配
慮
へ
の
厳
格
審
査
適
用
の
可
能
性

を
拓
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

（
59
）

。
非
上
場
・
家
族
経
営
企

業
の
経
営
者
の
信
仰
の
自
由
を
全
面
的
に
認
め
たH

obby 
L
obby

判
決

（
60
）

も
契
機
と
な
っ
た
が
、
宗
教
に
対
す
る
優
遇
は
「
行

き
過
ぎ
て
い
る
」
と
い
う
批
判
は
大
き
い

（
61
）

。
本
判
決
の
影
響
は
、

そ
の
想
定
を
は
る
か
に
超
え
て
広
範
に
及
ぶ
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

Ｇ
．
本
判
決
の
射
程

最
後
に
、
本
判
決
の
射
程
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
上
述
の
脚

注（
3
）は
相
対
多
数
意
見
で
は
あ
る
が
、
そ
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ

は
、
本
判
決
を
学
校
の
運
動
場
の
被
覆
の
事
案
に
限
定
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
脚
注（
3
）は
射
程
を
限
定
し
な
い
と

す
る
見
解

（
62
）

、
脚
注（
3
）に
限
定
効
果
は
な
い
と
す
る
見
解

（
63
）

が
あ

る
。
も
っ
と
も
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
意
見
も
本
件
の
射
程
を
「
子
供
の

（
八
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
三
六

（
6
） C
hurch of the L

ukum
i B

abalu A
ye, Inc. v. C

ity of 
H
ialeah, 508 U

.S
. 520 

（1993

）.

（
7
） M

cD
aniel v. P

aty, 435 U
.S

. 618 

（1978

）. 

聖
職
者
に
議

員
や
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
へ
の
被
選
挙
権
を
認
め
な
い
州
憲
法

規
定
を
信
教
の
自
由
に
違
反
す
る
と
し
た
判
決
。
聖
職
者
と
い
う

地
位
（status

）
に
基
づ
く
差
別
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。

（
8
） L

ying v. N
orthw

est Indian C
em

etery P
rotective 

A
ss ’n, 485 U

.S
. 439 

（1987

）.

（
9
） W

idm
ar v. V

incent, 454 U
.S

. 263 

（1981

）.

（
10
） E

verson v. B
oard of E

duc., 330 U
.S

. 1 

（1947

）.

（
11
） W

alz v. T
ax C

om
m

’n, 397 U
.S

. 664 

（1970

）.

（
12
） 

S
ee E

verson, 330 U
.S

. 1; B
oard of E

duc. v. A
llen, 

392 U
.S

. 236 

（1968

）; C
om

m
ittee for P

ub. E
duc. v. R

egan, 
444 U

.S
. 646 

（1980

）; W
id

m
ar, 454 U

.S
. 263; W

itters v. 
W

ashington D
ept. of S

erv. for B
lind, 474 U

.S
. 481 

（1986

）; B
ow

en v. K
endrick, 487 U

.S
. 589 

（1988

）; 
H
ernandez v. C

.I.R
., 490 U

.S
. 680 

（1989

）; B
oard of E

duc. 
v. M

ergens, 496 U
.S

. 226 

（1990

）; L
am

b ’s C
hapel v. 

C
enter M

oriches S
ch. D

ist., 508 U
.S

. 384 

（1993

）; 
Z
obrest v. C

atalina F
oothills S

ch. D
ist., 509 U

.S
. 1 

（1993

）; C
apitol S

quare R
eview

 and A
dvisory B

d. v. 
P
inette, 515 U

.S
. 753 

（1995

）; R
osenberger v. R

ector and 
V
isitor of the U

niv. of V
a., 515 U

.S
. 819 

（1995

）; A
gostini 

v. F
elton, 521 U

.S
. 203 

（1997

）; M
itchell v. H

elm
s, 530 

適
用
は
、
近
く
連
邦
最
高
裁
が
示
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
1
） 
ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
一
条
七
節
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
い
か

な
る
宗
教
団
体
も
し
く
は
聖
職
者
を
支
援
す
る
目
的
で
、
公
金
を

直
接
的
間
接
的
に
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
宗
教
団
体

ま
た
は
信
仰
の
優
遇
も
し
く
は
差
別
も
許
さ
れ
な
い
。」

（
2
） L

ocke v. D
avey, 540 U

.S
. 712 

（2004

）. 

聖
職
者
と
な
る

の
に
必
要
な
学
士
号
取
得
を
目
的
と
す
る
課
程
の
専
攻
を
理
由
に
、

適
格
の
大
学
生
に
奨
学
金
給
付
を
拒
否
し
た
州
の
決
定
は
信
教
の

自
由
に
反
し
な
い
と
し
た
判
決
で
あ
る
。
邦
語
の
参
考
文
献
と
し

て
、
金
原
恭
子
「
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
奨
学
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
特
定

の
種
類
の
神
学
の
専
攻
者
に
は
奨
学
金
を
給
付
し
な
い
と
し
て
い

る
こ
と
を
合
憲
と
す
る
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
三
号

（
二
〇
〇
五
年
）
二
二
〇
│
二
二
一
頁
、
安
部
圭
介
「
政
教
分
離
・

信
教
の
自
由
・
連
邦
制
」
大
西
直
樹
＝
千
葉
眞
（
編
）・
歴
史
の
な

か
の
政
教
分
離
（
彩
流
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
六
五
頁
、
高
畑
英

一
郎
「
州
憲
法
上
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
規
定
と
信
教
の
自
由
」

日
本
法
学
七
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
三
七
頁
が
あ
る
。

（
3
） T

rinity L
utheran C

hurch of C
olum

bia v. P
auley, 976 

F
.S

upp.2d 1137 

（W
.D

.M
o. 2013

）.

（
4
） T

rinity L
utheran C

hurch of C
olum

bia v. P
auley, 788 

F
.3d 779 

（8th C
ir. 2015

）.

（
5
） 136 S

. C
t. 891 

（2016

）.

（
八
九
四
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
七

roberts-blurs-church-and-state-in-trinity-lutheran-case-
by-daniel-tagliarina

（
15
） M

ichael W
. M

cC
onnell, T

rin
ity L

u
th

eran
: A

 W
elcom

e 
R

em
in

d
er th

at C
h

u
rch

-S
tate S

eparation
 is a P

rin
ciple 

of N
eu

trality, S
L
S
 B

logs 

（July 2, 2017

）, https://law
.

stanford.edu/2017/07/02/trinity-lutheran-a-w
elcom

e-
rem

inder-that-church-state-separation-is-a-principle-of-
neutrality/

（
16
） 

A
llen, 392 U

.S
. 236.

（
17
） 

R
egan, 444 U

.S
. 646; M

itch
ell, 530 U

.S
. 793.

（
18
） M

ueller v. A
llen, 463 U

.S
. 388 

（1983

）; W
itters, 474 

U
.S

. 481; Z
obrest, 509 U

.S
. 1; Z

elm
an, 536 U

.S
. 639.

（
19
） 

も
っ
と
も
宗
教
系
私
立
学
校
の
宗
教
団
体
か
ら
の
独
立
性
は

大
き
く
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。Interview

 w
ith P

rofessor 
F
rank S

. R
avitch 

（S
eptem

ber 8, 2017

）.

（
20
） 

S
ee E

rw
in C

hem
erinsky, W

aitin
g for G

orsu
ch, 20 

G
R
E
E
N B

A
G 2d 351, 358 

（2017

）; L
upu &

 T
uttle, su

pra 
note 13, at 3; T

hom
as B

erg, S
tron

g W
in

 in
 T

rin
ity 

L
u

th
eran

, bu
t w

ith
 Im

portan
t Issu

es L
eft O

pen, M
irror 

of Justice 

（June 26, 2017

）, http://m
irrorofjustice.blogs.

com
/m

irrorofjustice/2017/06/strong-although-bounded-
w
in-in-trinity-lutheran.htm

l
（
21
） 
高
畑
英
一
郎
「
信
教
の
自
由
」
大
林
啓
吾
・
溜
箭
将
之
編

『
ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
の
立
憲
主
義
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）

U
.S

. 793 

（2000

）; G
ood N

ew
s C

lub v. M
ilford C

ent. S
ch., 

533 U
.S

. 98 

（2001

）; Z
elm

an v. S
im

m
ons-H

arris, 536 U
.S

. 
639 

（2002

）. S
ee also R

ichard W
. G

arnett &
 Jackson C

. 
B
lais, R

eligiou
s F

reed
om

 a
n

d
 R

ecycled
 T

ires: T
h

e 
M

ean
in

g an
d

 Im
plication

s of T
rin

ity L
u

th
eran, 2017 

C
A
T
O S

U
P. C

T. R
E
V. 105, 107-108; D

ouglas L
aycock, 

C
h

u
rch

es, P
la

ygrou
n

d
s, G

overn
m

en
t D

olla
rs —

 a
n

d
 

S
ch

ools?, 131 H
A
R
V. L

. R
E
V. 133, 140-141 

（2107

）. 

そ
の
中

立
性
の
下
で
、
政
府
は
宗
教
に
免
除
を
認
め
な
い
こ
と
も
許
さ
れ

る
。S

ee E
m
ploym

ent D
iv. v. S

m
ith, 494 U

.S
. 872 

（1990

）.

（
13
） 

S
ee e.g., E

rw
in C

hem
erinsky, S

ym
p

osiu
m

: T
h

e 
cru

m
b

lin
g

 w
a

ll sep
a

ra
tin

g
 ch

u
rch

 a
n

d
 sta

te, 
S
C
O
T
U
S
blog 

（Jun. 27, 2017, 10:18 A
M

）, http://w
w
w
.

scotusblog.com
/2017/06/sym

posium
-crum

bling-w
all-

separating-church-state/; Ira C
. L

upu &
 R

obert W
. 

T
uttle, T

rin
ity L

u
th

eran
 C

h
u

rch
 v. C

om
er: P

arad
igm

 
L

ost?, A
M

E
R
IC

A
N C

O
N

S
T
IT

U
T
IO

N S
O

C
IE

T
Y 

F
O

R L
A

W
 &

 
P

O
L
IC

Y S
U
P
R
E
M

E C
O
U
R
T R

E
V
IE

W
 

（A
ugust 18, 2017

） at 5-6, 
https://papers.ssrn.com

/sol3/papers.cfm
?abstract_

id=3012274

（
14
） D
aniel T

agliarina, H
ow

 R
oberts B

lu
rs C

h
u

rch
 an

d
 

S
tate in

 T
rin

ity L
u

th
eran

 C
ase, U

tica C
ollege C

enter of 
P
ublic A

ffairs and E
lection R

esearch 

（July 15, 2017

）, 
https://w

w
w
.ucpublicaffairs.com

/hom
e/2017/7/15/

（
八
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
三
八

（
28
） G
arnett &

 B
lais, su

pra note 12, at 121; B
erg, su

pra 
note 20; L

aycock, su
pra note 12, at 133. L

ocke

判
決
を
広

く
理
解
す
る
見
解
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
高
畑
・
前
掲
註

（
3
）四
三
七
頁
参
照
。

（
29
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
世
俗
団
体
に
は
認
め
ら
れ
な
い
特
別
の

支
援
を
宗
教
団
体
に
与
え
る
よ
う
納
税
者
に
強
制
す
る
の
が
か
つ

て
の
宗
教
公
定
の
主
要
要
素
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。S

ee 
M

cC
onnell, su

pra note 15. 

宗
教
公
定
は
、
特
定
の
教
会
の
維

持
費
と
聖
職
者
の
人
件
費
の
た
め
に
（
信
仰
を
問
わ
ず
）
市
民
に

課
税
す
る
こ
と
を
そ
の
要
素
と
し
て
い
た
。

（
30
） C

hem
erinsky, su

pra note 20, at 360; L
upu &

 T
uttle, 

su
pra note 13, at 9.

（
31
） 

S
m

ith, 494 U
.S

. 872.

（
32
） 

L
u

ku
m

i, 508 U
.S

. 520.

（
33
） 

信
教
の
自
由
回
復
法
（R

F
R
A

）、
宗
教
的
土
地
使
用
及
び
被

収
容
者
法
（R

L
U
IP

A

）
を
参
照
。
多
く
の
州
も
同
様
の
規
定
を

置
く
法
律
を
制
定
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
高
畑
・
前
掲
註（
21
）

一
七
五
頁
註
一
三
七
参
照
。

（
34
） 

安
部
・
前
掲
註（
3
）二
六
六
│
二
六
七
頁
参
照
。

（
35
） 

高
畑
英
一
郎
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
大
林
啓
吾
＝
見
平
典

編
『
憲
法
用
語
の
源
泉
を
よ
む
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
六
年
）
八
九

頁
。

（
36
） 

S
ee G

. A
L

A
N T

A
R

R, U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G S

T
A

T
E 

C
O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
S 161-168 

（1998

）; R
O
B
E
R
T F

. W
IL

L
IA

M
S, T

H
E 

一
五
七
頁
参
照
。

（
22
） 

多
数
意
見
が
ゴ
ム
材
被
覆
の
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
を
膝
を
す

り
む
く
子
供
の
数
が
減
る
程
度
と
示
唆
し
た
の
は
、
そ
こ
に
宗
教

性
を
見
出
さ
な
か
っ
た
証
左
と
い
え
よ
う
。

（
23
） 

公
平
利
用
の
法
理
と
は
、
公
立
の
学
校
・
大
学
は
そ
の
教
室

の
利
用
に
お
い
て
宗
教
目
的
の
使
用
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
と

す
る
判
例
法
理
で
あ
る
。S

ee W
id

m
ar, 454 U

.S
. 263; 

M
ergen

s, 496 U
.S

. 226; R
osen

berger, 515 U
.S

. 819; G
ood

 

N
ew

s C
lu

b, 533 U
.S

. 98.

（
24
） 

S
ee also G

arnett &
 B

lais, su
pra note 12, at 113.

（
25
） C

om
m
ittee for P

ub. E
duc. v. N

yquist, 413 U
.S

. 756 

（1973

）; S
loan v. L

em
on, 413 U

.S
. 825 

（1973

）; W
olm

an v. 
W

alter, 433 U
.S

. 229 

（1977

）.

（
26
） L

eslie G
riffi  n, S

ym
posiu

m
: B

ad
 n

ew
s from

 T
rin

ity 
L

u
th

eran
 – O

n
ly tw

o ju
stices su

pport th
e E

stablish
m

en
t 

C
lau

se, S
C
O
T
U
S
blog 

（Jun. 26, 2017, 5:44 P
M

）, http://
w
w
w
.scotusblog.com

/2017/06/sym
posium

-bad-new
s-

trinity-lutheran-tw
o-justices-support-establishm

ent-
clause/

（
27
） 

ゴ
ー
サ
ッ
チ
意
見
は
こ
の
区
別
に
対
し
て
も
疑
問
を
提
起
し

て
い
る
の
で
、
こ
の
区
別
は
事
実
上
の
相
対
多
数
意
見
と
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
結
論
同
意
意
見
は
こ
の
区

別
に
賛
同
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
な
ら
、
法
廷
意

見
と
な
ろ
う
。

（
八
九
六
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
九

（
41
） E
ugene V

olokh, W
h

en
 m

a
y th

e g
ov

ern
m

en
t 

d
iscrim

in
ate again

st religiou
s in

stitu
tion

s?, T
he V

olokh 
C
onspiracy 

（June 26, 2017

）, https://w
w
w
.w

ashingtonpost.
com

/new
s/volokh-conspiracy/w

p/2017/06/26/w
hen-m

ay-
the-governm

ent-discrim
inate-against-religious-

institutions/?utm
_term

=.bb5f3203ecd3

（
42
） E

rin H
aw

ley, S
ym

posiu
m

: P
u

ttin
g som

e lim
its on

 
th

e “play in
 th

e join
ts”, S

C
O
T
U
S
blog 

（Jun. 26, 2017, 5:28 
P
M

）, http://w
w
w
.scotusblog.com

/2017/06/sym
posium

-
putting-lim

its-play-joints/

（
43
） 

高
畑
英
一
郎
「
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲
法
修
正
案
に
つ
い
て
」
日

本
法
学
七
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
四
九
頁
、
同
・
前
掲
註

（
39
）七
三
頁
参
照
。
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
の
義
務
化
も
そ
の

一
環
で
あ
る
。S

ee also L
aycock, su

pra note 12, at 145-146.

（
44
） 

S
ee e.g., P

H
IL

IP H
A
M

B
U
R
G
E
R, S

E
P
A
R
A
T
IO

N O
F C

H
U
R
C
H 

A
N

D S
T
A

T
E 287-324 

（2002

）; S
T
E
V

E
N K

. G
R
E
E
N, T

H
E 

S
E
C
O
N
D E

S
T
A
B
L
IS

H
M

E
N
T 289-325 

（2010

）; R
ichard W

. 
G
arnett, T

h
e T

h
eology of th

e B
la

in
e A

m
en

d
m

en
ts, 2 

F
IR

S
T A

M
D. L

. R
E
V. 45 

（2003

）. B
u

t see J
O
H
N W

IT
T
E, J

R. &
 

J
O

E
L A

. N
IC

H
O

L
S, R

E
L

IG
IO

N 
A

N
D 

T
H

E A
M

E
R

IC
A

N 
C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L E

X
P
E
R
IM

E
N
T 104 

（4th ed. 2016

）.
（
45
） U

nited S
tates v. W

indsor, 133 S
. C

t. 2675, 2693 
（2013

）; L
u

ku
m

i, 508 U
.S

. at 547. S
ee also G

arnett &
 

B
lais, su

pra note 12, at 109; L
aycock, su

pra note 12, at 

L
A
W
 O

F A
M

E
R
IC

A
N S

T
A
T
E C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
S 113-114 

（2009

）. 

ま
た
安
部
・
前
掲
註（
3
）二
六
六
頁
も
参
照
。
こ
れ
を”neo-

federalism
”

と
呼
称
す
る
研
究
者
も
い
る
。S

ee M
ark E

dw
ard 

D
eF

orrest, A
n

 O
verview

 an
d

 E
valu

ation
 of S

tate B
lain

e 
A

m
en

d
m

en
ts: O

rigin
s, S

cop
e, a

n
d

 F
irst A

m
en

d
m

en
t 

C
on

cern
s, 26 H

A
R
V. J.L

. &
 P

U
B. P

O
L ’Y 551, 605 

（2003

）.

（
37
） 

実
際
に
、
州
最
高
裁
が
州
の
宗
教
条
項
は
連
邦
の
そ
れ
よ
り

も
保
障
の
程
度
は
低
い
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
。S
ee e.g., 

R
esnick v. E

. B
runsw

ick B
d. of E

duc., 389 A
.2d 944 

（N
.J. 

1978

）; S
tate v. Jackson, 503 S

.E
.2d 101 

（N
.C

. 1998

）. S
ee 

also R
obert F

. W
illiam

s, S
tate C

on
stitu

tion
al R

eligion
 

C
lau

ses: L
esson

s from
 th

e N
ew

 Ju
d

icial F
ed

eralism
, 7 

U
. S

T. T
H
O
M

A
S J.L

. &
 P

U
B. P

O
L ’Y. 192, 200-201 

（2013

）.

（
38
） 

S
ee T

A
R
R, su

pra note 36, at 79-80.

（
39
） 

高
畑
英
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助

禁
止
条
項
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
八
二
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）

八
八
│
八
九
頁
。

（
40
） 

国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
違
反
せ
ず
、
ま
た
信
教
の
自
由
条
項

の
保
障
が
要
請
さ
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
領
域
を
指
す
。
連
邦
最
高

裁
は
、
こ
れ
を
両
条
項
の
「
ア
ソ
ビ
の
余
地
（play in the 

joint

）」
と
い
い
、
そ
こ
で
連
邦
お
よ
び
州
の
議
会
は
宗
教
を
配
慮

す
る
法
律
を
制
定
で
き
、
あ
る
い
は
独
自
の
厳
格
な
分
離
政
策
を

採
る
こ
と
が
で
き
る
。S

ee W
alz, 397 U

.S
. at 669; L

ocke, 
540 U

.S
. at 719. S

ee also W
itters, 474 U

.S
. at 489.

（
八
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
四
〇

v. S
tapleton

判
決
（137 S

. C
t. 1652 

（2017

））
が
あ
る
が
、

ゴ
ー
サ
ッ
チ
判
事
は
そ
れ
に
関
与
し
て
い
な
い
。S

ee id. at 1663.

（
50
） L

upu &
 T

uttle, su
pra note 13, at 10.

（
51
） M

ark G
oldfeder, A

n
a

lysis: T
rin

ity L
u

th
era

n
 v. 

C
om

er, E
m
ory L

aw
 N

ew
s C

enter 

（July 19, 2017

）, http://
law

.em
ory.edu/new

s-center/releases/2017/07/G
oldfeder-

T
rinity-L

utheran-C
hurch-of-C

olum
bia-v.-C

om
er.htm

l#.
W

cM
X
c_N

JY
qx

（
52
） 

Id
.; D

aniel T
agliarina, V

ariou
s In

terpretation
s of 

F
irst A

m
en

d
m

en
t in

 T
rin

ity L
u

th
era

n
 C

a
se, U

tica 
C
ollege C

enter of P
ublic A

ff airs and E
lection R

esearch 

（July 22, 2017

）, https://w
w
w
.ucpublicaffairs.com

/
hom

e/2017/7/21/various-interpretations-of-first-
am

endm
ent-in-trinity-lutheran-case-by-daniel-tagliarina-

2kw
ax

（
53
） 

S
ee L

aycock, su
pra note 12, at 133.

（
54
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
意
見
は
補
助
金
交
付
に
お

け
る
競
争
性
に
意
義
を
認
め
な
い
。

（
55
） C

hem
erinsky, su

p
ra note 20, at 359; M

cC
onnell, 

su
pra note 15.

（
56
） G

arnett &
 B

lais, su
pra note 12, at 121; M

cC
onnell, 

su
p

ra note 15; B
erg, su

p
ra note 20; L

upu &
 T

uttle, 
su

pra note 13, at 2.

（
57
） 
高
畑
・
前
掲
註（
39
）九
二
頁
参
照
。
そ
の
背
景
に
は
反
カ
ト

168.
（
46
） 

S
ee H

aw
ley, su

pra note 42; M
arc D

eG
irolam

i, W
h

ere 
are th

e “B
lain

e A
m

en
d

m
en

ts”? W
h

ere is th
e “A

n
im

u
s” 

In
qu

iry?, M
irror of Justice 

（June 26, 2017

）, http://
m
irrorofjustice.blogs.com

/m
irrorofjustice/2017/06/

w
here-are-the-blaine-am

endm
ents-w

here-is-the-anim
us-

inquiry.htm
l#; C

om
m
ent of R

ichard G
arnett, in S

arah 
P
ulliam

 B
ailey, T

h
e S

u
prem

e C
ou

rt sid
ed

 w
ith

 T
rin

ity 
L

u
th

era
n

 C
h

u
rch

. H
ere’s w

h
y th

a
t m

a
tters., T

he 
W

ashington P
ost 

（June 26, 2017

）, https://w
w
w
.

w
ashingtonpost.com

/new
s/acts-of-faith/w

p/2017/06/26/
the-suprem

e-court-sided-w
ith-trinity-lutheran-church-

heres-w
hy-that-m

atters/?utm
_term

=.c0d4f90dfc5f

（
47
） 

S
ee L

ocke, 540 U
.S

. at 724 n.7. S
ee also T

hom
as 

B
erg, M

ore on
 T

rin
ity L

u
th

eran
: R

espon
ses to R

ick an
d

 
M

a
rc, M

irror of Justice 

（June 26, 2017
）, http://

m
irrorofjustice.blogs.com

/m
irrorofjustice/2017/06/m

ore-
on-trinity-lutheran-responses-to-rick-and-m

arc.htm
l　

高

畑
・
前
掲
註（
3
）四
三
六
頁
も
参
照
。

（
48
） C

om
m
ent of D

ouglas L
aycock, in S

arah P
ulliam

 
B
ailey, su

pra note 46.

（
49
） 

二
〇
一
六
│
二
〇
一
七
年
の
連
邦
最
高
裁
開
廷
期
に
は
、
本

判
決
の
他
に
、
宗
教
系
の
病
院
な
ど
非
営
利
団
体
が
提
供
す
る
退

職
者
年
金
プ
ラ
ン
に
関
す
るA

dvocate H
ealth C

are N
etw

ork 

（
八
九
八
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
四
一

（
64
） 

そ
う
し
た
可
能
性
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、S

ee R
avitch, 

su
pra note 63; V

olokh, su
pra note 41.

（
65
） C

om
m
ent of K

im
 C

olby, in S
arah P

ulliam
 B

ailey, 
su

pra note 46.

（
66
） 

高
畑
・
前
掲
註（
39
）八
九
│
九
〇
頁
参
照
。

（
67
） R

avitch, su
pra note 63; G

oldfeder, su
pra note 51; 

W
illiam

 S
. K

oski, T
rin

ity L
u

th
eran

 C
h

u
rch

 v. C
om

er 
D

ecision
: W

h
at D

oes It M
ean

 for S
ch

ool V
ou

ch
ers?, S

L
S
 

B
logs 

（Ju
ly 4, 2017

）, h
ttp

s://law
.stanford

.
edu/2017/07/04/trinity-lutheran-church-v-com

er-
decision-w

hat-does-it-m
ean-for-school-vouchers/

（
68
） L

upu &
 T

uttle, su
pra note 13, at 13-14; B

erg, su
pra 

note 20; H
ills, su

pra note 59. 

他
方
、
本
判
決
は
こ
の
点
に
つ

い
て
何
の
手
が
か
り
も
与
え
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、see 

L
aycock, su

pra note 12, at 134.

（
69
） 

S
ee D

oyle v. T
axpayers for P

ublic E
duc., 137 S

.C
t. 

2324 

（2017

）; C
olorado S

tate B
d. of E

duc. v. T
axpayers 

for P
ublic E

duc., 137 S
.C

t. 2325 

（2017

）; D
ouglas C

ounty 
S
chool D

ist. v. T
axpayers for P

ublic E
duc., 137 S

.C
t. 

2327 

（2017

）.

（
本
稿
は
、
平
成
二
九
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
基
盤
研

究
（
Ｂ
）「
国
法
と
宗
教
法
人
の
自
治
規
範
と
の
対
立
・
調
整
に

リ
ッ
ク
的
主
張
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。S

ee B
erg, su

pra 
note 20.

（
58
） L

upu &
 T

uttle, su
pra note 13, at 18.

（
59
） 

Id. at 19 n.83; R
oderick M

. H
ills Jr., R

eligiou
s 

S
ta

tu
s versu

s R
elig

iou
s C

on
d

u
ct: F

ree E
xercise 

F
ed

era
lism

 su
rvives by a

 h
a

ir in
 T

rin
ity L

u
th

era
n

 

C
h

u
rch

, P
raw

fsB
law

g 

（June 26, 2017

）, http://
praw

fsblaw
g.blogs.com

/praw
fsblaw

g/2017/06/religious-
status-versus-religious-conduct-free-exercise-federalism

-
survives-by-a-hair-in-m

issouri-lut.htm
l

（
60
） 134 S

. C
t. 2751 

（2014
）.

（
61
） 

こ
の
点
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
高
畑
・
前
掲
註（
21
）

一
八
八
頁
、
山
口
智
・
信
仰
と
法
規
制
（
神
戸
市
外
国
語
大
学
外

国
学
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）
一
八
九
頁
参
照
。S

ee also F
R
A
N
K. 

S
. R

A
V
IT

C
H, F

R
E
E
D
O
M ’S E

D
G
E 102-126 

（2016
）.

（
62
） C

hem
erinsky, su

pra note 20, at 360; V
olokh, su

pra 
note 41; T

agliarina, su
pra note 14.

（
63
） G

riffi  n, su
pra note 26; H

aw
ley, su

pra note 42; F
rank 

R
avitch, S

ym
posiu

m
: T

rin
ity L

u
th

eran
 an

d
 Z

elm
an

 – 
S

aved
 by footn

ote 3 or a d
ream

 com
e tru

e for vou
ch

er 

ad
vocates?, S

C
O
T
U
S
blog 

（Jun. 26, 2017

）, http://w
w
w
.

scotusblog.com
/2017/06/sym

posium
-trinity-lutheran-

church-v-com
er-zelm

an-v-sim
m
ons-harris-saved-footnote-

3-dream
-com

e-true-voucher-advocates/

（
八
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
四
二

関
す
る
研
究
：
非
営
利
法
人
の
位
置
づ
け
再
考
」（
課
題
番
号

17H
02474

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）

（
九
〇
〇
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
四
三

一　

事
実
の
概
要

Ｙ
（
大
阪
市
。
被
告
、
控
訴
人
）
内
の
公
立
小
中
学
校
等
に
勤

務
す
る
教
職
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
職
員
団
体
で
あ
る
Ｘ
（
原

告
、
被
控
訴
人
）
は
、
主
催
す
る
教
育
研
究
集
会
（
以
下
、「
本

件
集
会
」
と
い
う
。）
の
会
場
と
し
て
、
①
平
成
二
四
年
七
月

三
一
日
、
大
阪
市
教
育
委
員
会
及
び
大
阪
市
立
Ａ
小
学
校
（
以
下
、

「
Ａ
小
学
校
」
と
い
う
。）
校
長
に
対
し
、
Ａ
小
学
校
の
施
設
に
つ

い
て
目
的
外
使
用
許
可
の
申
請
を
し
た
。
ま
た
、
Ｘ
は
、
本
件
集

会
の
会
場
と
し
て
、
②
平
成
二
五
年
七
月
八
日
、
大
阪
市
教
育
委

員
会
及
び
大
阪
市
立
Ｂ
小
学
校
（
以
下
、「
Ｂ
小
学
校
」
と
い
う
。

Ａ
小
学
校
と
併
せ
て
「
本
件
各
小
学
校
」
と
い
う
。）
校
長
に
対

し
、
Ｂ
小
学
校
の
施
設
に
つ
い
て
目
的
外
使
用
許
可
の
申
請
を
し

た
。こ

れ
に
対
し
て
、
本
件
各
小
学
校
の
校
長
（
以
下
、
場
面
に
応

じ
て
併
せ
て
「
両
校
長
」
と
い
う
。）
は
、
①
に
つ
い
て
平
成

二
四
年
八
月
七
日
付
け
で
、
②
に
つ
い
て
平
成
二
五
年
七
月
八
日

付
け
で
、
い
ず
れ
も
不
許
可
処
分
を
し
た
（
以
下
、
①
の
不
許
可

学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討

（
大
阪
高
判
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
三
日
判
時
二
二
九
六
号
三
〇
頁
）

長
谷
川　
　

福　
　

造

判
例
研
究

（
九
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
四
四

条
及
び
同
法
二
三
八
条
の
七
第
一
項
等
に
違
反
す
る
旨
を
述
べ
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
本
件
条
例
一
二
条
の
違
憲
性
及
び
違
法
性
に

つ
い
て
は
詳
述
せ
ず
、
主
と
し
て
、
不
許
可
処
分
発
令
に
際
し
て

問
題
と
な
る
行
政
庁
の
裁
量
に
絞
り
込
ん
で
考
察
を
行
う
。

二　

第
一
審
の
判
断

1　

本
件
各
不
許
可
処
分
の
違
法
性
に
つ
い
て

㈠　

違
法
性
の
判
断
基
準

「
学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
を
許
可
す
る
か
否
か
は
、
原
則
と

し
て
、
管
理
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
裁
量
権
の
行
使
に
関
す
る
違
法

性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
以
下
の
枠
組
み
を
示
し
た
。

学
校
教
育
上
の
「
支
障
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
当
然
に
許
可
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
行
政
財
産
で
あ
る
学
校
施

設
の
目
的
及
び
用
途
と
目
的
外
使
用
の
目
的
、
態
様
等
と
の
関
係

に
配
慮
し
た
合
理
的
な
裁
量
判
断
に
よ
り
使
用
許
可
を
し
な
い
こ

と
も
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
学
校
教
育
上
の
支
障
と
は
、
物
理
的

支
障
に
限
ら
ず
、
教
育
的
配
慮
の
観
点
か
ら
、
児
童
、
生
徒
に
対

し
精
神
的
悪
影
響
を
与
え
、
学
校
の
教
育
方
針
に
も
と
る
こ
と
と

処
分
を
「
平
成
二
四
年
度
不
許
可
処
分
」、
②
の
不
許
可
処
分
を

「
平
成
二
五
年
度
不
許
可
処
分
」
と
い
う
。
両
者
を
併
せ
て
「
本

件
各
不
許
可
処
分
」
と
い
う
。）。

Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
各
不
許
可
処
分
の
無
効
確
認
を
求
め

る
と
と
も
に
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
金
等

の
支
払
を
求
め
た
。

第
一
審
（
大
阪
地
判
平
成
二
六
年
一
一
月
二
六
日
判
時

二
二
五
九
号
一
一
四
頁
）
は
、
無
効
確
認
請
求
に
つ
い
て
、
本
件

各
小
学
校
の
施
設
の
目
的
外
使
用
許
可
を
求
め
る
特
定
の
日
時
が

経
過
し
て
い
る
た
め
、
使
用
許
可
に
よ
っ
て
得
る
べ
き
法
的
利
益

が
消
滅
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
訴
え
の
利
益
が
な
く
不
適
法

と
し
て
却
下
し
た
。
他
方
、
国
家
賠
償
請
求
に
つ
い
て
、
一
部
を

認
容
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
不
服
と
し
た
Ｙ
が
控
訴
し
た
。

本
件
の
主
要
な
争
点
は
、
①
本
件
各
不
許
可
処
分
の
違
法
性
、

並
び
に
②
本
件
各
小
学
校
の
校
長
の
行
為
の
違
法
性
及
び
過
失
の

有
無
で
あ
る
。

Ｘ
は
、
本
件
各
不
許
可
処
分
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
主
張
と

し
て
、
大
阪
市
労
使
関
係
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
四
年
大
阪
市

条
例
七
九
号
。
以
下
「
本
件
条
例
」
と
い
う
。）
一
二
条
の
適
用

の
誤
り
の
外
、
憲
法
一
四
条
、
憲
法
二
八
条
、
地
方
自
治
法
一
四

（
九
〇
二
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
四
五

え
、
そ
の
勤
務
条
件
の
維
持
改
善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
を
直
接
目
的
と
す
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
、
職
員
団
体
に
と
っ
て
使
用
の
必
要
性
が
大
き

い
か
ら
と
い
っ
て
、
管
理
者
に
お
い
て
職
員
団
体
の
活
動
の
た
め

に
す
る
学
校
施
設
の
使
用
を
受
忍
し
、
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
し
、
使
用
を
許
さ
な
い
こ
と
が
学

校
施
設
に
つ
き
管
理
者
が
有
す
る
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
使
用
不
許
可

が
違
法
と
な
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
従
前
、
同
一
目
的
で
の

使
用
許
可
申
請
を
物
理
的
支
障
の
な
い
限
り
許
可
し
て
き
た
と
い

う
運
用
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
従
前
と

異
な
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
裁
量
権
の
濫
用
と
な
る
も
の
で
は

な
い
。
も
っ
と
も
、
従
前
の
許
可
の
運
用
は
、
使
用
目
的
の
相
当

性
や
こ
れ
と
異
な
る
取
扱
い
の
動
機
の
不
当
性
を
推
認
さ
せ
る
こ

と
が
あ
っ
た
り
、
比
例
原
則
な
い
し
平
等
原
則
の
観
点
か
ら
、
裁

量
権
濫
用
に
当
た
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
要
素

と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」。

㈡　

本
件
各
不
許
可
処
分
の
違
法
性
に
関
す
る
判
断

第
一
審
は
、「
本
件
条
例
一
二
条
は
、
少
な
く
と
も
同
条
例
が

適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
違
法
と
さ
れ
る
Ｙ
の
処
分
（
便
宜
供
与
の
不

な
る
場
合
も
含
ま
れ
、
現
在
の
具
体
的
な
支
障
だ
け
で
な
く
、
将

来
に
お
け
る
教
育
上
の
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
明
白
に
認
め
ら

れ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
管
理
者
の
裁
量
判
断
は
、
許
可

申
請
に
係
る
使
用
の
日
時
、
場
所
、
目
的
及
び
態
様
、
使
用
者
の

範
囲
、
使
用
の
必
要
性
の
程
度
、
許
可
を
す
る
に
あ
た
っ
て
の
支

障
又
は
許
可
を
し
た
場
合
の
弊
害
若
し
く
は
影
響
の
内
容
及
び
程

度
、
代
替
施
設
確
保
の
困
難
性
等
許
可
を
し
な
い
こ
と
に
よ
る
申

請
者
側
の
不
都
合
又
は
影
響
の
内
容
及
び
程
度
等
の
諸
般
の
事
情

を
総
合
考
慮
し
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
裁
量
権
の
行
使
が

逸
脱
濫
用
に
当
た
る
か
否
か
の
司
法
審
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
判

断
が
裁
量
権
の
行
使
と
し
て
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、

そ
の
判
断
要
素
の
選
択
や
判
断
過
程
に
合
理
性
を
欠
く
と
こ
ろ
が

な
い
か
を
検
討
し
、
そ
の
判
断
が
、
重
要
な
事
実
の
基
礎
を
欠
く

か
、
又
は
社
会
通
念
に
照
ら
し
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
と
し
て
違

法
と
な
る
と
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
」。

そ
の
上
で
、
教
職
員
の
職
員
団
体
の
性
質
や
使
用
許
可
に
関
す

る
従
前
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
を
し
て
い

る
。「

教
職
員
の
職
員
団
体
は
、
教
職
員
を
構
成
員
と
す
る
と
は
い

（
九
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
四
六

を
示
し
た
。

本
件
各
不
許
可
処
分
が
違
法
で
あ
る
「
こ
と
か
ら
直
ち
に
本
件

条
例
一
二
条
に
従
い
両
校
長
が
本
件
各
不
許
可
処
分
を
し
た
行
為

に
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
い
う
違
法
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る

こ
と
に
は
な
ら
ず
、
両
校
長
が
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義

務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
上
記
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る

よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
上
記
の
評
価
が
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。

そ
の
上
で
、「
両
校
長
は
、
本
件
各
不
許
可
処
分
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
本
件
各
申
請
に
本
件
条
例
一
二
条
を
適
用
し
て
本
件

不
許
可
処
分
と
す
る
こ
と
が
Ｘ
の
団
結
権
等
を
侵
害
す
る
も
の
で

は
な
く
適
法
で
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
慎
重
な
検
討

を
行
う
べ
き
職
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」
と
認
定
し
、「
本
件
各
申
請
に
本
件
条
例
一
二
条
を
適
用
し

て
本
件
各
不
許
可
処
分
を
行
う
こ
と
が
、
Ｘ
に
保
障
さ
れ
て
い
る

団
結
権
等
を
違
法
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
は
な
い
か
否
か
を
検
討
す

る
な
ど
、
そ
の
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
し
て

い
れ
ば
、
当
然
に
Ｘ
の
団
結
権
等
を
違
法
に
侵
害
す
る
こ
と
を
認

識
し
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
断
し
て
、
違
法
性
を
肯
定

し
た
。

許
可
処
分
）
を
適
法
化
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、

職
員
団
体
の
団
結
権
等
を
違
法
に
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
憲
法

二
八
条
に
違
反
し
て
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
不

許
可
処
分
の
違
法
性
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
し
た
適

法
化
事
由
と
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、
裁
量
権
の
逸
脱
及

び
濫
用
の
有
無
に
つ
い
て
、
以
下
通
り
認
定
し
た
。

本
件
各
不
許
可
処
分
は
、「
考
慮
す
べ
き
で
な
い
考
慮
要
素

（
本
件
条
例
一
二
条
の
存
在
）
の
み
を
考
慮
し
て
い
る
点
に
お
い

て
判
断
が
明
ら
か
に
合
理
性
を
欠
い
て
お
り
、
他
方
、
当
然
考
慮

す
べ
き
事
項
（
教
研
集
会
の
意
義
、
学
校
教
育
上
の
支
障
の
な
い

こ
と
、
Ｘ
の
自
主
性
を
阻
害
し
な
い
こ
と
）
を
十
分
考
慮
し
て
お

ら
ず
、
そ
の
結
果
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
著
し
く
妥
当
性
を
欠
い

た
も
の
と
い
え
、
学
校
長
の
裁
量
権
を
逸
脱
・
濫
用
し
た
も
の
で
、

そ
の
余
の
点
を
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
違
法
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」。2 　

本
件
各
小
学
校
の
校
長
の
行
為
の
違
法
性
及
び
過
失
の
有

無
に
つ
い
て

㈠　

違
法
性
の
有
無

本
件
各
不
許
可
処
分
の
違
法
性
を
肯
定
す
る
一
方
で
、
本
件
各

小
学
校
の
校
長
の
違
法
性
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
断
基
準

（
九
〇
四
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
四
七

て
は
、
Ｘ
の
主
張
を
退
け
た
。

裁
量
権
の
行
使
に
関
す
る
違
法
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、

第
一
審
の
示
し
た
基
準
に
加
え
て
、「
学
校
施
設
の
目
的
外
使
用

が
適
正
か
つ
健
全
な
労
使
関
係
を
阻
害
す
る
便
宜
供
与
に
当
た
る

か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
も
、
要
考
慮
事
情
と
し
て
掲
げ
た
。

そ
し
て
控
訴
審
は
、
Ｘ
が
主
催
す
る
教
育
研
究
集
会
に
つ
い
て
、

「
労
働
運
動
と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
も
の
の
、
教
員
ら
に
よ
る

自
主
的
研
修
と
し
て
の
側
面
を
も
有
し
て
お
り
、
そ
の
側
面
に
関

す
る
限
り
は
、
自
主
的
で
自
律
的
な
研
修
を
奨
励
す
る
教
育
公
務

員
特
例
法
二
一
条
、
二
二
条
（
1
）
の
趣
旨
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
」
と

述
べ
た
上
で
、
使
用
許
可
が
出
さ
れ
た
平
成
一
九
年
か
ら
平
成

二
三
年
ま
で
の
教
育
研
究
集
会
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
て
、「
教

研
集
会
の
会
場
と
し
て
Ｙ
設
置
の
学
校
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
を

許
可
す
る
こ
と
が
適
正
か
つ
健
全
な
労
使
関
係
を
阻
害
す
る
便
宜

の
供
与
で
あ
る
と
は
認
め
る
に
足
り
な
い
」
と
認
定
し
た
。

「
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
お
い
て
、
本
件
各
不
許
可
処
分

は
、
本
件
条
例
一
二
条
の
存
在
の
み
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
お
り
、」「
そ
の
他
の
当
然
考
慮
す
べ
き
事
項
を
十
分
考

慮
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
裁
量
権
行
使
の
判
断
要
素
の

選
択
に
合
理
性
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
社
会
通
念
に
照
ら

㈡　

過
失
の
有
無

第
一
審
は
、「
あ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
解
釈
に
つ
き
異
な
る

見
解
が
対
立
し
、
実
務
上
の
取
扱
い
も
分
か
れ
て
い
て
、
そ
の
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
相
当
の
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
公
務
員

が
そ
の
一
方
の
見
解
を
正
当
と
解
し
こ
れ
に
立
脚
し
て
公
務
を
執

行
し
た
と
き
は
、
の
ち
に
そ
の
執
行
が
違
法
と
判
断
さ
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
同
公
務
員
に
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る

こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
本
件
条
例
一
二
条

が
本
件
各
不
許
可
処
分
を
「
適
法
化
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
限

り
に
お
い
て
憲
法
二
八
条
に
違
反
す
る
と
い
う
重
大
な
法
的
瑕
疵

が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
両
校
長
が
、」「
憲
法
二
八
条
で
保

障
さ
れ
て
い
る
Ｘ
の
団
結
権
等
を
違
法
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な

い
か
ど
う
か
を
十
分
に
検
討
し
た
上
で
、
相
当
な
根
拠
を
も
っ
て

適
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
」
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、

本
件
各
小
学
校
の
校
長
に
過
失
を
認
め
た
。

三　

控
訴
審
の
判
断

1　

本
件
各
不
許
可
処
分
の
違
法
性
に
つ
い
て

控
訴
審
は
、
本
件
条
例
一
二
条
の
違
憲
性
及
び
違
法
性
に
つ
い

（
九
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
四
八

禁
止
さ
れ
る
と
解
釈
し
て
本
件
各
不
許
可
処
分
を
し
た
こ
と
に
は

無
理
か
ら
ぬ
面
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

両
校
長
が
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
な

く
漫
然
と
本
件
各
不
許
可
処
分
を
し
た
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
校
長
に
国
家
賠
償
法
上
の
違
法
及
び
過

失
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

四　

解
説

1　

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
関
係

㈠　

学
校
施
設
の
利
用
と
法
律
関
係

普
通
地
方
公
共
団
体
の
公
有
財
産
の
う
ち
、
普
通
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
公
用
又
は
公
共
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
財
産
を
行
政
財
産
と
い
う
（
地
方
自
治
法
二
三
八
条
四

項
）。
ま
た
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
住
民
の
福
祉
を
増
進
さ
せ

る
目
的
を
も
っ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る
た
め
に
設
け
た
施
設
は
、

公
の
施
設
（
2
）
と
さ
れ
る
（
同
法
二
四
四
条
一
項
）。
普
通
地
方
公
共

団
体
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用

す
る
こ
と
を
拒
絶
で
き
な
い
（
同
条
二
項
）。
普
通
地
方
公
共
団

体
は
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
当
な

し
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
裁
量
権
の

逸
脱
又
は
濫
用
に
該
当
し
、
違
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。

2 　

本
件
各
小
学
校
の
校
長
の
行
為
の
違
法
性
及
び
過
失
の
有

無
に
つ
い
て

違
法
性
の
判
断
基
準
は
、
第
一
審
と
同
様
の
基
準
を
示
し
た
上

で
、
以
下
の
よ
う
な
認
定
に
基
づ
い
て
、
違
法
性
及
び
過
失
の
成

立
を
否
定
し
た
。

「
本
各
不
許
可
処
分
が
な
さ
れ
た
当
時
、
本
件
条
例
一
二
条
に

つ
い
て
、」
前
述
の
判
断
要
素
を
総
合
考
慮
し
て
裁
量
判
断
を
す

べ
き
「
で
あ
る
と
解
釈
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
証
拠
は
な
く
、『
労
働
組
合
等
の
組
合
活
動
に
関
す
る
便
宜

の
供
与
は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。』
と
の
同
条
の
文
言
や
本

件
条
例
の
制
定
の
経
緯
等
に
よ
れ
ば
、
労
働
組
合
等
の
組
合
活
動

に
関
す
る
便
宜
の
供
与
が
一
律
に
禁
止
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に

も
相
応
の
根
拠
が
」
あ
る
。「
本
件
条
例
は
、
適
法
な
手
続
に

従
っ
て
市
会
の
議
決
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
地

方
公
務
員
で
あ
る
両
校
長
に
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当

た
っ
て
、
本
件
条
例
に
従
う
義
務
が
あ
る
（
地
方
公
務
員
法
三
二

条
）
こ
と
」「
も
考
慮
す
れ
ば
、
両
校
長
が
本
件
条
例
一
二
条
に

よ
り
労
働
組
合
等
の
組
合
活
動
に
関
す
る
便
宜
の
供
与
が
一
律
に

（
九
〇
六
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
四
九

を
高
め
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
行
政
財
産
の
本
来
の
用
途
又
は

目
的
が
阻
害
さ
れ
な
い
限
り
、
行
政
財
産
の
効
率
的
利
用
の
見
地

か
ら
み
て
、
使
用
を
認
め
る
こ
と
が
適
当
な
場
合
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
行
政
上
の
許
可
処
分
に
基
づ
く
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い

る
（
7
）
。学

校
施
設
は
、
公
の
施
設
と
し
て
の
学
校
の
う
ち
物
的
要
素
を

構
成
し
、
行
政
財
産
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
（
8
）
。
し
た
が
っ
て
、

学
校
施
設
を
教
育
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
を
申
請
し
た
こ

と
に
対
し
、
こ
れ
を
不
許
可
と
す
る
処
分
が
出
た
場
合
、
地
方
自

治
法
二
三
八
条
の
四
第
七
項
が
、
適
法
性
判
断
の
基
礎
と
な
る
（
9
）
。

㈡　

学
校
施
設
の
使
用
許
可
権
限
と
審
査
基
準

教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
用
に
供

す
る
財
産
（
教
育
財
産
）
の
管
理
は
、
第
一
次
的
に
教
育
委
員
会

の
職
務
権
限
に
属
す
る
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
地
教
行
法
」
と
い
う
。）
二
三
条
二
号
（
10
）
）。
教

育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則
に
基
づ
い
て
、
そ
の
職
務
権
限

に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
地
教
行
法
二
六
条
一
項
、
三
三
条
）。
さ
ら
に
、
教
育
長
は
、
委

任
さ
れ
た
当
該
事
務
等
の
一
部
を
、
そ
の
所
管
す
る
学
校
の
職
員

等
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
地
教
行
法
二
六
条
三
項
）。

差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
（
同
条
三
項
）。
公
の
施
設

の
「
利
用
」
と
は
、
当
該
公
の
施
設
の
設
置
目
的
に
沿
っ
た
、
人

的
物
的
施
設
の
総
合
体
と
し
て
の
施
設
の
利
用
を
前
提
に
し
て
い

る
と
解
さ
れ
る
（
3
）
。
そ
の
た
め
、
本
来
の
供
用
目
的
に
沿
っ
た
利
用

権
は
強
く
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

住
民
が
教
育
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
普
通
地
方
公

共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
（
4
）
は
、
公
の
施
設
に
該
当
す
る
。
学
校

は
、
基
本
的
に
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
が
教
育
を
受
け
る
た
め

に
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
活
動

の
目
的
で
学
校
を
利
用
す
る
場
面
で
は
、
地
方
自
治
法
二
四
四
条

二
項
及
び
同
条
三
項
の
規
律
が
作
用
す
る
一
方
で
、
本
件
の
よ
う

に
、
学
校
施
設
を
教
育
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
場
面
で
は
、
同

条
項
は
、
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
作
用
は
別
と
し
て
、
使
用
規

制
の
適
法
性
を
具
体
的
に
判
断
す
る
規
範
と
し
て
直
接
に
は
作
用

し
な
い
（
5
）
。

他
方
、
行
政
財
産
は
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度

に
お
い
て
そ
の
使
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
6
）（
同
法
二
三
八

条
の
四
第
七
項
）。
行
政
財
産
に
よ
っ
て
は
、
本
来
の
用
途
又
は

目
的
外
に
使
用
さ
せ
て
も
、
本
来
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い

ば
か
り
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
積
極
的
に
行
政
財
産
自
体
の
効
用

（
九
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
五
〇

㈢　

本
件
条
例
の
制
定
と
本
件
審
査
基
準
の
改
正

本
件
条
例
は
、
平
成
二
四
年
七
月
二
七
日
、
大
阪
市
会
に
お
い

て
可
決
さ
れ
、
同
年
八
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
（
12
）
。
本
件
条
例
の
目

的
規
定
（
一
条
）
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
こ
の
条
例
は
、
労
働
組
合
等
と
本
市
の
当
局
と
の
交
渉
の
対

象
と
な
る
事
項
の
範
囲
、
交
渉
内
容
の
公
表
等
に
関
す
る
事
項
等

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
か
つ
健
全
な
労
使
関
係
の
確
保
を

図
り
、
も
っ
て
市
政
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。」

本
件
条
例
一
二
条
が
、「
労
働
組
合
等
の
組
合
活
動
に
関
す
る

便
宜
の
供
与
は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と

に
伴
い
、
大
阪
市
教
育
委
員
会
は
、
平
成
二
四
年
七
月
三
〇
日
、

本
件
審
査
基
準
を
一
部
改
正
し
、
使
用
許
可
基
準
の
う
ち
労
働
組

合
を
削
除
し
た
。
ま
た
、
大
阪
市
教
育
委
員
会
は
、
同
年
八
月
一

日
、「『
大
阪
市
労
使
関
係
に
関
す
る
条
例
』
等
の
施
行
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
通
知
（
教
委
校
（
全
）
第
四
四
号
）
を
も
っ
て
、

本
件
条
例
一
二
条
に
関
し
、
以
下
の
指
示
を
発
出
し
た
。

「
こ
れ
ま
で
校
園
長
が
施
設
管
理
者
の
権
限
に
基
づ
き
認
め
て

き
た
組
合
活
動
の
た
め
の
会
議
室
・
教
室
等
の
使
用
は
、
労
働
組

合
等
へ
の
便
宜
供
与
に
あ
た
り
ま
す
。
手
続
き
と
し
て
は
、
校
園

Ｙ
は
、
地
教
行
法
三
三
条
に
基
づ
い
て
、
大
阪
市
立
学
校
管
理

規
則
（
昭
和
三
五
年
教
育
委
員
会
規
則
七
号
。
以
下
「
本
件
学
校

管
理
規
則
」
と
い
う
。）
を
制
定
し
て
お
り
、
本
件
学
校
管
理
規

則
一
一
条
が
「
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
貸
与
に
つ
い
て
は
、
校

長
の
意
見
を
聞
い
て
教
育
委
員
会
が
許
可
す
る
。
た
だ
し
、
軽
易

又
は
定
例
の
事
項
に
つ
い
て
は
校
長
が
許
可
す
る
」
と
定
め
て
い

た
。
そ
し
て
、
学
校
施
設
の
一
日
以
内
の
目
的
外
使
用
の
許
可
に

つ
い
て
は
、
授
業
及
び
管
理
上
支
障
の
な
い
限
り
校
長
の
権
限
に

お
い
て
実
施
す
る
旨
の
教
育
長
に
よ
る
通
達
が
出
て
い
る
（
昭
和

二
四
年
八
月
五
日
市
教
育
長
通
ち
ょ
う
（
11
）
）。

ま
た
、
大
阪
市
教
育
委
員
会
は
、
平
成
六
年
の
行
政
手
続
法
施

行
に
伴
い
、
学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
許
可
申
請
に
対
す
る
処
分

の
審
査
基
準
を
定
め
た
（
以
下
「
本
件
審
査
基
準
」
と
い
う
。）。

使
用
許
可
が
で
き
る
基
準
と
し
て
、
災
害
等
の
応
急
施
設
と
し
て

の
使
用
の
外
、「
学
術
調
査
、
研
究
そ
の
他
公
共
目
的
の
た
め
、

講
演
会
、
研
究
会
等
の
用
に
短
期
間
供
す
る
場
合
」（
1
．
イ
）、

「
社
会
教
育
法
第
五
条
に
規
定
す
る
諸
行
事
に
適
合
す
る
も
の
」

（
同
シ
）、
及
び
「
協
同
組
合
、
同
業
組
合
、
労
働
組
合
等
の
組
合

員
の
み
の
組
合
本
来
の
集
会
」（
同
ス
）
等
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

（
九
〇
八
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
五
一

与
を
行
う
こ
と
を
一
律
に
禁
止
し
、
施
設
管
理
者
の
裁
量
を
一

切
認
め
な
い
趣
旨
で
あ
る
」
と
認
定
し
た
。
他
方
控
訴
審
は
、

「
本
件
条
例
一
二
条
が
労
働
組
合
等
に
対
す
る
便
宜
供
与
を
一

律
に
禁
止
す
る
趣
旨
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

控
訴
審
の
判
断
は
、
本
件
条
例
が
「
適
正
か
つ
健
全
な
労
使

関
係
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
市
政
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
を

確
保
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
（
本
件
条
例
一

条
）、
並
び
に
同
条
例
八
条
が
、「
任
命
権
者
は
、
適
正
か
つ
健

全
な
労
使
関
係
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
一

項
）
及
び
「
任
命
権
者
は
、
適
正
か
つ
健
全
な
労
使
関
係
が
確

保
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
、
必
要
か
つ
適
切
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
二
項
）
と
定
め
て
い
る
こ
と

と
、
地
方
自
治
法
二
三
八
条
の
四
第
七
項
等
の
法
令
の
趣
旨
と

の
整
合
性
を
考
慮
に
入
れ
て
、
本
件
条
例
一
二
条
を
解
釈
し
た

点
に
特
徴
が
あ
る
（
13
）
。
こ
の
解
釈
手
法
に
基
づ
い
て
、
本
件
条
例

一
二
条
は
「
管
理
者
の
裁
量
権
の
行
使
を
排
除
す
る
も
の
で
は

な
く
、
労
働
組
合
等
の
組
合
活
動
に
当
た
る
学
校
施
設
の
目
的

外
使
用
の
許
否
に
つ
い
て
の
同
施
設
管
理
者
の
裁
量
権
行
使
に

当
た
り
考
慮
す
べ
き
事
情
の
一
つ
と
し
て
、
適
正
か
つ
健
全
な

労
使
関
係
を
阻
害
す
る
便
宜
の
供
与
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
慮

長
が
『
学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
許
可
申
請
に
対
す
る
処
分
に
係

る
審
査
基
準
』
に
基
づ
き
会
議
室
・
教
室
等
の
目
的
外
使
用
許
可

を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
条
例
施
行
日
以
降
は
、
労
働
組
合
等
へ

の
便
宜
供
与
は
行
わ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
施
設
を
労

働
組
合
活
動
の
た
め
に
使
用
許
可
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な

お
、
上
記
『
審
査
基
準
』
は
条
例
の
施
行
日
に
合
わ
せ
て
改
正
し

て
い
ま
す
」。

2　

分
析
と
検
討

㈠　

本
件
条
例
一
二
条
の
憲
法
二
八
条
適
合
性

第
一
審
は
、
本
件
条
例
一
二
条
は
「
少
な
く
と
も
同
条
例
が
適

用
さ
れ
な
け
れ
ば
違
法
と
さ
れ
る
Ｙ
の
処
分
（
便
宜
供
与
の
不
許

可
処
分
）
を
適
法
化
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、

職
員
団
体
の
団
結
権
等
を
違
法
に
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
憲
法

二
八
条
に
違
反
し
て
無
効
」
で
あ
る
と
判
断
す
る
一
方
で
、
控
訴

審
は
、
憲
法
二
八
条
に
違
反
し
な
い
と
の
結
論
を
示
し
て
い
る
。

⑴　

結
論
の
相
違
に
至
っ
た
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
目
が
、
本
件
条
例

一
二
条
の
趣
旨
の
捉
え
方
で
あ
る
。

第
一
審
は
、
本
件
条
例
一
二
条
の
趣
旨
を
、「
対
象
と
な
る

労
働
組
合
等
と
の
間
の
労
使
関
係
が
適
正
か
つ
健
全
な
も
の
で

あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
Ｙ
が
労
働
組
合
等
に
対
す
る
便
宜
供

（
九
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
五
二

断
す
る
際
に
、
便
宜
供
与
の
性
質
や
憲
法
上
の
保
障
の
有
無
に

つ
い
て
詳
し
く
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
本
件
条
例
の
制

定
経
緯
や
市
長
Ｃ
の
意
思
等
の
規
律
設
定
に
係
る
事
情
を
重
視

し
た
た
め
と
言
え
る
。

他
方
控
訴
審
は
、「
労
働
組
合
等
が
使
用
者
か
ら
便
宜
の
供

与
を
受
け
る
こ
と
が
憲
法
二
八
条
の
保
障
す
る
団
結
権
等
に
内

在
な
い
し
派
生
す
る
権
利
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
、
労
働
組
合
等
に
対
し
便
宜
供
与
を
し
な
い
と
す
る
こ
と

が
直
ち
に
憲
法
二
八
条
の
定
め
る
団
結
権
等
を
侵
害
す
る
と
は

い
え
な
い
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
通
説
的
見
解
に
お
い
て

は
、
憲
法
二
八
条
を
根
拠
と
し
て
労
働
組
合
が
便
宜
供
与
を
請

求
で
き
る
権
利
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
（
14
）
。
し

か
し
、
内
容
や
効
果
に
応
じ
て
、
便
宜
供
与
の
要
保
護
性
の
度

合
い
に
差
異
が
生
じ
得
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
15
）
。
特
に

本
件
条
例
一
二
条
を
控
訴
審
の
枠
組
み
で
解
釈
し
、
違
憲
性
を

否
定
す
る
場
面
で
は
、
団
結
権
の
射
程
が
便
宜
供
与
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
を
、
踏
み
込
ん
で
検
証
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

㈡　

裁
量
の
違
法
性
判
断
の
枠
組
み

⑴　

学
校
施
設
の
目
的
外
利
用
を
許
可
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る

す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
」
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

第
一
審
は
、
本
件
条
例
の
制
定
経
緯
に
関
し
て
、
Ｙ
代
表
者

で
あ
る
市
長
Ｃ
の
市
会
に
お
け
る
答
弁
、
演
説
及
び
記
者
会
見

で
の
発
言
、
並
び
に
本
件
条
例
制
定
に
至
る
ま
で
の
Ｃ
に
対
す

る
Ｙ
の
職
員
に
よ
る
報
告
等
を
検
証
し
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
基

礎
に
本
件
条
例
の
一
二
条
の
趣
旨
を
認
定
し
て
い
る
。
条
例
が

規
定
す
る
規
律
の
要
件
を
、
制
度
趣
旨
に
基
づ
い
て
緻
密
に
検

証
す
る
こ
と
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
観
点
か
ら
、
処
分
に
係

る
行
政
庁
の
裁
量
判
断
の
適
法
性
を
判
断
す
る
上
で
重
要
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
条
例
の
制
定
過
程
で
行
政
機
関
が
表
明
し

た
見
解
や
行
政
組
織
内
で
の
検
討
の
経
過
に
判
断
因
子
の
重
点

を
置
い
た
場
合
、
規
律
の
趣
旨
を
認
定
す
る
際
の
客
観
性
が
弱

ま
る
と
言
え
よ
う
。
客
観
的
な
判
断
を
導
き
出
す
上
で
、
当
該

法
令
及
び
条
例
の
目
的
規
定
、
他
の
条
項
及
び
関
係
法
令
と
の

整
合
性
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
控

訴
審
の
判
断
が
妥
当
と
考
え
る
。

⑵　

二
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
使
用
者
か
ら
の
便
宜
供
与
を
受
け

る
こ
と
と
団
結
権
と
の
関
係
で
あ
る
。

第
一
審
は
、
本
件
条
例
一
二
条
の
憲
法
二
八
条
適
合
性
を
判

（
九
一
〇
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
五
三

い
事
項
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
と
か
、
ま
た
、
そ
の
判
断
が
合

理
性
を
も
つ
判
断
と
し
て
許
容
さ
れ
る
限
度
を
超
え
た
不
当
な

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
裁
量
権
の
行
使
を
誤
つ
た
違
法
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
」。

②　

最
判
昭
和
五
三
年
一
〇
月
四
日
民
集
三
二
巻
七
号

一
二
二
三
頁
（
在
留
期
間
更
新
不
許
可
処
分
に
係
る
法
務
大

臣
の
裁
量
権
に
関
す
る
判
断
〔
マ
ク
リ
ー
ン
事
件
〕）

「
判
断
の
基
礎
と
さ
れ
た
重
要
な
事
実
に
誤
認
が
あ
る
こ
と

等
に
よ
り
右
判
断
が
全
く
事
実
の
基
礎
を
欠
く
か
ど
う
か
、
又

は
事
実
に
対
す
る
評
価
が
明
白
に
合
理
性
を
欠
く
こ
と
等
に
よ

り
右
判
断
が
社
会
通
念
に
照
ら
し
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
理
し
、
そ
れ
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
右
判
断
が
裁
量
権
の
範
囲
を
こ
え
又
は

そ
の
濫
用
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
」。

③　

最
判
平
成
八
年
三
月
八
日
民
集
五
〇
巻
三
号
四
六
九
頁

（
進
級
拒
否
処
分
及
び
退
学
命
令
処
分
等
に
係
る
高
等
専
門

学
校
長
の
裁
量
権
に
関
す
る
判
断
〔
エ
ホ
バ
の
証
人
事
件
〕）

「
考
慮
す
べ
き
事
項
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
又
は
考
慮
さ
れ

た
事
実
に
対
す
る
評
価
が
明
白
に
合
理
性
を
欠
き
、
そ
の
結
果
、

際
の
基
準
と
し
て
、
第
一
審
及
び
控
訴
審
は
、
最
判
平
成
一
八

年
二
月
七
日
民
集
六
〇
巻
二
号
四
〇
一
頁
（
以
下
、「
平
成

一
八
年
最
判
」
と
い
う
。）
が
示
し
た
判
断
基
準
と
判
断
手
法

を
引
用
し
て
い
る
。
平
成
一
八
年
最
判
は
、
最
高
裁
と
し
て
初

め
て
学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
許
可
に
裁
量
が
あ
る
こ
と
を
認

め
た
判
決
で
あ
る
（
16
）
。
こ
の
判
断
手
法
の
特
徴
は
、
使
用
許
可
の

判
断
に
際
し
て
総
合
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
象
を
具
体
的
に
明
示

し
た
上
で
、
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
と
評
価
す
る
た
め
の
条

件
と
し
て
「
重
要
な
事
実
の
基
礎
を
欠
く
か
、
又
は
社
会
通
念

に
照
ら
し
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」

と
い
う
中
間
項
を
設
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
（
17
）
。

⑵　

処
分
に
係
る
裁
量
権
行
使
の
違
法
性
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判

所
が
判
断
基
準
を
示
し
た
事
例
は
多
数
あ
る
が
、
こ
の
手
法
が

導
き
出
さ
れ
た
経
過
を
考
察
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
以
下
三
例

を
示
す
。

①　

最
判
昭
和
四
八
年
九
月
一
四
日
民
集
二
七
巻
八
号
九
二
五

頁
（
降
任
処
分
に
つ
き
任
命
権
者
に
与
え
ら
れ
た
裁
量
権
の

範
囲
に
関
す
る
判
断
）

「
処
分
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
も
恣
意
に
わ
た
る
こ
と
を
許

さ
れ
ず
、
考
慮
す
べ
き
事
項
を
考
慮
せ
ず
、
考
慮
す
べ
き
で
な

（
九
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
五
四

裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
社
会
観

念
審
査
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
（
19
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
が
最
小
限
審
査
の
域
に
と
ど
ま
ら

な
い
一
定
程
度
の
審
査
を
及
ぼ
す
場
面
を
、
中
程
度
の
審
査
と

し
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
20
）
。
前
記
①
及
び
③
の
判
例
が
示

し
た
判
断
手
法
が
、
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
中
程

度
の
審
査
と
最
小
限
審
査
は
背
離
関
係
に
は
立
た
ず
、
接
合
が

明
示
的
に
図
ら
れ
る
事
案
が
近
時
多
く
見
受
け
ら
れ
る
（
21
）
。
前
記

③
の
判
例
が
、
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
判

断
の
基
盤
と
し
て
、
考
慮
遺
脱
や
評
価
の
明
白
な
合
理
性
欠
缺

を
掲
げ
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

平
成
一
八
年
最
判
は
、
社
会
通
念
と
の
照
合
を
中
間
項
に
お

け
る
指
標
の
一
つ
に
と
ど
め
、
一
連
の
判
断
因
子
の
審
査
を
経

た
上
で
の
評
価
概
念
と
し
て
、
こ
れ
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
社
会
観
念
審
査
と
比
べ
て
審
査
密
度
が
高
度
で
あ
る
（
22
）
。

こ
の
平
成
一
八
年
最
判
の
判
断
手
法
も
、
中
程
度
の
審
査
と
最

小
限
審
査
の
接
合
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
23
）
。

平
成
一
八
年
最
判
の
後
、
最
高
裁
判
所
は
、
一
般
使
用
を
主

た
る
目
的
と
す
る
公
物
の
利
用
許
可
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
に

お
い
て
、「
考
慮
す
べ
き
で
な
い
事
項
を
考
慮
し
、
他
方
、
当

社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
を
欠
く
処
分
を
し
た
も
の
と
評
す
る

ほ
か
は
な
く
、
本
件
各
処
分
は
、
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
違

法
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」。

こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
き
て
い
る
判
断
手
法
と
基
準
を
通
覧

す
る
と
、
最
高
裁
判
所
は
、
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
の
判
断

基
底
と
し
て
第
一
に
、
考
慮
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
た
事
実
に

誤
認
が
あ
る
等
に
よ
る
事
実
的
基
礎
の
欠
缺
を
据
え
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
第
二
に
、
考
慮
対
象
の
選
定
に
お
い
て
は
、
考
慮

す
べ
き
事
項
を
考
慮
し
な
い
又
は
考
慮
す
べ
き
で
な
い
事
項
を

考
慮
し
た
と
い
う
他
事
考
慮
・
考
慮
遺
脱
が
あ
っ
た
こ
と
を
判

断
基
底
に
据
え
て
お
り
、
第
三
に
、
考
慮
さ
れ
た
事
実
に
対
す

る
評
価
が
明
白
に
合
理
性
を
欠
く
と
い
う
評
価
の
合
理
性
欠
缺

も
判
断
基
底
に
据
え
て
い
る
と
い
え
る
。

⑶　

司
法
審
査
に
お
け
る
裁
量
統
制
の
基
準
を
、
統
制
密
度
に
関

わ
る
度
合
い
に
応
じ
た
区
別
に
よ
っ
て
分
類
し
た
場
合
、
行
政

庁
の
裁
量
権
の
承
認
を
前
提
と
し
て
、
処
分
の
適
否
に
つ
い
て

原
則
的
に
は
審
査
を
差
し
控
え
る
手
法
は
、
最
小
限
審
査
と
呼

ば
れ
る
（
18
）
。
前
記
②
の
判
例
が
示
し
た
判
断
基
準
が
一
つ
の
典
型

で
あ
る
。
こ
の
審
査
手
法
は
、
裁
量
処
分
に
社
会
観
念
上
著
し

く
妥
当
性
が
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、

（
九
一
二
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
五
五

持
た
な
い
場
合
に
は
、
本
件
各
小
学
校
の
校
長
の
判
断
は
違
法

と
評
価
す
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
を
受
け
て
、
両
校
長
の
判
断
過
程
に
関
し
て
は
、

考
慮
す
べ
き
で
な
い
要
素
を
考
慮
し
た
こ
と
は
明
ら
か
に
合
理

性
を
欠
く
、
他
方
で
、
教
研
集
会
の
意
義
、
学
校
教
育
上
の
支

障
の
な
い
こ
と
、
Ｘ
の
自
主
性
を
阻
害
し
な
い
こ
と
等
の
要
考

慮
事
情
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
が
社
会
通
念
に
照
ら
し

て
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
と
判
断
し
て
い
る
。

要
考
慮
事
情
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

合
理
性
欠
缺
と
い
う
評
価
を
経
る
こ
と
な
く
直
截
に
社
会
通
念

と
の
照
合
を
行
い
、
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
と
の
結
論
へ
至
っ

て
い
る
点
に
、
第
一
審
の
判
断
の
特
徴
が
あ
る
。
判
断
基
準
と

し
て
平
成
一
八
年
最
判
の
枠
組
み
を
引
用
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
要
考
慮
事
情
の
考
慮
の
不
十
分
性
を
、
合
理
性
欠
缺

か
ら
独
立
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
平
成
一
八
年
最
判
の
枠
組

み
に
沿
う
た
め
に
は
、
要
考
慮
事
情
の
考
慮
の
不
十
分
性
が
、

ど
の
よ
う
に
合
理
性
欠
缺
と
の
評
価
に
繋
が
っ
た
の
か
を
示
す

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑵　

こ
の
よ
う
な
考
慮
事
情
の
合
理
性
欠
缺
へ
の
作
用
様
式
だ
け

で
な
く
、
処
分
発
令
に
あ
た
っ
て
考
慮
が
必
要
と
な
る
事
情
と

然
考
慮
す
べ
き
事
項
を
十
分
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
、

社
会
通
念
に
照
ら
し
著
し
く
妥
当
性
を
欠
い
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
、
本
件
不
許
可
処
分
は
、
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
又

は
そ
の
濫
用
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
違
法
と
な
る
」
と
の
判
断

を
示
し
て
い
る
（
最
判
平
成
一
九
年
一
二
月
七
日
民
集
六
一
巻

九
号
三
二
九
〇
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
庁
が
裁
量
権
を
行

使
す
る
際
に
考
慮
し
た
事
実
の
選
別
と
評
価
に
関
す
る
詳
細
な

認
定
を
基
底
と
し
て
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
著
し
く
妥
当
性
を

欠
く
こ
と
を
評
価
す
る
手
法
は
、
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
定
式

化
さ
れ
た
一
つ
の
枠
組
み
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
件
も
、
こ
の

一
連
の
判
断
枠
組
み
に
沿
っ
て
判
断
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

㈢　

本
件
の
判
断

本
件
に
お
い
て
、
第
一
審
と
控
訴
審
の
設
定
す
る
判
断
枠
組
み

は
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
判
断
過
程
に
相
違
が
あ
る
。

⑴　

第
一
審
の
判
断
で
ま
ず
着
目
さ
れ
る
の
は
、
本
件
条
例
一
二

条
が
「
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
違
法
と
さ
れ
る
Ｙ
の
処
分
（
便
宜

供
与
の
不
許
可
処
分
）
を
適
法
化
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
」

限
り
に
お
い
て
憲
法
二
八
条
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
こ
と
を
、

処
分
の
違
法
性
を
判
断
す
る
際
の
考
慮
事
情
に
据
え
て
い
る
点

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
条
例
一
二
条
が
法
律
上
の
効
力
を

（
九
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
五
六

し
か
し
、
本
件
は
、
使
用
許
可
を
求
め
る
主
体
の
属
性
や
使

用
態
様
と
使
用
を
規
制
す
る
条
例
の
効
力
が
、
主
た
る
争
点
と

な
っ
て
お
り
考
慮
事
情
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
平
成
一
八
年
最
判
の
事
例
で
問
題
と
な
っ
た
不
許
可
理
由

は
、「
中
学
校
及
び
そ
の
周
辺
の
学
校
や
地
域
に
混
乱
を
招
き
、

児
童
生
徒
に
教
育
上
悪
影
響
を
与
え
、
学
校
教
育
に
支
障
を
来

す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
過
去
に
同

様
の
集
会
を
開
催
し
た
際
に
、
右
翼
団
体
が
周
辺
に
押
し
寄
せ

て
騒
然
と
な
っ
た
こ
と
等
を
受
け
て
い
た
。

平
成
一
八
年
最
判
の
事
例
の
よ
う
に
、
事
実
の
想
定
又
は
予

測
、
及
び
対
応
可
能
性
を
考
慮
対
象
の
主
眼
に
設
定
す
る
場
面

で
は
、
法
的
評
価
や
判
断
か
ら
区
分
け
さ
れ
た
客
観
的
な
事
実

判
断
を
、
考
慮
事
情
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か

し
本
件
で
は
、
条
例
の
違
憲
性
・
違
法
性
と
い
っ
た
法
的
評
価

や
判
断
も
、
考
慮
事
情
へ
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
法
的
評
価

や
判
断
を
伴
う
事
象
が
考
慮
事
情
に
包
含
さ
れ
得
る
場
合
に
、

行
政
庁
が
ど
の
よ
う
に
判
断
と
審
査
を
尽
く
せ
ば
、
合
理
性
具

備
の
評
価
に
行
き
付
け
る
か
、
あ
る
い
は
合
理
性
欠
缺
と
評
価

さ
れ
る
要
素
が
何
で
分
岐
点
が
ど
こ
か
と
い
う
事
項
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

し
て
設
定
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
事
情
な
の
か
、
と
い
う
点

に
つ
い
て
も
、
第
一
審
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
。

他
方
、
控
訴
審
は
、「
学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
が
適
正
か

つ
健
全
な
労
使
関
係
を
阻
害
す
る
便
宜
供
与
に
当
た
る
か
ど
う

か
」
が
考
慮
事
情
に
含
ま
れ
る
と
し
た
上
で
、
平
成
二
三
年
ま

で
の
Ｘ
の
主
催
す
る
教
育
研
究
集
会
の
運
営
状
況
な
ど
も
詳
細

に
検
討
し
て
、
結
論
へ
至
っ
て
い
る
。
各
事
例
の
個
別
事
情
を

慎
重
に
精
査
し
て
い
る
点
で
、
審
査
密
度
が
高
度
で
あ
り
、
控

訴
審
の
判
断
過
程
は
適
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑶　

も
っ
と
も
、
裁
量
判
断
を
実
際
に
行
う
局
面
に
お
い
て
、
何

を
考
慮
す
べ
き
か
、
そ
し
て
考
慮
事
情
に
つ
い
て
評
価
を
ど
の

よ
う
に
行
う
か
に
関
し
て
、
行
政
庁
に
対
す
る
行
為
規
範
と
し

て
の
綿
密
性
や
予
測
可
能
性
の
観
点
か
ら
、
な
お
慎
重
な
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
平
成
一
八
年
最
判
は
、
県
内
の
公
立
小
中
学

校
等
に
勤
務
す
る
教
職
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
職
員
団
体
が

県
教
育
研
究
集
会
の
会
場
と
し
て
市
立
中
学
校
の
学
校
施
設
の

使
用
を
申
請
し
た
こ
と
に
対
し
、
市
教
育
委
員
会
が
不
許
可
と

し
た
こ
と
を
受
け
て
、
職
員
団
体
が
市
に
対
し
て
国
家
賠
償
請

求
を
し
た
事
件
で
あ
る
。
使
用
許
可
の
許
否
を
判
断
す
る
局
面

で
は
、
本
件
と
重
な
り
合
う
。

（
九
一
四
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
五
七

に
お
け
る
要
考
慮
事
情
の
選
別
と
し
て
、
必
ず
し
も
適
切
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。

要
考
慮
事
情
が
ど
こ
ま
で
広
が
り
を
見
せ
る
の
か
に
つ
い
て
、

処
分
判
断
を
行
う
際
の
指
標
と
し
て
予
測
可
能
な
状
況
を
形
成

し
て
お
く
こ
と
が
、
法
律
に
よ
る
行
政
を
精
緻
に
実
現
す
る
上

で
、
司
法
府
と
し
て
必
要
な
役
割
で
は
な
か
ろ
う
か
。
考
慮
事

情
の
選
別
、
各
事
情
の
評
価
指
標
や
相
関
関
係
、
及
び
合
理
性

具
備
や
社
会
通
念
と
の
照
合
に
よ
る
妥
当
性
具
備
へ
の
作
用
力

の
度
合
い
等
を
、
事
前
の
対
応
可
能
性
と
予
測
可
能
性
を
可
及

的
に
定
立
す
る
趣
旨
目
的
に
お
い
て
、
今
後
明
確
に
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
と
考
え
る
（
24
）
。

㈣　

行
為
の
違
法
性
と
過
失

右
で
指
摘
し
た
問
題
点
は
、
行
為
の
違
法
性
及
び
過
失
の
判
断

と
も
関
連
が
あ
る
。

⑴　

第
一
審
及
び
控
訴
審
は
、
本
件
各
小
学
校
の
校
長
の
国
家
賠

償
法
一
条
一
項
の
要
件
で
あ
る
違
法
性
と
過
失
に
つ
い
て
、
と

も
に
最
判
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
一
日
民
集
三
九
巻
七
号

一
五
二
一
頁
、
最
判
平
成
五
年
三
月
一
一
日
民
集
四
七
巻
四
号

二
八
六
三
頁
及
び
最
判
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日
民
集
六
一
巻

八
号
二
七
三
三
頁
を
引
用
し
て
、
判
断
基
準
に
据
え
て
い
る
。

⑷　

さ
ら
に
、
控
訴
審
は
、
平
成
一
八
年
最
判
の
判
断
基
準
に
加

え
て
、「
学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
が
適
正
か
つ
健
全
な
労
使

関
係
を
阻
害
す
る
便
宜
供
与
に
当
た
る
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て

も
、
要
考
慮
事
情
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
平
成
一
八
年
最
判

が
「
諸
般
の
事
情
」
と
い
う
表
現
の
も
と
で
、
明
示
さ
れ
て
い

る
事
象
以
外
の
事
情
を
考
慮
対
象
に
含
み
持
つ
こ
と
を
許
容
し

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
精
密
な
違
法

性
判
断
を
行
う
意
味
で
、
本
件
控
訴
審
の
よ
う
な
考
慮
事
情
の

付
加
的
提
示
も
許
容
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
他
方
で
、
処
分
の
発

令
を
実
際
に
行
政
庁
が
裁
量
審
査
を
行
う
場
面
に
お
け
る
審
査

対
象
の
選
定
、
す
な
わ
ち
何
を
ど
こ
ま
で
審
査
す
れ
ば
違
法
で

な
く
な
る
の
か
と
い
う
点
に
関
す
る
行
為
規
範
と
し
て
は
、
控

訴
審
の
判
示
だ
け
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。

⑸　

ま
た
、
控
訴
審
の
枠
組
み
で
は
、
便
宜
供
与
へ
の
該
当
と
い

う
評
価
が
、
考
慮
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
。
両
校
長
は
、
Ｘ
の

使
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
便
宜
供
与
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た

ゆ
え
に
、
不
許
可
処
分
を
出
し
て
い
る
。
裁
量
判
断
過
程
の
適

法
性
は
、
処
分
審
査
時
に
お
い
て
考
慮
し
た
事
実
に
脱
漏
が
な

か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
岐
点
に
な
る
。
控
訴
審
の
よ
う
に

評
価
的
事
象
を
要
考
慮
事
情
に
含
ま
せ
る
こ
と
は
、
裁
量
判
断

（
九
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
五
八

ま
た
、
過
失
に
つ
い
て
は
、「
あ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
見

解
が
対
立
し
、
実
務
上
の
取
扱
い
も
分
か
れ
て
い
て
、
そ
の
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
相
当
の
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
公
務

員
が
そ
の
一
方
の
見
解
を
正
当
と
解
し
こ
れ
に
立
脚
し
て
公
務

を
執
行
し
た
と
き
は
、
の
ち
に
そ
の
執
行
が
違
法
と
判
断
さ
れ

た
か
ら
と
い
つ
て
、
た
だ
ち
に
右
公
務
員
に
過
失
が
あ
つ
た
も

の
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
す
る
最
判
昭
和
四
六
年
六

月
二
四
日
民
集
二
五
巻
四
号
五
七
四
頁
に
言
及
す
る
も
の
の
、

「
本
件
各
不
許
可
処
分
を
行
う
こ
と
は
本
来
裁
量
権
の
逸
脱
・

濫
用
が
あ
り
、
違
法
で
あ
る
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
条
例

一
二
条
及
び
改
正
後
の
本
件
審
査
基
準
は
、
そ
れ
を
適
法
化
す

る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
憲
法
二
八
条
に
違
反
す

る
と
い
う
重
大
な
法
的
瑕
疵
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
」

「
本
件
条
例
一
二
条
及
び
改
正
後
の
本
件
審
査
基
準
を
適
用
し

て
も
憲
法
二
八
条
で
保
障
さ
れ
て
い
る
Ｘ
の
団
結
権
等
を
違
法

に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
十
分
に
検
討
し
た
上

で
、
相
当
な
根
拠
を
も
っ
て
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
も
認

め
る
に
足
り
な
い
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
過
失
の
存
在
を

評
価
す
る
た
め
の
事
象
を
詳
述
す
る
こ
と
な
く
、
法
的
瑕
疵
の

重
大
性
を
も
っ
て
行
為
者
の
過
失
を
導
き
出
し
て
い
る
。
違
法

⑵　

第
一
審
は
、
本
件
各
不
許
可
処
分
を
行
う
際
に
課
さ
れ
る
、

本
件
各
小
学
校
の
校
長
の
職
務
上
の
注
意
義
務
と
し
て
、
Ｘ
の

「
申
請
に
本
件
条
例
一
二
条
を
適
用
し
て
本
件
不
許
可
処
分
と

す
る
こ
と
が
Ｘ
の
団
結
権
等
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
く
適
法

で
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
慎
重
な
検
討
を
行
う
べ

き
」
こ
と
を
設
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
自
ら
が
発
令
す
る
行
政
処
分
に
作
用
す
る
法
令
及

び
条
例
の
違
憲
性
を
、
そ
の
適
用
に
際
し
て
ど
の
程
度
ま
で
検

討
す
れ
ば
、
注
意
義
務
を
履
践
し
た
と
い
え
る
の
か
が
、
必
ず

し
も
明
確
で
な
い
。
第
一
審
は
、
本
件
条
例
の
制
定
に
あ
た
っ

て
の
市
長
の
認
識
に
つ
い
て
、
報
道
機
関
で
報
道
さ
れ
て
い
た

事
実
等
を
も
っ
て
、
慎
重
な
検
討
を
す
べ
き
義
務
の
存
在
を
基

礎
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
判
断
基
底
と
な
る
条
例
の
法
的
性

質
に
関
す
る
問
題
点
が
表
面
化
し
て
い
る
こ
と
と
、
個
別
の
処

分
審
査
に
お
け
る
職
務
上
の
注
意
義
務
の
関
係
性
が
明
ら
か
で

は
な
い
。
ま
た
、
検
討
の
度
合
い
が
ど
の
程
度
に
至
れ
ば
、
慎

重
な
検
討
を
行
っ
た
と
の
評
価
に
な
る
か
に
つ
い
て
も
不
明
で

あ
る
。
職
務
上
の
注
意
義
務
の
履
践
に
係
る
処
分
庁
の
認
識
に

お
い
て
、
法
的
評
価
を
含
ま
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
が
看
て
取
れ

る
。

（
九
一
六
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
五
九

務
履
行
を
調
整
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
断

を
明
確
に
は
示
し
て
い
な
い
。

二
つ
目
は
、
違
法
性
と
過
失
の
区
分
け
で
あ
る
。
国
家
賠
償

に
お
け
る
違
法
性
と
過
失
に
関
す
る
文
献
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
く
、
考
察
手
法
や
理
論
構
成
も
様
々
あ
る
が
、
損
害
の
原
因

と
な
っ
た
行
政
処
分
の
違
法
性
と
国
家
賠
償
法
上
の
違
法
性
を

別
個
と
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
同
一
と
捉
え
る
か
と
い
う
視
点

で
、
違
法
性
相
対
説
と
違
法
性
一
元
説
に
区
分
け
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
26
）
。

裁
量
判
断
の
違
法
性
を
処
分
庁
の
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
み

る
と
、
考
慮
事
情
を
誤
り
な
く
選
定
・
調
査
し
、
要
考
慮
事
情

を
合
理
的
に
検
討
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

公
務
員
の
法
令
及
び
条
例
等
へ
の
忠
実
義
務
は
こ
の
場
面
で
は

顕
出
せ
ず
、
当
然
の
前
提
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
他
方
で
、

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
要
件
該
当
性
に
お
い
て
は
、
法
令
及

び
条
例
等
へ
の
忠
実
義
務
が
顕
在
化
し
、
行
政
庁
の
調
査
検
討

義
務
は
相
対
的
に
希
薄
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
件
控
訴
審

の
判
断
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
処
分
の
違
法
性
と
国
家
賠
償
法

上
の
違
法
性
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
浮
き
彫

り
に
な
る
（
27
）
。

性
の
認
定
と
過
失
の
認
定
に
お
け
る
評
価
及
び
判
断
の
過
程
が
、

必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。

⑶　

他
方
、
控
訴
審
は
、
先
に
掲
げ
た
通
り
の
認
定
に
お
い
て
、

違
法
性
と
過
失
の
評
価
を
併
せ
て
行
っ
て
い
る
。
処
分
審
査
に

お
け
る
考
慮
事
情
と
し
て
便
宜
供
与
の
判
断
も
包
含
し
た
こ
と
、

及
び
処
分
時
点
ま
で
に
お
け
る
本
件
条
例
の
通
用
性
を
勘
案
し

て
、
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
さ
な
か
っ
た

事
情
は
な
い
、
と
判
断
し
て
い
る
。

控
訴
審
の
考
え
方
に
対
す
る
問
題
点
と
し
て
、
以
下
の
二
つ

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
目
は
、
地
方
公
務
員
法
三
二
条
（
25
）
に
基
づ
く
本
件
各
小
学

校
の
校
長
の
義
務
を
重
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
法
令
及
び
条

例
に
対
す
る
忠
実
義
務
自
体
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、

具
体
的
な
処
分
の
発
令
を
審
査
す
る
局
面
で
は
、
考
慮
す
べ
き

事
情
が
何
か
を
選
別
す
る
義
務
、
及
び
考
慮
対
象
と
し
た
事
情

を
合
理
的
に
審
査
す
る
義
務
も
、
処
分
庁
た
る
公
務
員
に
は
課

せ
ら
れ
て
い
る
。
義
務
が
並
立
し
、
場
面
に
よ
っ
て
衝
突
が
生

じ
得
る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
序
列
を
付
け
て
義
務
を
履
践
す
べ

き
な
の
か
、
あ
る
い
は
序
列
を
付
け
る
こ
と
な
く
義
務
を
履
践

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
さ
ら
に
、
ど
こ
ま
で
慎
重
に
義

（
九
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
六
〇

の
点
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
て
、
多
角
的
に
分
析
・
考
察
し

て
い
き
た
い
。

（
1
） 

教
育
公
務
員
特
例
法
二
一
条
（
研
修
）

一
項　

教
育
公
務
員
は
、
そ
の
職
責
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
絶

え
ず
研
究
と
修
養
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
項　

教
育
公
務
員
の
任
命
権
者
は
、
教
育
公
務
員
（
公
立
の

小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
そ
の
他

の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）
を

除
く
。）
の
研
修
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
要
す
る
施
設
、
研
修
を
奨
励

す
る
た
め
の
方
途
そ
の
他
研
修
に
関
す
る
計
画
を
樹
立
し
、
そ
の

実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
法
二
二
条
（
研
修
の
機
会
）

一
項　

教
育
公
務
員
に
は
、
研
修
を
受
け
る
機
会
が
与
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
項　

教
員
は
、
授
業
に
支
障
の
な
い
限
り
、
本
属
長
の
承
認

を
受
け
て
、
勤
務
場
所
を
離
れ
て
研
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
項　

教
育
公
務
員
は
、
任
命
権
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

現
職
の
ま
ま
で
、
長
期
に
わ
た
る
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
） 

住
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
普

通
地
方
公
共
団
体
の
役
務
の
提
供
を
等
し
く
受
け
る
権
利
を
有
す

る
（
地
方
自
治
法
一
〇
条
二
項
）。
公
の
施
設
の
利
用
権
に
つ
い
て
、

特
に
明
文
が
置
か
れ
て
い
る
。
昭
和
三
八
年
の
改
正
前
は
、「
営
造

こ
れ
に
加
え
て
、
職
務
上
の
注
意
義
務
を
違
法
性
の
次
元
で

検
討
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
過
失
評
価
の
次
元
で
検
討
す

べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
個

別
具
体
的
な
事
実
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
過
失
の
評
価
根
拠
事

実
と
評
価
障
害
事
実
に
切
り
分
け
て
認
定
し
て
い
く
に
は
、
過

失
要
件
の
検
証
を
充
実
化
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
（
28
）
。

㈤　

結
語

本
件
は
控
訴
審
で
確
定
を
し
て
い
る
も
の
の
、
第
一
審
と
控
訴

審
で
判
断
過
程
や
結
論
に
相
違
が
あ
り
、
平
成
一
八
年
最
判
の
枠

組
み
が
他
の
場
面
で
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
を
検
証
す
る
上
で

重
要
な
事
例
と
言
え
る
。
ま
た
、
本
件
の
よ
う
に
施
設
の
利
用
申

請
に
つ
い
て
審
査
す
る
場
面
で
は
、
行
政
庁
が
考
慮
す
べ
き
事
項

が
拡
散
し
過
ぎ
る
と
、
標
準
処
理
期
間
や
利
用
希
望
日
ま
で
の
期

間
と
の
関
係
で
（
29
）
、
判
断
の
迅
速
性
や
適
時
性
の
減
殺
が
懸
念
さ
れ

る
。
利
用
申
請
の
特
質
を
、
処
分
の
裁
量
統
制
の
要
素
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
公
務
員
の
過
失
を
評
価
・
判
断
す

る
場
面
で
、
こ
れ
を
組
み
込
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

行
政
処
分
の
裁
量
審
査
に
お
け
る
違
法
性
、
並
び
に
国
家
賠
償

法
一
条
一
項
に
お
け
る
違
法
性
及
び
過
失
の
判
断
基
準
と
認
定
手

法
に
関
し
て
は
、
な
お
理
論
的
に
解
明
す
べ
き
事
項
が
あ
る
（
30
）
。
こ

（
九
一
八
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
六
一

政
財
産
を
使
用
又
は
収
益
さ
せ
る
場
合
の
取
扱
い
の
基
準
に
つ
い

て
」（
昭
和
三
三
年
一
月
七
日
付
け
蔵
管
一
号
）
に
は
、
使
用
許
可

が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
、
判
断
基
準
及
び
具
体
的
事
例
が
示
さ

れ
て
い
る
。
判
断
基
準
と
し
て
、「
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限

度
」
と
は
、
次
の
四
項
目
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
指

す
、
と
し
て
い
る
。

① 　

国
の
事
務
、
事
業
の
遂
行
に
支
障
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と

②　

行
政
財
産
の
管
理
上
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

③　

行
政
財
産
の
公
共
性
、
公
益
性
に
反
す
る
以
下
の
事
項

・
公
序
良
俗
に
反
し
、
社
会
通
念
上
不
適
当
で
あ
る
こ
と

・ 

特
定
の
個
人
、
団
体
、
企
業
の
活
動
を
行
政
の
中
立
性
を

阻
害
し
て
支
援
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と

・ 

暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
の
事
務
所
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
こ
と

・ 

上
記
の
ほ
か
、
使
用
収
益
に
よ
り
公
共
性
、
公
益
性
を
損

な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

④ 　

そ
の
他
行
政
財
産
の
用
と
又
は
目
的
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と

ま
た
、
使
用
許
可
が
で
き
る
場
合
の
類
型
的
例
示
と
し
て
、
公

益
的
な
講
演
会
、
研
究
会
等
の
た
め
の
使
用
や
信
号
機
の
設
置
等

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
7
） 
松
本
・
前
掲
注（
2
）九
二
〇
頁

（
8
） 
川
神
・
前
掲
注（
3
）二
一
七
頁

物
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
営
造
物
と
は
、
講
学
上
、

国
又
は
公
共
団
体
等
の
行
政
主
体
に
よ
り
公
の
目
的
に
供
用
さ
れ

る
人
的
手
段
及
び
物
的
施
設
の
総
合
体
を
い
う
（
松
本
英
昭
『
新

版
逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
九
次
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
七

年
）
一
〇
九
九
頁
）。
公
の
施
設
に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
は
、

純
然
た
る
試
験
研
究
機
関
や
も
っ
ぱ
ら
外
国
人
観
光
客
を
相
手
と

す
る
宿
泊
施
設
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
松
本
・
前
掲
注（
2
）

一
一
〇
〇
頁
、
森
源
二
「
公
の
施
設
」
法
学
教
室
一
六
五
号

（
一
九
九
四
年
）
五
二
頁
）。
公
の
施
設
の
例
と
し
て
は
、
地
方
公

共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
、
公
園
、
道
路
、
図
書
館
、
及
び
病
院

等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法
概
説

〔
第
七
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
三
六
八
頁
）。

（
3
） 

川
神
裕
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
八

年
度
（
上
）
二
〇
六
頁
〔
二
三
三
頁
〕

（
4
） 

教
育
基
本
法
六
条
一
項
・
二
項
参
照

（
5
） 

行
政
財
産
で
あ
る
公
の
施
設
の
管
理
法
制
に
お
い
て
は
、
本

来
的
な
供
用
目
的
の
範
囲
内
か
目
的
外
か
に
よ
っ
て
、
適
用
さ
れ

る
法
制
度
及
び
利
用
利
益
の
要
保
護
性
を
区
別
す
る
の
が
現
行
法

の
立
場
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
山
本
隆
司
『
判
例
か
ら
探
究
す
る

行
政
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
二
二
三
頁
）。

（
6
） 

国
有
財
産
の
場
合
、「
行
政
財
産
は
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を

妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。」（
国
有
財
産
法
一
八
条
六
項
）。

大
蔵
省
（
当
時
）
管
財
局
長
に
よ
る
各
財
務
局
長
宛
通
知
「
行

（
九
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
六
二

請
は
、
平
成
二
四
年
九
月
八
日
の
使
用
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、

平
成
二
五
年
度
不
許
可
処
分
に
係
る
利
用
申
請
は
、
平
成
二
五
年

九
月
一
四
日
の
使
用
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
12
） 

本
件
条
例
を
制
定
・
施
行
し
た
目
的
に
つ
い
て
、
Ｙ
は
、「
第

三
者
調
査
チ
ー
ム
や
交
通
局
の
調
査
に
お
い
て
、
勤
務
時
間
中
の

認
め
ら
れ
な
い
組
合
活
動
や
、
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
庁
舎
内
の

会
議
室
に
お
い
て
組
合
活
動
を
行
う
な
ど
、
労
使
間
の
不
適
正
な

事
案
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市
民
の
信
頼
を

大
き
く
失
墜
さ
せ
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
労
使
関

係
の
適
正
化
に
つ
い
て
職
員
へ
の
周
知
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、

広
く
市
民
に
も
周
知
し
責
任
を
持
っ
て
取
組
み
を
進
め
る
た
め
、

条
例
化
を
行
う
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
大
阪
市
労
使

関
係
に
関
す
る
条
例
及
び
施
行
規
則
の
制
定
に
伴
う
Ｑ
Ａ
「
1
本

条
例
を
施
行
す
る
目
的
」
の
項
「
Ｑ
1
」
及
び
「
Ａ
1
」
参
照
）。

（
13
） 

こ
の
解
釈
手
法
を
法
律
適
合
的
限
定
解
釈
と
指
摘
す
る
の
が
、

倉
田
原
志
「
判
評
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
四
九
二
号
（
平
成

二
七
年
度
重
要
判
例
解
説
）
二
七
頁
で
あ
る
。

（
14
） 

西
谷
敏
『
労
働
組
合
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二

年
）
二
六
八
頁
参
照

（
15
） 

本
件
の
第
一
審
判
決
に
関
連
し
て
便
宜
供
与
の
性
質
を
論
じ

た
も
の
と
し
て
、
西
谷
敏
「
便
宜
供
与
の
法
的
性
格
と
大
阪
市
労

使
関
係
条
例
」
法
律
時
報
八
五
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
七
五

頁
が
あ
る
。
便
宜
供
与
の
分
類
に
つ
い
て
同
七
七
頁
参
照
。

（
16
） 
土
田
伸
也
「
判
解
」
行
政
判
例
百
選
Ⅰ
〔
第
六
版
〕

（
9
） 

学
校
施
設
の
使
用
に
関
し
て
は
、
他
に
学
校
施
設
の
確
保
に

関
す
る
政
令
（
昭
和
二
四
年
政
令
三
四
号
）
が
あ
る
。
同
政
令
は
、

内
閣
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件

（
昭
和
二
〇
年
勅
令
五
四
二
号
）
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
く

文
部
省
関
係
諸
命
令
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
七
年
法
律

八
六
号
）
一
条
一
項
に
よ
り
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
効
力
発

生
日
で
あ
る
昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
以
降
も
効
力
を
有
す
る
。

同
政
令
三
条
は
、
学
校
施
設
の
使
用
禁
止
に
つ
い
て
、
以
下
の

よ
う
に
定
め
て
い
る
。

一
項 　

学
校
施
設
は
、
学
校
が
学
校
教
育
の
目
的
に
使
用
す
る

場
合
を
除
く
外
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
左
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一 　

法
律
又
は
法
律
に
基
く
命
令
の
規
定
に
基
い
て
使
用
す
る

場
合

二　

管
理
者
又
は
学
校
の
長
の
同
意
を
得
て
使
用
す
る
場
合

二
項　

 

管
理
者
又
は
学
校
の
長
は
、
前
項
第
二
号
の
同
意
を
与

え
る
に
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
10
） 

本
件
時
点
で
適
用
さ
れ
て
い
た
平
成
二
六
年
法
律
第
七
六
号

に
よ
る
改
正
（
平
成
二
七
年
四
月
一
日
施
行
）
前
の
条
項
。
以
下
、

本
稿
に
お
け
る
法
令
等
の
条
項
は
、
特
に
指
定
の
な
い
限
り
、
本

件
時
点
に
適
用
さ
れ
て
い
た
条
項
に
よ
る
。

（
11
） 

本
件
の
場
合
、
平
成
二
四
年
度
不
許
可
処
分
に
係
る
利
用
申

（
九
二
〇
）



学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
に
対
す
る
不
許
可
処
分
に
関
す
る
検
討
（
長
谷
川
）

二
六
三

四
八
五
頁
）。

（
21
） 

友
岡
・
前
掲
注（
18
）四
七
九
頁

（
22
） 

平
成
一
八
年
最
判
の
位
置
づ
け
と
し
て
、
亘
理
格
「
行
政
裁

量
の
法
的
統
制
」
行
政
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊　

新
・
法

律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
八　

有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
一
二
一
頁

で
は
、「
社
会
観
念
審
査
の
看
板
を
掲
げ
つ
つ
、
考
慮
事
項
審
査
及

び
適
正
比
較
衡
量
審
査
を
通
し
て
密
度
の
濃
い
実
体
法
的
審
査
が

行
わ
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

友
岡
・
前
掲
注（
18
）四
八
〇
頁

（
24
） 

橋
本
博
之
『
行
政
判
例
と
仕
組
み
解
釈
』（
弘
文
堂
、

二
〇
〇
九
年
）
一
六
六
頁
及
び
土
田
・
前
掲
注（
16
）一
五
六
頁
も

同
じ
趣
旨
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
考
慮
事
項
に
関
す
る
論
稿
は
多

岐
に
渡
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
諸
原
則
を
整
理
・
検
討
し
た

嚆
矢
と
し
て
芝
池
義
一
「
行
政
決
定
に
お
け
る
考
慮
事
項
」
法
学

論
叢
一
一
六
巻
一
〜
六
号
（
一
九
八
五
年
）
五
七
一
頁
が
あ
る
。

（
25
） 

地
方
公
務
員
法
三
二
条

職
員
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
つ
て
、
法
令
、
条
例
、

地
方
公
共
団
体
の
規
則
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規

程
に
従
い
、
且
つ
、
上
司
の
職
務
上
の
命
令
に
忠
実
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
26
） 

北
村
和
生
「
国
家
賠
償
に
お
け
る
違
法
と
過
失
」
行
政
法
の

争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊　

新
・
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
八　

有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
一
四
六
頁

（
27
） 
こ
の
違
法
性
の
異
同
に
つ
い
て
、
喜
多
村
勝
徳
「
行
政
処
分

（
二
〇
一
二
年
）
一
五
六
頁
。
ま
た
、
川
神
・
前
掲
注（
3
）二
三
一

頁
は
、「
今
後
の
同
種
事
件
の
処
理
に
当
た
り
参
考
と
な
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
。

（
17
） 
本
多
滝
夫
「
判
評
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
三
二
号

（
平
成
一
八
年
度
重
要
判
例
解
説
）
四
〇
頁
は
、
平
成
一
八
年
最
判

を
、
公
の
施
設
の
目
的
内
使
用
の
許
可
に
関
す
る
泉
佐
野
市
民
会

館
事
件
（
最
判
平
成
七
年
三
月
七
日
民
集
四
九
巻
三
号
六
八
七
頁
）

及
び
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
（
最
判
平
成
八
年
三
月
一
五
日
民
集

五
〇
巻
3
号
五
四
九
頁
）
と
比
較
し
て
、
裁
量
権
の
有
無
に
つ
い

て
目
的
外
と
目
的
内
を
峻
別
す
る
理
論
枠
組
み
を
設
定
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
目
的
内
使
用
に
掛
か
る
判
例
法
理
に
類
す
る
も
の

を
考
慮
事
項
と
し
て
設
定
し
、
こ
れ
を
裁
判
所
の
考
慮
要
素
と
す

る
こ
と
で
、
裁
量
権
に
対
す
る
審
査
密
度
を
高
め
、
結
論
に
お
い

て
目
的
内
使
用
と
目
的
外
使
用
の
区
別
を
相
対
的
に
と
ど
め
た
、

と
分
析
し
て
い
る
。

（
18
） 

小
早
川
光
郎
『
行
政
法
講
義
〔
下
Ⅱ
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五

年
）
一
九
五
頁
及
び
友
岡
史
仁
「
行
政
裁
量
と
そ
の
統
制
基
準
」

小
早
川
光
郎
＝
青
栁
馨
編
著
『
論
点
体
系 

判
例
行
政
法
2
』（
第

一
法
規
、
二
〇
一
七
年
）
四
七
三
頁

（
19
） 

小
早
川
・
前
掲
注（
18
）一
九
六
頁
、
友
岡
・
前
掲
注（
18
）

四
七
三
頁
、
土
田
・
前
掲
注（
16
）一
五
六
頁

（
20
） 

小
早
川
・
前
掲
注（
18
）一
九
七
頁
、
友
岡
・
前
掲
注（
18
）

四
七
三
頁
。
最
大
限
の
審
査
密
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る
実
体
的
判
断
代
置
方
式
で
あ
る
（
友
岡
・
前
掲
注（
18
）

（
九
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
六
四

判
法
行
政
法
講
義
Ⅱ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
四
〇
〇
頁
以

下
、
櫻
井
敬
子
・
橋
本
博
之
『
行
政
法
（
第
五
版
）』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
六
年
）
三
六
八
頁
以
下
及
び
稲
葉
馨
ほ
か
『
行
政
法
（
第

三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
二
九
九
頁
以
下
等
で
幅
広
く

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

取
消
訴
訟
に
お
け
る
違
法
性
と
国
家
賠
償
請
求
事
件
に
お
け
る
違

法
性
と
の
異
同
」
藤
山
雅
行
＝
村
田
斉
志
編
『
新
・
裁
判
実
務
大

系
第
二
五
巻
行
政
訴
訟
（
改
訂
版
）』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）

六
二
九
頁
に
分
析
が
あ
る
。

（
28
） 

国
家
賠
償
請
求
の
要
件
と
な
る
違
法
性
と
過
失
の
検
証
は
、

民
法
上
の
不
法
行
為
と
の
関
連
で
、
近
時
議
論
に
広
が
り
が
見
ら

れ
る
。
中
川
丈
久
「
国
家
賠
償
法
一
条
に
お
け
る
違
法
と
過
失
に

つ
い
て
│
民
法
七
〇
九
条
と
統
一
的
に
理
解
で
き
る
か
」
法
学
教

室
三
八
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
二
頁
等
を
参
照
。

（
29
） 

Ｙ
に
お
け
る
学
校
施
設
の
目
的
外
使
用
許
可
申
請
に
係
る
標

準
処
理
期
間
は
、
新
規
申
請
の
場
合
、
四
〇
日
と
さ
れ
て
い
る

（
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
審
査
基
準
一
覧
（
教
育
委
員
会
事
務
局
）」

整
理
番
号
教
委
│
法
申
│
一
参
照 http://w

w
w
.city.osaka.

lg.jp/kyoiku/page/0000021520.htm
l

）。
本
件
の
場
合
、
平
成

二
四
年
度
不
許
可
処
分
に
係
る
申
請
は
、
使
用
日
の
三
八
日
前
の

申
請
で
あ
り
、
平
成
二
五
年
度
不
許
可
処
分
に
係
る
申
請
は
、
使

用
日
の
六
八
日
前
の
申
請
で
あ
っ
た
。

（
30
） 

こ
の
課
題
に
関
す
る
分
析
と
論
稿
は
数
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。

体
系
書
に
お
い
て
も
、
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
総
論
』（
青
林
書
院
、

二
〇
一
三
年
）
五
三
五
頁
以
下
、
神
橋
一
彦
『
行
政
救
済
法
（
第

二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
五
六
頁
以
下
、
塩
野
宏
『
行

政
法
Ⅱ
（
第
五
版
補
訂
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
三

頁
以
下
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ
行
政
救
済
法
（
第
五
版
）』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
四
二
八
頁
以
下
、
大
浜
啓
吉
『
行
政
裁

（
九
二
二
）



索　
　

引

二
六
五

日
本
法
学　

第
八
十
三
巻　

索　

引

論　
　
　

説

号

裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
続
々
・
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性

│

柳　

瀬　
　
　

昇
…
一
（　
　

一
）

契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷

│

野　

中　

貴　

弘
…
一
（　

五
五
）

自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則　
　
　
　
　
　

 　

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
自
白
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
は
適
用
さ
れ
る
か

│

澤　

田　

康　

広
…
一
（
一
一
五
）

B
rexit

と
イ
ギ
リ
ス
憲
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
二
〇
一
七
年
ミ
ラ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
決
を
中
心
に

│

加　

藤　

紘　

捷
…
二
（　
　

一
）

地
方
議
会
議
員
の
発
言
権
と
表
現
の
自
由　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
中
津
川
市
議
会
代
読
拒
否
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て

│

岡　

田　

俊　

幸
…
二
（　

四
三
）

預
金
制
度
の
変
化
と
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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